
件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

1
社団法人共同通信社
東京都港区東新橋１－７－
１

共同通信ニュースサービス提供
料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 11,529,000

契約の相手方のみが提供可能なサービスであり，競争
を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2 個人情報につき非公表
語学アドバイザー業務委託　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 11,025,000

法務省が求める仕様に沿ったアドバイザー業務が可能
な者は契約の相手方のみであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１８年度か
ら）

3
（株）時事通信社
東京都中央区銀座５－１５
－８

時事通信ゼネラルニュース受信
機賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 8,442,000

契約の相手方のみが提供可能なサービスであり，競争
を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

4
（株）日本シューター
東京都千代田区神田駿河
台２－９

文書搬送設備保守点検料　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 2,408,496

当該設備は，契約の相手方が独自に構築し，設置を
行ったものであり，保守業務等を安全・確実に遂行可能
な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

機器更新時には，競争入札
に移行（価格競争）

5
（株）廣済堂
東京都港区芝４－６－１２

平成１８年版法務省広報用パン
フレット（増刷）
（日本語版）１８，０００部
（英語版）２，５００部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月24日 2,763,600

本案件のデザインを担当した契約の相手方以外に，当
該印刷物を増刷可能な者はいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

6

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－６

法務省ＷＡＮ用ネットワーク機
器賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 195,456,502

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

7
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

法務省認証局及び総合的な受
付・通知システムの保守・運用
管理支援業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 89,623,002

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，保守業務等を安全・確実に遂行可能な者は
契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
府省共通システムに移行予
定であり，移行後は，当該事
務・事業の委託等を行わない

8
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

法務省内ＬＡＮシステムの運用
管理支援業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 50,890,875

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，支援業務を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システム更新時には，競争入
札へ移行（価格競争）

9
東京レコードマネジメント
（株）
東京都港区新橋１－１８－２

総合的な文書管理システム保
守及び運用管理支援業務　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 26,670,000

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，支援業務を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
府省共通システムに移行予
定であり，移行後は，当該事
務・事業の委託等を行わない

平成１７年度　所管公益法人等以外の者との間で締結された随意契約の点検・見直しの状況（法務省）
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10
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－
３

総合的な受付・通知システム用
機器賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 13,860,000

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，国庫債
務負担行為を前提とした競争
入札に移行（価格競争）。

11
沖電気工業（株）
東京都港区芝浦４－１０－１
６

法務省共通給与計算及び共済
システム運用支援　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 12,820,500

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，支援業務を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
府省共通システムに移行予
定であり，移行後は，当該事
務・事業の委託等を行わない

12

センチュリー・リーシング・シ
ステム（株）
東京都港区浜松町２－４－
１

法務省ＷＡＮパーソナルコン
ピュータ等賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 12,149,550

前年度に引き続き当該機器等を継続して賃借可能な者
は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

13
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

本省内ＬＡＮシステム及び法務
省ＷＡＮ基本システムグループ
ウェアシステムに関する運用管
理支援業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 10,458,000

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，支援業務を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの更新時には，競争
入札に移行（価格競争）

14
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

法務省ＬＡＮ及びグループウェア
システム機器保守　　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 9,050,580

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，保守業務を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの更新時には，競争
入札に移行（価格競争）

15

（株）インターネットイニシア
ティブ
東京都千代田区神田神保
町１－１０５

インターネット接続サービス　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 7,731,150

法務省が求めるインターネット接続環境の提供が可能な
者は契約の相手方のみであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

16
（株）ソフエル
東京都千代田区外神田２－
１４－１０

法務省ホームページ更新作業
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 12,582,252

契約の相手方は，法務省ホームページの作製を行った
ものであり，更新作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
新規作成
１頁当たり
4,750円
ほか12件

17 個人情報につき非公表
法務省ＣＩＯ補佐官業務委託
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 4,200,000

法務省が求める仕様に沿った補佐官業務が可能な者は
契約の相手方のみであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１８年度から）
単価契約
１日当たり
40,000円

18
沖電気工業（株）
東京都港区芝浦４－１０－１
６

共通給与計算システム改修作
業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年6月1日 7,793,100

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，改修作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
府省共通システムに移行予
定であり，移行後は，当該事
務・事業の委託等を行わない

19
沖電気工業（株）
東京都港区芝浦４－１０－１
６

共通給与計算システム改修作
業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月5日 2,757,300

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，改修作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
府省共通システムに移行予
定であり，移行後は，当該事
務・事業の委託等を行わない
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20
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

法務省情報ネットワークへの統
合に伴うＬＡＮシステム設定変更
作業等　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月25日 7,973,070

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，設定変更作業等を安全・確実に遂行可能な
者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

21
（株）ピーエイチピー研究所
京都府京都市南区西九条
北ノ内町１１

法務省広報ビデオ「保護司広報
ビデオ」の制作　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月15日 4,956,000

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（総合評価）
（平成１８年度から）

22
（株）共同テレビジョン
東京都中央区築地５－６－
１０

法務省広報ビデオ「法務総合研
究所が行う国際協力」の制作
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月15日 4,998,262

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（総合評価）
（平成１８年度から）

23
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

省庁間電子文書交換システム
及び官庁会計事務データ通信
システム（ＡＤＡＭＳ）用ＩＣカード
発行作業等　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月21日 7,102,620

契約の相手方は，当該省庁間電子文書交換システムの
開発及び運用管理に携わったものであり，発行作業等を
安全・確実に遂行可能な者は契約の相手方のみである
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

24

（株）インターネットイニシア
ティブ
東京都千代田区神田神保
町１－１０５

インターネット接続サービス　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月25日 2,436,000

法務省が求めるインターネット接続環境の提供が可能な
者は契約の相手方のみであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

25
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

総合的な受付・通知システム申
請者機能ＪＲＥ１．４対応改修作
業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月7日 6,357,036

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，改修作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

26
（株）ヒューコム
東京都杉並区梅里１－７－
７

本省内ＬＡＮシステム等におけ
る情報セキュリティ監査等　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月28日 8,589,000

本案件の性質上，平成１６年度に企画競争により契約の
相手方を選定し，平成１７年度は，前年度の監査結果に
基づいて対策を講じた問題箇所等の追跡調査を行う必
要があるところ，それらの履行が可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（総合評価）
（平成１８年度から）

27
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

秘書課電算室内レイアウト変更
に伴うサーバ機器等移設作業
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月28日 2,079,840

契約の相手方は，秘書課電算室内に設置されたシステ
ムの開発及び運用管理に携わったものであり，機器等
の移設作業を安全・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

28
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

法務省情報ネットワーク基幹シ
ステムの構築　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月1日 14,897,505

契約の相手方は，当該システムが連携する本省内ＬＡＮ
システムの開発を行ったものであり，構築作業を安全・
確実に遂行可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

3
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29
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

プリンタの本省内ＬＡＮシステム
への接続調整作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月1日 1,890,000

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，調整作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

30
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

総合的な受付・通知システムＡｃ
ｒｏｂａｔ７．０動作検証作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月2日 5,027,295

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，検証作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

31
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

総合的な受付・通知システム審
査者機能ＪＲＥ１．４対応改修作
業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月8日 11,844,258

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，改修作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

32
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

法務省情報ネットワーク機能拡
張作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月15日 14,586,488

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，機能拡張作業を安全・確実に遂行可能な者
は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

33
沖電気工業（株）
東京都港区芝浦４－１０－１
６

共通給与計算システム改修作
業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月28日 25,200,000

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，改修作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
府省共通システムに移行予
定であり，移行後は，当該事
業・事務の委託等を行わない

34

（株）インターネットイニシア
ティブ
東京都千代田区神田神保
町１－１０５

インターネット接続契約に係る
回線帯域の増速　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月28日 1,006,950

法務省が求めるインターネット接続環境の提供（回線帯
域の増速）が可能な者は，現にインターネット接続契約を
締結している契約の相手方のみであり，競争を許さない
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

35
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

本省内ＬＡＮシステム機能強化
作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月1日 14,944,440

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，機能強化作業を安全・確実に遂行可能な者
は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

36
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

秘書課電算室内レイアウト変更
に伴うサーバ機器等移設作業
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月1日 9,810,885

契約の相手方は，秘書課電算室内に設置されたシステ
ムの開発及び運用管理に携わったものであり，機器等
の移設作業を安全・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

37
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

パーソナル・コンピュータの本省
内ＬＡＮシステムへの接続調整
作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月1日 2,762,235

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，調整作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

38
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

本省内ＬＡＮシステムセキュリ
ティ強化作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月2日 11,845,890

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，セキュリティ強化作業を安全・確実に遂行可
能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

4
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39
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

法務省内ＬＡＮシステム情報資
産環境強化作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月3日 14,959,665

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，情報資産環境強化作業を安全・確実に遂行
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

40
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

法務省内ＬＡＮ等におけるセ
キュリティ対策作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月15日 2,450,385

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，セキュリティ対策作業を安全・確実に遂行可
能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

41
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５
－１２

司法試験総合管理システム機
器賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 2,528,442

独自にシステム構築された当該機器等を継続して賃借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

42
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

司法試験の実施業務を行う次
世代司法試験総合管理システ
ムの開発　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月6日 86,563,302

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，請負業務を迅速・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１２条第１項第
２号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

43
共同印刷（株）
東京都文京区小石川４－１
４－１２

新司法試験プレテスト実施のた
めの業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年6月13日 17,311,171

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

44
ヨシダ印刷（株）
東京都墨田区亀沢３－２０
－１４

次世代育成支援ハンドブック
６０，０００部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月4日 5,249,790

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他 引き続き企画競争を実施

45
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

次世代司法試験総合管理シス
テム運用支援等　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月29日 11,721,780

契約の相手方は，当該システムを独自に開発及び運用
管理に携わったものであり，支援業務を安全・確実に遂
行可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

46
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

次世代司法試験総合管理シス
テムにおける仕様変更に係る改
修作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月28日 3,673,530

契約の相手方は，当該システムを独自に開発したもので
あり，改修作業を安全・確実に遂行可能な者は契約の相
手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

47
第一法規（株）
東京都港区南青山２－１１
－１７

平成１８年新司法試験用法文
２，５００部
平成１８年新司法試験用法文
（拡大法文）
４部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月14日 4,029,900

特別な技術を有するものが契約の相手方のみであり，
競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

48
（有）法務弘済会売店
東京都千代田区霞が関１－
１－１

郵便切手類及び印紙
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 117,352,221

券種ごとの販売価格が法律により定められており，価格
競争の余地がないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
1円券
ほか６９件

5



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

49
（株）リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６

複写機の保守　一式
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 111,373,548

契約の相手方は，当該機器の製造・設置を行ったもので
あり，保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
１枚当たり
３．９円
ほか

50

東京都個人タクシー協同組
合
東京都中野区弥生町５－６
－６

タクシー借上料
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 58,237,100

道路運送法第９条による認可料金が同一であり競争を
許さない。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

51
キヤノン販売（株）
東京都港区港南２－１６－６

複写機の保守　一式
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 50,521,956

契約の相手方は，当該機器の製造・設置を行ったもので
あり，保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
１枚当たり
４．３円
ほか

52
富士ゼロックス（株）
東京都港区六本木３－１－
１

複写機の保守　一式
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 45,180,684

契約の相手方は，当該機器の製造・設置を行ったもので
あり，保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
１枚当たり
４．７円
ほか

53
日本加除出版（株）
東京都豊島区南長崎３－１
６－６

日本行政区画便覧追録
各号７７０部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 44,499,840

当該追録は，出版元以外からは調達することができず，
競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１２条第１項第
２号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
１部当たり
1,376円

54
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

電子入札システム機器賃借料
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 42,639,468

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他

府省共通システムに移行予
定であり，移行後は，当該事
務・事業の委託等は行わな
い

55

日個連東京都営業協同組
合
東京都豊島区巣鴨１－９－
１

タクシー借上料
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 29,526,560

道路運送法第９条による認可料金が同一であり競争を
許さない。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

56

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）
東京都中央区日本橋本町１
－５－４

複写機の保守　一式
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 17,660,483

契約の相手方は，当該機器の製造・設置を行ったもので
あり，保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
１枚当たり
４．４円
ほか

57
丸の内新聞事業協同組合
東京都千代田区内幸町１－
７－１０

新聞供給
朝日新聞ほか３３３口

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 14,990,044

指定された場所に供給可能な者は契約の相手方のみで
あり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
１か月当たり
3,925円
ほか１１件

58

日本交通（株）
日比谷営業所
東京都千代田区日比谷公
園１－２

ハイヤー借上料
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 8,654,260

道路運送法第９条による認可料金が同一であり競争を
許さない。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行(価格競争）
を検討（１９年度から）

6



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

59
京セラミタジャパン（株）
東京都中央区日本橋本町１
－９－１５

複写機の保守　一式
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 7,663,641

契約の相手方は，当該機器の製造・設置を行ったもので
あり，保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
１枚当たり
４．５円
ほか

60
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

法務省予算示達システム運用
保守業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 7,414,260

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，保守業務等を安全・確実に遂行可能な者は契約の相
手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業等の委託等は行わ
ない

61

（株）日本ケーブルテレビジョ
ン
東京都渋谷区神宮前１－３
－１０

通信衛星放送受信料　一式
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 3,780,000

法務省が求める通信衛星放送の供給が可能な者は契
約の相手方のみであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

62
カシオ情報機器（株）
東京都中央区日本橋本石
町３－３－５

給与計算システム保守料等　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 3,345,300

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，基本ソフトに搭載する開発言語は独自にプログラム
作成されたものであることから，保守業務等を確実に遂
行可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

府省共通システムに移行予
定であり，移行後は，当該事
務・事業の委託等は行わな
い

63

（株）ＪＣＢ
東京都港区南青山５－１－
２２
青山ライズスクエア

ＥＴＣカード利用代金
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 3,100,000

高速道路等道路利用料金は一律であり，競争の余地が
ない。また，契約の相手方は，年会費，カード発行料，事
務手数料等不要。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

64
 （株）札幌タヤス
東京都港区赤坂１－３－９

ガソリン（平成１７年４～９月分）
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 2,898,611
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

単価契約
ハイオク126円
６月～133円
レギュラー117
円
６月～124円

65

センチュリー・リーシング・シ
ステム（株）
東京都港区浜松町２－４－
１

予算編成支援システム用機器
賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 2,714,544

独自にシステム構築された当該機器等を継続して賃借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

66
（株）判例時報社
東京都文京区目白台１－７
－１２

判例時報１８８２号～１８８４号
各８２６冊

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,982,400

当該図書は，出版元以外から調達することが極めて困
難であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

67
（株）ぎょうせい
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

現行日本法規追録７８３４号～７
８５５号
各７２３部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,781,472

当該図書は，出版元以外からは調達することができず，
競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

7



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

68
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

予算管理システム運用管理支
援　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,638,000

当該システムは契約の相手方が開発したソフトウェアが
組み込まれ，そのソフトウェア以外でのシステム運用は
不可能であることから，支援作業を遂行可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システム更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

69

財団法人日本建設情報総
合センター
東京都港区赤坂７－１０－２
０

電子入札コアシステムのサポー
ト・サービスに関する契約　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,575,000

契約の相手方は，当該システムのプログラムを開発した
ものであり，他社ではサポートサービスを実施することが
できず，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システム更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

70
富士ゼロックス（株）
東京都港区六本木３－１－
１

デジタル複写機購入
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月15日 3,228,750

従来から使用しているアプリケーションソフトは，契約の
相手方が提供する機器においてのみデータ化が可能で
あり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

同種事案がある場合には，
競争入札（価格競争）に移行

71
（株）判例時報社
東京都文京区目白台１－７
－１２

判例時報１８８５号～１８８７号
各８２６冊

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年5月2日 1,982,400

当該図書は，出版元以外から調達することが極めて困
難であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

72
丸善（株）
東京都中央区日本橋３－９
－２

大コンメンタール刑法（第二版）
ほか　４６２冊

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年5月13日 2,972,277
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

73
第一法規（株）
東京都港区南青山２－１１
－１７

判例体系ＣＤ－ＲＯＭ全法編２０
０５年版Ⅰ・Ⅱ　６７７式
法律判例文献情報ＣＤ－ＲＯＭ
２００５年版Ⅰ・Ⅱ　６６７式
電子版現行法規２００５年版Ⅱ
～Ⅳ，２００６年版Ⅰ　５３０式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年5月18日 50,338,890

当該著作物は，著作者以外から調達することが不可能
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
１号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

74
（株）ぎょうせい
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

現行日本法規追録７８３４号～７
８５５号
各７２３部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年5月24日 1,781,472

当該図書は，出版元以外から調達することが不可能で
あり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

75
（株）判例時報社
東京都文京区目白台１－７
－１２

判例時報１８８８号～１８９０号
各８２６冊

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年6月1日 1,982,400

当該図書は，出版元以外から調達することが極めて困
難であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

76
日本加除出版（株）
東京都豊島区南長崎３－１
６－６

渉外身分関係先例判例総覧追
録
１９７号～１９８号
各３５６部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年6月13日 1,871,848

当該図書は，出版元以外から調達することが不可能で
あり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

77
（株）ぎょうせい
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

現行日本法規追録７８７８号～７
８９９号
各７２３部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年6月24日 1,781,472

当該図書は，出版元以外から調達することが不可能で
あり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

8



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

78
新日本法規出版（株）
新宿区市谷砂土原町２－６

新判例体系民事法編追録５８９
～５９４号
各４５３部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月1日 2,397,276

当該図書は，出版元以外から調達することが不可能で
あり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

79
（株）判例時報社
東京都文京区目白台１－７
－１２

判例時報１８９１号～１８９３号
各８２６冊

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月1日 1,982,400

当該図書は，出版元以外から調達することが極めて困
難であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

80
（株）ぎょうせい
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

現行日本法規追録７９００号～７
９２１号
各７２３部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月27日 1,781,472

当該図書は，出版元以外から調達することが不可能で
あり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

81
（株）判例時報社
東京都文京区目白台１－７
－１２

判例時報 各号８２６冊
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月29日 16,652,160

当該図書は，出版元以外から調達することが極めて困
難であるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１２条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

82
（株）第一法規
東京都港区南青山１－１１
－１７

Ｗｅｂ版判例体系ほか
各１，０８４式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年8月15日 31,177,574

契約の相手方は，当該出版物の著作権を有するもので
あり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第1
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

83
（株）ぎょうせい
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

現行日本法規追録７９２２号～７
９４３号
各７２３部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年8月22日 1,781,472

当該図書は，出版元以外から調達することが不可能で
あり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

84

日立公共システムエンジニ
アリング（株）
東京都江東区東陽２－４－
１８

運輸管理システム改善作業　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月12日 1,995,000

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，改善作業を安全・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

次期システム改善時には，競
争入札に移行（価格競争）

85
（株）ぎょうせい
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

新判例体系公法編追録第４７０
号～４７３号
各５２４部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月14日 1,848,672

当該図書は，出版元以外から調達することが不可能で
あり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

86
（株）ぎょうせい
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

現行日本法規追録７９４４号～７
９６８号
各７２３部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月26日 2,024,400

当該図書は，出版元以外から調達することが不可能で
あり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

87
（株）日本加除出版
東京都豊島区南長崎３－１
６－６

渉外身分関係先例判例総覧追
録
１９９号～２００号
各３５６部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月20日 1,871,848

当該図書は，出版元以外から調達することが不可能で
あり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

88

（株）アシスト
東京都足立区竹ノ塚２－３２
－１３
八重洲竹ノ塚ビル３Ｆ

タクシー借上料
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月1日 4,891,340

道路運送法第９条による認可料金が同一であり競争を
許さない。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

9



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

89
カシオ情報機器（株）
東京都中央区日本橋本石
町３－３－５

給与計算システムプログラム改
修　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月8日 3,097,500

契約の相手方は，独自に当該システムの開発及び運用
管理に携わったものであり，改修作業を安全・確実に遂
行可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

府省共通システムに移行予
定であり，移行後は，当該事
務・事業の委託等は行わな
い

90
新日本法規出版（株）
東京都新宿区市谷砂土原
町２－６

新判例体系公法編追録４７４－
４７７号　各５２４部
新判例体系民事法編追録５９５
－５９８号　各４５３部
新判例体系刑事法編追録２２０
－２２１号　各６３７部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月26日 4,570,524

当該図書は，出版元以外から調達することが不可能で
あり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

91
（株）ぎょうせい
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

現行韓国六法追録第１００－１０
４号　各１６８部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月4日 1,837,080

当該図書は，出版元以外から調達することが不可能で
あり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

92
新日本法規出版（株）
東京都新宿区市谷砂土原
町２－６

分冊六法全書　平成１８年版
５１１冊

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月19日 4,570,524

当該図書は，出版元以外から調達することが極めて困
難であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

93
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

示達表等作成システムの更新
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月10日 6,484,980

契約の相手方は，当該システムの開発に携わったもの
であり，更新作業を安全・確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

次期システム更新時には，競
争入札に移行（価格競争）

94
富士通（株）
東京都港区東新橋１丁目５
番２号

物品管理システム運用サーバ
及び同システムバージョンアッ
プ作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月21日 7,225,974

契約の相手方は，既存データを活用できるサーバを唯
一取り扱っており，また独自の開発ソフトウェアによりシ
ステム運用がなされていることから，請負業務を遂行可
能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

府省共通システムに移行予
定であり，移行後は，当該事
務・事業の委託等は行わな
い

95

日立公共システムエンジニ
アリング（株）
東京都江東区東陽２－４－
１８

運輸管理システム改善作業　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月22日 1,998,150

契約の相手方は，当該システムの開発に携わったもの
であり，改善作業を安全・確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

次期システム改善時には，競
争入札に移行（価格競争）

96
東京官書普及（株）
東京都千代田区神田錦町１
－２

平成１８年度版公務員研修教材
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月27日 5,030,880

当該図書は，出版元から契約の相手方に独占的に販売
が委託されており，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

97
新日本法規出版（株）
東京都新宿区市谷砂土原
町２－６

新判例体系公法編追録４７８，４
７９号
各５２４部
新判例体系民事法編追録５９９
号
４５３部
新判例体系刑事法編追録２２
２，２２３号
各６３７部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月7日 2,447,550

当該図書は，出版元以外から調達することが不可能で
あり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

10



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

98
ヨシダ印刷（株）
東京都墨田区亀茶話ー２０
－１４

平成１８年度一般会計予算参考
書６５部ほか３件印刷請負

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月24日 8,499,099

短納期，かつ大量部数の当該印刷物を作製可能な者は
契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

99
財団法人建築保全センター
東京都千代田区平河町２－
６－１

中央合同庁舎第６号館電気・機
械設備等運転，監視，日常点検
及び保守管理等業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 251,092,800

施設規模が非常に大きく，多種多様な対象設備にかか
る本業務を支障なく履行することができる者は契約の相
手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

100

ジョンソンコントロールズ
（株）
東京都千代田区九段北３－
３－９

中央合同庁舎第６号館Ａ棟，Ａ
棟地下棟及び赤れんが棟に設
置している空調・衛生設備等自
動制御装置保守点検業務　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 30,981,720

契約の相手方は，当該装置に係る制御システムの製
造・設置を行ったものであり，保守業務等を迅速・確実に
遂行可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

101
（株）山武
ビルシステムカンパニー
東京都港区芝浦４－３－４

中央合同庁舎第６号館Ｂ棟Ｃ棟
及びＢＣ棟地下棟に設置してい
る空調・衛生設備等自動制御装
置保守点検業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 28,728,000

契約の相手方は，当該装置の製造・設置を行ったもので
あり，保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

102
（株）明電舎
東京都中央区日本橋箱崎
町３６－２

中央合同庁舎第６号館自家発
電設備保守点検業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 18,687,900

契約の相手方は，当該装置の製造・設置を行ったもので
あり，保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

103
三菱電機（株）
東京都千代田区丸の内２－
２－３

中央合同庁舎第６号館Ａ棟及び
Ｂ棟Ｃ棟に設置の受変電設備
保守点検業務及び保護継電器
交換調整　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 17,023,650

契約の相手方は，当該装置の製造・設置を行ったもの
で，独自・専用のシステムが構築されており，保守業務
等を迅速・確実に遂行可能な者は契約の相手方のみで
あるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

104

三洋コマーシャルサービス
（株）
関東サポートセンター
東京都江東区亀戸１－８－
６

中央合同庁舎第６号館Ａ棟に設
置の直焚吸収式冷温水発生機
保守点検業務及び冷却水系
チューブ化学洗浄ほか　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 15,687,000

当該設備は特別な知識及び技術を要するものであり，契
約の相手方のみが業務を遂行可能であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

設備更新時には競争入札に
移行（価格競争）（平成２１年
度から順次）

105
（株）東洋製作所
東京都品川区東品川４－１
１－３４

中央合同庁舎第６号館Ｂ棟Ｃ棟
に設置の直焚吸収式冷温水発
生機保守点検業務及びキャドポ
ンブ交換棟定期分解整備　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 12,370,350

当該設備は特別な知識及び技術を要するものであり，契
約の相手方のみが業務を遂行可能であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

設備更新時には競争入札に
移行（価格競争）（平成２１年
度から順次）

106
（株）東芝
官公システム第一部
東京都港区芝浦１－１－１

中央合同庁舎第６号館Ａ棟，Ａ
棟地下棟及び赤れんが棟に設
置している中央監視制御設備
保守点検業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 9,026,797

契約の相手方は，当該装置の製造・設置を行ったもの
で，独自・専用システムが構築されており，保守業務等
を迅速・確実に遂行可能な者は契約の相手方のみであ
るため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

107
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

中央合同庁舎第６号館Ｂ棟Ｃ棟
及びＢＣ棟地下棟に設置してい
る中央監視制御設備保守点検
業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 5,954,991

契約の相手方は，当該装置の製造・設置を行ったもの
で，独自・専用システムが構築されており，保守業務等
を迅速・確実に遂行可能な者は契約の相手方のみであ
るため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

11
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108
新東産業（株）
東京都渋谷区渋谷１－１７
－２

中央合同庁舎第６号館に設置
の電気集塵機保守点検業務及
び高圧整流器等交換調整　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 3,696,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き競争入札を実施（価
格競争）

109
オーテック電子（株）
東京都千代田区神田美土
代町５－２－２

中央合同庁舎第６号館Ａ棟，Ａ
棟地下棟，Ｂ棟，赤れんが棟及
びＡ棟・赤れんが棟外周に設置
の防犯設備保守点検業務　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 3,675,000

当該設備は契約の相手方の特許を含んだシステムであ
り，他社への技術供与はなされていないことから，競争
を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

110
日本ゴンドラ（株）
東京都中央区八丁堀２－２
３－１

中央合同庁舎第６号館Ａ棟及び
Ｂ棟に設置の清掃用ゴンドラ保
守点検業務及び走行用サイド
ローラー交換調整等　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,594,020

契約の相手方は，庁舎竣工の際，特殊仕様により当該
装置の製造・設置を行ったものであり，代替部品の確保
及び保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

111
日本カルミック（株）
東京都千代田区九段南１－
５－１０

トイレ洗浄剤　５４６個
トイレ消臭剤　１３８個

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年6月24日 2,355,570

契約業者は，唯一，現在設置している器具の薬剤供給
等を行っている者であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

112

東西化学産業（株）
東京支店
東京都中央区新川１－２２
－１１

複合冷却水処理剤　３０箱
総合缶内処理剤　　７０箱
復水処理剤　　　　４０箱

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月13日 1,630,650

現在使用している処理剤等は契約業者しか扱っていな
いため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

113
東京サラヤ（株）
東京都品川区東品川１－２
５－８

自動うがい器用うがい薬　２４０
缶

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月14日 3,457,544

契約の相手方は，現在設置している器具の薬剤供給等
を行っている者であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
１１，０５０円

114
（株）東洋製作所
東京都品川区東品川４－１
１－３４

中央合同庁舎第６号館ＢＣ棟ガ
ス吸収冷暖房機補修　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月29日 1,260,000

契約の相手先は，当該機器の独占的技術認定を受けて
保守及び施工等を受け持っており，競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

115

映機工業（株）
東京支社
東京都江東区木場３－１４
－４

法務省総合監視カメラシステム
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月1日 89,211,150

契約の相手方は，当該システムの開発及び設置に携
わったものであり，機器の互換性を維持可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

116
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

中央監視制御設備　一式
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月1日 5,197,500

契約の相手方は，当該設備を開発・設置したものであ
り，制御設備全体の安定運用を維持できる者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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117

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－６

本省内LAN遠隔地回線使用料
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 2,721,600

通信回線使用料については，競争の余地はあるもの
の，電話料金等の各プランはいずれも関係業者の約款
に定められているものであり，一般競争入札による価格
競争を行うことは現実的でない。そこで，法務省において
は，各業者の料金プランを比較検討した上，法務省の通
信回線の利用形態に合った最も経済的と考えられるプラ
ンを選定し，該当の業者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

118

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－６

法務省WAN専用回線料
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 329,107,687

通信回線使用料については，競争の余地はあるもの
の，電話料金等の各プランはいずれも関係業者の約款
に定められているものであり，一般競争入札による価格
競争を行うことは現実的でない。そこで，法務省において
は，各業者の料金プランを比較検討した上，法務省の通
信回線の利用形態に合った最も経済的と考えられるプラ
ンを選定し，該当の業者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１２条第１項第
２号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

119
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東京都千代田区永田町２－
１１－１

電話料（携帯電話）
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 4,622,390

引き続き当該事業者と契約することにより，長期割引制
度を最大限に活用できるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

120 東京都水道局
中央合同庁舎第６号館水道料
金

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 70,553,684

水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

121 千葉県水道局
法務総合研究所浦安総合セン
ター水道料金

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 19,744,410

水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

122

財団法人日本建設情報総
合センター
東京都港区赤坂７－１０－２
０

建築工事発注者支援データ
ベースシステム利用料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 3,675,000

契約の相手方は，当該システムに係る著作権等を有す
る者であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

123
ヒューマンリソシア（株）
東京都新宿区西新宿６－６
－２

労働者派遣　１名
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,583,400

法務省が求める仕様に沿った労働者派遣が可能な者は
契約の相手方のみであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

単価契約
１時間当たり
2,030円

124

（株）環境科学コーポレー
ション
東京都豊島区南池袋１－１
３－２１

中央合同庁舎第６号館Ａ等アス
ベスト含有調査　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月15日 10,041,570

昨今の調査需要の多さから，当該業務ための資料採取
等の職員を確保でき，履行期限内に調査を完了すること
ができるのが契約の相手方のみであり，競争を許さない
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

13



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

125
（株）梓設計
東京都品川区東品川２－１
－１１

平成１７年度東京入国管理局成
田空港支局分庁舎模様替実施
設計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月19日 15,750,000

　本業務は，今回新たに貸付（賃借）を受ける東京入国
管理局成田空港支局分庁舎の模様替工事に係る設計
業務であり，過去に本建物及び本建物の耐震補強工事
に係る設計業務を行い本建物の構造を熟知している左
記設計会社に本業務を委託することが貸付条件とされ
ているため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

126
（株）梓設計
東京都品川区東品川２－１
－１１

平成１７年度山形刑務所実施設
計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月8日 49,350,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

127
（株）石橋徳川建築設計所
東京都中央区銀座１－２８
－１４

平成１７年度丸亀支局実施設計
業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月26日 17,430,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

128
（株）石本建築事務所
東京都千代田区九段南４－
６－１２

平成１７年度大阪入国管理局実
施設計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月13日 86,100,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

129
（株）石本建築事務所
東京都千代田区九段南４－
６－１２

平成１７年度大阪入国管理局職
員宿舎実施設計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月16日 6,825,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

130
（株）石本建築事務所
東京都千代田区九段南４－
６－１２

平成１７年度福岡刑務所実施設
計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月10日 48,300,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

131
（株）内田洋行
東京都中央区荒川２－４－
７

中央合同庁舎第６号館Ａ棟１１
階東京地方検察庁特別公判部
検察官室等模様替工事
東京都千代田区霞が関１－１－
１
平成17年11月1日～同17年12
月22日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月31日 9,208,500
　再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

14



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量
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（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

132
（株）小倉建築設計事務所
静岡県熱海市銀座町７－８

平成１７年度福井刑務所耐震補
強実施設計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月26日 6,090,000
　再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

133
（株）カイデン
東京都江戸川区篠崎町６－
２１－１８

平成１７年度登記情報センター
改修工事
千葉県船橋市海神町２－３－３
４
平成17年8月12日～同18年3月
15日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年8月11日 115,500,000
　再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

134
（株）関電工
東京都港区芝４－８－３３

東京拘置所北収容棟等新営
（通信設備）工事（第１回追加）
東京都葛飾区小菅１－３５－１
平成17年12月28日～同18年11
月30日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月27日 134,400,000

　本工事は，東京拘置所北収容棟等新営（通信設備）工
事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（前工事
の施工者が開発，保有する中央監視・自動制御・セキュ
リティ等の監視制御用プログラム等を利用しつつこれに
対応した施工が必要となる工事。）であり，前工事と一体
の構造物の構築等を目的としていることから，施工業者
が前工事と本工事で異なる場合には，かし担保の責任
が不明確になる等密接不可分な関係にあり，技術的に
一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

135
（株）久米設計
東京都江東区潮見２－１－
２２

平成１７年度網走刑務所実施設
計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年6月6日 22,050,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

136
（株）久米設計
東京都江東区潮見２－１－
２２

平成１７年度網走刑務所収容棟
等実施設計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月9日 44,310,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

137
（株）佐藤総合計画
東京都墨田区横綱２－１０
－１２

平成１７年度和泉学園実科教室
棟等実施設計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月4日 7,350,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

15
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138
（株）サンテック
東京都千代田区二番町３－
１３

周南法務総合庁舎新営（電気
設備）工事（第１回追加）
山口県周南市岐山通１－５及び
山口県周南市児玉町２－１－２
平成17年12月20日～同19年3
月25日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月19日 5,775,000

　本工事は，周南法務総合庁舎新営（電気設備）工事
（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（既存拘置
支所の収容を継続した上，順次工区を変更しながら取り
壊しと建築を繰り返し行う工事。）であり，前工事と一体
の構造物の構築等を目的としていることから，施工業者
が前工事と本工事で異なる場合には，かし担保の責任
が不明確になる等密接不可分な関係にあり，技術的に
一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

139
（株）翔設計
東京都渋谷区千駄ヶ谷４－
２４－１５

平成１７年度山形・緑町宿舎実
施設計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月7日 2,152,500

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

140
（株）総合設備コンサルタント
東京都渋谷区幡ヶ谷１－３４
－１４

平成１７年度登記情報センター
等コンピュータ室改修実施設計
業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月7日 6,300,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

141
（株）相和技術研究所
東京都品川区上大崎２－１
８－１

平成１７年度岡山刑務所実施設
計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月10日 57,750,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

142
（株）千代田設計
東京都新宿区市谷台町３－
１

平成１７年度周南法務総合庁舎
実施設計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月20日 32,550,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

143
（株）東畑建築事務所
大阪府大阪市中央区伏見
町４－４－１０

平成１７年度月形刑務所実施設
計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月15日 96,600,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

144
（株）東畑建築事務所
大阪府大阪市中央区伏見
町４－４－１０

平成１７年度月形刑務所庁舎等
実施設計業務（第２回）　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月7日 19,845,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
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契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

145
（株）都市環境設計
大阪府大阪市浪速区恵美
須西２－１４－３０

平成１７年度京都拘置所職員宿
舎実施設計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月18日 33,390,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

146
（株）ニッテイ建築設計
東京都中央区日本橋人形
町１－８－４

平成１７年度三重刑務所職業訓
練棟等実施設計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月30日 16,275,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

147
（株）日本設計
東京都新宿区西新宿２－１
－１

平成１７年度東京拘置所実施設
計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月19日 6,615,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

148
（株）日本設計
東京都新宿区西新宿２－１
－１

平成１７年度名古屋入国管理局
実施設計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月13日 113,400,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

149
（株）馬場設計
山梨県甲府市塩部４－１５
－８

平成１７年度豊岡省庁別合築宿
舎実施設計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月26日 8,925,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

150
（株）安井建築設計事務所
大阪市中央区島町２－４－
７

加古川刑務所第二庁舎等実施
設計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月30日 19,425,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

151
（株）山下設計
東京都千代田区日本橋小
網町６－１

平成１７年度札幌刑務所実施設
計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月25日 171,150,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
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点検結果 講ずる措置 備考

152
（株）山田守建築事務所
東京都千代田区岩本町３－
２－１

平成１７年度大分刑務所実施設
計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月9日 32,550,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

153
（株）山田守建築事務所
東京都千代田区岩本町３－
２－１

平成１７年度広島刑務所実施設
計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月9日 28,350,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

154
（株）ユアテック
仙台市城野区榴岡町４－１
－１

福島刑務所収容棟等新営（電
気設備）工事（第１回追加）
福島県福島市南沢又字上原１
平成17年11月17日～同18年3
月24日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月16日 21,000,000

　本工事は，福島刑務所収容棟等新営（電気設備）工事
（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（収容を継
続した上，順次工区を変更しながら取り壊しと建築を繰り
返し行う工事。）であり，前工事と一体の構造物の構築
等を目的としていることから，施工業者が前工事と本工
事で異なる場合には，かし担保の責任が不明確になる
等密接不可分な関係にあり，技術的に一貫した施工が
必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

155
（株）ユニバァサル設計
神奈川県相模原市相模台１
－１５－９

平成１７年度高松刑務所実施設
計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月9日 21,525,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

156
（株）類設計室
大阪府大阪市淀川区西中
島４－２－２６

平成１７年度名古屋拘置所実施
設計業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月13日 120,750,000

　本業務は，技術的に高度な業務又は専門的な技術が
必要な業務と認められたことから，複数の業者に技術提
案書の提出を求め技術的に最適な業者を採用する標準
プロポーザル方式により契約の相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き標準プロポーザル
方式を実施

157
朝日工業社（株）
東京都港区浜松町１－２５
－７

平成１６年度長野刑務所収容棟
等新営（機械設備）工事（第１回
追加）
長野県須坂市大字須坂字六角
堂1128-2
平成17年10月4日～同18年3月
15日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月3日 66,675,000

　本工事は，平成１６年度長野刑務所収容棟等新営（機
械設備）工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工
事（関係機関との協議により整備計画を一部変更したこ
とに伴う設計変更等のため発注できなかった工事。）で
あり，前工事と一体の構造物の構築等を目的としている
ことから，施工業者が前工事と本工事で異なる場合に
は，かし担保の責任が不明確になる等密接不可分な関
係にあり，技術的に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

18



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

158
池田建設（株）
東京都港区芝浦２－３－３１

松江刑務所職員宿舎新営（建
築）工事（第１回追加）
島根県松江市西川津町６７
平成17年10月25日～同18年3
月17日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月24日 7,696,500

　本工事は，松江刑務所職員宿舎新営（建築）工事（以
下「前工事」という。）に直接関連する工事（関係機関と
の協議により整備計画を一部変更したことに伴う設計変
更等のため発注できなかった工事。）であり，前工事と一
体の構造物の構築等を目的としていることから，施工業
者が前工事と本工事で異なる場合には，かし担保の責
任が不明確になる等密接不可分な関係にあり，技術的
に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

159
大輪電設工業（株）
栃木県那須烏山市初音２１
－４

黒羽刑務所第二庁舎等職員宿
舎５号棟新営（電気設備）工事
栃木県さくら市喜連川梨木5547
平成17年12月20日～同18年3
月31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月19日 47,250,000
　再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

160

鹿島・竹中・間特定建設工
事共同企業体
東京都港区元赤坂１－２－
７

東京拘置所北収容棟等（建築）
工事（第１回追加）
東京都葛飾区小菅１－３５－１
平成17年10月7日～同18年11
月30日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月6日 1,008,000,000

　本工事は，東京拘置所北収容棟等新営（建築）工事
（以下「前工事」という。）に直接関連する工事であり，前
工事と一体の構造物の構築等を目的としている（地下か
ら最上階までの工事を進める上で，工事区域全体が軟
弱地盤である等の諸条件に応じた前工事の施工者にお
ける詳細な施工内容の判断が要求される工事。）ことか
ら，施工業者が前工事と本工事で異なる場合には，かし
担保の責任が不明確になる等密接不可分な関係にあ
り，技術的に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

161

鹿島・竹中・間特定建設工
事共同企業体
東京都港区元赤坂１－２－
７

東京拘置所北収容棟等（建築）
工事（第２回追加）
東京都葛飾区小菅１－３５－１
平成18年3月14日～同18年11
月30日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月13日 367,500,000

　本工事は，東京拘置所北収容棟等新営（建築）工事
（以下「前工事」という。）に直接関連する工事であり，前
工事と一体の構造物の構築等を目的としている（地下か
ら最上階までの工事を進める上で，工事区域全体が軟
弱地盤である等の諸条件に応じた前工事の施工者にお
ける詳細な施工内容の判断が要求される工事。）ことか
ら，施工業者が前工事と本工事で異なる場合には，かし
担保の責任が不明確になる等密接不可分な関係にあ
り，技術的に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

162

鹿島・西松・東洋特定建設
工事共同企業体
埼玉県さいたま市中央区新
都心１１－２

黒羽刑務所第二庁舎等Ａ工区
新営（建築）工事（第１回追加）
栃木県さくら市喜連川梨木5547
平成18年2月24日～同18年3月
31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月23日 241,500,000

　本工事は，黒羽刑務所第二庁舎等Ａ工区新営（建築）
工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（関係
機関との協議により整備計画を一部変更したことに伴う
設計変更等のため発注できなかった工事。）であり，前
工事と一体の構造物の構築等を目的としていることか
ら，施工業者が前工事と本工事で異なる場合には，かし
担保の責任が不明確になる等密接不可分な関係にあ
り，技術的に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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163
春日建設（株）
東京都千代田区飯田橋２－
９－３

中央合同庁舎第６号館地下棟
トップライト周り防水等補修工事
東京都千代田区霞が関１－１－
１
平成17年6月15日～同17年8月
31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年6月14日 6,279,000

　中央合同庁舎第６号館地下棟の地上部分にあるトップ
ライト周りから階下に雨漏りが発生し，早急にこれを補修
しなければ漏水による被害が拡大するおそれが顕著に
認められたことから，緊急に補修工事を実施したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

164
神州電気（株）
島根県出雲市渡瀬町７５１
－１

松江刑務所職員宿舎新営（電
気設備）工事
島根県松江市西川津町６７
平成17年7月5日～同18年3月
17日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月4日 40,950,000
　再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

165

川崎・竹村特定建設工事共
同企業体
愛知県名古屋市中区錦２－
１８－５

加古川刑務所第二庁舎等新営
（衛生設備）工事（第１回追加）
兵庫県加古川市八幡町宗佐
544
平成18年2月1日～同18年3月
31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月31日 336,000,000

　本工事は，加古川刑務所第二庁舎等新営（衛生設備）
工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（開発
行為の事前協議で工事条件の変更を求められ，設計変
更等のため発注できなかった工事。）であり，前工事と一
体の構造物の構築等を目的としていることから，施工業
者が前工事と本工事で異なる場合には，かし担保の責
任が不明確になる等密接不可分な関係にあり，技術的
に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

166
関東電設（株）
山形県天童市大字千布４３
６

平成１７年度山形刑務所職員宿
舎新営（電気設備）工事
山形県山形市あけぼの２－１－
１
平成18年3月25日～同18年3月
31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月24日 29,925,000
　再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

167

北弘電・エスケー特定建設
工事共同企業体
北海道札幌市中央区北１１
条西２３－２－１０

網走刑務所収容棟等新営（電
気設備）工事（第２回追加）
北海道網走市三眺
平成17年10月18日～同17年11
月30日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月17日 56,175,000

　本工事は，網走刑務所収容棟等新営（電気設備）工事
（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（収容を継
続した上，順次工区を変更しながら取り壊しと建築を繰り
返し行う工事。）であり，前工事と一体の構造物の構築
等を目的としていることから，施工業者が前工事と本工
事で異なる場合には，かし担保の責任が不明確になる
等密接不可分な関係にあり，技術的に一貫した施工が
必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

168

九電工・日鉄・浅海特定建
設工事共同企業体
東京都豊島区東池袋３－１
－１

黒羽刑務所第二庁舎等新営
（電力設備）工事（第１回追加）
栃木県さくら市喜連川梨木5547
平成18年2月24日～同18年3月
31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月23日 244,650,000

　本工事は，黒羽刑務所第二庁舎等新営（電力設備）工
事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（関係機
関との協議により整備計画を一部変更したことに伴う設
計変更等のため発注できなかった工事。）であり，前工
事と一体の構造物の構築等を目的としていることから，
施工業者が前工事と本工事で異なる場合には，かし担
保の責任が不明確になる等密接不可分な関係にあり，
技術的に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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169

きんでん・旭日特定建設工
事共同企業体
東京都千代田区九段南２－
１－２１

加古川刑務所第二庁舎等新営
（電力設備）工事（第１回追加）
兵庫県加古川市八幡町宗佐
544
平成18年1月31日～同18年3月
31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月30日 55,650,000

　本工事は，加古川刑務所第二庁舎等新営（電力設備）
工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（開発
行為の事前協議で工事条件の変更を求められ，設計変
更等のため発注できなかった工事。）であり，前工事と一
体の構造物の構築等を目的としていることから，施工業
者が前工事と本工事で異なる場合には，かし担保の責
任が不明確になる等密接不可分な関係にあり，技術的
に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

170

栗原・弘電特定建設工事共
同企業体
兵庫県神戸市中央区浪花
町５９

加古川刑務所第二庁舎等新営
（通信設備等）工事（第１回追
加）
兵庫県加古川市八幡町宗佐
544
平成18年1月31日～同18年3月
31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月30日 15,225,000

　本工事は，加古川刑務所第二庁舎等新営（通信設備
等）工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事
（開発行為の事前協議で工事条件の変更を求められ，
設計変更等のため発注できなかった工事。）であり，前
工事と一体の構造物の構築等を目的としていることか
ら，施工業者が前工事と本工事で異なる場合には，かし
担保の責任が不明確になる等密接不可分な関係にあ
り，技術的に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

171

三機・一設特定建設工事共
同企業体
大阪府大阪市淀川区宮原３
－４－３０

加古川刑務所第二庁舎等新営
（空調設備）工事（第１回追加）
兵庫県加古川市八幡町宗佐
544
平成18年2月1日～同18年3月
31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月31日 246,750,000

　本工事は，加古川刑務所第二庁舎等新営（空調設備）
工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（開発
行為の事前協議で工事条件の変更を求められ，設計変
更等のため発注できなかった工事。）であり，前工事と一
体の構造物の構築等を目的としていることから，施工業
者が前工事と本工事で異なる場合には，かし担保の責
任が不明確になる等密接不可分な関係にあり，技術的
に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

172
サンケイ工業（株）
島根県松江市浜乃木２－７
－２２

松江刑務所防火水槽等新営
（建築）工事
島根県松江市西川津町６７
平成17年11月25日～同18年3
月15日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月24日 14,910,000
　再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

173

振興・拓北特定建設工事共
同企業体
東京都品川区西五反田２－
２１－１

月形刑務所庁舎等新営（電気
設備）工事（第１回追加）
北海道樺戸郡月形町1011
平成18年3月14日～同18年3月
31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月13日 122,850,000

　本工事は，月形刑務所庁舎等新営（電気設備）工事
（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（関係機関
との協議により整備計画を一部変更したことに伴う設計
変更等のため発注できなかった工事。）であり，前工事と
一体の構造物の構築等を目的としていることから，施工
業者が前工事と本工事で異なる場合には，かし担保の
責任が不明確になる等密接不可分な関係にあり，技術
的に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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174
新菱・大成設特定建設工事
共同企業体
東京都新宿区四谷２－４

月形刑務所庁舎等新営（機械
設備）工事（第１回追加）
北海道樺戸郡月形町1011
平成18年3月11日～同18年3月
31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月10日 28,350,000

　本工事は，月形刑務所庁舎等新営（機械設備）工事
（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（関係機関
との協議により整備計画を一部変更したことに伴う設計
変更等のため発注できなかった工事。）であり，前工事と
一体の構造物の構築等を目的としていることから，施工
業者が前工事と本工事で異なる場合には，かし担保の
責任が不明確になる等密接不可分な関係にあり，技術
的に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

175

関工メンテナンスサービス
（株）
東京都文京区湯島４－１－
１８

中央合同庁舎第６号館Ａ棟冷却
塔等補修工事
東京都千代田区霞が関１－１－
１
平成18年2月10日～同18年3月
27日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月9日 7,350,000
　再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

176
大進電気工事（株）
栃木県矢板市針生９－１３

黒羽刑務所第二庁舎等職員宿
舎４号棟新営（電気設備）工事
栃木県さくら市喜連川梨木5547
平成17年12月20日～同18年3
月31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月19日 75,600,000
　再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

177

大成・三井住友・伊藤特定
建設工事共同企業体
北海道札幌市中央区南一
条２－６

月形刑務所庁舎等新営（建築）
工事
北海道樺戸郡月形町1011
平成17年7月5日～同18年3月
31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月4日 3,591,000,000
　再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

178

大成・三井住友・伊藤特定
建設工事共同企業体
北海道札幌市中央区南一
条２－６

月形刑務所庁舎等新営（建築）
工事（第１回追加）
北海道樺戸郡月形町1011
平成18年3月17日～同18年3月
31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月16日 214,200,000

　本工事は，月形刑務所庁舎等新営（建築）工事（以下
「前工事」という。）に直接関連する工事（関係機関との
協議により整備計画を一部変更したことに伴う設計変更
等のため発注できなかった工事。）であり，前工事と一体
の構造物の構築等を目的としていることから，施工業者
が前工事と本工事で異なる場合には，かし担保の責任
が不明確になる等密接不可分な関係にあり，技術的に
一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

179
大成温調（株）
東京都品川区大井１－４７
－１

平成１６年度山形刑務所収容棟
等新営（機械設備）工事（第１回
追加）
山形県山形市あけぼの２－１－
１
平成17年11月2日～同18年3月
15日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月1日 291,900,000

　本工事は，平成１６年度山形刑務所収容棟等新営（機
械設備）工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工
事（関係機関との協議により整備計画を一部変更したこ
とに伴う設計変更等のため発注できなかった工事。）で
あり，前工事と一体の構造物の構築等を目的としている
ことから，施工業者が前工事と本工事で異なる場合に
は，かし担保の責任が不明確になる等密接不可分な関
係にあり，技術的に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地
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契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

180
大成設備（株）
東京都新宿区西新宿３－９
－２

網走刑務所収容棟等新営（機
械設備）工事（第２回追加）
北海道網走市三眺
平成17年7月8日～同17年11月
30日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月7日 143,850,000

　本工事は，網走刑務所収容棟等新営（機械設備）工事
（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（収容を継
続した上，順次工区を変更しながら取り壊しと建築を繰り
返し行う工事。）であり，前工事と一体の構造物の構築
等を目的としていることから，施工業者が前工事と本工
事で異なる場合には，かし担保の責任が不明確になる
等密接不可分な関係にあり，技術的に一貫した施工が
必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

181

ダイダン・朝日特定建設工
事共同企業体
東京都千代田区富士見２－
１５－１０

東京拘置所北収容棟等新営
（衛生設備）工事（第１回追加）
東京都葛飾区小菅１－３５－１
平成17年12月23日～同18年11
月30日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月22日 105,000,000

　本工事は，東京拘置所北収容棟等新営（衛生設備）工
事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（前工事
の施工者が開発，保有する中央監視・自動制御・セキュ
リティ等の監視制御用プログラム等を利用しつつこれに
対応した施工が必要となる工事。）であり，前工事と一体
の構造物の構築等を目的としていることから，施工業者
が前工事と本工事で異なる場合には，かし担保の責任
が不明確になる等密接不可分な関係にあり，技術的に
一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

182

ダイダン・日比谷・和田特定
建設工事共同企業体
東京都千代田区富士見２－
１５－１０

黒羽刑務所第二庁舎等新営
（衛生設備）工事（第１回追加）
栃木県さくら市喜連川梨木5547
平成18年3月7日～同18年3月
31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月6日 24,150,000

　本工事は，黒羽刑務所第二庁舎等新営（衛生設備）工
事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（関係機
関との協議により整備計画を一部変更したことに伴う設
計変更等のため発注できなかった工事。）であり，前工
事と一体の構造物の構築等を目的としていることから，
施工業者が前工事と本工事で異なる場合には，かし担
保の責任が不明確になる等密接不可分な関係にあり，
技術的に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

183

高砂・日設・岩原特定建設
工事共同企業体
東京都千代田区神田駿河
台４－２－８

黒羽刑務所第二庁舎等新営
（空調設備）工事（第１回追加）
栃木県さくら市喜連川梨木5547
平成18年3月7日～同18年3月
31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月6日 430,500,000

　本工事は，黒羽刑務所第二庁舎等新営（空調設備）工
事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（関係機
関との協議により整備計画を一部変更したことに伴う設
計変更等のため発注できなかった工事。）であり，前工
事と一体の構造物の構築等を目的としていることから，
施工業者が前工事と本工事で異なる場合には，かし担
保の責任が不明確になる等密接不可分な関係にあり，
技術的に一貫した施工が必要であるため
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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184
高砂熱学工業（株）
東京都千代田区神田駿河
台４－２－８

東京拘置所北収容棟等新営
（空調設備）工事（第１回追加）
東京都葛飾区小菅１－３５－１
平成17年12月23日～同18年11
月30日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月22日 129,150,000

　本工事は，東京拘置所北収容棟等新営（空調設備）工
事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（前工事
の施工者が開発，保有する中央監視・自動制御・セキュ
リティ等の監視制御用プログラム等を利用しつつこれに
対応した施工が必要となる工事。）であり，前工事と一体
の構造物の構築等を目的としていることから，施工業者
が前工事と本工事で異なる場合には，かし担保の責任
が不明確になる等密接不可分な関係にあり，技術的に
一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

185
谷村電機（株）
栃木県宇都宮市横田新町８
－１３

黒羽刑務所第二庁舎等職員宿
舎６号棟新営（電気設備）工事
栃木県さくら市喜連川梨木5547
平成17年12月20日～同18年3
月31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月19日 33,600,000
　再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

186

中電工・川北・沖特定建設
工事共同企業体
東京都目黒区碑文谷１－２
４－１７

黒羽刑務所第二庁舎等新営
（通信設備等）工事
栃木県さくら市喜連川梨木5547
平成17年9月9日～同18年3月
31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月8日 1,134,000,000
　再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

187

中電工・川北・沖特定建設
工事共同企業体
東京都目黒区碑文谷１－２
４－１７

黒羽刑務所第二庁舎等新営
（通信設備等）工事（第１回追
加）
栃木県さくら市喜連川梨木5547
平成18年2月24日～同18年3月
31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月23日 91,350,000

　本工事は，黒羽刑務所第二庁舎等新営（通信設備等）
工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（関係
機関との協議により整備計画を一部変更したことに伴う
設計変更等のため発注できなかった工事。）であり，前
工事と一体の構造物の構築等を目的としていることか
ら，施工業者が前工事と本工事で異なる場合には，かし
担保の責任が不明確になる等密接不可分な関係にあ
り，技術的に一貫した施工が必要であるため
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

188
東昭建設（株）
栃木県矢板市扇町２－５－
１７

黒羽刑務所第二庁舎等職員宿
舎３号棟新営（建築）工事
栃木県さくら市喜連川梨木5547
平成17年12月20日～同18年3
月31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月19日 204,750,000
　再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

189
戸田建設（株）
東京都中央区京橋１－７－
１

平成１６年度山形刑務所収容棟
等新営（建築）工事（第１回追
加）
山形県山形市あけぼの２－１－
１
平成17年9月21日～同18年3月
15日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月20日 415,800,000

　本工事は，平成１６年度山形刑務所収容棟等新営（建
築）工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事
（関係機関との協議により整備計画を一部変更したこと
に伴う設計変更等のため発注できなかった工事。）であ
り，前工事と一体の構造物の構築等を目的としているこ
とから，施工業者が前工事と本工事で異なる場合には，
かし担保の責任が不明確になる等密接不可分な関係に
あり，技術的に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

24



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所
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点検結果 講ずる措置 備考

190
飛島・大日本・新井特定建
設工事共同企業体
東京都千代田区三番町２

加古川刑務所第二庁舎等Ｂ工
区新営（建築）工事（第１回追
加）
兵庫県加古川市八幡町宗佐
544
平成18年1月28日～同18年3月
31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月27日 351,750,000

　本工事は，加古川刑務所第二庁舎等Ｂ工区新営（建
築）工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事
（開発行為の事前協議で工事条件の変更を求められ，
設計変更等のため発注できなかった工事。）であり，前
工事と一体の構造物の構築等を目的としていることか
ら，施工業者が前工事と本工事で異なる場合には，かし
担保の責任が不明確になる等密接不可分な関係にあ
り，技術的に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

191
飛島・大日本・新井特定建
設工事共同企業体
東京都千代田区三番町２

加古川刑務所第二庁舎等Ｂ工
区新営（建築）工事（第２回追
加）
兵庫県加古川市八幡町宗佐
544
平成18年2月9日～同18年3月
31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月8日 27,300,000

　本工事は，加古川刑務所第二庁舎等Ｂ工区新営（建
築）工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事
（開発行為の事前協議で工事条件の変更を求められ，
設計変更等のため発注できなかった工事。）であり，前
工事と一体の構造物の構築等を目的としていることか
ら，施工業者が前工事と本工事で異なる場合には，かし
担保の責任が不明確になる等密接不可分な関係にあ
り，技術的に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

192
飛島建設（株）
東京都千代田区三番町２

平成１６年度長野刑務所収容棟
等新営（建築）工事（第１回追
加）
長野県須坂市大字須坂字六角
堂1128-2
平成17年10月6日～同18年3月
15日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月5日 181,650,000

　本工事は，平成１６年度長野刑務所収容棟等新営（建
築）工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事
（関係機関との協議により整備計画を一部変更したこと
に伴う設計変更等のため発注できなかった工事。）であ
り，前工事と一体の構造物の構築等を目的としているこ
とから，施工業者が前工事と本工事で異なる場合には，
かし担保の責任が不明確になる等密接不可分な関係に
あり，技術的に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

193
飛島建設（株）
東京都千代田区三番町２

平成１６年度長野刑務所収容棟
等新営（建築）工事（第２回追
加）
長野県須坂市大字須坂字六角
堂1128-2
平成18年2月28日～同18年3月
30日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月27日 43,050,000

　本工事は，平成１６年度長野刑務所収容棟等新営（建
築）工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事
（関係機関との協議により整備計画を一部変更したこと
に伴う設計変更等のため発注できなかった工事。）であ
り，前工事と一体の構造物の構築等を目的としているこ
とから，施工業者が前工事と本工事で異なる場合には，
かし担保の責任が不明確になる等密接不可分な関係に
あり，技術的に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

194

南海辰村建設・今西組経常
建設共同企業体
大阪府大阪市浪速区難波
中３－５－１９

和泉学園実科教室棟等新営
（建築）工事
大阪府阪南市貝掛1096
平成17年9月13日～同19年3月
15日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月12日 452,250,000
　再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

195
日神工業（株）
栃木県宇都宮市東塙田２－
８－４１

黒羽刑務所第二庁舎等職員宿
舎１号棟新営（機械設備）工事
栃木県さくら市喜連川梨木5547
平成17年12月16日～同18年3
月31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月15日 171,150,000
　再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

196
日本コムシス（株）
東京都港区高輪３－２３－１
４

東京拘置所北収容棟等新営
（電力設備）工事（第１回追加）
東京都葛飾区小菅１－３５－１
平成17年12月28日～同18年11
月30日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月27日 36,750,000

　本工事は，東京拘置所北収容棟等新営（電力設備）工
事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（前工事
の施工者が開発，保有する中央監視・自動制御・セキュ
リティ等の監視制御用プログラム等を利用しつつこれに
対応した施工が必要となる工事。）であり，前工事と一体
の構造物の構築等を目的としていることから，施工業者
が前工事と本工事で異なる場合には，かし担保の責任
が不明確になる等密接不可分な関係にあり，技術的に
一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

197
日本コムシス（株）
東京都港区高輪３－２３－１
４

東京拘置所北収容棟等新営
（電力設備）工事（第２回追加）
東京都葛飾区小菅１－３５－１
平成18年2月21日～同18年11
月30日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月20日 97,650,000

　本工事は，東京拘置所北収容棟等新営（電力設備）工
事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（前工事
の施工者が開発，保有する中央監視・自動制御・セキュ
リティ等の監視制御用プログラム等を利用しつつこれに
対応した施工が必要となる工事。）であり，前工事と一体
の構造物の構築等を目的としていることから，施工業者
が前工事と本工事で異なる場合には，かし担保の責任
が不明確になる等密接不可分な関係にあり，技術的に
一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

198
東光電気工事（株）
東京都千代田区西神田１－
４－５

平成１６年度山形刑務所収容棟
等新営（電気設備）工事（第１回
追加）
山形県山形市あけぼの２－１－
１
平成17年11月10日～同18年3
月15日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月9日 91,875,000

　本工事は，平成１６年度山形刑務所収容棟等新営（電
気設備）工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工
事（関係機関との協議により整備計画を一部変更したこ
とに伴う設計変更等のため発注できなかった工事。）で
あり，前工事と一体の構造物の構築等を目的としている
ことから，施工業者が前工事と本工事で異なる場合に
は，かし担保の責任が不明確になる等密接不可分な関
係にあり，技術的に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

199
三宅建設（株）
兵庫県加古川市加古川町
大野１２２５－１

加古川刑務所第二庁舎等職員
宿舎Ｄ棟新営（建築）工事
兵庫県加古川市八幡町宗佐
544
平成17年12月13日～同18年3
月31日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月12日 108,150,000
　再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

200
ヤシマ工業（株）
東京都杉並区上井草２－１
４－３

方南職員宿舎（独）２０１号室等
天井吹付石綿除去工事
東京都杉並区方南２－１０
平成18年2月16日～同18年3月
22日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月16日 4,830,000

　同宿舎の居室及び廊下の一部に断熱材として石綿が
吹き付けられており，これが経年劣化のため一部剥離し
て落下する等の状況にあったことから，緊急に石綿除去
工事を実施したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

201
夢真総合設備（株）
東京都港区北青山２－１２
－２８

周南法務総合庁舎新営（機械
設備）工事（第１回追加）
山口県周南市岐山通１－５及び
山口県周南市児玉町２－１－２
平成17年12月14日～同19年3
月25日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月13日 29,190,000

　本工事は，周南法務総合庁舎新営（機械設備）工事
（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（既存拘置
支所の収容を継続した上，順次工区を変更しながら取り
壊しと建築を繰り返し行う工事。）であり，前工事と一体
の構造物の構築等を目的としていることから，施工業者
が前工事と本工事で異なる場合には，かし担保の責任
が不明確になる等密接不可分な関係にあり，技術的に
一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

202
六興電気（株）
東京都港区芝５－２６－３０

平成１６年度長野刑務所収容棟
等新営（電気設備）工事（第１回
追加）
長野県須坂市大字須坂字六角
堂1128-2
平成17年10月4日～同18年3月
15日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月3日 63,000,000

　本工事は，平成１６年度長野刑務所収容棟等新営（電
気設備）工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工
事（関係機関との協議により整備計画を一部変更したこ
とに伴う設計変更等のため発注できなかった工事。）で
あり，前工事と一体の構造物の構築等を目的としている
ことから，施工業者が前工事と本工事で異なる場合に
は，かし担保の責任が不明確になる等密接不可分な関
係にあり，技術的に一貫した施工が必要であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

203
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

訟務データベースシステム保守
業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　石神一
郎
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 11,053,980

契約の相手方は，当該システムの開発を独自に行った
ものであり，保守業務を迅速・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システム更新時には競争入
札に移行（価格競争）

204
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

訟務情報データベースのデータ
作成　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 2,127,720

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，作成業務を安全・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（18年度から）

単価契約
１頁当たり
850円

205
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

訟務事務用グループウェアサー
バ設定調整作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月11日 30,996,535

契約の相手方は，当該システムの開発に携わったもの
であり，請負業務を安全・確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（18年度から）

206
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

訟務事件管理システム拡張作
業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月3日 22,286,880

契約の相手方は，当該システムの開発に携わったもの
であり，拡張作業を安全・確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（18年度から）
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207
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

刑事情報統合システム保守業
務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 25,200,000

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，保守業務を迅速・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの更新時には，競争
入札（価格競争）に移行

208
ＮＥＣリース（株）
東京都港区芝５－２９－１１

刑事情報統合システム用機器
賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 2,955,204

独自にシステム構築された当該機器等を継続して賃借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札（価格競争）に移行

209
（株）日販図書館サービス
東京都板橋区高島平９－３
１－１

法務図書館「ＮＳ－ＭＡＲＣ」
データサービス提供料

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,165,500

契約の相手方のみが提供可能なサービスであり，競争
を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

210
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

日本司法支援センター情報提
供システム等を調達するための
支援業務委託　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月11日 8,568,000

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

211
松下電器産業（株）
東京都品川区東品川４－１
２－４

図書館・判例情報システム　特
殊文字検索対応及び判示事項
等の改行表示対応　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月20日 1,231,650

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，請負作業を安全・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

212
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

刑事情報統合システムプログラ
ム改修　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月22日 9,985,500

契約の相手方は，当該システムの開発及び運用管理に
携わったものであり，改修作業を安全・確実に遂行可能
な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの改修時以降，競
争入札に移行（価格競争）

213
（株）電通
東京都港区東新橋１－８－
１

日本司法支援センター広報業
務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月18日 98,700,000

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
１号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

214
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

被疑者調査票入力支援ツール
プログラム改修　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月20日 1,858,500

契約の相手方は，当該システムの開発に携わったもの
であり，移設作業を安全・確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

215

（株）ハーモニースクエア管
理
東京都中野区本町１－３２
－２

日本司法支援センター本部事
務所に係る賃貸借契約

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月8日 2,029,204
契約の目的物が代替性のない物件であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

216
（株）文祥堂
東京都中央区銀座３丁目４
番１２号

日本司法センター間仕切り　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月17日 12,705,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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217
コクヨファニチャー（株）
東京都千代田区霞が関３－
２－５

日本司法支援センター地方事
務所間仕切り等設置工事実施
のための調達に関する支援業
務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月17日 1,575,000

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

218
アクセンチュア（株）
東京都港区赤坂１－１１－４
４

日本司法支援センター情報提
供業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月20日 4,034,605

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

219
（株）ブレインテック
東京都品川区東五反田１－
７－６

法務図書館の保有する図書目
録データ及び法律関係雑誌記
事索引データをインターネットに
公開するためのシステムの作成
等　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月24日 2,100,000

法務省が求める仕様に沿った図書目録データ等の提供
が可能な者は契約の相手方のみであり，競争を許さな
いため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

220
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

刑事情報統合システムの債権
譲渡登記等集計に係る機能追
加作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月1日 2,387,143

契約の相手方は，当該システムの開発及び運用管理に
携わったものであり，機能追加作業を安全・確実に遂行
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの改修時以降，競
争入札に移行（価格競争）

221
（株）ぎょうせい
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

現行法令ＣＤ－ＲＯＭ　ＬＡＮ対
応版賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 850,500

独自に作製されたものであり，継続して賃借可能な者は
契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

222
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機及びプログラムプロ
ダクト賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,719,541,638

独自にシステム構築された当該機器等を継続して賃借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

223
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記情報センターにおけるシス
テムエンジニアリング支援業務
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 740,582,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するため同システムの安定
稼動を確保する上では，システム全体の構成，機能，操
作，技術情報等の詳細に精通していることが不可欠であ
るところ，システム保守運用に係る支援業務を遂行可能
な者は開発・構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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224
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記情報センターにおける登記
情報システム運用支援業務　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 667,774,044

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，同シ
ステムの安定稼動を確保する上では，システム全体の
構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通しているこ
とが不可欠であるところ，全国の同システムの運用に係
る各種作業の支援業務を遂行可能な者は開発・構築を
行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

225
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

カード式印鑑間接証明処理シス
テム機器賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 389,299,247

独自にシステム構築された当該機器等を継続して賃借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

226
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

供託事務処理システム機器等
賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 304,706,304

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

227
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

カード式印鑑間接証明処理シス
テム機器保守料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 67,118,625

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，保守業務を迅速・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

228
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５
－１２

電子認証システム機器賃借料
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 63,624,960

独自にシステム構築された当該機器等を継続して賃借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（機器の更新時である２１年
度以降，国庫債務負担行為
を前提とした一般競争入札を
実施）

229
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記情報提供システムの地番
区域辞書維持及びシステム保
守・運用支援業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 49,993,440

登記情報システムと一体として連携する同システムは，
契約業者が独自に開発・構築し，一貫してその管理運用
に携わっているものであり，同システムの安定稼動を確
保する上では，システム全体の構成，機能，操作，技術
情報等の詳細に精通していることが不可欠であるとこ
ろ，システム保守運用等に係る支援業務を安全・確実に
遂行可能な者は開発・構築を行った同業者のみであるた
め。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
が完了する平成２３年度以降
は「システム保守・運用支援
業務」につき，一般競争入札
等に移行

230
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

登記電子申請受付管理システ
ム機器（増設分）賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 46,233,180

登記情報システムと一体として連携し，独自にシステム
構築された同機器等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）
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231
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

登記情報センターにおけるシス
テムエンジニアリング支援業務
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 41,681,868

対象システムは契約の相手方が独自に開発・構築し，こ
れを賃借等しているものであり，その保守運用に係る支
援業務を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相
手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

232
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

登記電子申請受付管理システ
ム機器賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 40,632,348

登記情報システムと一体として連携し，独自にシステム
構築された同機器等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

233
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

法務局通信ネットワークシステ
ムの運用管理支援業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 35,913,189

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，支援業務を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

234
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

成年後見登記全国展開システ
ム機器賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 31,453,380

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（２１年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

235
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

供託情報処理システム運用支
援　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 27,236,916

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，支援業務を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

236

センチュリー・リーシング・シ
ステム（株）
東京都港区浜松町２－４－
１

登記情報提供システム機器賃
借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 39,043,919

平成１２年に競争入札により借入れした当該機器及びそ
の増設機器について，継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

237
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

法務局通信ネットワークシステ
ムに係るクライアント等賃借料
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 25,187,400

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

238
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

電子認証システム機器保守料
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 18,129,195

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，保守業務を迅速・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

31



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

239
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

カード式印鑑間接証明処理シス
テム稼働後支援作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 9,392,040

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，支援作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

240
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

電子認証システム稼働後支援
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 9,392,040

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，支援作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

241
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

供託オンラインシステム機器保
守料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 8,858,682

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，保守業務を迅速・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

242
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

戸籍統一文字管理データベー
スシステム機器の保守及び運
用支援業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 8,442,000

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，保守業務等を安全・確実に遂行可能な者は契約の相
手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

243
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

登記情報システム受付番号票
シールプリンタ賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 3,813,636

平成１６年度に競争入札により借り入れた当該機器につ
いて，継続して賃借可能な者は契約の相手方のみであ
るため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

244
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

国籍事務処理管理システム機
器保守料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 3,691,800

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，保守業務等を安全・確実に遂行可能な者は
契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

245
（株）アール・エス・シー
東京都豊島区東池袋３－１
－１

登記情報センター機械設備等
運転保守管理業務委託料　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 7,505,673

同センターにおける管理上の特殊事情のため，当初から
の契約業者を変更することにより，システムの稼働等に
支障が生じることになるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札へ移行（価格競争）
（平成１８年度から）

246
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

電算機用空調設備保守料　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 5,952,114

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型附帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

247
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

成年後見登記全国展開システ
ムの運用支援　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 4,696,020

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，支援作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（２１年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

248
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

法務局通信ネットワークシステ
ム機器賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 5,310,360

独自にシステム構築された当該機器等を継続して賃借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

32



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

249

トムソンコーポレーション
（株）
東京都千代田区一ツ橋１－
１－１

リーガルデータベース利用料
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 2,134,650

契約の相手方は，当該データベースに係る著作権等を
有する者であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

250

富士通サポートアンドサービ
ス（株）
東京都港区芝公園４－１－
４

入退室管理システム用機器等
賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 2,066,400

平成１６年度に競争入札により借り入れた当該機器等に
ついて，継続して賃借可能な者は契約の相手方のみで
あるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

251
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

システム空調機賃借料　一式
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,930,944

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

252
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

戸籍先例検索システムの運用
支援　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,643,607

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，支援作業を安全・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

253
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記記入処理システム
機器賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,360,275

当該機器等は，平成１２年度に競争入札により借り入れ
たもの及び契約の相手方が独自に開発・構築したものを
賃借等しているものであり，同機器等を継続して賃借可
能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

254
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

登記情報システム事務処理用
印刷装置賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,359,540

平成１４年度に競争入札により借り入れた当該機器を継
続して賃借可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

平成２０年度以降，機器の更
新時には競争入札（価格競
争）に移行

255
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

電子公証システム機器保守料
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,063,860

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，保守業務等を安全・確実に遂行可能な者は
契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等は行わな
い

256
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
機器賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 932,400

平成１３年度に競争入札により借り入れた当該機器等を
継続して賃借可能な者は契約の相手方のみであるた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

257
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

電子認証システムの機器更新
に係る作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月11日 10,743,600

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，導入作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

258

学校法人明倫館国土建設
学院
東京都小平市喜平町２－１
－１

中央測量技術講習　一式
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月19日 64,965,000

法務省が求めるカリュキュラムに沿った研修の履行が可
能な者は契約の相手方のみであり，競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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契約の相手方の商号又は
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点検結果 講ずる措置 備考

259
凸版印刷（株）
東京都台東区台東１－５－
１

印鑑証明諸用紙6,902,500枚
登記事項証明書等用紙
81,455,000枚
印刷請負

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月20日 194,581,117

特許権等の排他的権利に係る物品の調達であり，契約
の相手方が特定されているため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
１号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
1枚当たり3.6
円（税抜）
ほか　1件

260
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記事項証明書等交付システ
ム登記所外設置及び大規模商
業登記所展開に係る機能改善
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年5月20日 13,652,625

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築した
ものであり，適正かつ迅速な登記行政を遂行するため同
システムの安定稼動を確保する上では，システム全体の
構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通しているこ
とが不可欠であるところ，当該システム改修に係る業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った同業者のみである
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

261
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

給与計算機のプログラム変更
（共済控除項目等対応）　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年5月20日 7,065,765

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，変更作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等は行わな
い

262
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

動産譲渡登記及び債権譲渡登
記に係る登記所通知の自動化
開発　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年5月24日 14,268,468

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，請負作業を確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等は行わな
い

263
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

動産譲渡登記及び債権譲渡登
記に係る登記所通知の自動化
に伴う登記情報システムの改修
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年5月24日 13,821,948

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築した
ものであり，適正かつ迅速な登記行政を遂行するため同
システムの安定稼動を確保する上では，システム全体の
構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通しているこ
とが不可欠であるところ，当該システム改修に係る業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った同業者のみである
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等は行わな
い

264
アクセンチュア（株）
東京都港区赤坂１－１１－４
４

次期登記情報システムの開発
に係るプロジェクト統合管理支
援業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年6月1日 73,500,000

平成１６年度に企画競争を行った結果，契約業者のみが
合格し，次期登記情報システムの開発に係る支援業務
等を行ったことから，他社が本件支援業務を行った場合
には，既開発部分のシステムと本年度開発部分の一貫
した管理を行うことができず，システム開発に支障が生じ
ることになるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

平成１９年度以降，国庫債務
負担行為を前提とした競争入
札（総合評価）に移行

265
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

住基ネット本人確認情報利用に
係る業務端末共存機能の開発
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年6月10日 28,892,148

契約の相手方は，当該業務端末システムを独自に開発
し，これを賃借等しているものであり，当該システム機能
の開発に係る業務を安全かつ確実に遂行可能な者は開
発を行った契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特令政令第１３条第１項第
２号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等は行わな
い
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266
新日鐵ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

供託事務処理システム移行作
業請負

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年6月20日 1,369,672

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，改修作業を確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

１９年度以降，競争入札へ移
行（価格競争）

267
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－
３

動産譲渡登記システム本番用
機器での各種接続・総合テスト
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月4日 14,009,793

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，請負作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等は行わな
い

268
富士通エフ・アイ・ピー（株）
東京都港区芝浦１－２－１

登記情報提供システム機器の
移転及び設置作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月4日 1,596,000

契約の相手方は，当該システム機器の導入及び運用管
理に携わっており，請負作業を安全・確実に遂行可能な
者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

一部競争入札に移行（価格
競争）（次回移転時から）

搬送・設置工
事等のみ

269
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

バックアップセンターシステム効
率化のための機能改善　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月25日 12,533,094

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築した
ものであり，適正かつ迅速な登記行政を遂行するため同
システムの安定稼動を確保する上では，システム全体の
構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通しているこ
とが不可欠であるところ，当該システム改修に係る業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った同業者のみである
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等は行わな
い

270
凸版印刷（株）
東京都台東区台東１－５－
１

印鑑カード　　７２，１００枚
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月29日 7,313,103

当該カードのホログラム原版は，契約の相手方が著作
権を有するものであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

271
ヨシダ印刷（株）
東京都墨田区亀沢３－２０
－１４

新会社法広報用パンフレット
20,000部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年8月4日 4,998,000

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
先のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き企画競争を実施
（総合評価方式による競争入
札の実施を検討）

272
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

会計法現代化等に伴う登記情
報システム仕様変更　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年8月12日 436,359,924

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築した
ものであり，適正かつ迅速な登記行政を遂行するため同
システムの安定稼動を確保する上では，システム全体の
構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通しているこ
とが不可欠であるところ，当該システム改修に係る業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った同業者のみであっ
たため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等は行わな
い

273
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記情報システム仕様変更に
係る業務委託　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年8月12日 226,755,564

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築した
ものであり，適正かつ迅速な登記行政を遂行するため同
システムの安定稼動を確保する上では，システム全体の
構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通しているこ
とが不可欠であるところ，当該システム改修に係る業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った同業者のみである
ため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以降
の当該システムの仕様変更
については，競争入札（価格
競争）等に移行
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274
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

会計法現代化等に伴う登記情
報システム記入システム仕様変
更　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年8月12日 120,481,055

記入システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，適正かつ迅速な登記行政を遂行するため同シス
テムの安定稼動を確保する上では，システム全体の構
成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通していること
が不可欠であるところ，当該システム改修に係る業務を
遂行可能な者は開発・構築を行った同業者のみであるた
め。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等は行わな
い

275
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

動産譲渡・債権譲渡登記事項
概要ファイルに関する情報を登
記情報提供システムにおいて提
供するための開発　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年8月12日 50,564,052

登記情報提供システムは，契約業者が独自に開発・構
築したものであり，適正かつ迅速な登記行政を遂行する
ため同システムの安定稼動を確保する上では，システム
全体の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通して
いることが不可欠であるところ，当該システム改修に係
る業務を遂行可能な者は開発・構築を行った同業者の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等は行わな
い

276

（株）富士通ラーニングメディ
ア
東京都大田区西蒲田７－３
７－１０

コンピュータ中央専門研修　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年8月12日 24,024,000

法務省が求めるカリュキュラムに沿った研修の履行が可
能な者は契約の相手方のみであり，競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地あ
り

一部を除き競争入札に移行
（価格競争）（１８年度から）

登記情報シス
テムに関する
講座を別途調
達

277
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

給与計算機のプログラム変更
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年8月17日 9,639,000

契約の相手方は、当該システムに係る著作権等を有す
る者であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

府省共通システムに移行予
定であり，移行後は，当該事
務・事業の委託等は行わな
い

278
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記情報システムＩＰ－ＶＰＮ網
アクセス回線二重化のための開
発　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月1日 20,607,027

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築した
ものであり，適正かつ迅速な登記行政を遂行するため同
システムの安定稼動を確保する上では，システム全体の
構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通しているこ
とが不可欠であるところ，当該システム改修に係る業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った同業者のみである
ため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

279

富士通サポートアンドサービ
ス（株）
東京都中央区銀座７－１６
－１２

大規模商業登記所向け証明書
発行請求機　９台

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月9日 11,487,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

280
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

官職証明書用ＩＣカード
４５６枚
官職証明書用ドライバソフト
３４２式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月4日 2,130,660

契約の相手方は，当該カードを使用するためのオンライ
ンシステムの構築を行ったものであり，システム全体の
セキュリティ確保を維持可能な者は契約の相手方のみ
であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

36



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

281
みずほ情報総研（株）
東京都千代田区神田錦町２
－３

次期登記情報システム詳細設
計等の外部監査に関する業務
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月5日 14,500,000

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）
（１９年度以降，総合評価に
よる一般競争に移行）

282
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記情報提供システム機器リプ
レースに伴う仕様変更　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月24日 44,769,522

登記情報システムと一体として連携する同システムは，
契約業者が独自に開発・構築し，一貫してその管理運用
に携わっているものであり，同システムの安定稼動を確
保する上では，システム全体の構成，機能，操作，技術
情報等の詳細に精通していることが不可欠であるとこ
ろ，当該システム改修に係る業務を安全・確実に遂行可
能な者は開発・構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

公募等を実施（次回機器リプ
レース時から）

283
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

給与共済システム改造　一式
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月4日 15,382,500

契約の相手方は、当該システムに係る著作権等を有す
る者であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

府省共通システムに移行予
定であり，移行後は，当該事
務・事業の委託等は行わな
い

284
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

全国展開に向けた地図情報シ
ステム開発　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月11日 418,950,000

地図情報システムは，契約の相手方が独自に開発を
行ったものであり，請負業務を安全・確実に遂行可能な
者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

同種案件がある場合には，
公募を実施

285
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

地図情報システム機器用空調
機賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月16日 2,574,596

当該機器は，登記所等で契約業者から賃借中に不用と
なったものを移設したものであり，同機器を継続して賃借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（２０年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

286 個人情報につき非公表

ロシア連邦に現に施行されてい
る民法等民事基本法の内容及
びその実務の取扱いに関する
研究調査　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月24日 1,500,000

法務省が求める仕様に沿った調査研究を行える者は契
約の相手方のみであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１８年度か
ら）

287
ヨシダ印刷（株）
東京都墨田区亀茶話ー２０
－１４

筆界特定制度周知用ポスター
１４，７００部
筆界特定制度周知用ﾘｰﾌﾚｯﾄ
７７４，０００部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月24日 4,087,818

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き企画競争を実施
（総合評価方式による競争入
札の実施を検討）

288 個人情報につき非公表
バングラデシュにおける家族法
及び身分登録制度に関する調
査研究　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月29日 1,835,973

法務省が求める仕様に沿った調査研究を行える者は契
約の相手方のみであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１８年度か
ら）

289
（株）第一印刷所
新潟県新潟市和合町２－４
－１８

成年後見制度広報用パンフレッ
ト（増刷）
８６３，０００部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月12日 8,400,010

本案件のデザインを担当した契約の相手方以外に，当
該印刷物を増刷可能な者はいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

37



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

290
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

歳入歳出外システムとの接続に
関する作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月15日 1,567,755

契約の相手方は，供託事務処理システムの開発及び運
用管理に携わったものであり，請負業務を安全・確実に
遂行可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

291
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

オンライン登記申請システムの
機能改善等のための登記情報
システム仕様変更　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月22日 85,020,579

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築した
ものであり，適正かつ迅速な登記行政を遂行するため同
システムの安定稼動を確保する上では，システム全体の
構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通しているこ
とが不可欠であるところ，当該システム改修に係る業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った同業者のみである
ため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以降
の当該システムの仕様変更
については，競争入札（価格
競争）等に移行

292
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

法務局ホームページ及び業務
等案内用パソコンの機能拡張
開発　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月27日 17,276,038

契約の相手方は，当該システムの開発及び運用管理に
携わったものであり，請負業務を安全・確実に遂行可能
な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

同種事案がある場合は，競
争入札に移行（価格競争）

293
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

成年後見登記事務に係る全国
展開システム機器等保守　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月27日 3,780,000

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，保守業務等を安全・確実に遂行可能な者は
契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（２１年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

294
（株）テイハン
東京都文京区本郷５－１１
－３

ＣＤ－ＲＯＭ版登記関係先例要
旨総覧　第２版　６０３部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月27日 3,250,170
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

295
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記情報システムにおける地図
情報システムとの連動機能開発
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月11日 135,565,668

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築した
ものであり，適正かつ迅速な登記行政を遂行するため同
システムの安定稼動を確保する上では，システム全体の
構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通しているこ
とが不可欠であるところ，当該システム改修に係る業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った同業者のみである
ため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等は行わな
い

296
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

債権譲渡登記システム機能改
善　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月12日 4,953,074

契約の相手方は，当該システムの開発及び運用管理に
携わったものであり，移設作業を安全・確実に遂行可能
な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの更新を予定してい
る平成１９年度以降，国庫債
務負担行為を前提とした競争
入札（価格競争）に移行

297
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

登記・供託インフォメーションシ
ステムの再構築及び法務局
ホームページ更新システムの機
能拡張　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月18日 11,240,869

契約の相手方は，当該システムの開発に携わったもの
であり，移設作業を安全・確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

同種事案がある場合は，競
争入札に移行（価格競争）

38



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
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点検結果 講ずる措置 備考

298
能美防災（株）
東京都千代田区九段南４－
７－３

登記情報センター防災監視用
煙センサー　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月24日 5,691,000

契約の相手方は，現行の防災監視装置に適合する煙セ
ンサを製造・保守している唯一の者であり，競争を許さな
いため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（次回センサーの更新時か
ら）

299
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

供託事務処理システム移行作
業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月27日 2,700,211

契約の相手方は，歳入歳出外システムに接続するシス
テムの開発及び運用管理に携わったものであり，移行作
業を安全・確実に遂行可能な者は，契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

300
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

筆界特定制度の創設に伴う登
記情報システム仕様変更作業
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月1日 11,766,972

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築した
ものであり，適正かつ迅速な登記行政を遂行するため同
システムの安定稼動を確保する上では，システム全体の
構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通しているこ
とが不可欠であるところ，当該システム改修に係る業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った同業者のみである
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等は行わな
い

301
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

保険業法改正等に伴う登記情
報システム仕様変更作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月1日 10,647,441

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築した
ものであり，適正かつ迅速な登記行政を遂行するため同
システムの安定稼動を確保する上では，システム全体の
構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通しているこ
とが不可欠であるところ，当該システム改修に係る業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った同業者のみである
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等は行わな
い

302
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

供託オンラインシステム機能追
加作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月3日 24,816,897

契約の相手方は，当該システムの開発及び運用管理に
携わったものであり，追加作業を安全・確実に遂行可能
な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

303
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記手数料令の改正に伴う登
記情報システム仕様変更作業
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月6日 4,537,428

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築した
ものであり，適正かつ迅速な登記行政を遂行するため同
システムの安定稼動を確保する上では，システム全体の
構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通しているこ
とが不可欠であるところ，当該システム改修に係る業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った同業者のみである
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以降
の当該システムの仕様変更
については，競争入札（価格
競争）等に移行

304
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

登記情報システムとの連携イン
ターフェイス確定等による地図
情報システムにおける追加機能
開発　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月7日 45,827,655

契約の相手方は，当該システムの開発に携わったもの
であり，請負業務を安全・確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等は行わな
い
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
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点検結果 講ずる措置 備考

305

富士通サポートアンドサービ
ス（株）
東京都中央区銀座７－１６
－１２

証明書発行請求機（登記所外
設置）保守用端末　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月8日 2,410,464

保守用機器の増設の必要に伴い，現地導入機器と同一
機種が必要になるところ，契約の相手方は同年度に競
争入札により現地調達機器を調達した相手方であり，こ
れと同一条件により調達できるのは契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

306
（株）電通
東京都港区東新橋１－８－
１

商業登記に基づく電子認証制
度に関する映像作成　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月9日 3,692,304

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き企画競争を実施
（総合評価方式による競争入
札の実施を検討）

307
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

電子公証システムのＧＰＫＩ接続
の検証等作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月10日 3,952,483

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，他社が作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等は行わな
い

308
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

供託書副本のペーパレス庁の
拡大に伴う機器増設　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月13日 90,485,276

契約の相手方は，供託書副本のペーパレス化機能及び
機器の開発を行ったものであり，安定稼働を維持できる
機器を供給可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

309
シンソー印刷（株）
東京都新宿区中落合１－６
－８

会社法施行に伴う登記関係に
ついてのパンフレット
５２６，４００部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月14日 3,986,010

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
引き続き企画競争を実施
（総合評価方式による競争入
札の実施を検討）

310
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

成年後見登記システムのプログ
ラム機能改修　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月15日 12,544,362

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，改修作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

次期システムを構築する１９
年度以降，国庫債務負担行
為を前提とした競争入札（価
格競争）に移行

311
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

法務局通信ネットワーク・イン
ターネット対応改修作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月15日 9,580,935

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，改修作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

312
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記情報センターにおける地図
情報システム連動開発環境の
作成作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月16日 3,944,656

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，同シ
ステムの安定稼動を確保する上では，システム全体の
構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通しているこ
とが不可欠であるところ，当該システム環境構築に係る
作業を遂行可能な者は開発・構築を行った同業者のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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313
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

給与会計機のプログラム変更
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月1日 27,667,500

契約の相手方は、当該システムに係る著作権等を有す
る者であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他

府省共通システムに移行予
定であり，移行後は，当該事
務・事業の委託等は行わな
い

314
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

法務局通信ネットワークシステ
ムにおけるウィルスパターンファ
イル更新の自動化の拡張作業
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月1日 21,278,359

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，拡張作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

315
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

成年後見登記全国展開システ
ム法務省ＷＡＮ統合作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月1日 11,345,512

成年後見登記システムは，契約の相手方が独自に開発
を行ったものであり，請負業務を安全・確実に遂行可能
な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等は行わな
い

316
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

カード式印鑑間接証明システム
等会社法対応プログラム開発
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月1日 7,223,035

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，請負業務を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等は行わな
い

317
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

国籍事務処理管理システム設
定変更作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月1日 5,068,287

契約の相手方は，当該システムの開発に携わったもの
であり，変更作業を安全・確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

318

富士通サポートアンドサービ
ス（株）
千葉県千葉市中央区問屋
町１－３５

入退室管理システム機器設置
取付作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月1日 3,353,692

契約の相手方は，当該システム機器を設置し，以後同シ
ステムの運用・保守に携わっているものであり，システム
全体の安定稼働及びセキュリィティの確保を請け負うこ
とが可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

一部競争入札に移行（価格
競争）（１８年度から）

319

ヨシダ印刷（株）
東京支店
東京都墨田区亀沢３－２０
－１４

新会社法広報用パンフレット
２０３，０００部（増刷）
新会社法広報用ポスター
７，０００部（増刷）

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月6日 5,687,430

本案件のデザインを担当した契約の相手方以外に，当
該印刷物を増刷可能な者はいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

320
（株）功文社
東京都千代田区富士見２－
３－７

信託法案（合本）
７００部
信託法の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律案（合
本）
７００部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月16日 3,373,650

短納期，かつ大量部数の当該印刷物を作製可能な者は
契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

一部競争入札に移行（価格
競争）（１８年度から）

321 千葉県水道局 登記情報センター室上水道
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,766,490

水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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322 千葉県船橋市 登記情報センター室下水道
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,262,165

水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

323

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ（株）
東京都千代田区内幸町一
丁目１番６号

ＩＰ－ＶＰＮ回線使用契約一式
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 589,176,150

登記情報システム専用の回線網として利用しているもの
で，同システムのネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１２条第１項第
２号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

324

センチュリー・リーシング・シ
ステム（株）
東京都港区浜松町２－４－
１

クライアント・サーバ方式による
検務電算システム用機器（１３
年度整備分）賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 176,242,500

独自にシステム構築された当該機器等を継続して賃借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
１９年度において当該事務・
事業の委託等を行わない

325

センチュリー・リーシング・シ
ステム（株）
東京都港区浜松町２－４－
１

クライアント・サーバ方式による
検務電算システム用機器（１２
年度整備分）賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 128,570,416

独自にシステム構築された当該機器等を継続して賃借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
18年度以降において当該事
務･事業の委託等を行わない

326

センチュリー・リーシング・シ
ステム（株）
東京都港区浜松町２－４－
１

検察庁情報ネットワークシステ
ム用クライアント（１６年度整備
分）賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 98,519,400

当該機器等を前年度に引き続き賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

機器更新時には，競争入札
に移行（価格競争又は総合
評価）

327
（株）ゼンリン
東京都千代田区西神田１－
１－１

検察地図システム利用料　一式
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 44,604,000

契約の相手方は，当該システムの著作権を有するもの
であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第1
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

328
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

クライアント・サーバ方式による
検務電算システム用機器保守
料（１２年度整備分）　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 31,920,310

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，保守業務を迅速・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
18年度以降において当該事
務･事業の委託等を行わない

329
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

クライアント・サーバ方式による
検務電算システム用機器保守
料（１３年度整備分）　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 28,102,183

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，保守業務を迅速・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
１９年度において当該事務・
事業の委託等を行わない

42



件数
契約の相手方の商号又は
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330
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

犯歴システム用機器保守料　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 27,078,240

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，保守業務を迅速・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
18年度以降において当該事
務･事業の委託等を行わない

331
ＮＥＣネクサソリューションズ
（株）
東京都港区三田１－４－２８

検察庁テレビ会議システム機器
賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 23,814,000

当該機器等を前年度に引き続き賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

次期システム導入時期には，
競争入札に移行（価格競争
又は総合評価）

332
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５
－１２

犯歴システム用機器賃借料　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 20,799,784

独自にシステム構築された当該機器等を継続して賃借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
18年度以降において当該事
務･事業の委託等を行わない

333

センチュリー・リーシング・シ
ステム（株）
東京都港区浜松町２－４－
１

検察庁情報ネットワークシステ
ム用クライアント（１５年度整備
分）賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 13,356,000

当該機器等を前年度に引き続き賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

機器更新時には，競争入札
に移行（価格競争又は総合
評価）

334
（株）日本テレビアート
東京都千代田区二番町１４

裁判員制度広報ビデオ制作　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 10,710,000

法務省が求める仕様に沿ったビデオ制作が可能な者は
契約の相手方のみであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行を検討（総合
評価）（１８年度から）

335
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

クライアント・サーバ方式による
検務電算システム用機器保守
料（１１年度整備分）　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 6,652,803

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，保守業務等を安全・確実に遂行可能な者は契約の相
手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
18年度以降において当該事
務･事業の委託等を行わない

336

日経メディアマーケティング
（株）
東京都千代田区大手町１－
９－５

日経テレコン２１利用料（基本
料）　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 4,347,000

契約の相手方のみが提供可能なサービスであり，競争
を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

337

センチュリー・リーシング・シ
ステム（株）
東京都港区浜松町２－４－
１

クライアント・サーバ方式による
検務電算システム用機器（１１
年度整備分）賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 2,172,252

独自にシステム構築された当該機器等を継続して賃借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
18年度以降において当該事
務･事業の委託等を行わない

338
レクシスネクシス（株）
東京都世田谷区太子堂４－
１－１

外国法律文献等検索用データ
ベース利用料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,284,000

当該データベースに係る著作権等を有する者が契約の
相手方のみであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
月額
107,000円

339
（株）第一印刷所
新潟県新潟市和合町２－４
－１８

裁判員制度広報用パンフレット
３５０，０００部
印刷請負（増刷）

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月22日 2,888,550

本案件のデザインを担当した契約の相手方以外に，当
該印刷物を増刷可能な者がいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

１部当たり
7.86円
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340
（株）日本テレビアート
東京都千代田区二番町１４

裁判員制度広報ビデオ試写会
開催の準備・実施作業

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年5月9日 2,901,030

契約の相手方は，当該広報ビデオの制作を行ったことか
ら，法務省が求める趣旨に合致した試写会を実施できる
のは契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
18年度以降において当該事
務･事業の委託等を行わない

341

センチュリー・リーシング・シ
ステム（株）
東京都港区浜松町２－４－
１

検察総合情報管理システムセン
ター用機器賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年5月13日 225,477,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き競争入札を実施（機
器更新時）

342
（株）日本テレビアート
東京都千代田区二番町１４

裁判員制度広報ビデオの複製，
同ビデオの広報チラシの増刷及
び発送作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年5月18日 1,619,310

契約の相手方は，本件広報ビデオの制作を行い，ビデ
オ及びチラシの複製に当たって，出演者側から使用承諾
を得た映像，チラシ等の原盤を保有している唯一の者で
あるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

１枚当たり
5.6円
ほか４件

343
日本電設工業（株）
東京都台東区池之端１－２
－１１

検察総合情報管理システムセン
ター用機器等の設置に伴う仮設
分電盤設置作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年5月27日 4,665,150

国が想定する期間内に履行可能であるのは，契約業者
のみであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
18年度以降において当該事
務･事業の委託等を行わない

344
（株）京都新聞社
京都府京都市中京区烏丸
通夷川北入少将井町２３９

裁判員制度シンポジウム開催
の準備・実施作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年6月2日 8,610,000

法務省が求める仕様に沿った京都市内でのシンポジウ
ム開催等の体制を確立している者は契約の相手方のみ
であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１８年度契
約は，企画競争を実施し，１９
年度以降，総合評価による
一般競争に移行）

345
（株）武田商店
東京都渋谷区恵比寿西２－
３－１３

拘束具（ベルト固定式）
Ｍサイズ　１８４個
Ｌサイズ　　５１個

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月19日 5,702,025

特別の技術により製造される当該物品の買入先が契約
の相手方しかなく，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

346
（株）日本テレビアート
東京都千代田区二番町１４

裁判員制度広報ビデオのＤＶ
Ｄ，リーフレット，ベータカム制作
作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年8月29日 15,464,106

契約の相手方は，本件広報ビデオの制作を行い，ＤＶＤ
及びリーフレット等の作成に当たって，出演者側から使
用承諾を得た映像，写真等の原盤を保有している唯一
の者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

347
アクセンチュア（株）
東京都港区赤坂１－１１－４
４

検察総合情報管理システムの
システムテスト，導入等作業　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月12日 383,999,700

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，請負業務を安全・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

次期システム導入時期には，
競争入札に移行（価格競争
又は総合評価）

348
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

犯歴システム用センターサーバ
特別整備作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月15日 14,700,000

契約の相手方は，当該システムの開発及び運用支援に
携わったものであり，整備作業を安全・確実に遂行可能
な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
18年度以降において当該事
務･事業の委託等を行わない
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

349
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

東京地方検察庁検察情報シス
テムに関する検察総合情報管
理システムへの移行データ抽出
作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月21日 50,479,800

契約の相手方は，当該システムの開発及び運用管理に
携わったものであり，請負業務を安全・確実に遂行可能
な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
18年度以降において当該事
務･事業の委託等を行わない

350
（株）第一印刷所
新潟県新潟市和合町２－４
－１８

裁判員制度に関するパンフレッ
ト
１，５１８，４００部（増刷）

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月4日 9,087,624

本案件のデザインを担当した契約の相手方以外に，当
該印刷物を増刷可能な者はいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

１部当たり
5.7円

351
東亜販売（株）
東京都千代田区飯田橋２ー
１６－９

裁判員制度広報用マグネットク
リップ　１８０，０００個

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月24日 10,395,000

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
同種案件がある場合には引
き続き，企画競争を実施

１個当たり
55円

352
社団法人時事画報社
東京都港区赤坂７－１０－１
７

裁判員制度広報用ポスター（Ｂ
２）
１６７，０００部
裁判員制度広報用ポスター（Ａ
４）
１，５００，０００部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月7日 8,720,250

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１８年度契
約は，企画競争を実施し，１９
年度以降，総合評価による
一般競争に移行）

１部当たり
14.19円
ほか１件

353
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

検察総合情報管理システムに
関する書類作成支援業務　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月30日 5,670,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

354
（株）第一印刷所
新潟県新潟市和合町２－４
－１８

裁判員制度広報用パンフレット
１，１５１，６００部（増刷）

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月2日 6,892,326

本案件のデザインを担当した契約の相手方以外に，当
該印刷物を作製可能な者はいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

１部当たり
5.7円

355
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

検察総合情報管理システムの
システムテスト機器賃借料  一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月28日 38,076,885

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

次期システム導入時期には，
競争入札に移行（価格競争
又は総合評価）

356
社団法人時事画報社
東京都港区赤坂７－１０－１
７

裁判員制度広報ポスター（Ｂ１）
１，６６５部（増刷）
裁判員制度広報ポスター（Ｂ３）
７，３７０部（増刷）

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月1日 4,989,600

本案件のデザインを担当した契約の相手方以外に，当
該印刷物を増刷可能な者はいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

357
（株）ジェイアール東海エー
ジェンシー
東京都港区港南２－１－９５

裁判員制度広報ポスターの交
通広告　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月6日 49,980,000

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
１号）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１８年度契
約は，企画競争を実施し，１９
年度以降，総合評価による
一般競争に移行を検討）

358
シンソー印刷（株）
東京都新宿区中落合１－６
－８

司法制度改革パンフレット
３００，０００部（増刷）

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月2日 5,292,000

本案件のデザインを担当した契約の相手方以外に，当
該印刷物を増刷可能な者はいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
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点検結果 講ずる措置 備考

359
（株）第一印刷所
新潟県新潟市和合町２－４
－１８

裁判員制度広報用パンフレット
９６９，０００部（増刷）

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月10日 6,532,029

本案件のデザインを担当した契約の相手方以外に，当
該印刷物を増刷可能な者はいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

１部当たり
6.42円

360
（株）第一印刷所
新潟県新潟市和合町２－４
－１８

裁判員制度広報用パンフレット
９６９，０００部（増刷）

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月10日 6,532,029

本案件のデザインを担当した契約の相手方以外に，当
該印刷物を増刷可能な者はいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

１部当たり
6.42円

361
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５
－１２

新型デジタル無線装置賃借料
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 156,332,090

当該機器等を昨年度に引き続いて賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

機器更新時には競争入札
（価格競争）に移行

362
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

矯正情報ネットワークシステム
バックアップセンター保守・管理
業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 37,568,160

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，保守業務を迅速・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（平成１９年度か
ら）

363
ライオン商事（株）
東京都墨田区西五軒町１３
－１

被収容者用歯磨粉
６０，７９０個

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年5月16日 3,574,452

基準を満たしている歯磨粉は，契約の相手方以外から
は調達が極めて困難であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

364
ＰｗCアドバイザリー（株）
東京都千代田区丸の内１－
６－６

平成１７年度ＰＦＩ方式による新
設刑務所整備・運営事業に関す
るアドバイザリー業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年5月20日 29,505,000

本案件の性質上，平成１６年度に公募型プロポーザル
方式により契約業者を特定し，１７年度も継続してアドバ
イザリー業務を委託する必要があるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（平成１９年度か
ら）

365
ＰｗCアドバイザリー（株）
東京都千代田区丸の内１－
６－６

平成１７年度美祢社会復帰促進
センター整備・運営事業に関す
るアドバイザリー業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年5月20日 14,700,000

本案件の性質上，平成１５年度に簡易公募型プロポー
ザル方式により契約業者を特定し，本年度も継続してア
ドバイザリー業務を委託する必要があるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（平成１９年度か
ら）

366
（株）ジャスカ
東京都品川区西五反田７－
２２－１７

矯正施設被収容者用座布団側
３５，４４８枚

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月13日 14,478,735
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

367
（株）タカクラ
東京都中央区東日本橋１－
９－１３

矯正施設被収容者用タオル
２６０，５２１枚

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月13日 8,261,120
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

46



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

368
山甚物産（株）
東京都千代田区神田小川
町１ー１

矯正施設被収容者用実習服
　上衣　１，４３２着
　下衣　１，７３５着

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月14日 7,109,646
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

369
東興産業（株）
東京都中央区日本橋人形
町１－１－６

矯正施設被収容者用雨衣
　上衣　１，２８２着
　下衣　１，２９１着

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月15日 6,317,892
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

370
東興産業（株）
東京都中央区日本橋人形
町１－１－６

矯正施設被収容者用防寒服
　上衣　６４７着
　下衣　５０３着

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月15日 5,957,637
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

371
（株）メイト・商會
東京都台東区柳橋１－３０
－７

矯正施設被収容者用
運動帽（刑務所等用）
　５，５４４個

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月15日 4,086,482
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

372
辰野（株）
大阪府大阪市中央区久太
郎町３－２－５

矯正施設被収容者用夏パジャ
マ
　上衣　１，８７３着
　下衣　１，１４８着

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月16日 4,840,687
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

373
東レ（株）
東京都中央区日本橋室町２
－１－１

矯正施設職員用冬実習服表地
　９，４７２ｍ

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月20日 12,929,280
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

374
（株）武田商店
東京都渋谷区恵比寿西２－
３－１３

矯正施設職員用樹脂釦
　６品目　９１９，７１０個

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月26日 14,152,321
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

375

東京ニットファッション工業
組合
東京都墨田区両国４－３７
－２

矯正施設被収容者用ランニング
シャツ　６６，０７０着

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月3日 22,303,580
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

376
（株）カンセン
東京都中央区日本橋中州６
－１３

矯正施設被収容者用半袖丸首
シャツ　１７４，０３１着

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月3日 73,399,194
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

377
東興産業（株）
東京都中央区日本橋人形
町１－１－６

矯正施設被収容者用
体育シャツ　８，００１着
体育ズボン　８，２２２着
体育パンツ　６，３５９着

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月4日 32,165,427
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

378
東興産業（株）
東京都中央区日本橋人形
町１－１－６

矯正施設被収容者用化繊綿
　４１，７３５キログラム

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月4日 31,288,729
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施
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379
宏陽（株）
東京都中央区日本橋富沢
町７－７

矯正施設被収容者用毛布
　３３，６４７枚

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月5日 102,702,420
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

380
信和（株）
東京都千代田区岩本町３－
５－５

矯正施設被収容者用冬靴下
　８３，２７４足

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月5日 27,149,405
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

381
宏陽（株）
東京都中央区日本橋富沢
町７－７

矯正施設被収容者用チョッキ
　１８，４７１着

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月5日 27,074,791
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

382
信和（株）
東京都千代田区岩本町３－
５－５

矯正施設被収容者用夏靴下
　７０，３３８足

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月5日 15,989,585
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

383
東レ（株）
東京都中央区日本橋室町２
－１－１

矯正施設職員用夏実習服表地
　上衣用　１７，０５９ｍ
　下衣用　　８，２６６ｍ

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月12日 30,909,750
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

384
ユニチカ（株）
東京都中央区日本橋本町４
－８－１６

矯正施設職員用スレーキ・袋地
　冬制服等用　３０，７２０ｍ
　冬警備服用　３６，０４０ｍ

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月14日 22,494,612
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

385
（株）ピーエイチピー研究所
東京都千代田区三番町３－
１０

被害者感情理解用オリジナルビ
デオ教材の制作　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月24日 3,360,000

契約の相手方は，平成１６年度に制作したビデオ教材
を，入札の結果，落札して制作を行った者であり，同ビデ
オ教材制作のため取材時に録画した素材を使用し，再
構成・再編集を行い制作する本件ビデオ制作は，同者以
外が行うことが不可能なため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（平成１９年度か
ら）

386
ライオン商事（株）
東京都墨田区横綱１－２－
２６

被収容者用歯磨粉　５５，６３０
個

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月2日 3,271,044

基準を満たしている歯磨粉は，契約の相手方以外から
は調達が極めて困難であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

387
宏陽（株）
東京都中央区日本橋富沢
町７－７

矯正施設被収容者用女子作業
衣　上衣，立ち襟シャツ，半袖
シャツ，ズボン各５００着

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月11日 3,648,750
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

388
（株）ＵＦＪ総合研究所
東京都港区新橋１－１１－７

既設刑務所を利用したＰＦＩ事業
導入の可能性に関する調査等
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月30日 11,025,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施
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389
岸義（株）
東京都台東区三筋２－１１
－５

矯正施設職員用夏警備帽
男子用　１，３００個
女子用　　　７００個

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月16日 4,436,250
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

390
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５
－１２

新型デジタル無線装置　一式
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月3日 8,492,421

当該装置に係る賃貸借契約期間満了に伴って購入する
ものであるが，同機器は，契約の相手方以外の者は取り
扱っていないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

391
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

更生保護情報通信ネットワーク
システム運用保守管理業務　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 19,656,000

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，保守業務を迅速・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

392
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

新事件管理システム用サーバ
機器賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 15,876,000

前年度に引き続き，同機器を継続して賃借可能な者は
契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

393
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

新事件管理システム用サーバ
機器保守料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 10,980,300

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，保守業務を迅速・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

394
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

新事件管理システムの運用保
守管理業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 9,951,480

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，保守業務を迅速・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

395
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

新事件管理システムデータ移行
業務委託　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年5月24日 5,705,595

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，移行業務を安全・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

396
三賞（株）
東京都文京区西片２－１８
－１７

保護司記章　４，５００個
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年5月31日 2,835,000

同記章のプレス原盤を有しており，他社に比べ大幅に経
費の削減ができるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

397
（株）テレパック
東京都港区赤坂２－１２－１
０

第５６回社会を明るくする運動
広報用ビデオ作成　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年8月4日 8,484,000

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
先のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（総合評価）
（１９年度から）

398
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

Ｋ－ＷＡＮシステムＤＣ検証業務
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月9日 1,505,700

契約の相手方は，当該システムの開発及び運用管理に
携わったものであり，検証業務を安全・確実に遂行可能
な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）
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399
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

インターネット供用サーバ
Inforweb供用サーバ使用料　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 5,308,380

法務省が求める仕様に沿った供用サーバの提供が可能
な者は契約の相手方のみであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

400
アシストマイクロ（株）
東京都中野区中央５－８－
１

インターネット供用サーバ運用
サポート支援　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,417,500

法務省が求める仕様に沿った供用サーバのサポート支
援が可能な者は契約の相手方のみであり，競争を許さ
ないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

401

ヨシダ印刷（株）
東京支社
東京都墨田区亀沢３－２０
－１４

啓発冊子「人権の擁護（平成１７
年版）」
　１００，０００部（増刷）
　印刷請負

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年6月21日 5,145,000

本案件のデザインを担当した契約の相手方以外に，当
該印刷物を増刷可能な者がいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

402
（株）電通
東京都港区東新橋１－８－
１

全国中学生人権作文コンテスト
地方大会入賞作品及び人権啓
発広告の地方新聞への掲載
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年8月18日 38,850,000

地方新聞への一括広告掲載については、広告代理店を
通じて全国地方新聞社連合会との契約を要するところ、
同連合会と取引を行っている広告代理店は、契約の相
手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

403
（株）日本テレビビデオ
東京都千代田区四番町５－
６

ハンセン病に関する人権啓発テ
レビ特別番組の制作・放送　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月1日 24,990,000

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他 引き続き企画競争を実施

404
（株）第一法規
東京都港区南青山１－１１
－１７

人権擁護関係法令事例集追録
１７１号～１７５号
各３５２部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月20日 3,104,640

当該図書は，出版元以外から調達することが不可能で
あり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

405

（株）富士通ビジネスシステ
ム
東京都文京区後楽１－７－
２７

人権擁護委員情報管理システ
ムソフトの改修　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月6日 1,526,700

契約の相手方は，当該システムの開発及び運用管理に
携わったものであり，改修作業を安全・確実に遂行可能
な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの更新時には，競争
入札に移行（価格競争）

406
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

出入国審査総合管理システムリ
プレイス機（２号機）賃借料　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,021,907,460

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

407
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

入国管理局ホストコンピュータ
（入国管理業務のデータを一元
管理するコンピュータ）機器賃借
料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 512,114,400

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

408
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

外国人出入国情報システム用
機器賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 428,261,799

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行
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409
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

外国人出入国情報システム機
器（在留・退去系）用ソフトウェア
賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 290,370,780

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

410
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

外国人出入国情報システム用
機器（在留・退去系）賃借料　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 227,548,440

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

411
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

在留資格審査事務支援システ
ム用機器（光ディスク系）賃借料
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 207,283,224

独自にシステム構築された当該機器等を継続して賃借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

412
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

外国人出入国情報システム及
び乗員上陸許可支援システム
稼働維持委託　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 198,073,260

当該システムは，契約の相手方が独自で開発を行ったも
のであり，委託業務を安全・確実に遂行可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

413
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

ホストコンピュータ（入国管理業
務のデータを一元管理するコン
ピュータ）オペレータ運用支援
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 180,810,000

当該システムは，契約の相手方が独自で開発を行ったも
のであり，支援業務を安全・確実に遂行可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

414
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

外国人登録証明書用カード
　６５０，０００枚
特殊ホログラム入りインクリボン
　２，６００巻

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 127,617,000

印刷に係る特別な技術（特許）を有するものが契約業者
１社であり，競争を許さないため，随意契約としたもの。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

415
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

指紋照合システム十指照合機
器賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 86,679,936

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

416
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

携帯型旅券自動読取装置賃借
料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 68,478,480

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行
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417
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－
３

外国人登録証明書調製システ
ム用機器賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 43,873,200

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

418
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

乗員上陸許可支援システム用
機器（サーバ）賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 41,580,000

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

419
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

出入国審査総合管理システム
磁気ディスク装置等（２号機）賃
借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 30,209,760

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

420
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

出入国記録等情報システム機
器賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 15,961,428

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

421
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

入国管理局事前旅客情報シス
テム機器用ソフトウェア賃借料
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 15,148,035

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

422
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

入国管理局事前旅客情報シス
テム用機器賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 14,590,485

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

423
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

外国人出入国記録即日取得シ
ステム機器保守料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 11,145,960

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，保守業務を迅速・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

424
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

入国管理局総合案内用ホーム
ページシステム機器等賃借料
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 11,094,300

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システム更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

425
沖電気工業（株）
東京都港区芝浦４－１０－１
６

入国管理局通信ネットワークシ
ステム運用管理支援　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 9,450,000

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，支援業務を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

426
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

乗員上陸許可支援システム用
機器（端末等）賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 8,694,000

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行
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427
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

無停電電源装置（関西空港支
局）賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 7,585,200

当該装置を継続して賃借できる者は相手方のみである
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

428
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

外国人出入国情報システム用
光学文字読取装置賃借料　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 6,942,600

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機器等を継続して賃借可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

429
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

指紋照合システム運用支援　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 5,040,000

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，支援作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

430
ＮＥＣリース（株）
東京都港区芝５－２９－１１

指紋照合用機器賃借料　一式
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 4,900,140

独自にシステム構築された当該機器等を継続して賃借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

431
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

在留資格審査事務支援システ
ム機器（光ディスクファイルサー
バ等）保守料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 4,039,560

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，保守業務等を安全・確実に遂行可能な者は
契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

432

エヌ・ティ・ティ・ビズリンク
（株）
東京都千代田区一ツ橋２－
５－５

ＩＰテレビ会議多地点接続サービ
ス　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 2,217,600

法務省が求める仕様に沿ったテレビ会議多地点接続
サービスが可能な者は契約の相手方のみであり，競争
を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札へ移行（価格競争）
（平成１９年度から）

433
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

入国管理局総合案内用ホーム
ページシステムインターネット接
続サービス　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 2,016,000

当該システム（ホームページサーバ及びホームページ端
末）は，契約の相手方が独自に開発を行ったものであ
り，当該システムの接続サービスの提供が可能な者は
契約の相手方のみであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札へ移行（価格競争）
（平成１９年度から）

434
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２－
１

無停電電源装置（成田空港支
局）賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,540,980

当該装置を継続して賃借できる者は相手方のみである
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

435
（株）コダック情報システムズ
東京都中央区新川２－２７
－１

マイクロリーダープリンタ保守料
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,152,900

当該プリンタは，契約の相手方が独自に設計・製造した
ものであり，保守業務を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

436
ＮＥＣリース（株）
東京都港区芝５－２９－１１

外国人登録原票ファイリングシ
ステム機器賃借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,019,820

独自にシステム構築された当該機器等を継続して賃借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システム更新時には，競争入
札に移行（価格競争）
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437
（株）ＪＡＬビジネス
東京都大田区平和島６－１
－１

出入国管理データ（日計表）の
電子計算機入力業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 6,908,577

契約の相手方は，法務省が求める仕様に基づく入力
データを作成するためのプログラム開発を行ったもので
あり，請負業務を安全・確実に遂行可能な者は契約の相
手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札へ移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１件当たり
14.90円
ほか１件

438
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

出入国審査総合管理システム
用ホストコンピュータ（１号機）賃
借料　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 23,121,000

独自にシステム構築された当該機器等を継続して賃借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

439
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

プレクリアランス実施に伴う外国
人出入国情報システムのプログ
ラム改修及び運用テスト支援
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月5日 9,060,975

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，支援作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

440
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

事前審査（プレクリアランス）実
施に伴うシステム導入作業　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月5日 5,197,500

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，支援作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

441
沖電気工業（株）
東京都港区芝浦４－１０－１
６

出入国審査業務への生体認証
技術適用に関する追加実証実
験　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月11日 3,869,250

契約の相手方は，当該実証実験を行ったものであり，こ
れを踏まえた本件追加実験を迅速・確実に遂行可能な
者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

442
北新印刷（株）
東京都文京区白山１－３０
－８

不法就労防止用ポスター
　５，７００部
不法就労防止用リーフレット（見
開型）
　１８０，０００部
不法就労防止用リーフレット（三
折型）
　６０，０００部
　印刷請負

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月11日 2,951,550

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（総合評価）
（１９年度から）

443
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

外国人出入国情報システムに
係るプログラム改修　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月12日 15,220,065

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，改修作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

444
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

外国人出入国情報システム機
器移設等請負

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月22日 1,264,651

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，移設作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

445

ヨシダ印刷（株）
東京支社
東京都墨田区亀沢３－２０
－１４

出入国管理のしおり　日本語版
　５５，０００部
出入国管理のしおり　英語版
　９，５００部
　印刷請負（増刷）

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年5月31日 4,263,525

本案件のデザインを担当した契約業者以外に，契約の
相手方が存在しないため。デザインの著作権は業者等
に帰属し，著作権者の承諾がないままでは現存物の複
製は不可能となる。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

54



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

446
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

外国人登録証明書用ホログラ
ムシール
　５７５，０００枚

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年6月7日 12,437,250

本件に係る特別な技術（特許）を有するものが契約業者
１社であり，競争を許さないため，随意契約としたもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

447
（株）リノス・スタッフィング
東京都渋谷区代々木２－２
－１

入国管理局登録官分室におけ
る人材派遣　４名

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年6月16日 7,320,915
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き競争入札（価格競
争）を実施

448
アクセンチュア（株）
東京都港区赤坂１－１１－４
４

業務・システムの最適化計画策
定　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年6月24日 94,920,000

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
同種案件がある場合には引
き続き，企画競争を実施

449
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

乗員上陸許可支援システムの
プログラム改修　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年7月22日 19,803,000

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，改修作業を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

450
甲（株）
東京都千代田区外神田３－
８－１３

入国審査官等冬・夏帽
　男子用　１，０１５個
　女子用　　　２５３個

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月29日 5,751,495
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き競争入札（価格競
争）を実施

451
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

入国管理局電算システム（外国
人出入国情報システム）運用推
進担当職員研修　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月29日 4,932,847

外国人出入国情報システムは契約の相手方が独自に開
発したものであり，当該システムに係るカリュキュラムに
沿った研修の履行が可能な者は契約の相手方のみであ
り，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

452
新陽（株）
東京都中央区日本橋室町４
－３－５

入国審査官等冬服
　男子用上衣　１２５着，男子用
ズボン　１２４着，女子用上衣
４２着，女子用スカート　６０着，
女子用ズボン　１，４５５着

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月30日 11,938,311
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き競争入札（価格競
争）を実施

453
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

事前旅客情報システム機器据
付調整作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年11月30日 1,659,980

当該システムは，契約の相手方が独自に開発を行った
ものであり，請負業務を安全・確実に遂行可能な者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

454
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

外国人出入国情報システムの
データウェアハウスによる分析
担当職員研修　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月27日 2,552,262

外国人出入国情報システムは契約の相手方が独自に開
発したものであり，当該システムに係るカリュキュラムに
沿った研修の履行が可能な者は契約の相手方のみであ
り，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

455
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

外国人登録証明書用カード
　５０，０００枚
特殊ホログラム入りインクリボン
　２００巻

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年1月24日 9,817,500

本件に係る特別な技術（特許）を有するものが契約業者
１社であり，競争を許さないため，随意契約としたもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
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456
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

出入国審査業務等において使
用するＩＣカード仕様等に関する
調査研究　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月1日 25,646,775

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
同種案件がある場合には引
き続き，企画競争を実施

457
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

生体情報の取得に関する調査
研究　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月1日 22,050,000

本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約の相手
方のみが合格したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
同種案件がある場合には引
き続き，企画競争を実施

458
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

事前旅客情報システム及び外
国人出入国情報システムにお
けるプログラム改修　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月1日 13,999,965

当該システムは，契約の相手方が独自に開発及び運用
管理に携わったものであり，移設作業を安全・確実に遂
行可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

459
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

外国人登録記録入力端末の回
収及び廃棄　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月1日 11,858,700

契約の相手方は，当該システムの開発等を行ったもので
あり，全国の市区町村に技術者を派遣して確実にデータ
消去を行った上で，回収・廃棄作業を唯一行うことが可
能であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札へ移行（価格競争）
（平成１９年度から）

460
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

乗員上陸許可支援システムの
機能強化に伴うプログラム改修
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月3日 16,771,650

当該システムは，契約の相手方が独自に開発及び運用
管理に携わったものであり，改修作業を安全・確実に遂
行可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

461
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

入国管理局総合案内用ホーム
ページシステムにおける英語版
コンテンツ制作作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月6日 4,461,187

契約の相手方は，当該システムの開発及び運用管理に
携わったものであり，制作作業を安全・確実に遂行可能
な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札へ移行（価格競争）
（平成１９年度から）

462
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

外国人出入国情報システムに
おける携帯型審査端末機　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月27日 56,576,710

当該システムは，契約の相手方が独自に機器を開発・
制作し，以後同システムの運用・保守に携わっているも
のであり，システム全体の安定稼働を維持できる者は契
約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

463
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

ＩＣ旅券認証プロトタイプシステ
ム機能追加機器　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月27日 21,799,050

当該システムは，契約の相手方が独自に開発・運用を
担っているものであり，追加機器の一体的な運用・稼働
を維持できる者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札に移
行

464
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

外国人登録証明書調整システ
ム集約に係る調査・設計　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月3日 4,573,170

当該システムは，契約の相手方が独自に開発に携わっ
たものであり，請負業務を安全・確実に遂行可能な者は
契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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件数
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465
日本加除出版（株）
東京都豊島区南長崎３－１
６－６

出入国管理関係法令集追録
（台本）
１１０部
出入国管理関係法令集追録（１
２号）
３，２００部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月7日 3,638,250

印刷物のデータ等，中間生成物を契約の相手方が保有
しており，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

466

日本オーチス・エレベータ
（株）
東京都中央区晴海１－８－
１０

浦安総合センター昇降機設備
保守点検業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 9,442,440

契約の相手方は，当該設備の製造・設置を行ったもので
あり，保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

467
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

白書等データベースシステム運
用保守業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 6,300,000

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，保守業務等を安全・確実に遂行可能な者は契約の相
手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度において当該事務・
事業の委託等を行わない

468
日本電気システム建設（株）
東京都品川区東品川１－３
９－９

浦安総合センター総合管理シス
テム保守点検業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 5,638,500

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，保守業務等を安全・確実に遂行可能な者は契約の相
手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システム更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

469 個人情報につき非公表
リンギスティックアドバイザー業
務委託　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 5,040,000

法務省が求める仕様に沿ったアドバイザー業務が可能
な者は契約の相手方のみであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１８年度か
ら）

470 個人情報につき非公表
リンギスティックアドバイザー業
務委託　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 4,800,000

法務省が求める仕様に沿ったアドバイザー業務が可能
な者は契約の相手方のみであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１８年度か
ら）

471

（株）スカイパーフェクトコミュ
ニケーションズ
東京都渋谷区渋谷２－１５
－１

ＣＮＮインターナショナル受信料
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 3,780,000

法務省が求める通信衛星放送の供給が可能な者は契
約の相手方のみであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

472
（株）ジェイコム東京
東京都練馬区高野台５－２
２－１

有線テレビ放送受信料　一式
支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,127,448

法務省が求める有線テレビ放送の供給が可能な者は契
約の相手方のみであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

473
東興産業（株）
東京都中央区日本橋人形
町１－１－６

浦安総合センター寮カーペット
及び壁紙　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月16日 11,340,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

474
廣友物産（株）
東京都港区赤坂１－４－１７

法務省浦安総合センター人感セ
ンサー　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月8日 12,810,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施
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475
（株）土木田商店
京都港区芝大門１－１６－１
０

浦安総合センターひので寮ダウ
ンライト　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長　原　優
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年3月20日 4,813,200
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

476
日本オーチス・エレベーター
(株)
中央区晴海１－８－１０

エレベーター保守点検業務，九
段第２合同庁舎一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
(東京都千代田区九段南１-１-１５)
他６官署

平成17年4月1日 9,027,900
当該エレベーター機器の保守に必要な技術能力及び保
守部品等を有する者が契約業者のみであったため。（会
計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

477
日本カルミック(株)
千代田区九段南１－５－１０

建築設備管理業務，消防用設
備の保守点検業務及び空気環
境測定業務一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
(東京都千代田区九段南１-１-１５)
他６官署

平成17年4月1日 30,160,200

契約業者は，水洗便所用尿しょう付着防止剤供給装置
のメーカーであり，同装置の尿しょう付着防止剤取替え
業務を行う者が契約業者１社であるため。（会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

478
(株)山武
渋谷区渋谷２－１２－１９

中央監視設備等の点検保守一
式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
(東京都千代田区九段南１-１-１５)
他６官署

平成17年4月1日 5,932,500

当該設備の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

479
(株)エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

債権譲渡登記システムの機能
改善及び追加に係る機器賃貸
借契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 60,480,000
当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項，特例政令第１２条第１項第２号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

480
(株)エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

債権譲渡登記オンライン申請シ
ステム機器賃貸借契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 9,636,276
当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

481
(株)エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

債権譲渡登記申請情報保管
サーバ機器賃貸借契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 2,653,308
当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

482
キヤノン販売(株)
東京都港区港南２－１６－６

電子複写機保守契約一式
支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 3,754,950
保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであり，競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
5.00円ほか

483
グローリー商事(株)
東京都中央区日本橋１－６
－６

供託金収納能率機器保守契約
一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 1,342,950

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

484

コニカ・ミノルタ・ビジネスソ
リューションズ(株)
東京都中央区日本橋本町１
－５－４

電子複写機保守契約一式
支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 15,085,016
保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであり，競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
4.40円ほか

485
シイトラン(株)
東京都武蔵野市吉祥寺南
町２－１３－１３

東京法務局世田谷出張所庁舎
借料一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
(東京都千代田区九段南１-１-１５)

平成17年4月1日 39,832,026

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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486 品川区
東京法務局品川出張所庁舎借
料一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
(東京都千代田区九段南１-１-１５)

平成17年4月1日 1,483,596

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

487 個人情報につき非公表
法１４条墨田地図整備事務所借
料一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
(東京都千代田区九段南１-１-１５)

平成17年4月1日 3,173,071

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

488
新日鉄ソリューションズ(株)
東京都中央区新川２－２０
－１５

九段ＬＡＮシステム保守運用作
業契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
(東京都千代田区九段南１-１-１５)

平成17年4月1日 2,685,480

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

489
新日鉄ソリューションズ(株)
東京都中央区新川２－２０
－１５

準備書面作成支援システム用
保守契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
(東京都千代田区九段南１-１-１５)

平成17年4月1日 2,241,330

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

490
新日鉄ソリューションズ(株)
東京都中央区新川２－２０
－１５

八王子支局ほかにおける供託
システム保守契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 1,710,072

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

491

新日鉄ソリューションズ(株)
東京都中央区新川２－２０
－１５
日鐵リース(株)
東京都江東区亀戸１－５－
７

準備書面作成支援システム用
サーバ等借料契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
(東京都千代田区九段南１-１-１５)

平成17年4月1日 1,078,560

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

492
綜合警備保障(株)
東京都港区元赤坂１－６－
６

中野出張所外２３庁庁舎機械警
備契約

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
(東京都千代田区九段南１-１-１５)

平成17年4月1日 11,814,439

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

493
東京電力(株)
東京都新宿区新宿５－４－
９

府中支局外１７庁電気需給契約
支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 81,743,118

年度当初から、各庁に安定的かつ継続的に電力を供給
できないと，業務に重大な支障が生じるため，信頼と実
績を有する業者と契約を結ぶ必要があり，他に条件を満
たすのは，契約業者以外にないと判断したため。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
夏期　11円43
銭
そのほか期
10円39銭
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494
東芝情報機器(株)
東京都中央区日本橋小伝
馬町１－７

電子複写機保守契約一式
支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 2,022,370

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
4.80円ほか

495
東芝ソリューション(株)
東京都港区芝浦１－１－１

登記所記入稼働後ＳＥ支援業
務委託契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 4,539,480

対象システムは契約の相手方が独自に開発・構築し，こ
れを貸借しているものであり，その保守運用に係る支援
業務を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

496
東芝ソリューション(株)
東京都港区芝浦１－１－１

不動産登記記入用ワードプロ
セッサ保守契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 1,411,200

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

497
東芝ファイナンス(株)
東京都中央区銀座５－２－
１

板橋出張所ほかにおける登記
情報システム記入用端末装置
賃貸借契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 5,445,720

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

498
東芝ファイナンス(株)
東京都中央区銀座５－２－
１

多摩出張所における登記情報
システム記入用端末装置賃貸
借契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 4,285,260

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

499
東芝ファイナンス(株)
東京都中央区銀座５－２－
１

練馬出張所における登記情報
システム記入用端末装置賃貸
借契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 1,642,410

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

500
東芝ファイナンス(株)
東京都中央区銀座５－２－
１

台東出張所における登記情報
システム記入用端末装置賃貸
借契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 1,520,820

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

501

東芝ファイナンス(株)
東京都中央区銀座５－２－
１
(株)東芝
東京都港区芝浦１－１－１

登記情報システム用自家発電
設備装置賃貸借契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 1,108,800

当該機器については，前年度に引き続き継続賃貸する
ものであり，競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）
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502
日鐵リース(株)
東京都江東区亀戸１－５－
７

準備書面作成支援システム用
パソコン借料契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
(東京都千代田区九段南１-１-１５)

平成17年4月1日 7,084,440

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

503
日本通運(株)
東京都港区東新橋１－９－
３

東京法務局民事行政部供託課
における供託金等の警備輸送
委託に関する契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
(東京都千代田区九段南１-１-１５)

平成17年4月1日 1,701,000

本件委託内容に基づく警備輸送（搬送）を適正に遂行で
きる者は契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

504
日本通運(株)
東京都港区東新橋１－９－
３

東京法務局八王子支局におけ
る供託金等の警備輸送委託に
関する契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
(東京都千代田区九段南１-１-１５)

平成17年4月1日 1,386,000

本件委託内容に基づく警備輸送（搬送）を適正に遂行で
きる者は契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

505
日本電子計算機(株)
東京都千代田区丸の内３－
４－１

登記情報システム用電子計算
機の借入及びプログラムプロダ
クトの使用権許諾に関する契約
一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 1,137,222,975

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

506
日本電子計算機(株)
東京都千代田区丸の内３－
４－１

豊島出張所ほかにおける不動
産登記複合処理システム賃貸
借契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 144,732,477

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

507
日本電子計算機(株)
東京都千代田区丸の内３－
４－１

府中支局ほかにおける不動産
登記記入処理システム賃貸借
契約　一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 24,711,225

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項，特例政令第１２条第１項第２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

508
日本電子計算機(株)
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子認証システム賃貸借契約
一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 3,572,100

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

509
日本電子計算機(株)
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
管理用サーバ賃貸借契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 2,647,992

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格

510
野村ビルマネジメント(株)
東京都新宿区西新宿１－２
６－２

武蔵野出張所の日常及び定期
清掃契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 1,444,669

当該出張所庁舎は，財団法人武蔵野市開発公社との賃
貸借契約により借りているところ，この賃貸借契約によ
り，契約業者が,清掃業務等の指定業者とされているた
め。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

511
日立キャピタル(株)
東京都千代田区飯田橋２－
１８－２

成年後見登記システム機器賃
貸借契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 17,844,876
当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項，特例政令第１２条第１項第２号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）
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512
日立キャピタル(株)
東京都港区西新橋２－１５
－１２

成年後見登記システム機器借
料契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
(東京都千代田区九段南１-１-１５)

平成17年4月1日 17,822,700
当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項，特例政令第１２条第１項第２号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

513
(株)日立製作所
東京都千代田区駿河台４－
６

電子認証指定登記所接続作業
委託契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
(東京都千代田区九段南１-１-１５)

平成17年4月1日 7,607,250

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
１登記所当た
り
55,125円

514
(株)日立製作所
東京都千代田区駿河台４－
６

電子認証・公証システム運用管
理委託契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
(東京都千代田区九段南１-１-１５)

平成17年4月1日 167,781,096

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１２条第１項第
２号）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの
なお，電子公証システムにつ
いては，１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託等を
行わない。

515
(株)日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

成年後見登記システム運用支
援業務委託契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 17,844,876

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１２条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

516
(株)日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

成年後見登記オンラインシステ
ム機器保守契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 15,603,840

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

517
富士ゼロックス(株)
東京都港区六本木３－１－
１

電子複写機保守契約一式
支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 7,413,490

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
4.50円ほか

518
富士ゼロックス(株)
東京都港区六本木３－１－
１

全自動謄抄本作成機保守契約
一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 6,278,335

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
4.40円ほか
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519
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

登記所におけるシステムエンジ
ニアリング支援業務委託契約一
式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 23,996,661

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１２条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

520
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

バックアップセンターにおけるシ
ステムエンジニアリング支援業
務委託契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

521
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中システム稼働後シ
ステムエンジニアリング支援業
務委託契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

522
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

世田谷出張所における商業集
中システム導入に伴うシステム
エンジニアリング支援業務委託
契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

523
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

世田谷出張所における不動産
集中システム導入に伴うシステ
ムエンジニアリング支援業務委
託契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 1,408,806

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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524
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

大島出張所における商業集中
システム導入に伴うシステムエ
ンジニアリング支援業務委託契
約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

525

富士通ネットワーク・ソリュー
ションｽﾞ(株)
東京都品川区南大井６－２
０－１４

無停電電源装置賃貸借契約一
式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 2,663,167

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は同設備を
継続して賃貸可能な者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

526

富士通ネットワーク・ソリュー
ションｽﾞ(株)
東京都品川区南大井６－２
０－１４

無停電電源装置保守契約一式
支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 2,603,529

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，保守業務を安全・確実か
つ迅速に遂行可能な者は契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
２０年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

527
富士電機総設(株)
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

電子計算機用空調機保守契約
一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 4,496,946

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
２０年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

528
富士電機総設(株)
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

電子計算機専用空調機賃貸借
契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 3,195,894

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
２０年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

529
富士電機総設(株)
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

ビル用マルチ空調機賃貸借契
約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 2,316,000

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

530 府中市
東京法務局府中支局庁舎敷地
借料一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 1,713,432

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

531 福生市
東京法務局福生出張所
（現西多摩支局）庁舎敷地借料
一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 5,132,196

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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532
みずほ信託銀行(株)
東京都中央区八重州１－２
－１

東京法務局八王子支局庁舎借
料一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 85,449,768

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

533

社団法人港区シルバー人材
センター
東京都港区南麻布１－５－
２６

成年後見登記支援請負委託契
約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 1,507,275

契約業者は，当該請負の実績を有し，かつ，時価に比べ
て著しく有利な価格をもって契約できる見込みがあった
ため
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

同種の案件がある場合に
は，競争入札を実施（１９年
度以降）

単価契約
１人１時間当
たり
870円

534

財団法人武蔵野市開発公
社
東京都武蔵野市吉祥寺本
町１－８－１６

東京法務局武蔵野出張所庁舎
借料一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 73,687,356

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

535
リコーリース(株)
東京都中央区銀座７－１６
－３

地番検索システムプログラム・
プロダクト借料契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
(東京都千代田区九段南１-１-１５)

平成17年4月1日 3,585,960

契約業者は地番検システムの開発業者であるメーカーと
連携する当初からの供給業者であるところ，同システム
の使用権を有する業者は１社であるので，競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

536
リコー販売(株)
東京都中央区銀座８－１８
－１１

電子複写機保守契約一式
支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 56,109,456

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
4.40円ほか

537
(株)ワンビシアーカイブス
東京都中央区新川１－１７
－２５

バックアップテープ保管委託契
約（債権登録）一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 1,541,400

本件委託内容に基づく搬送，保管を適正に遂行できる者
が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

単価契約
保管料１ケー
ス
１ヶ月当たり
1,750円ほか

538
(株)ワンビシアーカイブス
東京都中央区新川１－１７
－２５

バックアップテープ保管委託契
約（後見登録）一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 1,278,397

本件委託内容に基づく搬送，保管を適正に遂行できる者
が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

単価契約
保管料１ケー
ス
１ヶ月当たり
1,750円ほか

539
（株）ワンビシアーカイブス
東京都中央区新川１－１７
－２５

バックアップテープ保管委託契
約（登記情報）一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日 1,265,248

本件委託内容に基づく搬送，保管を適正に遂行できる者
が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

単価契約
保管料１ケー
ス
１ヶ月当たり
1,750円ほか

540
(株)エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

動産譲渡登記システム・債権譲
渡登記システム運用保守業務
契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）
支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月1日
平成17年9月30日

24,362,100

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１２条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行
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541
(株)エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

動産譲渡登記システム機器賃
貸借契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月18日 12,159,000
一般競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き一般競争入札を実
施（次期更新時）

542
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

立川出張所における不動産集
中システム導入に伴うシステム
エンジニアリング支援業務委託
契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年4月28日 4,852,554

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

543
富士電機総設(株)
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

練馬出張所における電子計算
機用空調機移設作業委託契約
一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年5月20日 1,142,400

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の製造・設置を行ったものであり，同機種を安全・確実
に移設可能な者は同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

544 個人情報につき非公表
法１４条世田谷地図整備事務所
借料一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　石井政治
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年6月1日 1,125,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

545
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

府中支局における不動産集中
システム導入に伴うシステムエ
ンジニアリング支援業務委託契
約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年7月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

546
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

府中支局における商業集中シ
ステム導入に伴うシステムエン
ジニアリング支援業務委託契約
一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年7月1日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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547
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

八丈島出張所における商業集
中システム導入に伴うシステム
エンジニアリング支援業務委託
契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年7月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

548
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産登記部門における不動
産集中システム導入に伴うシス
テムエンジニアリング支援業務
委託契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年7月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

549
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

バックアップセンターにおける不
動産集中処理システム４号機・
商業処理システム３号機搬入作
業委託契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年7月1日 1,110,028

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築
を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

550
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

法人登記部門における商業集
中システム導入に伴うシステム
エンジニアリング支援業務委託
契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年8月1日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

551
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

バックアップセンターにおける商
業処理システム４号機搬入作業
委託契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年8月3日 1,952,286

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築
を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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552
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

豊島出張所における不動産集
中システム導入に伴うシステム
エンジニアリング支援業務委託
契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年9月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

553
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

豊島出張所における商業集中
システム導入に伴うシステムエ
ンジニアリング支援業務委託契
約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年9月1日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

554
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

バックアップセンターにおける不
動産集中処理システム５号機・
商業処理システム５号機搬入作
業委託契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年9月21日 1,732,605

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築
を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

555
日本電子計算機(株)
東京都千代田区丸の内３－
４－１

豊島出張所ほかにおける不動
産登記記入処理システム賃貸
借契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年9月30日 4,355,925

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

556
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

府中支局ほかにおける登記所
統廃合に伴うシステムエンジニ
アリング支援業務委託契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年11月1日 2,817,612

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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557
日本電子計算機(株)
東京都千代田区丸の内３－
４－１

三宅島出張所ほかにおける不
動産登記複合処理システム賃
貸借契約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年12月1日 1,289,505

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

558
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

港出張所における不動産集中
システム導入に伴うシステムエ
ンジニアリング支援業務委託契
約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年12月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

559
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
２

港出張所における商業集中シ
ステム導入に伴うシステムエン
ジニアリング支援業務委託契約
一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成17年12月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

560
能美防災(株)
東京都千代田区九段南４－
７－３

バックアップセンターにおける防
災監視装置の改修工事委託契
約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成18年1月31日 3,094,875

バックアップセンターにおける防災監視装置の煙センサ
の交換を適正，経済的，効率的に実施できるのは，同業
者のみであるため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（次回更新時から一般競争入
札を実施）

561
富士写真フイルム(株)
港区西麻布２－２６－３０

除籍等副本マイクロフィルム複
製業務委託一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成18年2月10日 10,411,905

当局の定める仕様上の技術，品質保証能力及び実績等
の要件を備えている業者が契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

単価契約
１６mmフィル
ム
１本当たり
5,300円ほか

562
野村ビルマネジメント(株)
東京都新宿区西新宿１－２
６－２

武蔵野出張所原状回復工事一
式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成18年2月20日 6,720,000
当該建物の管理組合の指定業者であるため。（会計法
第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

563
富士電機総設(株)
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

台東出張所における電子計算
機用空調機移設作業委託契約
一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成18年3月1日 1,255,800

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の製造・設置を行ったものであり，同機種を安全・確実
に移設可能な者は同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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564
(株)富士通四国システムズ
愛媛県松山市永代町１３

予算管理システム購入等契約
一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成18年3月2日 3,796,380

官庁会計事務データ通信システム（ＡＤＡＭＳ）に採用さ
れているＦＤデータタンキングを利用して，負担行為決議
及び支出決定決議ができる予算管理システムを制作・販
売しているのは同社のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

565
富士電機総設(株)
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

江戸川出張所における電子計
算機用空調機移設作業委託契
約一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　戸田信久
（東京都千代田区九段南１-１-１５）

平成18年3月10日 1,270,500

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の製造・設置を行ったものであり，同機種を安全・確実
に移設可能な者は同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

566 東京都水道局 水供給契約一式
支出負担行為担当官
東京法務局長　石井政治
（千代田区九段南１－１－１５）

平成17年4月1日 19,174,663
水道法第６条の規定に基づく水道事業を経営する者が
契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

567
東京ガス（株）
東京都港区海岸１－５－２０

瓦斯供給契約一式
支出負担行為担当官
東京法務局長　石井政治
（千代田区九段南１－１－１５）

平成17年4月1日 15,360,789
契約地域内において、ガスの提供を行うことができるガ
ス事業者は、契約の相手方のみであるため。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

568

エヌ・ティ・ティコミュニケー
ションズ（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－６

通信回線使用契約一式
支出負担行為担当官
東京法務局長　石井政治
（千代田区九段南１－１－１５）

平成17年4月1日 35,861,344

通信回線については，競争の余地はあるものの，回線
使用料等の各プランはいずれも関係業者の約款に定め
られているものであり，一般競争入札による価格競争を
行うことは現実的でない。そこで，当局においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，通信回線の利用形
態に合った最も経済的と考えられるプランを選定し，該
当の業者と随意契約したもの。（会計法第２９条の３第４
項，特例政令第１２条第１項第２号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

569
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東京都千代田区永田町２－
１１－１

通信回線使用契約一式
（携帯電話）

支出負担行為担当官
東京法務局長　石井政治
（千代田区九段南１－１－１５）

平成17年4月1日 1,996,931
引き続き当該業者と契約することにより，長期割引制度
を最大限に活用できるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

570
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約一式

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 703,555,335

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

571
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
の使用権許諾に関する契約一
式

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 84,043,999

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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572
リコー販売（株）
横浜市西区みなとみらい２
－３－３

電子複写機保守契約
支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 22,164,876

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.95円ほか

573
（株）小田急ビルサービス
東京都渋谷区代々木２－
28ー12

設備管理・駐車場管理・清掃業
務請負契約（相模原地方合同
庁舎）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 16,312,212

契約業者は平成１6年度入札により契約を締結してお
り，庁舎設備管理等の円滑な運営を考慮し，３年に１度
の割合で入札を実施することとしているため。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

574

富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

登記所システム稼働後支援作
業
（本局外16庁）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 15,434,252

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

575
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記記入処理システム
一式の借料

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 15,159,921

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

576

富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

ＢＣ業務支援作業
支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

577
富士ゼロックス（株）
横浜市西区みなとみらい２
－２－１

電子複写機保守契約
支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 7,452,637

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.40円ほか

578

（株）綜合警備保障
東京都港区元赤坂１－６－
６

庁舎機械警備に関する契約に
関する一式（藤沢支局外11庁）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 7,333,200

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

579
（株）大清産業
神奈川県相模原市相模台２
－29ー３

庁舎清掃業務委託（神奈川出
張所外5庁）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 4,552,800

契約業者は当該業務の実績を有しており，当該作業を
適正，経済的，効率的に実施できるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）
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580
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

電子計算機専用空調機借料
（平塚出張所外10庁）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 4,352,488

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
２０年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

581
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

電子計算機専用空調機保守料
（旭出張所外12庁）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 3,319,323

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
２０年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

582
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

登記所記入装置稼働後支援契
約
（平塚出張所外13庁）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 3,177,636

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

583

富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業（本局）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

584
（株）宮豪
横浜市中区扇町２－４－３

川崎法務合同庁舎駐車場管理
業務に関する契約一式

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 2,860,200

株式会社宮豪は,平成15年度において入札により契約を
締結しており，その後の駐車場管理業務について，駐車
台数等のデータを保管している者が契約業者のみであ
るため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

585
（株）大清産業
神奈川県相模原市相模台２
－29ー３

厚木法務総合庁舎駐車場管理
業務に関する契約一式

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 2,698,920

株式会社大清産業は，平成15年度において入札により
契約を締結しており，その後の駐車場管理業務につい
て，駐車台数等のデータを保管している者が契約業者の
みであるため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

586
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－2０ー
１５

供託事務処理システム用機器
保守請負契約

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 2,698,920

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

587
（株）小田急ビルサービス
東京都渋谷区代々木２－
28ー12

環境衛生管理業務請負契約
（相模原地方合同庁舎）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 2,652,300

契約業者は，環境衛生管理業務について専門的な知識
及び特別な技術を有しており，当該庁舎の過去のデータ
を保有している者が契約業者のみであるため。（会計法
第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

72



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

588
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
管理用サーバ一式の借料（Ｂ
Ｃ）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 2,647,992
独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

589
財団法人関東電気保安協
会
横浜市南区高砂町1-17

自家用電気工作物の保安管理
業務に関する契約一式（藤沢支
局外10庁）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 2,367,072
自家用電気工作物の保安管理業務を行える者が同協
会のみであったため。（会計法第２９条の３第４項，予決
令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

590
（株）綜合警備保障
東京都港区元赤坂１－６－
６

供託金等警備輸送に関する契
約一式

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 2,116,800

本件委託内容に基づく警備輸送（搬送）を適正に遂行で
きる者は契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

591
フジテック（株）
横浜市神奈川区栄町５ー１

昇降機設備保守点検業務請負
契約（相模原地方合同庁舎）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 2,047,500

当該エレベーターの保守を適正かつ迅速に行うことがで
き，かつ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者
が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

592

富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

商業集中処理システム導入支
援作業（法人）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

593

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）
横浜市西区みなとみらい2-
2-1-1

無停電電源装置の賃貸借に関
する契約（旭出張所外４庁）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 1,978,200

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は同設備を
継続して賃貸可能な者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
２０年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

594
（株）アサヒエンジニアリング
神奈川県平塚市片岡63ー３

空調設備保守点検業務請負契
約
（平塚地方合同庁舎）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 1,762,950

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

595
ニッタン（株）
東京都渋谷区幡ケ１－１１
－６

消防用設備点検に関する契約
一式（藤沢支局外12庁）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 1,598,520

当該機器の点検を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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596

富士通サポートアンドサービ
ス（株）
東京都港区芝公園４－１－
４

局内ＬＡＮ機器のソフトウエアの
保守契約一式

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 1,593,900

当該システムは，契約業者が独自に開発構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため，随意契約としたもの。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

597
三菱電機クレジット（株）
東京都品川区西五反田１ー
３ー８

駐車場管理システムリース契約
（相模原地方合同庁舎）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 1,544,760
当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

598

富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

不動産集中処理システム稼働
後支援作業（ＢＣ・栄・戸塚）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 1,478,072

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

599
（株）アサヒエンジニアリング
神奈川県平塚市片岡63ー３

空調設備保守点検業務請負契
約
（相模原地方合同庁舎）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 1,363,950

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

600
ゼネラル産業（株）
東京都世田谷区上用賀５－
16ー２

横浜地方法務局栄出張所・バッ
クアップセンター清掃業務請負
契約一式

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 1,323,453

契約業者は当該業務の実績を有しており，当該作業を
適正，経済的，効率的に実施できるのは同業者のみで
あったため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

601
京浜クリーンナップ興業（株）
横浜市港北区富士塚１－
18ー７

横浜地方法務局栄出張所・バッ
クアップセンター吸収冷温水機・
クーリングタワー等空調設備保
守点検業務請負契約一式

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 1,127,700

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

602

（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２－
１

横浜地方法務局バックアップセ
ンター登記情報システム用自家
発電装置一式借料

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 1,119,408
当該機器については，前年度に引き続き賃借するもので
あり，競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

603
（株）アサヒエンジニアリング
神奈川県平塚市片岡63ー３

空調設備保守点検業務請負契
約
（厚木法務総合庁舎）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 1,043,200

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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604
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子認証システム一式の借料
支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 1,020,600

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

605
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２－
１

登記情報システム賃貸借契約
（ＢＣオンライン修正端末）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 1,013,880

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

606 松田町 土地賃貸借契約
支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 814,072

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

607 神奈川県 県有財産賃貸借契約
支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 15,218,581

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

608 神奈川県 県有財産賃貸借契約
支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 1,243,020

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

609

富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業（鎌倉出張所）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年5月1日 4,852,554

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

610
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

電算機専用空調機移設(平塚出
張所）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年6月16日 1,087,800

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の製造・設置を行ったものであり，同機種を安全・確実
に移設可能な者は同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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611

学校法人神奈川大学
横浜市神奈川区六角橋３-２
７-１

司法書士試験会場借料
支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年6月27日 1,661,671

受験者が増加し，１５０名から２００名収容できる空調設
備のある大教室を複数有し，かつ，交通利便な施設が求
められ，横浜市内では当該法人以外には見当たらな
かったため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

612
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業（相模原支局）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年7月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

613
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

商業集中処理システム導入支
援作業（相模原支局）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年7月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

614
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業（平塚出張所）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年9月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

615
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

商業集中処理システム導入支
援作業（平塚出張所）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年9月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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616
財団法人結核予防会神奈
川県支部横浜市中区元浜
町４－３２

健康診断委託契約
支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年10月3日 4,083,770

当局における健康診断（定期健康診断，ＶＤＴ健診，自
動車運転従事者検診，頸肩腕障害業務従事者健診等）
は，全て本局会議室において実施するという仕様書の内
容となっており，この仕様書の内容で実施できる団体
は，財団法人結核予防会神奈川県支部のみであるた
め。また，検診車で巡回方式を採る他の団体に比べ著し
く安値で契約できる見込みがあるため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
検査１項目当
たり
2,800円ほか

617
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業（横須賀支局）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年11月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

618

富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

商業集中処理システム導入支
援作業（横須賀合同庁舎）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年11月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

619 横浜市行政運営調整局長 公有財産賃貸借契約
支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年11月15日 1,336,020

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

620

富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

登記所統廃合支援作業（相模
原支局）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年12月28日 2,739,345

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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621

富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

商業情報交換導入支援作業
（戸塚出張所）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年12月28日 1,487,073

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

622

富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業（厚木支局）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年12月28日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

623

富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業（秦野出張所）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年12月28日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

624

富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

商業集中処理システム導入支
援作業（厚木支局）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年12月28日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

625

富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

商業情報交換導入支援作業
（栄出張所）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年12月28日 1,017,471

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

78



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

626
東芝ソリューション（株）
港区芝浦１－１－１

不動産・商業登記記入パッケー
ジソフト購入

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成18年3月1日 9,501,182

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

627

能美防災（株）横浜支社
横浜市西区みなとみらい
２ー３－５

バックアップセンターコンピュー
タ室防災監視装置改修作業

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成18年3月1日 2,354,100

バックアップセンターにおける防災監視装置の煙センサ
の交換を適正，経済的，効率的に実施できるのは，同業
者のみであるため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（次回更新時から一般競争入
札を実施）

628
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

不動産・商業登記記入パッケー
ジソフトインストール作業

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成18年3月1日 1,314,873

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のものであり，同ソフト等をインストール可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

629 横浜市水道局 上下水道契約一式
支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 6,644,026
水道法第６条の規定に基づく水道事業を経営する者が
契約の相手方のみであるため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

630 神奈川県企業庁 上下水道契約一式
支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 1,633,986
水道法第６条の規定に基づく水道事業を経営する者が
契約の相手方のみであるため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

631
東京ガス（株）
東京都港区１－５－２０

ガス供給契約
支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 12,070,363
安全かつ継続的に供給できる業者が相手方のみである
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

632
エヌ・ティ・ティ・ドコモ（株）
東京都千代田区永田町２－
１１－１

携帯電話使用契約
支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　新井克美
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成17年4月1日 1,040,450
引き続き当該業者と契約することにより，長期割引制度
を最大限に活用できるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

633
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラムプロダクトの使用権許諾
に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 529,108,230

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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634
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
一式の賃貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 71,003,615

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

635
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記記入処理システム
一式の賃貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 14,745,528

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

636
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
管理用サーバ一式の賃貸借に
関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 2,377,357

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

637
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記記入処理システム
一式の賃貸借に関する契約（川
口出張所外）

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年12月1日 952,770

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

638
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
一式の賃貸借に関する契約（川
口出張所外）

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年12月1日 947,289

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

639
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

バックアップセンター業務ＳＥ支
援作業に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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640
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

登記所システム稼働後ＳＥ支援
作業に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 10,933,899

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

641
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

登記所統廃合に伴う登記所シス
テムＳＥ支援作業に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 2,426,277

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

642
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

不動産集中処理システム稼働
後ＳＥ支援作業に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

643
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

商業集中処理システム稼働後Ｓ
Ｅ支援作業に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 1,416,632

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

644
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 1,330,539

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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645
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

商業集中処理ホストＶＭ化支援
作業に関する契約

支出負担行為担当官
さいたま地方法務局長　永井敏夫
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年7月1日 2,348,010

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，ホス
トのＶＭ化に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築
を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

646
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

川口出張所における不動産集
中処理システム導入支援作業
に関する契約

支出負担行為担当官
さいたま地方法務局長　永井敏夫
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年7月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

647
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

戸田出張所における不動産集
中処理システム導入支援作業
に関する契約

支出負担行為担当官
さいたま地方法務局長　永井敏夫
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年7月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

648
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

川口出張所における商業集中
処理システム導入支援作業に
関する契約

支出負担行為担当官
さいたま地方法務局長　永井敏夫
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年7月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

649
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

大宮支局における不動産集中
処理システム導入支援作業に
関する契約

支出負担行為担当官
さいたま地方法務局長　永井敏夫
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年9月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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650
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

大宮支局における商業集中処
理システム導入支援作業に関
する契約

支出負担行為担当官
さいたま地方法務局長　永井敏夫
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年9月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

651
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

春日部出張所における不動産
集中処理システム導入支援作
業に関する契約

支出負担行為担当官
さいたま地方法務局長　永井敏夫
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年10月1日 4,852,554

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

652
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

バックアップセンターにおける不
動産集中処理システム３号機搬
入作業に関する契約

支出負担行為担当官
さいたま地方法務局長　永井敏夫
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年10月3日 1,091,758

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

653
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

登記部門における不動産集中
処理システム導入支援作業に
関する契約

支出負担行為担当官
さいたま地方法務局長　永井敏夫
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年11月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

654
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

登記部門における商業集中処
理システム導入支援作業に関
する契約

支出負担行為担当官
さいたま地方法務局長　永井敏夫
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年11月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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655
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

鴻巣出張所における不動産集
中処理システム導入支援作業
に関する契約

支出負担行為担当官
さいたま地方法務局長　永井敏夫
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年12月1日 3,130,680

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

656
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

越谷支局における不動産集中
処理システム導入支援作業に
関する契約

支出負担行為担当官
さいたま地方法務局長　永井敏夫
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年12月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

657
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

越谷支局における商業集中処
理システム導入支援作業に関
する契約

支出負担行為担当官
さいたま地方法務局長　永井敏夫
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年12月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

658

綜合警備保障（株）（埼玉南
支社）
さいたま市浦和区高砂2-6-
5

庁舎機械警備業務の委託に関
する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 8,388,576

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

659

（株）東芝
東京都港区芝浦1-1-1
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座5-2-1

登記情報システム用自家発電
装置の賃貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 3,843,000
当該装置については，前年度に引き続き継続賃借する
ものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

660
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀2-20-
8

電子計算機用専用空調機賃貸
借に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 2,899,047

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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661
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀2-20-
8

電子計算機用専用空調機保守
に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 1,749,846

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

662
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦1-1-1

登記所記入装置稼働後支援作
業に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 2,269,740

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

663
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦1-1-1

不動産登記記入用ワープロ保
守に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 1,411,200

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

664
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦1-1-1

不動産及び商業記入パッケー
ジソフト供給に関する契約

支出負担行為担当官
さいたま地方法務局長　永井敏夫
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成18年3月3日 7,439,472

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

665
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦1-1-1

不動産及び商業記入パッケー
ジソフトインストール作業請負に
関する契約

支出負担行為担当官
さいたま地方法務局長　永井敏夫
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成18年3月3日 1,314,873

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のものであり，同ソフト等をインストール可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

666
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川2-20-15

供託事務処理システムの保守
に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 2,204,496

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

667
荏原冷熱システム（株）
東京都大田区羽田5-1-13

冷暖房機保守点検作業に関す
る契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)
分任契約担当官
川越公共職業安定所長　高橋恵子
（埼玉県川越市豊田本277）
支出負担行為担当官
埼玉労働局総務部長　伊澤正行
（さいたま市中央区新都心11-2 ランド
アクシスタワー16階）

平成17年4月1日 1,599,150

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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668

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）
東京都品川区南大井6-22-
7

無停電電源装置保守委託に関
する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 1,353,240

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，保守業務を安全・確実か
つ迅速に遂行可能な者は契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

669

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）
東京都品川区南大井6-22-
7

無停電電源装置賃貸借に関す
る契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 1,298,640

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は同設備を
継続して賃貸可能な者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

670
（株）大西熱学
東京都墨田区緑町2-22-14

冷暖房機保守点検作業に関す
る契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 1,239,000

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

671

財団法人関東電気保安協
会
さいたま市中央区上落合4-
10-6

電気工作物保守に関する契約
支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 1,094,940

自家用電気工作物の保安管理業務を行える者が同協
会のみであったため。
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３
号）。

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

672
池田暖房工業（株）
東京都新宿区早稲田鶴巻
町531-5

冷暖房機保守点検作業に関す
る契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)
支出負担行為担当官
関東農政局長　松本有幸
（さいたま市中央区新都心2-1　さい
たま新都心合同庁舎２号館

平成17年4月1日 1,044,750

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

673

富士ゼロックス（株）（埼玉営
業所）
さいたま市大宮区桜木町1-
9-6

複写機の保守に関する契約
支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 23,202,734
保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚4.40円
ほか18件

674
リコー販売（株）
さいたま市中央区下落合4-
1-22

複写機の保守に関する契約
支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 10,935,077

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚4.10円
ほか15件

675 個人情報につき非公表
不動産登記法第１４条規定の地
図作成作業のための土地・建物
賃貸借に関する契約

支出負担行為担当官
さいたま地方法務局長　永井敏夫
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月27日 1,417,500

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土
地・建物であって，他の位置にある土地を賃借しても契
約の目的を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

676
イーストビルディング（株）
熊谷市筑波2-49

熊谷支局駐車場賃貸借契約
支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 7,560,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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677 埼玉県鴻巣市 鴻巣出張所敷地賃貸借契約
支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 3,760,944

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

678 埼玉県上尾市 上尾出張所敷地賃貸借契約
支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 3,289,584

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

679 埼玉県戸田市 戸田出張所敷地賃貸借契約
支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 3,150,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

680 個人情報につき非公表
川越合同庁舎駐車場賃貸借契
約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)
分任契約担当官
川越公共職業安定所長　高橋恵子
（埼玉県川越市豊田本277）
支出負担行為担当官
埼玉労働局総務部長　伊澤正行
（さいたま市中央区新都心11-2 ランド
アクシスタワー16階）

平成17年4月1日 2,880,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

681 埼玉県川越市
川越合同庁舎駐車場賃貸借契
約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)
分任契約担当官
川越公共職業安定所長　高橋恵子
（埼玉県川越市豊田本277）
支出負担行為担当官
埼玉労働局総務部長　伊澤正行
（さいたま市中央区新都心11-2 ランド
アクシスタワー16階）

平成17年4月1日 1,918,079

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

682 埼玉県狭山市 狭山出張所敷地賃貸借契約
支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 1,080,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

683
社団法人川越市シルバー人
材センター
埼玉県川越市郭町1-19-6

川越支局駐車場整理業務委託
契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)
分任契約担当官
川越公共職業安定所長　高橋恵子
（埼玉県川越市豊田本277）
支出負担行為担当官
埼玉労働局総務部長　伊澤正行
（さいたま市中央区新都心11-2 ランド
アクシスタワー16階）

平成17年4月1日 1,503,040

契約業者は当該業務の実績を有し，かつ，時価に比べ
て著しく有利な価格をもって契約できる見込みがあった
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
1時間775円
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684

社団法人熊谷市シルバー人
材センター
埼玉県熊谷市大字石原
1401-5

熊谷支局駐車場整理業務委託
契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 1,199,016

契約業者は当該業務の実績を有し，かつ，時価に比べ
て著しく有利な価格をもって契約できる見込みがあった
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
1時間819円

685

社団法人さいたま市シル
バー人材センター
さいたま市中央区本町東2-
15-12

本局，大宮支局及び岩槻出張
所における清掃業務委託契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 1,608,558

契約業者は当該業務の実績を有し，かつ，時価に比べ
て著しく有利な価格をもって契約できる見込みがあった
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
1時間756円
ほか2件

686
日本通運（株）埼玉中央支
店
さいたま市桜区西堀4-3-1

書類等運送業務委託契約
支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年4月1日 1,504,419

郵送物の重量によっては，書留・速達郵便等を利用する
より安価であり，他業者に比しても安価であったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
1個500円
ほか5件

687
桂林書院　香川一美
東京都豊島区池袋本町2-
32-13

平成１７年度版登記小六法購入
に関する契約

支出負担行為担当官
さいたま地方法務局長　永井敏夫
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年9月5日 1,870,000

不動産登記法の大改正に対応するため平成１７年度版
登記小六法を整備する必要があるところ，契約業者は版
元であることから，他社に比して早期の納入が可能であ
り，また，経費の削減が可能であったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

688
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻2-7-3

地図等登録作業に関する契約
支出負担行為担当官
さいたま地方法務局長　永井敏夫
（さいたま市浦和区高砂3-16-58)

平成17年12月27日 29,925,000
一般競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き一般競争入札を実
施

689 さいたま市水道局
さいたま法務総合庁舎における
水供給契約一式

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂３－１６－５
８）

平成17年4月1日 2,178,267
水道法第６条の規定に基づく水道事業を経営する者が
契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

690
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

さいたま法務総合庁舎における
電力供給契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂３－１６－５
８）

平成17年4月1日 3,501,339
当該施設に安定的かつ継続的に電気を供給できる業者
は契約業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（1７年10月から）

単価契約

691
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

大宮支局における電力供給契
約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂３－１６－５
８）

平成17年4月1日 4,058,765
当該施設に安定的かつ継続的に電気を供給できる業者
は契約業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

692
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

久喜支局における電力供給契
約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂３－１６－５
８）

平成17年4月1日 2,560,855
当該施設に安定的かつ継続的に電気を供給できる業者
は契約業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

693
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

越谷支局における電力供給契
約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂３－１６－５
８）

平成17年4月1日 2,299,221
当該施設に安定的かつ継続的に電気を供給できる業者
は契約業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

694
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

川越支局における電力供給契
約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂３－１６－５
８）

平成17年4月1日 3,093,630
当該施設に安定的かつ継続的に電気を供給できる業者
は契約業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
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695
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

所沢支局における電力供給契
約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂３－１６－５
８）

平成17年4月1日 3,403,415
当該施設に安定的かつ継続的に電気を供給できる業者
は契約業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

696
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

熊谷支局における電力供給契
約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂３－１６－５
８）

平成17年4月1日 2,974,676
当該施設に安定的かつ継続的に電気を供給できる業者
は契約業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

697
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

戸田出張所における電力供給
契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂３－１６－５
８）

平成17年4月1日 9,521,408
当該施設に安定的かつ継続的に電気を供給できる業者
は契約業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約

698
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

川口出張所における電力供給
契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂３－１６－５
８）

平成17年4月1日 2,468,028
当該施設に安定的かつ継続的に電気を供給できる業者
は契約業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

699
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

志木出張所における電力供給
契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂３－１６－５
８）

平成17年4月1日 2,744,116
当該施設に安定的かつ継続的に電気を供給できる業者
は契約業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

700
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

鴻巣出張所における電力供給
契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂３－１６－５
８）

平成17年4月1日 1,849,532
当該施設に安定的かつ継続的に電気を供給できる業者
は契約業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

701
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

上尾出張所における電力供給
契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂３－１６－５
８）

平成17年4月1日 2,017,495
当該施設に安定的かつ継続的に電気を供給できる業者
は契約業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

702
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

岩槻出張所における電力供給
契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂３－１６－５
８）

平成17年4月1日 1,904,130
当該施設に安定的かつ継続的に電気を供給できる業者
は契約業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

703
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

春日部出張所における電力供
給契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂３－１６－５
８）

平成17年4月1日 2,179,110
当該施設に安定的かつ継続的に電気を供給できる業者
は契約業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

704
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

草加出張所における電力供給
契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂３－１６－５
８）

平成17年4月1日 2,867,407
当該施設に安定的かつ継続的に電気を供給できる業者
は契約業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

705
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

坂戸出張所における電力供給
契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局次長　吉越満男
（さいたま市浦和区高砂３－１６－５
８）

平成17年4月1日 1,704,549
当該施設に安定的かつ継続的に電気を供給できる業者
は契約業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

706
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

本局外１８庁　電子計算機の賃
貸借及びプログラム・ダクトの使
用権許諾経費

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 514,863,720

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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707
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

本局外１７庁　不動産登記複合
処理システム一式賃借料

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 68,344,269

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

708
リコー販売（株）
千葉市中央区新町２４－９

複写機保守点検及び調整
支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 20,849,504

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

709
富士ゼロックス千葉（株）
千葉市美浜区中瀬２丁目６
番

複写機保守及び消耗品供給
支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 13,338,968

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

710
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

バックアップセンター業務支援
作業費

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

711
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

本局外１８庁　不動産登記記入
処理システム一式借料

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 11,068,890

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

712
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記所システム稼働後支援作
業費

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 8,734,596

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

713
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１丁目６
番６号

佐倉支局外１３庁　機械警備請
負

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 7,251,314

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

714
藤海ビルサービス（株）
千葉市若葉区高品町１５８３
番地８

本局外２２庁　庁舎内定期清掃
支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 5,351,675

契約業者は当該業務の実績を有しており，当該作業を
適正，経済的，効率的に実施できるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）
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715
日本カルミック（株）
東京都千代田区九段南１丁
目５番１０号

本局外２０庁　トイレ殺菌・脱臭
装置保守料

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 3,765,289

　契約業者は，水洗便所用尿しょう付着防止剤供給装置
のメーカーであり，同装置の尿しょう付着防止剤取替え
業務を行う者が契約業者１社であるため。（会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

716
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

佐原支局　不動産集中処理シ
ステム導入支援作業

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 3,130,680

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

717
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

船橋支局　不動産集中処理シ
ステム導入支援作業

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

718
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

バックアップセンター外４庁　不
動産集中処理システム稼働後
支援作業

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

719
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前１丁目
５番１号

茂原出張所外４庁　機械警備請
負

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 2,690,100

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

720
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

バックアップセンター　不動産登
記複合処理システム管理用
サーバー一式借料

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 2,647,992

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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721

財団法人関東電気保安協
会
千葉県四街道市大日緑ヶ丘
１７９３－１

佐倉支局外１２庁　自家用電気
工作物保守料

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 2,232,048
自家用電気工作物の保安管理業務を行える者が同協
会のみであったため。
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

722
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１丁目６
番６号

本局供託課　警備輸送契約
支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 2,116,800

本件委託内容に基づく警備輸送（搬送）を適正に遂行で
きる者は契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

723
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１丁目１番
１号

本局外８庁　登記所記入装置稼
働後支援作業費

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 2,042,766

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

724
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川二丁目２
０番１５号

本局供託課外３庁　供託用電算
機保守料

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 1,977,696

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

725

（株）アール・エス・シー
東京都豊島区東池袋三丁
目１番３号　サンシャインシ
ティ　ワールドインポートマー
トビル８階

千葉第２合同庁舎　電気機械設
備等運転保守管理業務

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 1,665,168

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

726
富士電機総設（株）
千葉市稲毛区轟町４丁目８
番１９号

千葉東出張所外７庁　電子計算
機用空調機保守料

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 1,655,430

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

727

キャノン販売（株）
埼玉県さいたま市大宮区桜
木町１丁目１０番１７号　シー
ノ大宮サウスウイング５Ｆ

複写機保守及び消耗品供給
支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 1,606,850

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

728
富士電機総設（株）
千葉市稲毛区轟町４丁目８
番１９号

千葉東出張所外５庁　電子計算
機用空調機借料

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 1,458,263

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

729
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１丁目１番
１号

木更津支局外８庁　登記記入用
ワープロ保守料

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 1,415,120

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
次期登記情報システム移行
後は，当該事務・事業の委託
等を行わない
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730
（株）佐生
千葉県富津市岩瀬８６０番
地４

千葉地方合同庁舎　日常清掃
請負

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 1,332,188

契約業者は当該業務の実績を有しており，当該作業を
適正，経済的，効率的に実施できるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

731
（株）サウンドシステム
東京都世田谷区太子堂１－
４－２４

本局不動産登記部門外１４庁
自動業務案内放送ディスク賃貸
借料

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 1,323,000

当該賃借物は，法務局の窓口案内用の設備であるとこ
ろ，契約業者が独自に作成したものであり，同業者しか
賃貸していないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

732
リコー販売（株）
千葉市中央区新町２４－９

本局不動産登記部門外２２庁
表示登記事務処理用パソコン
リース料

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 1,292,760

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

733
（株）早見設備
松戸市二ツ木二葉町１９８番
地の２

柏支局　冷暖房設備保守料
支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 1,199,100

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

734
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

バックアップセンター外１１庁
商業集中処理システム稼働後
支援作業費

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 1,158,350

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

735

（株）シルバースターセキュリ
ティー
千葉市中央区長洲１丁目２
３番１号

千葉地方合同庁舎　庁舎警備
業務

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 1,137,327

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

736
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

船橋支局　商業集中処理システ
ム導入支援作業費

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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737

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）
川崎市川崎区日進町７番地
１

松戸支局外５庁　無停電電源装
置保守料

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 1,040,970

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，保守業務を安全・確実か
つ迅速に遂行可能な者は契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

738 個人情報につき非公表
登記所備付地図作成作業現地
事務所賃貸借料

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月22日 2,200,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

739
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

市川支局　不動産集中処理シ
ステム導入支援作業費

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年6月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

740
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

市川支局　商業集中処理システ
ム導入支援作業費

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年6月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

741
桂林書院　香川一美
東京都豊島区池袋本町２－
３２－１３

登記小六法　４３４冊購入代
支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年9月28日 1,827,574

不動産登記法の大改正に対応するため平成１７年度版
登記小六法を整備する必要があるところ，契約業者は版
元であることから，他社に比して早期の納入が可能であ
り，また，経費の削減が可能であったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

742
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

市原出張所　不動産集中処理
システム導入支援作業費

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年10月21日 4,852,554

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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743
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

本局不動産登記部門　不動産
集中処理システム支援作業費

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年11月28日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

744
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

本局法人登記部門　商業集中
処理システム導入支援作業費

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年11月28日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

745
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

千葉東出張所　商業情報交換
導入支援作業費

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年11月28日 1,487,073

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

746
ちば県民保健予防財団
千葉市美浜区新港３２－１４

ＶＤＴ作業従事者健康診断料
支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成18年2月1日 3,972,612

当局における健康診断は全て本局会議室において実施
するという仕様書の内容となっており，この仕様書の内
容で実施できる団体が他に存在しないため。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

747
能美防災（株）
東京都千代田区九段南４－
７－３

バックアップセンター　防災監視
装置煙センサ更新作業費

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成18年2月1日 2,354,100

バックアップセンターにおける防災監視装置の煙センサ
の交換を適正，経済的，効率的に実施できるのは，同業
者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（次回更新時から一般競争入
札を実施）

748
ちば県民保健予防財団
千葉市美浜区新港３２－１４

一般健康診断料
支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成18年2月1日 1,450,259

当局における健康診断は全て本局会議室において実施
するという仕様書の内容となっており，この仕様書の内
容で実施できる団体が他に存在しないため。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

749
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１丁目１番
１号

本局外１７庁　不動産・商業登
記記入パッケージ購入費

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成18年3月9日 6,355,851

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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750
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１丁目１番
１号

本局外１７庁　不動産・商業登
記記入インストール作業費

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成18年3月9日 1,127,034

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のものであり，同ソフト等をインストール可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

751
東京ガス（株）
東京都港区海岸１－５－２０

本局空調用ガス供給契約一式
支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 1,696,034
ガス事業法の規定に基づくガス事業を経営する者が契
約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

752
京葉ガス（株）
市川市市川南２－８－８

松戸支局空調用ガス供給契約
一式

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 1,736,554
ガス事業法の規定に基づくガス事業を経営する者が契
約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

753
房州瓦斯（株）
館山市館山１３６５

館山支局空調用ガス供給契約
一式

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 1,727,918
ガス事業法の規定に基づくガス事業を経営する者が契
約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

754
東京電力（株）
東京都新宿区新宿５－４－
９

佐倉支局外１６庁電気供給契約
支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　板谷浩禎
（千葉市中央区中央港1-11-3）

平成17年4月1日 55,237,137

契約の本来の目的を果たすため知識・技術を有する者
が他に存在しなかったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

755
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

登記情報システム用電子計算
機の借入及びプログラム・プロ
ダクトの使用権許諾に関する契
約一式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 125,841,870

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

756
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

登記情報システム用電子計算
機の借入及びソフトウェアの提
供に関する契約一式
（不動産登記複合処理システム
管理用サーバ）

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 2,506,752

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

757
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

登記情報システム用電子計算
機の借入及びソフトウェアの提
供に関する契約一式
（不動産登記複合処理システ
ム）

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 35,779,380

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

758
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

登記情報システム用電子計算
機の借入及びソフトウェアの提
供に関する契約一式
（不動産登記記入処理システ
ム）

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 6,372,072

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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759

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）
さいたま市大宮区錦町６８２
－２

無停電電源装置保守委託一式
支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 1,543,500

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，保守業務を安全・確実か
つ迅速に遂行可能な者は契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

760

富士電機総設（株）茨城営
業所
茨城県水戸市城南２－７－
１１

登記所システム用空調機賃貸
借一式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 1,810,628

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

761

富士電機総設（株）茨城営
業所
茨城県水戸市城南２－７－
１１

登記所システム用空調機保守
一式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 1,586,844

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

762
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区西五軒町１３
－１

地図情報システム運用・保守一
式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 31,716,242

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１２条第１項第
２号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

763
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１－６－
６

機械警備委託
支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 7,645,680

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

764
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

登記所記入装置稼動後システ
ムエンジニアリング支援業務委
託一式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 1,815,792

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適性
かつ迅速な登記行政を遂行するため同システムの安定
稼動を確保する上では，システム全体の構成，機能，操
作，技術情報等の詳細に精通しているのが不可欠であ
るところ，システム保守運用に係る支援業務を遂行可能
な者は開発・構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

765
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

登記記入用ワープロ保守一式
支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 1,008,000

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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766
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

登記記入処理用パッケージソフ
ト購入
５３式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成18年3月13日 6,361,999

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

単価契約
１個当たり
121,242円
ほか１件

767
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記所システム稼動後システム
エンジニアリング支援業務委託
一式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 7,044,030

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

768
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

バックアップセンターシステムエ
ンジニアリング支援業務委託一
式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

769
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム稼動
後システムエンジニアリング支
援業務委託一式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 2,504,544

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

770
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

つくば出張所不動産集中処理シ
ステム導入システムエンジニア
リング支援業務委託一式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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771
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

鉾田出張所不動産集中処理シ
ステム導入システムエンジニア
リング支援業務委託一式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

772
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

鹿嶋支局不動産集中処理シス
テム導入システムエンジニアリ
ング支援業務委託一式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年8月31日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

773
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

鹿嶋支局商業集中処理システ
ム導入システムエンジニアリン
グ支援業務委託一式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年8月31日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

774
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

本局不動産集中処理システム
導入システムエンジニアリング
支援業務委託一式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年9月30日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

775
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

本局商業集中処理システム導
入システムエンジニアリング支
援業務委託一式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年9月30日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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776
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

下妻支局不動産集中処理シス
テム導入システムエンジニアリ
ング支援業務委託一式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年12月1日 4,852,554

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

777
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

鹿嶋支局及び鉾田出張所管轄
転属に伴うシステムエンジニア
リング支援業務委託一式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年12月1日 2,191,476

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，管轄
転属に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を
行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

778
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

水海道出張所及び取手出張所
管轄転属に伴うシステムエンジ
ニアリング支援業務委託一式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成18年2月1日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，管轄
転属に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を
行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

779
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

取手出張所不動産集中処理シ
ステム導入システムエンジニア
リング支援業務委託一式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成18年3月1日 1,800,141

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

780
（株）サウンドシステム
東京都世田谷区太子堂１－
４－２

ＢＧＭ及び業務案内ディスク賃
貸借一式

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 1,591,896

当該賃借物は，法務局の窓口案内用の設備であるとこ
ろ，契約業者が独自に作成したものであり，同業者しか
賃貸していないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

781
富士ゼロックス茨城（株）
茨城県水戸市城南２－１－
２０

ゼロックス複写機保守業務一式
支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 3,174,778

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
3.60円から

100



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

782
富士ゼロックス茨城（株）
茨城県水戸市城南２－１－
２０

ゼロックス複写機保守業務一式
支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 1,143,275

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.50円から

783
富士ゼロックス茨城（株）
茨城県水戸市城南２－１－
２０

ゼロックス複写機保守業務一式
支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 3,469,037

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
3.70円から

784
茨城リコー（株）
茨城県水戸市吉沢町１０１８
－１

リコー複写機保守業務一式
支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 9,548,283

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
3.15円から

785
茨城リコー（株）
茨城県水戸市吉沢町１０１８
－１

リコー複写機保守業務一式
支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 3,611,028

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.40円から

786
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

電気需給契約
支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 32,857,822
必要な電力を安定的に供給できる業者は契約業者のみ
であると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

787 常総市
水海道出張所庁舎敷地の賃貸
借契約

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 2,094,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

788 鹿嶋市
鹿嶋支局庁舎敷地の賃貸借契
約

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 1,539,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

789 筑西市
筑西出張所庁舎敷地の賃貸借
契約

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 1,524,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

790

財団法人つくば都市交通セ
ンター
茨城県つくば市吾妻１－５－
１

つくば出張所駐車場の利用契
約

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 1,265,400

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

791 個人情報につき非公表
取手出張所駐車場の賃貸借契
約

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 1,200,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

792 個人情報につき非公表 日立支局駐車場の使用契約
支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 840,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

793
（有）太陽商工
愛知県名古屋市瑞穂区牛
巻町７－１

登記簿圧縮ファイル購入
６６００冊

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成18年2月2日 1,559,250

規格に合った製品を供給できる業者は契約業者のみで
あり，他の代替品は存在しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
１枚当たり
225円
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794
大昭和カーペット（株）
茨城県河和田３－２２９２－
１

日照調整・飛散防止ガラスフィ
ルム工事代一式（日立支局外３
庁）

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成18年2月1日 1,707,930

時価に比べて著しく有利な価格で契約できる見込みが
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

795

財団法人関東電気保安協
会
栃木県宇都宮市簗瀬1784-
7

自家用電気工作物保安業務委
託

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成17年4月1日 1,848,420

自家用電気工作物の保安管理業務を行える者が同協
会のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

796

三菱電機ビルテクノサービ
ス（株）
埼玉県さいたま市大宮区仲
町1-110

分室電算室空調機保守委託
支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成17年4月1日 1,029,000

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムへの移
行が完了する平成２３年度以
降は競争入札(価格競争）に
移行

797
日立バッテリー販売サービ
ス（株）
東京都荒川区町屋8-12-7

分室交流無停電電源装置等保
守

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年4月1日 1,270,500

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，保守業務を安全・確実か
つ迅速に遂行可能な者は契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

798
北関東綜合警備保障（株）
栃木県宇都宮市不動前1-
3-14

機械警備委託
支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年4月1日 5,701,500

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

799
（株）サウンドシステム
東京都世田谷区太子堂1-
4-24

窓口案内放送テープ・デスク賃
貸借

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年4月1日 970,200

当該賃借物は，法務局の窓口案内用の設備であるとこ
ろ，契約業者が独自に作成したものであり，同業者しか
賃貸していないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

800
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座5-2-1

分室オンライン修正端末装置賃
貸借

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年4月1日 1,473,780

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

801

富士電機総設（株）栃木支
店
栃木県宇都宮市下戸祭2-
3-2

登記所電算室空調機賃貸借
支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年4月1日 1,544,760

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

802
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦1-1-1

登記所記入装置稼働後支援
支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年4月1日 1,134,870

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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803
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

BCシステム運用管理の技術支
援業務

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

804
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

登記所システム稼働後支援の
委託

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年4月1日 5,791,758

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

805
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

不動産集中システム稼働後支
援の委託

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年4月1日 1,956,674

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

806
国土情報開発（株）
東京世田谷区池尻2-7-3

地図管理システムの運用支援
及び保守契約一式

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年4月1日 1,043,722

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

807
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

電算機賃貸借に関する契約
支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年4月1日 315,968,835

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

808
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

不動産登記複合処理システム
に関する契約

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年4月1日 35,241,930

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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809
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

不動産登記記入処理システム
に関する契約

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年4月1日 5,228,265

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

810
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

不動産登記複合処理システム
管理用サーバーに関する契約

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年4月1日 2,506,752

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

811
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦1-1-1

不動産・商業登記記入パッケー
ジソフト購入

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成18年3月10日 3,250,863

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

812
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

鹿沼出張所不動産集中処理シ
ステム導入支援作業の委託

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年6月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

813
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

栃木支局不動産集中処理シス
テム導入支援作業の委託

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年12月28日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

814
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

登記部門登記所統廃合作業支
援

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年6月1日 2,739,345

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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815
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

烏山支局商業登記集中処理シ
ステム導入支援作業の委託

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年10月31日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

816
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

今市支局不動産集中処理シス
テム導入支援作業の委託

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年6月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

817
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

真岡支局不動産集中処理シス
テム導入支援作業の委託

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年12月28日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

818
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

鹿沼出張所商業登記集中処理
システム導入支援作業の委託

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年6月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

819
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

栃木支局商業登記集中処理シ
ステム導入支援作業の委託

支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年12月28日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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820

財団法人栃木県保健衛生
事業団
栃木県宇都宮市駒生町
3337-1

定期健康診断受診料
支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成18年1月20日 1,018,087

当該医療機関は，健診実施時期，受診者１７０名程度の
受け入れ体制，検診内容等において唯一の医療機関で
あるため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

821
北日本ガス（株）
栃木県鹿沼市茂呂2030番
地

ガス給契約一式
支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
(栃木県宇都宮市小幡2-1-11)

平成17年4月1日 3,023,327
ガス事業法の規定に基づくガス事業を経営する者が契
約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

822
日本通運（株）
東京都港区東新橋一丁目９
番３号

供託金等警備搬送業務契約
支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 2,100,000
指名競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き一般競争入札を実
施

823
（株）大西熱学
東京都墨田区緑一丁目２２
番１４号

太田地方合同庁舎給排水等設
備機器類保守点検業務契約

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 1,764,106

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

824
藤田エンジニアリング（株）
群馬県高崎市飯塚町１１７４
番地５

伊勢崎地方合同庁舎給排水等
設備機器類保守点検業務契約

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 2,401,282

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

825
セコム上信越（株）
新潟市新光町１番地１０

庁舎機械警備（沼田支局，中之
条支局，藤岡出張所，館林出張
所）

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 2,520,000

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

826
群馬リコー（株）
群馬県前橋市元惣社町５２
７-３

電子複写機保守料
支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 6,739,323

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

827
富士ゼロックス群馬（株）
群馬県高崎市問屋町二丁
目４番地４

電子複写機保守料
支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 3,522,771

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

828
さくらオフィス（株）
伊勢崎市連取町１９８７番地
２

電子複写機保守料
支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 3,184,439

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

829
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻二丁
目７番３号

和紙公図スキャナー入力作業
支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成18年1月4日 2,814,000

当該スキャナーは，契約業者が独自に開発構築したも
のであり，当該入力作業を適正かつ迅速に行うことがで
き，かつ，必要な技術能力を有する者が契約業者のみ
であったため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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830
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２丁目
２０番８号

電算機専用空調機賃貸料（登
記部門）

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 1,029,840

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

831
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２丁目
２０番８号

電算機専用空調機賃貸料（ＢＣ
ほか）

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 913,428

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムへの移
行が完了する平成２３年度以
降は競争入札(価格競争）に
移行

832 個人情報につき非公表
法１４条地図作成現場事務所借
料

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月25日 1,050,300

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

833
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機等賃貸借契約（登
記部門ほか）

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 243,181,260

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

834
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

不動産登記複合処理システム
一式賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 27,377,936

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

835
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

不動産登記記入処理システム
一式賃貸借契約（太田支局ほ
か）

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 5,702,655

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

836
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

不動産登記複合処理システム
管理用サーバー一式賃貸借契
約（ＢＣ）

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 2,397,626

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

837
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

不動産登記複合処理システム
一式賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年10月20日 871,689

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

838
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦一丁目１番
１号

記入用ワープロ保守契約
支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 1,411,200

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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839
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦一丁目１番
１号

登記所記入装置稼働後支援作
業委託契約（登記部門ほか）

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 1,361,844

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

840
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦一丁目１番
１号

不動産・商業記入パッケージソ
フト購入

支出負担行為担当官
前橋地方法務局長　今井廣明
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成18年3月7日 2,549,154

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

841
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

バックアップセンター業務支援
作業委託契約（ＢＣ）

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

842
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記所システム稼動後支援作
業委託契約（登記部門）

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 4,140,323

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

843
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約（高崎支局）

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

844
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約（太田支局）

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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845
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム１号機
搬入作業委託契約（ＢＣ）

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月14日 1,952,286

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

846
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約（富岡支局）

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長　河本  正
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年4月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

847
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約（沼田支局）

支出負担行為担当官
前橋地方法務局長　今井廣明
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年5月19日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

848
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約（太田支局）

支出負担行為担当官
前橋地方法務局長　今井廣明
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年5月19日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

849
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約（太田支局）

支出負担行為担当官
前橋地方法務局長　今井廣明
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年5月23日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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850
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約（伊勢崎支局）

支出負担行為担当官
前橋地方法務局長　今井廣明
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年7月15日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

851
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約（伊勢崎支
局）

支出負担行為担当官
前橋地方法務局長　今井廣明
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年7月15日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

852
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約（藤岡出張所）

支出負担行為担当官
前橋地方法務局長　今井廣明
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年9月26日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

853
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約

支出負担行為担当官
前橋地方法務局長　今井廣明
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年10月26日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

854
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約（登記部門）

支出負担行為担当官
前橋地方法務局長　今井廣明
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年10月26日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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855
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約

支出負担行為担当官
前橋地方法務局長　今井廣明
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成17年12月28日 3,130,680

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

856

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）
神奈川県川崎市川崎区日
進町７番地１

無停電装置保守契約（伊勢崎
支局ほか）

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長
河本　正
（群馬県前橋市大手町二丁目１０番５
号）

平成17年4月1日 1,042,125

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，保守業務を安全・確実か
つ迅速に遂行可能な者は契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

857
ＧＥリアル・エステート（株）
東京都港区赤坂一丁目１２
番３２号

バックアップセンター入居建物
賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
前橋地方法務局総務課長
河本　正
（群馬県前橋市大手町二丁目１０番５
号）

平成17年4月1日 23,810,220

契約の目的物件が，バックアップセンターの施設として
諸要件を満たす物件であり，他に代替を求めることがで
きないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

858
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

登記所記入装置稼働後支援作
業（本局外）平成１７年度分

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 1,134,870

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

859
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

不動産・商業登記記入用パッ
ケージ購入（登記部門外）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成18年3月3日 5,685,136

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

860
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電気計算機の賃貸借及びプロ
グラムプロダクトの使用許諾（登
記部門外）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 112,641,900

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

861
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電気計算機の賃貸借（不動産
登記複合処理システム）及びプ
ログラムプロダクトの使用許諾
（登記部門外）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 50,845,188

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

862
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電気計算機の賃貸借（不動産
登記記入処理システム）及びソ
フトウェアの提供（登記部門外）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 8,195,817

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

111



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

863
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電気計算機の賃貸借（不動産
登記複合処理システム管理用
サーバ）及びソフトウェアの提供
（ＢＣ）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 2,647,992

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

864
富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）静岡支店
静岡市駿河区南町１８－１

電子計算機用無停電電源装置
借料（清水出張所外）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 899,640

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は同設備を
継続して賃貸可能な者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

865

富士電機総設（株）沼津営
業所
静岡県沼津市沼北町１－１
－５

電子計算機用空調機貸借（清
水出張所外）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 2,666,322

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

866

富士電機総設（株）沼津営
業所
静岡県沼津市沼北町１－１
－５

電子計算機用空調機保守点検
作業（清水出張所外）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 1,575,000

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

867
（株）サウンドシステム
東京都世田谷区太子堂１－
４－２４

ＢＧＭ演奏機用衛星チューナー
等借料（登記部門外）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 1,499,400

当該賃借物は，法務局の窓口案内用の設備であるとこ
ろ，契約業者が独自に作成したものであり，同業者しか
賃貸していないため。（会計法第２９条の３第４項，予決
令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

868
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム保守・運用支
援作業（登記部門外）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 1,272,437

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

869
大成温調（株）静岡営業所
静岡市駿河区中田３－１１
－２１

電子計算機用空調機保守点検
作業（ＢＣ）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 1,680,000

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムへの移
行が完了する平成２３年度以
降は競争入札(価格競争）に
移行

870
三菱電機プラントエンジニア
リング（株）静岡支店
静岡市駿河区南町１４－２５

電子計算機用無停電電源装置
点検保守作業（ＢＣ）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 1,050,000

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，保守業務を安全・確実か
つ迅速に遂行可能な者は契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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871
三菱電機プラントエンジニア
リング（株）静岡支店
静岡市駿河区南町１４－２５

電子計算機用無停電電源装置
修繕作業（ＢＣ）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成18年3月1日 1,449,000

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，修繕を安全・確実かつ迅
速に遂行可能な者は契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

872
能美防災（株）静岡支店
静岡市葵区千代田１－１５
－３４

コンピュータシステム用防災設
備修繕作業（ＢＣ）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成18年3月1日 2,354,100

バックアップセンターにおける防災監視装置の煙センサ
の交換を適正，経済的，効率的に実施できるのは，同業
者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（次回更新時から一般競争入
札を実施）

873
財団法人結核予防会
静岡市葵区南瀬名町６－２

一般定期健康診断委託経費
支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年5月10日 1,456,644
検診車で巡回方式を採る他の団体がないため。（会計法
第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
１人当たり
13,960円

874
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

バックアップセンター業務支援
作業（ＢＣ）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

875
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記所システム稼働後支援作
業（本局外）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 7,044,030

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

876
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム稼働
後支援作業（ＢＣ外）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 3,443,748

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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877
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業（清水出張所）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 1,487,073

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

878
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業（富士宮出張所）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 1,408,806

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

879
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業（掛川支局）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 1,330,539

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

880
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業（焼津出張所）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 1,330,539

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

881
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援作業（富士宮出張所）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年7月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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882
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記所統合支援作業（掛川支
局外）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年8月1日 2,817,612

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

883
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業（本局）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年9月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

884
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援作業（本局）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年9月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

885
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記所統合支援作業（磐田出
張所外）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年9月26日 2,739,345

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

886
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記所統合支援作業（熱海出
張所外）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年11月1日 2,817,612

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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887
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業（沼津支局）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年12月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

888
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援作業（沼津支局）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年12月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

889
静岡リコー（株）
静岡市葵区黒金町５９－６

電子複写機保守料（御殿場出
張所外）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 16,484,696

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
3.15円

890
静岡リコー（株）
静岡市葵区黒金町５９－６

電子複写機保守料（総務課外）
支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 2,077,237

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
3.10円

891
静岡リコー（株）
静岡市葵区黒金町５９－６

電子複写機保守料（訟務部門）
支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 1,487,332

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.10円

892
静岡ゼロックス（株）
静岡市葵区常磐町２－１３
－１

電子複写機保守料（三島出張
所外）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 4,709,209

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
3.70円

893
キャノン販売（株）
名古屋支店名古屋市東区
東桜２－２－１

電子複写機保守料（浜松支局）
支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 1,099,735

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
5.1円
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894
佐川急便（株）中京支社
愛知県小牧市大字三ツ渕字
惣作１３５０

運送単価契約
支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 2,042,979

郵送物の重量によっては，書留・速達郵便等を利用する
より安価であり，他業者に比しても安価であったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
１個300円
（基準規格）

895
総合警備保障（株）
静岡市駿河区南町１８－１

庁舎機械警備（袋井支局外３
庁）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 2,520,000

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

896
総合警備保障（株）
静岡市駿河区南町１８－１

庁舎機械警備（天竜出張所外２
庁）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 1,890,000

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

897
(株）東海ビルメンテナンス静
岡支店
静岡市葵区新通１－１０－５

庁舎日常清掃（浜松支局）
支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 2,721,690
入居建物管理者指定業者である（会計法第２９条の３第
４項，予決令１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

898
東芝エレベータ（株）
静岡支店静岡市駿河区稲
川２－１－１

エレベータ設備点検（清水合庁）
支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年4月1日 1,141,476

当該エレベーターの保守を適正かつ迅速に行うことがで
き，かつ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者
が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

899

鹿島建設（株）横浜支店静
岡営業所
静岡市駿河区稲川３－６－
５

借り上げ面積増加に伴う模様替
え工事（浜松支局）

支出負担行為担当官
静岡地方法務局長　中川清秀
（静岡県静岡市葵区追手町９－５０）

平成17年8月24日 4,641,000

民間借上げ物件を法務局の執務環境に合わせるための
模様替え工事であるが，同ビルとの賃貸契約上，施工業
者が指定されており，他業者との競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

900
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

プログラム・プロダクトの使用権
許諾及び電子計算機の賃貸借
に関する契約

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長補佐
　佐生道夫
（山梨県甲府市北口１－２－１９）

平成17年4月1日 192,591,315

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

901
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
のソフトウェアの提供及び電子
計算機の賃貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長補佐
　佐生道夫
（山梨県甲府市北口１－２－１９）

平成17年4月1日 19,016,352

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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902
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記記入処理システム
のソフトウェアの提供及び電子
計算機の賃貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長補佐
　佐生道夫
（山梨県甲府市北口１－２－１９）

平成17年4月1日 3,555,720

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

903
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
管理用サーバのソフトウェアの
提供及び電子計算機の賃貸借
に関する契約

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長補佐
　佐生道夫
（山梨県甲府市北口１－２－１９）

平成17年4月1日 2,506,752

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

904
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記情報システムの運用業務
支援に関する契約

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長補佐
　佐生道夫
（山梨県甲府市北口１－２－１９）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

905
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム稼動
後の業務支援に関する契約

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長補佐
　佐生道夫
（山梨県甲府市北口１－２－１９）

平成17年4月1日 2,504,544

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

906
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援に関する契約(大月出張
所）

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長補佐
　佐生道夫
（山梨県甲府市北口１－２－１９）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

907
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援に関する契約(大月出張所）

支出負担行為担当官
　甲府地方法務局長
　平野俊夫
（山梨県甲府市北口１－２－１９）

平成17年6月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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908
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援に関する契約(山梨出張所）

支出負担行為担当官
　甲府地方法務局長
　平野俊夫
（山梨県甲府市北口１－２－１９）

平成17年7月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

909
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援に関する契約(本局登記部
門）

支出負担行為担当官
　甲府地方法務局長
　平野俊夫
（山梨県甲府市北口１－２－１９）

平成17年9月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

910
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援に関する契約(本局登記部
門）

支出負担行為担当官
　甲府地方法務局長
　平野俊夫
（山梨県甲府市北口１－２－１９）

平成17年9月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

911
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記情報システム登記所統廃
合作業支援に関する契約(本局
登記部門）

支出負担行為担当官
　甲府地方法務局長
　平野俊夫
（山梨県甲府市北口１－２－１９）

平成17年11月1日 2,739,345

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

912
甲府ビルサービス（株）
山梨県甲府市池田１－５－
９

ビル設備メンテナンス業務の委
託に関する契約

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長補佐
　佐生道夫
（山梨県甲府市北口１－２－１９）

平成17年4月1日 1,409,100

契約業者は，庁舎新営の当初から設備保守を行ってお
り，当該業務を適正かつ迅速に行うことができ，かつ，必
要な技術能力を有する者が契約業者のみであったた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

913
日本エレベーター製造（株）
東京都千代田区東神田１－
９－９

乗用エレベーター保守点検業務
の委託に関する契約

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長補佐
　佐生道夫
（山梨県甲府市北口１－２－１９）

平成17年4月1日 1,071,630
当該エレベーター機器の保守に必要な技術能力及び保
守部品等を有する者が契約業者のみであったため。（会
計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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914
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

不動産・商業登記記入用パッ
ケージソフト購入契約

支出負担行為担当官
　甲府地方法務局長
　平野俊夫
（山梨県甲府市北口１－２－１９）

平成18年3月3日 1,912,634

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，これを供給可能な者は契約の相手方のみで
あるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

915
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

電力供給契約（本局合同庁舎）

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長補佐
　佐生道夫
（山梨県甲府市北口１－２－１９）

平成17年4月1日 5,047,357

温室効果ガス排出削減の目標達成のためには，ガス換
算係数の小さい一般電気事業者を相手方とする必要が
あり，他に安定的かつ継続的に電力を供給できるのは，
契約業者以外にないと判断したため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

916
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

電力供給契約（韮崎庁舎）

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長補佐
　佐生道夫
（山梨県甲府市北口１－２－１９）

平成17年4月1日 7,421,174

温室効果ガス排出削減の目標達成のためには，ガス換
算係数の小さい一般電気事業者を相手方とする必要が
あり，他に安定的かつ継続的に電力を供給できるのは，
契約業者以外にないと判断したため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

917
国土情報開発（株）
東京世田谷区池尻2-7-3

地図管理システムの運用支援
及び保守契約一式

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長補佐
　佐生道夫
（山梨県甲府市北口１－２－１９）

平成17年4月1日 1,316,072

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

918 個人情報につき非公表
法１４条地図整備事務所借料一
式

支出負担行為担当官
　甲府地方法務局長
　平野俊夫
（山梨県甲府市北口１－２－１９）

平成17年5月12日 800,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

919
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

システムエンジニアリング支援
業務委託契約
（バックアップセンター業務支援
作業）

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

920
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

システムエンジニアリング支援
業務委託契約
（登記所システム稼動後支援作
業）

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 7,044,030

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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921
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

システムエンジニアリング支援
業務委託契約
（登記所統廃合支援作業・松本
支局）

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 2,739,345

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

922
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

システムエンジニアリング支援
業務委託契約
（登記所統廃合支援作業・伊那
支局）

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

923
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

システムエンジニアリング支援
業務委託契約
（不動産集中処理システム稼動
後支援作業）

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 1,487,072

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

924
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

システムエンジニアリング支援
業務委託契約
（不動産集中処理システム導入
支援作業・佐久支局）

支出負担行為担当官
長野地方法務局長　佐藤　努
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月28日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

925
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

システムエンジニアリング支援
業務委託契約
（商業集中処理システム導入支
援作業・佐久支局）

支出負担行為担当官
長野地方法務局長　佐藤　努
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月28日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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926
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

システムエンジニアリング支援
業務委託契約
（不動産集中処理システム導入
支援作業・松本支局）

支出負担行為担当官
長野地方法務局長　佐藤　努
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年7月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

927
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

システムエンジニアリング支援
業務委託契約
（商業集中処理システム導入支
援作業・松本支局）

支出負担行為担当官
長野地方法務局長　佐藤　努
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年7月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

928
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム３号機
搬入及び搬出作業

支出負担行為担当官
長野地方法務局長　佐藤　努
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年7月15日 1,091,758

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

929
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

システムエンジニアリング支援
業務委託契約
（不動産集中処理システム導入
支援作業・諏訪支局）

支出負担行為担当官
長野地方法務局長　佐藤　努
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年8月1日 4,852,554

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

930
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

システムエンジニアリング支援
業務委託契約
（商業集中処理システム導入支
援作業・飯山支局）

支出負担行為担当官
長野地方法務局長　佐藤　努
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年8月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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931
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

システムエンジニアリング支援
業務委託契約
（不動産集中処理システム導入
支援作業・上田支局）

支出負担行為担当官
長野地方法務局長　佐藤　努
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年9月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

932
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

システムエンジニアリング支援
業務委託契約
（商業集中処理システム導入支
援作業・上田支局）

支出負担行為担当官
長野地方法務局長　佐藤　努
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年9月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

933
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

システムエンジニアリング支援
業務委託契約
（不動産集中処理システム導入
支援作業・長野地方法務局登
記部門）

支出負担行為担当官
長野地方法務局長　佐藤　努
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年11月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

934
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

システムエンジニアリング支援
業務委託契約
（商業集中処理システム導入支
援作業・長野地方法務局登記
部門）

支出負担行為担当官
長野地方法務局長　佐藤　努
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年11月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

935
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

システムエンジニアリング支援
業務委託契約
（登記所統廃合支援作業・佐久
支局（旧小海出張所分）

支出負担行為担当官
長野地方法務局長　佐藤　努
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年12月1日 2,739,345

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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936
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

地図管理システム保守・運用支
援契約

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 1,283,604

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

937
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約一式
（プログラム・プロダクトの使用
権許諾）

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 112,984,515

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

938
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約一式
（不動産登記複合処理システム
一式）

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 28,187,268

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

939
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約一式
（不動産登記記入処理システム
一式）

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 4,207,140

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

940
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約一式
（不動産登記複合処理システム
管理用サーバ一式）

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 2,479,536

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

941
長野リコー（株）
長野市風間2034番地5

複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 10,447,907

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
4.85円
ほか5件

942

シャープドキュメントシステム
（株）長野技術センター
長野市篠ノ井塩崎東田沢６
８７７番地1

複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 2,929,842

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
4.1円
ほか1件

943
富士ゼロックス（株）長野営
業所
長野市七瀬中町161番地1

複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 4,386,278

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
5円
ほか14件

944
貝印石油（株）長野支店
長野市岡田町６７番戸

自動車燃料の継続的売買契約

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 2,694,824
他社の価格を調査した結果，時価に比べて著しく有利な
価格をもって契約できる見込みがあったため。（会計法
第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１７年１０月１日から）

単価契約
1ℓ当たり
119円
ほか1件

945
（株）マツハシ冷熱
長野市若里１－５－１

冷暖房設備の保守点検業務委
託契約
（長野南庁舎）

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 2,333,100

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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946
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１－６－
６

供託金の警備輸送契約

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 2,167,200

本件委託内容に基づく警備輸送（搬送）を適正に遂行で
きる者は契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

947
富士電機総設（株）信越支
店
本市大字笹賀７９４１

電子計算機専用空調機保守契
約

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 1,822,380

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

948
富士電機総設（株）信越支
店
松本市大字笹賀７９４１

電算室用空調機借料

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 1,987,378

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

949
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１丁目１番
１号

登記所記入装置稼動後支援作
業委託契約

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 1,361,844

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

950
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１丁目１番
１号

登記記入用ワードプロセッサ及
び関連機器保守料（軽井沢外）

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 865,200

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

951
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１丁目１番
１号

不動産登記記入パッケージ及
び商業登記記入パッケージ供
給契約

支出負担行為担当官
長野地方法務局長　田村耕三
（長野県長野市旭町１１０８）

平成18年3月10日 3,083,216

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

952
ジャーナル商事（株）
長野県飯田市高羽町３－１
－１１

ボイラー保守運転業務委託契
約

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 1,113,945

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

単価契約
１日当たり
10,815円

953
能美防災（株）長野支社
長野市中御所４－８－２２

二酸化炭素消火設備及び防災
設備保守点検業務
（バックアップセンター）

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 1,055,250

バックアップセンターにおける防災監視装置の煙センサ
の交換を適正，経済的，効率的に実施できるのは，同業
者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（次回更新時から一般競争入
札を実施）

954
（株）貝出電気商会
名古屋市東区筒井１－１４
－２

無停電電源装置保守点検業務
委託契約

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 1,003,800

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，修繕業務を安全・確実か
つ迅速に遂行可能な者は契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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955
（株）長野ナブコ
長野市丹波島１－８０５

自動ドア保守委託契約（伊那支
局外）

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 970,200

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

956

日本オーチス・エレベータ
（株）首都圏支店
東京都中央区晴海１－８－
１０

昇降機保守点検業務委託契約
（飯田支局）

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 1,108,800

当該エレベーターの保守を適正かつ迅速に行うことがで
き，かつ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者
が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

957
日本エレベーター製造（株）
東京都千代田区東神田１－
９－９

昇降機保守点検業務委託契約
（大町支局）

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 863,100

当該エレベーターの保守を適正かつ迅速に行うことがで
き，かつ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者
が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

958
財団法人中部電気保安協
会長野事業所
野市桐原１－５－８

自家用電気工作物保守委託契
約
（分室外）

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 934,920

自家用電気工作物の保安管理業務を行える者が同協
会のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

959 個人情報につき非公表 松本支局駐車場借料

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 1,080,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

960
トーワ不動産建設（株）
上田市中央西２－２－２０

上田支局駐車場借料

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 858,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

961 個人情報につき非公表 上田職員宿舎借料

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 852,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

962
積和不動産中部（株）松本
営業所
松本市大手２－２－１０

諏訪職員宿舎借料

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 840,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

963
東京ガス（株）
東京都港区海岸１－５－２０

ガス供給契約一式
（本局）

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月3日 2,101,799
庁舎建設時からの供給業者であり、他に安定供給できる
業者がいないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

964
松本ガス（株）
長野県松本市渚２－７－９

ガス供給契約一式
（松本）

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局首席登記官
関崎久則
（長野県長野市旭町１１０８）

平成17年4月3日 1,837,648
庁舎建設時からの供給業者であり、他に安定供給できる
業者がいないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
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965
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３丁
目４－１

不動産登記複合処理システム
用電子計算機の賃貸借及びソ
フトウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 233,836,548

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

966
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３丁
目４－１

登記情報システム用電子計算
機の賃貸借及びプログラム・プ
ロダクトの使用権許諾に関する
契約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 122,134,320

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

967
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３丁
目４－１

不動産登記記入処理システム
用電子計算機の賃貸借及びソ
フトウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 5,642,280

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

968
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３丁
目４－１

不動産登記複合処理システム
用管理用サーバー用電子計算
機の賃貸借及びソフトウェアの
提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 2,506,752

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

969
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
子田中４丁目１－１

バックアップセンター業務システ
ムエンジニアリング支援契約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

970
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
子田中４丁目１－１

登記所システム稼働後システム
エンジニアリング支援契約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 5,791,758

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

971
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
子田中４丁目１－１

不動産集中処理システム稼働
後システムエンジニアリング支
援契約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 3,052,412

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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972
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
子田中４丁目１－１

三条支局不動産集中処理シス
テム導入システムエンジニアリ
ング支援契約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

973
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
子田中４丁目１－１

商業集中処理システム導入シ
ステムエンジニアリング支援契
約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

974
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
子田中４丁目１－１

三条支局商業集中処理システ
ム導入システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

975
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
子田中４丁目１－１

佐渡支局不動産集中処理シス
テム導入支援作業

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局次長　村上孝司
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年9月1日 3,130,680

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

976
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
子田中４丁目１－１

本局登記部門不動産集中処理
システム導入支援作業

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局次長　村上孝司
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年9月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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977
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
子田中４丁目１－１

本局登記部門商業集中処理シ
ステム導入支援作業

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局次長　村上孝司
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年9月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

978
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
子田中４丁目１－１

新潟地方法務局分水出張所統
合支援作業委託契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　井内省吾
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年9月28日 2,739,345

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

979
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
子田中４丁目１－１

ＢＣコンピュータ機器撤去作業
支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　井内省吾
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年12月1日 4,465,030

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム撤去に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築
を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

980
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
子田中４丁目１－１

新潟地方法務局三条支局同分
水出張所統合支援作業委託契
約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　井内省吾
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年12月1日 2,817,612

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

981
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
子田中４丁目１－１

村上支局不動産集中処理シス
テム導入支援作業

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　井内省吾
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年12月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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982
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
子田中４丁目１－１

新潟地方法務局バックアップセ
ンターＳＳＰアタプタ盤導入作業
委託契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　井内省吾
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年12月1日 1,198,575

登記事務コンピュータシステムは富士通株式会社が開
発，製造したものであり，新潟地方法務局バックアップセ
ンターの新庁舎移転に伴い，システムの環境監視用のＳ
ＰＳを安価で有用に活用するためには，既存システムを
維持しつつ新庁舎に設置させる専用アダプタ盤が必要で
ある。設置作業を実施するに当たり，当該システム機器
について高度で専門的な知識，技術及び経験を有し信
頼性の高いことが必要不可欠であるため。
（会計法第２９条の３第４号，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

983
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
子田中４丁目１－１

新潟地方法務局長岡支局不動
産集中処理システム導入支援
作業

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　井内省吾
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年12月27日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

984
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
子田中４丁目１－１

新潟地方法務局長岡支局商業
集中処理システム導入支援作
業

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　井内省吾
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年12月27日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

985
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
子田中４丁目１－１

六日町支局不動産集中処理シ
ステム導入支援作業

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　井内省吾
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成18年2月22日 1,800,141

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

986
新潟リコー（株）
新潟市下木戸１丁目１８番３
０号

新潟地方法務局複写機保守契
約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 11,849,016

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.35円
ほか７件
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987
新潟綜合警備保障（株）
新潟市小金町１丁目１７番２
０号

三条支局ほか７庁，庁舎機械警
備委託契約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 5,040,000

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

988

富士ゼロックス（株）新潟営
業所
新潟市東大通１丁目２番２３
号

新潟地方法務局複写機保守契
約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 3,883,535

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.40円
ほか５件

989
セコム上信越（株）
新潟市新光町１番地１０

小千谷出張所ほか２庁，庁舎機
械警備委託契約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 1,890,000

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

990
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２丁目
２０－８

新潟地方法務局登記部門ほか
３庁登記システム用電子計算機
専用空調機賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 1,804,692

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

991
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２丁目
２０－８

新潟地方法務局登記部門ほか
５庁登記システム用電子計算機
専用空調機保守契約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 1,575,000

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

992
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２丁目
２０－８

新潟地方法務局バックアップセ
ンター電算機専用空調機撤去
作業

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　井内省吾
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年12月25日 3,528,000

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を安全・確実に撤去可能な者は相
手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

993
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２丁目
２０－８

仮バックアップセンターの室の
分電盤及び空調機用配管設備
等の撤去工事

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　井内省吾
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成18年1月4日 4,924,500

分電盤及び空調機用配管設備等の撤去を迅速・確実に
遂行可能な者は同機器及び配管工事を行った契約業者
のみであったため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

994

東芝ソリューション（株）新潟
支店
新潟市東大通１丁目４番２
号

新潟地方法務局不動産登記記
入用ワードプロセッサ保守契約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 1,411,200

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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995

東芝ソリューション（株）新潟
支店
新潟市東大通１丁目４番２
号

登記所記入装置稼働後システ
ムエンジニアリング支援契約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 1,134,870

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

996

東芝ソリューション（株）新潟
支店
新潟市東大通１丁目４番２
号

新潟地方法務局登記部門ほか
８庁不動産記入用パッケージソ
フト購入費

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　井内省吾
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成18年3月15日 3,050,371

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

997
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２丁目
７－３

本局登記部門ほか１庁地図管
理システム保守及び運用支援
契約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 1,239,560

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

998
（株）日青堂
新潟市卸新町２丁目８４８番
地１１

新潟地方法務局複写機保守契
約

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 1,626,236

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.00円

999
大星ビル管理（株）
東京都文京区小石川４丁目
２２番２号

仮ＢＣ建物借料

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 41,842,020

契約の目的物件が，バックアップセンターの施設として
諸要件を満たす物件であり，他に代替を求めることがで
きないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1000
大星ビル管理（株）
東京都文京区小石川４丁目
２２番２号

仮バックアップセンターの室の
事務内の簡易壁撤去処分・壁
や天井の塗り替え・ＯＡフロアー
のフラット化等の工事

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　井内省吾
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成18年1月4日 14,689,500

事務内の簡易壁撤去等を迅速・確実に遂行可能な者
は，同ビルの管理会社である契約業者のみであったた
め。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1001
大星ビル管理（株）
東京都文京区小石川４丁目
２２番２号

仮バックアップセンターの室の
蛍光管及びブラインドの交換等
の作業

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　井内省吾
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成18年1月4日 1,816,500

蛍光管及びブラインドの交換等を迅速・確実に遂行可能
な者は，同ビルの管理会社である契約業者のみであっ
たため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1002
（有）木田中央商事
上越市木田２丁目７番２２号

上越支局駐車場借料

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 2,192,400

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1003
（有）アイエスプランニング
上越市新光町３丁目１１番５
号

上越支局第４宿舎

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 1,068,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1004 個人情報につき非公表 十日町支局第１宿舎

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 1,560,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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1005 新潟市 新津支局敷地借料

支出負担行為担当官代理
　新潟地方法務局首席登記官
　長谷川正夫
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 2,710,168

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1006
水倉組
新潟市漆山８７１１－１

新潟地方法務局六日町支局駐
車場ほか除雪作業費

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　井内省吾
（新潟県新潟市西大畑町５１９１）

平成18年1月11日 1,344,000

当該地域において除雪作業を適正かつ迅速に行うこと
が可能な者は契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４号，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1007

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）
大阪市西区西本町２－３－
１０

電子複写機保守料
支出負担行為担当官
　大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 12,615,391

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
3.40円
ほか10件

1008
東芝情報機器（株）
東京都品川区東品川四丁
目１０番２７号

電子複写機保守料
支出負担行為担当官
　大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 10,627,217

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
3.20円

1009
リコー関西（株）
大阪市中央区谷町四丁目１
１番６号

電子複写機保守料
支出負担行為担当官
　大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 6,658,131

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
5.60円
ほか17件

1010
リコー関西（株）
大阪市中央区谷町四丁目１
１番６号

全自動謄抄本作成機保守料
支出負担行為担当官
　大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 3,976,079

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
4.35円
ほか２件

1011
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂二丁目１７
番２２号

電子複写機保守料
支出負担行為担当官
　大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 3,273,765

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.60円
ほか12件

1012

シャープドキュメントシステム
（株）
千葉市美浜区中瀬一丁目９
番２号

電子複写機保守料
支出負担行為担当官
　大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 3,064,242

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
4.05円
ほか４件

1013
小浦石油（株）
大阪市浪速区日本橋西一
丁目５番９号

自動車用燃料供給契約
支出負担行為担当官
　大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 2,243,503

市場価格調査や見積合せをした結果，時価に比べて著
しく有利な価格をもって契約できる見込みがあったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
1㍑当たり
116円
ほか1件

1014
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂二丁目１７
番２２号

全自動謄抄本作成機保守料
支出負担行為担当官
　大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,943,818

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
4.40円
ほか1件

1015

社団法人大阪市シルバー人
材センター
大阪市城東区関目三丁目１
番１４号

庁舎清掃業務
支出負担行為担当官
　大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,133,592

市場価格調査や見積合せをした結果，時価に比べて著
しく有利な価格をもって契約できる見込みがあったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
１日当たり
3,192円
ほか１件
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1016
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用許諾に
関する契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 192,886,155

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1017
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 117,753,420

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1018
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 14,779,800

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1019
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 2,647,992

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1020
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 17,218,740

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１２条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1021
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1022
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1023
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,408,806

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1024
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,408,806

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1025
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1026
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1027
日鐵リース（株）
東京都江東区亀戸1-5-7

準備書面作成支援システム賃
貸借契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 4,666,536

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

1028
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂1-6-6

警備請負契約
支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 4,199,580

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）
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1029
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前1-5-1

警備請負契約
支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 4,189,500

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

1030

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）
東京都品川区南大井6-22-
7

無停電電源装置賃貸借契約
支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 3,780,000

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は同設備を
継続して賃貸可能な者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1031
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀2-20-
8

電算室空調機賃貸借契約
支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 3,445,856

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1032
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀2-20-
8

電算室空調機保守契約
支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 3,388,726

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
２０年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1033
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦1-1-1

登記所記入装置稼動後支援契
約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 3,177,636

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1034
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川2-20-15

準備書面作成支援システムに
係わる保守運用作業請負契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 2,115,330

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

1035
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川2-20-15

供託事務処理システム用機器
保守契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,710,072

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

1036

センチュリ－・リーシング・シ
ステム（株）
東京都港区浜松町２－４－
１

登記情報システム用自家発電
装置賃貸借契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,936,620

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

136



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

1037
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２－
１

BCオンライン修正端末賃貸借
契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,645,560

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1038
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム及び関連機
器保守及び運用支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,619,027

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1039
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム及び関連機
器保守及び運用支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,245,940

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1040
富士電機システムズ（株）
東京都千代田区三番町６－
１７

無停電電源装置賃貸借契約
支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,447,950

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は同設備を
継続して賃貸可能な者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1041
三精輸送機（株）
大阪府吹田市江坂町１－１
３－１８

エレベーター保守契約
支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,285,200

当該エレベーターの保守を適正かつ迅速に行うことがで
き，かつ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者
が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1042
フジテック（株）
大阪府茨木市庄１－２８－１
０

エレベーター保守契約
支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,005,480

当該エレベーターの保守を適正かつ迅速に行うことがで
き，かつ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者
が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1043
日本カルミック（株）
東京都千代田区九段南１－
５－１０

尿しょう付着防止剤取替業務委
託契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,225,980

　契約業者は，水洗便所用尿しょう付着防止剤供給装置
のメーカーであり，同装置の尿しょう付着防止剤取替え
業務を行う者が契約業者１社であるため。（会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1044
学校法人関西大学
吹田市山手町３丁目３番５５
号

司法書士筆記試験会場借受契
約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,357,860

筆記試験実施に適する環境であり，交通の利便性と全
部の受験者数を収容できる施設が他に見当たらなかっ
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
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1045
新生ビルテクノ（株）
東京都台東区台東１－２７
－１

設備管理及び各定期業務契約
支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 13,953,975

建設時から庁舎の設備等の管理運営を担っている契約
業者は，長年の経験により，老朽化した様々な設備等の
調整を手がけると共に，細部にわたる設備の状況を綿密
に把握し，不具合発生時の迅速な対応及び良好な設備
の維持管理運営の根幹を担う唯一の業者であったた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1046
新生ビルテクノ（株）
東京都台東区台東１－２７
－１

庁舎管理業務契約
支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 3,797,640

当該管理業務を適正かつ迅速に行うことができ，かつ，
必要な技術能力を有する者が契約業者のみであったた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1047
（株）日立ビルシステム
東京都千代田区神田錦町１
－６

昇降機設備保守契約
支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 4,016,880

当該エレベーターの保守を適正かつ迅速に行うことがで
き，かつ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者
が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

1048
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前１－５
－１

機械警備業務委託契約
支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,670,760

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

1049
川重冷熱工業（株）
滋賀県草津市青地町１０００

冷暖房機設備保守契約
支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,596,000

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1050
日本通運（株）
東京都港区東新橋１－９－
３

運送業務委託契約
支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,673,470
他社の価格を調査した結果，時価に比べて著しく有利な
価格をもって契約できる見込みがあったため。（会計法
第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札若しくは企画競争に
移行（価格競争）（１９年度か
ら）

単価契約
１個当たり
420円
ほか９件

1051

社団法人大阪市シルバー人
材センター
大阪市城東区関目３－１－
１４

清掃業務委託契約
支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,119,622

契約業者は当該業務の実績を有し，かつ，時価に比べ
て著しく有利な価格をもって契約できる見込みがあった
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
１日当たり
4,617円

1052
関西電力（株）
大阪市北区中之島３－６－
１６

大阪法務局第二法務合同庁舎
の電気需給契約
年間使用電力量1,529,452ｋＷｈ

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 28,216,490
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約

1053
関西電力（株）
大阪市北区中之島３－６－
１６

大阪法務局分室大阪法務局天
王寺出張所の電気需給契約
年間使用電力量678,145ｋＷｈ

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 11,000,690
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
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1054
関西電力（株）
大阪市北区中之島３－６－
１６

大阪法務局北大阪支局の電気
需給契約
年間使用電力量284,127ｋＷｈ

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 5,282,581
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

1055
関西電力（株）
大阪市北区中之島３－６－
１６

大阪法務局枚方出張所の電気
需給契約
契約電力
年間使用電力量247,762ｋＷｈ

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 4,320,904
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

1056
関西電力（株）
大阪市北区中之島３－６－
１６

大阪法務局東住吉出張所の電
気需給契約
年間使用電力量193,704ｋＷｈ

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 3,617,622
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

1057
関西電力（株）
大阪市北区中之島３－６－
１６

大阪法務局泉出張所の電気需
給契約
契約電力
年間使用電力量166,757ｋＷｈ

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 3,189,138
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

1058
関西電力（株）
大阪市北区中之島３－６－
１６

大阪法務局枚岡出張所の電気
需給契約
年間使用電力量162,883ｋＷｈ

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 2,868,185
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

1059
関西電力（株）
大阪市北区中之島３－６－
１６

大阪法務局美原出張所の電気
需給契約
年間使用電力量150,448ｋＷｈ

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 2,821,585
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

1060
関西電力（株）
大阪市北区中之島３－６－
１６

大阪法務局池田法務総合庁舎
の電気需給契約
年間使用電力量131,403ｋＷｈ

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 2,539,025
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

1061
関西電力（株）
大阪市北区中之島３－６－
１６

大阪法務局東大阪法務総合庁
舎の電気需給契約
年間使用電力量105,278ｋＷｈ

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 2,350,699
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

1062
関西電力（株）
大阪市北区中之島３－６－
１６

大阪法務局八尾出張所の電気
需給契約
年間使用電力量102,792ｋＷｈ

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 2,124,092
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

1063
関西電力（株）
大阪市北区中之島３－６－
１６

大阪法務局守口出張所の電気
需給契約
年間使用電力量113,541ｋＷｈ

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 2,119,682
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
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1064
関西電力（株）
大阪市北区中之島３－６－
１６

大阪法務局豊中出張所の電気
需給契約
年間使用電力量90,007ｋＷｈ

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,954,336
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

1065

（医）健昌会近畿検診セン
ター
大阪市北区東天満２－８－
１
若杉センタービル別館２Ｆ

ＶＤＴ健康診断受診料
支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年5月6日 2,122,575円

契約相手方は，平成１３年度から巡回方式により健康診
断を実施しており，実績があり信頼性が高く，職員の健
康管理を継続的に実施するため。また，一部の職員（巡
回時未受診者等）の検査は，大阪府下２２か所の支局出
張所から出向方式で実施するため，契約相手方は，交
通の便がよい。さらに，見積合せをした結果，時価に比
べて著しく有利な価格をもって契約できる見込みがあっ
たため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
VDT作業に係
る
健康診断
１人当たり
3,675円ほか

1066

（医）健昌会近畿検診セン
ター
大阪市北区東天満２－８－
１
若杉センタービル別館２Ｆ

健康診断受診料
支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年5月6日 1,521,387円

契約の相手方は，平成１３年度から巡回方式により健康
診断を実施しており，実績があり信頼性が高く，職員の
健康管理を継続的に実施するため。また，一部の職員
（巡回時未受診者等）の検査は，大阪府下２２か所の支
局出張所から出向方式で実施するため，契約相手方
は，交通の便がよい。さらに，見積合せをした結果，時価
に比べて著しく有利な価格をもって契約できる見込みが
あったため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２
条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
一般定期健康
診断
１人当たり
1,029円ほか

1067
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年7月1日 3,130,680

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1068
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年7月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1069
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年7月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1070
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年8月31日 3,287,214

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1071
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年9月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1072
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年9月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1073

日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年11月30日 1,123,605

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1074
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年12月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1075
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年12月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1076
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年12月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1077
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年12月1日 2,191,476

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，管轄
転属に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を
行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1078
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川2-20-15

庁舎移転に伴う作業契約
支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年12月26日 2,004,555

準備書面等のシステムは，契約業者が独自に開発構築
したものであり，システムの安定稼働に当たっては，同シ
ステムの内容を熟知していることが必要であるところ，当
該作業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみ
であったため，随意契約としたもの。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1079
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成18年1月1日 1,487,037

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1080
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成18年1月1日 1,017,471

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1081
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成18年1月1日 1,017,471

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1082
能美防災（株）
東京都千代田区九段南４丁
目７番３号

超高感度センサ更新改修作業
契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成18年2月1日 2,354,100

バックアップセンターにおける防災監視装置の煙センサ
の交換を適正，経済的，効率的に実施できるのは，同業
者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1083 大阪市水道局 大阪法務局本局の水供給契約
支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 4,595,183
水道法第６条の規定に基づく水道事業を経営する者が
契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

1084
大阪ガス（株）
大阪市中央区平野町四丁
目1番2号

大阪法務局本局の空調用ガス
供給契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 5,304,415
契約の相手方以外から供給を受けることができないた
め。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

1085
大阪ガス（株）
大阪市中央区平野町四丁
目1番2号

大阪法務局北大阪支局の空調
用ガス供給契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,847,998
契約の相手方以外から供給を受けることができないた
め。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

1086
大阪ガス（株）
大阪市中央区平野町四丁
目1番2号

大阪法務局枚方出張所の空調
用ガス供給契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　梅津和宏
（大阪市中央区谷町２－１－１７）

平成17年4月1日 1,669,869
契約の相手方以外から供給を受けることができないた
め。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
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1087
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約

支出負担行為担当官代理
京都地方法務局首席登記官　田中
尚
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年4月1日 309,141,420

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1088
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
京都地方法務局首席登記官　田中
尚
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年4月1日 4,947,180

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1089
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
京都地方法務局首席登記官　田中
尚
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年4月1日 2,502,216

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1090
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
京都地方法務局首席登記官　田中
尚
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年4月1日 41,883,932

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1091
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

富士通システムエンジニアリン
グ契約

支出負担行為担当官
京都地方法務局長　幸良秋夫
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年4月28日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1092
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

富士通システムエンジニアリン
グ契約

支出負担行為担当官代理
京都地方法務局首席登記官　田中
尚
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年4月1日 3,702,028

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1093
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

富士通システムエンジニアリン
グ契約

支出負担行為担当官代理
京都地方法務局首席登記官　田中
尚
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1094
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

富士通システムエンジニアリン
グ契約

支出負担行為担当官代理
京都地方法務局首席登記官　田中
尚
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年4月1日 1,487,072

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1095
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

富士通システムエンジニアリン
グ契約

支出負担行為担当官代理
京都地方法務局首席登記官　田中
尚
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年4月1日 1,408,806

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1096
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

富士通システムエンジニアリン
グ契約

支出負担行為担当官代理
京都地方法務局首席登記官　田中
尚
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年4月1日 1,408,806

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1097
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

富士通システムエンジニアリン
グ契約

支出負担行為担当官
京都地方法務局長　幸良秋夫
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年6月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1098
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

富士通システムエンジニアリン
グ契約

支出負担行為担当官
京都地方法務局長　幸良秋夫
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年6月1日 2,191,476

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1099
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

富士通システムエンジニアリン
グ契約

支出負担行為担当官
京都地方法務局長　幸良秋夫
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年9月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1100
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

富士通システムエンジニアリン
グ契約

支出負担行為担当官
京都地方法務局長　幸良秋夫
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年9月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1101
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

富士通システムエンジニアリン
グ契約

支出負担行為担当官
京都地方法務局長　幸良秋夫
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年12月1日 4,852,554

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1102
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

富士通システムエンジニアリン
グ契約

支出負担行為担当官
京都地方法務局長　幸良秋夫
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年12月1日 1,017,471

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1103
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

富士通システムエンジニアリン
グ契約

支出負担行為担当官
京都地方法務局長　幸良秋夫
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年12月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1104
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座五丁目２
番１号

不動産登記記入用端末装置賃
貸借契約

支出負担行為担当官代理
京都地方法務局首席登記官　田中
尚
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年4月1日 1,791,720

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1105
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座五丁目２
番１号

不動産登記記入用端末装置賃
貸借契約

支出負担行為担当官代理
京都地方法務局首席登記官　田中
尚
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年4月1日 3,475,080

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1106
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２丁目
７番３号

地図管理システム保守及び運
用支援契約

支出負担行為担当官代理
京都地方法務局首席登記官　田中
尚
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９８）

平成17年4月1日 1,920,090

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1107
大阪ガス（株）
大阪市中央区平野町４－１
－２

ガス供給契約一式

支出負担行為担当官
京都地方法務局長　幸良秋夫
（京都市上京区荒神口通河原町東入
上生洲町１９７）

平成17年4月1日 3,265,187
ガス事業を経営する者が契約の相手方のみであるた
め。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

1108
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

供託用電算機保守契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 1,483,272

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

1109
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１－６－
７

庁舎機械警備業務契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 3,811,500

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

1110

日本ビルコン関西（株）神戸
サービスセンター
神戸市中央区加納町４丁目
４－１７

バックアップセンター冷暖房設
備保守契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 1,018,500

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1111

東芝ソリューション（株）関西
支社
大阪市福島区福島７－１５
－２６

記入用ワードプロセッサー一式
保守契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 1,108,800

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
次期登記情報システム移行
後は，当該事務・事業の委託
等を行わない
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1112

東芝ソリューション（株）関西
支社
大阪市福島区福島７－１５
－２６

不動産・商業記入用パッケージ
ソフト購入契約

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　北野節夫
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成18年3月17日 7,160,018

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1113

東芝ソリューション（株）関西
支社
大阪市福島区福島７－１５
－２６

登記所記入装置稼働後ＳＥ支
援作業契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 2,950,662

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1114

東芝ソリューション（株）関西
支社
大阪市福島区福島７－１５
－２６

記入用パッケージ　インストール
作業委託契約

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　北野節夫
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成18年2月21日 1,252,260

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のものであり，同ソフト等をインストール可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1115

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）
東京都品川区南大井６－２
２－７

無停電電源装置賃借契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 2,249,100

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は同設備を
継続して賃貸可能な者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1116

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）
東京都品川区南大井６－２
２－７

無停電電源装置保守契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 1,810,620

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，保守業務を安全・確実か
つ迅速に遂行可能な者は契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1117
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機装置一式賃借契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 168,173,775

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1118
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
一式賃借契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 65,551,140

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1119
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記記入システム一式
賃借契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 10,864,980

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1120
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
管理用サーバ一式賃借契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 2,620,776

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1121

東芝ファイナンス（株）関西
支社
東京都中央区銀座５－２－
１

不動産登記記入用端末装置一
式（ＴＫ商業効率化システムＢ
２）賃借契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 1,791,720

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1122
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２－
１

不動産登記記入用端末装置一
式（ＴＫ統合システムＳ２Ｂ２）賃
借契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 2,007,285

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1123
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２－
１

バックアップセンターオンライン
修正端末装置一式賃借契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 1,013,880

対象機器は，契約の相手方が独自に開発・構築したもの
を貸借等しているものであり，同機種等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1124
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約　篠山支局

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　北野節夫
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年5月2日 4,852,554

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1125
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

登記所統廃合支援作業委託契
約　社支局

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 2,191,476

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1126
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約　東神戸出
張所

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1127
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約　西宮支局

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1128
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

不動産集中処理システム３号機
搬入作業委託契約　バックアッ
プセンター

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　北野節夫
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年5月16日 1,091,758

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1129
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約　津名出張所

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　北野節夫
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年5月25日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1130
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

バックアップセンター業務支援
作業委託契約　バックアップセ
ンター

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1131
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

登記所システム稼働後支援作
業委託契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 15,027,264

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1132
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約　姫路支局

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　北野節夫
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年8月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1133
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約　龍野支局

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　北野節夫
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年6月2日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1134
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約　龍野支局

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　北野節夫
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年6月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1135
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約　姫路支局

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　北野節夫
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年8月4日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1136
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

登記所統廃合支援作業委託契
約　龍野支局

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　北野節夫
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年11月1日 2,817,612

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1137
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約　本局

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　北野節夫
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年11月14日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1138
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約　本局

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　北野節夫
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年11月28日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1139
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約　柏原支局

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　北野節夫
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成18年1月23日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1140
富士通（株）
川崎市中原区上小田中４－
１－１

登記所管轄転属支援作業委託
契約　姫路・龍野支局

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　北野節夫
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成18年1月12日 2,191,476

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，管轄
転属に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を
行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1141

富士電機総設（株）関西支
社
大阪市福島区鷺洲１－１１
－１９

電子計算機専用空気調和機一
式保守契約本局外１２

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 3,032,505

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1142

富士電機総設（株）関西支
社
大阪市福島区鷺洲１－１１
－１９

電子計算機専用空気調和機賃
借契約北出張所外１１

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 2,591,770

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1143
（株）サウンドシステム
東京都世田谷区太子堂１－
４－２４

自動案内放送システム用ＢＧＭ
ディスク賃借契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 1,058,400

当該賃借物は，法務局の窓口案内用の設備であるとこ
ろ，契約業者が独自に作成したものであり，同業者しか
賃貸していないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

1144
国土情報リース（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム一式賃借契
約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 2,633,400

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1145
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム保守及び運
用支援委託契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 1,056,265

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1146
能美防災（株）
東京都千代田区九段南４－
７－３

バックアップセンター超高感度
煙センサー更新改修・工事

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　北野節夫
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成18年2月1日 2,354,100

登記情報システムにおける防災監視装置の煙センサの
交換を適正，経済的，効率的に実施できるのは，同業者
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（次回更新時から一般競争入
札を実施）

1147
神興商事（株）
神戸市北区鈴蘭台東町１－
１２－１１

地図作成作業のための現地事
務所借料

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　北野節夫
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月28日 1,140,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1148
（株）イナハラ
神戸市中央区磯上通４－１
－２６

複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 1,920,033

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
５円

1149

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）
大阪市西区西本町２－３－
１０

複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 6,946,045

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.9円

1150
兵庫リコー（株）
神戸市中央区磯上通１－１
－３９

複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 14,703,407

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
５円
ほか７件

1151

富士ゼロックス（株）西日本
支社
大阪市中央区安土町３－５
－１２

複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日
6,167,502

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.40円
ほか５件
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1152
大ヶ池診療所　重康　牧夫
岡山県備前市大内５７１－１

職員定期健康診断業務委託契
約

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　北野節夫
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年7月4日
1,734,135

契約の相手方は，職員定期健康診断を委託する要件を
満たしている唯一の機関，団体であるため。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
配置前検診
１人6,300円
ほか１件

1153
大ヶ池診療所　重康　牧夫
（岡山県備前市大内５７１－
１）

ＶＤＴ健康診断業務委託契約
支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　北野節夫
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年7月4日
1,690,500

契約の相手方は，ＶＤＴ作業従事職員健康診断を委託す
る要件を満たしている唯一の機関，団体であるため。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
内科診察
１人840円
ほか１３件

1154
関西電力(株)
大阪市北区中之島３丁目６
番１６号

電気需給契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 40,200,380
電力を安定的かつ継続的に供給できるのは契約業者以
外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

1155 神戸市水道局 水供給契約一式

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 1,645,772
水道法第６条の規定に基づく水道事業を経営する者が
契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

1156
大阪ガス(株)
大阪市中央区平野町４－１
－２

ガス需給契約

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 4,076,215
ガス事業を経営する者が契約の相手方のみであるた
め。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

1157
ＫＤＤＩ(株)
東京都新宿区西新宿２－３
－２

電気通信サービス契約
（携帯電話）

支出負担行為担当官代理
　神戸地方法務局上席訟務官
　山崎　徹
（神戸市中央区波止場町１－１）

平成17年4月1日 1,429,239
引き続き当該業者と契約することにより，長期割引制度
を最大限に活用できるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1158

奈良県ビルメンテナンス協
同組合
奈良市東九条町１０１４番地
１２３

奈良第二地方合同庁舎電気機
械運転管理業務等委託契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局戸籍課長　町田泰雄
（奈良市高畑町５５２番地）
分任契約担当官
奈良労働基準監督署長　谷垣文雄
（奈良市高畑町５５２番地）
分任契約担当官
自衛隊奈良地方連絡部長　宮本周三
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年4月1日 10,111,903

当該業務を適正かつ迅速に行うことができ，かつ，必要
な技術能力等を有する者が契約業者のみであったた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1159
（株）奈良保健衛生社
奈良市法華寺町１４３０番地

奈良第二地方合同庁舎塵芥搬
出請負委託契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局戸籍課長　町田泰雄
（奈良市高畑町５５２番地）
分任契約担当官
奈良労働基準監督署長　谷垣文雄
（奈良市高畑町５５２番地）
分任契約担当官
自衛隊奈良地方連絡部長　宮本周三
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年4月1日 957,600

当該業務を適正かつ迅速に行うことができ，かつ，必要
な技術能力を有する者が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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1160

社団法人奈良市シルバー人
材センター
奈良市二条大路南一丁目１
番３０号

奈良第二地方合同庁舎駐車場
整理業務委託契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局戸籍課長　町田泰雄
（奈良市高畑町５５２番地）
分任契約担当官
奈良労働基準監督署長　谷垣文雄
（奈良市高畑町５５２番地）
分任契約担当官
自衛隊奈良地方連絡部長　宮本周三
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年4月1日 3,132,960

契約業者は当該業務の実績を有し，かつ，時価に比べ
て著しく有利な価格をもって契約できる見込みがあった
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
１日12,840円

1161
不二熱学サービス（株）
大阪市西区南堀江三丁目１
２番２３号

奈良地方法務局天理出張所・
バックアップセンター電算室空
調設備及び給水設備保守点検
業務委託契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局戸籍課長　町田泰雄
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年4月1日 1,858,500

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1162

日本通運（株）関西警送支
店
大阪市城東区関目一丁目１
番８号

奈良地方法務局供託金等警備
輸送業務

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局戸籍課長　町田泰雄
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年4月1日 1,260,000

本件委託内容に基づく警備輸送（搬送）を適正に遂行で
きる者は契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

1163

（株）東芝関西支社
大阪市北区大淀中一丁目１
番３０号
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２－
１

登記情報システム用自家発電
装置一式賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局戸籍課長　町田泰雄
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年4月1日 1,562,400

同装置は１０年リースを前提として一般競争入札により
調達したものであり，現時点で契約業者を変更すると機
器の設置等に多額の経費負担が発生するため。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

1164

日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

登記情報システム用電子計算
機の賃貸借及びプログラム・プ
ロダクトの使用権許諾に関する
契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局戸籍課長　町田泰雄
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年4月1日 59,974,635

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1165
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

登記情報システム用電子計算
機の賃貸借及びソフトウエアの
提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局戸籍課長　町田泰雄
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年4月1日 2,697,660

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1166
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

登記情報システム用電子計算
機の賃貸借及びソフトウエアの
提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局戸籍課長　町田泰雄
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年4月1日 2,477,268

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1167
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

登記情報システム用電子計算
機の賃貸借及びソフトウエアの
提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局戸籍課長　町田泰雄
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年4月1日 20,325,528

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1168
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

地図管理システム及び関連機
器保守及び運用支援契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局戸籍課長　町田泰雄
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年4月1日 1,714,536

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1169
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記情報システムにかかるシス
テムエンジニアリング支援契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局戸籍課長　町田泰雄
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1170
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記情報システムにかかるシス
テムエンジニアリング支援契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局戸籍課長　町田泰雄
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年4月1日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1171
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記情報システムにかかるシス
テムエンジニアリング支援契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局戸籍課長　町田泰雄
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年4月1日 1,956,674

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1172
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記情報システムにかかるシス
テムエンジニアリング支援契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局戸籍課長　町田泰雄
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1173
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記情報システムにかかるシス
テムエンジニアリング支援契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局戸籍課長　町田泰雄
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年4月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1174
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記情報システムにかかるシス
テムエンジニアリング支援契約

支出負担行為担当官
奈良地方法務局長　中川猪三男
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年6月1日 2,739,345

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1175
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記情報システムにかかるシス
テムエンジニアリング支援契約

支出負担行為担当官
奈良地方法務局長　中川猪三男
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年6月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1176
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記情報システムにかかるシス
テムエンジニアリング支援契約

支出負担行為担当官
奈良地方法務局長　中川猪三男
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年9月28日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1177
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記情報システムにかかるシス
テムエンジニアリング支援契約

支出負担行為担当官
奈良地方法務局長　中川猪三男
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年9月28日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1178
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記情報システムにかかるシス
テムエンジニアリング支援契約

支出負担行為担当官
奈良地方法務局長　中川猪三男
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年12月28日 2,191,476

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1179
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記情報システムにかかるシス
テムエンジニアリング支援契約

支出負担行為担当官
奈良地方法務局長　中川猪三男
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年12月28日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1180
大阪瓦斯（株）導管事業部
大阪府東大阪市稲葉２丁目
３番１７号

奈良市高畑町５５２番地
奈良第二地方合同庁舎（一般
系統）経年ガス管改修工事
（平成17年10月17日から平成17
年11月30日まで）

支出負担行為担当官
奈良地方法務局長　中川猪三男
（奈良市高畑町５５２番地）
分任契約担当官
奈良労働基準監督署長　谷垣文雄
（奈良市高畑町５５２番地）
分任契約担当官
自衛隊奈良地方連絡部長　村上芳幸
（奈良市高畑町５５２番地）

平成17年10月14日 3,633,000

屋内ガス配管工事の施工については，ガス事業法，同
法施行規則及びガス供給約款等によりガスの供給を行
うガス事業者に限られているため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1181
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム･プロダクト使用許諾に関
する契約

支出負担行為担当官
大津地方法務局長　柿村清
（大津市京町三丁目１－１）

平成17年4月1日 216,756,244

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1182
（株）ジュウハン
大津市園山二丁目１５番２０
号

本局分室賃貸借料
支出負担行為担当官
大津地方法務局長　柿村清
（大津市京町三丁目１－１）

平成17年4月1日 26,460,000

契約の目的物件が，バックアップセンターの施設として
諸要件を満たす物件であり，他に代替を求めることがで
きないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1183
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

バックアップセンター業務支援
作業

支出負担行為担当官
大津地方法務局長　柿村清
（大津市京町三丁目１－１）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1184
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約
（不動産登記複合処理システ
ム）

支出負担行為担当官
大津地方法務局長　柿村清
（大津市京町三丁目１－１）

平成17年4月1日 5,061,420

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1185
綜合警備保障（株）滋賀支
社
大津市本宮二丁目３番４号

甲賀支局外４庁の
庁舎機械警備委託契約

支出負担行為担当官
大津地方法務局長　柿村清
（大津市京町三丁目１－１）

平成17年4月1日 3,087,000

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

1186
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

集中処理システムＣＰＵ稼動後
支援作業

支出負担行為担当官
大津地方法務局長　柿村清
（大津市京町三丁目１－１）

平成17年4月1日 2,504,544

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1187
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

東近江出張所商業集中処理シ
ステム導入支援作業

支出負担行為担当官
大津地方法務局長　柿村清
（大津市京町三丁目１－１）

平成17年4月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1188
綜合警備保障（株）滋賀支
社
大津市本宮二丁目３番４号

供託金警備輸送業務委託契約
支出負担行為担当官
大津地方法務局長　柿村清
（大津市京町三丁目１－１）

平成17年4月1日 1,260,000

本件委託内容に基づく警備輸送（搬送）を適正に遂行で
きる者は契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1189
綜合警備保障（株）滋賀支
社
大津市本宮二丁目３番４号

東近江出張所，彦根支局の
庁舎警備契約委託契約

支出負担行為担当官
大津地方法務局長　柿村清
（大津市京町三丁目１－１）

平成17年4月1日 1,228,500

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

159



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

1190
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム保守運用支
援委託経費

支出負担行為担当官
大津地方法務局長　柿村清
（大津市京町三丁目１－１）

平成17年4月1日 1,042,720

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1191
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

東近江出張所商業集中処理シ
ステム導入支援作業

支出負担行為担当官
大津地方法務局長　柿村清
（大津市京町三丁目１－１）

平成17年4月28日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1192
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記部門不動産集中処理シス
テム導入支援作業

支出負担行為担当官
大津地方法務局長　柿村清
（大津市京町三丁目１－１）

平成17年12月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1193
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記部門商業集中処理システ
ム導入支援作業

支出負担行為担当官
大津地方法務局長　柿村清
（大津市京町三丁目１－１）

平成17年12月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1194
コンピュータシステム（株）
京都市上京区千本通今出
川下る西入る

ＧＰＳ測量機器一式
支出負担行為担当官
大津地方法務局長　柿村清
（大津市京町三丁目１－１）

平成18年3月15日 3,420,627
一般競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1195
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

バックアップセンター業務支援
契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局
上席訟務官　山田敏雄
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1196
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記所システム稼動後支援契
約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局
上席訟務官　山田敏雄
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年4月1日 2,191,476

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1197
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記所管轄転属支援契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局
上席訟務官　山田敏雄
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年4月1日 1,878,408

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，管轄
転属に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を
行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1198
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム稼動
後支援契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局
上席訟務官　山田敏雄
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年4月1日 1,487,072

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1199
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局
上席訟務官　山田敏雄
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年4月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1200
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援契約

支出負担行為担当官
和歌山地方法務局長　横山　緑
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年7月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1201
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援契約

支出負担行為担当官
和歌山地方法務局長　横山　緑
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年7月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1202
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援契約

支出負担行為担当官
和歌山地方法務局長　横山　緑
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年8月23日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1203
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援契約

支出負担行為担当官
和歌山地方法務局長　横山　緑
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年8月23日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1204
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援契約

支出負担行為担当官
和歌山地方法務局長　横山　緑
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年8月23日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1205
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援契約

支出負担行為担当官
和歌山地方法務局長　横山　緑
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年11月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1206
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援契約

支出負担行為担当官
和歌山地方法務局長　横山　緑
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年12月27日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1207
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援契約

支出負担行為担当官
和歌山地方法務局長　横山　緑
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成18年2月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1208
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番1号

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局
上席訟務官　山田敏雄
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年4月1日 41,419,980

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1209
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番1号

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局
上席訟務官　山田敏雄
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年4月1日 23,596,965

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1210
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番1号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局
上席訟務官　山田敏雄
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年4月1日 13,580,748

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1211
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番1号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局
上席訟務官　山田敏雄
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年4月1日 2,479,536

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1212
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番1号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局
上席訟務官　山田敏雄
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年4月1日 1,657,560

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1213
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番1号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局
上席訟務官　山田敏雄
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年4月1日 1,344,420

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1214
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番1号

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約

支出負担行為担当官
和歌山地方法務局長　横山　緑
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年7月1日 40,355,280

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1215
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番1号

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約

支出負担行為担当官
和歌山地方法務局長　横山　緑
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年7月1日 24,661,665

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1216
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番1号

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約

支出負担行為担当官
和歌山地方法務局長　横山　緑
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年9月27日 40,213,215

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1217
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番1号

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約

支出負担行為担当官
和歌山地方法務局長　横山　緑
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年9月27日 4,438,665

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1218
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番1号

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約

支出負担行為担当官
和歌山地方法務局長　横山　緑
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年12月26日 40,213,215

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1219
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番1号

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約

支出負担行為担当官
和歌山地方法務局長　横山　緑
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年12月26日 3,559,500

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1220
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番1号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官
和歌山地方法務局長　横山　緑
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成18年2月28日 835,584

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1221
ＭＩＤ都市開発（株）
大阪市北区堂島浜１丁目４
番４号

和歌山地方法務局分室建物賃
貸借契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局
上席訟務官　山田敏雄
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年4月1日 27,184,500

契約の目的物件が，バックアップセンターの施設として
諸要件を満たす物件であり，他に代替を求めることがで
きないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1222
ＭＩＤ都市開発（株）
大阪市北区堂島浜１丁目４
番４号

和歌山地方法務局分室建物賃
貸借契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局
上席訟務官　山田敏雄
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年4月1日 27,184,500

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1223
（株）東和総合サービス
大阪市中央区備後町三丁
目３番９号

和歌山地方合同庁舎機械設備
等管理業務委託契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局
上席訟務官　山田敏雄
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年4月1日 8,017,800

当該管理業務を適正かつ迅速に行うことができ，かつ，
必要な技術能力を有する者が契約業者のみであったた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1224
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻二丁
目７番３号

地図管理システム保守支援契
約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局
上席訟務官　山田敏雄
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年4月1日 1,506,237

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1225 個人情報につき非公表
登記所備付地図作成作業現地
事務所賃貸借契約

支出負担行為担当官
和歌山地方法務局長　横山　緑
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年4月27日 900,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1226
医療法人厚生会
大阪府貝塚市麻生中９０７
番地の１

定期健康診断実施契約
支出負担行為担当官
和歌山地方法務局長　横山　緑
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年12月7日 1,173,165

医療法人厚生会は，当局職員の診断結果データを保有
しており，職員の健康管理の観点から過去のデータ分析
管理から早期に病状が把握され早期治療が望め，また
医療機関によるプライバシー保護の観点からも問題な
く，実績・信頼性から唯一の相手方であるため，随意契
約したもの。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1227
富士電機総設（株）
関西支社大阪市福島区鷺
洲１丁目１１番１９号

空調機及びキュービクル賃貸借
契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局
上席訟務官　山田敏雄
（和歌山県和歌山市二番丁２番地）

平成17年4月1日 1,118,244

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1228
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム保守運用支
援作業請負委託契約一式（不
動産登記部門，一宮支局）

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 1,532,220

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない
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1229
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム保守運用支
援作業請負委託契約一式（豊
橋支局，豊田支局，熱田出張
所）

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（（名古屋市中区三の丸２－２－１））

平成17年4月1日 1,125,970

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1230
国土情報リース（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム賃貸借契約
一式（不動産登記部門）

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 2,633,400

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1231
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

準備書面作成支援システム保
守作業請負委託契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 1,989,330

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

1232
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

供託事務処理システム用機器
保守業務契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸二丁目
２－１）

平成17年4月1日 1,215,648

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

1233
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクト使用許諾に関
する契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 623,570,848

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1234
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
賃貸借契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 73,166,091

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1235
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記記入処理システム
賃貸借契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 10,918,572

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1236
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
管理用サーバ賃貸借契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 2,808,516

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1237
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

登記複合処理システム賃貸借
契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森　淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年11月21日 1,567,555

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1238
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

登記記入処理システム賃貸借
契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年11月21日 808,080

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1239
日鐵リース（株）
東京都千代田区有楽町１－
７－１

準備書面作成支援システム賃
貸借契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 2,923,044

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

1240
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

バックアップセンター業務支援
支援作業請負委託契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1241
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記所システム稼働後支援作
業請負委託契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 9,258,985

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1242
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム稼働
後支援作業請負委託契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 3,443,748

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1243
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業請負委託契約一式
（不動産登記部門）

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1244
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業請負委託契約一式
（一宮支局）

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1245
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援作業請負委託契約一式（一
宮支局）

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1246
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム稼働後
支援作業請負委託契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 1,025,296

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1247
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業請負委託契約一式
（津島支局）

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森　淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年5月2日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
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（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

1248
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援作業請負委託契約一式（津
島支局）

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森　淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年5月2日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1249
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援作業請負委託契約一式（名
東出張所）

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森　淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年6月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1250
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援作業請負委託契約一式（新
城支局）

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森　淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年6月20日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1251
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援作業請負委託契約一式（豊
田支局）

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森　淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年7月15日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1252
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業請負委託契約一式
（豊田支局）

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森　淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年8月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1253
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援作業請負委託契約一式（犬
山出張所）

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森　淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年10月3日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1254
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業情報交換導入支援作業請
負委託契約一式（熱田出張所）

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森　淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年10月12日 1,017,471

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1255
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業請負委託契約一式
（半田支局）

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森　淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年10月17日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1256
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援作業請負委託契約一式（半
田支局）

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森　淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年10月17日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1257
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業請負委託契約一式
（新城支局）

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森　淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年10月25日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1258
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業請負委託契約一式
（豊川出張所）

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森　淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年10月25日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1259
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記所統廃合支援作業請負委
託契約一式（刈谷支局）

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森　淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年11月17日 2,817,612

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1260
能美防災（株）名古屋支社
名古屋市北区御成通３－１

防災監視装置改修作業請負委
託契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森　淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成18年2月14日 2,354,100

バックアップセンターにおける防災監視装置の煙センサ
の交換を適正，経済的，効率的に実施できるのは，同業
者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（次回更新時から一般競争入
札を実施）

1261
富士通ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｳｼｮﾝｽﾞ
（株）東海支社
名古屋市中区錦１－１０－１

無停電電源装置賃貸借契約一
式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 2,155,371

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は同設備を
継続して賃貸可能な者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1262

富士電機総設（株）中部支
社
名古屋市中区錦１－１９－２
４

電子計算機用空調機保守作業
請負委託契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 2,141,265

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1263

富士電機総設（株）中部支
社
名古屋市中区錦１－１９－２
４

電子計算機用空調機賃貸借契
約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 1,483,093

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1264

東洋熱工業（株）名古屋支
店
名古屋市中村区太閤５－５
－１

電子計算機・ＣＶＣＦ用空調機保
守作業請負委託契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 1,062,600

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムへの移
行が完了する平成２３年度以
降は競争入札(価格競争）に
移行
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1265

東芝ソリューション（株）中部
支社
名古屋市西区名西２－３３
－１０

登記所記入装置稼働後支援作
業請負委託契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年4月1日 2,269,743

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1266

東芝ソリューション（株）中部
支社
名古屋市西区名西２－３３
－１０

不動産登記記入パッケージソフ
ト供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森　淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成18年3月14日 4,837,555

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1267

東芝ソリューション（株）中部
支社
名古屋市西区名西２－３３
－１０

商業登記記入パッケージソフト
供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森　淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成18年3月14日 2,642,275

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1268

東芝ソリューション（株）中部
支社
名古屋市西区名西２－３３
－１０

記入パッケージソフトインストー
ル作業請負委託契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森　淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成18年3月14日 1,127,044

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のものであり，同ソフト等をインストール可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1269

（株）ディエスジャパン中部
店
愛知県清須市西枇杷島町
古城２－１０－６

プリンター用トナーカートリッジ
供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 4,372,473

純正品より安価である再生品を数多く取り扱っている業
者は，１社のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
1本当たり
6,800円
ほか45件

1270

京セラミタジャパン（株）第２
ブランチ
愛知県名古屋市東区葵３－
１５－３１

複写機保守契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 7,458,423

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
2円50銭
ほか４件

1271

コニカミノルタビジネスサ
ポート愛知（株）
愛知県名古屋市西区八筋
町３９３－１

複写機保守契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 1,366,258

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
3円20銭
ほか１件

1272

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）名古屋支
社
愛知県名古屋市中区栄２－
９－１５

複写機保守契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 3,786,136

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
2円80銭
ほか２件

1273
佐川急便（株）中京支社
愛知県小牧市三ツ渕惣作１
３５０

運送委託業務一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 1,484,248

宅配料金が他社に比べて安価であり，宅配物の破損や
遅延が少ないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
１件当たり
420円
ほか59件

1274
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1

電力供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 23,863,543

契約電力量が少量であり，この電力量で当地域で継続
且つ安定的に事業として電力を供給できるのは，１社の
みであると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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1275
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1

電力供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 6,402,913

契約電力量が少量であり，この電力量で当地域で継続
且つ安定的に事業として電力を供給できるのは，１社の
みであると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1276
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1

電力供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 3,550,997

契約電力量が少量であり，この電力量で当地域で継続
且つ安定的に事業として電力を供給できるのは，１社の
みであると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1277
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1

電力供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 3,384,792

契約電力量が少量であり，この電力量で当地域で継続
且つ安定的に事業として電力を供給できるのは，１社の
みであると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1278
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1

電力供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 3,191,706

契約電力量が少量であり，この電力量で当地域で継続
且つ安定的に事業として電力を供給できるのは，１社の
みであると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1279
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1

電力供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 3,042,643

契約電力量が少量であり，この電力量で当地域で継続
且つ安定的に事業として電力を供給できるのは，１社の
みであると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1280
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1

電力供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 2,903,027

契約電力量が少量であり，この電力量で当地域で継続
且つ安定的に事業として電力を供給できるのは，１社の
みであると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1281
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1

電力供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 2,755,768

契約電力量が少量であり，この電力量で当地域で継続
且つ安定的に事業として電力を供給できるのは，１社の
みであると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1282
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1

電力供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 2,524,936

契約電力量が少量であり，この電力量で当地域で継続
且つ安定的に事業として電力を供給できるのは，１社の
みであると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1283
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1

電力供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 2,319,338

契約電力量が少量であり，この電力量で当地域で継続
且つ安定的に事業として電力を供給できるのは，１社の
みであると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1284
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1

電力供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 2,218,392

契約電力量が少量であり，この電力量で当地域で継続
且つ安定的に事業として電力を供給できるのは，１社の
みであると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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1285
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1

電力供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 2,187,229

契約電力量が少量であり，この電力量で当地域で継続
且つ安定的に事業として電力を供給できるのは，１社の
みであると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1286
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1

電力供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 2,023,861

契約電力量が少量であり，この電力量で当地域で継続
且つ安定的に事業として電力を供給できるのは，１社の
みであると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1287
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1

電力供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 1,872,312

契約電力量が少量であり，この電力量で当地域で継続
且つ安定的に事業として電力を供給できるのは，１社の
みであると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1288
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1

電力供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 1,843,133

契約電力量が少量であり，この電力量で当地域で継続
且つ安定的に事業として電力を供給できるのは，１社の
みであると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1289
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1

電力供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 1,656,385

契約電力量が少量であり，この電力量で当地域で継続
且つ安定的に事業として電力を供給できるのは，１社の
みであると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1290
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1

電力供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 1,486,571

契約電力量が少量であり，この電力量で当地域で継続
且つ安定的に事業として電力を供給できるのは，１社の
みであると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1291
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1

電力供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 1,225,985

契約電力量が少量であり，この電力量で当地域で継続
且つ安定的に事業として電力を供給できるのは，１社の
みであると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1292
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1

電力供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 1,061,411

契約電力量が少量であり，この電力量で当地域で継続
且つ安定的に事業として電力を供給できるのは，１社の
みであると判断したため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1293

東芝テックビジネスソリュー
ション（株）中部支社
愛知県名古屋市中村区岩
塚本通２－１－２

複写機保守契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 1,173,522
保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであり，競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
2円30銭

1294
東邦瓦斯（株）
名古屋市熱田区桜田町１９
－１８

ガス供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 3,831,607
ガス事業法の規定に基づき，当局にガスを供給可能な
唯一のガス事業者であるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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1295
東邦瓦斯（株）
名古屋市熱田区桜田町１９
－１８

ガス供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 1,394,528
ガス事業法の規定に基づき，当局にガスを供給可能な
唯一のガス事業者であるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1296
東邦瓦斯（株）
名古屋市熱田区桜田町１９
－１８

ガス供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 1,384,402
ガス事業法の規定に基づき，当局にガスを供給可能な
唯一のガス事業者であるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1297
東邦瓦斯（株）
名古屋市熱田区桜田町１９
－１８

ガス供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 1,000,102
ガス事業法の規定に基づき，当局にガスを供給可能な
唯一のガス事業者であるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1298
名古屋市上下水道局
名古屋市中区三の丸１－１

水供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 2,672,376
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第29条の3第
4項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1299

富士ゼロックス（株）官公庁
支社中部営業部
愛知県名古屋市中区錦１－
１０－２０

複写機保守契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 2,996,914
保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであり，競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
5円
ほか３件

1300

リコー中部（株）
愛知県名古屋市中区丸の
内１－１０－２９白川第八ビ
ル３Ｆ

複写機保守契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 7,538,747
保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであり，競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4円35銭
ほか６件

1301

リコー中部（株）
愛知県名古屋市中区丸の
内１－１０－２９白川第八ビ
ル３Ｆ

プリンター用トナーカートリッジ
供給契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 2,163,168

契約業者が当該機器を納入しており，それに対応する商
品を取り扱っているのは，１社のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
１本当たり
5,760円
ほか８件

1302

理想科学工業（株）理想名
古屋支店
名古屋市中区大須４－１０
－３２

印刷機交換契約一式
支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森淳
（名古屋市中区三の丸２－１－１）

平成18年3月1日 5,630,100
一般競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き一般競争入札を実
施

1303
学校法人南山大学
名古屋市昭和区山里町１８

平成１７年度司法書士試験会場
使用料

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　大森淳
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成17年6月16日 823,200

筆記試験実施に適する環境であり，交通の利便性と全
部の受験者数を収容できる施設が他に見当たらなかっ
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

1304
（株）アール・エス・シー中部
名古屋市西区那古野１－１
４－１８

名古屋合同庁舎第１号館警備，
建築設備運転・監視・日常点検
及び保守業務委託契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 50,954,400

庁舎機械警備等を行うために契約業者の独自のシステ
ムを設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変
更する場合には，当該システムの撤去及び他の業者の
システムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）
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1305
日本エレベーター製造（株）
名古屋営業所
名古屋市中区錦１－７－３４

名古屋合同庁舎第１号館エレ
ベーター設備点検保守業務委
託契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 5,998,860

当該エレベーターの保守を適正かつ迅速に行うことがで
き，かつ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者
が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1306

（株）山武ビルシステムカン
パニー名古屋支店
名古屋市中区正木３－５－
２７

名古屋合同庁舎第１号館空調
用自動制御設備及び中央監視
装置点検保守業務委託契約一
式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 4,311,300

契約業者は，設置業者であり，特別な技術，設備，品質
保証能力等を有する者が契約業者１社であり，競争を許
さないため
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1307

川重冷熱工業（株）中部支
社
名古屋市西区上小田井２－
７９

名古屋合同庁舎第１号館冷温
水発生機点検保守業務委託契
約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 1,837,500

契約業者は，設置業者であり，特別な技術，設備，品質
保証能力等を有する者が契約業者１社であり，競争を許
さないため
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1308
沖ウィンテック（株）中部支店
名古屋市中区栄４－２－２９

名古屋合同庁舎第１号館電話
交換設備点検保守業務委託契
約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 1,260,000

契約業者は，設置業者であり，特別な技術，設備，品質
保証能力等を有する者が契約業者１社であり，競争を許
さないため
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1309
総合警備保障(株)
東京都港区元赤坂１－６－
６

警備委託契約一式

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　安達敏男
（愛知県名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成17年4月1日 5,040,000

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

1310
中部電力（株）
名古屋市東区東新町１番地

高圧業務用電力供給契約
（名張出張所）

支出負担行為担当官
  津地方法務局長　佐伯健一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 1,704,473
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1311

富士ゼロックス（株）三重営
業所
三重県津市栄町１丁目８１７
番地

電子複写機保守契約（ＤＣ７０７
外）

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 5,000,000

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚
3.60円～
5.00円

1312

富士ゼロックス（株）三重営
業所
三重県津市栄町１丁目８１７
番地

電子複写機保守契約（Ｆ３６ＰＳ
外）

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 1,900,000

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚
3.70円～
48.62円

1313
三重リコピー販売（株）
三重県津市藤方南八木田１
０７２番地１

電子複写機保守契約（ＦＴ４５０
０）

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 1,800,000

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚
3.15円～
4.35円

1314
三重リコピー販売（株）
三重県津市藤方南八木田１
０７２番地１

電子複写機保守契約（Ｎｅｏ４５
１外）

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 1,400,000

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚
3.60円～
3.90円
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1315
三重リコピー販売（株）
三重県津市藤方南八木田１
０７２番地１

電子複写機保守契約（ＭＦ２７３
０外）

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 1,400,000

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚
4.5円

1316
三重リコピー販売（株）
三重県津市藤方南八木田１
０７２番地１

電子複写機保守契約（Ｓｐｉｒｉｏ４
０００外）

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 1,200,000

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚
3.85円～
5.05円

1317
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

バックアップセンター業務支援
作業契約

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1318
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記所システム稼働後支援作
業契約

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 5,791,758

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1319
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援作業契約
（四日市支局）

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1320
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援作業契約
（四日市支局）

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1321
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム稼働
後支援作業契約
（バックアップセンター外）

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 1,017,470

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1322
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援作業契約
（阿児出張所）

支出負担行為担当官
  津地方法務局長　佐伯健一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年5月11日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1323
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援作業契約
（上野支局）

支出負担行為担当官
  津地方法務局長　佐伯健一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年6月6日 3,130,680

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1324
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援作業契約
（本局登記部門）

支出負担行為担当官
  津地方法務局長　佐伯健一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年6月6日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1325
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援作業契約
（本局登記部門）

支出負担行為担当官
  津地方法務局長　佐伯健一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年6月6日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1326
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援作業契約
（尾鷲出張所）

支出負担行為担当官
  津地方法務局長　佐伯健一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年7月11日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1327
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援作業契約
（桑名支局）

支出負担行為担当官
  津地方法務局長　佐伯健一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年9月16日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1328
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援作業契約
（熊野支局）

支出負担行為担当官
  津地方法務局長　佐伯健一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年9月16日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1329
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援作業契約
（名張出張所）

支出負担行為担当官
  津地方法務局長　佐伯健一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年9月16日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1330
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援作業契約
（桑名支局）

支出負担行為担当官
  津地方法務局長　佐伯健一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年9月16日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1331
（株）日本空調三重
三重県津市栗真町屋町字
松本４０１－１

松阪合同庁舎建築設備総合管
理委託契約

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 13,230,000
一般競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き一般競争入札を実
施
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量
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（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

1332
（株）日本空調三重
三重県津市栗真町屋町字
松本４０１－１

津合同庁舎庁舎管理業務委託
契約一式

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）
契約担当官
三重行政評価事務所長　小林茂徳
（三重県津市丸之内２６－８）
契約担当官
東海農政局津統計・情報センター長
　山下勝也
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 3,150,000

契約業者は，当合同庁舎の新旧混在した設備機器を熟
知しており，庁舎管理業務を安全，的確かつ迅速に行う
ことができる者が同社のみであったため
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

1333
（株）日本空調三重
三重県津市栗真町屋町字
松本４０１－１

津合同庁舎空気調和機設備等
保守契約一式

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）
契約担当官
三重行政評価事務所長　小林茂徳
（三重県津市丸之内２６－８）
契約担当官
東海農政局津統計・情報センター長
　山下勝也
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 2,397,150

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1334
（株）林商店
三重県津市万町津２００番
地

カラー印刷機購入契約
支出負担行為担当官
  津地方法務局長　佐伯健一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成18年2月3日 5,617,500
一般競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1335
久保紙業（株）
三重県松阪市立田町２６０
番地

一般廃棄物処理請負契約（松
阪合庁）

①津地方法務局松阪支局
支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）
②松阪税務署
支出負担行為担当官
名古屋国税局総務部次長　渡邊賢二
（名古屋市中区三の丸三丁目３番２
号）
③松阪公共職業安定所
支出負担行為担当官
三重労働局総務部長　島村憲義
（三重県津市島崎町３２７番地２）
④松阪労働基準監督署
支出負担行為担当官
三重労働局総務部長　島村憲義
（三重県津市島崎町３２７番地２）
⑤東海農政局松阪統計・情報セン
ター
契約担当官
東海農政局津統計・情報センター長
山下勝也
（三重県津市丸之内２６番８号）

平成17年4月1日 1,008,000

廃棄物処理を請け負わせる上で，当局の定める仕様上
の秘密保持，日程等の要件を備えている業者が契約業
者のみであったため。（会計法第２９条の３第４項，予決
令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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1336
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図等登録作業委託契約　一
式

支出負担行為担当官
津地方法務局長　佐伯健一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成18年1月6日 21,315,000
一般競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き一般競争入札を実
施

1337
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻二丁
目７番３号

地図管理システム保守・運用支
援契約（本局・名張出張所分）

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 1,207,430

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1338
財団法人近畿健康管理セン
ター
三重県津市納所町４２－１

健康診断委託契約一式
支出負担行為担当官
津地方法務局長　佐伯健一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年8月12日 2,238,285

当局が計画した日程で，県内７カ所の事務所を巡回して
実施可能なのは，契約業者のみであったため
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
１受診項目当
たり
3,000円
ほか21件

1339

東芝ソリューション（株）中部
支社
名古屋市西区名西二丁目３
３番１０号

登記所記入装置稼働後支援契
約

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 1,134,871

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1340

東芝ソリューション（株）中部
支社
名古屋市西区名西二丁目３
３－１０

不動産・商業登記記入用パッ
ケージソフト供給契約

支出負担行為担当官
津地方法務局長　佐伯健一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成18年3月16日 2,906,220

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1341
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 31,761,082

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1342
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウエアの提供に関する契約（不
動産登記複合処理システム）

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 24,899,328

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1343
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウエアの提供に関する契約（登
記記入処理システム一式）

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 3,357,900

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1344
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウエアの提供に関する契約（不
動産登記複合処理システム管
理用サーバ一式）

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 2,477,268

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1345

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）東海支社
名古屋市中区錦一丁目１０
番１号

登記情報システム用無停電電
源装置保守契約

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 1,094,400

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，保守業務を安全・確実か
つ迅速に遂行可能な者は契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1346

富士電機総設（株）中部支
社
名古屋市中区錦一丁目１９
番２４号

電算機用空調機賃貸借契約
支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 2,707,440

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1347

富士電機総設（株）中部支
社
名古屋市中区錦一丁目１９
番２４号

電算機用空調機保守契約
支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 1,314,810

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1348
丸ノ内ビル管理（株）
三重県津市丸之内９－１３

津合同庁舎建築物環境衛生管
理委託契約一式

支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）
契約担当官
三重行政評価事務所長　小林茂徳
（三重県津市丸之内２６－８）
契約担当官
東海農政局津統計・情報センター長
　山下勝也
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 1,664,901

丸ノ内ビル管理株式会社は，当合同庁舎の新旧混在し
た設備機器等を熟知しており，環境衛生管理業務を安
全，的確かつ迅速に行うことができる者が同社のみで
あったため
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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1349

三菱電機ビルテクノサービ
ス（株）中部支社
名古屋市中村区名駅一丁
目１番４号

昇降機設備保守契約（松阪合
庁）

①津地方法務局松阪支局
支出負担行為担当官代理
津地方法務局次長　田辺善治
（三重県津市丸之内２６－８）
②松阪税務署
支出負担行為担当官
名古屋国税局総務部次長　渡邊賢二
（名古屋市中区三の丸三丁目３番２
号）
③松阪公共職業安定所
支出負担行為担当官
三重労働局総務部長　島村憲義
（三重県津市島崎町３２７番地２）
④松阪労働基準監督署
支出負担行為担当官
三重労働局総務部長　島村憲義
（三重県津市島崎町３２７番地２）
⑤東海農政局松阪統計・情報セン
ター
契約担当官
東海農政局津統計・情報センター長
山下勝也
（三重県津市丸之内２６番８号）

平成17年4月1日 1,701,000

当該エレベーターの保守を適正かつ迅速に行うことがで
き，かつ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者
が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1350

（株）セラヴィ
東京都品川区西五反田２－
１３－６

津地方法務局バックアップセン
ターに係る建物賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　津地方法務局次長　田辺善次
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 21,312,900

契約の目的物件が，バックアップセンターの施設として
諸要件を満たす物件であり，他に代替を求めることがで
きないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1351 個人情報につき非公表
津地方法務局四日市支局来客
者用借上げ駐車場に係る賃貸
借契約

支出負担行為担当官代理
　津地方法務局次長　田辺善次
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 1,512,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1352
中部電力（株）
名古屋市東区東新町１番地

高圧業務用電力供給契約
（津合同庁舎）

支出負担行為担当官
  津地方法務局長　佐伯健一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 3,399,553
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1353
中部電力（株）
名古屋市東区東新町１番地

高圧業務用電力供給契約
（松阪合同庁舎）

支出負担行為担当官
  津地方法務局長　佐伯健一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 2,847,831
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1354
中部電力（株）
名古屋市東区東新町１番地

高圧業務用電力供給契約
（桑名法務総合庁舎）

支出負担行為担当官
  津地方法務局長　佐伯健一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成17年4月1日 2,735,963
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1355
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラムプロダクトの使用許諾権
に関する契約

支出負担行為担当官代理
岐阜地方法務局次長　黒阪純一
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年4月1日 96,428,745

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1356
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約
（不動産登記複合処理システム
一式）

支出負担行為担当官代理
岐阜地方法務局次長　黒阪純一
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年4月1日 7,207,692

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1357
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する変更契約
（不動産登記記入処理システム
一式）

支出負担行為担当官代理
岐阜地方法務局次長　黒阪純一
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年4月1日 6,192,900

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1358
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する変更契約
（不動産登記複合処理システム
管理用サーバー一式）

支出負担行為担当官代理
岐阜地方法務局次長　黒阪純一
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年4月1日 2,477,268

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1359
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

バックアップセンター業務支援
作業請負契約

支出負担行為担当官代理
岐阜地方法務局次長　黒阪純一
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1360
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

登記所システム稼働後支援作
業請負契約

支出負担行為担当官代理
岐阜地方法務局次長　黒阪純一
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年4月1日 5,948,292

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1361
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

不動産集中処理システム導入
支援作業請負契約
（不動産登記部門）

支出負担行為担当官代理
岐阜地方法務局次長　黒阪純一
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1362
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

不動産集中処理システム導入
支援作業請負契約
（北方出張所）

支出負担行為担当官代理
岐阜地方法務局次長　黒阪純一
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年4月1日 1,408,807

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1363
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

不動産集中処理システム導入
支援作業請負契約
（羽島出張所）

支出負担行為担当官代理
岐阜地方法務局次長　黒阪純一
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年4月1日 1,408,806

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1364
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

商業集中処理システム度入支
援作業請負契約

支出負担行為担当官
岐阜地方法務局長　太田健治
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年5月13日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1365
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

不動産集中処理システム度入
支援作業請負契約
（高山支局）

支出負担行為担当官
岐阜地方法務局長　太田健治
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年7月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1366
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

商業集中処理システム度入支
援作業請負契約
（高山支局）

支出負担行為担当官
岐阜地方法務局長　太田健治
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年7月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1367
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

不動産集中処理システム度入
支援作業請負契約
（大垣支局）

支出負担行為担当官
岐阜地方法務局長　太田健治
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年8月31日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1368
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

商業集中処理システム度入支
援作業請負契約
（大垣支局）

支出負担行為担当官
岐阜地方法務局長　太田健治
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年8月31日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1369
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

登記所統廃合支援作業請負契
約
（高山支局）

支出負担行為担当官
岐阜地方法務局長　太田健治
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年9月30日 2,739,345

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1370
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

登記所統廃合支援作業請負契
約
（羽島出張所外）

支出負担行為担当官
岐阜地方法務局長　太田健治
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年9月30日 2,191,476

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1371

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）
東京都品川区南大井六丁
目２２番７号

無停電電源装置（UPS）の賃貸
借に関する契約

支出負担行為担当官
岐阜地方法務局長　太田健治
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年6月21日 884,205

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は同設備を
継続して賃貸可能な者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1372

富士電機システムズ（株） 中
部支社
名古屋市中区錦一丁目１９
番２４号

無停電電源設備（CVCF）の保
守に関する契約

支出負担行為担当官代理
岐阜地方法務局次長　黒阪純一
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年4月1日 1,077,300

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，保守業務を安全・確実か
つ迅速に遂行可能な者は契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

システムの最適化を実施中
であり，次期システムへの移
行が完了する平成２３年度以
降において当該事務・事業の
委託等を行わない
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1373

富士電機総設（株）　中部支
社
名古屋市中区錦一丁目１９
番２４号

電子計算機空調機賃貸借契約
支出負担行為担当官代理
岐阜地方法務局次長　黒阪純一
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年4月1日 1,717,898

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1374

東芝ソリューション（株）中部
支社
名古屋市西区名西二丁目３
３番５号

登記所記入装置稼働後支援作
業請負契約

支出負担行為担当官代理
岐阜地方法務局次長　黒阪純一
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年4月1日 1,134,871

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1375

東芝ソリューション（株）中部
支社
名古屋市西区名西二丁目３
３番５号

不動産・商業登記記入用パッ
ケージソフト供給契約

支出負担行為担当官
岐阜地方法務局長　太田健治
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成18年3月10日 2,356,661

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1376
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻二丁
目７番３号

地図管理システム保守運用支
援契約

支出負担行為担当官代理
岐阜地方法務局次長　黒阪純一
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年4月1日 1,604,515

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1377
（株） 両備システムズ
岡山県岡山市豊成二丁目７
番１６号

地図等登録作業請負契約
支出負担行為担当官
岐阜地方法務局長　太田健治
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年12月16日 11,340,000
一般競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き一般競争入札を実
施

1378
日本ガード（株）
岐阜県岐阜市茜部中島二
丁目66の6

機械警備請負契約
支出負担行為担当官代理
岐阜地方法務局次長　黒阪純一
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年4月1日 1,789,200

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

1379
能美防災（株） 名古屋支社
名古屋市北区御成通３丁目
１番地

防災監視装置改修工事請負契
約

支出負担行為担当官
岐阜地方法務局長　太田健治
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成18年3月1日 2,354,100

バックアップセンターにおける防災監視装置の煙センサ
の交換を適正，経済的，効率的に実施できるのは，同業
者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（次回更新時から一般競争入
札を実施）

1380

（株）キョウエイアドインター
ナショナル
東京都新宿区歌舞伎町１丁
目１番１５号

ボディペイントバス公告掲出業
務委託契約

支出負担行為担当官代理
岐阜地方法務局次長　黒阪純一
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年4月1日 1,008,000

当局が求める公告（人権啓発）が可能なバス会社が１社
のみであったことから，同バス会社の指定代理店である
契約の相手方と契約を締結したものである。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

同種案件がある場合は，競
争入札を実施（１９年度以降）

1381
中部事務機（株）
岐阜県岐阜市都通１丁目１
５番地

複写機保守及び消耗品供給契
約

支出負担行為担当官代理
岐阜地方法務局次長　黒阪純一
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年4月1日 7,578,132

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
5.05円
ほか７件
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1382
岐阜ゼロックス（株）
岐阜県岐阜市藪田南一丁
目５番１号

複写機保守及び消耗品供給契
約

支出負担行為担当官代理
岐阜地方法務局次長　黒阪純一
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年4月1日 4,992,066

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
5.00円
ほか10件

1383
岐阜リコー（株）
岐阜県岐阜市長森細畑４２
７番地

複写機保守及び消耗品供給契
約

支出負担行為担当官代理
岐阜地方法務局次長　黒阪純一
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成17年4月1日 1,654,332

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
5.05円
ほか3件

1384
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

バックアップセンター業務支援
作業契約一式

支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1385
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記所システム稼動後支援作
業契約一式

支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年4月1日 4,226,418

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1386
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援契約一式

支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年4月1日 1,330,539

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1387
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム稼動
後支援作業契約一式

支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年4月1日 1,017,470

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1388
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援作業契約一式

支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年6月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1389
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業契約一式

支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年6月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1390
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業契約一式

支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年7月25日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1391
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記所統廃合支援作業契約一
式

支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年9月22日 2,191,476

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1392
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業契約一式

支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成18年1月23日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
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称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
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点検結果 講ずる措置 備考

1393
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

登記情報システム用電子計算
機の借入及びプログラム・プロ
ダクトの使用権許諾に関する契
約一式

支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年4月1日 77,673,330

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1394
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

登記情報システム用電子計算
機の借入及びソフトウエア提供
契約一式

支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年4月1日 16,546,440

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1395
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

登記情報システム用電子計算
機の借入及びソフトウエア提供
契約一式

支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年4月1日 3,565,800

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1396
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

登記情報システム用電子計算
機の借入及びソフトウエア提供
契約一式

支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年4月1日 2,506,752

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1397
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム保守・運用支
援契約一式

支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年4月1日 1,213,350

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1398

富士電機総設（株）北陸営
業所
石川県金沢市本町２－７－
１

電子計算機用空調機賃貸借契
約一式

支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年4月1日 1,196,106

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1399
福井リコー（株）
福井県福井市御幸３－７－
５

電子複写機保守契約
支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年4月1日 5,000,000

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
5．05円
ほか17件

1400

富士ゼロックス（株）福井営
業所
福井県福井市中央３－１３
－１

電子複写機保守契約
支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年4月1日 2,000,000

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
5円
ほか4件
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1401
（株）アイビックス
福井県福井市下馬２－１０１

供託金等警備輸送契約一式
支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年4月1日 1,542,240
一般競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き一般競争入札を実
施

1402
（株）テクノ菱和福井営業所
福井県福井市文京３－９－
４０

空調設備保守契約
支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年4月1日 1,197,000

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1403

（株）日立ビルシステム北陸
支社
石川県金沢市西念１－１－
３

空調設備保守契約
支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年4月1日 1,337,700

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1404
敦賀ガス(株)
福井県敦賀市１－１４－２

ガス供給契約一式
支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年4月1日 2,570,259

ガス事業法の規定に基づき，ガス事業を経営する者が
契約業者のみであるため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

1405
北陸電力（株）
富山県富山市牛島町１５－
１

敦賀地方合同庁舎電気受給契
約一式

支出負担行為担当官
福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年4月1日 3,112,478
電力会社と託送供給契約を結ばざるを得ない状況で
は，他社の参入が見込めなかっため。（会計法第２９条
の２第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1406
関西電力
大阪市北区中之島３－６－
１６

小浜地方合同庁舎電気受給契
約一式

支出負担行為担当官
福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年4月1日 2,824,433
電力会社と託送供給契約を結ばざるを得ない状況で
は，他社の参入が見込めなかっため。（会計法第２９条
の２第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1407
北陸電力（株）
富山県富山市牛島町１５－
１

武生支局電気受給契約一式
支出負担行為担当官
福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成17年4月1日 2,053,542
電力会社と託送供給契約を結ばざるを得ない状況で
は，他社の参入が見込めなかっため。（会計法第２９条
の２第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1408
能美防災（株）福井営業所
福井県福井市乾徳３－８－
２５

防災監視装置改修工事請負契
約

支出負担行為担当官
福井地方法務局長　関戸美朗
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成18年3月10日 2,354,100

バックアップセンターにおける防災監視装置の煙センサ
の交換を適正，経済的，効率的に実施できるのは，同業
者のみであるため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（次回更新時から一般競争入
札を実施）

1409
北陸電力（株）
富山県富山市牛島町１５番
１号

電気料

支出負担行為担当官代理
金沢地方法務局人権擁護課長
　大坪正春
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年4月1日 21,092,010
電力会社と託送供給契約を結ばざるを得ない現状で
は，他社の参入が見込めなかったため。（会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1410
ニフティ（株）
東京都品川区南大井６－２
６－１

局内ＬＡＮシステム運用管理業
務委託契約一式

支出負担行為担当官代理
金沢地方法務局人権擁護課長
　大坪正春
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年4月1日 1,058,400

当該システムは，契約業者が独自に開発構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため，随意契約としたもの。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行
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1411
セコム北陸（株）
石川県金沢市尾張町３－１
８

機械警備委託契約一式

支出負担行為担当官代理
金沢地方法務局人権擁護課長
　大坪正春
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年4月1日 1,346,370

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

1412

富士ゼロックス（株）北陸営
業所
石川県金沢市中橋町１１番
１８号

電子複写機保守業務委託契約
一式

支出負担行為担当官代理
金沢地方法務局人権擁護課長
　大坪正春
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年4月1日 3,812,118

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
５円
ほか３件

1413
理光商事（株）
石川県金沢市問屋町２－３
８

電子複写機保守業務委託契約
一式

支出負担行為担当官代理
金沢地方法務局人権擁護課長
　大坪正春
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年4月1日 6,347,259

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.5円
ほか４件

1414

三菱電機プラントエンジニア
リング（株）北陸支社
富山県富山市牛島新町５－
５

無停電電源装置保守契約一式

支出負担行為担当官代理
金沢地方法務局人権擁護課長
　大坪正春
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年4月1日 1,352,400

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，保守業務を安全・確実か
つ迅速に遂行可能な者は契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1415
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１番１号

バックアップセンターＳＥ支援業
務委託契約一式

支出負担行為担当官代理
金沢地方法務局人権擁護課長
　大坪正春
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年4月1日 3,756,816

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1416
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１番１号

登記所システム稼働後支援業
務委託契約一式

支出負担行為担当官代理
金沢地方法務局人権擁護課長
　大坪正春
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年4月1日 3,287,214

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1417
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１番１号

不動産登記集中処理システム
稼働後支援業務委託契約一式

支出負担行為担当官代理
金沢地方法務局人権擁護課長
　大坪正春
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年4月1日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1418
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１番１号

不動産登記集中処理システム
（輪島支局）導入支援業務委託
契約一式

支出負担行為担当官代理
金沢地方法務局人権擁護課長
　大坪正春
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年4月1日 1,487,073

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1419
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１番１号

不動産登記集中処理システム
（珠洲出張所）導入支援業務委
託契約一式

支出負担行為担当官代理
金沢地方法務局人権擁護課長
　大坪正春
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年4月1日 1,330,539

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1420
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１番１号

登記所統廃合支援作業請負契
約一式（登記部門・松任出張
所）

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長
　新谷雄彦
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年7月1日 2,191,476

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1421
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１番１号

商業登記集中処理システム（輪
島支局）導入支援業務委託契
約一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長
　新谷雄彦
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年7月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1422
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１番１号

不動産登記集中処理システム
（小松支局）導入支援業務委託
契約一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長
　新谷雄彦
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年8月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1423
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１番１号

商業登記集中処理システム（小
松支局）導入支援業務委託契
約一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長
　新谷雄彦
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年8月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1424
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１番１号

不動産登記集中処理システム
（登記部門）導入支援業務委託
契約一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長
　新谷雄彦
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年12月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1425
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１番１号

商業登記集中処理システム（登
記部門）導入支援業務委託契
約一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長
　新谷雄彦
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年12月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1426
日本電子計算機（株）
東京都千代田丸の内３丁目
４番１号

電算機借料及びプログラムプロ
ダクト使用料

支出負担行為担当官代理
金沢地方法務局人権擁護課長
　大坪正春
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年4月1日 312,214,764

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1427
日本電子計算機（株）
東京都千代田丸の内３丁目
４番１号

不動産登記複合処理システム
賃貸借契約一式

支出負担行為担当官代理
金沢地方法務局人権擁護課長
　大坪正春
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年4月1日 23,222,640

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1428
日本電子計算機（株）
東京都千代田丸の内３丁目
４番１号

不動産登記記入処理システム
賃貸借契約一式

支出負担行為担当官代理
金沢地方法務局人権擁護課長
　大坪正春
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年4月1日 4,277,700

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1429
日本電子計算機（株）
東京都千代田丸の内３丁目
４番１号

不動産登記複合処理システム
管理用サーバ賃貸借契約一式

支出負担行為担当官代理
金沢地方法務局人権擁護課長
　大坪正春
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年4月1日 2,506,752

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1430

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）
東京都品川区南大井６－２
０－１４

無停電電源装置賃貸借契約一
式

支出負担行為担当官代理
金沢地方法務局人権擁護課長
　大坪正春
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年4月1日 921,690

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は同設備を
継続して賃貸可能な者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1431
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム保守・運用支
援契約一式

支出負担行為担当官代理
金沢地方法務局人権擁護課長
　大坪正春
(石川県金沢市新神田４－３－１０)

平成17年4月1日 1,244,752

当該システムは，契約業者が独自に開発構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため，随意契約としたもの。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1432
小松ガス（株）
小松市沖町１２５－１

ガス供給契約一式

支出負担行為担当官代理
金沢地方法務局人権擁護課長
　大坪正春
（石川県金沢市新神田４－３－１０）

平成17年4月1日 1,601,522
契約地域内において，ガスの提供を行うことができるガ
ス事業者は，契約の相手方のみであるため。（会計法第
２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1433
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借およびプ
ログラムプロダクトの使用許諾
契約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 78,762,285

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1434
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
サーバ賃貸借契約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 17,003,963

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1435
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記記入処理システム
賃貸借契約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 3,767,400

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1436
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
管理用サーバ賃貸借契約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 2,504,484

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1437
北陸電力（株）
富山市牛島町１３－１５

富山合同庁舎電気需給契約一
式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 10,388,757
電力会社と託送供給契約を結ばざるを得ない現状で
は，他社の参入が見込めなかったため。（会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

1438
北陸電力（株）
富山市牛島町１３－１５

富山南出張所電気需給契約一
式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 6,967,996
電力会社と託送供給契約を結ばざるを得ない現状で
は，他社の参入が見込めなかったため。（会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

1439
北陸電力（株）
富山市牛島町１３－１５

魚津支局電気需給契約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 2,414,847
電力会社と託送供給契約を結ばざるを得ない現状で
は，他社の参入が見込めなかったため。（会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

1440
北陸電力（株）
富山市牛島町１３－１５

砺波支局電気需給契約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 2,222,528
電力会社と託送供給契約を結ばざるを得ない現状で
は，他社の参入が見込めなかったため。（会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

1441
日本海ガス（株）
富山県富山市城北町２－３
６

ガスの供給及び使用に関する
契約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 7,235,131
ガス事業法の規定に基づき，当局にガスを供給可能な
唯一のガス事業者であるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

1442

太平ビルサービス（株）富山
支店
富山県富山市桜橋通り２－
２５

電気・冷暖房空調設備等保守
運転業務委託契約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 4,662,000

契約業者は設置当時からの委託業者であり，設置の内
容及び機器の構造・故障歴・癖等を熟知しており，かつ，
故障発生時に迅速な対応が可能な業者は契約業者１社
のみであり，競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1443

太平ビルサービス（株）富山
支店
富山県富山市桜橋通り２－
２５

電気・冷暖房空調設備等保守
運転業務委託契約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 2,930,760

契約業者は設置当時からの委託業者であり，設置の内
容及び機器の構造・故障歴・癖等を熟知しており，かつ，
故障発生時に迅速な対応が可能な業者は契約業者１社
のみであり，競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1444

太平ビルサービス（株）富山
支店
富山県富山市桜橋通り２－
２５

環境測定等業務委託契約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 1,571,745

契約業者は設置当時からの委託業者であり，対象施設
の構造・障害歴等を熟知しており，かつ，障害発生時に
迅速な対応が可能な業者は契約業者１社であり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）
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1445
富士ゼロックス（株）北陸営
業所
富山県富山市桜町５－３

電子複写機保守業務委託契約
一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 4,166,593

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
4.6円
ほか6件

1446
セコム北陸（株）
石川県金沢市尾山町３－１
８

機械警備委託契約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 1,163,640

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

1447
フジテック（株）北陸支店
石川県金沢市長土塀１－１
６－１４

昇降機設備保守業務委託契約
一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 1,008,000

当該エレベーターの保守を適正かつ迅速に行うことがで
き，かつ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者
が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1448
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記所システム稼働後支援作
業契約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 4,539,486

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1449
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

バックアップセンター業務支援
作業契約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 3,756,816

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1450
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業契約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1451
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム稼働
後支援作業契約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 1,017,470

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1452
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業契約一式

支出負担行為担当官
　富山地方法務局長　吉岡誠一
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年6月24日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1453
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入支
援作業契約一式

支出負担行為担当官
　富山地方法務局長　吉岡誠一
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年6月24日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1454
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入支
援作業契約一式

支出負担行為担当官
　富山地方法務局長　吉岡誠一
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年8月29日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1455
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業契約一式

支出負担行為担当官
　富山地方法務局長　吉岡誠一
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年10月31日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1456
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業契約一式

支出負担行為担当官
　富山地方法務局長　吉岡誠一
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年10月31日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1457
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入支
援作業契約一式

支出負担行為担当官
　富山地方法務局長　吉岡誠一
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年10月31日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1458
富山ビジネスマシン（株）
富山県富山市元町１－５－
１９

電子複写機保守業務委託契約
一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 3,347,603

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
4.5円
ほか2件

1459
菱機工業（株）
石川県金沢市御影町１０－
７

空気調和設備保守業務委託契
約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 2,625,000

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1460
（株）明電舎北陸支店
富山県富山市桜橋通り５－
１３

無停電電源装置保守契約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 2,007,600

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，保守業務を安全・確実か
つ迅速に遂行可能な者は契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1461

富士電機総設（株）北陸営
業所
石川県金沢市本町２－７－
１

登記情報システム用自家発電
装置の賃貸借契約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 1,469,160

当該装置については，前年度に引き続き継続賃借する
ものであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

1462

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）
東京都品川区南大井６－２
２－７

電算機専用無停電電源装置賃
貸借契約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 1,349,460

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は同設備を
継続して賃貸可能な者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1463
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム保守・運用支
援契約一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局戸籍課長　宮本裕
孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 1,185,947

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1464
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム登録作業委
託契約一式

支出負担行為担当官
　富山地方法務局長　吉岡誠一
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年11月16日 15,120,000
一般競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1465 個人情報につき非公表 建物賃貸借契約一式
支出負担行為担当官
　富山地方法務局長　吉岡誠一
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年6月1日 906,048

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1466 富山市上下水道局 水供給契約一式
支出負担行為担当官代理
富山地方法務局戸籍課長　宮本裕孝
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成17年4月1日 2,158,677
水道法第６条の規定に基づく水道事業を経営する者が
契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

1467
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

登記処理システムの電子計算
機賃貸借及びプログラム・プロ
ダクトの使用権許諾に関する契
約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 131,086,935

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1468
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
の電子計算機賃貸借及びソフト
ウェアの使用に関する契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 43,414,512

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1469
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記記入処理システム
の電子計算機賃貸借及びソフト
ウェアの使用に関する契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 6,172,740

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1470
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
管理用サーバーの電子計算機
賃貸借及びソフトウェアの使用
に関する契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 2,648,016

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1471
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

バックアップセンター業務ＳＥ支
援契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1472
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記所システム稼動後ＳＥ支援
契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 10,331,244

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1473
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記所統廃合ＳＥ支援契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 2,817,612

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1474
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム稼動
後ＳＥ支援契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1475
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記所管轄転属ＳＥ支援契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 1,878,408

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1476
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入ＳＥ
支援契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1477

富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入Ｓ
Ｅ支援契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 1,408,806

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1478
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入Ｓ
Ｅ支援契約（尾道支局）

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年6月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1479

富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入Ｓ
Ｅ支援契約（三原出張所）

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年6月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1480
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入ＳＥ
支援契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年6月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1481

富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記所管轄転属ＳＥ支援契約

支出負担行為担当官
　広島法務局長　小林健二
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年7月1日 2,191,476

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，管轄
転属に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を
行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1482
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入Ｓ
Ｅ支援契約（福山支局）

支出負担行為担当官
　広島法務局長　小林健二
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年9月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1483
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入ＳＥ
支援契約（庄原支局）

支出負担行為担当官
　広島法務局長　小林健二
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年9月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1484

富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入ＳＥ
支援契約（福山支局）

支出負担行為担当官
　広島法務局長　小林健二
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年9月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1485
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記所管轄転属ＳＥ支援契約

支出負担行為担当官
　広島法務局長　小林健二
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年11月1日 2,191,476

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，管轄
転属に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を
行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1486
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入Ｓ
Ｅ支援契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年12月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1487

富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業情報交換システム導入ＳＥ
支援契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年12月1日 1,487,073

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1488
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入ＳＥ
支援契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年12月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1489
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

電子計算機室専用空調機保守
契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 2,285,836

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1490
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

電子計算機室専用空調機賃貸
借契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 1,990,710

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1491
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

登記所記入装置稼動後ＳＥ支
援契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 1,815,792

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1492
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

不動産商業記入パッケージソフ
ト購入契約

支出負担行為担当官
　広島法務局長　小林健二
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成18年3月8日 3,772,502

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1493
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２－
１

不動産商業登記記入用端末
（統合システム）賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 2,294,040

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1494
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２－
１

不動産商業登記記入用端末
（商業効率化）賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 1,791,720

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1495
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２－
１

オンライン修正端末装置賃貸借
契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 1,645,560

対象機器は，契約の相手方が独自に開発・構築したもの
を貸借等しているものであり，同機種等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1496
広島綜合警備保障（株）
広島市安佐南区西原８－３
４－３

庁舎警備請負契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 6,524,301

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

1497
広島綜合警備保障（株）
広島市安佐南区西原８－３
４－３

供託金警備搬送契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 2,079,000

本件委託内容に基づく警備輸送（搬送）を適正に遂行で
きる者は契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

1498
日鐵リース（株）
東京都江東区亀戸１－５－
７

準備書面作成支援システム機
器賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 2,662,188

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

1499
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

準備書面作成支援システム機
器保守契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 2,388,330

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

205



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

1500
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム保守・運用支
援契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 1,331,250

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1501
財団法人中国電気保安協
会
広島市中区小町４－３３

電気設備等保安管理契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 1,869,420

自家用電気工作物の保安管理業務を行える者が同協
会のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）。

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1502

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）
東京都品川区南大井６－２
２－７

無停電電源装置賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 1,828,260

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は同設備を
継続して賃貸可能な者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1503
富士電機システムズ（株）
東京都千代田区３番町６－
１７

無停電電源装置保守契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 1,365,000

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，保守業務を安全・確実か
つ迅速に遂行可能な者は契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1504
朝日テック（株）
広島市東区光町２－４－１９

電子計算機室専用空調機保守
契約

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年4月1日 1,008,000

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムへの移
行が完了する平成２３年度以
降は競争入札(価格競争）に
移行

1505
昭和製紙原料（株）
岡山市青江６－２－１１

廃棄書類処理作業請負契約

支出負担行為担当官
　広島法務局長　小林健二
（広島県広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成17年10月24日 1,945,427

廃棄書類処理作業を請け負わせる上で，当局の定める
仕様上の秘密保持，日程等の要件を備えている業者が
契約業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
１㎏当たり
29円40銭

1506 広島市水道局 水供給契約一式
支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成17年4月1日 3,470,625
水道法第６条の規定に基づく水道事業を経営する者が
契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

1507
ドコモサービス中国（株）
広島市中区大手町４丁目１
－８

携帯電話回線使用契約一式
支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成17年4月1日 1,143,763
引き続き当該業者と契約することにより，長期割引制度
を最大限に活用できるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1508
広島ガス（株）
広島市南区皆実町２－７－
１

ガス（空調ガスを含む）供給契
約一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成17年4月1日 2,330,061

ガス事業法の規定に基づき，当局にガスを供給可能な
唯一のガス事業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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1509
中国電力（株）
広島市中区小網町６－１２

広島法務局廿日市支局の電気
需給契約

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成17年4月1日 2,340,659

契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなかったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1510
中国電力（株）
広島市中区小網町６－１２

広島法務局東広島支局の電気
需給契約

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成17年4月1日 3,609,889

契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなかったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1511
中国電力（株）
広島市中区小網町６－１２

広島法務局三次支局の電気需
給契約

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成17年4月1日 2,528,755

契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなかったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1512
中国電力（株）
広島市中区小網町６－１２

広島法務局可部出張所併設分
室の電気需給契約

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　難波尊廣
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成17年4月1日 10,257,796

契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなかったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1513
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２丁目
７－１

無停電電源設備保守業務委託
契約（分室）

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　宮平　進
（山口市中河原町６－１６）

平成17年4月1日 1,365,000

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，保守業務を安全・確実か
つ迅速に遂行可能な者は契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

システムの最適化を実施中
であり，次期システムへの移
行が完了する平成２３年度以
降において当該事務・事業の
委託等を行わない

1514

日本オーチス・エレベータ
（株）
東京都中央区晴海１丁目８
－１０

昇降機保守業務委託契約（宇
部）

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　宮平　進
（山口市中河原町６－１６）

平成17年4月1日 2,041,200

当該エレベーターの保守を適正かつ迅速に行うことがで
き，かつ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者
が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1515
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻二丁
目７－３

地図管理システム保守・運用支
援（本局・下関）

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　宮平　進
（山口市中河原町６－１６）

平成17年4月1日        1,199,617

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1516
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２丁目
２０－８

電子計算機室専用空調機賃貸
借契約（本局，下関，岩国）

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　宮平　進
（山口市中河原町６－１６）

平成17年4月1日 996,660

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1517
国土情報リース（株）
東京都世田谷区池尻２丁目
７－３

地図管理システム賃貸借契約
（本局）

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　宮平　進
（山口市中河原町６－１６）

平成17年4月1日        2,633,400

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年１月以降，当該事務・事
業の委託等を行わない

1518
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１丁目６
－６

供託金警備輸送業務委託契約
（本局）

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　宮平　進
（山口市中河原町６－１６）

平成17年4月1日        2,079,000

本件委託内容に基づく警備輸送（搬送）を適正に遂行で
きる者は契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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1519
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

バックアップセンター業務ＳＥ支
援契約（分室）

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　宮平　進
（山口市中河原町６－１６）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1520
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

登記所システム稼動後ＳＥ支援
作契約

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　宮平　進
（山口市中河原町６－１６）

平成17年4月1日 5,791,758

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1521
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

不動産集中処理システム導入Ｓ
Ｅ支援契約（岩国）

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　宮平　進
（山口市中河原町６－１６）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1522
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

商業集中処理システム導入支
援（柳井）

支出負担行為担当官
山口地方法務局長　永岡健治
（山口市中河原町６－１６）

平成17年5月18日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1523
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

登記所管轄転属支援（宇部，防
府，本局）

支出負担行為担当官
山口地方法務局長　永岡健治
（山口市中河原町６－１６）

平成17年6月21日 2,191,476

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，管轄
転属に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を
行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1524
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

不動産集中処理システム導入
支援（宇部）

支出負担行為担当官
山口地方法務局長　永岡健治
（山口市中河原町６－１６）

平成17年8月29日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1525
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

商業集中処理システム導入支
援（宇部）

支出負担行為担当官
山口地方法務局長　永岡健治
（山口市中河原町６－１６）

平成17年8月29日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1526
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

不動産集中処理システム導入
支援（萩）

支出負担行為担当官
山口地方法務局長　永岡健治
（山口市中河原町６－１６）

平成17年11月25日 4,852,554

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1527
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

不動産集中処理システム導入
支援（防府）

支出負担行為担当官
山口地方法務局長　永岡健治
（山口市中河原町６－１６）

平成17年11月25日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1528
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

不動産集中処理システム導入
支援（本局）

支出負担行為担当官
山口地方法務局長　永岡健治
（山口市中河原町６－１６）

平成17年11月25日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1529
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

商業集中処理システム導入支
援（本局）

支出負担行為担当官
山口地方法務局長　永岡健治
（山口市中河原町６－１６）

平成17年11月25日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1530
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

不動産集中処理システム３号機
機器搬入・据付作業（分室）

支出負担行為担当官
山口地方法務局長　永岡健治
（山口市中河原町６－１６）

平成17年12月9日 1,063,408

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築
を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1531
東芝ソリューション（株）中
国・四国支社
広島市中区鉄砲町７－１８

商業記入用パッケージソフト購
入契約

支出負担行為担当官
山口地方法務局長　永岡健治
（山口市中河原町６－１６）

平成18年3月22日 1,723,215

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1532
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３丁
目４ー１

電子計算機一式及び不動産登
記記入端末装置賃貸借及びプ
ログラム・プロダクトの使用権許
諾に関する契約

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　宮平　進
（山口市中河原町６－１６）

平成17年4月1日 82,967,220

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1533
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３丁
目４ー１

不動産登記複合処理システム
管理用サーバーの電子計算機
賃貸借及びソフトウェアの提供
に関する契約

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　宮平　進
（山口市中河原町６－１６）

平成17年4月1日 2,477,268

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1534
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３丁
目４ー１

不動産登記複合処理システム
の電子計算機賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　宮平　進
（山口市中河原町６－１６）

平成17年4月1日 22,039,752

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1535
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３丁
目４ー１

不動産登記記入処理システム
の電子計算機賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　宮平　進
（山口市中河原町６－１６）

平成17年4月1日 2,896,740

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1536
山口合同ガス（株）
山口県下関市本町３－１－
１

ガス供給契約一式

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　宮平進
（山口県山口市中河原町６－１６）

平成17年4月1日 2,078,723
提供を行うことが可能な業者が一社であるため。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
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1537 周南市
周南支局庁舎敷地の賃貸借契
約

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　宮平　進
（山口市中河原町６－１６）

平成17年4月1日 2,879,450

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1538
中国電力（株）
広島市中区小町４－３３

電力供給契約　一式(分室）
支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　宮平　進
（山口市中河原町６－１６）

平成17年4月1日 5,696,861

契約業者以外に安定的に電気を供給できる特定規模電
気事業者及び一般電気事業者がなかったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1539
中国電力（株）
広島市中区小町４－３３

電力供給契約　一式(宇部）
支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　宮平　進
（山口市中河原町６－１６）

平成17年4月1日 5,636,269

契約業者以外に安定的に電気を供給できる特定規模電
気事業者及び一般電気事業者がなかったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1540 個人情報につき非公表 本局第２駐車場賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　岡山地方法務局次長
　　植田和男
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 3,477,600

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1541 個人情報につき非公表
岡山西出張所第２駐車場賃貸
借契約

支出負担行為担当官代理
　岡山地方法務局次長
　　植田和男
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 1,200,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1542 個人情報につき非公表 真庭支局垂水宿舎賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　岡山地方法務局次長
　　植田和男
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 864,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1543
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前１－５
－１

庁舎機械警備請負契約
（備前支局，笠岡支局，高梁支
局，新見支局，美作支局）

支出負担行為担当官代理
　岡山地方法務局次長
　　植田和男
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 3,118,500

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

1544
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１－６－
６

庁舎機械警備請負契約
（本局，津山支局，真庭支局，
岡山西出張所）

支出負担行為担当官代理
　岡山地方法務局次長
　　植田和男
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 2,457,000

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）
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1545
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１－６－
６

供託金警備運搬業務委託契約

支出負担行為担当官代理
　岡山地方法務局次長
　　植田和男
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 2,079,000

本件委託内容に基づく警備輸送（搬送）を適正に遂行で
きる者は契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

1546

富士電機システムズ（株）中
国支社岡山支店
岡山県倉敷市吉岡５７２－１
１

分室及び岡山西出張所庁舎無
停電電源装置保守委託契約

支出負担行為担当官代理
　岡山地方法務局次長
　　植田和男
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 1,365,000

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，保守業務を安全・確実か
つ迅速に遂行可能な者は契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

システムの最適化を実施中
であり，次期システムへの移
行が完了する平成２３年度以
降において当該事務・事業の
委託等を行わない

1547
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システムの保守・運用
支援委託契約

支出負担行為担当官代理
　岡山地方法務局次長
　　植田和男
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 1,790,170

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1548
富士電機総設（株）中国支
社
広島市中区銀山町４－１８

電子計算機空調機賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　岡山地方法務局次長
　　植田和男
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 1,470,246

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1549
富士電機総設（株）中国支
社
広島市中区銀山町４－１８

電子計算機空調機保守契約

支出負担行為担当官代理
　岡山地方法務局次長
　　植田和男
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 1,305,990

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1550
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

バックアップセンター業務支援
契約

支出負担行為担当官代理
　岡山地方法務局次長
　　植田和男
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1551
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記所システム稼動後支援経
費

支出負担行為担当官代理
　岡山地方法務局次長
　　植田和男
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 5,635,224

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

212
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1552
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

高梁支局・岡山西出張所不動
産集中処理システム稼動後支
援契約

支出負担行為担当官代理
　岡山地方法務局次長
　　植田和男
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1553
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

備前支局商業集中処理システ
ム導入支援契約

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　　石川和雄
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月28日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1554
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

真庭支局商業集中処理システ
ム導入支援契約

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　　石川和雄
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年8月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1555
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

本局不動産集中処理支援契約

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　　石川和雄
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年8月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1556
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

本局商業集中処理支援契約

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　　石川和雄
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年8月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1557
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

分室不動産集中処理システム３
号機搬入作業費

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　　石川和雄
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年8月19日 999,358

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築
を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1558
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

美作支局不動産集中処理支援
契約

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　　石川和雄
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年11月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1559
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

備前支局不動産集中処理支援
契約

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　　石川和雄
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年11月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1560
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機賃貸借，プログラ
ム・プロダクト使用権許諾契約

支出負担行為担当官代理
　岡山地方法務局次長
　　植田和男
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 102,704,490

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1561
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機（複合処理システ
ム）賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　岡山地方法務局次長
　　植田和男
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 29,470,080

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1562
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機（不動産記入システ
ム）賃貸借及びソフトウエアに関
する契約

支出負担行為担当官代理
　岡山地方法務局次長
　　植田和男
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 3,569,832

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

214



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

1563
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機（複合処理システム
管理サーバ）賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　岡山地方法務局次長
　　植田和男
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 2,506,764

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1564
東芝ソリューション（株）中
国・四国支社
広島市中区鉄砲町７ー１８

記入装置稼動後支援契約

支出負担行為担当官代理
　岡山地方法務局次長
　　植田和男
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 1,134,870

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1565
東芝ソリューション（株）中
国・四国支社
広島市中区鉄砲町７ー１８

記入パッケージ購入契約

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　　石川和雄
（岡山市南方１－３－５８）

平成18年3月15日 3,365,744

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1566

財団法人日本システム開発
研究所
東京都新宿区富久町１６－
５

出張旅費システム２０００ＷＥＲ
版購入契約

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　　石川和雄
（岡山市南方１－３－５８）

平成18年2月28日 2,254,139

当局の仕様に合った当該ソフトを販売できる者が契約業
者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1567
富士通コワーコ（株）岡山支
店
岡山市磨屋町１０－１２

Ｆ６７６２ＮＬＰトナー２０ケースほ
か３点購入契約

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　　石川和雄
（岡山市南方１－３－５８）

平成18年3月31日 2,692,956

当該消耗品は純正部品でなければ機器本体に悪影響を
及ぼすため，純正部品を扱っている契約業者から随意
契約で購入したもの。
（会計法第２９条の３第４項　予決令第１０２条の４第１
項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
１個当たり
41,200円
ほか３件

1568
岡山瓦斯(株)
岡山市桜橋２－１－１

ガス供給契約一式

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局次長
植田和男
（岡山市南方1-3-58）

平成17年4月1日 2,441,869
ガス事業法の規定に基づくガス事業を経営する者が契
約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

1569
富士ゼロックス（株）岡山営
業所
岡山市今４丁目１４番５号

電子複写機保守契約
支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局次長　植田和男
（岡山県岡山市南方1-3-58）

平成17年4月1日 2,857,301

保守業務を安全・確実かつ迅速に遂行可能であるのは
契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
5.55円ほか

1570
岡山リコー（株）
岡山市新保６６６番地４

電子複写機保守契約
支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局次長　植田和男
（岡山県岡山市南方1-3-58）

平成17年4月1日 1,375,084

保守業務を安全・確実かつ迅速に遂行可能であるのは
契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.85円ほか

1571
（株）ハタ事務機
岡山市辰巳２８５番地の１

電子複写機保守契約
支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局次長　植田和男
（岡山県岡山市南方1-3-58）

平成17年4月1日 2,117,427

保守業務を安全・確実かつ迅速に遂行可能であるのは
契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.8円

1572
クラブン（株）
岡山県倉敷市笹沖４１０番
地の５

電子複写機保守契約
支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局次長　植田和男
（岡山県岡山市南方1-3-58）

平成17年4月1日 3,420,705

保守業務を安全・確実かつ迅速に遂行可能であるのは
契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
5.10円ほか

215



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

1573
オービックス（株）
岡山市新保１１９２－１１

電子複写機保守契約
支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局次長　植田和男
（岡山県岡山市南方1-3-58）

平成17年4月1日 1,361,921

保守業務を安全・確実かつ迅速に遂行可能であるのは
契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
5.5円

1574
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目4番1号

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約

支出負担行為担当官代理
鳥取地方法務局首席登記官　楫屋光
男
鳥取市東町２丁目３０２番地

平成17年4月1日 159,655,230

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1575
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目4番1号

電子計算機の賃貸借（不動産
登記複合処理システム）及びソ
フトウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
鳥取地方法務局首席登記官　楫屋光
男
鳥取市東町２丁目３０２番地

平成17年4月1日 12,428,850

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1576
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目4番1号

電子計算機の賃貸借（不動産
登記複合処理システム管理用
サーバ）及びソフトウェアの提供
に関する契約

支出負担行為担当官代理
鳥取地方法務局首席登記官　楫屋光
男
鳥取市東町２丁目３０２番地

平成17年4月1日 2,493,144

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1577
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目4番1号

電子計算機の賃貸借（不動産
登記記入処理システム）及びソ
フトウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
鳥取地方法務局首席登記官　楫屋光
男
鳥取市東町２丁目３０２番地

平成17年4月1日 1,506,960

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1578
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

バックアップセンター業務支援
作業契約

支出負担行為担当官代理
鳥取地方法務局首席登記官　楫屋光
男
鳥取市東町２丁目３０２番地

平成17年4月1日 3,756,816

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1579
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業契約一式

支出負担行為担当官代理
鳥取地方法務局首席登記官　楫屋光
男
鳥取市東町２丁目３０２番地

平成17年4月1日 1,330,539

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1580
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム稼働
後支援作業契約一式

支出負担行為担当官代理
鳥取地方法務局首席登記官　楫屋光
男
鳥取市東町２丁目３０２番地

平成17年4月1日 1,017,470

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1581
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業契約一式

支出負担行為担当官
鳥取地方法務局長　横山好信
鳥取市東町２丁目３０２番地

平成17年9月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1582
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援作業契約

支出負担行為担当官
鳥取地方法務局長　横山好信
鳥取市東町２丁目３０２番地

平成17年9月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1583
ヲサカ文具店
尾坂直樹
鳥取市栄町６５６

乾式電子複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
鳥取地方法務局首席登記官　楫屋光
男
鳥取市東町２丁目３０２番地

平成17年4月1日 1,777,971

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
3円80銭
ほか４件

1584

富士ゼロックス（株）山陰営
業所
松江市柚師町２－３８－３０
１

電子複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
鳥取地方法務局首席登記官　楫屋光
男
鳥取市東町２丁目３０２番地

平成17年4月1日 1,356,366

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
4円00銭
ほか５件

1585

キャノン販売（株）広島支店
広島市中区大手町３－７－
５

乾式複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
鳥取地方法務局首席登記官　楫屋光
男
鳥取市東町２丁目３０２番地

平成17年4月1日 1,292,397

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
5円00銭
ほか６件

1586
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム保守及び運
用支援契約

支出負担行為担当官代理
鳥取地方法務局首席登記官　楫屋光
男
鳥取市東町２丁目３０２番地

平成17年4月1日 1,220,715

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない
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1587

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－６

フレッツＡＤＳＬ利用契約

支出負担行為担当官代理
鳥取地方法務局首席登記官　楫屋光
男
（鳥取市東町２丁目３０２番地）

平成17年4月1日 1,074,144

利用形態から各業者のプランを検討した上で，適してい
ると考えられるプランを選定し，契約した業者の機器を利
用していることから，継続して契約しているもの。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

1588
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

松江地方法務局登記情報シス
テム用空調機賃貸借契約一式

支出負担行為担当官代理
松江地方法務局戸籍課長
   高  杉  伸  夫
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年4月1日 2,347,100

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1589
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

松江地方法務局登記情報シス
テム用無停電電源装置保守契
約一式

支出負担行為担当官代理
松江地方法務局戸籍課長
   高  杉  伸  夫
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年4月1日 1,365,000

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，保守業務を安全・確実か
つ迅速に遂行可能な者は契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1590
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム保守・運用支
援委託契約（本局・出雲支局
分）一式

支出負担行為担当官代理
松江地方法務局戸籍課長
   高  杉  伸  夫
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年4月1日 1,180,745

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1591
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
松江地方法務局戸籍課長
   高  杉  伸  夫
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年4月1日 233,515,590

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1592
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約（不
動産登記複合処理システム一
式）

支出負担行為担当官代理
松江地方法務局戸籍課長
   高  杉  伸  夫
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年4月1日 15,351,878

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1593
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約（不
動産登記記入処理システム一
式）

支出負担行為担当官代理
松江地方法務局戸籍課長
   高  杉  伸  夫
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年4月1日 2,538,900

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1594
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約（不
動産登記複合処理システム管
理用サーバ一式）

支出負担行為担当官代理
松江地方法務局戸籍課長
   高  杉  伸  夫
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年4月1日 2,502,216

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1595
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

バックアップセンター業務支援
作業請負委託契約一式

支出負担行為担当官代理
松江地方法務局戸籍課長
   高  杉  伸  夫
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1596
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記所システム稼動後支援作
業請負委託契約一式

支出負担行為担当官代理
松江地方法務局戸籍課長
   高  杉  伸  夫
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年4月1日 2,301,049

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1597
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム稼動
後支援作業請負委託契約一式

支出負担行為担当官代理
松江地方法務局戸籍課長
   高  杉  伸  夫
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年4月1日 1,017,470

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1598
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業（雲南支局）請負委託
契約一式

支出負担行為担当官
松江地方法務局長　小巻　泰
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年4月26日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1599
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業（本局）請負委託契約
一式

支出負担行為担当官
松江地方法務局長　小巻　泰
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年4月25日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1600
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入支
援作業（本局）請負委託契約一
式

支出負担行為担当官
松江地方法務局長　小巻　泰
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年4月25日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1601
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

松江地方法務局益田支局商業
集中処理システム導入支援作
業請負委託契約一式

支出負担行為担当官
松江地方法務局長　小巻　泰
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年6月30日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1602
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

松江地方法務局島前出張所商
業集中処理システム導入支援
作業請負委託契約一式

支出負担行為担当官
松江地方法務局長　小巻　泰
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年9月29日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1603
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

松江地方法務局浜田支局登記
所統廃合支援作業請負委託契
約一式

支出負担行為担当官
松江地方法務局長　小巻　泰
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年11月30日 1,643,607

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1604
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

松江地方法務局出雲支局不動
産集中処理システム導入支援
作業請負委託契約一式

支出負担行為担当官
松江地方法務局長　小巻　泰
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年12月27日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1605
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

松江地方法務局出雲支局商業
集中処理システム導入支援作
業請負委託契約一式

支出負担行為担当官
松江地方法務局長　小巻　泰
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年12月27日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1606
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

松江地方法務局登記所統廃合
支援作業（本局）請負契約一式

支出負担行為担当官
松江地方法務局長　小巻　泰
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年12月28日 2,739,345

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1607
（株）松文オフッテク
島根県松江市苧町６

松江地方法務局電子複写機保
守契約一式

支出負担行為担当官代理
松江地方法務局戸籍課長
　高杉伸夫
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年4月1日 4,725,305

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.20円
ほか10件

1608

東芝ソリューション（株）中
国・四国支社
広島県広島市中区鉄砲町７
－１８

物品（不動産記入用パッケージ
ソフト・商業記入用パッケージソ
フト）供給契約

支出負担行為担当官
松江地方法務局長　小巻　泰
（島根県松江市母衣町５０）

平成18年3月8日 1,785,330

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1609

財団法人九州電気保安協
会福岡支部
福岡市博多区美野島四丁
目１番７１号

自家用電気工作物の保安管理
業務　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 2,938,882

自家用電気工作物の保安管理業務を行える者が同協
会のみであったため。
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３
号）。

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1610
有田設備（株）
福岡市東区箱崎四丁目１１
番２１号

福岡法務合同庁舎トイレ配管等
改修工事　一式（平成１７年１２
月１日～平成１８年１月２０日）

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年11月28日 3,570,000
指名競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き指名競争入札を実
施

1611 粕屋町
福岡法務局粕屋出張所庁舎敷
地賃貸借契約　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 1,698,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1612
（株）九州ダイケン
福岡市博多区住吉二丁目２
番１号

福岡法務合同庁舎庁舎清掃業
務　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 3,528,000
一般競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き一般競争入札を実
施

1613
（株）九州ダイケン
福岡市博多区住吉二丁目２
番１号

福岡法務合同庁舎設備運転管
理業務委託契約　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 1,561,064

当該管理業務を適正かつ迅速に行うことができ，かつ，
必要な技術能力を有する者が契約業者のみであったた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

平成１７年度第２四半期から
競争入札（価格競争）を実施
している
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1614
（株）両備システムズ
岡山市豊成二丁目７番１６
号

地図等登録作業　一式
支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年12月21日 40,320,000
一般競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1615
キヤノン販売（株）
東京都港区港南二丁目１６
番６号

電子複写機保守契約　一式
支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 6,196,000

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.50円
ほか３件

1616
九州地建（株）
福岡市中央区笹丘一丁目９
番２９号

土地賃貸借契約　一式
支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 1,100,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1617
九州電力（株）
福岡市中央区渡辺通２丁目
１番８２号

電力供給契約　一式
支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 54,031,359

先行入札実施庁における実例から，相手方は，当庁施
設規模にあっては入札に応じる唯一の事業者であると判
断したため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

1618 個人情報につき非公表 建物賃貸借契約　一式
支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 1,565,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1619
西部瓦斯（株）
福岡市博多区千代１－１７
－１

都市ガス供給契約　一式
支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 9,329,391
ガス事業法の規定に基づき，当局にガスを供給可能な
唯一のガス事業者であるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

1620
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１丁目６
番６号

機械警備請負業務　一式
支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 3,091,910

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

1621
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１丁目６
番６号

機械警備請負業務　一式
支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年10月1日 2,666,160

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）
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1622 筑紫野市
福岡法務局筑紫支局庁舎敷地
賃貸借契約　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 2,510,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1623
とびうめ信用組合
福岡市博多区博多駅東１丁
目１０番１号

福岡法務局箱崎出張所庁舎敷
地賃貸借契約　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 1,147,440

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1624
日本エレベータ製造（株）
福岡市博多区博多駅東一
丁目１番３３号

福岡法務合同庁舎エレベータ保
守契約　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 1,764,000
一般競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き一般競争入札を実
施

1625
日本カルミック（株）
東京都千代田区九段南一
丁目５番１０号

便器の防臭・洗浄及び維持管
理　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 1,471,680

　契約業者は，水洗便所用尿しょう付着防止剤供給装置
のメーカーであり，同装置の尿しょう付着防止剤取替え
業務を行う者が契約業者１社であるため。（会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1626 福津市
福岡法務局福間出張所庁舎敷
地賃貸借契約　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 1,948,920

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1627
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂二丁目１７
番２２号

電子複写機保守契約　一式
支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 4,746,000

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.70円
ほか４件

1628
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

バックアップセンター業務支援
作業　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1629
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記所システム稼動後支援作
業　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 10,487,778

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1630
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム稼動
後支援作業委託契約　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 3,443,748

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1631
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約（八女）　一
式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1632
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記所統廃合支援作業委託契
約（八幡）　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 2,426,277

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1633
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約（柳川）　一
式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 1,408,806

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1634
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約（西新）　一
式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月8日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1635
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約（前原）　一
式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月8日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1636
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約（大牟田）　一
式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年5月18日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1637
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約（不動産）
一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年7月7日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1638
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約（法人）　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年7月7日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1639
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約（前原）　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年10月7日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1640
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業情報交換導入支援作業委
託契約（西新）　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年10月7日 1,017,471

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1641
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業情報交換導入支援作業委
託契約（箱崎）　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年10月7日 1,017,471

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1642
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約（久留米）
一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年12月2日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1643
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約（吉井）　一
式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年12月2日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1644
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約（久留米）　一
式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年12月2日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1645
リコー九州（株）
福岡市博多区東比恵３丁目
９番１５号

電子複写機保守契約　一式
支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 10,458,000

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.50円
ほか６件

1646

理想科学工業（株）理想福
岡支店
福岡市大名一丁目８番１０
号

カラー印刷機購入契約　一台
支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成18年3月16日 2,647,680
当局が定める条件の仕様を満たす唯一の物件であり，
相手方は製造元であるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1647
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻二丁
目７番３号

地図管理システム及び関連機
器の保守等に関する契約　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 3,623,852

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1648
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川二丁目２
０番１５号

準備書面作成支援システムに
係わる保守運用作業に関する
請負契約　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 2,456,055

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

1649
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川二丁目２
０番１５号

供託事務処理システムの保守
業務に関する請負契約　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 1,442,448

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

1650
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦一丁目１番
１号

登記所記入装置稼動後支援作
業　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 2,042,766

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1651
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦一丁目１番
１号

不動産登記記入パッケージソフ
ト供給契約　２８式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成18年3月10日 3,564,512

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1652
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦一丁目１番
１号

商業登記記入パッケージソフト
供給契約　２５式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成18年3月10日 2,872,025

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1653
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦一丁目１番
１号

記入用パッケージソフトインス
トール作業費　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成18年3月10日 1,189,647

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のものであり，同ソフト等をインストール可能な者は契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1654
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座五丁目２
番１号

ＢＣオンライン修正端末の賃貸
借契約　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 1,645,560

対象機器は，契約の相手方が独自に開発・構築したもの
を貸借等しているものであり，同機種等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1655
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 150,295,005

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1656
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

不動産登記複合処理システム
一式の提供に関する契約　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 60,688,404

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1657
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

不動産登記記入処理システム
一式の提供に関する契約　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 9,575,265

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1658
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

不動産登記複合処理システム
管理用サーバ一式の提供に関
する契約　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 2,647,992

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1659
日鐵リース（株）
東京都江東区亀戸一丁目５
番７号

準備書面作成支援システム装
置一式の賃貸借契約　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 4,174,608

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

1660

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）
東京都品川区南大井６丁目
２２番７号

無停電電源装置の賃貸借に関
する契約　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 1,349,460

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は同設備を
継続して賃貸可能な者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1661

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）
東京都品川区南大井６丁目
２２番７号

無停電電源装置の保守契約
一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 1,134,000

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，保守業務を安全・確実か
つ迅速に遂行可能な者は契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1662
富士電機総設(株）
東京都中央区八丁堀二丁
目２０番８号

電子計算機専用空調機の賃貸
借に関する契約　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 2,893,164

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1663
富士電機総設(株）
東京都中央区八丁堀二丁
目２０番８号

電子計算機専用空調機の保守
契約　一式

支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 1,842,726

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1664 福岡市水道局 水供給契約一式
支出負担行為担当官
福岡法務局長　山垣清正
（福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成17年4月1日 2,431,208
水道法第６条の規定に基づく水道事業を経営する者が
契約の相手方のみであるため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第１０２条の４第３号）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

1665
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約

支出負担行為担当官代理
佐賀地方法務局戸籍課長
都甲昇吾
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年4月1日 58,153,041

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1666
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
一式借料

支出負担行為担当官代理
佐賀地方法務局戸籍課長
　都甲昇吾
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年4月1日 14,601,828

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1667
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
管理用サーバー式借料

支出負担行為担当官代理
佐賀地方法務局戸籍課長
都甲昇吾
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年4月1日 2,479,536

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1668
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記記入処理システム
一式借料

支出負担行為担当官代理
佐賀地方法務局戸籍課長
都甲昇吾
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年4月1日 1,879,920

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1669
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

バックアップセンター業務支援

支出負担行為担当官代理
佐賀地方法務局戸籍課長
都甲昇吾
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1670
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記所システム稼働後支援

支出負担行為担当官代理
佐賀地方法務局戸籍課長
都甲昇吾
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年4月1日 3,130,680

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1671
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入支
援

支出負担行為担当官代理
佐賀地方法務局戸籍課長
都甲昇吾
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年4月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1672
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム稼動
後支援

支出負担行為担当官代理
佐賀地方法務局戸籍課長
都甲昇吾
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年4月1日 1,017,470

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1673
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入支
援

支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　西江　隆
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年4月28日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1674
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援

支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　西江　隆
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年8月1日 3,130,680

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1675
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入支
援

支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　西江　隆
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年9月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1676
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援

支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　西江　隆
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年12月28日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1677
佐賀リコー（株）
佐賀県佐賀市兵庫町瓦町
四本松１０８２

複写機保守

支出負担行為担当官代理
佐賀地方法務局戸籍課長
都甲昇吾
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年4月1日 4,400,000

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
5円05銭

1678
キヤノン販売（株）
東京都港区港南２－１６－６

複写機保守

支出負担行為担当官代理
佐賀地方法務局戸籍課長
都甲昇吾
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年4月1日 2,700,000

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
5円ほか

1679
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前１－５
－１

庁舎機械警備業務

支出負担行為担当官代理
佐賀地方法務局戸籍課長
都甲昇吾
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年4月1日 1,474,200

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）
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1680
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム保守及び運
用支援

支出負担行為担当官代理
佐賀地方法務局戸籍課長
都甲昇吾
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年4月1日 1,306,325

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1681
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂２－１７－２
２

複写機保守

支出負担行為担当官代理
佐賀地方法務局戸籍課長
都甲昇吾
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年4月1日 1,200,000

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
5円ほか

1682
佐賀綜合警備保障（株）
佐賀県佐賀市松原１－３－
５

供託金警備輸送
支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　西江　隆
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年4月1日 1,486,800

本件委託内容に基づく警備輸送（搬送）を適正に遂行で
きる者は契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

1683
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システムデータべース
合成作業

支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　西江　隆
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年7月1日 1,944,600

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1684
（株）両備システムズ
岡山市豊成２－７－１６

地図管理システム変更作業
支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　西江　隆
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成18年1月10日 1,050,000

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1685
佐賀ガス（株）
佐賀市兵庫町西渕１９９６

ガス供給契約

支出負担行為担当官代理
佐賀地方法務局戸籍課長
都甲昇吾
（佐賀県佐賀市城内２－１０－２０）

平成17年4月1日 2,151,384
ガス事業を経営する者が契約の相手方のみであるた
め。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

1686
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3丁
目4番1号（新国際ビル）

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約

支出負担行為担当官代理
長崎地方法務局総務課長　松澤徹
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 241,428,440

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1687
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3丁
目4番1号（新国際ビル）

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約（記
入処理システム一式）

支出負担行為担当官代理
長崎地方法務局総務課長　松澤徹
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 4,894,680

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1688
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3丁
目4番1号（新国際ビル）

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約（複
合処理システム一式）

支出負担行為担当官代理
長崎地方法務局総務課長　松澤徹
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 25,253,754

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1689
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3丁
目4番1号（新国際ビル）

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約（複
合処理システム管理用サーバ
一式）

支出負担行為担当官代理
長崎地方法務局総務課長　松澤徹
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 2,506,752

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1690
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

長崎地方法務局バックアップセ
ンターシステム技術者支援作業
請負契約

支出負担行為担当官代理
長崎地方法務局総務課長　松澤徹
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 3,756,816

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1691
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

長崎地方法務局バックアップセ
ンター外２庁システム技術者支
援作業（集中処理稼働後）請負
契約

支出負担行為担当官代理
長崎地方法務局総務課長　松澤徹
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1692
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

長崎地方法務局登記部門外３
庁システム技術者支援作業（シ
ステム稼働後）請負契約

支出負担行為担当官代理
長崎地方法務局総務課長　松澤徹
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 1,792,313

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1693
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

長崎地方法務局佐世保支局商
業集中処理システム導入支援
作業請負契約

支出負担行為担当官代理
長崎地方法務局総務課長　松澤徹
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1694
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

長崎地方法務局佐世保支局不
動産集中処理システム導入支
援作業請負契約

支出負担行為担当官代理
長崎地方法務局総務課長　松澤徹
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1695
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

長崎地方法務局有川出張所不
動産集中処理システム導入支
援作業請負契約

支出負担行為担当官代理
長崎地方法務局総務課長　松澤徹
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1696
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

長崎地方法務局五島支局不動
産集中処理システム導入支援
作業請負契約

支出負担行為担当官
長崎地方法務局長　樋口健児
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月28日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1697
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

長崎地方法務局諫早出張所不
動産集中処理システム導入支
援作業請負契約

支出負担行為担当官
長崎地方法務局長　樋口健児
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月28日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1698
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

長崎地方法務局平戸支局商業
集中処理システム導入支援作
業請負契約

支出負担行為担当官
長崎地方法務局長　樋口健児
（長崎市万才町８－１６）

平成17年6月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1699
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

長崎地方法務局大村支局不動
産集中処理システム導入支援
作業請負契約

支出負担行為担当官
長崎地方法務局長　樋口健児
（長崎市万才町８－１６）

平成17年6月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1700
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

長崎地方法務局有川出張所統
合支援作業請負契約

支出負担行為担当官
長崎地方法務局長　樋口健児
（長崎市万才町８－１６）

平成17年6月24日 2,191,476

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1701
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

長崎地方法務局登記部門商業
集中処理システム導入支援作
業請負契約

支出負担行為担当官
長崎地方法務局長　樋口健児
（長崎市万才町８－１６）

平成17年6月29日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1702
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

長崎地方法務局登記部門不動
産集中処理システム導入支援
作業請負契約

支出負担行為担当官
長崎地方法務局長　樋口健児
（長崎市万才町８－１６）

平成17年6月29日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1703
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

長崎地方法務局五島支局商業
集中処理システム導入支援作
業請負契約

支出負担行為担当官
長崎地方法務局長　樋口健児
（長崎市万才町８－１６）

平成17年8月31日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1704
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

長崎地方法務局大村支局統合
支援作業請負契約

支出負担行為担当官
長崎地方法務局長　樋口健児
（長崎市万才町８－１６）

平成17年10月31日 2,191,476

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1705
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

長崎地方法務局壱岐支局商業
集中処理システム導入支援作
業請負契約

支出負担行為担当官
長崎地方法務局長　樋口健児
（長崎市万才町８－１６）

平成17年11月22日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1706
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦1-1-1(東芝
ビルディング）

登記所記入システム稼働後支
援契約

支出負担行為担当官代理
長崎地方法務局総務課長　松澤徹
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 1,588,818

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1707
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２丁目
７－３

地図管理システム運用支援契
約

支出負担行為担当官代理
長崎地方法務局総務課長　松澤徹
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 1,642,280

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1708
能美防災（株）
東京都千代田区九段南4-
7-3

長崎地方法務局分室超高感度
煙センサー更新工事契約

支出負担行為担当官
長崎地方法務局長　樋口健児
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 2,354,100

登記情報システムにおける防災監視装置の煙センサの
交換を適正，経済的，効率的に実施できるのは，同業者
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（次回更新時から一般競争入
札を実施）

1709
（株）エビス堂
長崎市恵美須町６－１４

複写機保守契約
支出負担行為担当官代理
長崎地方法務局総務課長　松澤徹
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 5,974,955

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
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1710
富士ゼロックス長崎（株）
長崎市万才町3番5号朝日
生命長崎ビル

複写機保守契約
支出負担行為担当官代理
長崎地方法務局総務課長　松澤徹
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 1,607,031

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約

1711

（株）ゼンリン
福岡県北九州市小倉北区
室町1-1-1　リバーウォーク
北九州

ブルーマップ購入契約
支出負担行為担当官
長崎地方法務局長　樋口健児
（長崎市万才町８－１６）

平成18年3月1日 1,609,125
著作権のある刊行物であり契約業者のみが供給できる
ため。（会計法２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1712

財団法人長崎県総合保険セ
ンター
諫早市多良見町化屋９８６
－３

定期健康診断受診契約
支出負担行為担当官
長崎地方法務局長　樋口健児
（長崎市万才町８－１６）

平成17年5月1日 1,399,064
広域で人事院規則に定める検査を適正に行うことのでき
る唯一の業者であるため。（会計法２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1713
九州電力（株）
福岡県福岡市中央区渡辺
通２丁目１－82

電力供給契約
支出負担行為担当官代理
長崎地方法務局総務課長　松澤徹
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 26,109,336
必要な電力を安定して供給できる唯一の業者であるた
め。（会計法２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1714
西部ガス（株）
福岡市博多区千代１－１７
－１

都市ガス供給契約
支出負担行為担当官代理
長崎地方法務局総務課長　松澤徹
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 2,465,573
ガス事業法の規定に基づき，当局にガスを供給可能な
唯一のガス事業者であるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1715
長崎綜合警備（株）
長崎市旭町3-6

供託金警備搬送契約
支出負担行為担当官代理
長崎地方法務局総務課長　松澤徹
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 2,116,800

本件委託内容に基づく警備輸送（搬送）を適正に遂行で
きる者は契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1716
マツハヤ（株）
長崎市大黒町1-22 ガソリン供給契約

支出負担行為担当官代理
長崎地方法務局総務課長　松澤徹
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 1,740,549
離島を含めた全庁を対象に同一条件で供給できる唯一
の業者であるため。（会計法２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

1717
財団法人九州電気保安協
会

自家用電気工作物保安管理業
務請負契約

支出負担行為担当官代理
長崎地方法務局総務課長　松澤徹
（長崎市万才町８－１６）

平成17年4月1日 1,287,144
全施設に対して法定の検査を適正に行うことのできる唯
一の業者であるため。（会計法２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1718
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻二丁
目７番３号

地図管理システム保守・運用支
援作業

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局首席登記官
調所和敏
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年4月1日 1,376,030

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1719
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻二丁
目７番３号

地図管理システム登録作業請
負契約

支出負担行為担当官
大分地方法務局長　中村　司
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年12月22日 29,841,000
一般競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き一般競争入札を実
施
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1720
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂一丁目６
番６号

供託金輸送警備委託契約

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局首席登記官
調所和敏
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年4月1日 1,234,800

本件委託内容に基づく警備輸送（搬送）を適正に遂行で
きる者は契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1721
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権承諾
に関する契約

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局首席登記官
調所和敏
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年4月1日 77,145,231

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1722
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局首席登記官
調所和敏
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年4月1日 23,520,072

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1723
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局首席登記官
調所和敏
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年4月1日 4,664,520

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1724
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権承諾
に関する契約

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局首席登記官
調所和敏
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年4月1日 2,506,752

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1725
日比谷通商（株）九州支店
福岡市博多区博多駅東二
丁目５番１号

鶴崎出張所・ＢＣ空調設備機器
保守点検業務委託契約

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局首席登記官
調所和敏
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年4月1日 2,375,100

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムへの移
行が完了する平成２３年度以
降は競争入札(価格競争）に
移行

1726
富士通（株）
東京都港区東新橋一丁目５
番２号汐留シティーセンター

ＢＣ（バックアップセンター）運用
管理業務支援委託契約

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局首席登記官
調所和敏
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1727
富士通（株）
東京都港区東新橋一丁目５
番２号汐留シティーセンター

登記所システム稼動後支援作
業委託契約

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局首席登記官
調所和敏
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年4月1日 3,130,680

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1728
富士通（株）
東京都港区東新橋一丁目５
番２号汐留シティーセンター

不動産集中処理システム稼動
後支援作業委託契約

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局首席登記官
調所和敏
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年4月1日 2,504,544

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1729
富士通（株）
東京都港区東新橋一丁目５
番３号汐留シティーセンター

登記所システム稼動後支援作
業委託契約

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局首席登記官
調所和敏
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年4月1日 1,878,407

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1730
富士通（株）
東京都港区東新橋一丁目５
番３号汐留シティーセンター

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局首席登記官
調所和敏
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年4月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1731
富士通（株）
東京都港区東新橋一丁目５
番３号汐留シティーセンター

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局首席登記官
調所和敏
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年4月1日 1,487,073

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1732
富士通（株）
東京都港区東新橋一丁目５
番４号汐留シティーセンター

不動産集中処理システム稼動
後支援作業委託契約　(契約期
間　平成１７年４月１日～６月３０
日）

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局首席登記官
調所和敏
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年4月1日 1,330,539

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1733
富士通（株）
東京都港区東新橋一丁目５
番４号汐留シティーセンター

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約

支出負担行為担当官
大分地方法務局長　中村　司
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年8月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1734
富士通（株）
東京都港区東新橋一丁目５
番５号汐留シティーセンター

商業法人登記情報交換システ
ム導入ＳＥ支援作業委託契約

支出負担行為担当官
大分地方法務局長　中村　司
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年8月1日 1,487,073

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1735
富士通（株）
東京都港区東新橋一丁目５
番５号汐留シティーセンター

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約

支出負担行為担当官
大分地方法務局長　中村　司
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年9月30日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1736
富士通（株）
東京都港区東新橋一丁目５
番６号汐留シティーセンター

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約

支出負担行為担当官
大分地方法務局長　中村　司
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年9月30日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1737
富士通（株）
東京都港区東新橋一丁目５
番６号汐留シティーセンター

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約

支出負担行為担当官
大分地方法務局長　中村　司
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年12月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1738
富士通（株）
東京都港区東新橋一丁目５
番７号汐留シティーセンター

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約

支出負担行為担当官
大分地方法務局長　中村　司
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年12月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1739

三菱電機ビルテクノサービ
ス（株）九州支店
福岡市博多区住吉一丁目２
番２５号

三重合同庁舎冷凍空調機保守
点検に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局首席登記官
調所和敏
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年4月1日 1,638,000

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1740
大分瓦斯（株）
別府市北的が浜町５－２５

ガス供給契約
支出負担行為担当官
大分地方法務局長　中村　司
（大分市城崎町２－３－２１）

平成17年4月1日 3,380,746
ガス事業法の規定に基づくガス事業を経営する者が契
約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

1741
宮崎ガス（株）
宮崎市阿波岐原町野間３１
１－１

ガス供給契約一式(本局分)
支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長　平野英雄
（宮崎県宮崎市旭２丁目１番１８号）

平成17年4月1日 2,055,541
ガス事業法の規定に基づくガス事業を経営する者が契
約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

1742
宮崎総合警備（株）
宮崎県生目台西３丁目４－
２

供託金警備輸送契約
支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長　平野英雄
（宮崎県宮崎市旭２－１－１８）

平成17年4月1日 1,295,280

本件委託内容に基づく警備輸送（搬送）を適正に遂行で
きる者は契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1743

三精輸送機（株）九州営業
所
福岡市中央区天神１丁目１
４－１６

都城合同庁舎エレベータ保守委
託業務契約

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長　平野英雄
（宮崎県宮崎市旭２－１－１８）

平成17年4月1日 2,026,080

当該エレベーターの保守を適正かつ迅速に行うことがで
き，かつ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者
が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1744
能美防災（株）　九州支社
福岡市中央区薬院２丁目５
－７

バックアップセンター防災監視
装置改修工事

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長　平野英雄
（宮崎県宮崎市旭２－１－１８）

平成18年1月31日 2,354,100

バックアップセンターにおける防災監視装置の煙センサ
の交換を適正，経済的，効率的に実施できるのは，同業
者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（次回更新時から一般競争入
札を実施）

1745
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３丁
目４－１

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクト使用権許諾に
関する契約

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長　平野英雄
（宮崎県宮崎市旭２－１－１８）

平成17年4月1日 244,388,445

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1746
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３丁
目４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約（不
動産登記記入処理システム一
式）

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長　平野英雄
（宮崎県宮崎市旭２－１－１８）

平成17年4月1日 4,170,705

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1747
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３丁
目４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約（不
動産登記複合処理システム一
式）

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長　平野英雄
（宮崎県宮崎市旭２－１－１８）

平成17年4月1日 23,498,930

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1748
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３丁
目４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約（不
動産登記複合処理システム管
理用サーバー一式）

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長　平野英雄
（宮崎県宮崎市旭２－１－１８）

平成17年4月1日 2,506,752

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1749
富士通（株）
東京都港区東新橋１丁目５
－２

不動産集中処理システム稼動
後支援作業

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長　平野英雄
（宮崎県宮崎市旭２－１－１８）

平成17年4月1日 4,461,218

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1750
富士通（株）
東京都港区東新橋１丁目５
－２

バックアップセンター業務支援
作業

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長　平野英雄
（宮崎県宮崎市旭２－１－１８）

平成17年4月1日 3,756,816

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1751
富士通（株）
東京都港区東新橋１丁目５
－２

商業集中処理システム導入支
援作業（登記部門）

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長　平野英雄
（宮崎県宮崎市旭２－１－１８）

平成17年4月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1752
富士通（株）
東京都港区東新橋１丁目５
－２

商業集中処理システム導入支
援作業（高鍋出張所）

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長　平野英雄
（宮崎県宮崎市旭２－１－１８）

平成17年4月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1753
富士通（株）
東京都港区東新橋１丁目５
－２

商業集中処理システム導入支
援作業（小林出張所）

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長　平野英雄
（宮崎県宮崎市旭２－１－１８）

平成17年4月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1754
富士通（株）
東京都港区東新橋１丁目５
－２

不動産集中処理システム導入
支援作業（登記部門）

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長　平野英雄
（宮崎県宮崎市旭２－１－１８）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1755
東京都港区元赤坂１－６－
６
綜合警備保障（株）

庁舎機械警備（８庁）
支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年4月1日 5,050,080

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

1756
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供（不動産登記記入
処理システム一式）

支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年4月1日 4,713,660

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1757
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供（不動産登記複合
処理システム管理用サーバ一
式）

支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年4月1日 2,506,752

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1758
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供（不動産登記複合
処理システム一式）

支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年4月1日 29,795,916

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1759
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラムプロダクトの使用許諾

支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年4月1日 349,225,590

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1760

富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記所統廃合支援（天草）
支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年4月1日 2,426,277

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1761
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

ＢＣ業務支援
支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1762
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援（熊本南）

支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年4月1日 1,408,806

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1763
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援（御船）

支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年4月1日 1,408,806

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1764
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入支
援（人吉）

支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年4月28日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1765
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記所統廃合支援（宇土）
支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年5月30日 2,739,345

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1766
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム稼動
後支援（分室ほか）

支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年4月1日 1,017,470

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1767
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記所システム稼動後支援（山
鹿ほか）

支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年4月1日 7,670,166

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1768
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入支
援（登記）

支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年6月28日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1769
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援（登記）

支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年6月28日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1770
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援（大津）

支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年6月28日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1771
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援（天草）

支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年8月31日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1772
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入支
援（宇土）

支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年8月31日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1773
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記所統廃合支援（大津）
支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成18年1月4日 1,643,607

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1774

東芝ソリューション（株）九州
支社
福岡市中央区長浜２－４－
１

登記所記入装置稼動後支援
（山鹿ほか）

支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年4月1日 1,361,844

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1775

東芝ソリューション（株）九州
支社
福岡市中央区長浜２－４－
１

商業登記記入パッケージソフト
（１０個）

支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成18年2月27日 1,838,096

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1776

富士電機総設（株）九州支
社
福岡市博多区店屋町５－１
８

電子計算機専用空調機保守
支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年4月1日 1,319,850

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1777

富士電ネットワークソリュー
ションズ（株）
東京都品川区南大井６－２
２－７

電子計算機専用無停電電源装
置賃貸借

支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年4月1日 2,196,180

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は同設備を
継続して賃貸可能な者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1778
国土情報リース（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム保守及び運
用支援

支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年4月1日 1,229,832

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1779
国土情報リース（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム賃貸借
支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年4月1日 2,633,400

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1780
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１－６－
６

供託金警備輸送
支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年4月1日 2,116,800

本件委託内容に基づく警備輸送（搬送）を適正に遂行で
きる者は契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1781
（株）紙弘
熊本市世安町３７８－４

コピー用紙供給
支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成17年7月1日 2,682,156
一般競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き一般競争入札を実
施

1782
（有）せおす
熊本市津浦町３１－１　津浦
ビル

新旧地番・住居表示検索システ
ム開発

支出負担行為担当官
熊本地方法務局長　溝川健三
（熊本市大江３丁目１－５３）

平成18年1月10日 1,543,500
当該システムを迅速・確実に開発可能な者は契約の相
手方のみであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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1783
鹿児島綜合警備保障（株）
鹿児島市与次郎一丁目２番
１号

機械警備請負
支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局次長　山添導範
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年4月1日 2,520,000

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

1784
鹿児島綜合警備保障（株）
鹿児島市与次郎一丁目２番
１号

機械警備請負
支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局次長　山添導範
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年4月1日 3,150,000

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

1785
日本電子計算機（株）
東京都丸の内三丁目４番１
号

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラムプロダクトの使用権許諾
一式

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局次長　山添導範
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年4月1日 308,088,690

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1786
日本電子計算機（株）
東京都丸の内三丁目４番１
号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供契約　（登記複合
処理システム）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局次長　山添導範
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年4月1日 2,506,725

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1787
日本電子計算機（株）
東京都丸の内三丁目４番１
号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供契約（登記複合処
理システム）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局次長　山添導範
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年4月1日 29,635,614

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1788
日本電子計算機（株）
東京都丸の内三丁目４番１
号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供契約（登記記入処
理システム）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局次長　山添導範
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年4月1日 5,764,710

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1789
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

システムエンジニアリング支援
（登記所システム稼働後支援）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局次長　山添導範
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年4月1日 5,635,224

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1790
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

システムエンジニアリング支援
（不動産集中処理システム稼働
後支援）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局次長　山添導範
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年4月1日 2,504,544

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1791
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

システムエンジニアリング支援
（バックアップセンター業務支
援）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局次長　山添導範
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1792
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

システムエンジニアリング支援
（商業集中処理システム導入支
援）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局次長　山添導範
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年4月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1793
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

システムエンジニアリング支援
（商業集中処理システム導入支
援）

支出負担行為担当官
鹿児島地方法務局長　佐々木正光
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年5月30日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1794
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

システムエンジニアリング支援
（商業集中処理システム導入支
援）

支出負担行為担当官
鹿児島地方法務局長　佐々木正光
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年6月29日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1795
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

システムエンジニアリング支援
（商業集中処理システム導入支
援）

支出負担行為担当官
鹿児島地方法務局長　佐々木正光
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年6月28日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1796
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

システムエンジニアリング支援
（不動産集中処理システム導入
支援）

支出負担行為担当官
鹿児島地方法務局長　佐々木正光
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年6月28日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1797
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

システムエンジニアリング支援
（不動産集中処理システム導入
支援）

支出負担行為担当官
鹿児島地方法務局長　佐々木正光
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年11月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1798
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

システムエンジニアリング支援
（登記所統廃合支援）

支出負担行為担当官
鹿児島地方法務局長　佐々木正光
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年12月1日 2,817,612

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1799
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

システムエンジニアリング支援
（商業集中処理システム導入支
援）

支出負担行為担当官
鹿児島地方法務局長　佐々木正光
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年10月26日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1800
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

システムエンジニアリング支援
（不動産集中処理システム導入
支援）

支出負担行為担当官
鹿児島地方法務局長　佐々木正光
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成18年2月21日 1,800,141

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1801
日本空調サービス（株）
福岡市博多区堅粕３丁目１
４番７号

空気調和機器設備保守
（大隅合同庁舎）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局次長　山添導範
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年4月1日 1,995,000

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1802
（有）三栄ビルサービス
鹿児島県名瀬市春日町８番
２８号

庁舎清掃作業委託
（徳之島合同庁舎）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局次長　山添導範
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年4月1日 1,596,000

契約業者は当該業務の実績を有しており，当該作業を
適正，経済的，効率的に実施できるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1803
（株）中央開発
鹿児島県大島郡徳之島町
亀津７２５７番地

空気調和機器設備保守
（徳之島合同庁舎）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局次長　山添導範
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年4月1日 1,050,000

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1804
（株）ディー・エス・テック
福岡市博多区博多駅東二
丁目７番１７号

空気調和機器設備保守
（川内合同庁舎）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局次長　山添導範
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年4月1日 1,020,810

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1805
扶桑電通（株）九州支店
福岡市博多区博多駅前１－
１８－７

パーソナルコンピュータ賃貸借
支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局次長　山添導範
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年4月1日 1,396,395

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

1806
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２丁目
７番３号

地図管理システム運用支援及
び保守

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局次長　山添導範
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年4月1日 1,585,370

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1807
ヤマト運輸（株）
東京都中央区銀座２－１６
－１０

荷物運送請負契約
支出負担行為担当官
鹿児島地方法務局長　佐々木正光
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年4月3日 1,021,550

一律２５㎏以内であれば定額であることから書留や速達
などで郵送するよりもはるかに安く，また他の業者と比べ
ても特段に安いため，ヤマト運輸（株）と契約するのが有
利であったため。　（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
１個当たり
400円
ほか１件

1808
（株）はやま
鹿児島市西田２丁目２番１６
号

物品供給契約
（ストックフォーム用紙）

支出負担行為担当官
鹿児島地方法務局長　佐々木正光
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年5月20日 2,029,335
市場価格や他の業者と比べて安価であったため。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
１箱当たり
2,761円
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1809

富士通サポートアンドサービ
ス（株）
東京都港区芝公園４丁目１
番１４号

物品供給契約
（カートリッジテープ）

支出負担行為担当官
鹿児島地方法務局長　佐々木正光
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成17年4月20日 1,428,000
市場価格や他の業者と比べて安価であったため。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
１個当たり
1,680円

1810
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
那覇地方法務局総務課長　松崎義幸
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年4月1日 176,626,695

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1811
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
那覇地方法務局総務課長　松崎義幸
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年4月1日 22,345,450

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1812
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
那覇地方法務局総務課長　松崎義幸
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年4月1日 3,556,980

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1813
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
那覇地方法務局総務課長　松崎義幸
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年4月1日 2,390,171

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1814
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記所システム稼動後支援作
業委託契約

支出負担行為担当官代理
那覇地方法務局総務課長　松崎義幸
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年4月1日 3,287,214

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1815
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

バックアップセンター業務支援
作業委託契約

支出負担行為担当官代理
那覇地方法務局総務課長　松崎義幸
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1816
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム１号機
搬入作業委託契約

支出負担行為担当官
那覇地方法務局長　大唐正秀
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年4月4日 1,952,286

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築
を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1817
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記所統廃合支援作業委託契
約

支出負担行為担当官
那覇地方法務局長　大唐正秀
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年5月27日 2,817,612

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1818
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約

支出負担行為担当官
那覇地方法務局長　大唐正秀
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年12月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1819
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約

支出負担行為担当官
那覇地方法務局長　大唐正秀
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年12月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1820
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約

支出負担行為担当官
那覇地方法務局長　大唐正秀
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年12月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1821
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約

支出負担行為担当官
那覇地方法務局長　大唐正秀
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年6月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1822
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約

支出負担行為担当官
那覇地方法務局長　大唐正秀
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年6月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1823
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約

支出負担行為担当官
那覇地方法務局長　大唐正秀
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年6月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1824
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約

支出負担行為担当官代理
那覇地方法務局総務課長　松崎義幸
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1825
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約

支出負担行為担当官代理
那覇地方法務局総務課長　松崎義幸
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年4月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1826
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約

支出負担行為担当官
那覇地方法務局長　大唐正秀
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成18年1月31日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1827
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約

支出負担行為担当官
那覇地方法務局長　大唐正秀
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成18年1月31日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1828
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

電子計算機専用空調機賃貸借
契約

支出負担行為担当官代理
那覇地方法務局総務課長　松崎義幸
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年4月1日 1,888,788

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1829
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

電子計算機専用空調機賃貸借
契約

支出負担行為担当官代理
那覇地方法務局総務課長　松崎義幸
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年4月1日 2,295,055

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1830
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム一式保守及
び運用支援契約

支出負担行為担当官代理
那覇地方法務局総務課長　松崎義幸
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年4月1日 1,332,020

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1831
新日鉄ソリュ－ションズ（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

供託事務処理システム用機器
保守契約

支出負担行為担当官代理
那覇地方法務局総務課長　松崎義幸
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年4月1日 1,442,448

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

1832
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２－
１

ＢＣにおける登記情報システム
（ＢＣオンライン修正端末）の提
供に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
那覇地方法務局総務課長　松崎義幸
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年4月1日 1,438,920

対象機器は，契約の相手方が独自に開発・構築したもの
を貸借等しているものであり，同機種等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1833
（株）沖縄ダイケン
沖縄県那覇市松尾１－１０
－２４

総合管理業務委託契約
（名護地方合同庁舎）

支出負担行為担当官代理
那覇地方法務局総務課長　松崎義幸
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年4月1日 4,668,300
合庁近隣で唯一の総合管理業者であるため。（会計法
第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1834
沖縄綜合警備保障（株）
沖縄県宜野湾市大山７－１
１－１０

機械警備請負業務　一式
支出負担行為担当官代理
那覇地方法務局総務課長　松崎義幸
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年4月1日 1,430,709

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

1835
沖縄綜合警備保障（株）
沖縄県宜野湾市大山７－１
１－１０

警備輸送業務委託契約
（供託課）

支出負担行為担当官代理
那覇地方法務局総務課長　松崎義幸
（沖縄県那覇市樋川１－１５－１５）

平成17年4月1日 1,386,000

本件委託内容に基づく警備輸送（搬送）を適正に遂行で
きる者は契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1836
日鐵リース(株)
東京都江東区亀戸一丁目５
番７号

準備書面作成支援システム賃
貸借契約一式

支出負担行為担当官代理
仙台法務局総務管理官　八木俊己
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月1日 2,300,376

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

1837
新日鉄ソリューションズ(株)
東京都中央区新川二丁目２
０番１５号

準備書面作成支援システム保
守運用作業請負契約一式

支出負担行為担当官代理
仙台法務局総務管理官　八木俊己
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月1日 2,133,600

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

1838
国土情報リース(株)
東京都世田谷区池尻二丁
目７番３号

地図管理システム賃貸借契約
一式

支出負担行為担当官代理
仙台法務局総務管理官　八木俊己
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月1日 2,633,400

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1839
国土情報開発(株)
東京都世田谷区池尻二丁
目７番３号

地図管理システム保守・運用支
援委託契約一式

支出負担行為担当官代理
仙台法務局総務管理官　八木俊己
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月1日 1,210,590

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1840

富士通ネットワークソリュー
ションズ(株)
東京都品川区南大井六丁
目２２番７号

無停電電源装置賃貸借契約一
式

支出負担行為担当官代理
仙台法務局総務管理官　八木俊己
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月1日 899,640

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は同設備を
継続して賃貸可能な者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1841
富士電機総設(株)東北支社
宮城県仙台市青葉区一番
町一丁目３番１号

登記所分電子計算機専用空調
機賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
仙台法務局総務管理官　八木俊己
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月1日 1,202,628

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1842
富士電機総設(株)東北支社
宮城県仙台市青葉区一番
町一丁目３番１号

登記所分電子計算機専用空調
機保守契約一式

支出負担行為担当官代理
仙台法務局総務管理官　八木俊己
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月1日 1,307,250

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1843

東芝ソリューション(株)東北
支社
宮城県仙台市青葉区本町
二丁目１番２９号

登記所記入装置稼働後支援契
約一式

支出負担行為担当官代理
仙台法務局総務管理官　八木俊己
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月1日 1,134,870

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1844

財団法人東北電気保安協
会宮城事業本部
宮城県仙台市太白区泉崎
一丁目１４番１号

自家用電気工作物保安管理業
務委託契約一式

支出負担行為担当官代理
仙台法務局総務管理官　八木俊己
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月1日 1,824,441

自家用電気工作物の保安管理業務を行える者が同協
会のみであったため。
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３
号）。

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1845

リコー東北(株)宮城事業本
部
仙台市青葉区五橋一丁目５
番３号

局内ネットワークシステム保守
契約一式

支出負担行為担当官代理
仙台法務局総務管理官　八木俊己
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月1日 1,999,935

当該システムは，契約業者が独自に開発構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため，随意契約としたもの。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

1846
能美防災(株)東北支社
宮城県仙台市青葉区本町
一丁目２番２０号

超高感度煙センサ更新契約一
式

支出負担行為担当官
仙台法務局長　中村巽
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成18年2月20日 2,354,100

バックアップセンターにおける防災監視装置の煙センサ
の交換を適正，経済的，効率的に実施できるのは，同業
者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（次回更新時から一般競争入
札を実施）

1847
富士通(株)
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記所システム稼働後支援契
約一式

支出負担行為担当官代理
仙台法務局総務管理官　八木俊己
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月1日 5,635,224

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1848
富士通(株)
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

バックアップセンター業務支援
作業契約一式

支出負担行為担当官代理
仙台法務局総務管理官　八木俊己
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月1日 3,756,816

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1849
富士通(株)
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム稼働
後支援契約一式

支出負担行為担当官代理
仙台法務局総務管理官　八木俊己
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月1日 3,443,748

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1850
富士通(株)
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援契約一式

支出負担行為担当官代理
仙台法務局総務管理官　八木俊己
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1851
富士通(株)
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

不動産集中処理システム導入
支援契約一式

支出負担行為担当官代理
仙台法務局総務管理官　八木俊己
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1852
富士通(株)
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援契約一式

支出負担行為担当官
仙台法務局長　中村巽
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月26日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1853
富士通(株)
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記所管轄転属支援作業契約
一式

支出負担行為担当官
仙台法務局長　中村巽
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年5月11日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，管轄
転属に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を
行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1854
富士通(株)
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援契約一式

支出負担行為担当官
仙台法務局長　中村巽
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年7月28日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1855
富士通(株)
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

登記所統合支援作業契約一式
支出負担行為担当官
仙台法務局長　中村巽
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年9月12日 2,191,476

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1856
富士通(株)
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

商業集中処理システム導入支
援契約一式

支出負担行為担当官
仙台法務局長　中村巽
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年12月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1857
日本電子計算機(株)
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機等賃貸借契約一式
支出負担行為担当官代理
仙台法務局総務管理官　八木俊己
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月1日 95,656,260

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1858
日本電子計算機(株)
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

不動産登記複合処理システム
賃貸借契約一式

支出負担行為担当官代理
仙台法務局総務管理官　八木俊己
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月1日 36,649,563

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1859
日本電子計算機(株)
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

不動産登記記入処理システム
賃貸借契約一式

支出負担行為担当官代理
仙台法務局総務管理官　八木俊己
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月1日 5,179,692

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1860
日本電子計算機(株)
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

不動産登記複合処理システム
管理用サーバ賃貸借契約一式

支出負担行為担当官代理
仙台法務局総務管理官　八木俊己
（仙台市青葉区春日町７－２５）

平成17年4月1日 2,506,764

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1861
財団法人東北電気保安協
会福島事業本部
福島市置賜町1-29

自家用電気工作物保安業務委
託契約

支出負担行為担当官代理
福島地方法務局
戸籍課長　吉川謙次
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年4月1日 1,307,988

自家用電気工作物の保安管理業務を行える者が同協
会のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1862

富士電機総設（株）東北支
社
宮城県仙台市青葉区一番
町一丁目3-1

電子計算機専用空調機賃貸借
契約

支出負担行為担当官代理
福島地方法務局
戸籍課長　吉川謙次
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年4月1日 2,397,299

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1863
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻2-7-3

地図管理システム保守・運用支
援契約（本局登記部門・白河支
局）

支出負担行為担当官代理
福島地方法務局
戸籍課長　吉川謙次
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年4月1日 1,234,200

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1864
福島綜合警備保障（株）
福島県郡山市喜久田町字
松ケ作16-98

単独庁機械警備委託契約

支出負担行為担当官代理
福島地方法務局
戸籍課長　吉川謙次
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年4月1日 5,680,080

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

1865
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

電子計算機賃貸借及びプログ
ラム・プロダクト使用許諾に関す
る契約

支出負担行為担当官代理
福島地方法務局
戸籍課長　吉川謙次
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年4月1日 30,334,815

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1866
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

不動産登記複合処理システム
一式の使用許諾に関する契約

支出負担行為担当官代理
福島地方法務局
戸籍課長　吉川謙次
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年4月1日 24,962,325

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1867
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

不動産登記記入処理システム
一式の使用許諾に関する契約

支出負担行為担当官代理
福島地方法務局
戸籍課長　吉川謙次
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年4月1日 5,212,620

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1868
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

電子計算機賃貸借及びプログ
ラム・プロダクト使用許諾に関す
る契約

支出負担行為担当官
福島地方法務局長　山口仁士
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年7月1日 8,380,575

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1869
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

電子計算機賃貸借及びプログ
ラム・プロダクト使用許諾に関す
る契約

支出負担行為担当官
福島地方法務局長　山口仁士
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年9月28日 5,095,440

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1870
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

電子計算機賃貸借及びプログ
ラム・プロダクト使用許諾に関す
る契約

支出負担行為担当官
福島地方法務局長　山口仁士
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年12月28日 4,074,945

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1871
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

バックアップセンター業務支援
作業委託契約

支出負担行為担当官代理
福島地方法務局
戸籍課長　吉川謙次
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1872
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約

支出負担行為担当官代理
福島地方法務局
戸籍課長　吉川謙次
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1873
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約

支出負担行為担当官代理
福島地方法務局
戸籍課長　吉川謙次
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年4月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1874
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

不動産集中処理システム稼働
後支援作業委託契約

支出負担行為担当官代理
福島地方法務局
戸籍課長　吉川謙次
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年4月1日 1,487,072

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1875
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

登記所システム稼動後支援作
業委託契約

支出負担行為担当官代理
福島地方法務局
戸籍課長　吉川謙次
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年4月1日 4,696,020

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1876
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

商業集中処理システム導入支
援委託契約（相馬支局）

支出負担行為担当官
福島地方法務局長　山口仁士
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年6月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1877
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約（いわき支
局）

支出負担行為担当官
福島地方法務局長　山口仁士
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年9月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1878
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約（いわき支局）

支出負担行為担当官
福島地方法務局長　山口仁士
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年9月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1879
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約（富岡出張
所）

支出負担行為担当官
福島地方法務局長　山口仁士
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年9月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1880
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

商業集中処理システム導入支
援作業委託契約（田島出張所）

支出負担行為担当官
福島地方法務局長　山口仁士
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年10月21日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1881
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

不動産集中処理システム導入
支援作業委託契約（相馬支局）

支出負担行為担当官
福島地方法務局長　山口仁士
（福島県福島市霞町１－４６）

平成17年11月1日 4,852,554

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1882
（株）エービーエム
山形県米沢市窪田町窪田５
８４－２

米沢地方合同庁舎機械設備保
守管理委託業務

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 3,402,000

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

同種の案件がある場合に
は，競争入札を実施（１９年
度以降）

1883
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻2-7-3

地図管理システム保守契約（本
局登記部門及び寒河江支局）

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 1,237,272

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1884
財団法人全日本労働福祉
協会東北支部
山形県山形市西崎４９－６

健康診断及びＶＤＴ検診委託契
約

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年6月1日 1,777,177
当方が提示する検査項目を巡回により実施できる検査
機関は，相手方のみであったため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
1人当たり
6,825円

1885

財団法人東北電気保安協
会山形事業本部
山形県山形市飯塚町字日
森岡１３５番１４

自家用電気工作物保安業務委
託契約

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 1,054,548

自家用電気工作物の保安管理業務を行える者が同協
会のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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1886

セコム（株）
東京都渋谷区神宮前１－５
－１

単独庁機械警備委託契約
支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 4,224,780

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

1887
太平ビルサービス（株）
東京都新宿区西新宿６－２
２－１

山形地方合同庁舎機械設備保
守管理委託業務

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 5,456,115

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1888
太平ビルサービス（株）
東京都新宿区西新宿６－２
２－１

鶴岡合同庁舎機械設備保守管
理委託業務

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 3,667,476

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1889
東芝ソリューション（株）東北
支社
仙台市青葉区本町2-1-29

登記記入用ワープロ保守契約
支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 1,209,600

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1890
東芝ソリューション（株）東北
支社
仙台市青葉区本町2-1-29

登記情報システム用記入ソフト
購入契約

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成18年3月8日 1,797,753

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1891
東北電力（株）
宮城県仙台市青葉区本町１
－７－１

電力需給契約（山形地方合同
庁舎）

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 7,712,808
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1892
東北電力（株）
宮城県仙台市青葉区本町１
－７－１

電力需給契約（鶴岡合同庁舎）
支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 5,068,376
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1893
東北電力（株）
宮城県仙台市青葉区本町１
－７－１

電力需給契約（山形地方法務
局分室）

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 4,544,673
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1894
東北電力（株）
宮城県仙台市青葉区本町１
－７－１

電力需給契約（山形地方法務
局新庄支局）

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 2,426,651
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1895
東北電力（株）
宮城県仙台市青葉区本町１
－７－１

電力需給契約（山形地方法務
局米沢支局）

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 1,928,584
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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1896
東北電力（株）
宮城県仙台市青葉区本町１
－７－１

電力需給契約（山形地方法務
局酒田支局）

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 1,612,837
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1897
日本通運（株）
東京都港区東新橋一丁目９
番３号

山形地方法務局米沢支局移
転・川西出張所・南陽出張所統
合に伴う物品運送契約

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年5月18日 2,048,967

過去10年間支局の新営移転及び２出張所の統合を同時
期に行った事案は，隣接法務局も含め，契約業者が昨
年担当した１例しかなく，大量の備品・帳簿書類を安全・
適正・迅速に運搬するノウハウを有しているのは，同社
のみであったため（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1898

日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機等賃貸借契約
支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 58,311,750

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1899

日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
の使用権許諾に関する契約一
式

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 17,708,974

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1900

日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記記入処理システム
の使用権許諾に関する契約一
式

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 3,680,460

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1901

日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

管理用サーバ賃貸借契約
支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 2,390,171

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1902

富士ゼロックス（株）山形営
業所
山形県山形市十日町２－４
－１９

電子複写機保守契約
支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 2,249,604

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
4.4円ほか

1903
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

分室業務支援作業請負契約
支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1904
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

寒河江支局不動産集中処理シ
ステム導入支援作業請負契約

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1905
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム１号機
搬入作業等請負契約

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 1,952,286

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築
を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1906
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記所システム稼働後支援作
業請負契約

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 3,287,214

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1907
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業請負契約（村山出張
所）

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1908
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業請負契約（新庄支局）

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年10月26日 3,130,680

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1909
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

新庄支局商業集中処理システ
ム導入支援作業請負契約

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成18年1月4日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1910
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

電子計算機（登記所システム）
用空調機賃貸借契約

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 1,779,178

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1911
山形リコー（株）
山形県山形市流通センター
１－４－１

電子複写機保守契約
支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年4月1日 8,062,797

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
1枚当たり
4.5円ほか

1912
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業請負契約（鶴岡）

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年5月27日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1913
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入支
援作業請負契約（鶴岡）

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年5月27日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1914
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入支
援作業請負契約（村山）

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年7月28日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

267



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

1915
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入支
援作業請負契約（本局登記部
門）

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年8月29日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1916
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業請負契約（本局登記
部門）

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　生田目克彦
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成17年8月29日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1917
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約

支出負担行為担当官代理
盛岡地方法務局総務課長
　藤谷幸雄
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年4月1日 33,472,320

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1918
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
一式賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
盛岡地方法務局総務課長
　藤谷幸雄
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年4月1日 18,695,324

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1919
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

バックアップセンター業務支援
契約

支出負担行為担当官代理
盛岡地方法務局総務課長
　藤谷幸雄
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1920
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記記入処理システム
一式賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
盛岡地方法務局総務課長
　藤谷幸雄
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年4月1日 3,479,175

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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1921
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記所システム稼動後支援契
約

支出負担行為担当官代理
盛岡地方法務局総務課長
　藤谷幸雄
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年4月1日 2,942,838

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1922

富士電機総設（株）東北支
社
仙台市青葉区一番町１－３
－１

登記所システム用空調機賃貸
借契約

支出負担行為担当官代理
盛岡地方法務局総務課長
　藤谷幸雄
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年4月1日 2,464,113

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1923
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム保守運用支
援契約

支出負担行為担当官代理
盛岡地方法務局総務課長
　藤谷幸雄
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年4月1日 1,497,542

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1924
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２－
１

ＢＣオンライン修正端末一式賃
貸借契約

支出負担行為担当官代理
盛岡地方法務局総務課長
　藤谷幸雄
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年4月1日 1,438,920

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1925
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

大船渡出張所商業集中処理シ
ステム導入支援契約

支出負担行為担当官代理
盛岡地方法務局総務課長
　藤谷幸雄
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1926
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム稼動
後支援契約

支出負担行為担当官代理
盛岡地方法務局総務課長
　藤谷幸雄
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年4月1日 1,017,470

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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1927
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

水沢支局不動産集中処理シス
テム導入支援契約

支出負担行為担当官
盛岡地方法務局長　佐河昭夫
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年4月28日 4,852,554

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1928
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記部門不動産集中処理シス
テム導入支援契約

支出負担行為担当官
盛岡地方法務局長　佐河昭夫
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年4月28日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1929
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記部門商業集中処理システ
ム導入支援契約

支出負担行為担当官
盛岡地方法務局長　佐河昭夫
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年4月28日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1930
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

遠野支局商業集中処理システ
ム導入支援契約

支出負担行為担当官
盛岡地方法務局長　佐河昭夫
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年7月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1931
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

北上出張所不動産集中処理シ
ステム導入支援契約

支出負担行為担当官
盛岡地方法務局長　佐河昭夫
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年7月15日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1932
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

一関支局不動産集中処理シス
テム導入支援契約

支出負担行為担当官
盛岡地方法務局長　佐河昭夫
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年7月15日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1933
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

久慈出張所商業集中処理シス
テム導入支援契約

支出負担行為担当官
盛岡地方法務局長　佐河昭夫
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年9月30日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1934
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記部門登記所統廃合支援契
約

支出負担行為担当官
盛岡地方法務局長　佐河昭夫
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年11月1日 2,739,345

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1935
（株）盛岡地域交流センター
岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１

仮バックアップセンター建物賃
貸借契約

支出負担行為担当官代理
盛岡地方法務局総務課長
　藤谷幸雄
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年4月1日 29,434,164

契約の目的物件が，バックアップセンターの施設として
諸要件を満たす物件であり，他に代替を求めることがで
きないため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1936
朝日不動産管理（株）
東京都杉並区和泉１－２２
－１９

登記部門建物賃貸借契約
支出負担行為担当官
盛岡地方法務局長　佐河昭夫
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成17年7月1日 29,016,570

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1937
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム保守運用支
援委託契約

支出負担行為担当官代理
秋田地方法務局次長　大原哲三
（秋田市山王７－１－３）

平成17年4月1日 1,334,990

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない
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1938
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図等登録作業一式
支出負担行為担当官
秋田地方法務局長　鈴木眞一
（秋田市山王７－１－３）

平成17年12月9日 8,610,000
一般競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1939
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約

支出負担行為担当官代理
秋田地方法務局次長　大原哲三
（秋田市山王７－１－３）

平成17年4月1日 68,602,905

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1940
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
秋田地方法務局次長　大原哲三
（秋田市山王７－１－３）

平成17年4月1日 16,334,232

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1941
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
秋田地方法務局次長　大原哲三
（秋田市山王７－１－３）

平成17年4月1日 3,349,080

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1942
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
秋田地方法務局次長　大原哲三
（秋田市山王７－１－３）

平成17年4月1日 2,479,548

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1943
太平ビルサービス（株）
秋田市中通４－２－７

秋田合同庁舎　電気機械設備
保守管理業務契約

支出負担行為担当官代理
秋田地方法務局次長　大原哲三
（秋田市山王７－１－３）

平成17年4月1日 3,628,800

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

1944
（株）興盛工業所秋田支店
秋田市山王中島町４－７

秋田合同庁舎　冷温水発生機
及び真空式温水機保守点検業
務契約

支出負担行為担当官代理
秋田地方法務局次長　大原哲三
（秋田市山王７－１－３）

平成17年4月1日 1,879,500

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

1945
フジテック（株）東北支社
仙台市青葉区一番町２－７
－１７

秋田合同庁舎　エレベータ保守
管理業務契約

支出負担行為担当官代理
秋田地方法務局次長　大原哲三
（秋田市山王７－１－３）

平成17年4月1日 1,675,800

当該エレベーターの保守を適正かつ迅速に行うことがで
き，かつ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者
が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）
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1946
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

バックアップセンター業務支援
契約

支出負担行為担当官代理
秋田地方法務局次長　大原哲三
（秋田市山王７－１－３）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1947
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記所システム稼動後支援契
約

支出負担行為担当官代理
秋田地方法務局次長　大原哲三
（秋田市山王７－１－３）

平成17年4月1日 3,130,680

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1948
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム稼動
後支援契約

支出負担行為担当官代理
秋田地方法務局次長　大原哲三
（秋田市山王７－１－３）

平成17年4月1日 1,017,470

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1949
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援契約

支出負担行為担当官
秋田地方法務局長　鈴木眞一
（秋田市山王７－１－３）

平成17年4月25日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1950
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記所統廃合支援作業
支出負担行為担当官
秋田地方法務局長　鈴木眞一
（秋田市山王７－１－３）

平成17年5月31日 2,817,612

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
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属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
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随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

1951
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

大館支局　不動産集中処理シ
ステム導入支援作業

支出負担行為担当官
秋田地方法務局長　鈴木眞一
（秋田市山王７－１－３）

平成17年6月30日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1952
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

横手支局　商業集中処理システ
ム導入支援作業

支出負担行為担当官
秋田地方法務局長　鈴木眞一
（秋田市山王７－１－３）

平成17年9月30日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1953
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記　不動産集中処理システム
導入支援作業

支出負担行為担当官
秋田地方法務局長　鈴木眞一
（秋田市山王７－１－３）

平成17年12月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1954
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

角館　不動産集中処理システム
導入支援作業

支出負担行為担当官
秋田地方法務局長　鈴木眞一
（秋田市山王７－１－３）

平成17年12月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1955
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記　商業集中処理システム導
入支援作業

支出負担行為担当官
秋田地方法務局長　鈴木眞一
（秋田市山王７－１－３）

平成17年12月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1956

富士電機総設（株）東北支
社
仙台市青葉区一番町１－３
－１

電子計算機専用空調機賃貸借
契約

支出負担行為担当官代理
秋田地方法務局次長　大原哲三
（秋田市山王７－１－３）

平成17年4月1日 1,681,554

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1957

富士電機総設（株）東北支
社
仙台市青葉区一番町１－３
－１

電子計算機用空調機保守契約
支出負担行為担当官代理
秋田地方法務局次長　大原哲三
（秋田市山王７－１－３）

平成17年4月1日 1,058,400

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1958
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２－
１

登記情報システム一式賃貸借
契約

支出負担行為担当官代理
秋田地方法務局次長　大原哲三
（秋田市山王７－１－３）

平成17年4月1日 1,483,020

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1959
大館桂工業（株）
秋田県大館市御成町３－７
－１７

秋田地方法務局大館支局
冷温水発生機保守点検業務契
約

支出負担行為担当官代理
秋田地方法務局次長　大原哲三
（秋田市山王７－１－３）

平成17年4月1日 1,155,000

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1960 由利本荘市ガス水道局 ガス供給契約一式
支出負担行為担当官代理
秋田地方法務局次長　大原哲三
（秋田市山王７－１－３）

平成17年4月1日 1,952,143
ガス事業法第３条の規定に基づく一般ガス事業を経営す
る者が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

1961
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

バックアップセンター業務支援
作業委託契約一式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1962
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

八戸支局不動産集中処理シス
テム導入支援作業委託契約一
式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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1963
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記所システム稼動後支援作
業委託契約一式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年4月1日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1964
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

十和田支局不動産集中処理シ
ステム導入支援作業委託契約
一式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年4月1日 1,408,806

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1965
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記部門不動産集中処理シス
テム導入支援作業委託契約一
式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年8月8日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1966
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

五所川原支局不動産集中処理
システム導入支援作業委託契
約一式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年8月8日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1967
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記部門商業集中処理システ
ム導入支援作業委託契約一式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年8月8日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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点検結果 講ずる措置 備考

1968
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

むつ支局商業集中処理システ
ム導入支援作業委託契約一式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年9月7日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1969
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

五所川原支局登記所統廃合支
援作業委託契約一式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年11月11日 2,739,345

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1970
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約一式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年4月1日 210,786,975

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1971
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
一式賃貸借契約一式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年4月1日 17,256,527

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1972
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記記入処理システム
一式賃貸借契約一式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年4月1日 2,790,165

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1973
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理ｼｽﾃﾑ管
理用ｻｰﾊﾞｰ一式賃貸借契約一
式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年4月1日 2,502,228

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1974
青森県住宅供給公社
青森市新町２－４－１

弘前支局庁舎敷地土地賃貸借
契約一式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年4月1日 10,359,468

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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1975 五所川原市
五所川原支局新営地土地賃貸
借契約一式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年4月1日 3,217,608

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1976
東芝ｿﾘｭｰｼｮﾝ（株）東北支社
仙台市青葉区本町2-1-29

不動産登記記入用ﾜｰﾌﾟﾛ保守
作業委託契約一式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年4月1日 1,108,800

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1977
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻2-7-3

登記部門・弘前支局地図管理ｼ
ｽﾃﾑ保守及び運用支援作業委
託契約一式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年4月1日 1,107,725

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

1978
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀2-20-
8

電子計算機専用（登記所ｼｽﾃﾑ
用）空調機賃貸借契約一式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年4月1日 836,640

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1979
東北電力（株）
仙台市青葉区本町1-7-1

八戸合同庁舎の電力需給契約
支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年4月1日 2,966,062
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

1980
東北電力（株）
仙台市青葉区本町1-7-1

弘前支局の電力需給契約
支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年4月1日 2,903,299
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

1981
東北電力（株）
仙台市青葉区本町1-7-1

五所川原支局の電力需給契約
支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年4月1日 1,638,618
電力を安定的かつ継続的に供給できる業のは契約業者
以外にないと判断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1982
弘前ガス（株）
青森県弘前市大字松ヶ枝１
－２－１

弘前支局の都市ガス受給契約
支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年4月1日 2,200,670
ガス事業法の規定に基づき，当局にガスを供給可能な
唯一のガス事業者であるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

1983
青森県石油商業協同組合
青森市柳川１－４－１

自動車用揮発油継続的売買契
約一式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成17年4月1日 2,135,700
「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する
法律」に基づく，協同組合の保護育成のため。
（会計法第２９条の３第５項，予決令９９条第１８号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
１Ｌ当たり
１１３円

1984
日本通運（株）
東京都港区東新橋1-9-3

五所川原支局庁舎移転による
物品運送作業委託契約一式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成18年1月10日 1,588,702

登記簿等の重要書類の運搬作業を適正かつ迅速に行う
ことができ，かつ，必要な技術能力等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

278



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

1985
日本通運（株）
東京都港区東新橋1-9-3

五所川原支局登記所統合によ
る物品運送作業委託契約一式

支出負担行為担当官
青森地方法務局長　福田庄一
（青森市長島１－３－５）

平成18年1月10日 1,255,484

登記簿等の重要書類の運搬作業を適正かつ迅速に行う
ことができ，かつ，必要な技術能力等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1986
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３丁
目４－１

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 102,489,660

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1987
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３丁
目４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約一式
＜不動産登記複合処理システ
ム＞

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 46,520,484

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1988
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３丁
目４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約一式
＜不動産登記記入処理システ
ム＞

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 5,856,732

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1989
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３丁
目４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約一式
＜不動産登記複合処理システ
ム管理サーバ＞

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 2,506,752

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

1990
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式
＜登記所システム稼働後支援
作業＞

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 7,826,700

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1991
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式
＜バックアップセンター業務支
援作業＞

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 3,756,816

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所
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点検結果 講ずる措置 備考

1992
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式
＜不動産集中処理システム稼
働後支援作業＞
（ＢＣ　ほか４庁）

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

1993
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式
＜不動産集中処理システム導
入支援作業＞
（北出張所）

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 1,408,806

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1994
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式
＜不動産集中処理システム導
入支援作業＞
（白石出張所）

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1995
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式
＜不動産集中処理システム導
入支援作業＞
（江別出張所）

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1996
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式
＜不動産集中処理システム導
入支援作業＞
（恵庭出張所）

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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契約の相手方の商号又は
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点検結果 講ずる措置 備考

1997
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式
＜商業集中処理システム導入
支援作業＞
（北出張所）

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐々木暁
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年5月30日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1998
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式
＜不動産集中処理システム導
入支援作業＞
（苫小牧支局）

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐々木暁
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年7月29日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

1999
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式
＜不動産集中処理システム導
入支援作業＞
（日高支局）

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐々木暁
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年7月29日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2000
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式
＜商業集中処理システム導入
支援作業＞
（苫小牧支局）

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐々木暁
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年7月29日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2001
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式
＜商業集中処理システム導入
支援作業＞
（倶知安支局）

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐々木暁
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年10月31日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

281



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2002
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式
＜商業情報交換導入支援作業
＞
（南出張所）

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐々木暁
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年12月1日 1,487,073

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2003
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式
＜不動産集中処理システム導
入支援作業＞
（本局）

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐々木暁
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年12月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2004
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式
＜商業集中処理システム導入
支援作業＞
（本局）

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐々木暁
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年12月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2005
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式
＜商業情報交換導入支援作業
＞
（西出張所）

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐々木暁
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年12月1日 1,017,471

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2006

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）
東京都品川区南大井６丁目
２０－１４

無停電電源装置一式賃貸借契
約

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 1,857,240

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は同設備を
継続して賃貸可能な者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2007
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１丁目１－
１

東芝システムエンジニアリング
支援契約一式
＜登記所記入装置稼働後支援
作業＞

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 1,134,870

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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2008
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１丁目１－
１

物品購入契約
＜不動産・商業登記情報システ
ム記入用パッケージソフト＞
（不動産用　１８個・商業用　２１
個）

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐々木暁
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成18年3月13日 4,703,973

対象ソフトは，契約の相手方が独自に開発・構築したも
のであり，同ソフト等を提供可能な者は契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2009
北海道リコー（株）
北海道札幌市中央区北１０
条西２丁目１３－１

電子複写機の保守点検及び調
整等の処置に関する請負契約
一式

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 9,287,072

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
カウンター１に
つき
4.5円ほか

2010
北海道リコー（株）
北海道札幌市中央区北１０
条西２丁目１３－１

準備書面作成支援システム関
連機器一式賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 1,987,020

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

2011
北海道リコー（株）
北海道札幌市中央区北１０
条西２丁目１３－１

局内通信ネットワークシステム
一式の保守点検及び調整等に
関する契約

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 1,879,920

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

2012
北海道グローリー（株）
北海道札幌市中央区北１３
条西１７丁目１－４５

複写機のカウンターシステム契
約一式

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 4,547,282

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
カウンター１に
つき
５円

2013
キヤノン販売（株）札幌支店
北海道札幌市北区北７条西
１丁目１－２ＳＥ山京ビル

乾式複写機の保守点検及び調
整等の処置に関する請負契約
一式

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 1,514,495

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
カウンター１に
つき
5.1円

2014
国土情報リース（株）
東京都世田谷区池尻２丁目
７－３

地図管理システム機器一式賃
貸借契約

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 2,633,400

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

2015
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２丁目
７－３

地図管理システム及び関連機
器保守及び運用支援契約一式

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 1,270,957

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない
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2016
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２－２
０－８八丁東急ビル

電子計算機用空調機保守契約
一式

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 1,844,010

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2017
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２－２
０－８八丁東急ビル

電子計算機用空調機一式賃貸
借契約

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 1,143,522

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2018

綜合警備保障（株）北海道
支社
北海道札幌市中央区南１条
西２丁目５

庁舎機械警備請負契約一式

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 5,071,500

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

2019

財団法人北海道電気保安
協会
北海道札幌市中央区北１条
東３丁目１－１

自家用電気工作物保安管理業
務委託契約一式

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 1,709,512

自家用電気工作物の保安管理業務を行える者が同協
会のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2020
（株）サウンドシステム
東京都世田谷太子堂１－４
－２４

ＢＧＭ及び業務案内放送ディス
ク一式賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 970,200

当該賃借物は，法務局の窓口案内用の設備であるとこ
ろ，契約業者が独自に作成したものであり，同業者しか
賃貸していないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2021 北海道小樽市
庁舎敷地賃貸借契約
（小樽支局）

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 2,259,444

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2022 個人情報につき非公表
不動産賃貸借契約
（静内青柳町宿舎１号）

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 828,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2023 北海道岩見沢市
庁舎新営敷地賃貸借契約
（岩見沢支局）

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐々木暁
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年9月13日 1,410,240

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2024

太平洋石油販売（株）札幌
支店
北海道札幌市白石区東札
幌１条２丁目２－１６

自動車用燃料（レギュラーガソリ
ン）継続的売買単価契約

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局民事行政部長　猪又間
喜雄
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年4月1日 2,375,166
一般競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き一般競争入札を実
施

単価契約
１Ｌにつき
１１１円
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2025
札幌トヨタ自動車（株）
北海道札幌市中央区北１条
西７丁目３－８

自動車交換契約
（普通乗用車１台）

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐々木暁
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成17年10月6日 3,733,800

札幌市及びその近郊において，当局の求める該機種を
販売しているのは，契約相手方のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

2026
（株）岩崎
北海道札幌市中央区北４条
東２丁目１

物品購入契約
（光波測距計１台　ほか）

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐々木暁
（札幌市北区北８条西２丁目１－１）

平成18年2月16日 2,887,500
一般競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き一般競争入札を実
施

2027
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
函館地方法務局首席登記官
矢ノ目弘明
（北海道函館市新川町２５－１８）

平成17年4月1日 134,308,335

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2028
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約一式
（不動産登記複合処理システム
一式）

支出負担行為担当官代理
函館地方法務局首席登記官
矢ノ目弘明
（北海道函館市新川町２５－１８）

平成17年4月1日 15,268,329

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2029
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約一式
（不動産登記記入処理システム
一式）

支出負担行為担当官代理
函館地方法務局首席登記官
矢ノ目弘明
（北海道函館市新川町２５－１８）

平成17年4月1日 2,967,300

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2030
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約一式
（不動産登記複合処理システム
管理用サーバ　一式）

支出負担行為担当官代理
函館地方法務局首席登記官
矢ノ目弘明
（北海道函館市新川町２５－１８）

平成17年4月1日 2,338,284

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2031
北海道電力（株）
北海道札幌市中央区大通
東１－２

電気需給契約一式
（分室）

支出負担行為担当官代理
函館地方法務局首席登記官
矢ノ目弘明
（北海道函館市新川町２５－１８）

平成17年4月1日 4,736,437

契約業者は，当初からの供給者であり，供給者を変更す
ることにより，安定した電気の供給を受けられなくなり，
登記情報システムの稼動に支障が生じるおそれがあっ
たため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2032
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

バックアップセンター業務支援
作業一式

支出負担行為担当官代理
函館地方法務局首席登記官
矢ノ目弘明
（北海道函館市新川町２５－１８）

平成17年4月1日 3,756,816

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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2033
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム稼動
後支援作業一式

支出負担行為担当官代理
函館地方法務局首席登記官
矢ノ目弘明
（北海道函館市新川町２５－１８）

平成17年4月1日 2,895,878

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

2034
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム導入
支援作業一式

支出負担行為担当官代理
函館地方法務局首席登記官
矢ノ目弘明
（北海道函館市新川町２５－１８）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2035
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

商業集中処理システム導入支
援作業一式

支出負担行為担当官代理
函館地方法務局首席登記官
矢ノ目弘明
（北海道函館市新川町２５－１８）

平成17年4月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2036
スエヒロ事務機（株）
北海道函館市宮前町３０－
１

乾式電子複写機保守料一式

支出負担行為担当官代理
函館地方法務局首席登記官
矢ノ目弘明
（北海道函館市新川町２５－１８）

平成17年4月1日 3,336,844

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

2037
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム保守，運用支
援委託契約一式

支出負担行為担当官代理
函館地方法務局首席登記官
矢ノ目弘明
（北海道函館市新川町２５－１８）

平成17年4月1日 1,304,612

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

2038
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記所管轄転属支援作業一式
（江差支局，八雲出張所）

支出負担行為担当官代理
函館地方法務局総務課長
島津弘一
（北海道函館市新川町２５－１８）

平成17年6月1日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，管轄
転属に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を
行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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2039
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

登記所管轄転属支援作業一式
（森出張所，八雲出張所）

支出負担行為担当官
函館地方法務局長
齊藤信一
（北海道函館市新川町２５－１８）

平成18年1月4日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，管轄
転属に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を
行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2040
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機賃貸借料及びプロ
グラム・プロダクト使用許諾に関
する契約一式

支出負担行為担当官
旭川地方法務局長　本間　透
（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年4月1日 219,695,070

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2041
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
一式賃貸借契約

支出負担行為担当官
旭川地方法務局長　本間　透
（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年4月1日 18,094,148

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2042
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記記入システム賃貸
借契約一式

支出負担行為担当官
旭川地方法務局長　本間　透
（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年4月1日 3,516,660

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2043
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
管理用サーバー一式賃貸借契
約

支出負担行為担当官
旭川地方法務局長　本間　透
（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年4月1日 2,506,752

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2044
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

システムエンジニアリング支援
作業（ＢＣ）

支出負担行為担当官
旭川地方法務局長　本間　透
（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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2045
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業（留萌）

支出負担行為担当官
旭川地方法務局長　本間　透
（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年4月1日 3,130,680

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2046
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム稼働
後支援作業（ＢＣ外２庁）

支出負担行為担当官
旭川地方法務局長　本間　透
（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年4月1日 1,487,072

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

2047
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記所システム稼働後支援作
業（本局外２庁）

支出負担行為担当官
旭川地方法務局長　本間　透
（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年4月1日 1,205,311

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

2048
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業（本局）

支出負担行為担当官代理
旭川地方法務局次長　松本今朝幸
　（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年4月28日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2049
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業（名寄）

支出負担行為担当官代理
旭川地方法務局次長　松本今朝幸
　（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年4月28日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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2050
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援作業（本局）

支出負担行為担当官代理
旭川地方法務局次長　松本今朝幸
　（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年4月28日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2051
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援作業（稚内）

支出負担行為担当官
旭川地方法務局長　本間　透
（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年8月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2052
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業（紋別）

支出負担行為担当官
旭川地方法務局長　本間　透
（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年9月30日 3,130,680

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2053
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援作業（留萌）

支出負担行為担当官
旭川地方法務局長　本間　透
（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年12月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2054
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業（利尻）

支出負担行為担当官
旭川地方法務局長　本間　透
（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年12月28日 3,130,680

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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2055
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２－
１

オンライン修正端末一式賃貸借
契約

支出負担行為担当官
旭川地方法務局長　本間　透
（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年4月1日 1,438,920

対象機器は，契約の相手方が独自に開発・構築したもの
を貸借等しているものであり，同機種等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2056
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム保守及び運
用支援作業（本局外１庁）

支出負担行為担当官
旭川地方法務局長　本間　透
（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年4月1日 1,290,585

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

2057
北海道電力（株）
北海道札幌市中央区大通
東１－２

電気料
支出負担行為担当官
旭川地方法務局長　本間　透
（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年4月1日 10,515,745

北海道内には他に安定的に電気を供給できる電気事業
者がなく，道外他社からの供給は送電線の容量が小さ
く，緊急時以外使用できなかったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2058
（株）三輪商会
北海道旭川市流通団地２－
４

電子複写機保守点検作業（本
局外５庁）

支出負担行為担当官
旭川地方法務局長　本間　透
（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年4月1日 3,543,259

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

2059
綜合警備保障（株）北海道
支店
札幌市中央区南１西２－５

庁舎機械警備業務（名寄外３
庁）

支出負担行為担当官
旭川地方法務局長　本間　透
（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年4月1日 1,915,200

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

2060
名寄市土地開発公社
北海道名寄市大通り南１－
１

名寄庁舎敷地賃貸借契約
支出負担行為担当官
旭川地方法務局長　本間　透
（北海道旭川市花咲町４－２２７２）

平成17年4月1日 1,396,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2061
日本電子計算機 （株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局戸籍課長　増子秀秋
（北海道釧路市幸町１０－３）

平成17年4月1日 59,340,015

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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2062
日本電子計算機 （株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局戸籍課長　増子秀秋
（北海道釧路市幸町１０－３）

平成17年4月1日 15,014,760

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2063
日本電子計算機 （株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局戸籍課長　増子秀秋
（北海道釧路市幸町１０－３）

平成17年4月1日 3,413,592

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2064
日本電子計算機 （株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局戸籍課長　増子秀秋
（北海道釧路市幸町１０－３）

平成17年4月1日 2,477,268

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2065
富士通 （株）
東京都港区東新橋１－５－
２

バックアップセンター業務支援
委託契約

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局戸籍課長　増子秀秋
（北海道釧路市幸町１０－３）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

2066
富士通 （株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援委託契約

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局戸籍課長　増子秀秋
（北海道釧路市幸町１０－３）

平成17年4月1日 4,852,554

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2067
富士通 （株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記所システム稼動後支援委
託契約

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局戸籍課長　増子秀秋
（北海道釧路市幸町１０－３）

平成17年4月1日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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2068
富士通 （株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援委託契約

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局戸籍課長　増子秀秋
（北海道釧路市幸町１０－３）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2069
（株） マルエイ六峰社
北海道釧路市北大通９－１

乾式複写機保守契約
支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局戸籍課長　増子秀秋
（北海道釧路市幸町１０－３）

平成17年4月1日 6,051,872

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4円99銭

2070
国土情報開発 （株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム保守及び運
用支援委託契約

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局戸籍課長　増子秀秋
（北海道釧路市幸町１０－３）

平成17年4月1日 1,330,870

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

2071
国土情報開発 （株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム登録作業請
負契約

支出負担行為担当官
釧路地方法務局長　柳澤守男
（北海道釧路市幸町１０－３）

平成17年12月22日 17,850,000
一般競争入札を実施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2072
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラムプロダクトの使用権許諾
に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
高松法務局人権擁護部長　菊間徹
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 72,501,660

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2073
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
一式の賃貸借に関する契約一
式

支出負担行為担当官代理
高松法務局人権擁護部長　菊間徹
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 16,021,260

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2074
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記記入処理システム
一式の賃貸借に関する契約一
式

支出負担行為担当官代理
高松法務局人権擁護部長　菊間徹
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 3,336,732

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2075
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
管理用サーバ一式の賃貸借に
関する契約一式

支出負担行為担当官代理
高松法務局人権擁護部長　菊間徹
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 1,432,104

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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2076
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式（登記所システ
ム稼動後支援）

支出負担行為担当官代理
高松法務局人権擁護部長　菊間徹
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 4,539,486

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

2077
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式（バックアップセ
ンター業務支援）

支出負担行為担当官代理
高松法務局人権擁護部長　菊間徹
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 3,756,816

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

2078
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式（寒川出張所商
業集中処理システム導入支援）

支出負担行為担当官代理
高松法務局人権擁護部長　菊間徹
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2079
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式（丸亀支局不動
産集中処理システム導入支援）

支出負担行為担当官
高松法務局長　竹本廣一
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月27日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2080
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式（坂出出張所不
動産集中処理システム導入支
援）

支出負担行為担当官
高松法務局長　竹本廣一
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月27日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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2081
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式（丸亀支局商業
集中処理システム導入支援）

支出負担行為担当官
高松法務局長　竹本廣一
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月27日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2082
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

不動産集中処理システム１号機
搬入作業の委託契約一式

支出負担行為担当官
高松法務局長　竹本廣一
（高松市丸の内１－１）

平成17年5月9日 1,859,886

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築
を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2083
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式（登記部門不動
産集中処理システム導入支援）

支出負担行為担当官
高松法務局長　竹本廣一
（高松市丸の内１－１）

平成17年7月25日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2084
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式（寒川出張所不
動産集中処理システム導入支
援）

支出負担行為担当官
高松法務局長　竹本廣一
（高松市丸の内１－１）

平成17年7月25日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2085
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式（土庄出張所不
動産集中処理システム導入支
援）

支出負担行為担当官
高松法務局長　竹本廣一
（高松市丸の内１－１）

平成17年7月25日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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2086
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式（登記部門商業
集中処理システム導入支援）

支出負担行為担当官
高松法務局長　竹本廣一
（高松市丸の内１－１）

平成17年7月25日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2087
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式（登記所管轄転
属支援）

支出負担行為担当官
高松法務局長　竹本廣一
（高松市丸の内１－１）

平成17年10月25日 2,034,942

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，管轄
転属に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を
行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2088
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

富士通システムエンジニアリン
グ支援契約一式（高松南出張所
商業集中処理システム導入支
援）

支出負担行為担当官
高松法務局長　竹本廣一
（高松市丸の内１－１）

平成18年1月24日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2089
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

電算機室専用空調機の賃貸借
に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
高松法務局人権擁護部長　菊間徹
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 2,816,676

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2090
四国警備保障（株）
高松市上天神町２７７－１

庁舎機械警備の委託契約一式
支出負担行為担当官代理
高松法務局人権擁護部長　菊間徹
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 2,814,840

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

2091
国土情報リース（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

数値地図管理システム賃貸借
に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
高松法務局人権擁護部長　菊間徹
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 2,633,400

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない
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2092

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）
神奈川県川崎市川崎区日
進町７－１

無停電電源装置（ＵＰＳ）賃貸借
に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
高松法務局人権擁護部長　菊間徹
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 1,378,440

当該設備は，登記情報システムの安定稼動に必要不可
欠な連動型付帯設備であるところ，契約業者は同設備を
継続して賃貸可能な者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2093
三井リース事業（株）
東京都中央区日本橋１－４
－１

準備書面作成支援システム賃
貸借に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
高松法務局人権擁護部長　菊間徹
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 1,173,060

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

2094
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

数値地図管理システム保守に
関する契約一式

支出負担行為担当官代理
高松法務局人権擁護部長　菊間徹
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 1,109,220

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

2095
能美防災（株）
東京都千代田区九段南４－
７－３

超高感度煙センサー更新改修
工事の委託契約一式

支出負担行為担当官
高松法務局長　竹本廣一
（高松市丸の内１－１）

平成18年2月20日 2,354,100

登記情報システムにおける防災監視装置の煙センサの
交換を適正，経済的，効率的に実施できるのは，同業者
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（次回更新時から一般競争入
札を実施）

2096
四国リコー（株）
高松市番町１－１－５

リコー製複写機保守に関する委
託契約一式

支出負担行為担当官代理
高松法務局人権擁護部長　菊間徹
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 7,644,365

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
金4.00円
ほか13件

2097
富士ゼロックス四国（株）
高松市磨屋町８－１

富士ゼロックス製複写機保守に
関する委託契約一式

支出負担行為担当官代理
高松法務局人権擁護部長　菊間徹
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 1,901,841

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
金4.70円
ほか4件

2098
四国瓦斯（株）
愛媛県今治市南大門町二
丁目２番地４

ガス供給契約一式
支出負担行為担当官代理
高松法務局人権擁護部長　菊間徹
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 2,118,840
供給対象が都市ガスであり，他の業者への変更が不可
能であったため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

2099
日本電子計算機(株)
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局首席登記官
　林　千代子
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年4月1日 62,276,760

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2100
日本電子計算機(株)
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約（不
動産登記複合処理システム）

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局首席登記官
　林　千代子
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年4月1日 17,111,640

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行
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件数
契約の相手方の商号又は
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2101
日本電子計算機(株)
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約(不
動産登記記入処理システム）

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局首席登記官
　林　千代子
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年4月1日 4,457,880

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2102
日本電子計算機(株)
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

電子計算機の賃貸借及びソフト
ウェアの提供に関する契約（不
動産登記複合処理システム管
理用サーバ）

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局首席登記官
　林　千代子
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年4月1日 2,479,536

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2103
東芝ファイナンス(株)
東京都中央区銀座五丁目２
番１号

不動産／商業統合記入用端末
装置一式賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局首席登記官
　林　千代子
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年4月1日 1,791,720

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2104
東芝ファイナンス(株)
東京都中央区銀座五丁目２
番１号

ＴＫ統合システム用記入端末装
置一式賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局首席登記官
　林　千代子
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年4月1日 828,240

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2105
富士通(株)
東京都港区東新橋一丁目５
番２号

システムエンジニアリング
支援契約(分室）

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局首席登記官
　林　千代子
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年4月1日 3,756,816

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

2106
富士通(株)
東京都港区東新橋一丁目５
番２号

システムエンジニアリング
支援契約(登記不動産集中処理
システム導入支援）

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局首席登記官
　林　千代子
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年4月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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2107
富士通(株)
東京都港区東新橋一丁目５
番２号

システムエンジニアリング
支援契約(登記・鳴門）

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局首席登記官
　林　千代子
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年4月1日 2,191,476

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

2108
富士通(株)
東京都港区東新橋一丁目５
番２号

システムエンジニアリング
支援契約(分室・美馬・吉野川・
池田不動産集中処理システム
稼動後支援）

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局首席登記官
　林　千代子
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年4月1日 1,956,674

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

2109
富士通(株)
東京都港区東新橋一丁目５
番２号

システムエンジニアリング
支援契約(登記商業集中処理シ
ステム導入支援）

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局首席登記官
　林　千代子
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年4月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2110
富士通(株)
東京都港区東新橋一丁目５
番２号

システムエンジニアリング
支援契約（美馬・池田登記所管
轄転属支援）

支出負担行為担当官
　徳島地方法務局長　金子　甫
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年8月1日 2,191,476

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，管轄
転属に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を
行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2111
富士通(株)
東京都港区東新橋一丁目５
番２号

システムエンジニアリング
支援契約（鳴門不動産集中処
理システム導入支援）

支出負担行為担当官
　徳島地方法務局長　金子　甫
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年9月30日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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2112
富士通(株)
東京都港区東新橋一丁目５
番２号

システムエンジニアリング
支援契約（阿南不動産集中処
理システム導入支援）

支出負担行為担当官
　徳島地方法務局長　金子　甫
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年9月30日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2113
富士通(株)
東京都港区東新橋一丁目５
番２号

システムエンジニアリング
支援契約（鳴門商業集中処理シ
ステム導入支援）

支出負担行為担当官
　徳島地方法務局長　金子　甫
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年9月30日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2114
国土情報開発(株)
東京都世田谷区池尻二丁
目７番３号

地図管理システム保守・運用支
援契約

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局首席登記官
　林　千代子
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年4月1日 1,330,070

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

2115
(株)金剛
徳島市新内町一丁目１１番
地１

乾式電子複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局首席登記官
　林　千代子
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年4月1日 6,542,583

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.5円
ほか８件

2116
（株）日立ビルシステム
高松市寿町１丁目１－１２

徳島地方合同庁舎エレベーター
保守業務委託契約一式

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局首席登記官
　林　千代子
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年4月1日 1,764,000

当該エレベーターの保守を適正かつ迅速に行うことがで
き，かつ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者
が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2117
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１丁目６
－６

徳島地方法務局鳴門支局外２
庁機械警備委託契約一式

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局首席登記官
　林　千代子
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年4月1日 1,694,164

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札（価格競争）に移行
（１９年度以降，機械警備シ
ステムの更新時期に一般競
争入札を実施）

2118
徳島美装工業（株）
徳島市秋田町４丁目１０番
地

徳島地方合同庁舎空調設備運
転監視業務委託契約一式

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局首席登記官
　林　千代子
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年4月1日 5,187,000

当該監視業務を適正かつ迅速に行うことができ，かつ，
必要な技術能力を有する者が契約業者のみであったた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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2119
徳寿工業（株）
高松市福岡町２丁目５－１０

徳島地方合同庁舎吸収式冷温
水機・ボイラー保守業務委託契
約一式

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局首席登記官
　林　千代子
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成17年4月1日 1,365,000

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2120
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機の賃貸借及びプロ
グラム・プロダクトの使用権許諾
に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局戸籍課長　上甲俊郎
（高知市小津町４－３０）

平成17年4月1日 241,270,470

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2121
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
一式借料

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局戸籍課長　上甲俊郎
（高知市小津町４－３０）

平成17年4月1日 13,234,645

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2122
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記記入処理システム
一式借料

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局戸籍課長　上甲俊郎
（高知市小津町４－３０）

平成17年4月1日 8,396,846

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2123
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

不動産登記複合処理システム
管理用サーバ一式借料

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局戸籍課長　上甲俊郎
（高知市小津町４－３０）

平成17年4月1日 2,499,960

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2124
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２－
１

商業統合記入端末装置借料
支出負担行為担当官代理
高知地方法務局戸籍課長　上甲俊郎
（高知市小津町４－３０）

平成17年4月1日 1,791,720

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2125
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２－
１

登記情報システム一式借料
支出負担行為担当官代理
高知地方法務局戸籍課長　上甲俊郎
（高知市小津町４－３０）

平成17年4月1日 1,520,820

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2126
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

バックアップセンター業務支援
作業

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局戸籍課長　上甲俊郎
（高知市小津町４－３０）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行
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2127
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記所システム稼働後支援作
業

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局戸籍課長　上甲俊郎
（高知市小津町４－３０）

平成17年4月1日 3,404,614

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

2128
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局戸籍課長　上甲俊郎
（高知市小津町４－３０）

平成17年4月1日 3,130,680

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2129
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援作業

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局戸籍課長　上甲俊郎
（高知市小津町４－３０）

平成17年4月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2130
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局戸籍課長　上甲俊郎
（高知市小津町４－３０）

平成17年4月1日 1,017,470

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2131
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業

支出負担行為担当官
高知地方法務局長　田村耕三
（高知市小津町４－３０）

平成17年6月1日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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2132
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援作業

支出負担行為担当官
高知地方法務局長　田村耕三
（高知市小津町４－３０）

平成17年6月1日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2133
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

商業集中処理システム導入支
援作業

支出負担行為担当官
高知地方法務局長　田村耕三
（高知市小津町４－３０）

平成17年9月1日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2134
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

不動産集中処理システム導入
支援作業

支出負担行為担当官
高知地方法務局長　田村耕三
（高知市小津町４－３０）

平成17年12月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2135
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７
－３

地図管理システム保守及び運
用支援作業

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局戸籍課長　上甲俊郎
（高知市小津町４－３０）

平成17年4月1日 1,342,502

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

2136
四国リコー（株）
香川県高松市番町１－１－
５

複写機保守料
支出負担行為担当官代理
高知地方法務局戸籍課長　上甲俊郎
（高知市小津町４－３０）

平成17年4月1日 4,173,266

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.88円
ほか５件

2137
四国リコー（株）
香川県高松市番町１－１－
５

複写機保守料
支出負担行為担当官代理
高知地方法務局戸籍課長　上甲俊郎
（高知市小津町４－３０）

平成17年4月1日 2,025,235

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.10円
ほか１件
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2138
四国リコー（株）高知支社
高知市北久保４０－２

グループウェアソフト設定等作
業

支出負担行為担当官
高知地方法務局長　田村耕三
（高知市小津町４－３０）

平成17年4月5日 1,240,155

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2139
エヒメ健診協会
愛媛県松山市高岡町９０番
地５

健康診断委託業務
支出負担行為担当官
松山地方法務局長　斉藤　登
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年9月26日 1,305,489
当局各庁舎所在地へ巡回し，当方の検査要項に沿った
検査のできる県下の業者は，エヒメ健診協会しかないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約

2140
国土情報リース（株）
東京都世田谷区池尻２丁目
７－3

大洲支局地図管理システム賃
借料

支出負担行為担当官代理
松山地方法務局首席登記官
　亀崎邦雄
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 2,633,400

当該機器等については，前年度から継続して賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

2141
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２丁目
７－3

登記部門外２庁地図管理システ
ム保守・運用支援

支出負担行為担当官代理
松山地方法務局首席登記官
　亀崎邦雄
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 2,188,320

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

2142
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２丁目
７－3

今治支局外２庁地図管理システ
ム保守・運用支援

支出負担行為担当官代理
松山地方法務局首席登記官
　亀崎邦雄
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 1,105,790

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他

１９年度以降，段階的に地図
情報システムに移行し，移行
後は，当該事務事業の委託
等を行わない

2143
東芝ソリューション（株）四国
支店
高松市鍛冶屋町３

登記部門外４庁登記所記入装
置稼働後ＳＥ支援作業

支出負担行為担当官代理
松山地方法務局首席登記官
　亀崎邦雄
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 1,134,870

対象機器は契約の相手方が独自に開発・構築し，これを
貸借しているものであり，その保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った契約の相手方の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

2144
富士通サポ－トアンドサ－ビ
ス（株）松山支店
松山市三番町６－３－４

アクティブディレクトリー設計・構
築作業

支出負担行為担当官
松山地方法務局長　斉藤　登
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年7月8日 1,942,500

当局広域ＬＡＮの設計・保守会社であり，当該作業を適
正かつ迅速に行うことができ，かつ，必要な技術能力を
有する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2145
富士電機総設（株）四国支
社
高松市松島町３丁目２２－９

登記部門外４庁電算室専用空
調機賃借料

支出負担行為担当官代理
松山地方法務局首席登記官
　亀崎邦雄
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 1,041,663

当該機器等は，契約の相手方が独自にシステム構築し
たものであり，同機種を継続して貸借可能な者は相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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2146

日本電子計算機（株）関西
支店
大阪市中央区南船場４－２
－４

登記部門外８庁電子計算機賃
借料及びプログラム・プロダクト
使用権許諾

支出負担行為担当官代理
松山地方法務局首席登記官
　亀崎邦雄
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 247,888,200

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2147

日本電子計算機（株）関西
支店
大阪市中央区南船場４－２
－４

バックアップセンター室不動産
登記複合処理システム管理用
サーバ賃借料

支出負担行為担当官代理
松山地方法務局首席登記官
　亀崎邦雄
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 2,504,496

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2148

日本電子計算機（株）関西
支店
大阪市中央区南船場４－２
－４

登記部門外７庁不動産登記複
合処理システム賃借料

支出負担行為担当官代理
松山地方法務局首席登記官
　亀崎邦雄
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 26,405,644

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2149

日本電子計算機（株）関西
支店
大阪市中央区南船場４－２
－４

大洲支局外６庁不動産登記記
入処理システム賃借料

支出負担行為担当官代理
松山地方法務局首席登記官
　亀崎邦雄
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 4,781,175

不動産登記記入処理システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，順次国庫債務負担行為
を前提とした競争入札（価格
競争）に移行

2150

日本電子計算機（株）関西
支店
大阪市中央区南船場４－２
－４

登記所外設置証明書等発行請
求装置賃借料

支出負担行為担当官
松山地方法務局長　斉藤　登
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年7月1日 1,785,384

独自にシステム構築された当該機器等を継続して貸借
可能な者は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

2151
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

バックアップセンター業務運用Ｓ
Ｅ支援作業

支出負担行為担当官代理
松山地方法務局首席登記官
　亀崎邦雄
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 13,148,856

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

2152
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

八幡浜支局商業集中処理シス
テム導入ＳＥ支援作業

支出負担行為担当官
松山地方法務局長　斉藤　登
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月28日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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2153
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

西条支局登記所システム導入Ｓ
Ｅ支援業作業

支出負担行為担当官代理
松山地方法務局首席登記官
　亀崎邦雄
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 1,408,806

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2154
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

登記部門外４庁登記所システム
稼動後ＳＥ支援作業

支出負担行為担当官代理
松山地方法務局首席登記官
　亀崎邦雄
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 4,359,471

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

2155
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

四国中央支局不動産集中処理
システム導入ＳＥ支援作業

支出負担行為担当官代理
松山地方法務局首席登記官
　亀崎邦雄
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 2,895,879

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2156
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

今治支局不動産集中処理シス
テム導入ＳＥ支援作業

支出負担行為担当官
松山地方法務局長　斉藤　登
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年7月1日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2157
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

今治支局商業集中処理システ
ム導入ＳＥ支援作業

支出負担行為担当官
松山地方法務局長　斉藤　登
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年6月29日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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2158
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

八幡浜支局不動産集中処理シ
ステム導入ＳＥ支援作業

支出負担行為担当官
松山地方法務局長　斉藤　登
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年8月31日 1,174,005

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2159
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

砥部出張所不動産集中処理シ
ステム導入ＳＥ支援作業

支出負担行為担当官
松山地方法務局長　斉藤　登
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年8月31日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2160
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

ＢＣ室ほか１庁不動産集中処理
システムＣＰＵ稼働後ＳＥ支援作
業

支出負担行為担当官
松山地方法務局長　斉藤　登
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 1,017,470

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，シス
テム保守運用に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの最適化を実施中
であり，次期システムに移行
を開始する平成１９年度以
降，段階的に国庫債務負担
行為を前提とした競争入札
（価格競争）に移行

2161
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

砥部出張所商業集中処理シス
テム導入ＳＥ支援作業

支出負担行為担当官
松山地方法務局長　斉藤　登
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年9月28日 1,721,874

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2162
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

本局登記部門不動産集中処理
システム導入ＳＥ支援作業

支出負担行為担当官
松山地方法務局長　斉藤　登
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年11月30日 2,974,146

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない
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2163
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

本局登記部門商業集中処理シ
ステム導入ＳＥ支援作業

支出負担行為担当官
松山地方法務局長　斉藤　登
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年11月30日 1,095,738

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，集中
システム導入に係る支援業務を遂行可能な者は開発・
構築を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2164
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－
２

西条支局登記所統廃合ＳＥ支
援作業

支出負担行為担当官
松山地方法務局長　斉藤　登
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月28日 2,817,612

登記情報システムは，契約業者が独自に開発・構築し，
一貫してその管理運用に携わっているものであり，適正
かつ迅速な登記行政を遂行するためには，同システム
の安定稼動を確保する必要があるところ，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精通し，統廃
合に係る支援業務を遂行可能な者は開発・構築を行っ
た同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わない

2165
（株）クロダ商会
愛媛県松山市宮田町１０８
－１　クロダビル

複写機保守料

支出負担行為担当官代理
松山地方法務局首席登記官
　亀崎邦雄
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 8,629,921

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

2166
富士ゼロックス四国（株）
香川県高松市磨屋町８－１

複写機保守料

支出負担行為担当官代理
松山地方法務局首席登記官
　亀崎邦雄
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 2,172,231

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約業者の
みであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度以降，機器の更新
時期に一般競争入札を実施）

2167

富士通サポ－トアンドサ－ビ
ス（株）松山支店
愛媛県松山市三番町六丁
目３番地４

松山地方法務局本局・支局広
域ＬＡＮ回線ネットワークサービ
ス接続料

支出負担行為担当官代理
松山地方法務局首席登記官
　亀崎邦雄
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 2,646,000

当該システムは，契約業者が独自に開発・構築したもの
であり，システムの安定稼働に当たっては，同システム
の内容を熟知していることが必要であるところ，当該作
業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者のみで
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

システムの全面的な更新時
に競争入札（価格競争）に移
行

2168 個人情報につき非公表 砥部出張所借上駐車場代
支出負担行為担当官
松山地方法務局長　斉藤　登
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 840,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2169 八幡浜市 八幡浜支局庁舎敷地料
支出負担行為担当官
松山地方法務局長　斉藤　登
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 900,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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2170
（株）日立ビルシステム
香川県高松市寿町１丁目１
番１２号

松山地方合同庁舎エレベーター
保守点検委託契約

支出負担行為担当官
松山地方法務局長　斉藤　登
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 1,890,000

当該エレベーターの保守を適正かつ迅速に行うことがで
き，かつ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者
が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2171
荏原冷熱システム（株）
高松市伏石町１０５番地１

松山地方合同庁舎冷温水機他
保守委託契約

支出負担行為担当官
松山地方法務局長　斉藤　登
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 1,575,000

当該機器の保守を適正かつ迅速に行うことができ，か
つ，必要な技術能力及び保守部品等を有する者が契約
業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2172 松山市公営企業局 水供給契約一式
支出負担行為担当官
松山地方法務局長　斉藤　登
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 1,746,690
水道法第６条の規定に基づく水道事業を経営する者が
契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

2173
四国ガス(株)
今治市南大門町２丁目２番
地４

ガス供給契約一式
支出負担行為担当官
松山地方法務局長　斉藤　登
（松山市宮田町１８８番地６）

平成17年4月1日 4,610,140
ガス事業法の規定に基づくガス事業を経営する者が契
約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

2174
（株）日立製作所
東京都千代田区神田駿河
台４－６

犯歴システムの運用管理支援
業務に関する請負契約

支出負担行為担当官
最高検察庁検事総長　松尾邦弘
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 46,620,000

契約業者は，当初からの供給者であり，供給者を変更す
ることにより，犯歴システムの運用管理業務に支障が生
じることになるため。（会計法第２９条の３第４項，特例政
令第１３条第１項第２号）

その他
１９年度以降は事務・事業を
行わない

2175
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

検務電算システムの運用管理
支援業務に関する請負契約

支出負担行為担当官
最高検察庁検事総長　松尾邦弘
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 41,668,200

独自にシステム構築された機器であることから，供給者
を変更することにより，検務電算システムの運用管理業
務に支障が生じることになるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争
又は総合評価）（次期システ
ム導入時期に移行）

2176
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５
－１２

検察庁ホームページ用機器類
の賃貸借及び運用管理業務に
関する請負契約

支出負担行為担当官
最高検察庁検事総長　松尾邦弘
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 24,798,144

本調達は，契約業者内にＷｅｂ設備等を設置し（機器類
は賃貸借契約），Ｗｅｂシステム及び運用管理業務を一
括して管理するハウジングサービスでの運用を目的とし
た入札により落札した業者であるが，当該機器等につい
ては，前年度に引き続き賃借するものであり，競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３
条第１項第２号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争
又は総合評価）（次期システ
ム導入時期に移行）

2177
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂２－１７－２
２

富士ゼロックス社製電子複写機
の保守及び点検等に関する契
約

支出負担行為担当官
最高検察庁検事総長　松尾邦弘
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 2,666,774
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり４．
５円ほか２点

2178
京セラミタジャパン（株）
東京都中央区日本橋１－９
－１５

京セラミタジャパン社製電子複
写機の保守及び点検等に関す
る契約

支出負担行為担当官
最高検察庁検事総長　松尾邦弘
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 2,298,141

当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり５円
ほか３点

2179

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）
東京都中央区日本橋本町１
－５－４

コニカミノルタ社製電子複写機
の保守及び点検等に関する契
約

支出負担行為担当官
最高検察庁検事総長　松尾邦弘
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 4,025,126

当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり４．
６円ほか７件
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
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2180
（株）サンポー
東京都港区虎ノ門３－１５－
５

キャビネット等一式の物品供給
契約

支出負担行為担当官
最高検察庁検事総長　松尾邦弘
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年6月14日 2,467,500
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（会計法第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2181

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）
東京都中央区日本橋本町
一丁目５番４号

複写機保守及び消耗品供給契
約

支出負担行為担当官
東京高等検察庁検事長　但木敬一
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 4,885,328

当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚当たり4.3
円ほか13件

2182
キャノン販売（株）
東京都港区港南二丁目１６
番６号

複写機保守及び消耗品供給契
約

支出負担行為担当官
東京高等検察庁検事長　但木敬一
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 2,768,175

当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚当たり7円
ほか7件

2183
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂二丁目１７
番２２号

複写機保守及び消耗品供給契
約

支出負担行為担当官
東京高等検察庁検事長　但木敬一
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,486,440

当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚当たり4.7
円ほか2件

2184
リコー販売（株）
東京都中央区銀座八丁目１
８番１１号

複写機保守及び消耗品供給契
約

支出負担行為担当官
東京高等検察庁検事長　但木敬一
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,213,591

当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚当たり4.58
円ほか5件

2185
丸の内新聞事業協同組合
東京都千代田区内幸町一
丁目７番１０号

新聞供給
（３９部／日）

支出負担行為担当官
東京高等検察庁検事長　但木敬一
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,756,572

新聞については，再販売価格制度の適用商品であり，
定価販売が義務付けられていることから，競争性がない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
1か月当たり
3,925円ほか5
件

2186
（財）早期胃癌検診協会
東京都中央区日本橋茅場
町２丁目６番１２号

職員一般定期健康診断等
支出負担行為担当官
東京高等検察庁検事長　但木敬一
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月1日 1,431,853

受診人員が当庁の約１０倍である東京地検（同一庁舎）
が一般競争入札の結果締結した単価と同額で契約する
ことが可能であり，当庁単独で競争に付するより安価な
価格をもって契約できることが認められたため。（会計法
第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
1人当たり250
円ほか50件

2187

東芝情報機器（株）関西支
社
大阪市北区大淀中１丁目１
番３０号

複写機保守契約
支出負担行為担当官
大阪高等検察庁検事長　書上由紀夫
（大阪市福島区福島１丁目１番６０号）

平成17年4月1日 2,194,012

当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
モノクロ数値１
につき３円ほ
か４件

2188
中部電力（株）
名古屋市東区東新町１

名古屋法務合同庁舎で使用す
る電気

支出負担行為担当官代理
名古屋高等検察庁次席検事　杉本一
重
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 41,750,396
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
基本料金
1,690円/kwほ
か2件
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所
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契約担当官等の氏名並びにその所
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（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2189
中部電力（株）
名古屋市東区東新町１

法務総合研究所名古屋支所で
使用する電気

支出負担行為担当官代理
名古屋高等検察庁次席検事　杉本一
重
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 3,681,427
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
基本料金
1,510円/kwほ
か2件

2190

（株）アール・エス・シー中部
名古屋市西区那古野１－１
４－８　那古野ビル北館２０８
号

名古屋法務合同庁舎における
電気設備等運転保守管理業務
委託契約

支出負担行為担当官代理
名古屋高等検察庁次席検事　杉本一
重
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 14,792,400

新旧の設備が混在して複雑化し，新規参入業者では，
日常運転の把握及び障害時の復旧に時間を要するとこ
ろ，契約業者は設備に精通している唯一の業者であり，
契約の性質又は目的が競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2191

（株）アール・エス・シー中部
名古屋市西区那古野１－１
４－８　那古野ビル北館２０８
号

法務総合研究所名古屋支所に
おける機械設備運転保守管理
等業務委託契約

支出負担行為担当官代理
名古屋高等検察庁次席検事　杉本一
重
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 3,911,976

新旧の設備が混在して複雑化し，新規参入業者では，
日常運転の把握及び障害時の復旧に時間を要するとこ
ろ，契約業者は設備に精通している唯一の業者であり，
契約の性質又は目的が競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2192
フジテック（株）名古屋支店
名古屋市中区栄３－３２－２
０

名古屋法務合同庁舎における
昇降機設備保守点検業務委託
契約

支出負担行為担当官代理
名古屋高等検察庁次席検事　杉本一
重
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 4,712,400
特別な技術，知識，品質保証能力等を有する業者が契
約業者１社であり，競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2193
東邦瓦斯（株）
名古屋市熱田区桜田町１９
－１８

法務総合研究所名古屋支所で
使用するガス

支出負担行為担当官代理
名古屋高等検察庁次席検事　杉本一
重
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 2,707,020

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金190
円ほか4件

2194
東邦瓦斯（株）
名古屋市熱田区桜田町１９
－１８

名古屋法務合同庁舎で使用す
るガス

支出負担行為担当官代理
名古屋高等検察庁次席検事　杉本一
重
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 1,951,148

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
1,750円ほか9
件

2195
旭コムテク（株）中部支店
名古屋市中村区中村町２－
１８－２

名古屋法務合同庁舎における
構内電話交換設備保守点検業
務委託契約

支出負担行為担当官代理
名古屋高等検察庁次席検事　杉本一
重
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 2,200,464

特別な技術及び知識を必要とする上，複数の入居官庁
が同一の電話交換設備を共有して使用しており，他社の
メーカー及び新規業者では，建物内の電話設備全般を
完全に掌握することは困難で，障害が発生した際に，迅
速かつ的確な対応ができず，競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2196

三洋コマーシャルサービス
（株）中部サポートセンター
名古屋市昭和区白金１－８
－７

名古屋法務合同庁舎における
吸収冷温水発生機保守点検業
務委託契約

支出負担行為担当官代理
名古屋高等検察庁次席検事　杉本一
重
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 2,094,750
特別な技術，知識，品質保証能力等を有する業者が契
約業者１社であり，競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2197
東報防災工業（株）
名古屋市中村区香取町２－
７－３

名古屋法務合同庁舎における
消防設備保守点検業務委託契
約

支出負担行為担当官代理
名古屋高等検察庁次席検事　杉本一
重
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 2,049,600

改修及び増設を重ねて機器が複雑化しており，保守点
検を実施するには消防設備の性能，設置場所等に精通
していなければならず，設置業者以外の保守業者では，
完全な保守点検を行うことはできず，競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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2198

（株）山武ビルシステムカン
パニー名古屋支店
名古屋市中区正木３－５－
２７

名古屋法務合同庁舎における
空調設備用自動制御機器保守
点検業務委託契約

支出負担行為担当官代理
名古屋高等検察庁次席検事　杉本一
重
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 1,953,000
特別な技術，知識，品質保証能力等を有する業者が契
約業者１社であり，競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2199 名古屋市
法務総合研究所名古屋支所で
使用する上下水道

支出負担行為担当官代理
名古屋高等検察庁次席検事　杉本一
重
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 1,894,391
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本使用料
8,800円ほか
11件

2200 名古屋市
名古屋法務合同庁舎で使用す
る上下水道

支出負担行為担当官代理
名古屋高等検察庁次席検事　杉本一
重
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 1,040,988
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本使用料
21,600円ほか
11件

2201
システム計装（株）
広島市中区本川町2-2-22

広島地方法務合同庁舎空調機
器，同中央監視盤及び制御機
器保守業務
4月1日～3月31日

支出負担行為担当官
広島高等検察庁検事長　横田尤孝
（広島市中区上八丁堀2-15）

平成17年4月1日 2,257,500
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（会計法第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2202
コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）中国支店
広島市中区白島町14-15

複写機の保守及び消耗品等の
供給に関する契約(4台分)

支出負担行為担当官
広島高等検察庁検事長　横田尤孝
（広島市中区上八丁堀2-15）

平成17年4月1日 1,208,575

当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
3.0円ほか

2203
リコー中国（株）
広島市中区八丁堀5-7

複写機の保守及び消耗品等の
供給に関する契約(4台分)

支出負担行為担当官
広島高等検察庁検事長　横田尤孝
（広島市中区上八丁堀2-15）

平成17年4月1日 1,074,977

当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
4.5円ほか

2204
富士ゼロックス（株）広島営
業所
広島市南区稲荷町2-16

複写機の保守及び消耗品等の
供給に関する契約(5台分)

支出負担行為担当官
広島高等検察庁検事長　横田尤孝
（広島市中区上八丁堀2-15）

平成17年4月1日 2,536,226

当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
1.6円ほか

2205
中国電力（株）広島取扱店
広島市中区竹屋町2-42

業務用高負荷率電力供給契約
支出負担行為担当官
広島高等検察庁検事長　横田尤孝
（広島市中区上八丁堀2-15）

平成17年4月1日 16,441,745
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3
号)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
１枚当たり
8.87円ほか

2206
（株）九広電設
広島市中区河原町7-7-301

広島法務総合庁舎埋蔵文化財
発掘調査に伴う電気配線移設
工事
5月10日～6月30日

支出負担行為担当官
広島高等検察庁検事長　横田尤孝
（広島市中区上八丁堀2-15）

平成17年5月9日 2,835,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（会計法第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2207
（株）高原設備工務店
広島市西区横川町2-16-15

戸坂住宅Ｃ棟浴室排水管補修
工事
11月9日～12月20日

支出負担行為担当官
広島高等検察庁検事長　横田尤孝
（広島市中区上八丁堀2-15）

平成17年11月8日 2,604,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（会計法第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施
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2208
日本オーチス・エレベータ
（株）中国支店
広島市南区稲荷町5-18

広島地方法務合同庁舎エレ
ベーター補修工事
2月3日～3月17日

支出負担行為担当官
広島高等検察庁検事長　横田尤孝
（広島市中区上八丁堀2-15）

平成18年2月2日 3,654,000

終日不特定多数の人間が利用し，生命に関わる可能性
が高いことなどから，当該エレベーターの構造・機能等を
熟知し，技術的に責任のある施工が可能であって，か
つ，メンテナンスの保証もできる業者は契約業者だけで
あったため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第102
条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2209 広島市
広島地方法務合同庁舎で使用
する上下水道

支出負担行為担当官
広島高等検察庁検事長　横田尤孝
（広島市中区上八丁堀2-15）

平成17年4月1日 6,678,419
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

基本料
7,180円ほか

2210
広島ガス（株）
広島市南区皆実町２－７－
１

広島地方法務合同庁舎で使用
するガス

支出負担行為担当官
広島高等検察庁検事長　横田尤孝
（広島市中区上八丁堀2-15）

平成17年4月1日 8,016,191

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

基本料
96,316円ほか

2211
九州沖通信機（株）
福岡市博多区相生町3-2-3

電話交換設備及び付属設備保
守業務に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
福岡高等検察庁次席検事　坂井靖
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成17年4月1日 1,371,384

契約業者は，当該電話設備の供給者であり，導入設備
に関する特殊な技術及び知識を備えている上，供給者
を変更することにより，同設備の安定稼動に支障が生じ
ることになるため。（会計法第29条の3第4項，予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2212
（財）福岡市くらしの環境財
団
福岡市博多区奈良屋町2-1

一般廃棄物処理搬出（不燃焼
物を含む）に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
福岡高等検察庁次席検事　坂井靖
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成17年4月1日 1,177,660

一般廃棄物収集運搬許可については福岡市の条例で
定められているところ，福岡市では一区域に一業者しか
許可されていないので，契約の性質又は目的が競争を
許さないため。（会計法第29条の3第4項，予決令第102
条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2213
日本カルミック（株）
東京都千代田区九段南1-
5-10

便器の防臭，洗浄及び維持管
理に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
福岡高等検察庁次席検事　坂井靖
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成17年4月1日 1,111,320

当庁排水管は金属製であり，長期間にわたって酸性の
薬品を使用し続けた場合，管が腐食するおそれが大き
いところ，契約業者は中性の特殊薬品を使用する器具
の特許を得ており，他者から同等の能力を有する器具の
提供が不可能なことから，競争を許さないため。（会計法
第29条の3第4項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2214
（株）福助屋
福岡市博多区博多駅前4-
8-10

乾式複写機保守契約一式
支出負担行為担当官代理
福岡高等検察庁次席検事　坂井靖
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成17年4月1日 1,260,832
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり4.80
円ほか

2215
リコー九州（株）
福岡市博多区東比恵3-9-
15

乾式複写機保守契約一式
支出負担行為担当官代理
福岡高等検察庁次席検事　坂井靖
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成17年4月1日 1,968,171
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり4.60
円ほか

2216
九州電力（株）
福岡市中央区渡辺通2-1-
82

電力需給契約一式
支出負担行為担当官代理
福岡高等検察庁次席検事　坂井靖
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成17年4月1日 4,623,108
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
１ｋｗ当たり
9.80円ほか

312



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2217
西部ガス（株）
福岡市博多区千代1-17-1

ガス需給契約一式
支出負担行為担当官代理
福岡高等検察庁次席検事　坂井靖
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成17年4月1日 2,051,381

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
１㎥当たり
45.27円ほか

2218
東陶エンジニアリング（株）
福岡市博多区博多駅前3-
10-24

法務総合研究所福岡支所トイレ
改修工事請負契約一式

支出負担行為担当官代理
福岡高等検察庁次席検事　坂井靖
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成18年3月7日 3,150,000

通年にわたって使用している当該研修施設において，長
期の工期を要する在来工法を用いた場合，施設使用に
著しく支障が生じるため，当該業者の有する特許工法を
用いる必要性があった上，同工法を採用することにより
工期が短縮されることから費用の低減を図ることができ
るため。（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第
3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2219
東北電力（株）仙台営業所
仙台市青葉区中央四丁目１
番６号

仙台法務総合庁舎電気需給契
約

支出負担行為担当官
仙台高等検察庁検事長　上田廣一
（仙台市青葉区片平一丁目３番１号）

平成17年4月1日 16,840,607
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
基本料金
1,510円/ｋｗ・
月
ほか２件

2220

（株）山武ビルシステムカン
パニー東北支店
仙台市青葉区立町２７番２１
号

仙台法務総合庁舎中央監視装
置及び空調自動制御機器保守
点検業務の委託契約一式

支出負担行為担当官
仙台高等検察庁検事長　上田廣一
（仙台市青葉区片平一丁目３番１号）

平成17年4月1日 3,310,650

当該設備の設置業者以外が保守業務を行った場合，施
工責任と保守責任の区分が難しいことから，当該設備に
精通している設置業者に委託することにより安全性等が
高水準に確保されるため（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

2221

（株）山武ビルシステムカン
パニー東北支店
仙台市青葉区立町２７番２１
号

法務総合研究所仙台支所中央
監視装置及び空調自動制御機
器保守点検業務の委託契約一
式

支出負担行為担当官
仙台高等検察庁検事長　上田廣一
（仙台市青葉区片平一丁目３番１号）

平成17年4月1日 2,079,000

当該設備の設置業者以外が保守業務を行った場合，施
工責任と保守責任の区分が難しいことから，当該設備に
精通している設置業者に委託することにより安全性等が
高水準に確保されるため（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

2222

日本エレベーター製造（株）
仙台営業所
仙台市青葉区一番町二丁
目３番２０号

仙台法務総合庁舎エレベーター
保守点検業務の委託契約一式

支出負担行為担当官
仙台高等検察庁検事長　上田廣一
（仙台市青葉区片平一丁目３番１号）

平成17年4月1日 3,064,110

当該設備の設置業者以外が保守業務を行った場合，施
工責任と保守責任の区分が難しいことから，当該設備に
精通している設置業者に委託することにより安全性等が
高水準に確保されるため（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

2223
東北電力（株）仙台営業所
仙台市青葉区中央四丁目１
番６号

法務総合研究所仙台支所電気
需給契約

支出負担行為担当官
仙台高等検察庁検事長　上田廣一
（仙台市青葉区片平一丁目３番１号）

平成17年4月1日 2,337,009
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
基本料金
1,510円/ｋｗ・
月
ほか２件

2224
（株）セント
仙台市青葉区上杉一丁目１
７番２０号

仙台高等検察庁デジタル複合
複写機保守及び消耗品供給契
約一式

支出負担行為担当官
仙台高等検察庁検事長　上田廣一
（仙台市青葉区片平一丁目３番１号）

平成17年4月1日 2,258,625
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
ブラック１枚当
たり５．１円
（税別）ほか７
件
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2225
（株）大崎防災
宮城県玉造郡岩出山町南
沢字二ツ壇１２－１

仙台法務総合庁舎消防・防災
設備保守点検業務の委託契約
一式

支出負担行為担当官
仙台高等検察庁検事長　上田廣一
（仙台市青葉区片平一丁目３番１号）

平成17年4月1日 1,676,115
市場価格及び前年度契約額等を考慮すると，競争契約
に付するよりも著しく有利な価格であるため（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

2226

川重冷熱工業（株）北日本
支社
仙台市青葉区一番町一丁
目４番３０号

仙台法務総合庁舎冷温水器保
守点検業務の委託契約一式

支出負担行為担当官
仙台高等検察庁検事長　上田廣一
（仙台市青葉区片平一丁目３番１号）

平成17年4月1日 1,535,100

当該設備の設置業者以外が保守業務を行った場合，施
工責任と保守責任の区分が難しいこと，当該設備に精
通している設置業者に委託することにより安全性等が高
水準に確保されるため（会計法第２９条の３第４項，予決
令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

2227
リコー東北（株）
仙台市青葉区五橋一丁目５
番３号

仙台高等検察庁リコー電子複
写機保守及び消耗品供給契約
一式

支出負担行為担当官
仙台高等検察庁検事長　上田廣一
（仙台市青葉区片平一丁目３番１号）

平成17年4月1日 1,532,466
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
モノカラー１枚
当たり５．７円
（税別）ほか１
６件

2228
扶桑電通（株）東北支店
仙台市青葉区本町二丁目５
番１号

構内電話交換設備及び電話機
保守管理業務の委託契約一式

支出負担行為担当官
仙台高等検察庁検事長　上田廣一
（仙台市青葉区片平一丁目３番１号）

平成17年4月1日 1,418,256

当該設備メーカーのディーラーでもある設置業者に委託
することにより，設置機器に対応した機材やシステム技
術を迅速，適正に提供可能であるため（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2229
仙台トヨペット（株）
仙台市宮城野区苦竹二丁
目８番１号

仙台高等検察庁公用自動車１
台の交換契約

支出負担行為担当官
仙台高等検察庁検事長　上田廣一
（仙台市青葉区片平一丁目３番１号）

平成18年1月27日 3,136,875
再度の入札をしても落札者がいなかったため。
（会計法第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2230
仙台市ガス局
仙台市宮城野区幸町五丁
目１３番１号

仙台法務総合庁舎で使用する
ガス

支出負担行為担当官
仙台高等検察庁検事長　上田廣一
（仙台市青葉区片平一丁目３番１号）

平成17年4月1日 11,093,196

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
41,000円ほか
6件

2231 仙台市
仙台法務総合庁舎で使用する
上下水道

支出負担行為担当官
仙台高等検察庁検事長　上田廣一
（仙台市青葉区片平一丁目３番１号）

平成17年4月1日 4,426,021
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本使用料
24,600円ほか
13件

2232
（株）東洋実業
札幌市中央区北６条西２２
－２－７

札幌第３合同庁舎警備業務委
託契約

支出負担行為担当官代理
札幌高等検察庁次席検事　長井博美
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成17年4月1日 65,197,440
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2233
（株）東洋実業
札幌市中央区北６条西２２
－２－７

札幌第３合同庁舎清掃業務委
託契約

支出負担行為担当官代理
札幌高等検察庁次席検事　長井博美
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成17年4月1日 12,096,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2234
北海道電力（株）札幌支店
札幌市中央区大通東１－２

札幌第３合同庁舎電気需給契
約

支出負担行為担当官代理
札幌高等検察庁次席検事　長井博美
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成17年4月1日 61,511,227
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から実施）

単価契約
１キロワット時
につき９円９０
銭ほか３件
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2235
北海道電力（株）札幌支店
札幌市中央区大通東１－２

法務総合研究所札幌支所電気
需給契約

支出負担行為担当官代理
札幌高等検察庁次席検事　長井博美
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成17年4月1日 2,762,044
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から実施）

単価契約
１キロワット時
につき１０円３
８銭

2236
北菱産業（株）
札幌市中央区北５条西６－
２－２

札幌第３合同庁舎電気・機械設
備，空調設備，衛生設備等の運
転，監視，日常点検及び保守管
理業務委託契約

支出負担行為担当官代理
札幌高等検察庁次席検事　長井博美
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成17年4月1日 34,739,460

当庁竣工時から継続して本業務を行い，各種機械設備
及び構造等の細部にわたって熟知し，かつ，設備等に不
具合が生じた場合にも迅速確実な対応が履行できる同
社をおいてしか受託し得ないため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から実施）

2237

（株）山武ビルシステムカン
パニー北海道支社
札幌市中央区北３条西３－
１

札幌第３合同庁舎空調自動制
御設備保守点検業務委託契約

支出負担行為担当官代理
札幌高等検察庁次席検事　長井博美
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成17年4月1日 6,667,500

当該設備は，同社独自の設計で製造されていることか
ら，他の会社に業務委託した場合，各種機器の故障など
のトラブルに対応できないため。（会計法第２９条の３第
４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から実施）

2238
日本電気（株）北海道支社
札幌市中央区大通西４－１

札幌第３合同庁舎中央監視装
置保守点検業務委託契約

支出負担行為担当官代理
札幌高等検察庁次席検事　長井博美
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成17年4月1日 3,780,000

当該設備は，同社がシステム設計及び機器設計したも
のであり，ソフトウェアについても独自に開発されたもの
を使用していることから，他の会社に業務委託した場
合，業務に支障が生じることになるため。（会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から実施）

2239

財団法人札幌市環境事業
公社
札幌市中央区北１条東１－
４－１

札幌第３合同庁舎じん芥（事業
系一般廃棄物）処理業務委託
契約

支出負担行為担当官代理
札幌高等検察庁次席検事　長井博美
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成17年4月1日 3,447,597
札幌市から事業系一般廃棄物の収集運搬業務の事業
許可を受けているのは，同社のみであるため。（会計法
第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
一般ごみ１m3
当たり３，９００
円ほか１件

2240

荏原冷熱システム（株）北海
道営業所
札幌市白石区本通１９丁目
北１－２５

札幌第３合同庁舎直だき吸収冷
温水機保守点検業務委託契約

支出負担行為担当官代理
札幌高等検察庁次席検事　長井博美
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成17年4月1日 2,713,200

当該設備メーカーから保守点検業務を委託されている会
社は，札幌市内に同社しかなく，同社は，当設備の機
器，構造等を熟知している上，故障等が生じた場合の迅
速な対応が履行できるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から実施）

2241

富士ゼロックス（株）北海道
営業所
札幌市中央区大通西７－３
－１

札幌高等検察庁複写機保守管
理業務委託契約

支出負担行為担当官代理
札幌高等検察庁次席検事　長井博美
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成17年4月1日 2,651,076
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
モノクロコピー
１枚につき４円
７０銭（５，００
０枚まで），フ
ルカラーコ
ピーにつき４０
円５２銭（１，０
００枚まで）ほ
か１件

2242
札幌トヨペット（株）
札幌市豊平区月寒東１条１
４－１－１

札幌高等検察庁自動車交換契
約（１台）

支出負担行為担当官代理
札幌高等検察庁次席検事　長井博美
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成18年2月9日 3,025,062
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2243
野上技研工業（株）
札幌市東区北３４条東１５－
１－２２

札幌高等検察庁南２条宿舎監
視カメラシステム一式購入契約

支出負担行為担当官代理
札幌高等検察庁次席検事　長井博美
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成18年2月20日 3,318,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2244 札幌市
札幌第３合同庁舎で使用する上
下水道需給契約

支出負担行為担当官代理
札幌高等検察庁次席検事　長井博美
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成17年4月1日 11,710,395
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
上水道１m3３
６０円ほか
下水道１m3６
００円ほか

2245
フジテック（株）四国支店
香川県高松市番町５－９－
１

高松法務合同庁舎昇降機保守
点検業務委託契約一式

支出負担行為担当官
高松高等検察庁検事長　鈴木芳夫
支出負担行為担当官代理
高松地方法務局人権擁護部長　菊間
徹
（高松市丸の内１－１－１）

平成17年4月1日 3,394,440

フジテック（株）は，昇降機の当初からの供給者であり，
エレベーターの部品，マイコン制御回路は独自の特許等
が使用されており，他業者では故障に対する迅速な対応
ができないなど保守業者を変更することにより，昇降機
の稼働に支障が生じることになるため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

2246

（株）山武四国支店
香川県高松市サンポート２
－１　サンポートビジネスス
クエア９階

高松法務合同庁舎空調用自動
制御器保守点検業務委託契約
一式

支出負担行為担当官
高松高等検察庁検事長　鈴木芳夫
支出負担行為担当官代理
高松地方法務局人権擁護部長　菊間
徹
支出負担行為担当官
高松矯正管区長　松野孝治
（高松市丸の内１－１－１）

平成17年4月1日 2,646,000

空気調和設備改修工事において，（株）山武の自動制御
機器が導入されているところ，これら機器は同社所有の
特許が使用され，他社では，同機器に対する専門的知
識・技術がないため，緊急時における適切な措置が期待
できず保守点検に支障を生じるおそれがあるため。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2247
石井事務機（株）
香川県高松市松福町２丁目
４番８号石井事務機（株）

乾式電子複写機の保守及び消
耗品供給に関する契約一式

支出負担行為担当官
高松高等検察庁検事長
鈴　木　芳　夫
（香川県高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 2,273,566
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり4.3
円ほか７件

2248
沖電気工業（株）四国支社
香川県高松市番町１丁目７
番５号

高松法務合同庁舎構内電話設
備保守点検業務委託契約一式

支出負担行為担当官
高松高等検察庁検事長
鈴　木　芳　夫
（香川県高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 1,456,560

電話交換設備は沖電気工業（株）の機器が当初から導
入されているところ，これらは同社独自の機器が使用さ
れ，他社では，同機器に対する専門的知識・技術がない
ため，緊急時における適切な措置が期待できず保守点
検に支障を生じるおそれがあるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2249
四国電力（株）
高松市丸の内２番５号

業務用高負荷率電力供給契約

支出負担行為担当官
高松高等検察庁検事長　鈴木芳夫
支出負担行為担当官代理
高松地方法務局人権擁護部長　菊間
徹
（高松市丸の内１－１－１）

平成17年4月1日 24,898,476
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から実施）

単価契約
１キロワット時
につき１３円１
１銭ほか３件

2250
四国ガス（株）
高松市松福町１丁目３ノ８

ガス需給契約

支出負担行為担当官
高松高等検察庁検事長　鈴木芳夫
支出負担行為担当官代理
高松地方法務局人権擁護部長　菊間
徹
（高松市丸の内１－１－１）

平成17年4月1日 9,627,820

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
126.01円/m3
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2251 高松市 水道需給契約

支出負担行為担当官
高松高等検察庁検事長　鈴木芳夫
支出負担行為担当官代理
高松地方法務局人権擁護部長　菊間
徹
（高松市丸の内１－１－１）

平成17年4月1日 3,353,688
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
上水道240円
／m3
下水道205円
／m3

2252
（株）日本シューター
東京都千代田区神田駿河
台２ー９

角型気送管設備の保守点検業
務一式

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 3,175,200

当該設備は、契約の相手方が独自に構築し、設置を
行ったものであり、保守業務等を安全・確実に遂行可能
な者は契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（競争入札）
（遅くとも設備更新時期まで
に入札を実施）

2253
（株）ダイフク
東京都港区芝２－３－３

小型立体自動倉庫保守契約一
式

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 1,233,750

当該設備は，契約の相手方が独自に構築し，設置を
行ったものであり，特別な技術，設備，品質保証能力等
を有する者が契約業者１社であることから，競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（競争入札）
（遅くとも設備更新時期まで
に入札を実施）

2254
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

検察情報システム中央・周辺機
器賃借契約一式

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 115,185,105

契約業者は，当初からの供給者であり，供給者を変更す
ることにより，検察情報システムの稼働に支障が生じる
ことになるため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１
０２条の４第３号）

その他
１８年度以降は事務・事業を
行わない

2255
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

文書管理システム運用支援契
約一式

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 2,453,321

当該設備は、契約の相手方が独自に構築したものであ
り，供給者を変更することにより，文書管理システムの稼
働に支障が生じることになるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2256
シンドラーエレベータ（株）
東京都江東区越中島１－２
－２１

昇降機保守契約一式
支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 2,104,200
特別な技術，設備，品質保証能力等を有する者が契約
業者１社であり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

2257

ジョンソンコントロールズ
（株）
東京都渋谷区笹塚１－５０
－１

八王子法務総合庁舎における
空調・衛生設備等自動制御装
置保守契約一式

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 2,037,000
特別な技術，設備，品質保証能力等を有する者が契約
業者１社であり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

2258
日精（株）
東京都台東区上野２－２３
－５

機械式駐車設備保守契約一式
支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 1,373,400
特別な技術，設備，品質保証能力等を有する者が契約
業者１社であり，競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

2259

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
（株）
東京都中央区日本橋本町１
－５－４

複写機保守にかかる年間契約
支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 57,088,756
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1～5,000枚
4.30円　ほか
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量
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点検結果 講ずる措置 備考

2260
富士ゼロックス（株）
東京都港区六本木３－１－
１

複写機保守にかかる年間契約
支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 19,799,667
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1～10,000枚
4.30円　ほか

2261
京セラミタジャパン（株）
東京都中央区日本橋本町１
－９－１５

複写機保守にかかる年間契約
支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 4,130,216
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1～10,000枚
4.00円　ほか

2262
キヤノン販売（株）
東京都港区港南２－１６－６

複写機保守にかかる年間契約
支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 13,639,115
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1～5,000枚
4.33円　ほか

2263
リコー販売（株）
東京都中央区銀座８－１８
－１１

複写機保守にかかる年間契約
支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 3,227,969
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1～5,000枚
4.33円　ほか

2264

日個連東京都営業協同組
合
東京都豊島区巣鴨１－９－
１

タクシー借上げ年間契約
支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 14,860,240
道路運送法第９条による認可料金が同一であり競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

2265
京王自動車（株）
東京都八王子市東町２－１
２

タクシー借上げ年間契約
支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 1,909,010
道路運送法第９条による認可料金が同一であり競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

2266
日本通運（株）東京航空支
店
東京都港区海岸３－１８－１

書類等運搬年間契約
支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 1,875,457
当該運搬を受託できる者が契約業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2267
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１－６－
６

警備輸送年間契約
支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 3,969,840
当該警備輸送（搬送）を受託できる者が契約業者のみで
あったため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2268
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１－６－
６

警備輸送年間契約
支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 3,084,480
当該警備輸送（搬送）を受託できる者が契約業者のみで
あったため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2269
日本カルミック（株）
東京都千代田区九段南１－
５－１０

トイレ清掃用薬品に関する契約
一式

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 2,356,200
契約会社は，清掃用薬品に関する特許を取得しており，
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予決
令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
１個当たり
3,300円
ほか１件
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2270
（株）レパスト
東京都中央区銀座７－１３
－８

夜食購入契約　３，０００食
支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 1,800,000
契約会社は，当庁に出店しており，地理的制約から他に
適する会社がないため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降は事務・事業を
行わない

単価契約
１個当たり
600円

2271
（株）有斐閣
東京都千代田区神田神保
町２－１７

六法全書４１２冊及び小六法１３
冊購入契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月8日 3,444,000

競争に付したとしても出版社で定めた価格を下回る低価
格応札は認められず，出版社から直接購入することで市
場価格より有利な価格で契約できる見込があるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2272

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
（株）
東京都中央区日本橋本町１
－５－４

複写機賃貸借に伴う保守契約
支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年5月18日 1,607,394
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（複写機本体の賃貸借時に
保守料を含めた競争入札に
移行）

単価契約
1～10,000枚
4.30円　ほか

2273
日本ファイリング（株）
東京都千代田区神田駿河
台３－２

電動式移動棚一式
支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年9月1日 2,590,140

前年度に導入した同社製品の増設であり，自社純正部
品を使用しており，専門知識及び技術を有する者でない
と作業ができないこと，仮に本件作業が他社において可
能であったとしても，故障発生時には早期システム復旧
が保証されないことなどから。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

2274
（株）朝日公告社
東京都中央区銀座７－６－
１２

裁判員制度に関するシンポジウ
ム運営業務請負契約一式

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成18年1月11日 15,600,000
本案件の性質上，企画競争を行ったところ，契約業者の
みが合格したため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（総合評価）
（１９年度から）

2275
（株）土木田商店
東京都港区芝大門１－１６
－１０

ノート型パソコン２１台等
支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成18年1月24日 4,760,398

特殊事件の強制捜査開始に伴い，捜査上の必要から直
ちに調達する必要があったものであるが，当庁の要求仕
様を満たすパソコン等を最も早く納品できる業者は，契
約業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2276 東京都
中央合同庁舎６号館Ａ棟水道需
給契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 21,998,651
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
上水道　４２４
円／ｍ３
下水道　３４８
円／ｍ３

2277 東京都
中央合同庁舎６号館Ｂ棟水道
需給契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 2,896,054
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
上水道
４２０円／ｍ３
下水道
３２０円／ｍ３

2278 八王子市水道部
八王子法務総合庁舎水道需給
契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 19,278,761
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
上水道
４０４円／ｍ３
下水道
３４５円／ｍ３
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2279
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東京都豊島区東池袋３－１
６－３

携帯電話利用契約
支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　櫻井正史
（東京都千代田区霞が関１ー１－１）

平成17年4月1日 4,077,005
引き続き当該業者と契約することにより，長期割引制度
を最大限に活用できるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2280

富士ゼロックス（株）
横浜市西区みなとみらい２
－２－１－１横浜ランドマー
クタワー２３F

複写機の保守及び消耗品等供
給契約

支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正　松永栄治
（横浜市中区日本大通９）

平成17年4月1日 23,704,435
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１～５０００枚
まで４．７０円
ほか

2281
コニカミノルタテクノ東京
（株）神奈川支店
横浜市中区山下町２２

複写機の保守及び消耗品等供
給契約

支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正　松永栄治
（横浜市中区日本大通９）

平成17年4月1日 3,408,955
当該機器の保守に必要な技術，能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（次回複写機本体のリース契
約時に保守料を含めた競争
入札に移行）

単価契約
１～１００００枚
まで１台５４０
００円ほか

2282

三菱電機ビルテクノサービ
ス（株）横浜支社
横浜市西区みなみ２－２－１
－１

昇降機保守点検業務委託契約
支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正　松永栄治
（横浜市中区日本大通９）

平成17年4月1日 3,250,800

当該業務は，機器の点検及び部品の交換等を製造者の
基準に基づいて適正かつ継続的に行う必要があり，製
造者でなければ適正に行えないため。（会計法第29の3
第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

2283
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１－６－
６

徴収金警備搬送委託契約
支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正　松永栄治
（横浜市中区日本大通９）

平成17年4月1日 2,520,000
当該警備輸送（搬送）を受託できる者が契約業者のみで
あったため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

2284

神奈川個人タクシー協同組
合
横浜市磯子区新磯子町６－
１０

タクシー借り上げ契約
支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正　松永栄治
（横浜市中区日本大通９）

平成17年4月1日 1,703,040
道路運送法第９条による認可料金が同一であり競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
関東運輸局長
認可料金

2285
神奈川都市交通（株）本町
営業者
横浜市中区元浜町３－２０

タクシー借り上げ契約
支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正　松永栄治
（横浜市中区日本大通９）

平成17年4月1日 1,355,890
道路運送法第９条による認可料金が同一であり競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
関東運輸局長
認可料金

2286
（株）カイショー
横浜市西区平沼２－２－２

事務官用肘付回転椅子供給契
約１９０脚

支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正　松永栄治
（横浜市中区日本大通９）

平成17年6月28日 7,728,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2287

東芝テックビジネスソリュー
ション（株）首都圏支社神奈
川支店
横浜市中区不老町１－１－
５

パーナルコンピューター等供給
契約１９台

支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正　松永栄治
（横浜市中区日本大通９）

平成17年12月19日 5,281,500
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2288

富士通サポートアンドサービ
ス（株）
横浜市西区みなとみらい２
－２－１－１横浜ランドマー
クタワー２３F

横浜地方検察庁検察ＷＡＮネッ
トワーク構築業務委託契約

支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正　松永栄治
（横浜市中区日本大通９）

平成18年1月23日 1,737,750

検察ＷＡＮネットワークが不通となり，早急に同ケーブル
再敷設工事を行わないと執務に重大な支障が生じるお
それがあり，緊急を要したため。（会計法29条の3第4項，
予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
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契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
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（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2289
新日本法規出版（株）
東京都新宿区市谷砂土原
町２－６

横浜地方検察庁例規集デー
ターベース更新版３業務委託契
約

支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正　松永栄治
（横浜市中区日本大通９）

平成18年3月9日 1,011,754

本業務内容は，例規集のデータベース更新であるが，本
例規集の検索システムの著作権は，契約業者に帰属し
ていることから，他の業者が本システムを利用すること
が出来ないため。（会計法29条の3第4項，予決令第１０
２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2290 横浜市
横浜法務合同庁舎で使用する
上下水道

支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正　松永栄治
（横浜市中区日本大通９）

平成17年4月1日 5,564,069
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本使用料
1,580円
ほか２０件

2291
東京ガス（株）
東京都港区海岸１－５－２

横浜法務合同庁舎で使用する
ガス

支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正　松永栄治
（横浜市中区日本大通９）

平成17年4月1日 7,233,719

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
1,890円
ほか８件

2292
東京ガス（株）
東京都港区海岸１－５－２

川崎法務合同庁舎で使用する
ガス

支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正　松永栄治
（横浜市中区日本大通９）

平成17年4月1日 1,858,667

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
1,890円
ほか８件

2293

富士ゼロックス（株）埼玉営
業所
埼玉県さいたま市中央区新
都心１１－２

複写機保守契約

支出負担行為担当官
さいたま地方検察庁検事正
熊澤　孝
（埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１
６－５８）

平成17年4月1日 1,101,227
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
４．７円
ほか２件

2294
リコー販売（株）
東京都品川区西五反田７－
２５－５

複写機保守契約

支出負担行為担当官
さいたま地方検察庁検事正
熊澤　孝
（埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１
６－５８）

平成17年4月1日 11,264,978
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
３．６円
ほか６件

2295

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）東京支社
北関東支店
埼玉県さいたま市北区宮原
町２－２０－７

複写機保守契約

支出負担行為担当官
さいたま地方検察庁検事正
熊澤　孝
（埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１
６－５８）

平成17年4月1日 2,872,169
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
３．７円
ほか１５件

2296
（株）雄飛堂
埼玉県さいたま市大宮区東
町１－５４

複写機保守契約

支出負担行為担当官
さいたま地方検察庁検事正
熊澤　孝
（埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１
６－５８）

平成17年4月1日 1,444,004
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
３．０円
ほか６件

2297
（株）埼玉交通
埼玉県さいたま市南区鹿手
袋２－１３－１

一般乗用旅客自動車供給契約

支出負担行為担当官
さいたま地方検察庁検事正
熊澤　孝
（埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１
６－５８）

平成17年4月1日 1,950,850
一般常用旅客自動車を供給できる者は契約業者以外に
なく，競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

2298
東京瓦斯（株）
東京都新宿区西新宿３－７
－１

さいたま法務総合庁舎で使用す
るガス供給契約

支出負担行為担当官
さいたま地方検察庁検事正
熊澤　孝
（埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１
６－５８）

平成17年4月1日 4,984,852

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
1,890円
ほか１７件
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所
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2299 さいたま市
さいたま法務総合庁舎で使用す
る上下水道供給等契約

支出負担行為担当官
さいたま地方検察庁検事正
熊澤　孝
（埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１
６－５８）

平成17年4月1日 7,511,310
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
上水道
基本料金
86,500円
ほか３件
下水道
基本料金
550円ほか４
件

2300
（株）千葉測器
千葉市中央区都町２丁目１
９番３

複写機保守料

支出負担行為担当官
千葉地方検察庁検事正
神垣清水
（千葉市中央区中央４－１１－１）

平成17年4月1日 22,984,183
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
白黒１枚当た
り４．７円
ほか３件

2301
（株）つかさ
船橋市薬円台５丁目３７番１
５号

コピー用紙供給契約

支出負担行為担当官
千葉地方検察庁検事正
神垣清水
（千葉市中央区中央４－１１－１）

平成17年4月1日 2,870,093
当該物品の納入可能業者のうち，最も安価な単価で納
入できる業者は，当該業者のみであったため。（会計法
第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
Ａ４用紙１枚当
たり0.462円ほ
か3件

2302
富士タクシー（株）
千葉市中央区出洲港１４番
６号

タクシー借上料

支出負担行為担当官
千葉地方検察庁検事正
神垣清水
（千葉市中央区中央４－１１－１）

平成17年4月1日 2,806,070
道路運送法第９条による認可料金が同一であり競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
初乗り660円

2303
（株）トヨタレンタレース千葉
千葉市美浜区新港５７番地

レンタカー借上料

支出負担行為担当官
千葉地方検察庁検事正
神垣清水
（千葉市中央区中央４－１１－１）

平成17年4月1日 1,759,300

契約業者は，緊急な車両使用に応じた上，使用車両を
使用場所まで無料で引き渡し，かつ，引き取りに来てくれ
る唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第５項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
カローラ１日
6,300円ほか
19件

2304
大西総業（株）
千葉市若葉区源町５６６番
地の７

一般廃棄物処理

支出負担行為担当官
千葉地方検察庁検事正
神垣清水
（千葉市中央区中央４－１１－１）

平成17年4月1日 1,433,034
当該役務が可能な業者のうち，最も安価な単価を提示し
た業者は，契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（19年度から）

単価契約
１７．８５円／ｋ
ｇ

2305
（株）日本パープル
東京都港区赤坂８丁目５番
６号

機密文書抹消処理

支出負担行為担当官
千葉地方検察庁検事正
神垣清水
（千葉市中央区中央４－１１－１）

平成17年4月1日 2,370,375
当該役務の提供に必要な技術・能力を有する者が契約
業者のみであったため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（19年度から）

単価契約
ＤＰＳミディア
ムパッケージ
(２００キロ）１
台21,000円ほ
か３件

2306 千葉県
千葉第２地方合同庁舎で使用
する上水道

支出負担行為担当官
千葉地方検察庁検事正
神垣清水
（千葉市中央区中央４－１１－１）

平成17年4月1日 4,330,130
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
１５，１２０円ほ
か６件

2307 千葉市
千葉第２地方合同庁舎で使用
する下水道

支出負担行為担当官
千葉地方検察庁検事正
神垣清水
（千葉市中央区中央４－１１－１）

平成17年4月1日 2,258,700
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
１，４２８円ほ
か６件
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2308
東京ガス（株）
千葉市美浜区幸町１－６－
８

千葉第２地方合同庁舎で使用
するガス料

支出負担行為担当官
千葉地方検察庁検事正
神垣清水
（千葉市中央区中央４－１１－１）

平成17年4月1日 3,981,154

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
103,267円
ほか１１件

2309
京葉ガス（株）
千葉県市川市市川南２－８
－８

松戸法務総合庁舎で使用する
ガス料

支出負担行為担当官
千葉地方検察庁検事正
神垣清水
（千葉市中央区中央４－１１－１）

平成17年4月1日 3,173,046

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
48,293円
ほか１１件

2310

（株）日立ビルシステム東関
東支社
東京都千代田区外神田３－
１６－８

直だき吸収冷温水発生機の保
守に関する契約一式

支出負担行為担当官
水戸地方検察庁検事正　山本修三
支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
支出負担行為担当官
水戸保護観察所長　吉田元重
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 1,575,000

契約業者は，保守対象である直だき吸収冷温水発生機
のメーカーであり，契約業者を変更することにより，同冷
温水発生機の稼働に支障が生じることになるため。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（19年度から）

2311
常陽水道工業（株）
茨城県土浦市文京町１８－
２８

吸収冷温水機の保守に関する
契約一式

支出負担行為担当官
水戸地方検察庁検事正　山本修三
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 1,260,000

契約業者は，保守対象である吸収冷温水機のメーカー
であり，契約業者を変更することにより，同吸収冷温水
機の稼動に支障が生じることになるため。（会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（19年度から）

2312

（株）日立ビルシステム東関
東支社
東京都千代田区外神田３－
１６－８

エレベータの保守に関する契約
一式

支出負担行為担当官
水戸地方検察庁検事正　山本修三
支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
支出負担行為担当官
水戸保護観察所長　吉田元重
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 1,096,200

契約業者は，保守対象であるエレベータのメーカーであ
り，契約業者を変更することにより，同エレベータの稼動
に支障が生じることになるため。（会計法第２９条の３第
４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（19年度から）

2313
（株）東和
茨城県水戸市吉沢町１０６０
－２

デジタル複合機等１５台の保守
に関する契約一式

支出負担行為担当官
水戸地方検察庁検事正　山本修三
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 5,599,925
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
３．９円
ほか12件

2314

関彰商事（株）情報事務機
事業部水戸支店
茨城県ひたちなか市枝川２
７７

カラー複合機等４台の保守に関
する契約一式

支出負担行為担当官
水戸地方検察庁検事正　山本修三
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 2,636,040
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
４．７円
ほか７件

2315
東部瓦斯（株）茨城支社
茨城県水戸市宮町２－８－
１４

ガス供給に関する契約一式

支出負担行為担当官
水戸地方検察庁検事正　山本修三
支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
支出負担行為担当官
水戸保護観察所長　吉田元重
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 5,397,401

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
１ｍ3当たり
１５９円ほか
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2316

東京電力（株）茨城支店水
戸支社
茨城県水戸市自由が丘３番
５７号

電気の需給に関する契約一式

支出負担行為担当官
水戸地方検察庁検事正　山本修三
支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
支出負担行為担当官
水戸保護観察所長　吉田元重
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 10,340,983
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から実施）

単価契約
１ｋＷｈ当たり
１０．０７円ほ
か

2317

東京電力（株）茨城支店土
浦支社
茨城県土浦市千束町４番１
８号

電気の需給に関する契約一式
支出負担行為担当官
水戸地方検察庁検事正　山本修三
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 2,976,052
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
１ｋＷｈ当たり
１０．０７円ほ
か

2318

東京電力（株）茨城支店下
館支社
茨城県筑西市下岡崎３丁目
１番地１３

電気の需給に関する契約一式

支出負担行為担当官
水戸地方検察庁検事正　山本修三
支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 3,331,159
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
１ｋＷｈ当たり
１０．０７円ほ
か

2319
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１丁目６
番６号

庁舎機械警備委託に関する契
約一式

支出負担行為担当官
水戸地方検察庁検事正　山本修三
支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　竹谷喜文
支出負担行為担当官
水戸保護観察所長　吉田元重
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 3,349,080

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため，随意
契約としたもの。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１
０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

2320
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前１丁目
５番１号

庁舎機械警備委託に関する契
約一式

支出負担行為担当官
水戸地方検察庁検事正　山本修三
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成17年4月1日 1,083,600

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため，随意
契約としたもの。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１
０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

2321
水戸通信工業（株）
茨城県水戸市新荘２丁目７
番３３号

水戸地方法務合同庁舎ＰＣＢ安
定器使用照明器具改修工事

支出負担行為担当官
水戸地方検察庁検事正　山本修三
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成18年2月3日 13,965,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2322
関東マルワ産業（株）
宇都宮市平出町１５９９番地
６

複写機の保守及び消耗品供給

支出負担行為担当官
宇都宮地方検察庁検事正　大野恒太
郎
（宇都宮市小幡２丁目１番１１号）

平成17年4月1日 2,500,000
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
3.5円ほか２件
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2323
（株）ヤマト栃木支店
宇都宮市宝木町１丁目３４
番地７

庁舎冷温水器保守

支出負担行為担当官
宇都宮地方検察庁検事正　大野恒太
郎
宇都宮地方法務局長　三上隆司
支出負担行為担当官代理
宇都宮保護観察所観察課長　藤田守
人
（宇都宮市小幡２丁目１番１１号）

平成17年4月1日 1,942,500

本保守は，その性質上，日常的な保守はもとより故障時
においても迅速かつ正確な対応が求められるところ，契
約業者は冷温水器設備及び同設備に関連する全てのシ
ステムを構築施工した会社であり，同社以外に適当な業
者が見当たらないため。（会計法第２９条の３第４項，予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2324
北関東綜合警備保障（株）
宇都宮市不動前１丁目３番
１４号

庁舎機械警備
（宇都宮地方法務合同庁舎及
び管内栃木支部）

①宇都宮地方法務合同庁舎
支出負担行為担当官
宇都宮地方検察庁検事正　大野恒太
郎
支出負担行為担当官
宇都宮地方法務局長　三上隆司
支出負担行為担当官代理
宇都宮保護観察所観察課長　藤田守
人
（宇都宮市小幡２丁目１番１１号）
②管内栃木支部
支出負担行為担当官
宇都宮地方検察庁検事正　大野恒太
郎
（宇都宮市小幡２丁目１番１１号）

平成17年4月1日 1,357,020

契約業者の独自のシステムを設置しているところ，契約
の相手方を他の業者に変更する場合には，当該システ
ムの撤去及び他の業者のシステムを設置するための新
たな経費が発生することから，現契約業者と契約するこ
とが有利であるため，随意契約としたもの。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令第１０２条の４第４
号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

2325

（株）日立ビルシステム関越
支社
群馬県高崎市八島町５番地
イノウエビル

庁舎昇降機点検

支出負担行為担当官
宇都宮地方検察庁検事正　大野恒太
郎
宇都宮地方法務局長　三上隆司
支出負担行為担当官代理
宇都宮保護観察所観察課長　藤田守
人
（宇都宮市小幡２丁目１番１１号）

平成17年4月1日 1,234,800

稼働中の昇降機は㈱日立製作所製であり，そのうちの１
機が旧式のため故障の際の部品調達も含めて保守を受
けなければ性能の維持が困難であるところ，契約の相手
方は，㈱日立製作所製昇降機の保守・修理業務を目的
として設立された会社であり，同社以外に委託すること
は適当ではないため。（会計法第２９条の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

2326 宇都宮市 上下水道供給契約

支出負担行為担当官
宇都宮地方検察庁検事正　大野恒太
郎
（宇都宮市小幡２丁目１番１１号）

平成17年4月1日 1,733,424
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
３０，５１３円
従量料金
２１１．０５円
ほか９件

2327
東京ガス（株）宇都宮支社
宇都宮市東宿郷４－２－１６

ガス供給契約

支出負担行為担当官
宇都宮地方検察庁検事正　大野恒太
郎
（宇都宮市小幡２丁目１番１１号）

平成17年4月1日 2,128,285

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約　基
本料金（夏季）
４７，２５０円
基本料金（冬
季）　１３，７８
６円

2328
群馬リコー（株）
群馬県前橋市元総社町５２
７－３

静電式複写機（モノクロ）保守業
務

支出負担行為担当官
前橋地方検察庁検事正　渡邉一弘
（群馬県前橋市大手町３－２－１）

平成17年4月1日 5,366,217
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
単価１枚４．９
円
ほか１件
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2329
群馬リコー（株）
群馬県前橋市元総社町５２
７－３

静電式複写機（本庁カラー）保
守業務

支出負担行為担当官
前橋地方検察庁検事正　渡邉一弘
（群馬県前橋市大手町３－２－１）

平成17年4月1日 1,302,215
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
単価１枚３０．
４円
ほか５件

2330
日本エレベーター製造（株）
東京都千代田区東神田１－
９－９

エレベーター保守点検業務（前
橋法務総合庁舎）

支出負担行為担当官
前橋地方検察庁検事正　渡邉一弘
（群馬県前橋市大手町３－２－１）

平成17年4月1日 2,352,294

日本エレベーター製造（株）は，本設備の製造・設置業者
であり，本設備は独自の制御システム，ソフト等によって
制御されており，日常保守業務から故障等のトラブルの
際の対応を要求されるため他社に委託することは適当
でないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

2331

ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ（株）高崎
営業所
群馬県高崎市あら町１１６－
１

中央監視装置及び自動制御装
置保守点検業務（前橋法務総
合庁舎）

支出負担行為担当官
前橋地方検察庁検事正　渡邉一弘
（群馬県前橋市大手町３－２－１）

平成17年4月1日 1,836,765

ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ株式会社は，本設備設置業者であり，
かつ，同設備コンピュータ部のソフト及びデータの開発・
管理をしており，同社以外では保守が不可能であるた
め。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2332

財団法人群馬県健康づくり
財団
群馬県前橋市堀之下町１６
－１

一般定期健康診断委託
支出負担行為担当官
前橋地方検察庁検事正　渡邉一弘
（群馬県前橋市大手町３－２－１）

平成17年8月17日 1,323,666

過去の診断データを同財団が蓄積していることから過去
の診断結果に基づく適切な指導を受けることができる職
員が多数いることと，ＶＤＴ検査について県内では出張検
査を実施してもらえるところが同財団以外にないことから
他社に委託することは適当でないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
１項目１６５０
円
ほか１７件

2333
東京ガス（株）
東京都港区海岸１－５－２０

ガス供給契約（前橋法務総合庁
舎）

支出負担行為担当官
前橋地方検察庁検事正　渡邉一弘
（群馬県前橋市大手町３－２－１）

平成17年4月1日 4,803,471

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約(空
調夏季)　基本
料１８９０円ほ
か８件　従量
単価６１．９３
円ほか５件

2334

(株)日立ビルシステム中部
支社
名古屋市中村区名駅１－１
－４

静岡地方法務総合庁舎エレ
ベーター設備保守管理業務委
託契約

支出負担行為担当官
静岡地方検察庁検事正　松本弘道
静岡市葵区追手町９-４５

平成17年4月1日 1,335,600

本件エレベーター設備は，老朽（34年経過）が著しいとい
う現状の下，その安全性が保証されなければならないこ
とを考慮し，同設備が日立製で契約業者が施行している
ことから，同社の技術支援を全面的に受ける必要がある
ため。（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2335
静岡ゼロックス（株）
静岡市葵区常磐町２－１３
－１

平成１７年度ゼロックス製複写
機保守管理業務委託料

支出負担行為担当官
静岡地方検察庁検事正　松本弘道
静岡市葵区追手町９-４５

平成17年4月1日 11,457,198

当庁には２６台の富士ゼロックス製複写機が整備されて
いるところ，静岡ゼロックス（株）だけが，代理店が納入し
た全機種について保守管理業務ができること，全機種の
整備資格を有するサービス整員を有していることから同
社と契約するしかないため。（会計法第29条の3第4項，
予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり4.7
円ほか25件

2336
鈴与技研（株）
静岡市駿河区寿町１２－３５

沼津法務総合庁舎消火ポンプ
等改修工事

支出負担行為担当官
静岡地方検察庁検事正　松本弘道
静岡市葵区追手町９-４５

平成18年2月1日 5,754,000

本件消火ポンプは，火災発生等の際に電力供給が絶た
れた場合に備えて設置されている必要不可欠な消火設
備であり，早急に改善しなければ，勤務職員及び付近住
民等の人命への危険性等が必至であり緊急を要する工
事のため。（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の
4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）
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2337

日本オーチス・エレベータ
（株）
東京都中央区晴海一丁目８
番１０号

甲府法務合同庁舎昇降機２機
の保守業務一式

支出負担行為担当官
甲府地方検察庁検事正　川崎和彦
（甲府市中央１－１１－８）

平成17年4月1日 1,420,152

契約目的が安全運行管理であるところ，２台中の１台が
昭和３８年設置の古い昇降機で，メンテナンスや修理に
要する部品の調達が製造メーカーでなければ対応でき
ないため随意契約としたもの。（会計法第29条の3第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2338
（株）小林事務機
山梨県笛吹市石和町今井１
８５番地の２

甲府地方検察庁複写機１０台の
保守業務一式

支出負担行為担当官
甲府地方検察庁検事正　川崎和彦
（甲府市中央１－１１－８）

平成17年4月1日 4,120,450
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約（１
枚当たり）
モノクロ ４．６
円，フルカラー
２６．６円，フ
ルカラープリン
ト２２．４円

2339

日本オーチスエレベータ
（株）
東京都中央区晴海１－８－
１０

長野地方法務総合庁舎エレ
ベーター設備保守管理業務委
託契約

支出負担行為担当官
長野地方検察庁検事正　宮沢忠彦
（長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 1,990,800

本件エレベーター設備は，老朽（41年経過）が著しいこと
から，安全性の保証について考慮すべきところ，同設備
は契約業者が施行した設備であり，同社独自の技術支
援を全面的に受ける必要があるため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2340
中部電力（株）
長野市柳町１８

長野地方法務総合庁舎電気需
給契約

支出負担行為担当官
長野地方検察庁検事正　宮沢忠彦
（長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 6,614,763

契約会社以外に当庁へ送電可能な新規の一般電気事
業者及び特定規模電気事業者が存在せず，競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
電力単価
1,585円

2341
中部電力（株）
長野市柳町１８

上田法務総合庁舎電気需給契
約

支出負担行為担当官
長野地方検察庁検事正　宮沢忠彦
（長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 2,454,984

契約会社以外に当庁へ送電可能な新規の一般電気事
業者及び特定規模電気事業者が存在せず，競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
電力単価
1,585円

2342
中部電力（株）
長野市柳町１８

松本法務総合庁舎電気需給契
約

支出負担行為担当官
長野地方検察庁検事正　宮沢忠彦
（長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 5,248,490

契約会社以外に当庁へ送電可能な新規の一般電気事
業者及び特定規模電気事業者が存在せず，競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
電力単価
1,585円

2343
長野リコー代理店（株）丸陽
長野市青木島町青木島６０
３－７

複写機保守契約
支出負担行為担当官
長野地方検察庁検事正　宮沢忠彦
（長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 3,352,118
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
4.0円ほか5件

2344
コニカミノルタ代理店　（株）
柳沢商店
長野市西後町１５５５

複写機保守契約
支出負担行為担当官
長野地方検察庁検事正　宮沢忠彦
（長野市旭町１１０８）

平成17年4月1日 4,187,400
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
5.0円ほか16
件

2345
東北電力（株）新潟営業所
新潟市上大川前通５番町８
４

新潟地方法務総合庁舎電気需
給契約

支出負担行為担当官
新潟地方検察庁検事正  仲田　　章
（新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 18,017,300
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（19年度から）

単価契約
基本料単価
1,510円
ほか２件
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2346
コニカミノルタＮＣ（株）
新潟市亀田工業団地１－２
－１３

複写機保守契約
支出負担行為担当官
新潟地方検察庁検事正  仲田　　章
（新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 5,395,000
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
3.5円
ほか１１件

2347
（社）新潟縣健康管理協会
新潟市亀田工業団地１－２
－１３

健康診断業務委託契約
支出負担行為担当官
新潟地方検察庁検事正  仲田　　章
（新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 1,840,700

職員の健康管理を適切に実施していくためには，受診者
の検査データが継続管理されている同一の医療機関に
より健康診断を受診させる必要があるため。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（18年度から）

検査１項目当
たり270円
ほか１１件

2348
新潟リコー（株）
新潟市下木戸１－１８－３０

複写機保守契約
支出負担行為担当官
新潟地方検察庁検事正  仲田　　章
（新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 1,527,400
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
4.9円
ほか１４件

2349 長岡市
長岡法務総合庁舎上下水道需
給契約

支出負担行為担当官
新潟地方検察庁検事正  仲田　　章
（新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 1,821,590
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
24,500円
給水料金82円
ほか8件

2350 新潟市
新潟地方法務総合庁舎上下水
道需給契約

支出負担行為担当官
新潟地方検察庁検事正  仲田　　章
（新潟市西大畑町５１９１）

平成17年4月1日 1,689,898
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
12,860円，
給水料金89円
ほか9件

2351

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）大阪支社
大阪市西区西本町２－３－
１０

複写機保守及び消耗品供給契
約

支出負担行為担当官
大阪地方検察庁検事正　中尾　巧
（大阪市福島区福島１丁目１番６０号）

平成17年4月1日 14,894,330
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
コピーキット1
個（60,000枚
毎）255,150円
ほか9件

2352
三菱ハイタク事業協同組合
大阪府守口市八雲東町１－
８－２

タクシー供給契約
支出負担行為担当官
大阪地方検察庁検事正　中尾　巧
（大阪市福島区福島１丁目１番６０号）

平成17年4月1日 12,000,000
道路運送法第９条による認可料金が同一であり競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
近畿運輸局長
認可料金

2353
（株）トヨタレンタリース大阪
大阪市中央区島之内１－２
０－１９

レンタカー供給契約
支出負担行為担当官
大阪地方検察庁検事正　中尾　巧
（大阪市福島区福島１丁目１番６０号）

平成17年4月1日 6,839,910

契約業者は，緊急な車両使用に応じた上，使用車両を
使用場所まで，無料で引き渡し，かつ，引き取りに来てく
れる唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
1,500ccクラス
7,350円／日
（免責補償料
を含む）
ほか19件

2354

オムロンクレジットサービス
（株）
京都市中京区室町道三条
上ル役行者町３６８

タクシー供給契約
支出負担行為担当官
大阪地方検察庁検事正　中尾　巧
（大阪市福島区福島１丁目１番６０号）

平成17年4月1日 5,000,000
道路運送法第９条による認可料金が同一であり競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
近畿運輸局長
認可料金
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点検結果 講ずる措置 備考

2355

キャノンシステムアンドサ
ポート（株）近畿営業本部
大阪市中央区南本町２－６
－１２

複写機保守及び消耗品供給契
約

支出負担行為担当官
大阪地方検察庁検事正　中尾　巧
（大阪市福島区福島１丁目１番６０号）

平成17年4月1日 2,262,720
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
月額7,180円，
ﾌﾞﾗｯｸ6円／
枚，ｶﾗｰ28円
／枚ほか1件

2356
（株）電通関西支社
大阪市北区堂島２－４－５

ＥＬＮＥＴサービス供給契約
支出負担行為担当官
大阪地方検察庁検事正　中尾　巧
（大阪市福島区福島１丁目１番６０号）

平成17年4月1日 1,320,000

契約業者は，業務目的を達成するために不可欠な特定
の情報について当庁の要求仕様に基づく情報を提供す
ることが可能な唯一の者であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
最低利用金額
100,000円／
月データ出力
料30円／件

2357
関西電力（株）
大阪市北区中之島３－６－
１６

大阪中之島合同庁舎電気需給
契約

支出負担行為担当官
大阪地方検察庁検事正　中尾　巧
（大阪市福島区福島１丁目１番６０号）

平成17年4月1日 85,175,612
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格評価）
（１８年度から）

単価契約
16.94円／kWh
ほか2件

2358
関西電力（株）
大阪市北区中之島３－６－
１６

堺法務合同庁舎電気需給契約
支出負担行為担当官
大阪地方検察庁検事正　中尾　巧
（大阪市福島区福島１丁目１番６０号）

平成17年4月1日 8,746,126
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格評価）
（１８年度から）

単価契約
約10.02円／
kWhほか2件

2359
関西電力（株）
大阪市北区中之島３－６－
１６

岸和田法務合同庁舎電気需給
契約

支出負担行為担当官
大阪地方検察庁検事正　中尾　巧
（大阪市福島区福島１丁目１番６０号）

平成17年4月1日 3,543,803
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格評価）
（１９年度から）

単価契約
約10.94円／
kWhほか2件

2360
大阪ガス（株）
大阪市中央区平野町４－１
－２

大阪中之島合同庁舎ガス需給
契約

支出負担行為担当官
大阪地方検察庁検事正　中尾　巧
（大阪市福島区福島１丁目１番６０号）

平成17年4月1日 13,715,842

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金（夏
季）28,000円
基本料金（冬
季）6,040円

2361 大阪市
大阪中之島合同庁舎水道需給
契約

支出負担行為担当官
大阪地方検察庁検事正　中尾　巧
（大阪市福島区福島１丁目１番６０号）

平成17年4月1日 16,366,205
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
上水道368円
／m3
下水道215円
／m3

2362
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ関
西
大阪市北区梅田１－１０－１

携帯電話利用契約
支出負担行為担当官
大阪地方検察庁検事正　中尾　巧
（大阪市福島区福島１丁目１番６０号）

平成17年4月1日 2,489,941
引き続き当該業者と契約することにより，長期継続割引
制度を最大限に活用できるため。（会計法第２９条の３第
４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2363
医療法人日研会
大阪府枚方市楠葉並木２－
２２－１

健康診断委託契約
支出負担行為担当官
大阪地方検察庁検事正　中尾　巧
（大阪市福島区福島１丁目１番６０号）

平成17年6月9日 8,086,310

職員の健康管理を適切に実施していくためには，受診者
の検査データが継続管理されている同一の医療機関に
より健康診断を受診させる必要があるため。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格評価）
（１８年度から）

単価契約
血液検査3，
000円／人ほ
か１０件
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件数
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2364
（株）毎日新聞大阪本社
大阪市北区梅田３－４－５

裁判員制度シンポジウム開催
の準備・実施作業に関わる請負
契約

支出負担行為担当官
大阪地方検察庁検事正　中尾　巧
（大阪市福島区福島１丁目１番６０号）

平成17年12月19日 13,125,000

企画競争を行った結果，シンポジウムにおける趣旨・目
的の達成見込み，集客力パネルディスカッション登壇者
の知名度及び経済性等を考慮したところ，大阪地方検察
庁の求める仕様に沿った大阪市内でのシンポジウム開
催等の体制を確立している者は同社のみであり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（総合評価）
（19年度から）

2365

キャノンシステムアンドサ
ポート（株）近畿営業本部
大阪市中央区南本町２－６
－１２

判決書検索システムのＯＳ変更
ソフトウェアの購入及びインス
トール作業料

支出負担行為担当官
大阪地方検察庁検事正　中尾　巧
（大阪市福島区福島１丁目１番６０号）

平成18年2月1日 1,842,750
当該システムを開発したのが同社であることから，複数
の業者により価格競争をすることができないため。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2366
丸善建設工業（株）
大阪市阿倍野区松崎町３－
６－５

岸和田法務合同庁舎１階窓面
格子等設置作業

支出負担行為担当官
大阪地方検察庁検事正　中尾　巧
（大阪市福島区福島１丁目１番６０号）

平成18年3月3日 1,396,500

庁舎の窓ガラスが割られて侵入される被害があったこと
から，１階の窓から人が侵入することを防止するための
作業を緊急に行う必要があるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降は事務・事業を
行わない

2367
（株）昭和設計
大阪市港区弁天１－２－１
－８００

大阪中之島合同庁舎（仮称）
バックアップセンター模様替工
事に伴う設計業務

支出負担行為担当官
大阪地方検察庁検事正　中尾　巧
（大阪市福島区福島１丁目１番６０号）

平成18年3月8日 3,045,000

本件業務は，大阪中之島合同庁舎５階大阪地方検察庁
の一部を検察総合情報システムの（仮称）バックアップセ
ンターに模様替するための工事に係る設計業務である。
当該建物は，平成１４年３月に近畿地方整備局及び
（株）昭和設計の実施設計により新営されたものである
が，当該工事は電算機器の荷重，電気容量及び空調容
量が大きいこと及び特殊な消火設備も必要となることか
ら，本件業務を行うためには，防災評定，特例申請及び
制震装置等が必要な大規模高層建築である同庁舎の構
造，設備，詳細寸法，仕様等を熟知している必要があ
る。また，合同庁舎の大規模な模様替を実施するには，
庁舎の耐荷重，電気容量，空調容量，耐震構造等を熟
知している者が行う必要があったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（19年度以降から）

2368 大阪市
ごみ等処理手数料契約（事業系
一般廃棄物）

支出負担行為担当官
大阪地方検察庁検事正　中尾　巧
大阪市福島区福島1-1-60

平成17年4月1日 1,512,000

大阪市条例等に基づき，大阪市から事業系一般廃棄物
の処理業務の許可を受けているのは，契約業者のみで
あり，競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項，予
決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2369

フジテック（株）京都支店
京都市下京区四条通高倉
西入立売西町８２番地京都
恒和ビル

昇降機保守契約２台

支出負担行為担当官
京都地方検察庁検事正　津田賛平
（京都市上京区新町通下長者町下る
両御霊町８２番地）

平成17年4月1日 1,064,028

当庁昇降機はフジテック（株）社製で，当庁昇降機につい
て専門的な技術・知識を有する同社が保守・点検しなけ
れば昇降機の稼働に支障が生じることになるため。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（19年度から）

2370

財団法人京都健康管理研
究会中央診療所
京都市中京区三条通高倉
東入桝屋町５８番地

一般定期健康診断委託契約２３
４名

支出負担行為担当官
京都地方検察庁検事正　津田賛平
（京都市上京区新町通下長者町下る
両御霊町８２番地）

平成17年5月9日 2,248,650

職員の健康管理を適切に実施するため，履行成績及び
履行能力が良好で，専門的な知見，ノウハウ等を持つ検
査機関を提供する必要があり，競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（19年度から）

単価契約
（１件当たり１
５０円ほか１９
件）
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2371 京都市
京都法務合同庁舎水道需給契
約

支出負担行為担当官
京都地方検察庁検事正　津田賛平
（京都市上京区新町通下長者町下る
両御霊町８２番地）

平成17年4月1日 6,858,488
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
上水道基本料
金18,500円従
量料金262円
/m3
下水道基本料
金1,400円従
量料金218円
／m3

2372
大阪ガス（株）
大阪市中央区平野町４－１
－２

京都法務合同庁舎ガス需給契
約

支出負担行為担当官
京都地方検察庁検事正　津田賛平
（京都市上京区新町通下長者町下る
両御霊町８２番地）

平成17年4月1日 2,562,814

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金(夏
季)172,078円
従量料金円
/37.8760m3
基本料金（冬
季）6,040円従
量料金97.88
円/m3

2373

富士ゼロックス京都（株）
京都市中京区三条通烏丸
西入御倉町８５番地１烏丸ビ
ル７階

複合機の保守及び消耗品等供
給契約

支出負担行為担当官
京都地方検察庁検事正　津田賛平
（京都市上京区新町通下長者町下る
両御霊町８２番地）

平成17年4月1日 6,999,998
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚当たり2.1
円ほか9件

2374

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）大阪支社
京都営業所
京都市伏見区中島北ノ口町
２番地

複合機の保守及び消耗品等供
給契約

支出負担行為担当官
京都地方検察庁検事正　津田賛平
（京都市上京区新町通下長者町下る
両御霊町８２番地）

平成17年4月1日 1,298,617
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚当たり2.7
円ほか2件

2375
（株）三井田商事
京都市伏見区竹田西内畑
町１９番地

複合機の保守及び消耗品等供
給契約

支出負担行為担当官
京都地方検察庁検事正　津田賛平
（京都市上京区新町通下長者町下る
両御霊町８２番地）

平成17年4月1日 1,168,424
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚当たり2.75
円ほか3件

2376

オムロンクレジットサービス
（株）
京都市中京区室町道三条
上ル役行者町３６８

タクシー供給契約

支出負担行為担当官
京都地方検察庁検事正　津田賛平
（京都市上京区新町通下長者町下る
両御霊町８２番地）

平成17年4月1日 4,751,256
道路運送法第９条による認可料金が同一であり競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
近畿運輸局長
認可料金

2377
関西電力（株）
大阪市北区中之島3-6-16

神戸法務合同庁舎電気供給契
約

支出負担行為担当官
神戸地方検察庁検事正　宮下準二
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成17年4月1日 14,045,857
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（18年度から）

単価契約
1kw/hにつき
11.4円ほか

2378
関西電力（株）
大阪市北区中之島3-6-16

姫路法務合同庁舎電気供給契
約

支出負担行為担当官
神戸地方検察庁検事正　宮下準二
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成17年4月1日 6,621,504
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（18年度から）

単価契約
1kw/hにつき
11.01円ほか

331



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2379
関西電力（株）
大阪市北区中之島3-6-16

伊丹法務合同庁舎電気供給契
約

支出負担行為担当官
神戸地方検察庁検事正　宮下準二
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成17年4月1日 3,274,884
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（18年度から）

単価契約
1kw/hにつき
11.01円ほか

2380
関西電力（株）
大阪市北区中之島3-6-16

尼崎支部電気供給契約
支出負担行為担当官
神戸地方検察庁検事正　宮下準二
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成17年4月1日 2,605,785
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（18年度から）

単価契約
1kw/hにつき
11.01円ほか

2381
関西電力（株）
大阪市北区中之島3-6-16

社法務合同庁舎電気供給契約
支出負担行為担当官
神戸地方検察庁検事正　宮下準二
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成17年4月1日 2,490,231
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（18年度から）

単価契約
1kw/hにつき
11.01円ほか

2382

富士ゼロックス（株）西日本
支社
大阪市中央区安土町3-5-
12

複合機の保守及び消耗品等供
給契約

支出負担行為担当官
神戸地方検察庁検事正　宮下準二
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成17年4月1日 17,828,370
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚当たり
4.7円
ほか25件

2383
大阪ガス（株）
大阪市中央区平野町4-1-2

ガス供給契約
支出負担行為担当官
神戸地方検察庁検事正　宮下準二
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成17年4月1日 7,475,551

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2384
（株）三木美研舎
神戸市中央区北長狭通4-
4-18

神戸法務総合庁舎清掃業務委
託契約

支出負担行為担当官
神戸地方検察庁検事正　宮下準二
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成17年4月1日 5,386,500
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2385
コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）大阪支社
大阪市西区西本町2-3-10

複合機の保守及び消耗品等供
給契約

支出負担行為担当官
神戸地方検察庁検事正　宮下準二
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成17年4月1日 4,831,271
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚当たり
4.7円
ほか5件

2386

兵庫県タクシー事業協同組
合
神戸市灘区岩屋北町7-2-
24

タクシー乗車票使用契約
支出負担行為担当官
神戸地方検察庁検事正　宮下準二
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成17年4月1日 3,726,010
道路運送法第９条による認可料金が同一であり競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

2387
兵庫県漁業協同組合連合
会
神戸市兵庫区中之島2-2-1

自動車用揮発油継続的売買契
約

支出負担行為担当官
神戸地方検察庁検事正　宮下準二
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成17年4月1日 2,232,668
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施
単価契約
1リットル当た
り116円

2388
（株）イノウエ
神戸市兵庫区松原通4-4-4

神戸法務総合庁舎一般廃棄物
（可燃物）収集処理業務委託契
約

支出負担行為担当官
神戸地方検察庁検事正　宮下準二
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成17年4月1日 1,935,416
収集することが可能な業者が1社であり競争を許さない
ため。（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
1バケット当た
り3,696円
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
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（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2389
（有）福井クリーニング店
神戸市中央区北長狭通8-
3-3

洗濯業務委託契約
支出負担行為担当官
神戸地方検察庁検事正　宮下準二
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成17年4月1日 1,176,300
当該役務が可能な業者のうち，最も安価な単価を提示し
た業者は，契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

1枚当たり400
円ほか14件

2390
医療法人愛和会金沢病院
神戸市灘区神ノ木通4-2-15

一般定期健康診断委託契約
支出負担行為担当官
神戸地方検察庁検事正　宮下準二
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成17年9月8日 4,092,900

職員の健康管理を適切に実施していくためには，受診者
の検査データが継続管理されている同一の医療機関に
より健康診断を受診させる必要があるため。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
1人当たり
2,835円ほか
10件

2391 神戸市
神戸法務総合庁舎で使用する
上下水道

支出負担行為担当官
神戸地方検察庁検事正　宮下準二
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成17年4月1日 2,592,366
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
上水道
基本料金
14,969円
給水料金
307円/m3ほ
か

2392
関西電力（株）
大阪市北区中之島３－６－
１６

奈良地方法務合同庁舎の電気
需給契約一式

支出負担行為担当官
奈良地方検察庁検事正　山本信一
（奈良市登大路町１－１）

平成17年4月1日 6,588,654
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
電力量1kwh
当たり１０．０２
円等

2393

東芝情報機器（株）関西支
社
大阪市北区大淀中１－１－
３０

複写機保守及び消耗品供給契
約一式

支出負担行為担当官
奈良地方検察庁検事正　山本信一
（奈良市登大路町１－１）

平成17年4月1日 1,192,536
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
複写１枚当た
り３円（税抜）

2394

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）大阪支社
大阪市西区西本町２－３－
１０

複写機保守及び消耗品供給契
約一式

支出負担行為担当官
奈良地方検察庁検事正　山本信一
（奈良市登大路町１－１）

平成17年4月1日 1,778,028
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
複写１枚当た
り３．８円（税
抜）等

2395
大和ガス（株）
奈良県大和高田市旭南町８
－３６

葛城法務庁舎ガス配管改修工
事

支出負担行為担当官
奈良地方検察庁検事正　山本信一
（奈良市登大路町１－１）

平成17年7月1日 3,111,000
ガス事業法等法令等の規定に基づき施工者が特定さ
れ，競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2396
（株）ヤナギビジネス
奈良県桜井市粟殿４６８－１
５

システム収納庫等供給契約一
式

支出負担行為担当官
奈良地方検察庁検事正　山本信一
（奈良市登大路町１－１）

平成17年12月14日 2,465,400
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2397
三精輸送機（株）
大阪府吹田市江坂町1-13-
18

大津地方法務合同庁舎昇降機
保守点検業務契約

支出負担行為担当官
大津地方検察庁検事正　遠藤太嘉男
支出負担行為担当官
大津地方法務局局長　柿村　清
支出負担行為担当官
大津保護観察所長　平尾博志
（滋賀県大津市京町3-1-1）

平成17年4月1日 1,203,300

当該業務は，機器の点検及び部品の交換等を製造者の
基準に基づいて適正かつ継続的に行う必要があり，製
造者でなければ適正に行えないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（19年度から）
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2398

富士ゼロックス（株）西日本
支社
大阪市中央区安土町3-5-
12

デジタル複合機保守契約一式
支出負担行為担当官
大津地方検察庁検事正　遠藤太嘉男
（滋賀県大津市京町3-1-1）

平成17年4月1日 4,490,581
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり４．
５円ほか３件

2399
関西電力（株）
大阪市北区中之島3-6-16

大津地方法務合同庁舎の電気
供給契約

支出負担行為担当官
大津地方検察庁検事正　遠藤太嘉男
支出負担行為担当官
大津地方法務局局長　柿村　清
支出負担行為担当官
大津保護観察所長　平尾博志
（滋賀県大津市京町3-1-1）

平成17年4月1日 5,876,375
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（19年度から）

単価契約
基本料金
1,743円
電力量料金，
夏季11円01
銭，そのほか
季10円02銭

2400 大津市企業局
大津地方法務合同庁舎の空調
用ガス供給契約

支出負担行為担当官
大津地方検察庁検事正　遠藤太嘉男
支出負担行為担当官
大津地方法務局局長　柿村　清
支出負担行為担当官
大津保護観察所長　平尾博志
（滋賀県大津市京町3-1-1）

平成17年4月1日 4,597,114

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
５３．８９円／
m3

2401
和歌山ゼロックス（株）
和歌山県和歌山市内原１０
００番地の１

コピー機保守点検契約
支出負担行為担当官
和歌山地方検察庁検事正　山本修三
（和歌山県和歌山市二番丁３）

平成17年4月1日 1,713,801
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1～10000枚
4.7円
10001～30000
枚3.75円
30001以上3.6
円

2402
関西電力（株）
大阪市北区中之島３－６－
１６号

電力供給契約
支出負担行為担当官
和歌山地方検察庁検事正　山本修三
（和歌山県和歌山市二番丁３）

平成17年4月1日 5,547,801
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（19年度から）

単価契約
基本料金
1,743円/kw
電力量料金，
夏季11円01
銭，そのほか
季10円02銭

2403
システムサポート（株）
名古屋市守山区西新４－２
０

モノクロ複写機保守契約
支出負担行為担当官
名古屋地方検察庁検事正　有田知德
(名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 10,318,602
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり３．
４円

2404

コニカミノルタビジネスサ
ポート愛知（株）
名古屋市西区八筋町３９３
－１

モノクロ複写機保守契約
支出負担行為担当官
名古屋地方検察庁検事正　有田知德
(名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 5,866,999
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり４．
３円
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
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（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2405

富士ゼロックス（株）官公庁
支社中部営業部
名古屋市中区錦１－１０－２
０

カラー複写機保守契約
支出負担行為担当官
名古屋地方検察庁検事正　有田知德
(名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 3,103,642
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
モノクロ７．５
円
カラー４６円

2406

キャノンマーケティングジャ
パン（株）名古屋支店
名古屋市東区東桜２－２－
１

カラー複写機保守契約
支出負担行為担当官
名古屋地方検察庁検事正　有田知德
(名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 1,746,385
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
モノクロ７円
カラー４５円
ほか

2407

コニカミノルタビジネスサ
ポート愛知（株）
名古屋市西区八筋町３９３
－１

カラー複写機保守契約
支出負担行為担当官
名古屋地方検察庁検事正　有田知德
(名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 1,417,620
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
モノクロ７．５
円
カラー４５円
ほか１件

2408
（株）名鉄交通商事
名古屋市中川区西日置２－
３－５

タクシー供給契約
支出負担行為担当官
名古屋地方検察庁検事正　有田知德
(名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 6,049,440
道路運送法第９条による認可料金が同一であり競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
中部運輸局認
可料金

2409
中部電力（株）
名古屋市東区東新町１

一宮法務合同庁舎電力需給契
約

支出負担行為担当官
名古屋地方検察庁検事正　有田知德
(名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 3,138,447
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
１ｋWh当たり
そのほか季
９．０６円
ほか１件

2410
公衆保険協会
名古屋市中村区二ツ橋４－
４

健康診断受診契約
支出負担行為担当官
名古屋地方検察庁検事正　有田知德
(名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年5月6日 2,473,590

職員の健康管理を適切に実施していくためには，受診者
の検査データが継続管理されている同一の医療機関に
より健康診断を受診させる必要があるため。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格評価）
（１８年度から）

単価契約
１人当たり
身長・体重測
定２００円
ほか１２件

2411
東邦ガス（株）
名古屋市熱田区桜田町19-
18

一宮法務合同庁舎ガス供給契
約

支出負担行為担当官
名古屋地方検察庁検事正　有田知德
(名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 2,014,923

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
7,100円ほか４
件

2412
ＫＤＤＩ（株）
東京都新宿区西新宿2-3-2

携帯電話利用契約
支出負担行為担当官
名古屋地方検察庁検事正　有田知德
(名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 1,268,962
引き続き当該業者と契約することにより，長期割引制度
を最大限に活用できるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2413
（株）アール・エス・シー中部
名古屋市西区那古野1-14-
18那古野ビル北館２０８号

諸設備運転・監視等業務委託
契約一式

支出負担行為担当官
津地方検察庁検事正　北田幹直
　（三重県津市中央３－１２）

平成17年4月1日 3,364,200

契約業者は，当初からの供給者であり，設備の特性等
について知悉しているものであるところ，供給者を変更し
た場合，諸業務に支障が生じるため。（会計法第２９条の
３第４項，予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（19年度から）
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
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点検結果 講ずる措置 備考

2414

シンドラーエレベーター（株）
名古屋支社
名古屋市中村区本陣通4-
37

昇降機保守点検業務委託契約
一式

支出負担行為担当官
津地方検察庁検事正　北田幹直
　（三重県津市中央３－１２）

平成17年4月1日 1,732,500

契約業者は，庁舎新営時の設備設置業者で，かつ，当
初からの供給者であり，独自の装置，設備等に関する専
門的な知識及び技術を備え，緊急事態にも即応可能で
あるところ，供給者を変更した場合，諸業務に支障が生
じるため。（会計法第２９条の３第４項，予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（19年度から）

2415
三洋コマーシャルサービス
（株）中部サポートセンター
名古屋市昭和区白金1-8-7

吸収冷温水機保守点検業務委
託契約一式

支出負担行為担当官
津地方検察庁検事正　北田幹直
　（三重県津市中央３－１２）

平成17年4月1日 1,263,150

契約業者は，本機の製造業者で，かつ，当初からの供
給者であり，設備の特性等に関する知識及び技術を備
え，緊急事態にも即応可能であるところ，供給者を変更
した場合，諸業務に支障が生じるため。（会計法第２９条
の３第４項，予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（19年度から）

2416
（有）マコト
津市高茶屋小森町4090-1

複写機保守契約一式
支出負担行為担当官
津地方検察庁検事正　北田幹直
　（三重県津市中央３－１２）

平成17年4月1日 5,430,217
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
４．５円
ほか３件

2417
富士ｾﾞﾛｯｸｽ（株）三重営業
所
津市栄町一丁目８１７番地

複写機保守契約一式
支出負担行為担当官
津地方検察庁検事正　北田幹直
　（三重県津市中央３－１２）

平成17年4月1日 1,759,655
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
４．７円
ほか７件

2418
中部電力（株）
名古屋市東区東新町１番地

津法務総合庁舎電気需給契約
一式

支出負担行為担当官
津地方検察庁検事正　北田幹直
　（三重県津市中央３－１２）

平成17年4月1日 8,777,499
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

１キロワット時
につき9円90
銭

2419
中部電力（株）
名古屋市東区東新町１番地

四日市法務合同庁舎電気需給
契約一式

支出負担行為担当官
津地方検察庁検事正　北田幹直
　（三重県津市中央３－１２）

平成17年4月1日 3,448,277
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

１キロワット時
につき9円90
銭

2420
中部電力（株）
名古屋市東区東新町１番地

伊勢法務合同庁舎電気需給契
約一式

支出負担行為担当官
津地方検察庁検事正　北田幹直
　（三重県津市中央３－１２）

平成17年4月1日 2,499,305
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

１キロワット時
につき9円90
銭

2421
東邦瓦斯（株）
名古屋市熱田区桜田町１９
－１８

津法務総合庁舎ガス需給契約
支出負担行為担当官
津地方検察庁検事正　北田幹直
　（三重県津市中央３－１２）

平成17年4月1日 4,007,777

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
1,750円ほか４
件

2422
東邦瓦斯（株）
名古屋市熱田区桜田町１９
－１８

四日市法務合同庁舎ガス需給
契約

支出負担行為担当官
津地方検察庁検事正　北田幹直
　（三重県津市中央３－１２）

平成17年4月1日 2,197,852

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
1,750円ほか４
件
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2423

東芝エレベータ（株）中部支
社
名古屋市中区名駅１－１－
４

岐阜法務総合庁舎昇降機保守
点検業務

支出負担行為担当官
岐阜地方検察庁検事正　足立敏彦
（岐阜市美江寺町２－８）

平成17年4月1日 2,557,800

機器の点検及び部品交換等を製造者の基準に基づいて
適正かつ継続的に行う必要があり，製造者でなければ
適正に実施できないため。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2424
岐阜新聞（株）
岐阜市今小町１０番地

裁判員制度シンポジウム開催
の準備・実施作業に係わる請負
契約

支出負担行為担当官
岐阜地方検察庁検事正　松浦由記夫
（岐阜市美江寺町２－８）

平成17年12月20日 8,345,190

契約業者は，岐阜市に本社があり，地域に密着し，岐阜
県民への情報発信の要となっており，シンポジウム開催
を最大限効果的・効率的に執り行うことが可能なため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（総合評価）
（１９年度から）

2425
中部電力（株）
名古屋市東区東新町１番地

岐阜法務総合庁舎電気需給契
約

支出負担行為担当官
岐阜地方検察庁検事正　足立敏彦
（岐阜市美江寺町２－８）

平成17年4月1日 13,729,760
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
基本料金
1,690円/kwほ
か2件

2426
中部電力（株）
名古屋市東区東新町１番地

大垣法務合同庁舎電気需給契
約

支出負担行為担当官
岐阜地方検察庁検事正　足立敏彦
（岐阜市美江寺町２－８）

平成17年4月1日 4,847,012
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
基本料金
1,690円/kwほ
か2件

2427
中部電力（株）
名古屋市東区東新町１番地

高山法務合同庁舎電気需給契
約

支出負担行為担当官
岐阜地方検察庁検事正　足立敏彦
（岐阜市美江寺町２－８）

平成17年4月1日 1,872,084
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
基本料金
1,690円/kwほ
か2件

2428
東邦瓦斯（株）
名古屋市熱田区桜田町１９
－１８

岐阜法務総合庁舎空調用ガス
需給契約

支出負担行為担当官
岐阜地方検察庁検事正　足立敏彦
（岐阜市美江寺町２－８）

平成17年4月1日 3,875,068

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
定額基本料金
１８，０００円ほ
か２件

2429
中部事務機（株）
岐阜市都通１丁目１５番地

リコー製電子複写機保守契約
支出負担行為担当官
岐阜地方検察庁検事正　足立敏彦
（岐阜市美江寺町２－８）

平成17年4月1日 2,735,431
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり４．
７２５円ほか２
件

2430
日東事務機（株）
岐阜市西荘４丁目７番５号

コニカ製電子複写機保守契約
支出負担行為担当官
岐阜地方検察庁検事正　足立敏彦
（岐阜市美江寺町２－８）

平成17年4月1日 1,107,912
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり４．
６２円

2431
（株）ワカヤマ
岐阜市鷹見町１番地

東芝製電子複写機保守契約
支出負担行為担当官
岐阜地方検察庁検事正　足立敏彦
（岐阜市美江寺町２－８）

平成17年4月1日 1,278,719
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり４．
７２５円
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2432
北陸電力（株）石川支店
石川県金沢市下本多町６－
１１

金沢法務合同庁舎の電気需給
契約
契約電力 120kw
年間予定使用電力量
280,000kwh

支出負担行為担当官
金沢地方検察庁検事正　太田文保
（石川県金沢市大手町６－１５）
支出負担行為担当官代理
中部公安調査局総務部長　吉田　司
(愛知県名古屋市中区三の丸４－３－
１)

平成17年4月1日 4,732,044
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行(価格競
争)(１８年度から)

単価契約
基本料金1440
円/kW
電力量料金
夏季 10円33
銭
そのほか季 9
円39銭

2433
北陸電力（株）石川支店
石川県金沢市下本多町６－
１１

小松法務合同庁舎の電気需給
契約
契約電力 69kw
年間予定使用電力量
60,000kwh

支出負担行為担当官
金沢地方検察庁検事正　太田文保
（石川県金沢市大手町６－１５）

平成17年4月1日 1,747,738
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行(価格競
争)(１８年度から)

単価契約
基本料金1440
円/kW
電力量料金
夏季 10円33
銭
そのほか季 9
円39銭

2434
（株）文教コーポレーション
石川県金沢市西念４－１８
－４０

設備運転管理業務委託契約

支出負担行為担当官
金沢地方検察庁検事正　太田文保
（石川県金沢市大手町６－１５）
支出負担行為担当官代理
中部公安調査局総務部長　吉田　司
(愛知県名古屋市中区三の丸４－３－
１)

平成17年4月1日 4,347,000

冷暖房，空調等の各機器は設置後２３年を経過してお
り，それぞれ経年による特性があり，運転・管理等には，
これを熟知した者でないと安全で効率的な運転・管理が
できないおそれがあり，契約の性質又は目的が競争を
許さないため。(会計法２９条の３第４項，予決令第１０２
条の４第３号)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行(価格競
争)(１８年度から)

2435
北陸綜合ビル管理（株）
石川県金沢市新保本４－２
６－１

清掃請負業務契約

支出負担行為担当官
金沢地方検察庁検事正　太田文保
（石川県金沢市大手町６－１５）
支出負担行為担当官代理
中部公安調査局総務部長　吉田　司
(愛知県名古屋市中区三の丸４－３－
１)

平成17年4月1日 3,622,500
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2436
リコーリース（株）
東京都中央区銀座７－１６
－３

大型裁断機の賃貸借契約
支出負担行為担当官
金沢地方検察庁検事正　太田文保
（石川県金沢市大手町６－１５）

平成17年4月1日 1,190,700
本機器は，５年リースの４年目で，前年度に引き続き継
続賃貸するものであり，競争を許さないため。(会計法２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時期に移行）

2437 金沢市企業局
金沢法務合同庁舎のガス需給
契約

支出負担行為担当官
金沢地方検察庁検事正　太田文保
（石川県金沢市大手町６－１５）

平成17年4月1日 3,053,839

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
66.55円ほか4
件

2438
北陸電力（株）富山支店
富山市牛島町１３－１５

富山法務合同庁舎の電気需給
契約
契約電力１８４ｋｗ(４月から７月）
契約電力１７７ｋｗ（８月から３
月）

支出負担行為担当官
富山地方検察庁検事正　伊藤敏朗
（富山市西田地方町2-9-16)

平成17年4月1日 5,564,585
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
基本料金１４４
０円／ｋｗ
夏季１０．３３
円
そのほか季
９．３９円
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2439
北陸電力（株）富山支店
富山市牛島町１３－１５

高岡法務合同庁舎の電気需給
契約
契約電力１０８ｋｗ
契約電力１０７ｋｗ（１８年３月）

支出負担行為担当官
富山地方検察庁検事正　伊藤敏朗
（富山市西田地方町2-9-16)

平成17年4月1日 1,151,098
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
基本料金１４４
０円／ｋｗ
夏季１０．３３
円
そのほか季
９．３９円

2440
日本海ガス（株）
富山市城北町２－３６

富山法務合同庁舎の空調用ガ
ス需給契約

支出負担行為担当官
富山地方検察庁検事正　伊藤敏朗
（富山市西田地方町2-9-16)

平成17年4月1日 4,514,050

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金（３３
m3まで）８８８
円従量単価１
２５．４１円
基本料金（３４
m3から）２７０
０円従量単価
７０．５０円

2441
高岡ガス（株）
高岡市内免２－１－４３

高岡法務合同庁舎の空調用ガ
ス需給契約

支出負担行為担当官
富山地方検察庁検事正　伊藤敏朗
（富山市西田地方町2-9-16)

平成17年4月1日 1,115,027

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金（２５
m3まで）８０９
円従量単価２
２１．３９円
基本料金（２６
m3から）２２５
０円従量単価
１６３．８１円

2442
（株）三進堂
富山市清水中町5－15

複写機保守契約
支出負担行為担当官
富山地方検察庁検事正　伊藤敏朗
(富山市西田地方町2－9－16)

平成17年4月1日 1,781,104
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
モノクロ4.5
円，カラー28
円ほか

2443
中国電力（株）
広島市中区小町４－３３

呉法務合同庁舎で使用する電
気

支出負担行為担当官
広島地方検察庁検事正　中井憲治
（広島市中区上八丁堀２－１５）

平成17年4月1日 5,198,000
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
基本料金
1,653.75円
/kW
電力料金
夏季12.03円
/kWh
そのほか季
10.94円/kWh

2444
中国電力（株）
広島市中区小町４－３３

福山法務合同庁舎で使用する
電気

支出負担行為担当官
広島地方検察庁検事正　中井憲治
（広島市中区上八丁堀２－１５）

平成17年4月1日 4,820,000
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
基本料金
1,653.75円
/kW
電力料金
夏季12.03円
/kWh
そのほか季
10.94円/kWh
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2445
中国電力（株）
広島市中区小町４－３３

広島地方検察庁尾道支部・尾
道区検察庁で使用する電気

支出負担行為担当官
広島地方検察庁検事正　中井憲治
（広島市中区上八丁堀２－１５）

平成17年4月1日 1,833,000
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
基本料金
1,653.75円
/kW
電力料金
夏季12.03円
/kWh
そのほか季
10.94円/kWh

2446
（株）立芝
広島市西区楠町２－４－３

乾式複写機保守業務
支出負担行為担当官
広島地方検察庁検事正　中井憲治
（広島市中区上八丁堀２－１５）

平成17年4月1日 3,091,000
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚3.2円ほか

2447
（株）安西事務機
広島市西区楠町３－１０－１
５

乾式複写機保守業務
支出負担行為担当官
広島地方検察庁検事正　中井憲治
（広島市中区上八丁堀２－１５）

平成17年4月1日 1,295,000
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚3.3円ほか

2448
富士ゼロックス（株）広島営
業所
広島市南区稲荷町２－１６

乾式複写機保守業務
支出負担行為担当官
広島地方検察庁検事正　中井憲治
（広島市中区上八丁堀２－１５）

平成17年4月1日 3,198,000
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚4.7円ほか

2449
福山ガス（株）
福山市南手城町２－２６－１

福山法務合同庁舎で使用する
ガス

支出負担行為担当官
広島地方検察庁検事正　中井憲治
（広島市中区上八丁堀２－１５）

平成17年4月1日 2,272,684

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
１㎥当たり
24.21円ほか

2450
中国電力（株）
広島市中区小町４－３３

山口地方検察庁庁舎の電気需
給契約

支出負担行為担当官
山口地方検察庁検事正　石橋基耀
（山口市駅通り１－１－２）

平成17年4月1日 5,654,000
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
基本料金
2068,50円/kW
電力料金
夏季9.53円
/kWh
そのほか季
8.66円/kWh

2451
中国電力（株）
広島市中区小町４－３３

下関地方法務合同庁舎の電気
需給契約

支出負担行為担当官
山口地方検察庁検事正　石橋基耀
（山口市駅通り１－１－２）

平成17年4月1日 3,903,000
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
基本料金
1,653.75円
/kW
電力料金
夏季12.03円
/kWh
そのほか季
10.94円/kWh
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2452
中国電力（株）
広島市中区小町４－３３

岩国法務合同庁舎の電気需給
契約

支出負担行為担当官
山口地方検察庁検事正　石橋基耀
（山口市駅通り１－１－２）

平成17年4月1日 3,476,000
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
基本料金
1,653.75円
/kW
電力料金
夏季12.03円
/kWh
そのほか季
10.94円/kWh

2453
中国電力（株）
広島市中区小町４－３３

周南地方法務合同庁舎の電気
需給契約

支出負担行為担当官
山口地方検察庁検事正　石橋基耀
（山口市駅通り１－１－２）

平成17年4月1日 1,630,000
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
基本料金
1,653.75円
/kW
電力料金
夏季12.03円
/kWh
そのほか季
10.94円/kWh

2454
（株）弘法
広島市中区千田町１－３－
４

乾式複写機保守業務
支出負担行為担当官
山口地方検察庁検事正　石橋基耀
（山口市駅通り１－１－２）

平成17年4月1日 2,428,000
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚4円

2455
（株）モリイケ
山口市中市町６－１７

乾式複写機保守業務
支出負担行為担当官
山口地方検察庁検事正　石橋基耀
（山口市駅通り１－１－２）

平成17年4月1日 2,065,000
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚4.7円ほか

2456
山口ゼロックス（株）
山口県吉敷郡小郡町黄金
町４－１

乾式複写機保守業務
支出負担行為担当官
山口地方検察庁検事正　石橋基耀
（山口市駅通り１－１－２）

平成17年4月1日 2,065,000
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚4.7円ほか

2457
（株）三宅商
山口市旭通り２丁目１番３４
号

山口地方検察庁庁舎の清掃業
務

支出負担行為担当官
山口地方検察庁検事正　石橋基耀
（山口市駅通り１－１－２）

平成17年4月1日 1,800,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2458
三精輸送機（株）広島営業
所
広島市中区基町13-7

山口地方検察庁庁舎の昇降機
保守業務

支出負担行為担当官
山口地方検察庁検事正　石橋基耀
（山口市駅通り１－１－２）

平成17年4月1日 3,014,117
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施
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2459
（株）みなと山口合同新聞社
山口吉敷３２３６－１

裁判員制度シンポジウム開催
の準備・実施作業

支出負担行為担当官
山口地方検察庁検事正　河村博
（山口市駅通り１－１－２）

平成17年9月21日 8,314,500

契約業者以外に裁判員制度シンポジウム開催を最大限
効果的，効率的に行うために必要な情報の伝達，講演
の実施，分かりやすい制度説明，シンポジウム開催後の
周知徹底などすべてが網羅され，一連の企画を一括して
正確，確実に執り行うことができる業者はなく，競争を許
さないため。（会計法第29条の3第4項，予決令第102条
の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（総合評価）
（19年度から）

2460
山口合同ガス（株）山口支店
山口市大内御堀１７０５

山口地方検察庁で使用する空
調夏期用ガス

支出負担行為担当官
山口地方検察庁検事正　石橋基耀
（山口市駅通り１－１－２）

平成17年4月1日 2,893,970

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本単価
44,963円
従量単価
64.5円ほか

2461
山口合同ガス（株）山口支店
山口市大内御堀１７０５

山口地方検察庁で使用する小
型空調用ガス

支出負担行為担当官
山口地方検察庁検事正　石橋基耀
（山口市駅通り１－１－２）

平成17年4月1日 1,650,956

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本単価
2,700円
従量単価
82.67円ほか

2462
中国電力（株）
広島市中区小町４－３３

岡山地方法務合同庁舎で使用
する電気

支出負担行為担当官
岡山地方検察庁検事正　川端伸也
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 12,619,438
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
基本料金
2,068.50円
/kWh
電力量料金
夏季10.07円
/kWh
そのほか季
9.43円/kWh

2463
中国電力（株）
広島市中区小町４－３３

倉敷法務合同庁舎で使用する
電気

支出負担行為担当官
岡山地方検察庁検事正　川端伸也
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 4,574,844
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
基本料金
1,653.75円
/kWh
電力量料金
夏季10.42円
/kWh
そのほか季
11.46円/kWh

2464
岡山ガス（株）
岡山市桜橋２－１－１

岡山地方法務合同庁舎で使用
する空調用ガス

支出負担行為担当官
岡山地方検察庁検事正　川端伸也
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 4,571,032

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
定額基本料金
15,000円
従量基本料金
76,000円
従量料金
22.26円/m3
年間使用量
50万立方メー
トル以下
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2465 岡山市
岡山地方法務合同庁舎で使用
する上下水道

支出負担行為担当官
岡山地方検察庁検事正　川端伸也
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 3,168,609
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
上水道
基本料金
28,760円
給水料金
170円/m3ほ
か

2466
（株）ハタ事務機
岡山市辰巳２８５－１

乾式複写機保守業務
支出負担行為担当官
岡山地方検察庁検事正　川端伸也
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 6,252,563
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚当たり4.6
円ほか7件

2467
岡山ゼロックス（株）
岡山市今４－１４－２６

乾式複写機保守業務
支出負担行為担当官
岡山地方検察庁検事正　川端伸也
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年4月1日 2,873,008
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚当たり4.7
円ほか7件

2468
（株）日立ビルシステム中国
支社
広島市中区八丁堀５－７

岡山地方法務合同庁舎エレ
ベーター改修工事

支出負担行為担当官
岡山地方検察庁検事正　太田文保
（岡山市南方１－３－５８）

平成17年12月19日 3,097,500

当該エレベーターは設置から４０年が経過しており，部品
も製造中止になっているものが多いこと，改修に当たっ
ては，機器本体を加工し，現行機種を既存設備に対応す
るよう改造するなど特殊な技術を要することなどから，製
造メーカーである契約業者にしか施工できなかったた
め。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2469 松江市ガス局
松江法務合同庁舎において使
用するガスの需給契約

支出負担行為担当官
松江地方検察庁検事正　落合俊和
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年4月1日 8,776,709

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
210.37円(/㎥）
ほか２件

2470
中国電力（株）
広島市中区小町４－３３

松江法務合同庁舎において使
用する電気の需給契約

支出負担行為担当官
松江地方検察庁検事正　落合俊和
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年4月1日 8,281,881
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
基本料金
1,653.75円
(/kw）ほか２件

2471
（株）松文オフテック
島根県松江市苧町６番地

複写機保守契約一式
支出負担行為担当官
松江地方検察庁検事正　落合俊和
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年4月1日 4,704,130
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
モノクロコピー
3.80円(/枚)
ほか２件

2472
中国電力（株）
広島市中区小町４－３３

浜田法務合同庁舎において使
用する電気の需給契約

支出負担行為担当官
松江地方検察庁検事正　落合俊和
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年4月1日 2,617,652
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
基本料金
1,653.75円
(/kw）
ほか２件
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2473 松江市
松江法務合同庁舎において使
用する上下水の需給契約

支出負担行為担当官
松江地方検察庁検事正　落合俊和
（島根県松江市母衣町５０）

平成17年4月1日 1,932,583
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
355.34円(/㎥）
ほか２件

2474
松友建設（株）
島根県松江市学園南二丁
目３－７

松江法務合同庁舎トイレ改修工
事

支出負担行為担当官
松江地方検察庁検事正　中野寛司
（島根県松江市母衣町５０）

平成18年2月9日 6,247,500
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2475
（株）レイメイ藤井福岡支店
福岡市博多区古門戸町5-
15

複写機保守契約一式
支出負担行為担当官
福岡地方検察庁検事正　石黒重德
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成17年4月1日 2,090,840
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
４．５円ほか

2476

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）
福岡市博多区東比恵1-2-
12

複写機保守契約一式
支出負担行為担当官
福岡地方検察庁検事正　石黒重德
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成17年4月1日 1,396,090
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
４．８円ほか

2477
（株）福助屋
福岡市博多区博多駅前4-
8-10

複写機保守契約一式
支出負担行為担当官
福岡地方検察庁検事正　石黒重德
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成17年4月1日 5,012,458
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
３．９７円ほか

2478
北九州ゼロックス（株）
北九州市小倉北区米町1-
2-26

複写機保守契約一式
支出負担行為担当官
福岡地方検察庁検事正　石黒重德
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成17年4月1日 1,021,784
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
５円ほか

2479

東芝情報機器（株）九州支
社
福岡市中央区長浜2-4-1
（東芝福岡ビル）

複写機保守契約一式
支出負担行為担当官
福岡地方検察庁検事正　石黒重德
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成17年4月1日 1,169,789
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
４円ほか

2480
（株）ジェーシービー
東京都港区青山5-1-22

タクシー乗車券の利用に関する
契約一式

支出負担行為担当官
福岡地方検察庁検事正　石黒重德
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成17年4月1日 7,004,440
道路運送法第９条による認可料金が同一であり競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

2481
国家公務員共済組合連合
会浜の町病院
福岡市中央区舞鶴3-5-27

福岡地方検察庁職員定期健康
診断委託契約一式

支出負担行為担当官
福岡地方検察庁検事正　絹川信博
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成17年5月2日 2,251,346

職員の健康管理を適切に実施するために，過去の健康
診断による職員の検査データの継続管理が必要である
ことから，契約の相手方が特定され，競争を許さないた
め。（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（19年度から）

単価契約
判定料１人当
たり４７０円ほ
か
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2482

東芝テックビジネスソリュー
ションズ（株）九州支社
福岡市中央区長浜2-4-1
（東芝福岡ビル）

複写機保守契約一式
支出負担行為担当官
福岡地方検察庁検事正　絹川信博
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成17年10月3日 1,174,897
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
４円ほか

2483
（株）上村工務店
福岡市中央区高砂2-6-4

福岡第二法務総合庁舎当直事
務室模様替工事請負契約一式

支出負担行為担当官
福岡地方検察庁検事正　絹川信博
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成18年1月11日 4,305,000
当庁が要求する仕様に見合った業者が契約の相手方し
かいなかったため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（19年度から）

2484
西部ガス（株）
福岡市博多区千代1-17-1

ガス需給契約一式
支出負担行為担当官
福岡地方検察庁検事正　絹川信博
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成17年4月1日 2,836,830

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
１㎥当たり
５５．６２円ほ
か

2485 福岡市 中・下水道需給契約一式
支出負担行為担当官
福岡地方検察庁検事正　石黒重德
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成17年4月1日 1,747,172
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
中水道200㎥
まで150円ほ
か２件
下水道基本料
金1520円，２０
㎥まで１３円
ほか８件

2486
（株）エビス事務器
福岡市博多区博多駅東3-
12-12

コピー用紙（Ａ４）供給契約一式
支出負担行為担当官
福岡地方検察庁検事正　石黒重德
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成17年4月1日 2,057,055
当該物品の納入可能業者のうち，最も安価な単価で納
入できる業者は，当該業者のみであったため。（会計法
第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
１枚当たり
1.155円ほか

2487
（株）全日警佐賀
佐賀市木原三丁目７－１６

佐賀地方検察庁受付・警備業
務委託請負契約

支出負担行為担当官
佐賀地方検察庁検事正　松浦由記夫
（佐賀市中の小路５－２５）

平成17年4月1日 6,237,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2488
（株）チワタ
佐賀市若宮３丁目１－１６

複写機保守点検等契約一式
支出負担行為担当官
佐賀地方検察庁検事正　松浦由記夫
（佐賀市中の小路５－２５）

平成17年4月1日 2,850,053
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり５円
ほか３件

2489
佐賀リコー（株）
佐賀市兵庫町瓦町四本松１
０８２

複写機保守点検等契約一式
支出負担行為担当官
佐賀地方検察庁検事正　松浦由記夫
（佐賀市中の小路５－２５）

平成17年4月1日 1,745,407
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり５円
ほか３件

2490
（株）エビス堂
長崎県長崎市恵美須町６－
１４

複写機保守点検請負契約一式
支出負担行為担当官
長崎地方検察庁検事正　浅野義正
（長崎県長崎市万才町９－３３）

平成17年4月1日 2,815,050
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
4.5円ほか１件
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2491
（株）八興電設
長崎県対馬市美津島町根
緒６３－２

長崎地方検察庁厳原支部調
室・女子便所等模様替工事の
請負契約一式

支出負担行為担当官
長崎地方検察庁検事正　落合俊和
（長崎県長崎市万才町９－３３）

平成18年2月20日 2,940,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2492
西部ガス（株）
福岡県福岡市博多区千代
1-17-1

ガス供給契約（空調用）一式
支出負担行為担当官
長崎地方検察庁検事正　浅野義正
（長崎市万才町９－３３）

平成17年4月1日 3,138,660

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
１㎥当たり
79.86円ほか

2493
大分リコー（株）
大分県大分市萩原４丁目８
番７号

複合機保守及び消耗品供給契
約一式

支出負担行為担当官
大分地方検察庁検事正　梶木　壽
（大分市荷揚町７－５）

平成17年4月1日 1,849,705
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
５．１円
ほか６件

2494
（株）レイメイ藤井大分支店
大分県大分市大字勢家８４
３番地の７４

複合機保守及び消耗品供給契
約一式

支出負担行為担当官
大分地方検察庁検事正　梶木　壽
（大分市荷揚町７－５）

平成17年4月1日 3,219,268
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
５円ほか３件

2495
九州電力（株）大分営業所
大分県大分市金池町２丁目
３番４号

大分地方検察庁庁舎の電気需
給契約

支出負担行為担当官
大分地方検察庁検事正　梶木　壽
（大分市荷揚町７－５）

平成17年4月1日 4,194,238
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年１月から）

単価契約
基本料金
1ｋｗ当たり
1,200円

2496
（株）熊本日日新聞社
熊本市世安町１７２番地

裁判員制度シンポジウム開催
の準備・実施作業に係わる請負
契約

支出負担行為担当官
熊本地方検察庁検事正　匹田信幸
（熊本市京町１－１２－１１）

平成17年10月17日 8,624,700

県内のシェア約７割の新聞発行部数があり，広報媒体に
関する専門的知識と各行事開催に関するノウハウが十
分蓄積されており，施設の借上げや事前準備等も円滑・
確実に実施できることから，一連の企画を正確かつ確実
に実施できるのは同社のみであるため。（会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（総合評価）
（19年度から）

2497
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前１丁目
５番１号

庁舎機械警備（熊本地方検察
庁及び管内支部・区検６庁）

支出負担行為担当官
熊本地方検察庁検事正　匹田信幸
（熊本市京町１－１２－１１）

平成17年4月1日 4,006,320

庁舎機械警備を行うために契約業者の独自のシステム
を設置しているところ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及び他の業者のシ
ステムを設置するための新たな経費が発生することか
ら，現契約業者と契約することが有利であるため，随意
契約としたもの。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１
０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

2498
西部ガス（株）熊本支店
熊本市春日２－４－３０

ガス供給に関する契約
支出負担行為担当官
熊本地方検察庁検事正　匹田信幸
（熊本市京町１－１２－１１）

平成17年4月1日 3,101,708

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

基本料金
1,460円
ほか１件
従量料金
167.41円
ほか１件
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2499
情報機器販売（株）
鹿児島県鹿児島市上荒田
町４１－１２

乾式電子複写機保守点検契約
支出負担行為担当官
鹿児島地方検察庁検事正　有本恒夫
（鹿児島県鹿児島市山下町１３－１０）

平成17年4月1日 2,845,145
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
5.1円ほか３件

2500

富士ゼロックス（株）鹿児島
営業所
鹿児島県鹿児島市下荒田１
－１－１

乾式電子複写機保守点検契約
支出負担行為担当官
鹿児島地方検察庁検事正　有本恒夫
（鹿児島県鹿児島市山下町１３－１０）

平成17年4月1日 1,472,384
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
5円ほか５件

2501
鹿児島トヨタ自動車（株）
鹿児島県鹿児島市西千石
町１－２８

自動車交換契約
支出負担行為担当官
鹿児島地方検察庁検事正　有本恒夫
（鹿児島県鹿児島市山下町１３－１０）

平成17年5月30日 2,725,800
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2502
日本ガス（株）
鹿児島県鹿児島市中央町８
番地２

鹿児島地方法務合同庁舎で使
用するガス

支出負担行為担当官
鹿児島地方検察庁検事正　有本恒夫
（鹿児島県鹿児島市山下町１３－１０）

平成17年4月1日 3,316,233

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
52,812円
ほか２件
従量単価
224.616円
ほか３件

2503
九州電力（株）
宮崎県宮崎市橘通西４丁目
２番２３号

電力需給契約
支出負担行為担当官
宮崎地方検察庁検事正　髙田明夫
（宮崎県宮崎市瀬頭２丁目７番１１号）

平成17年4月1日 4,108,237
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
１kwh当たり
１３円ほか１件

2504
宮崎リコー（株）
宮崎県宮崎市花ヶ島町大原
２３６１番地１

複写機保守委託契約
支出負担行為担当官
宮崎地方検察庁検事正　髙田明夫
（宮崎県宮崎市瀬頭２丁目７番１１号）

平成17年4月1日 2,574,230
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚当たり
５円ほか５件

2505

富士ゼロックス（株）
宮崎県宮崎市広島２－５－
１１宮崎東京海上日動ビル７
Ｆ

複写機保守委託契約
支出負担行為担当官
宮崎地方検察庁検事正　髙田明夫
（宮崎県宮崎市瀬頭２丁目７番１１号）

平成17年4月1日 1,267,250
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚当たり
４．７円
ほか１０件

2506
宮崎ガス（株）
宮崎市阿波岐原町野間３１
１－１

ガス需給契約一式
支出負担行為担当官
宮崎地方検察庁検事正　髙田明夫
（宮崎県宮崎市瀬頭２丁目７番１１号）

平成17年4月1日 1,964,448

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
１㎥当たり
60.39円ほか

2507
沖縄電力（株）
沖縄県浦添市牧港５－２－
１

電気需給契約
支出負担行為担当官
那覇地方検察庁検事正　南部義廣
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成17年4月1日 76,721,352

沖縄県下において一般電気事業者は契約業者のみで，
特定規模電気事業者，特定電気事業者はないことから，
契約の性質又は目的が競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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2508
（株）国際ビル産業
沖縄県浦添市勢理客３－９
－１１

那覇第一地方合同庁舎電気，
機械設備保守及び管理業務委
託契約

支出負担行為担当官
那覇地方検察庁検事正　南部義廣
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成17年4月1日 25,929,960

１３官署が入居する比較的大規模な設備等を有する庁
舎であり、２４時間体制で気象等の観測業務を行う沖縄
気象台が入居している関係上，設備等の保守及び運転
管理業務については万全を期すことが求められている。
競争入札に付し，契約業者の変更があった場合，仮に
詳細な作業マニュアルをあらかじめ外注する方法等によ
り作成したとしても設備等の把握に相当の期間を要する
ものと思料され，種々のトラブルに迅速に対応できる保
障がなく，庁舎管理に多大な支障を生ずるおそれがある
ことから，契約の性質又は目的が競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

2509
（株）オキジム
沖縄県浦添市港川４５８番
地

複写機保守契約
支出負担行為担当官
那覇地方検察庁検事正　南部義廣
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成17年4月1日 3,461,652
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり5.1
円ほか１2件

2510
（株）ジムキ文明堂
沖縄県那覇市松山２－５－
２

複写機保守契約
支出負担行為担当官
那覇地方検察庁検事正　南部義廣
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成17年4月1日 1,555,282
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり5円

2511
（株）関西総合ビル管理
沖縄県豊見城市字豊見城７
０７番地

清掃業務委託契約
支出負担行為担当官
那覇地方検察庁検事正　南部義廣
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成17年4月1日 1,326,570
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2512
沖縄リコー（株）
沖縄県那覇市寄宮１－３－
３７

物品交換契約
（複写機納入４台，引渡３台）

支出負担行為担当官
那覇地方検察庁検事正　南部義廣
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成18年3月14日 3,612,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2513
沖縄瓦斯（株）
沖縄県那覇市西３－１３－２

那覇第一地方合同庁舎ガス需
給契約

支出負担行為担当官
那覇地方検察庁検事正　南部義廣
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成17年4月1日 1,853,177

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
8,000円
246.4円/m3

2514 那覇市
那覇第一地方合同庁舎水道需
給契約

支出負担行為担当官
那覇地方検察庁検事正　南部義廣
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成17年4月1日 3,554,733
水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
上水道基本料
金10,100円，
100m3まで，
285円ほか２
件，下水道
10m3まで，
610円ほか５
件

2515
（株）セント
仙台市青葉区上杉一丁目１
７番２０号

乾式複写機保守契約　２０台
支出負担行為担当官
仙台地方検察庁検事正　別府英明
（仙台市青葉区片平１－３－１）

平成17年4月1日 13,067,678
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり５．
１円ほか６件
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2516
東北電力（株）石巻営業所
宮城県石巻市末広町３番１
号

石巻法務合同庁舎の電力需給
契約

支出負担行為担当官
仙台地方検察庁検事正　別府英明
（仙台市青葉区片平１－３－１）

平成17年4月1日 2,791,020
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１７年５月から）

単価契約
基本料金１ｋｗ
につき1,510円
使用電力１ｋｗ
につき夏季11
円65銭，夏季
以ほかの季節
10円59銭

2517

タクシーチケットサービス
（株）
仙台市宮城野区鉄砲町９５
番２

共通自動車乗車券使用に関す
る契約

支出負担行為担当官
仙台地方検察庁検事正　別府英明
（仙台市青葉区片平１－３－１）

平成17年4月1日 2,014,060
運送に関する契約であるほか，当庁管内における唯一
のタクシーチケットサービス取扱業者であるため。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

単価契約
初乗６５０円，
１区間ごとに８
０円

2518
（株）河北新報社
仙台市青葉区五橋一丁目２
番２８号

裁判員制度シンポジウム開催
の準備・実施作業に関する請負
契約一式

支出負担行為担当官
仙台地方検察庁検事正　石井政治
（仙台市青葉区片平１－３－１）

平成17年12月22日 9,424,502

契約業者は，宮城県内における新聞発行部数約６割の
シェアを有し，シンポジウム等の開催実績により実務能
力，知名度，集客力等の点で広報媒体として万全の地
位を確立しており，一連の企画を一括してして正確・確実
に執り行えるのが同社のみであるため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（総合評価）
（19年度から）

2519
（株）セント
仙台市青葉区上杉一丁目１
７番２０号

事務いすなど１７３点供給契約
支出負担行為担当官
仙台地方検察庁検事正　別府英明
（仙台市青葉区片平１－３－１）

平成17年10月13日 6,945,750
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2520
福島リコピー販売（株）
福島市鎌田字卸町２１番地
の２

乾式複写機保守契約７台
支出負担行為担当官
福島地方検察庁検事正　伊豆亮衛
（福島市狐塚１７）

平成17年4月1日 3,130,408
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり５円
ほか７件

2521
富士ゼロックス（株）福島営
業所
福島市栄町３番２２号

乾式複写機保守契約１１台
支出負担行為担当官
福島地方検察庁検事正　伊豆亮衛
（福島市狐塚１７）

平成17年4月1日 4,361,384
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり４．
７円ほか６件

2522
東北電力（株）福島営業所
福島市置賜町２番３５号

福島法務合同庁舎電力需給契
約

支出負担行為担当官
福島地方検察庁検事正　伊豆亮衛
（福島市狐塚１７）

平成17年4月1日 4,247,251
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（17年10月から）

単価契約１ｋｗ
ｈ当たり基本
料金１，５１０
円，電力料金
夏季１１円６５
銭，そのほか
季１０円５９銭
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
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（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2523
東北電力（株）郡山営業所
郡山市細沼町１番５号

福島地方検察庁郡山支部庁舎
電力需給契約

支出負担行為担当官
福島地方検察庁検事正　伊豆亮衛
（福島市狐塚１７）

平成17年4月1日 2,044,794
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（17年10月から）

単価契約１ｋｗ
ｈ当たり基本
料金１，５１０
円，電力料金
夏季１１円６５
銭，そのほか
季１０円５９銭

2524
山形リコー（株）
山形市流通センター１－４－
１

複写機保守契約
支出負担行為担当官
山形地方検察庁検事正　平田建喜
（山形市大手町１－３２）

平成17年4月1日 1,952,956
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり４．
５円ほか２件

2525
山形リコー（株）
山形市流通センター１－４－
１

複写機保守契約
支出負担行為担当官
山形地方検察庁検事正　平田建喜
（山形市大手町１－３２）

平成17年4月1日 2,280,355
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
カラーコピー１
枚当たり２７円
ほか１１件

2526
（株）事務機商事
盛岡市紺屋町４番３０号

複写機５台保守契約
支出負担行為担当官
盛岡地方検察庁検事正　吉田博視
（盛岡市内丸８番２０号）

平成17年4月1日 1,167,783
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚当たり
3.9円ほか

2527
（株）平金商店
盛岡市肴町８番２４号

複写機３台保守契約
支出負担行為担当官
盛岡地方検察庁検事正　吉田博視
（盛岡市内丸８番２０号）

平成17年4月1日 1,596,431
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚当たり
2.7円ほか

2528
岩手ゼロックス（株）
盛岡市菜園１丁目１１番３号

複写機３台保守契約
支出負担行為担当官
盛岡地方検察庁検事正　吉田博視
（盛岡市内丸８番２０号）

平成17年4月1日 2,623,043
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1枚当たり
4.7円ほか

2529
東北電力（株）盛岡営業所
盛岡市紺屋町１番２５号

電力需給契約
支出負担行為担当官
盛岡地方検察庁検事正　吉田博視
（盛岡市内丸８番２０号）

平成17年4月1日 5,388,454
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
1ｋｗｈ当たり
10.59円ほか

2530
東北電力（株）花巻営業所
花巻市西大通２丁目２６番
地８号

電力需給契約
支出負担行為担当官
盛岡地方検察庁検事正　吉田博視
（盛岡市内丸８番２０号）

平成17年4月1日 2,623,879
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
1ｋｗｈ当たり
10.59円ほか

2531

富士ゼロックス（株）秋田営
業所
秋田県秋田市山王２－１－
５４

乾式複写機保守契約　８台
支出負担行為担当官
秋田地方検察庁検事正　水落徹男
（秋田県秋田市山王７－１－２）

平成17年4月1日 3,643,631
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
４．７０円
ほか１件
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2532
秋田リコー（株）
秋田県秋田市卸町４－９－
１

乾式複写機保守契約　６台
支出負担行為担当官
秋田地方検察庁検事正　水落徹男
（秋田県秋田市山王７－１－２）

平成17年4月1日 2,300,868
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
４．１０円
ほか４件

2533
（株）テクノル青森支店
青森市堤町１丁目６番７号

複写機２７台の保守
支出負担行為担当官
青森地方検察庁検事正　福嶋成二
（青森市長島１－３－２５）

平成17年4月1日 6,990,330
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
黒モード
１枚当たり
４．７円
ほか２３件

2534
沖ウィンテック（株）東北支店
仙台市青葉区国分町3-4-
33仙台定禅寺ビル４階

構内電話交換設備保守点検業
務委託契約一式

支出負担行為担当官
青森地方検察庁検事正　福嶋成二
（青森市長島１－３－２５）

平成17年4月1日 1,032,060

設置した業者であり，保守業者を変更することにより，故
障の際の迅速な点検及び修理や機能を良好に維持する
ことに支障が生じることになるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（19年度から）

2535
東北電力（株）弘前営業所
青森県弘前市大字本町１番
地

電力需給契約
支出負担行為担当官
青森地方検察庁検事正　福嶋成二
（青森市長島１－３－２５）

平成17年4月1日 1,755,791
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１７年１０月から）

単価契約
１ｋｗｈ当たり
10.59円ほか

2536
（株）興亜社札幌支社
札幌市中央区南１条西１２
丁目３２２

裁判員制度広報啓発広告デザ
インカード掲出業務

支出負担行為担当官
札幌地方検察庁検事正　川端伸也
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成17年11月8日 2,173,500

契約業者は，唯一，デザインデータを有していることか
ら，同業他社に比して大幅に経費の節減ができるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（総合評価）
（１９年度から）

2537
（株）北海道新聞社
札幌市中央区大通西３―６

裁判員制度シンポジウム開催
の準備及び実施作業請負

支出負担行為担当官
札幌地方検察庁検事正　川端伸也
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成17年12月1日 11,040,750

契約業者は，発行部数及びシェアが他の全国紙や地方
紙を大きく上回っていることから，裁判員制度の広報に
ついても最も効率的かつ確実な実現を望めるため。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（総合評価）
（19年度から）

2538
（株）石塚工務店
札幌市豊平区月寒西３条６
丁目２番１号

札幌地方検察庁同行室模様替
工事

支出負担行為担当官
札幌地方検察庁検事正　川端伸也
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成17年12月6日 14,017,500
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2539
ビジネスジムキ（株）
札幌市白石区本通４丁目北
１―１北洋白石ビル４階

札幌地方検察庁複写機交換契
約及び供給契約（７台）

支出負担行為担当官
札幌地方検察庁検事正　川端伸也
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成18年3月20日 7,581,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施
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件数
契約の相手方の商号又は
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公共工事の名称、場所、期間及
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2540

富士ゼロックス（株）北海道
営業所
札幌市中央区大通西７－３
－１

複写機保守管理契約一式
支出負担行為担当官
函館地方検察庁検事正　立澤正人
（北海道函館市上新川町１－１３）

平成17年4月1日 1,720,273
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
ﾓﾉｸﾛ1枚当た
り4.7円(5,001
枚以上3.75
円),ﾌﾙｶﾗｰ1枚
当たり40.52円
(1,001～3,000
枚36.02
円,3,001枚以
上31.51円)ほ
か4件

2541
函館トヨペット（株）五稜郭店
北海道函館市梁川町１０－
２０

自動車交換契約１台
支出負担行為担当官
函館地方検察庁検事正　立澤正人
（北海道函館市上新川町１－１３）

平成17年10月7日 2,940,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2542
北海道電力（株）
旭川市4条通12丁目1444番
地1

電力の供給
支出負担行為担当官
旭川地方検察庁検事正　西村逸夫
（旭川市花咲町４丁目）

平成17年4月1日 2,700,940
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（18年度から）

１ｷﾛﾜｯﾄ時に
つき11円12銭

2543
（株）大江商店
旭川市7条通15丁目左1号

複写機（コニカ社製）の保守管
理

支出負担行為担当官
旭川地方検察庁検事正　西村逸夫
（旭川市花咲町４丁目）

平成17年4月1日 1,819,957
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

1枚当たり4.80
円ほか7件

2544
（有）高橋商店
旭川市東光8条2丁目1番14
号

複写機（リコー社製）の保守管
理

支出負担行為担当官
旭川地方検察庁検事正　西村逸夫
（旭川市花咲町４丁目）

平成17年4月1日 1,166,927
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

1枚当たり5.00
円ほか2件

2545
北海道電力(株)釧路支店
北海道釧路市幸町８－１

釧路法務総合庁舎電気需給契
約

支出負担行為担当官
釧路地方検察庁検事正　尾崎幸廣
（北海道釧路市柏木町５－７）

平成17年4月1日 8,772,501
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
基本料金単価
１，７００円
使用料単価
１０．３８円

2546
北海道電力(株)帯広支店
北海道帯広市西５南７－２
－２

帯広法務総合庁舎電気需給契
約

支出負担行為担当官
釧路地方検察庁検事正　尾崎幸廣
（北海道釧路市柏木町５－７）

平成17年4月1日 6,914,483
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
基本料金単価
１，７００円
使用料単価
１０．３８円

2547
北海道電力(株)北見支店
北海道北見市北８東１－２
－１

北見法務総合庁舎電気需給契
約

支出負担行為担当官
釧路地方検察庁検事正　尾崎幸廣
（北海道釧路市柏木町５－７）

平成17年4月1日 1,711,792
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
基本料金単価
１，７００円
使用料単価
１０．３８円
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
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2548

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）北海道支
店釧路営業所
北海道釧路市新栄町５－８

コニカミノルタ製複写機１６台保
守契約

支出負担行為担当官
釧路地方検察庁検事正　尾崎幸廣
（北海道釧路市柏木町５－７）

平成17年4月1日 5,088,000
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
５円ほか１５件

2549
アカマツ（株）
高松市多肥下町２４７－２

乾式電子複写機の保守及び消
耗品供給に関する契約一式

支出負担行為担当官
高松地方検察庁検事正　伊豆亮衛
（高松市丸の内１番１号）

平成17年4月1日 2,175,155
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
４．０円
ほか７件

2550
赤松事務機（株）
高松市塩上町１丁目７番１３
号

乾式電子複写機の保守及び消
耗品供給に関する契約一式

支出負担行為担当官
高松地方検察庁検事正　伊豆亮衛
（高松市丸の内１番１号）

平成17年4月1日 1,584,859
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
４．６円
ほか３件

2551
高松病院
高松市天神前４番１８号

健康診断請負契約
支出負担行為担当官
高松地方検察庁検事正　伊豆亮衛
（高松市丸の内１番１号）

平成17年6月6日 1,320,207

庁舎内に診療所があり，高松病院の医師が週に２回派
遣されていることから，健康診断の結果で不具合があっ
た職員に敏速，適切な処置が取れるため。（会計法第２
９条の３第４号，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（19年度から）

単価契約
１人当たり
胸部レントゲ
ン
間接６９０円等

2552
（株）成豊堂
高松市番町１丁目９番１１号

会議用いす３０却及び会議用
テーブル１０台購入契約

支出負担行為担当官
高松地方検察庁検事正　伊豆亮衛
（高松市丸の内１番１号）

平成18年3月14日 2,383,500
再度の入札をしても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2553
四国電力（株）
香川県高松市丸の内２－５

徳島地方検察庁庁舎電力需給
支出負担行為担当官
徳島地方検察庁検事正　高井新二
（徳島市徳島町2ー17）

平成17年4月1日 4,329,870
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
契約電力１KW
ｈ当たり1435
円ほか２件

2554
四国瓦斯（株）徳島支店
徳島市北出来島町1-26-2

徳島地方検察庁庁舎空調用ガ
ス需給

支出負担行為担当官
徳島地方検察庁検事正　高井新二
（徳島市徳島町2ー17）

平成17年4月1日 2,106,282

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
37,272円ほか
2件

2555
（株）ダイヤジム
徳島市富田浜１－２０

複写機の保守点検及び調整等
の処置契約

支出負担行為担当官
徳島地方検察庁検事正　高井新二
（徳島市徳島町2ー17）

平成17年4月1日 3,760,825
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
1～10,000枚
4.70円ほか8
件

2556
四国電力（株）
香川県高松市丸の内２－５

電気の需給に関する契約一式
支出負担行為担当官
高知地方検察庁検事正　濵岡良二
（高知県高知市丸ノ内１－４－１）

平成17年4月1日 8,550,100
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
契約電力１KW
ｈ当たり1,435
円ほか３件

2557
（株）岡村文具
高知県高知市帯屋町２－２
－２２

複写機の保守点検及び調整等
の処置契約一式

支出負担行為担当官
高知地方検察庁検事正　濵岡良二
（高知県高知市丸ノ内１－４－１）

平成17年4月1日 1,210,301
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
３．６円
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2558
高知県文具（株）
高知県高知市南久保９７

複写機の保守点検及び調整等
の処置契約一式

支出負担行為担当官
高知地方検察庁検事正　濵岡良二
（高知県高知市丸ノ内１－４－１）

平成17年4月1日 1,750,162
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
４．９円
ほか６件

2559
富士ゼロックス（株）高松営
業所
香川県高松市亀井町２－１

複写機の保守点検及び調整等
の処置契約一式

支出負担行為担当官
高知地方検察庁検事正　濵岡良二
（高知県高知市丸ノ内１－４－１）

平成17年4月1日 1,543,616
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
４．７円
ほか７件

2560
四国電力（株）
高松市丸の内２－５

松山法務総合庁舎電力需給
支出負担行為担当官
松山地方検察庁検事正　池上政幸
（愛媛県松山市一番町４丁目４－１）

平成17年4月1日 9,058,767
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
基本料金
1,506.75円ほ
か１件
電力量料金
13.02円ほか３
件

2561
四国電力（株）
高松市丸の内２－５

今治法務総合庁舎電力需給
支出負担行為担当官
松山地方検察庁検事正　池上政幸
（愛媛県松山市一番町４丁目４－１）

平成17年4月1日 2,370,421
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
基本料金
1,506.75円ほ
か１件
電力量料金
13.02円ほか３
件

2562
四国電力（株）
高松市丸の内２－５

松山地方検察庁宇和島支部庁
舎電力需給

支出負担行為担当官
松山地方検察庁検事正　池上政幸
（愛媛県松山市一番町４丁目４－１）

平成17年4月1日 1,779,169
契約業者以外に送電可能な業者がなく，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
基本料金
1,506.75円ほ
か１件
電力量料金
13.02円ほか３
件

2563
四国瓦斯（株）松山支店
松山市味酒町１丁目１０－６

松山法務総合庁舎空調用ガス
需給

支出負担行為担当官
松山地方検察庁検事正　池上政幸
（愛媛県松山市一番町４丁目４－１）

平成17年4月1日 3,646,172

ガスを安定的に供給することが可能な事業者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目的が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
基本料金
95,346円
従量料金
23.79円ほか１
件

2564
（株）アグザス
松山市六軒家町２－３０

複写機（２台）保守
支出負担行為担当官
松山地方検察庁検事正　池上政幸
（愛媛県松山市一番町４丁目４－１）

平成17年4月1日 1,253,950
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
４．２円
ほか１件

2565
（株）クロダ商会
松山市宮田町１０８－１

複写機（９台）保守
支出負担行為担当官
松山地方検察庁検事正　池上政幸
（愛媛県松山市一番町４丁目４－１）

平成17年4月1日 1,794,918
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
４．５円
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2566
富士ゼロックス（株）松山営
業所
松山市千舟町４丁目６－１

複写機（６台）保守
支出負担行為担当官
松山地方検察庁検事正　池上政幸
（愛媛県松山市一番町４丁目４－１）

平成17年4月1日 2,897,275
当該機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有
する者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（遅くとも機器更新時期まで
に保守料を含めた入札を実
施）

単価契約
１枚当たり
４．７円
ほか３件

2567
（株）愛媛新聞社
松山市大手町１丁目１２－１

裁判員制度シンポジウム準備
実施作業

支出負担行為担当官
松山地方検察庁検事正　池上政幸
（愛媛県松山市一番町４丁目４－１）

平成17年12月1日 8,643,219

シンポジウムを最大限効果的かつ効率的に行うために，
一連の企画を一括して正確・確実に実施することができ
る業者が他に存せず，競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（総合評価）
（19年度から）

2568
北海道電力（株）
北海道札幌市中央区大通
東1丁目2

業務用高圧電力需給契約

支出負担行為担当官
札幌矯正管区長　水野　権一郎
北海道札幌市東区東苗穂１条２丁目
５番５号

平成17年4月1日 1,984,000
入札を実施したが，契約業者以外に応札する電気事業
者等がなかったため。（予決令第９９の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2569

（株）北ガス建設ホームサー
ビス
北海道札幌市豊平区美園8
条5丁目4番5号

職員宿舎風呂釜等取替工事

支出負担行為担当官
札幌刑務所長　米澤　好恭
北海道札幌市東区東苗穂2条1丁目5
番1号

平成17年12月21日 3,465,000
一般競争入札に付したが，落札者がいないため。
(予決令第９９条の２)

その他 引き続き競争入札を実施

2570
（株）フカミヤ
北海道札幌市中央区大通
西8丁目2番地

オフセット印刷機購入

支出負担行為担当官
札幌刑務所長　米澤　好恭
北海道札幌市東区東苗穂2条1丁目5
番1号

平成18年1月11日 15,750,000
一般競争入札に付したが，落札者がいないため。
(予決令第９９条の２)

その他 引き続き競争入札を実施

2571
小樽製パン（株）札幌工場
北海道札幌市東区東苗穂１
０条２丁目１９番２０号

被収容者主食パン供給契約

支出負担行為担当官代理
札幌刑務所処遇部長　森田　俊明
北海道札幌市東区東苗穂2条1丁目5
番1号

平成17年4月1日 72,151,865

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第１
号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
324.4円/1㎏

2572

大成・りんかい日産・丸彦渡
辺特定建設工事共同企業
体
北海道札幌市中央区南1条
東2丁目6番地

札幌刑務所収容棟等新営（建
築）第4期工事
北海道札幌市東区東苗穂２条１
丁目５番１号
平成17年9月6日～平成20年3
月31日

支出負担行為担当官
札幌刑務所長　米澤　好恭
北海道札幌市東区東苗穂2条1丁目5
番1号

平成17年9月5日 5,229,000,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

2573

竹中・淺沼・岩田特定建設
工事共同企業体
北海道札幌市中央区大通
西4丁目1番地

札幌刑務支所庁舎等新営（建
築）工事（第１回追加）
北海道札幌市東区東苗穂２条１
丁目５番１号
平成17年8月26日～平成18年8
月31日

支出負担行為担当官
札幌刑務所長　米澤　好恭
北海道札幌市東区東苗穂2条1丁目5
番1号

平成17年8月25日 78,015,000

　本工事は，札幌刑務支所庁舎等新営（建築）工事（以
下「前工事」という。）に直接関連する工事（関係機関と
の協議により，整備計画を一部変更したことに伴う設計
変更等のため発注できなかった工事）であり，一体の構
造物の構築等を目的としていることから，施工業者が前
工事と本工事で異なる場合には，かし担保責任の範囲
が不明確になる等密接不可分な関係にあり，技術的に
一貫した施工が必要であるため（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第4号イ）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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2574

東光・浅海特定建設工事共
同企業体
北海道札幌市中央区南7条
西6丁目423番地

札幌刑務支所庁舎等新営（電
気設備）工事（第１回追加）
北海道札幌市東区東苗穂２条１
丁目５番１号
平成17年6月16日～平成18年8
月31日

支出負担行為担当官
札幌刑務所長　米澤　好恭
北海道札幌市東区東苗穂2条1丁目5
番1号

平成17年6月15日 357,000,000

　本工事は，札幌刑務支所庁舎等新営（電気設備）工事
（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（関係機関
との協議により，整備計画を一部変更したことに伴う設
計変更等のため発注できなかった工事）であり，一体の
構造物の構築等を目的としていることから，施工業者が
前工事と本工事で異なる場合には，かし担保責任の範
囲が不明確になる等密接不可分な関係にあり，技術的
に一貫した施工が必要であるため（会計法第29条の3第
4項，予決令第102条の4第4号イ）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2575

池田・経塚特定建設工事共
同企業体
北海道札幌市北区北12条
西3丁目8番地

札幌刑務支所庁舎等新営（機
械設備）工事（第１回追加）
北海道札幌市東区東苗穂２条１
丁目５番１号
平成17年7月29日～平成18年8
月31日

支出負担行為担当官
札幌刑務所長　米澤　好恭
北海道札幌市東区東苗穂2条1丁目5
番1号

平成17年7月28日 448,350,000

　本工事は，札幌刑務支所庁舎等新営（機械設備）工事
（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（関係機関
との協議により，整備計画を一部変更したことに伴う設
計変更等のため発注できなかった工事）であり，一体の
構造物の構築等を目的としていることから，施工業者が
前工事と本工事で異なる場合には，かし担保責任の範
囲が不明確になる等密接不可分な関係にあり，技術的
に一貫した施工が必要であるため（会計法第29条の3第
4項，予決令第102条の4第4号イ）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2576
北海道ガス（株）
札幌市中央区大通西7-3-1

ガス供給契約

支出負担行為担当官
札幌刑務所長　米澤　好恭
北海道札幌市東区東苗穂2条1丁目5
番1号

平成17年4月1日 5,887,706
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2577 札幌市水道局 水道供給等契約

支出負担行為担当官
札幌刑務所長　米澤　好恭
北海道札幌市東区東苗穂2条1丁目5
番1号

平成17年4月1日 76,023,562
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2578 札幌市水道局 水道供給等契約

支出負担行為担当官
札幌刑務所長　米澤　好恭
北海道札幌市東区東苗穂2条1丁目5
番1号

平成17年4月1日 23,873,495
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2579 札幌市水道局 水道供給等契約

支出負担行為担当官
札幌刑務所長　米澤　好恭
北海道札幌市東区東苗穂2条1丁目5
番1号

平成17年4月1日 18,793,314
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2580 室蘭市水道部 水道供給等契約

支出負担行為担当官
札幌刑務所長　米澤　好恭
北海道札幌市東区東苗穂2条1丁目5
番1号

平成17年4月1日 2,264,988
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2581

旭川ヒューマンサービスセン
ター
北海道旭川市東３条１丁目
２番８号

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
旭川刑務所長　荒島　喜宣
北海道旭川市東鷹栖３線２０の６２０

平成17年4月1日 2,115,000

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
450円/1㎏
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2582
三益工業（株）
北海道旭川市東光２条４丁
目

汚水処理槽維持管理業務委託
支出負担行為担当官
旭川刑務所長　荒島　喜宣
北海道旭川市東鷹栖３線２０の６２０

平成17年4月1日 1,297,800

刑事施設敷地内での作業であるため信頼できる業者で
あること，及び豪雨等により汚水槽があふれる出た場合
緊急に対応するため当所の浄化槽の状況（施設が昭和
４２年に出来てからの経緯）を分かっている地元の業者
によって対応する必要があること等のため（会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）。

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2583 旭川市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
旭川刑務所長　荒島　喜宣
北海道旭川市東鷹栖３線２０の６２０

平成17年4月1日 23,999,557
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2584
北海道電力（株）釧路支店
北海道釧路市幸町８丁目１
番地

業務用高圧電力需給契約
支出負担行為担当官
釧路刑務所長　渡邉　満幸
北海道釧路市宮本２－２－５

平成17年4月1日 8,500,000
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2585 釧路市上下水道部 水道供給等契約
支出負担行為担当官
釧路刑務所長　渡邉　満幸
北海道釧路市宮本２－２－５

平成17年4月1日 27,929,676
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2586
（株）ほっかいどう
北海道帯広市公園東町３－
１１－１

総務系（庶務）派遣業務契約
支出負担行為担当官
帯広刑務所長　佐藤　洋
北海道帯広市別府町南１３線３３

平成17年4月1日 2,765,984

提示した仕様（高度な処理業務にも対応）に対して，契約
できる業者が他に見つからなかったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１時間当たり
1,417円

2587
（有）三協美研
北海道帯広市西７条南１６
－１

事業所系一般ゴミ処理契約
支出負担行為担当官
帯広刑務所長　佐藤　洋
北海道帯広市別府町南１３線３３

平成17年4月1日 1,900,000

近接する業者の中で，提示した仕様に対して契約できる
業者が他に見つからなかったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
処理手数料１
０㎏当たり１６
０円収集料２０
㍑６０円

2588
（有）林製パン
北海道帯広市西３条南５－
１０

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
帯広刑務所長　佐藤　洋
北海道帯広市別府町南１３線３３

平成17年4月1日 2,684,000

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第３項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
A食１８０ｇ
当たり７１円等

2589
（有）十勝臨床検査センタ－
北海道帯広市西１９条北１
－１－１３

医療検査料単価契約
支出負担行為担当官
帯広刑務所長　佐藤　洋
北海道帯広市別府町南１３線３３

平成17年4月1日 1,281,000

近接する業者の中で，提示した仕様に対して契約できる
業者が他に見つからなかったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
尿中一般物質
定性半定量検
査検査料金２
２４円等１１１
種類

2590 帯広市公営事業管理者 水道供給等契約
支出負担行為担当官
帯広刑務所長　佐藤　洋
北海道帯広市別府町南１３線３３

平成17年4月1日 58,432,435
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2591
（有）オホーツクベーカリー
北海道網走市新町３丁目８
７番地１０

被収容者主食パン及び副食品
供給契約

支出負担行為担当官
網走刑務所長　佐野　順一
北海道網走市字三眺

平成17年4月1日 2,084,992

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なること及び副食品の品目も多数に渡るため，近隣で製
造販売できるのが同社だけであるため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
410～420円/1
㎏

2592
（株）ミツフジ
北海道三輪６７４番地

収容棟等新営工事に伴う第１３
職業訓練棟（製材工場）機械等
移設工事

支出負担行為担当官
網走刑務所長　佐野　順一
北海道網走市字三眺

平成17年4月26日 12,083,232

当該移設工事に係る機械等は，平成９年度に同社が設
置し，当該機種の構造・性能･特徴を熟知しており，他社
では対応できない。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第１項
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2593
（株）北弘電社
北海道札幌市中央区北11
条西２３丁目２－１０

収容棟等新営工事に伴う巡回
表示装置一式及び特殊自動警
報装置（防犯線）一式新設工事

支出負担行為担当官
網走刑務所長　佐野　順一
北海道網走市字三眺

平成17年10月12日 10,185,000

当該新設工事は，既存の設備と一体の構造物であり，
前工事と当該工事の施工者が異なる場合は，かし担保
責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にある
ため，一貫した施工技術を必要としている。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号イ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2594
（有）森商事
網走市南７条東２丁目２

ガス供給契約
支出負担行為担当官
網走刑務所長　佐野　順一
北海道網走市字三眺

平成17年4月1日 1,989,561
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2595 網走市水道事業 水道供給等契約
支出負担行為担当官
網走刑務所長　佐野　順一
北海道網走市字三眺

平成17年4月1日 78,380,921
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2596
平和観光（有）
北海道樺戸郡浦臼町字浦
臼内１７２番地の６４

給食運送業務
支出負担行為担当官
月形刑務所長　鈴木　重一
北海道樺戸郡月形町１０１１番地

平成17年4月1日 2,069,550
  運送料金は地域の協定により料金が決まっており，営
業の性質から競争入札に馴染まないため
（会計法第29条の3第5項，予決令第99条第8号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１食当たり
1,890円

2597
拓北電業（株）
北海道札幌市中央区北８条
西２０丁目２－１０

放送設備一式
支出負担行為担当官
月形刑務所長　鈴木　重一
北海道樺戸郡月形町１０１２番地

平成18年1月19日 8,925,000
一般競争入札に付したが，落札者がいないため。
(予決令第９９条の２)

その他 引き続き競争入札を実施

2598
（株）アサヒ製作所
北海道札幌市東区伏古9条
2丁目1-14

全自動洗濯機
蒸気式乾燥機

支出負担行為担当官
月形刑務所長　鈴木　重一
北海道樺戸郡月形町１０１３番地

平成18年1月20日 7,350,000
一般競争入札に付したが，落札者がいないため。
(予決令第９９条の２)

その他 引き続き競争入札を実施

2599
(株)前商店
北海道岩見沢市1条西9丁
目1-2

事務用椅子　外11件
支出負担行為担当官
月形刑務所長　鈴木　重一
北海道樺戸郡月形町１０１４番地

平成18年1月20日 6,300,000
一般競争入札に付したが，落札者がいないため。
(予決令第９９条の２)

その他 引き続き競争入札を実施

2600

札幌臨床センター（株）岩見
沢営業所
北海道岩見沢市6条東11丁
目33番地

臨床検査
支出負担行為担当官
月形刑務所長　鈴木　重一
北海道樺戸郡月形町１０１５番地

平成17年4月1日 3,100,000

時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することが
できる見込みがあるため。
(会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第4号
ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
虫卵検査
787.50円等
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2601
月新水道事業団
月形町1219番地

水道供給等契約
支出負担行為担当官
月形刑務所長　鈴木　重一
北海道樺戸郡月形町１０１５番地

平成17年4月1日 29,853,061
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2602 岩見沢市水道事業 水道供給等契約
支出負担行為担当官
月形刑務所長　鈴木　重一
北海道樺戸郡月形町１０１５番地

平成17年4月1日 2,313,422
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2603
北海道電力（株）函館支店
函館市千歳町２５番１５号

業務用高圧電力需給契約
支出負担行為担当官
函館少年刑務所長　八木　浩
北海道函館市金堀町６番１１号

平成17年4月1日 26,252,804

契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に安定供給する業者がなく，競争に付しても参加す
る，しないが自由であり，かつ，特定多数のものに対し，
現価格に開差をつけないことから，競争を許さないため。
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2604
北海道ガス（株）函館支店
函館市万代町８－１

ガス供給契約
支出負担行為担当官
函館少年刑務所長　八木　浩
北海道函館市金堀町６番１１号

平成17年4月1日 1,894,473
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2605 函館市公営企業水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
函館少年刑務所長　八木　浩
北海道函館市金堀町６番１１号

平成17年4月1日 58,740,676
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2606
北海道電力（株）帯広支店
北海道帯広市西５条南７丁
目２－１

業務用高圧電力需給契約
支出負担行為担当官
帯広少年院　大河内　徹
北海道帯広市緑ヶ丘３－２

平成17年4月1日 2,335,227

契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に安定供給する業者がなく，競争に付しても参加す
る，しないが自由であり，かつ，特定多数のものに対し，
現価格に開差をつけないことから，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2607
トォータルフーズ（株）
北海道帯広市西１７条南５
丁目２

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
帯広少年院　大河内　徹
北海道帯広市緑ヶ丘３－３

平成17年4月1日 2,628,001

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

2608 帯広市水道事業管理者 水道供給等契約
支出負担行為担当官
帯広少年院　大河内　徹
北海道帯広市緑ヶ丘３－３

平成17年4月1日 5,514,576
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2609 千歳市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
北海少年院長　加藤　正男
千歳市大和4-746-10

平成17年4月1日 4,000,443
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
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点検結果 講ずる措置 備考

2610
北海道電力（株）
北海道札幌市中央区大通
東1丁目2

業務用高圧電力需給契約
支出負担行為担当官
紫明女子学院長　松田　美智子
北海道千歳市４の６６２の２

平成17年4月1日 2,996,118

契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に安定供給する業者がなく，競争に付しても参加す
る，しないが自由であり，かつ，特定多数のものに対し，
現価格に開差をつけないことから，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2611 千歳市公営企業管理者 水道供給等契約
支出負担行為担当官
紫明女子学院長　松田　美智子
北海道千歳市４の６６２の２

平成17年4月1日 1,636,547
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2612
いわみざわ農業協同組合
北海道岩見沢市桜木１条１
丁目

Ａ重油

支出負担行為担当官
月形学園長　柿崎　伸二
北海道樺戸郡月形町字知来乙２６４
番地１

平成17年4月1日 3,699,000
当該物品を安定して供給できる等の条件に見合った業
者を募ったが，当該業者以外にいなかったため。(会計法
第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
1㍑当たり
４３円５０銭
(4/1)等

2613
月新水道企業団
樺戸郡月形町１２１９番地

水道供給等契約

支出負担行為担当官
月形学園長　柿崎　伸二
北海道樺戸郡月形町字知来乙２６４
番地１

平成17年4月1日 1,644,290
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2614
北海道電力（株）
北海道札幌市中央区大通
東1丁目2

業務用高圧電力需給契約

支出負担行為担当官
札幌少年鑑別所長　柏木史雄
北海道札幌市東区東苗穂２条１丁目
１番２５号

平成17年4月1日 4,663,220
入札公告をしたが，入札者がいなかったため。（予決令
第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2615
北海道ガス（株）
札幌市中央区大通西７丁目
３番地１

ガス供給契約

支出負担行為担当官
札幌少年鑑別所長　柏木史雄
北海道札幌市東区東苗穂２条１丁目
１番２５号

平成17年4月1日 7,940,349
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2616 札幌市水道局 水道供給等契約

支出負担行為担当官
札幌少年鑑別所長　柏木史雄
北海道札幌市東区東苗穂２条１丁目
１番２５号

平成17年4月1日 2,249,186
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2617
北海道電力（株）旭川支店
北海道旭川市４条通１２丁
目１４４４番地の１

業務用高圧電力需給契約

支出負担行為担当官
旭川少年鑑別所長　土屋　守
北海道旭川市豊岡１条１丁目３番２４
号

平成17年4月1日 1,600,483
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2618
東北電力（株）
仙台市青葉区1-3-7

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
仙台矯正管区長　知識優憲
仙台市若林区古城3-23-1

平成17年4月1日 2,145,385
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）
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2619
（株）三浦勇工務店
仙台市太白区長町南２－１
５－４５

矯正研修所仙台支所研修寮居
室及び廊下等補修工事
宮城県仙台市若林区古城３－２
３－１
平成18年3月14日～平成18年3
月30日

支出負担行為担当官
仙台矯正管区長　知識優憲
仙台市若林区古城３－２３－１

平成18年3月13日 4,095,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

2620 仙台市水道事業管理者 水道供給等契約
支出負担行為担当官
仙台矯正管区長　知識優憲
仙台市若林区古城３－２３－１

平成17年4月1日 1,821,478
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2621
東北電力（株）
仙台市青葉区1-3-7

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
青森刑務所長　佐々木久男
（青森市大字荒川字藤戸88）

平成17年4月3日 29,000,000
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2622
東北電力（株）
仙台市青葉区1-3-7

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
青森刑務所長　佐々木久男
（青森市大字荒川字藤戸88）

平成17年4月3日 1,900,000
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため　（会計
法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2623
（株）成文組
青森県青森市中央４丁目７
－７

工場棟等屋根補修工事
青森県青森市大字荒川字藤戸
８８
平成17年9月1日～平成17年10
月31日

支出負担行為担当官
青森刑務所長　佐々木久男
青森県青森市大字荒川字藤戸８８

平成17年8月31日 7,350,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

2624 青森市企業局上下水道部 水道供給等契約
支出負担行為担当官
青森刑務所長　佐々木久男
青森県青森市大字荒川字藤戸８８

平成17年4月1日 39,146,639
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2625
弘前市水道事業企業
弘前市大字茂森町４０番１

水道供給等契約
支出負担行為担当官
青森刑務所長　佐々木久男
青森県青森市大字荒川字藤戸８８

平成17年4月1日 1,716,184
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2626
八戸圏域水道企業団
八戸市南白山台１丁目１１
－１

水道供給等契約
支出負担行為担当官
青森刑務所長　佐々木久男
青森県青森市大字荒川字藤戸８８

平成17年4月1日 1,746,117
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2627
東北電力（株）
仙台市青葉区1-3-7

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
秋田刑務所長　山下伸一郎
（秋田市川尻新川町1-1）

平成17年4月3日 21,652,573
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。（会計
法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）
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2628

仙台農業協同組合六郷給
油所
宮城県仙台市若林区今泉
1-20-54

ボイラー用Ａ重油供給契約
支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
（仙台市若林区古城2-3-1）

平成17年4月1日 19,666,500

 入札参加資格のない近隣の農業協同組合を見積り合
わせに参加させ，多数の業者による競争をさせることに
よって，安価購入が見込まれるため。（会計法第29条の3
第5項，予決令第99条第16号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１㍑当たり
 54.934円

2629

仙台農業協同組合六郷給
油所
宮城県仙台市若林区今泉
1-20-54

白灯油供給契約
支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
（仙台市若林区古城2-3-1）

平成17年4月1日 15,815,638

 入札参加資格のない近隣の農業協同組合を見積り合
わせに参加させ，多数の業者による競争をさせることに
よって，安価購入が見込まれるため。
（会計法第29条の3第5項，予決令第99条第16号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１㍑当たり
62.286円

2630
（株）エス・ケーロジテック
宮城県仙台市若林区新井
字畑中20

給食運搬業務委託契約
支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
（仙台市若林区古城2-3-1）

平成17年4月1日 9,450,000
  運送料金は地域の協定により料金が決まっており，営
業の性質から競争入札に馴染まないため
（会計法第29条の3第5項，予決令第99条第8号）

その他 公募を実施（１９年度から）
単価契約
月額787,500
円

2631
（株）公害処理センター
宮城県仙台市若林中倉3-
9-26

廃棄物収集処理業務委託契約
支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
（仙台市若林区古城2-3-1）

平成17年4月1日 5,066,775
  一般廃棄手数料は，市の条例により定められており，
競争が存在しないため
（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
1㎥当り3.500
円

2632
（株）太陽事務機
仙台市宮城野区高砂1-10-
2

複写機保守契約
支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
（仙台市若林区古城2-3-1）

平成17年4月1日 5,007,128
  当該機器の保守業務である機器の点検及び消耗品の
交換等は販売業者のみの取扱いであるため
（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
白黒1枚当た
り
1～1万枚
5円25銭等

2633
小畑鉄之助
宮城県宮城郡松島町竹谷
字清水29-10

残飯処理業務委託契約
支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
（仙台市若林区古城2-3-1）

平成17年4月1日 4,223,310

  通常の廃棄処理に比べ，著しく有利な価格をもって残
飯を引き取ることができる養豚業者との契約であり，近
隣では，契約者のみであるため
（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第4号ロ）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
1㎏当り13円
65銭

2634
大和産業ガス（株）
宮城県仙台市太白区西中
田1-18-40

ＬＰガス供給契約
支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
（仙台市若林区古城2-3-1）

平成17年4月1日 3,140,494

  入札参加資格のない近隣の取引業者を見積り合わせ
に参加させ，多数の業者による競争をさせることによっ
て，安価購入が見込まれるため
（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第4号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

１㎏当たり
141.229円

2635

日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造（株）仙台
営業所
宮城県仙台市青葉区一番
町2-20
第3日本オフィスビル内

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ,ﾀﾞﾑｳｪｰﾀﾞｰ保守一式
契約

支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
（仙台市若林区古城2-3-1）

平成17年4月1日 2,594,340
  製造業者であり，保守点検者を変更することにより，安
全性を確保できないおそれがあるため
（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
月額216,195
円

2636

東北電力（株）仙台南営業
所
宮城県仙台市若林区沖野
2-5-10

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
（仙台市若林区古城2-3-1）

平成17年4月1日 13,308,235
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2637

東北電力（株）仙台南営業
所
宮城県仙台市若林区沖野
2-5-10

高圧電力供給契約
支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
（仙台市若林区古城2-3-1）

平成17年4月1日 9,572,322
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）
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2638

東北電力（株）仙台南営業
所
宮城県仙台市若林区沖野
2-5-10

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
（仙台市若林区古城2-3-1）

平成17年4月1日 8,887,158
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2639
山崎製パン（株）仙台工場
宮城県柴田郡柴田町槻木
白幡2-9-1

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
（仙台市若林区古城2-3-1）

平成17年4月1日 4,882,923

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
80グラム1本
26円25銭等

2640
佐々木孝
宮城県黒川郡大郷町丸山
14

被収容者用掛布団生地
支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
（仙台市若林区古城2-3-1）

平成17年5月24日 1,786,050

　被収容者用布団生地を取扱う業者が，国の物品調達
の入札参加資格を有しない２社であり，入札を実施した
場合には，取次店との契約となり安価入札が期待できな
いため
（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第4号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2641 個人情報につき非公表 被収容者ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ業務委託
支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
（仙台市若林区古城2-3-1）

平成17年6月10日 2,021,225

本件業務委託は，刑務所におけるカウンセリングという
特殊な技術を有する者であることから，競争が存在しな
いため。  （会計法第２９条の３第４項・予決令第102条の
４第３項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１時間当たり
5,250円

2642
（株）エヌ・ティ・ティ　ファシリ
ティーズ
東京都港区芝浦3-4-1

宮城刑務所実施設計業務
平成18年2月24日～平成18年6
月30日

支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
仙台市若林区古城2-3-1

平成18年2月23日 15,750,000

　宮城刑務所処遇管理棟等新営工事の工事範囲におい
て，保護の必要がある埋蔵文化財が発掘されたため，
構造計算の修正等に係る設計変更の必要が生じたとこ
ろ，当該設計変更は，原設計業者の保有する設計デー
タに基づかなければ実施できないことから，原設計業者
に修正図面の作成及び積算等業務を実施させる必要が
あるため(会計法第29条の3第4号，予決令第102条の4
第3号)。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2643 仙台市ガス局 ガス供給契約
支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
仙台市若林区古城2-3-1

平成17年4月1日 3,290,359
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2644
大和産業ガス（株）
仙台市太白区西中田１－１
８－４０

ガス供給契約
支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
仙台市若林区古城2-3-1

平成17年4月1日 2,560,005
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2645 仙台市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
仙台市若林区古城2-3-1

平成17年4月1日 119,161,882
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2646 仙台市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
仙台市若林区古城2-3-1

平成17年4月1日 18,700,573
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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2647 古川市水道事業所 水道供給等契約
支出負担行為担当官
宮城刑務所長　平川輝忠
仙台市若林区古城2-3-1

平成17年4月1日 2,188,313
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2648
東部ガス（株）秋田支社
秋田市楢山川口境１－１

ガス供給契約

支出負担行為担当官
秋田刑務所長
山下　伸一郎
秋田市川尻新川町1-1

平成17年4月1日 2,791,928
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2649 秋田市上下水道局 水道供給等契約

支出負担行為担当官
秋田刑務所長
山下　伸一郎
秋田市川尻新川町1-1

平成17年4月1日 49,421,696
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2650
山形三菱電機機器販売
（株）
山形市流通センタ－3-10-2

警備システム　１式

支出負担行為担当官
山形刑務所長　茂木嘉則
（山形県山形市あけぼの2丁目1番地
の1）

平成17年11月29日 5,040,000
一般競争入札を実施し，再度の入札をしても落札者がな
かったため（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2651
東北電力（株）
宮城県仙台市青葉区一番
町3-7-1

業務用電力の供給契約

支出負担行為担当官
山形刑務所長　茂木嘉則
（山形県山形市あけぼの2丁目1番地
の1）

平成17年4月1日 17,211,095
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2652
（株）りょうこく
山形市宮町2-5-23

被収容者主食パン供給契約

支出負担行為担当官
山形刑務所長　茂木嘉則
（山形県山形市あけぼの2丁目1番地
の1）

平成17年4月3日 2,804,970

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第３項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

2653
愛和建設（株）
山形県山形市十日町二丁
目５番３号

山形刑務所収容棟等新営（第３
期）工事に係る上申工事
山形県山形市あけぼの２丁目１
番地の１
平成17年6月27日～平成17年9
月30日

支出負担行為担当官
山形刑務所長　茂木嘉則
山形県山形市あけぼの２丁目１番地
の１

平成17年6月24日 6,720,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

2654
（株）菅原工務所
山形県酒田市東栄町１２番
４４号

山形刑務所酒田拘置支所屋根
防水等修繕工事
山形県酒田市北新町２丁目３の
３２
平成17年7月27日～平成17年
10月31日

支出負担行為担当官
山形刑務所長　茂木嘉則
山形県山形市あけぼの２丁目１番地
の１

平成17年7月26日 9,345,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

2655 山形市水道事業管理者 水道供給等契約

支出負担行為担当官
山形刑務所長　茂木嘉則
山形県山形市あけぼの２丁目１番地
の１

平成17年4月1日 71,357,469
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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2656
東北電力（株）福島営業所
福島市置賜町2-35

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
福島刑務所長　竹　野　輝　文
福島市南沢又字上原1

平成17年4月1日 55,096,790
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。（会計
法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

2657
福島ガス（株）
福島市矢剣4-35

ガス供給契約
支出負担行為担当官
福島刑務所長　竹　野　輝　文
福島市南沢又字上原1

平成17年4月1日 9,664,557
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2658 福島市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
福島刑務所長　竹　野　輝　文
福島市南沢又字上原1

平成17年4月1日 59,791,763
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2659 郡山市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
福島刑務所長　竹　野　輝　文
福島市南沢又字上原1

平成17年4月1日 2,792,793
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2660 会津若松市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
福島刑務所長　竹　野　輝　文
福島市南沢又字上原1

平成17年4月1日 2,071,785
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2661 いわき市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
福島刑務所長　竹　野　輝　文
福島市南沢又字上原1

平成17年4月1日 2,195,580
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2662
東北電力（株)
岩手県盛岡市紺屋町1-25

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
盛岡少年刑務所長　竹中　樹
岩手県盛岡市上田字松屋敷11－11

平成17年4月1日 11,491,000
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2663 盛岡市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
盛岡少年刑務所長　竹中　樹
岩手県盛岡市上田字松屋敷11－11

平成17年4月1日 44,727,882
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2664
東北電力（株）青森営業所
青森市本町1-3-9

業務用電力の供給契約

支出負担行為担当官
青森少年院長　中村　勝徳
青森県東津軽郡減平内町大字沼館
字沼館尻

平成17年4月1日 3,563,400
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。（会計
法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2665 平内町水道事業 水道供給等契約

支出負担行為担当官
青森少年院長　田上　俊
（青森県東津軽郡減平内町大字沼館
字沼館尻）

平成17年4月1日 3,563,406
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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2666
（株）齋寅商店
岩手県盛岡市上堂4-2-5

ボイラー用Ａ重油供給契約
支出負担行為担当官
盛岡少年院長　松本哲
（岩手県盛岡市月が丘2-15-1）

平成17年11月1日 3,003,000

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
61.95円/リット
ル

2667
東北電力（株）
盛岡市紺屋町1-25

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
盛岡少年院長　松本哲
（岩手県盛岡市月が丘2-15-1）

平成17年4月1日 5,195,334
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。（会計
法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2668
盛岡ガス（株）
盛岡市上田２－１９－５６

ガス供給契約
支出負担行為担当官
盛岡少年院長　松本哲
（岩手県盛岡市月が丘2-15-1）

平成17年4月1日 2,078,862
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2669 盛岡市水道部 水道供給等契約
支出負担行為担当官
盛岡少年院長　松本哲
（岩手県盛岡市月が丘2-15-1）

平成17年4月1日 6,352,189
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2670
湊商事（株）仙台支店
仙台市青葉区本町2-4-8

灯油の調達契約
支出負担行為担当官
東北少年院長　山岸一雄
(仙台市若林区古城3-21-1）

平成17年4月1日 3,278,100

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
68.25円/リット
ル

2671
東北電力（株）
仙台市若林区沖野2-5-10

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
東北少年院長　山岸一雄
(仙台市若林区古城3-21-1）

平成17年4月1日 4,209,521
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。（会計
法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
10.59円/Kwh
等

2672 仙台市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
東北少年院長　山岸一雄
(仙台市若林区古城3-21-1）

平成17年4月1日 3,227,235
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2673 仙台市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
青葉女子学園長　名執　雅子
仙台市若林区古城3-24-1

平成17年4月1日 2,776,567
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2674
（有）CPI危機予防研究所
宮崎県宮崎市下北方台
713-3

非暴力的危機介入法基礎コー
ス受講用テキスト

支出負担行為担当官
矯正研修所長　多田　一
（府中市晴見町２の８）

平成17年7月8日 5,189,625

一般に市販されておらず，知的財産権として保護された
研修用として，同社のみ販売している教材であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号)

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2675
（有）CPI危機予防研究所
宮崎県宮崎市下北方台
713-3

非暴力的危機介入法NCI研修
1

支出負担行為担当官
矯正研修所長　多田　一
（府中市晴見町２の８）

平成17年7月8日 10,455,900

一般に市販されておらず，知的財産権として保護された
研修用として，同社のみ販売している教材であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号)

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2676
日本電気（株）官庁第二ソ
リューション事業部
東京都港区芝５－７－１

バックアップセンター要員研修
一式

支出負担行為担当官
矯正研修所長　多田　一
（府中市晴見町２の８）

平成17年12月2日 2,788,800

バックアップセンターで使用している矯正情報ネットワー
クシステムは，同社により構築されたシステムであり，そ
の使用機器の操作技術習得の教授や専門知識の付与
についても，同社以外には実施不能であるため。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号,)

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）
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2677 府中市水道事業本部 水道供給等契約
支出負担行為担当官
矯正研修所長　多田　一
（府中市晴見町２の８）

平成17年4月1日 2,126,942
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2678
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

業務用電力の供給契約

支出負担行為担当官
東京矯正管区長　柴田元始
（埼玉県さいたま市中央区新都心２－
１さいたま新都心合同庁舎２号館１３
階）

平成17年4月1日 3,897,799

　電力供給を受けている矯正研修所東京支所の契約電
力が500kw未満であり，当該施設に参入を希望する事業
者がいなかったため（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2679 東京都水道局 水道供給等契約

支出負担行為担当官
東京矯正管区長　柴田元始
（埼玉県さいたま市中央区新都心２－
１さいたま新都心合同庁舎２号館１３
階）

平成17年4月1日 2,930,166
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2680 栃木市 水道供給等契約
支出負担行為担当官
栃木刑務所長　中田幹生
栃木市惣社町2484

平成17年4月1日 1,886,356
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2681

東京電力（株）栃木支店栃
木北支社
栃木県大田原市山の手１の
９の１４

業務用電力の供給契約

支出負担行為担当官
黒羽刑務所長　公文彰
（栃木県那須郡黒羽町寒井１４６６－
２）

平成17年4月1日 20,891,320
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

2682

東京電力（株）栃木支店栃
木北支社
栃木県大田原市山の手１の
９の１４

高圧電力Ａ電力の供給契約

支出負担行為担当官
黒羽刑務所長　公文彰
（栃木県那須郡黒羽町寒井１４６６－
２）

平成17年4月1日 3,072,347
　契約電力が500kw未満であり，当該施設に参入を希望
する事業者がいなかったため（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

2683

東京電力（株）栃木支店宇
都宮支社
栃木県宇都宮市戸祭１－１
１－１８

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
黒羽刑務所長　公文彰
（栃木県那須郡黒羽町寒井１４６６－
２）

平成17年4月1日 4,209,556
　契約電力が500kw未満であり，当該施設に参入を希望
する事業者がいなかったため（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

2684
（株）エーエム企画
栃木県那須郡黒羽町向町４
０９

新聞購読契約

支出負担行為担当官
黒羽刑務所長　公文彰
（栃木県那須郡黒羽町寒井１４６６－
２）

平成17年4月1日 1,840,284

当所の所在地域には新聞専売所が１社(全紙独占）しか
なく競争に参加する業者が他にないため
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2685
東京ガス（株）宇都宮支社
宇都宮市東宿郷4-2-16

ガス供給契約

支出負担行為担当官
黒羽刑務所長　公文彰
（栃木県那須郡黒羽町寒井１４６６－
２）

平成17年4月1日 3,127,147
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2686 宇都宮市上下水道局 水道供給等契約

支出負担行為担当官
黒羽刑務所長　公文彰
（栃木県那須郡黒羽町寒井１４６６－
２）

平成17年4月1日 11,682,691
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2687
グンイチパン（株）
群馬県伊勢崎市除ヶ町１０

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官代理
前橋刑務所総務部長　景山繁喜
（群馬県前橋市南町１－２３－７）

平成17年4月1日 4,004,115

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１㎏３２０円
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2688
太田都市ガス（株）
群馬県太田市浜田町１７－
４

ガス供給契約
支出負担行為担当官代理
前橋刑務所総務部長　景山繁喜
（群馬県前橋市南町１－２３－７）

平成17年4月1日 1,835,771
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2689 前橋市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官代理
前橋刑務所総務部長　景山繁喜
（群馬県前橋市南町１－２３－７）

平成17年4月1日 19,012,948
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2690 高崎市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官代理
前橋刑務所総務部長　景山繁喜
（群馬県前橋市南町１－２３－７）

平成17年4月1日 2,120,263
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2691 太田市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官代理
前橋刑務所総務部長　景山繁喜
（群馬県前橋市南町１－２３－７）

平成17年4月1日 1,931,142
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2692
（株）フジ給食
千葉県千葉市稲毛区六方
町２１７番地

被収容者用弁当の供給契約
支出負担行為担当官
千葉刑務所長　杉田尚文
（千葉市若葉区貝塚町１９２番地）

平成17年9月8日 3,594,500
突発的な食中毒発生により，給食施設の業務停止処分
がなされたことによる。（会計法第２９条の３第４項，予決
令１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
朝食＠３００等

2693

日本調理器（株）千葉営業
所
千葉県千葉市若葉区みつわ
台４－２－１８

食器洗浄機
支出負担行為担当官
千葉刑務所長　杉田尚文
（千葉市若葉区貝塚町１９２番地）

平成18年1月23日 2,331,000
一般競争入札の結果，落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2694
（有）なかや
千葉市緑区土気町１６１９－
５

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
千葉刑務所長　杉田尚文
（千葉市若葉区貝塚町１９２番地）

平成17年4月1日 5,830,906

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
パン１ｋｇ
３５０円等

2695
大西総業（株）
千葉市若葉区源町５６６－７

一般廃棄物処理業務委託契約
支出負担行為担当官代理
千葉刑務所処遇部長尾崎秀幸
（千葉市若葉区貝塚町１９２番地）

平成17年4月1日 3,374,177
当該業務は市の許可制であり，契約業者が限定される
ため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（会計法
第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
1キログラム
１９．９５円

2696
根本恒男
千葉県印旛郡印旛村師戸１
６４５

上残飯引取処理業務委託契約
支出負担行為担当官代理
千葉刑務所処遇部長尾崎秀幸
（千葉市若葉区貝塚町１９２番地）

平成17年4月1日 3,234,000
養豚業者は一般の産業廃棄物業者に比べ，著しく有利
な価格でもって引き取りができると判断したため。（会計
法予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１キログラム
１０．５０円等

2697
東京電力（株）
千代田区内幸町１－１－３

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官代理
千葉刑務所処遇部長尾崎秀幸
（千葉市若葉区貝塚町１９２番地）

平成17年4月1日 3,241,682
　当該施設に参入を希望する事業者がいなかったため
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

2698
小黒興業
千葉市若葉区北谷津319-
11

産業廃棄物収集運搬処理業務
委託契約

支出負担行為担当官代理
千葉刑務所処遇部長尾崎秀幸
（千葉市若葉区貝塚町１９２番地）

平成17年4月1日 2,921,100
当該業務は市の許可制であり，契約業者が限定される
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２条の４第
３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１㎥
６，５００円
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2699
福山通運（株）市原支店
市原市能満１９２６－１６

運送契約
支出負担行為担当官代理
千葉刑務所処遇部長尾崎秀幸
（千葉市若葉区貝塚町１９２番地）

平成17年4月1日 4,046,418
  運送料金は地域の協定により料金が決まっており，営
業の性質から競争入札に馴染まないため
（会計法第29条の3第5項，予決令第99条第8号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2700
（株）東京ガス
千葉市美浜区幸町１－６－
８

ガス供給契約
支出負担行為担当官代理
千葉刑務所処遇部長尾崎秀幸
（千葉市若葉区貝塚町１９２番地）

平成17年4月1日 2,327,334
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2701 千葉県水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官代理
千葉刑務所処遇部長尾崎秀幸
（千葉市若葉区貝塚町１９２番地）

平成17年4月1日 77,315,027
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2702 千葉市 水道供給等契約
支出負担行為担当官代理
千葉刑務所処遇部長尾崎秀幸
（千葉市若葉区貝塚町１９２番地）

平成17年4月1日 44,438,698
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2703 千葉県水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官代理
千葉刑務所処遇部長尾崎秀幸
（千葉市若葉区貝塚町１９２番地）

平成17年4月1日 12,341,600
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2704 松戸市 水道供給等契約
支出負担行為担当官代理
千葉刑務所処遇部長尾崎秀幸
（千葉市若葉区貝塚町１９２番地）

平成17年4月1日 9,849,108
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2705 木更津市 水道供給等契約
支出負担行為担当官代理
千葉刑務所処遇部長尾崎秀幸
（千葉市若葉区貝塚町１９２番地）

平成17年4月1日 3,300,943
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2706
東邦薬品（株）
千葉県市原市姉崎１７９９－
１

薬品の購入契約
（単価契約）

支出負担行為担当官
市原刑務所長　松本烈
（千葉県市原市磯ヶ谷１１－１）

平成17年4月1日 4,000,000
単価契約で調達数量の予定が予決令第９９条第３号に
該当すると積算したものの，結果的に予定数量を超えて
しまったため（予決令第９９条第７号）。

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１個当たり５８
０円ほか２７９
件

2707

千葉県薬剤師会検査セン
ター
千葉市中央区中央港１－１
２－１１

汚濁負荷量測定装置保守契約
（ＵＶ計保守・単価契約）
（窒素りん計保守・単価契約）

支出負担行為担当官
市原刑務所長　松本烈
（千葉県市原市磯ヶ谷１１－１）

平成17年4月1日 3,200,000
単価契約で調達数量の予定が予決令第９９条第３号に
該当すると積算したものの，結果的に予定数量を超えて
しまったため（予決令第９９条第７号）。

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１回当たり4万
円・6万円

2708
安藤石油（株）
千葉市美浜区新港７９

第１四半期
A重油供給契約

支出負担行為担当官
市原刑務所長　松本烈
（千葉県市原市磯ヶ谷１１－１）

平成17年4月1日 1,869,000

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１リットル当た
り
４４．５円
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2709
（株）堀江商店
千葉市中央区神明町３２－
１

第２四半期
A重油供給契約

支出負担行為担当官
市原刑務所長　松本烈
（千葉県市原市磯ヶ谷１１－１）

平成17年7月1日 2,079,000

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１リットル当た
り
４９．５円

2710
安藤石油（株）
千葉市美浜区新港７９

第３四半期
A重油供給契約

支出負担行為担当官
市原刑務所長　松本烈
（千葉県市原市磯ヶ谷１１－１）

平成17年10月1日 2,247,000

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
号のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１リットル当た
り
５３．５円

2711
安藤石油（株）
千葉市美浜区新港７９

第４四半期
A重油供給契約

支出負担行為担当官
市原刑務所長　松本烈
（千葉県市原市磯ヶ谷１１－１）

平成18年1月1日 2,301,600

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１リットル当た
り
５４．８円

2712
丸紅（株）
東京都千代田区大手町１丁
目４番２号

味噌・醤油製造プラント装置・機
器整備

支出負担行為担当官
市原刑務所長　松本烈
（千葉県市原市磯ヶ谷１１－１）

平成17年9月13日 83,989,500
再度の入札をしても落札者がなかったため。（会計法第
２９条の３第５項，特例政令第１３条第１項第１号）

その他 引き続き競争入札を実施

2713
光電メディカル（株）
東京都日野市旭が丘１－２
８－４８

パルス波治療器
支出負担行為担当官
八王子医療刑務所長　岩堀武司
（東京都八王子市子安町３－２６－１）

平成18年2月21日 3,354,750
特許取得機器のため
（会計法２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第1
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2714
品川通信工業（株）
東京都世田谷区玉川台１－
１１－５

生ゴミリサイクル機器保守点検
業務

支出負担行為担当官
八王子医療刑務所長　岩堀武司
（東京都八王子市子安町３－２６－１）

平成17年4月1日 1,615,110

当業者は，機器メーカーの正規保守業者であり，当機器
の保守管理には，専門的な技術が必要で修理時の部品
調達等の関係から，他業者では支障があるため。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

保守契約
７８，６４５円／
回
（２０日に１回）

2715
ＥＣＯ環境（株）
埼玉県狭山市水野６２４－３

産業廃棄物収集運搬処理業務
支出負担行為担当官
八王子医療刑務所長　岩堀武司
（東京都八王子市子安町３－２６－１）

平成17年4月1日 1,715,490
廃棄物処理法の改正に伴い，排出事業所への責任が強
化されたことから，適正処理業者への委託のため。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１１０円／ｋｇ
ほか

2716
ＥＣＯ環境（株）
埼玉県狭山市水野６２４－３

特別管理産業廃棄物収集運搬
処理業務

支出負担行為担当官
八王子医療刑務所長　岩堀武司
（東京都八王子市子安町３－２６－１）

平成17年4月1日 3,323,040
廃棄物処理法の改正に伴い，排出事業所への責任が強
化されたことから，適正処理業者への委託のため。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１６０円／ｋｇ

2717

東芝テックビジネスソリュー
ション（株）
東京都立川市錦町２－６－
２

コピー機保守点検業務
支出負担行為担当官
八王子医療刑務所長　岩堀武司
（東京都八王子市子安町３－２６－１）

平成17年4月1日 2,560,850
コピー機の製造元以外に競争に参入する企業がないた
め。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
コピー1枚４．
９円

2718
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５
－１２

直接Ｘ線撮影装置一式賃貸借
契約

支出負担行為担当官
八王子医療刑務所長　岩堀武司
（東京都八王子市子安町３－２６－１）

平成17年4月1日 1,162,980

本契約は，５年間の賃貸借期間を予定した単年度契約
であり，年度毎に入札を実施することは，不利と認めら
れ，また，医療行為の安定担保のため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

370



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2719
住商リース（株）
東京都千代田区一ツ橋２－
１－１

超音波白内障手術装置一式賃
貸借契約

支出負担行為担当官
八王子医療刑務所長　岩堀武司
（東京都八王子市子安町３－２６－１）

平成17年4月1日 4,026,960

本契約は，５年間の賃貸借期間を予定した単年度契約
であり，年度毎に入札を実施することは，不利と認めら
れ，また，医療行為の安定担保のため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

2720
芙蓉総合リース（株）
東京都千代田区三崎町３－
３－２３

超伝導磁気共鳴診断装置一式
賃貸借契約

支出負担行為担当官
八王子医療刑務所長　岩堀武司
（東京都八王子市子安町３－２６－１）

平成17年4月1日 23,375,520

本契約は，５年間の賃貸借期間を予定した単年度契約
であり，年度毎に入札を実施することは，不利と認めら
れ，また，医療行為の安定担保のため。（会計法第２９条
の３第４項，特例政令第１３条第１項第１号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

2721

ジーイーキャピタルリーシン
グ（株）
東京都港区白金台３－２－
１０

脳波計装置一式賃貸借契約
支出負担行為担当官
八王子医療刑務所長　岩堀武司
（東京都八王子市子安町３－２６－１）

平成17年4月1日 1,031,800

本契約は，５年間の賃貸借期間を予定した単年度契約
であり，年度毎に入札を実施することは，不利と認めら
れ，また，医療行為の安定担保のため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

2722 八王子市水道部 水道供給等契約
支出負担行為担当官
八王子医療刑務所長　岩堀武司
（東京都八王子市子安町３－２６－１）

平成17年4月1日 34,873,055
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2723
三洋設備工業（株）
東京都中央区銀座４－９－
１３

厨房排水処理設備保守業務委
託契約
一式

支出負担行為担当官代理
府中刑務所総務部長　庄子信一
（東京都府中市晴見町４－１０）

平成17年4月1日 5,418,000

本件の厨房排水処理は，設置業者である三洋設備工業
㈱が特許承認済の処理業者と技術供与契約を締結して
処理を行うため，三洋設備工業㈱以外に処理を行う者が
ないため。（会計法第２９条３の４，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

2724

富士ゼロックス（株）西東京
営業所
東京都立川市曙町２－３７
－７

複写機保守契約一式
支出負担行為担当官代理
府中刑務所総務部長　庄子信一
（東京都府中市晴見町４－１０）

平成17年4月1日 3,671,325

本件の保守契約については対象地域が確立されてお
り，本件機器の部品等は富士ゼロックス㈱でしか取扱い
がなく，一般競争に参加する者が他にないため。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
DocuCenter60
7（５台）１枚3.5
円

2725

（有）読売新聞府中北部専
売所
東京都府中市新町１－１－
３

新聞購読契約一式
支出負担行為担当官代理
府中刑務所総務部長　庄子信一
（東京都府中市晴見町４－１０）

平成17年4月1日 3,599,600

本件は読売新聞の購読契約で対象地域が確立されてお
り，当所の所在する地域は㈲読売新聞府中北部専売所
とされ，一般競争に参加する者が他にないため。（会計
法第２９条３の４，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2726
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５
－１２

Ｘ線撮影装置賃貸借契約一式
支出負担行為担当官代理
府中刑務所総務部長　庄子信一
（東京都府中市晴見町４－１０）

平成17年4月1日 2,708,748

本件の賃貸借契約は入札により契約を締結したもので
あるが，５年間の賃貸借期間を想定した単年度契約とし
たもので，想定期間中に機種変更等を行うと多額の費用
が必要となり，一般競争に付することは不利と認められ
るため。（会計法第２９条３の４，予決令第１０２の４第３
号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

2727
ムサシノアロー（株）
東京都小金井市緑町５－２
１－２３

冷温水機保守点検契約一式
支出負担行為担当官代理
府中刑務所総務部長　庄子信一
（東京都府中市晴見町４－１０）

平成17年4月1日 2,313,150

本件の保守契約については対象地域が確立されてお
り，当所が所在する地域はムサシノアロー㈱のみが保守
点検を行っており，一般競争に参加する者が他にないた
め。（会計法第２９条３の４，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
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2728

コニカミノルタテクノ東京
（株）多摩支店
東京都立川市曙町２－３４
－１３

複写機保守契約
支出負担行為担当官代理
府中刑務所総務部長　庄子信一
（東京都府中市晴見町４－１０）

平成17年4月1日 2,205,525

本件の保守契約については対象地域が確立されてお
り，本件機器の部品等はコニカミノルタテクノ東京㈱でし
か取扱いがなく，一般競争に参加する者が他にないた
め。（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
4355AF（３台）
１枚4円等

2729

コニカミノルタテクノ東京
（株）多摩支店
東京都立川市曙町２－３４
－１３

複写機保守契約
支出負担行為担当官代理
府中刑務所総務部長　庄子信一
（東京都府中市晴見町４－１０）

平成17年4月1日 1,650,000

本件の保守契約については対象地域が確立されてお
り，本件機器の部品等はコニカミノルタテクノ東京㈱でし
か取扱いがなく，一般競争に参加する者が他にないた
め。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
Di550（１台）１
枚3.5円等

2730
（株）アサヒ開発
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ
橋町３８１－１

感染性産業廃棄物処理及び収
集運搬請負契約一式

支出負担行為担当官代理
府中刑務所総務部長　庄子信一
（東京都府中市晴見町４－１０）

平成17年4月1日 1,638,000

本件の感染性産業廃棄物（医療廃棄物）の処理につい
ては，特許承認済の方法で処理を行うため，㈱アサヒ開
発以外に処理を行う者がないため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１缶15,750円

2731

財団法人　日本科学振興財
団
東京都千代田区北の丸公
園２－１

会場賃貸借に係る契約一式
支出負担行為担当官
府中刑務所長　友永積
（東京都府中市晴見町４－１０）

平成17年5月9日 7,279,650

「全国矯正展」の会場として，例年，東京都千代田区所
在の「科学技術館」を使用しており，契約は当該施設の
管理者としかできないため。（会計法第２９条３の４，予決
令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2732

（株）富士通ビジネスシステ
ム
東京都文京区後楽１－７－
２７

構内無線システム一式
支出負担行為担当官
府中刑務所長　友永積
（東京都府中市晴見町４－１０）

平成18年2月17日 55,965,000
再度の入札をしても落札者がなかったため。
（会計法第２９条の３第５項，特例政令第１３条第１項第
１号）

その他 引き続き競争入札を実施

2733
東京ガス（株）
東京都港区海岸1-5-20

ガス供給契約
支出負担行為担当官
府中刑務所長　友永積
（東京都府中市晴見町４－１０）

平成17年4月1日 6,149,548
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2734
東京ガス（株）
東京都港区海岸1-5-20

ガス供給契約
支出負担行為担当官
府中刑務所長　友永積
（東京都府中市晴見町４－１０）

平成17年4月1日 1,962,985
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2735
東京都水道局（府中市水道
部業務課）

水道供給等契約
支出負担行為担当官
府中刑務所長　友永積
（東京都府中市晴見町４－１０）

平成17年4月1日 141,261,295
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2736
東京都水道局（八王子市水
道部業務課） 水道供給等契約

支出負担行為担当官
府中刑務所長　友永積
（東京都府中市晴見町４－１０）

平成17年4月1日 15,832,485
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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2737
三嶋屋豆腐店
横浜市港南区港南５－１６
－１１

被収容者副食用豆腐類等

支出負担行為担当官
横浜刑務所長　小林仁
（神奈川県横浜市港南区港南４－２
－２）

平成17年4月1日 11,843,630

調達価格が一定でないことに加え，当所が指定する栄
養成分及び規格を細かく定めているため入札に参入す
る企業が少ないため（会計法第２９条３第３号，予決令第
１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
焼き豆腐１キ
ログラム当た
り３００円ほか

2738

（株）ビ－・エム・エル横浜営
業所
横浜市港北区新横浜３－２
０－１２

被収容者の血液等の臨床検査
委託契約

支出負担行為担当官
横浜刑務所長　小林仁
（神奈川県横浜市港南区港南４－２
－２）

平成17年4月1日 7,210,779
被収容者の治療を実施するに当たり，短期間で検査を
実施できる業者が契約者のみであるため（会計法第２９
条の３第４号，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
百日咳５００円
ほか

2739
三木納豆　鈴木食品
横浜市南区南太田町１－５
５

被収容者副食用納豆調達契約

支出負担行為担当官
横浜刑務所長　小林仁
（神奈川県横浜市港南区港南４－２
－２）

平成17年4月1日 3,466,860

調達価格が一定でないことに加え，当所が指定する栄
養成分及び規格を細かく定めているため入札に参入す
る企業が少ないため（会計法第２９条３第３号，予決令第
１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
納豆１キログ
ラム当たり
６００円

2740

富士ゼロックス（株）神奈川
支店
横浜市西区みなとみらい２
－２－１－１

複写機保守契約

支出負担行為担当官
横浜刑務所長　小林仁
（神奈川県横浜市港南区港南４－２
－２）

平成17年4月1日 3,044,617
コピ－機の製造元以外に競争に参入する企業が存在し
ないため（会計法第２９条の３第4号，予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
コピ－１枚
保守料
４．６円ほか

2741
日本エレベ－タ－製造（株）
東京都千代田区東神田１－
９－９

小荷物専用昇降機保守点検代
一式

支出負担行為担当官
横浜刑務所長　小林仁
（神奈川県横浜市港南区港南４－２
－２）

平成17年4月1日 2,483,460

日本エレベ－タ－製造（株）は機器の供給者であり，保
守管理には専門的な技術が必要であること及び修理等
の部品調達の関係から業者を変えることにより　機器の
稼動・ランニングコストの両面で支障が生じるため。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

2742
（有）神奈川製餡工場
横浜市西区久保町２５－２

被収容者副食用上赤生あん調
達契約

支出負担行為担当官
横浜刑務所長　小林仁
（神奈川県横浜市港南区港南４－２
－２）

平成17年4月1日 2,457,000

調達価格が一定でないことに加え，当所が指定する栄
養成分及び規格を細かく定めているため入札に参入す
る企業が少ないため（会計法第２９条３第３号，予決令第
１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
生あん１キロ
グラム当たり３
９０円

2743

リコ－販売（株）神奈川事業
本部
横浜市西区みなとみらい２
－３－３

複写機保守契約

支出負担行為担当官
横浜刑務所長　小林仁
（神奈川県横浜市港南区港南４－２
－２）

平成17年4月1日 2,352,405
コピ－機の製造元以外に競争に参入する企業が存在し
ないため（会計法第２９条の３第４号，予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
コピ－１枚保
守料４．１円ほ
か

2744
フジテック（株）横浜支店
神奈川県横浜市神奈川区
栄町５－１

昇降機保守点検代一式

支出負担行為担当官
横浜刑務所長　小林仁
（神奈川県横浜市港南区港南４－２
－２）

平成17年4月1日 1,411,200

フジテック（株）は機器の供給者であり，保守管理には専
門的な技術が必要であること及び修理等の部品調達の
関係から業者を変えることにより　機器の稼動・ランニン
グコストの両面で支障が生じるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

2745

荏原冷熱システム（株）神奈
川営業所
神奈川県横浜市港北区新
横浜１－９－１

エバラ吸収式冷温水機保守整
備一式

支出負担行為担当官
横浜刑務所長　小林仁
（神奈川県横浜市港南区港南４－２
－２）

平成17年4月1日 1,102,500

荏原冷熱システム（株）は機器の供給者であり，保守管
理には専門的な技術が必要であること及び修理等の部
品調達の関係から業者を変えることにより　機器の稼
動・ランニングコストの両面で支障が生じるため。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）
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2746
東京ガス（株）
東京都港区海岸１－５－２０

ガス供給契約

支出負担行為担当官
横浜刑務所長　小林仁
（神奈川県横浜市港南区港南４－２
－２）

平成17年4月1日 2,275,634
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2747
東京ガス（株）
東京都港区海岸１－５－２０

ガス供給契約

支出負担行為担当官
横浜刑務所長　小林仁
（神奈川県横浜市港南区港南４－２
－２）

平成17年4月1日 3,781,745
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2748
東京ガス（株）
東京都港区海岸１－５－２０

ガス供給契約

支出負担行為担当官
横浜刑務所長　小林仁
（神奈川県横浜市港南区港南４－２
－２）

平成17年4月1日 1,842,597
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2749 横浜市水道局港南営業所 水道供給等契約

支出負担行為担当官
横浜刑務所長　小林仁
（神奈川県横浜市港南区港南４－２
－２）

平成17年4月1日 216,252,729
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2750 横浜市水道局港南営業所 水道供給等契約

支出負担行為担当官
横浜刑務所長　小林仁
（神奈川県横浜市港南区港南４－２
－２）

平成17年4月1日 59,521,967
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2751 小田原市水道局 水道供給等契約

支出負担行為担当官
横浜刑務所長　小林仁
（神奈川県横浜市港南区港南４－２
－２）

平成17年4月1日 6,843,699
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2752 相模原市水道局 水道供給等契約

支出負担行為担当官
横浜刑務所長　小林仁
（神奈川県横浜市港南区港南４－２
－２）

平成17年4月1日 4,043,853
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2753
横須賀市上下水道事業管
理者

水道供給等契約
支出負担行為担当官
横須賀刑務所長　北嶋清和
横須賀市長瀬3-12-3

平成17年4月1日 25,972,300
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2754
セコムジャスティック上信越
(株)
新潟市上所１－４－１８

正門等警備業務一式
支出負担行為担当官代理
新潟刑務所総務部長　廣瀬新剛
（新潟市山二ツ３８１－４）

平成17年4月1日 5,715,456

刑務所の正門は外部者と施設の出入口であり，一定の
警備力が必要不可欠なところ，本契約業者は，当所の
正門警備要員としての人材を有しており。また，施設近
隣においては，本警備業に対応できるのは本業者のみ
であったため。（会計法第２９条の３第４項，予決令１０２
条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）
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2755 新潟市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官代理
新潟刑務所総務部長　廣瀬新剛
（新潟市山二ツ３８１－４）

平成17年4月1日 22,954,765
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2756
合資会社　ＫＯ堂
山梨県甲府市幸町１６－２２

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
甲府刑務所長　矢野喜郎
（甲府市堀之内町５００）

平成17年4月1日 3,381,056

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約パン
1ｋｇ350円

2757 甲府市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
甲府刑務所長　矢野喜郎
（甲府市堀之内町５００）

平成17年4月1日 63,960,987
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2758
中部電力（株）長野営業所
長野市柳町１８番地

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
長野刑務所長　山口　勝
（長野県須坂市大字須坂１２００番地）

平成17年4月1日 12,324,715
契約電力が500kw未満であり，当該施設に参入を希望
する事業者がいなかったため（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2759
長野リコー（株）
長野市風間２０３４－５

複写機保守契約一式
支出負担行為担当官
長野刑務所長　山口　勝
（長野県須坂市大字須坂１２００番地）

平成17年4月1日 2,617,947

本件の保守契約については対象地域が確立されてお
り，本件機器の部品等は長野リコー（株）でしか取扱いが
なく，一般競争に参加する者が他にないため（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
4.5円

2760
渡辺商事（株）
長野市篠ノ井御幣川１１２８
番地１

Ａ重油供給契約
第１・四半期

支出負担行為担当官
長野刑務所長　山口　勝
（長野県須坂市大字須坂１２００番地）

平成17年4月1日 1,994,760

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第号
項のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
41.48円

2761
（株）中島石油
須坂市高梨町２４９７番地３

Ａ重油供給契約
第２・四半期

支出負担行為担当官
長野刑務所長　山口　勝
（長野県須坂市大字須坂１２００番地）

平成17年7月1日 2,280,000

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第号
項のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
47.5円

2762
渡辺商事（株）
長野市篠ノ井御幣川１１２８
番地１

Ａ重油供給契約
第３・四半期

支出負担行為担当官
長野刑務所長　山口　勝
（長野県須坂市大字須坂１２００番地）

平成17年10月1日 3,291,750

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第号
項のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
57.75円

2763
北信米油（株）
長野市柳原２５５１番地

灯油供給契約
第３・四半期

支出負担行為担当官
長野刑務所長　山口　勝
（長野県須坂市大字須坂１２００番地）

平成17年10月1日 2,932,650

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第号
項のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
59.85円

2764
渡辺商事（株）
長野市篠ノ井御幣川１１２８
番地１

Ａ重油供給契約
第４・四半期

支出負担行為担当官
長野刑務所長　山口　勝
（長野県須坂市大字須坂１２００番地）

平成17年12月28日 3,522,750

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第号
項のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
57.75円
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2765
上燃（株）
上田市大屋２４３番地

灯油供給契約
第４・四半期

支出負担行為担当官
長野刑務所長　山口　勝
（長野県須坂市大字須坂１２００番地）

平成17年12月28日 4,522,350

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第号
項のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
61.95円

2766
（有）　中店
長野県須坂市大字仁礼２４
８の３

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
長野刑務所長　山口　勝
長野県須坂市大字須坂１２００番地

平成17年4月7日 3,347,624

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１ｋｇ　315円

2767 須坂市水道事業 水道供給等契約
支出負担行為担当官
長野刑務所長　山口　勝
長野県須坂市大字須坂１２００番地

平成17年4月1日 39,577,460
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2768 長野市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
長野刑務所長　山口　勝
長野県須坂市大字須坂１２００番地

平成17年4月1日 4,134,497
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2769 上田市上下水道事業 水道供給等契約
支出負担行為担当官
長野刑務所長　山口　勝
長野県須坂市大字須坂１２００番地

平成17年4月1日 1,954,080
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2770
清水製パン
静岡県静岡市清水区長崎
147番地

被収容者主食パン供給契約

支出負担行為担当官代理
静岡刑務所処遇部長　南部良明
（静岡県静岡市葵区東千代田３－１
－１）

平成17年4月1日 6,918,339

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
1kg420円

2771
静岡資材（株）
静岡市葵区南安倍１丁目８
番１４号

Ａ重油供給契約
第１・四半期

支出負担行為担当官代理
静岡刑務所処遇部長　南部良明
（静岡県静岡市葵区東千代田３－１
－１）

平成17年4月1日 3,547,200

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
1ℓ41.8円

2772
（株）いちまる
静岡県焼津市中港２丁目５
番１３号

Ａ重油供給契約
第２・四半期

支出負担行為担当官
静岡刑務所長　繁永正博
（静岡県静岡市葵区東千代田３－１
－１）

平成17年7月1日 3,339,840

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
1ℓ47.04円

2773
巻田油業（株）
静岡県焼津市中港２－５－
１６

Ａ重油供給契約
第３・四半期

支出負担行為担当官
静岡刑務所長　繁永正博
（静岡県静岡市葵区東千代田３－１
－１）

平成17年10月1日 4,462,920

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
1ℓ53.13円

2774
巻田油業（株）
静岡県焼津市中港２－５－
１６

Ａ重油供給契約
第４・四半期

支出負担行為担当官
静岡刑務所長　繁永正博
（静岡県静岡市葵区東千代田３－１
－１）

平成18年1月1日 5,115,000

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
1ℓ53.5円
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2775
（株）エスアールエル静岡
静岡県静岡市葵区千代田１
丁目１番３９号

被収容者に関する臨床検査の
契約一式

支出負担行為担当官代理
静岡刑務所処遇部長　南部良明
（静岡県静岡市葵区東千代田３－１
－１）

平成17年4月1日 1,962,903
近隣において該当検査全てを実施可能な業者がいない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2776
（有）　荒井産業
静岡県静岡市葵区竜南２の
１１の３７

一般廃棄物処理（ビニールくず
等）に関する契約

支出負担行為担当官代理
静岡刑務所処遇部長　南部良明
（静岡県静岡市葵区東千代田３－１
－１）

平成17年4月1日 1,598,652
該当ごみ回収業者が少ないため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
5ｋｇ367円

2777
東海安全警備保障（株）
静岡県静岡市葵区高松２丁
目5番３５号

書信事務処理・保安事務処理
業務委託

支出負担行為担当官代理
静岡刑務所処遇部長　南部良明
（静岡県静岡市葵区東千代田３－１
－１）

平成17年4月1日 11,880,581
再度の入札をしても落札者がなかったため。（予決令第
９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2778
ガステックサービス（株）
静岡県浜松市倉松町４０１６

ガス供給契約

支出負担行為担当官代理
静岡刑務所処遇部長　南部良明
（静岡県静岡市葵区東千代田３－１
－１）

平成17年4月1日 1,877,399
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2779 静岡市企業局 水道供給等契約

支出負担行為担当官代理
静岡刑務所処遇部長　南部良明
（静岡県静岡市葵区東千代田３－１
－１）

平成17年4月1日 92,772,778
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2780 浜松市上下水道部 水道供給等契約

支出負担行為担当官代理
静岡刑務所処遇部長　南部良明
（静岡県静岡市葵区東千代田３－１
－１）

平成17年4月1日 5,500,866
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2781
西村パン（有）
茨城県水戸市常磐町２－３
－２２

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
水戸少年刑務所長　渡邉満幸
ひたちなか市市毛847

平成17年4月1日 3,360,083

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
パン１ｋｇ ４１０
円

2782
東部ガス（株）茨城支社
水戸市宮町２－８－１４

ガス供給契約
支出負担行為担当官
水戸少年刑務所長　渡邉満幸
ひたちなか市市毛847

平成17年4月1日 1,873,426
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2783 ひたちなか市役所水道部 水道供給等契約
支出負担行為担当官
水戸少年刑務所長　渡邉満幸
ひたちなか市市毛847

平成17年4月1日 14,937,656
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2784 水戸市役所水道部 水道供給等契約
支出負担行為担当官
水戸少年刑務所長　渡邉満幸
ひたちなか市市毛847

平成17年4月1日 10,300,531
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

377



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2785 土浦市役所水道部 水道供給等契約
支出負担行為担当官
水戸少年刑務所長　渡邉満幸
ひたちなか市市毛847

平成17年4月1日 9,183,880
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2786 下妻市役所水道部 水道供給等契約
支出負担行為担当官
水戸少年刑務所長　渡邉満幸
ひたちなか市市毛847

平成17年4月1日 3,331,830
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2787
東京電力（株）川越支社
埼玉県川越市三久保町１７
番地４

業務用電力の供給契約

支出負担行為担当官
川越少年刑務所長　古田　修一
（埼玉県川越市大字南大塚１５０８番
地）

平成17年4月1日 30,572,472
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
基本料金１，８
６０円／ｋｗ等

2788
東京電力（株）さいたま支社
埼玉県さいたま市中央区本
町西４－１７－１０

業務用電力の供給契約

支出負担行為担当官
川越少年刑務所長　古田　修一
（埼玉県川越市大字南大塚１５０８番
地）

平成17年4月1日 3,973,051

契約事業者以外の特定規模電気事業者及び一般電気
事業者に送電可能な業者がなく競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2789
栄喜堂（株）
埼玉県入間郡三芳町北永
井２６５－１

被収容者主食パン供給契約

支出負担行為担当官
川越少年刑務所長　古田　修一
（埼玉県川越市大字南大塚１５０８番
地）

平成17年4月1日 6,932,935

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１ｋｇ当たり
３６９.円１８銭

2790
（株）東日本宇佐美
東京都江東区辰巳１丁目７
番地１７

Ａ重油供給契約
第１・四半期

支出負担行為担当官
川越少年刑務所長　古田　修一
（埼玉県川越市大字南大塚１５０８番
地）

平成17年4月1日 5,728,590
一般競争に付し，再度の入札をしても落札者がなかった
ため。（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

単価契約
１リットル当た
り
４３円３０銭

2791
太盛運輸（有）
埼玉県川越市岸町３丁目１
９番地５

浄化槽汚泥引抜及び清掃業務

支出負担行為担当官
川越少年刑務所長　古田　修一
（埼玉県川越市大字南大塚１５０８番
地）

平成17年4月1日 4,536,000

浄化槽廃棄物の処理については川越市の許可が必要
であり，許可業者の中で地域区分により業務を分担して
いるため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１トン当たり
５，０００円

2792

日本電気（株）　関東信越支
社
埼玉県さいたま市大宮区桜
木町１丁目１０番１７号

矯正情報ネットワークシステム
機器保守契約

支出負担行為担当官
川越少年刑務所長　古田　修一
（埼玉県川越市大字南大塚１５０８番
地）

平成17年4月1日 4,214,700

当所の矯正情報ネットワークシステム（以下「システム」
という。）の安定稼働に当たっては，システムの内容を熟
知していることが必要であり，保守作業を安全・確実に遂
行可能であるのは同業者のみであったため。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

2793

（株）クリーンシステム・ウラ
ワ
埼玉県さいたま市浦和区常
盤５丁目２番１８号

一般廃棄物収集運搬処理業務

支出負担行為担当官
川越少年刑務所長　古田　修一
（埼玉県川越市大字南大塚１５０８番
地）

平成17年4月1日 2,520,000

一般廃棄物手数料は，市の条例により定められており，
競争が存在しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

さいたま拘置
支所
単価契約
１ｋｇ当たり２０
円
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2794
（株）環境総合研究所
埼玉県川越市鴨田５９２番
地３

全窒素・全燐及び水質汚濁負
荷測定装置保守点検及び水質
検査委託

支出負担行為担当官
川越少年刑務所長　古田　修一
（埼玉県川越市大字南大塚１５０８番
地）

平成17年4月1日 1,948,800

当該保守業務は，機器の点検及び部品の交換等を製造
者の基準に基づいて適正かつ継続的に行う必要があ
り，さらに２４時間緊急対応できる業者でなければならな
いことから，これらの条件を満たすのは契約者のみであ
るため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2795
日本エレベーター製造（株）
東京都千代田区東神田１－
９－９

昇降設備等保守点検業務

支出負担行為担当官
川越少年刑務所長　古田　修一
（埼玉県川越市大字南大塚１５０８番
地）

平成17年4月1日 1,895,040

当該保守業務は，機器の点検及び部品の交換等を製造
者の基準に基づいて適正かつ継続的に行う必要があ
り，契約者でなければ適正に行えないため。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

2796
川本工業（株）
埼玉県川越市かすみ野３丁
目１４－９

浄化槽維持管理業務

支出負担行為担当官
川越少年刑務所長　古田　修一
（埼玉県川越市大字南大塚１５０８番
地）

平成17年4月1日 1,818,180

当該保守業務は，機器の点検及び部品の交換等を製造
者の基準に基づいて適正かつ継続的に行う必要があ
り，さらに２４時間緊急対応できる業者でなければならな
いことから，これらの条件を満たすのは契約者のみであ
るため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

2797 個人情報につき非公表 被収容者ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ業務委託

支出負担行為担当官
川越少年刑務所長　古田　修一
（埼玉県川越市大字南大塚１５０８番
地）

平成17年7月11日 1,060,500

本件業務委託は，刑務所におけるカウンセリングという
特殊な技術を有する者であることから，競争が存在しな
いため。  （会計法第２９条の３第４項・予決令第102条の
４第３項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１時間当たり
3,500円

2798 個人情報につき非公表 被収容者ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ業務委託

支出負担行為担当官
川越少年刑務所長　古田　修一
（埼玉県川越市大字南大塚１５０８番
地）

平成17年8月23日 1,256,500

本件業務委託は，刑務所におけるカウンセリングという
特殊な技術を有する者であることから，競争が存在しな
いため。  （会計法第２９条の３第４項・予決令第102条の
４第３項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
（１時間当たり
３，５００円）

2799
カメイ（株）
埼玉県上尾市浅間台１丁目
１９－２

Ａ重油供給契約
第３・四半期

支出負担行為担当官
川越少年刑務所長　古田　修一
（埼玉県川越市大字南大塚１５０８番
地）

平成17年9月29日 6,864,000
一般競争に付し，再度の入札をしても落札者がなかった
ため。（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

単価契約
１リットル当た
り
５２円

2800
八木アンテナ（株）
埼玉県さいたま市見沼区蓮
沼１４０６

青少年受刑者教育システム増
設一式

支出負担行為担当官
川越少年刑務所長　古田　修一
（埼玉県川越市大字南大塚１５０８番
地）

平成18年3月24日 7,931,700

本契約はシステムの増設であり，当該システムの開発・
製造した業者以外には対応できず競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

2801
（株）ケイワールド日清
埼玉県さいたま市浦和区本
太１－９－５

さいたま拘置支所物干場・舎房
棟第３舎４階雨漏補修及び同階
屋上運動場（第１期）改修工事
さいたま市浦和区高砂3-16-58
平成17年12月6日～平成18年3
月27日

支出負担行為担当官
川越少年刑務所長　古田修一
埼玉県川越市大字南大塚１５０８番地

平成17年12月5日 46,620,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

2802
（株）貫井産業
埼玉県所沢市上安松９０９

川越少年刑務所宿舎浴槽・風
呂釜整備
川越市大字南大塚1508
平成18年2月28日～平成18年3
月29日

支出負担行為担当官
川越少年刑務所長　古田修一
埼玉県川越市大字南大塚１５０８番地

平成18年2月27日 17,692,500
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

379



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2803 さいたま市さいたま水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
川越少年刑務所長　古田修一
埼玉県川越市大字南大塚１５０８番地

平成17年4月1日 32,189,275
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2804
中部電力（株）
名古屋市東区東新町１番地

業務用電力の供給契約

支出負担行為担当官
川越少年刑務所長　古田　修一
（埼玉県川越市大字南大塚１５０８番
地）

平成17年4月1日 7,502,726
電力を供給する会社が，中部電力（株）のみであり，他に
参入する企業が存在しないため（会計法２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2805
菊水化学工業（株）
愛知県名古屋市丸の内３丁
目21番22号清風ビル

所属公務員宿舎アスベスト除去
工事
松本市沢村２丁目５番２０号
平成17年12月14日～平成18年
3月13日

支出負担行為担当官
松本少年刑務所長　木村　剛
松本市桐3丁目9-4

平成17年12月13日 25,200,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

2806
飯田工業（株）
長野県飯田市羽場坂2350
番地4

飯田拘置支所給水管等補修工
事
飯田市大久保町２６３７番地
平成17年12月27日～平成18年
2月24日

支出負担行為担当官
松本少年刑務所長　木村　剛
松本市桐3丁目9-4

平成17年12月26日 6,510,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

2807 松本市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
松本少年刑務所長　木村　剛
松本市桐3丁目9-4

平成17年4月1日 29,046,940
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2808
東芝医用ファイナンス
東京都文京区本郷３－１５
－２

コンピューターＸ線撮影装置ほ
かリース

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 14,220,360
平成１５年５月及び平成１７年３月から引き続くリース契
約のため（会計法２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

2809

日本空調サービス（株）東京
支店
東京都江東区東陽３－２７
－３

庁舎管理業務委託
支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 257,211,937

現在，全体改築途上にあり，新規に整備する機器等に
関し，現状の機器等の不具合等検証する必要があるた
め（会計法第２９条の３第４号，特例政令第１３条第１項
第２号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

2810

富士通（株）官公庁ソリュー
ション営業本部
東京都港区東新橋１－５－
２

総合監視システム及び保護室
録画システム保守

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 51,800,112

現在のシステムは富士通（株）が開発したものであるが，
システムの安定稼働に当たっては，同システムの内容を
熟知していることが必要であり，保守作業を安全・確実に
遂行可能であるのは同業者のみであったため（会計法
第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第２号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

2811

三菱電機システムサービス
（株）
東京都中央区日本橋人形
町１－４－１０

被収容者行先表示システム保
守

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 10,473,435

現在のシステムは三菱電機システムサービス（株）が開
発したものであるが，システムの安定稼働に当たって
は，同システムの内容を熟知していることが必要であり，
保守作業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者の
みであったため（会計法第２９条の３第４項，予決令第１
０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）
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2812

イトーキテクニカルサービス
（株）
東京都中央区新富２－１４
－４

領置物品自動搬送システム保
守

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 7,374,150

現在のシステムはイトーキテクニカルサービス（株）が開
発したものであるが，システムの安定稼働に当たって
は，同システムの内容を熟知していることが必要であり，
保守作業を安全・確実に遂行可能であるのは同業者の
みであったため（会計法第２９条の３第４項，予決令第１
０２条の４第3号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

2813

（株）東京都総合臨床検査セ
ンター
東京都足立区千住仲町４０
－１２

被収容者の血液等の検査委託
支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 4,417,508
被収容者の治療を実施するに当たり，緊急に検査を実
施する必要があるため（会計法第２９条の３第４号，予決
令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
血液学的検査
赤血球沈降速
度
６６円ほか

2814
リコー販売（株）
東京都中央区銀座８－１８
－１１

コピー機の保守点検
支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 3,608,726

契約の相手方は，当該機器の製造・設置を行ったもので
あり，保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２９条の３第４号，予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
コピー１枚保
守料
４円ほか

2815

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）
東京都中央区日本橋本町１
－５－４

コピー機の保守点検
支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 11,166,247

契約の相手方は，当該機器の製造・設置を行ったもので
あり，保守業務等を迅速・確実に遂行可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２９条の３第４号，予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
コピー１枚保
守料４円

2816
読売新聞　藤田浩一
東京都葛飾区お花茶屋１－
２１－１７

被収容者用通常紙等の購入
支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 2,857,800
本件は読売新聞の購入契約であるところ，販売店の対
象地域が確立されており，他に参入する者がないため。
（会計法２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2817
クリタビルテック（株）
東京都渋谷区代々木２－２
２－８

ボイラー用薬品の購入
支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 3,894,450
ボイラー用薬品の購入であり，他に参入する企業が少な
いため（会計法第２９条の３第４号，予決令第１０２条の４
第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
クリマチックＢ
２０４Ｓ
１㎏５００円ほ
か

2818
（株）　セキュリコ
東京都港区西新橋１－６－
１３

重警備車両（防弾車両）の整備
支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年11月21日 9,998,000
再度の入札をしても落札者がなかったため。（予決令第
９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2819
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

矯正情報ネットワークシステム
運用支援業務一式

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成18年2月23日 74,025,000

現在整備されている矯正総合情報ネットワークシステム
を新規に整備したシステムへの円滑な移行を目的とする
ため（会計法第29条の3第4項，特例政令第１３条第１項
第２号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

2820

富士通（株）官公庁ソリュー
ション営業本部
東京都港区東新橋１－５－
２

総合監視システム用予備品の
購入

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成18年3月1日 5,019,000
現在運用している総合監視システム用消耗品等の調達
であり，他に参入する企業がないため（会計法２９条の３
第３，４号，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

381



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2821
柏木商事（株）
東京都板橋区坂下３－３７
－７

被収容者給与用食料品供給契
約

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 10,054,978

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
冷凍はんぺん
１㎏　７３６円
ほか

2822
柏木商事（株）
東京都板橋区坂下３－３７
－７

被収容者給与用食料品供給契
約

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年10月1日 10,015,972

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
冷凍はんぺん
１㎏　７３６円
ほか

2823
タイヘイフード（株）
千葉県船橋市浜町３－２－
１

被収容者給与用食料品供給契
約

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 8,050,920

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
イカ切身
１㎏　７１０円
ほか

2824
タイヘイフード（株）
千葉県船橋市浜町３－２－
１

被収容者給与用食料品供給契
約

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年10月1日 6,041,868

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
イカ切身
１㎏　７１０円
ほか

2825
（有）　星フーズ
埼玉県川口市戸塚４８２１

被収容者給与用食料品供給契
約

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 24,603,505

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
シューマイ
１kg　５００円
ほか

2826
（有）　星フーズ
埼玉県川口市戸塚４８２１

被収容者給与用食料品供給契
約

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年10月1日 27,758,255

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
シューマイ
１kg　５００円
ほか

2827
（株）三浦屋
東京都武蔵野市吉祥寺本
町１－９－１０

被収容者給与用食料品供給契
約

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 2,624,310

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
ハムカツフライ
１㎏　６３０円
ほか

2828
（株）三浦屋
東京都武蔵野市吉祥寺本
町１－９－１０

被収容者給与用食料品供給契
約

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 5,062,335

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
ハムカツフライ
１㎏　６３０円
ほか
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
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（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2829
（株）オーサト
茨城県取手市下高井２１７２

被収容者給与用食料品供給契
約

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 2,837,942

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
納豆１㎏
４３３円
ほか

2830
（株）オーサト
茨城県取手市下高井２１７２

被収容者給与用食料品供給契
約

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年10月1日 2,804,541

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
納豆１㎏
４３３円
ほか

2831
（有）グリーンマート羽野
埼玉県さいたま市浦和区常
盤１０－１０－１

被収容者給与用食料品供給契
約

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 2,850,258

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
切干大根
１㎏　３８０円
ほか

2832
（有）グリーンマート羽野
埼玉県さいたま市浦和区常
盤１０－１０－１

被収容者給与用食料品供給契
約

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年10月1日 2,336,550

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
切干大根
１㎏　３８０円
ほか

2833
岩田牛乳店
東京都葛飾区堀切２－１１
－１１

被収容者給与用牛乳等
支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 6,643,248
被収容者が一定せず，具体的な総数量が把握できない
ため（会計法２９条の３第３号，予決令第１０２条の４第４
号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
白牛乳１Ｌ
２８５円
ほか

2834
岩田牛乳店
東京都葛飾区堀切２－１１
－１１

被収容者給与用牛乳等
支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年10月1日 5,014,722
被収容者が一定せず，具体的な総数量が把握できない
ため（会計法２９条の３第３号，予決令第１０２条の４第４
号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
白牛乳１Ｌ
２８５円
ほか

2835
宮崎牛乳店
東京都葛飾区堀切６－２３
－７

被収容者給与用牛乳等
支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 6,364,500
被収容者が一定せず，具体的な総数量が把握できない
ため（会計法２９条の３第３号，予決令第１０２条の４第４
号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
イチゴ牛乳
１Ｌ　２５０円
ほか

2836
宮崎牛乳店
東京都葛飾区堀切６－２３
－７

被収容者給与用牛乳等
支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年10月1日 6,424,500
被収容者が一定せず，具体的な総数量が把握できない
ため（会計法２９条の３第３号，予決令第１０２条の４第４
号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
イチゴ牛乳
１Ｌ　２５０円
ほか

2837
不動製パン（株）
東京都足立区梅田４－１４
－１

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 3,898,112

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
パン１㎏
３３０円
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
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点検結果 講ずる措置 備考

2838
不動製パン（株）
東京都足立区梅田４－１４
－１

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年10月1日 3,756,237

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
パン１㎏
３３０円

2839
サンエー（株）
東京都墨田区吾妻橋２－１
１－５

被収容者用給与用食品
支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年12月9日 4,799,675
一般競争入札を実施し，再度の入札をしても落札者がな
かったため（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2840
日東鉱油（有）
東京都葛飾区小菅３－１１
－１２

官用車用ガソリン等
支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 5,892,795
年間使用見込数量が流動的であるとともに一般競争入
札を実施しても競争に参入する企業が少ないため（会計
法２９条の３第３号，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
ガソリン１Ｌ
１１０．２５円

2841
東京ガス（株）
東京都荒川区南千住３－１
３－１

東京拘置所１０，１１，１２，１３，
１４，１５，１６号棟ガスメイン管
改修工事
東京都葛飾区小菅１ー３５ー１
平成17年9月5日～平成17年11
月3日

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年9月5日 17,692,500

  ガス事業法第１６条の規定により，工事場所をガス供
給区域としている会社が１社のみであり，施工業者が特
定されるため（会計法29条の3第4号，予決令第102条の
4第3号）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2842
（株）エービーシー商会
東京都千代田区永田町２－
１２－１４

東京拘置所炊場ボイラー室及
び南舎天井改修工事
東京都葛飾区小菅１ー３５ー１
平成18年2月22日～平成18年3
月30日

支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成18年2月22日 9,555,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

2843 東京都水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
東京拘置所長　佐々木　英　俊
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成17年4月1日 420,906,300
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2844
東京電力（株）竜ヶ崎支社
茨城県竜ヶ崎市寺後３６２６
－１

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
茨城農芸学院長　坂田裕志
（茨城県牛久市久野町１７２２）

平成17年4月1日 5,665,194
　当該施設に参入を希望する供給事業者がいなく競争
性を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2845
東京電力（株）
茨城県水戸市自由が丘３－
５－７

業務用電力の供給契約

支出負担行為担当官
水府学院長　小椋教良
（茨城県東茨城郡茨城町駒渡１０８４
－１）

平成17年4月1日 3,838,228
　当該施設に参入を希望する供給事業者がいなく競争
性を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約

2846
東京電力（株）
栃木県宇都宮市戸祭１-１１
-１８

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
喜連川少年院長　名取雄三
（栃木県さくら市喜連川３４７５－１）

平成17年4月1日 3,427,576
　当該施設に参入を希望する供給事業者がいなく競争
性を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）
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2847
（有）篠﨑パン店
栃木県矢板市本町８－９

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
喜連川少年院長　名取雄三
（栃木県さくら市喜連川３４７５－１）

平成17年4月3日 2,189,415

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
パン575円/㎏

2848
東京電力（株）
群馬県前橋市南町３丁目６
０番地３号

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
赤城少年院長　日下部　隆
（群馬県前橋市上大屋町６０）

平成17年4月1日 3,257,064
　当該施設に参入を希望する供給事業者がいなく競争
性を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

2849 前橋市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
赤城少年院長　日下部　隆
（群馬県前橋市上大屋町６０）

平成17年4月1日 2,039,592
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2850
東京電力（株）渋川支社
群馬県渋川市石原１２－１

業務用電力の供給契約

支出負担行為担当官
榛名女子学園長　中野　レイ子
群馬県北群馬郡榛東村新井１１２１－
２

平成17年4月1日 4,561,590

契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2851 榛東村 水道供給等契約

支出負担行為担当官
榛名女子学園長　中野　レイ子
群馬県北群馬郡榛東村新井１１２１－
２

平成17年4月1日 1,666,029
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2852
東京電力（株）東金営業所
千葉県東金市東上宿２ー２
１

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
八街少年院長　佐藤公昭
（千葉県八街市滝台１７６６）

平成17年4月1日 4,617,320
　当該施設に参入を希望する供給事業者がいなく競争
性を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2853
安藤興業（株）
千葉県東金市東金１０１０

プロパンガスの供給契約
支出負担行為担当官
八街少年院長　佐藤公昭
（千葉県八街市滝台１７６６）

平成17年4月1日 1,883,343
単価契約で調達数量の予定が予決令第９９条第３号に
該当すると積算したものの，結果的に予定数量を超えて
しまったため（予決令第９９条第７号）。

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2854
安藤興業（株）
千葉県東金市東金１０１０

ガス供給契約
支出負担行為担当官
八街少年院長　佐藤公昭
（千葉県八街市滝台１７６６）

平成17年4月1日 1,883,343
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2855
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町1丁
目1番3号

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
多摩少年院長　吉　田　秀　司
（東京都八王子市緑町６７０）

平成17年4月1日 5,208,760

電力自由化について，東京電力(株)以外の関係業者に
確認したところ，①500キロワット以上（当院は95キロワッ
ト）の供給があれば安価になる。②発電は行っている
が，東京電力(株)の送電線を利用して，各契約者に送電
するので，相当数の供給がないと割高になる。との回答
を得たので，契約内容を見直しながら東京電力(株)と契
約を結んだ。（会計法２９条の３第３号，予決令第１０２条
の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）
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2856

森永牛乳八王子花竹販売
店
東京都八王子市富士見町
5-11

被収容者給与用牛乳
支出負担行為担当官
多摩少年院長　吉　田　秀　司
（東京都八王子市緑町６７０）

平成17年4月1日 2,083,605

被収容少年の変動が多く，購入数量が把握できないた
め。また，単価契約を行うに当たり，数社から見積書を徴
収し，一番安価であった，当該業者と契約を結んだ。（会
計法２９条の３第３号，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
牛乳１㎏
255円

2857 八王子市水道部 水道供給等契約
支出負担行為担当官
多摩少年院長　吉　田　秀　司
（東京都八王子市緑町６７０）

平成17年4月1日 17,138,467
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2858
東京電力（株）　武蔵野支社
東京都武蔵野市西久保1-
6-24

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
関東医療少年院長　大橋　秀夫
（東京都府中市新町1-17-1）

平成17年4月1日 3,651,835
　当該施設に参入を希望する供給事業者がいなく競争
性を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2859
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸSSﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ（株）
東京都新宿区新宿5-15-5

物品供給契約
(全自動多元放映システム一式)

支出負担行為担当官
関東医療少年院長　大橋　秀夫
（東京都府中市新町1-17-1）

平成18年3月9日 3,045,000
入札を実施したが落札者がなく，その後，再度の入札を
しても落札者がいなかったため
（予決令第99条の2）

その他 引き続き競争入札を実施

2860
（株）三菱化学ビーシーエル
東京都板橋区志村3-30-1

臨床検査の委託業務契約
支出負担行為担当官
関東医療少年院長　大橋　秀夫
（東京都府中市新町1-17-1）

平成17年4月1日 1,248,860
単価契約を予定した時点では少額随契の範囲内であっ
たため
（会計法29条の3第5項，予決令99条の1第7項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2861
（有）さとみ企画
東京都府中市住吉町3-52-
6

廃棄物の収集運搬委託業務
支出負担行為担当官
関東医療少年院長　大橋　秀夫
（東京都府中市新町1-17-1）

平成17年4月1日 1,309,883
単価契約を予定した時点では少額随契の範囲内であっ
たため
（会計法29条の3第5項，予決令99条の1第7項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2862
東芝医用ファイナンス（株）
東京都文京区本郷3-15-2

X線テレビ撮影装置賃貸借契約
一式

支出負担行為担当官
関東医療少年院長　大橋　秀夫
（東京都府中市新町1-17-1）

平成17年4月1日 1,642,536

本件の賃貸借契約は入札により契約を締結したもので
あるが，5年間の賃貸借期間を想定した単年度契約であ
り，想定期間中に当該機種変更を行うことは現状よりも
多額の費用が必要となり，一般競争に付することは不利
と認められるため
（会計法29条の3第4項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

2863
トウネンキ（株）
東京都府中市天神町3-11

ボイラー更新工事（関東医療少
年院炊場棟）
東京都府中市新町１-１７-１
平成18年1月14日～平成18年3
月10日

支出負担行為担当官
関東医療少年院長　大橋秀夫
東京都府中市新町1-17-1

平成18年1月13日 6,930,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

2864
東京都水道局府中サービス
ステーション

水道供給等契約
支出負担行為担当官
関東医療少年院長　大橋秀夫
東京都府中市新町1-17-1

平成17年4月1日 6,142,248
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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件数
契約の相手方の商号又は
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2865
東京電力（株）武蔵野支社
東京都武蔵野市西久保１丁
目6-24

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
　愛光女子学園長　村井信子
（東京都狛江市西野川3-14-26）

平成17年4月1日 5,319,052
　当該施設に参入を希望する供給事業者がいなく競争
性を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2866
東京ガス（株）
東京都港区海岸1-5-20

ガス供給契約
支出負担行為担当官
　愛光女子学園長　村井信子
（東京都狛江市西野川3-14-26）

平成17年4月1日 2,504,506
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2867 狛江市 水道供給等契約
支出負担行為担当官
　愛光女子学園長　村井信子
（東京都狛江市西野川3-14-26）

平成17年4月1日 7,470,182
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2868
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１－
１－３

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
久里浜少年院長　小林孝
（神奈川県横須賀市長瀬３－１２－１）

平成17年4月1日 2,195,000
　当該施設に参入を希望する供給事業者がいなく競争
性を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2869 横須賀市上下水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
久里浜少年院長　小林孝
（神奈川県横須賀市長瀬３－１２－１）

平成17年4月1日 16,371,657
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2870
東京電力（株）小田原支社
神奈川県小田原市本町１－
９－２５

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
小田原少年院長　柳生高司
(神奈川県小田原市扇町１－４－６)

平成17年7月11日 1,678,238
　契約電力が500kw未満であり，当該施設に参入を希望
する事業者がいなかったため（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2871 小田原市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
小田原少年院長　柳生高司
(神奈川県小田原市扇町１－４－６)

平成17年4月1日 5,402,428
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2872
（株）平賀
神奈川県相模原市文京２－
２０－２６

神奈川医療少年院寮舎サービ
ス棟トイレ配管補修工事
神奈川県相模原市小山４－４－
５
平成17年11月17日～平成18年
3月31日

支出負担行為担当官
神奈川医療少年院長 宮本　明
神奈川県相模原市小山4-4-5

平成17年11月17日 6,457,500
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

2873
神奈川県企業庁相模原水
道営業所

水道供給等契約
支出負担行為担当官
神奈川医療少年院長 宮本　明
神奈川県相模原市小山4-4-5

平成17年4月1日 2,483,114
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2874
東北電力（株）長岡営業所
長岡市城内町３－１

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
新潟少年学院長　澤原秀士
（新潟県長岡市御山町１１７－１３）

平成17年4月1日 1,847,015
　当該施設に参入を希望する供給事業者がいなく競争
性を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

387
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2875
渡長建設（株）
長岡市下々条１－５０１－１

新潟少年学院宿舎給水改修工
事（上水引込み工事）
長岡市御山町１１７－１３
平成17年9月12日～平成17年
11月30日

支出負担行為担当官
新潟少年学院長　澤原秀士
新潟県長岡市御山町１１７－１３

平成17年9月8日 8,925,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

2876
中部電力（株）静岡営業所
静岡市駿河区曲金6-3-38

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
駿府学園長　関口哲
（静岡市葵区内牧118）

平成18年1月26日 2,547,000

契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2877
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町1-
1-3

業務用電力の供給契約

支出負担行為担当官
宇都宮少年鑑別所長
小柳　武
（栃木県宇都宮市鶴田町574-1）

平成17年4月1日 1,849,783
契約業者以外の事業者に送電可能な業者がなく，競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2878 さいたま市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
さいたま少年鑑別所長　澤田豊
さいたま市浦和区高砂3-16-36

平成17年4月1日 1,797,677
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2879
東京電力（株）千葉支社
千葉市美浜区幸町１－２１
－１９

業務量電力の供給契約
支出負担行為担当官
千葉少年鑑別所長　松村利勝
（千葉市稲毛区天台１－１２－９）

平成17年4月1日 3,100,155
当該施設に参入を希望する供給事業者がいなく競争性
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2880 千葉県水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
千葉少年鑑別所長　松村利勝
（千葉市稲毛区天台１－１２－９）

平成17年4月1日 1,945,830
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2881
和光建設工業（株）
東京都板橋区大山東町５３

東京少年鑑別所万年塀改修工
事
東京都練馬区氷川台２－１３
平成18年2月14日～平成18年3
月31日

支出負担行為担当官
東京少年鑑別所長　石川健次
東京都練馬区氷川台２－１１－７

平成18年2月13日 4,410,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

2882 東京都水道局　練馬営業所 水道供給等契約
支出負担行為担当官
東京少年鑑別所長　石川健次
東京都練馬区氷川台２－１１－７

平成17年4月1日 7,599,894
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2883 八王子市水道部 水道供給等契約
支出負担行為担当官
八王子少年鑑別所長　倉島和夫
八王子市中野町2726-1

平成17年4月1日 3,780,723
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2884
東京ガス（株）
横浜市都筑区茅ヶ崎中央１
６－１８

ガス供給契約
支出負担行為担当官
横浜少年鑑別所長　岩下充雄
横浜市港南区港南4-2-1

平成17年4月1日 2,160,637
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
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点検結果 講ずる措置 備考

2885 横浜市水道局港南営業所 水道供給等契約
支出負担行為担当官
横浜少年鑑別所長　岩下充雄
横浜市港南区港南4-2-1

平成17年4月1日 5,340,186
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2886
中部電力（株）
名古屋市東区東新町1番地

業務用電力の供給契約

支出負担行為担当官
静岡少年鑑別所長
福地　幸雄
（静岡市駿河区小鹿2-27-7）

平成17年4月1日 1,692,294
　当該施設に参入を希望する供給事業者がいなく競争
性を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2887
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町1-
1-3

業務用電力の供給契約
支出負担行為担当官
東京婦人補導院長　倉島和夫
（東京都八王子市中野町2726-1）

平成17年4月1日 3,410,000
　当該施設に参入を希望する供給事業者がいなく競争
性を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2888
東邦瓦斯（株）
名古屋市熱田区桜田町１９
番１８号

ガス供給契約

支出負担行為担当官
名古屋矯正管区長
佐藤　良彦
名古屋市東区白壁1-15-1

平成17年4月1日 1,929,849
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2889 名古屋市上下水道局 水道供給等契約

支出負担行為担当官
名古屋矯正管区長
佐藤　良彦
名古屋市東区白壁1-15-1

平成17年4月1日 1,748,499
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2890
廣田石油（株）
高岡市赤祖父754番地

A重油の契約一式
支出負担行為担当官
富山刑務所長　大橋　哲
富山県富山市西荒屋２８５の１

平成17年7月1日 1,673,280

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１㍑当たり
５２．２９円

2891
北陸エムシー，オイル（株）
富山市丸の内二丁目4番13
号

A重油の契約一式
支出負担行為担当官
富山刑務所長　大橋　哲
富山県富山市西荒屋２８５の１

平成17年9月30日 2,600,640

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１㍑当たり
５４．６５円

2892

北陸エムシー，オイル（株）
富山市丸の内二丁目4番13
号

A重油の契約一式
支出負担行為担当官
富山刑務所長　大橋　哲
富山県富山市西荒屋２８５の１

平成17年12月28日 3,284,820

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１㍑当たり
６０．８３円

2893

パナソニックSSマーケテイン
グ（株）北陸社富山支店
富山市問屋町1丁目8番39
号

総合警備システム及び夜間巡
回装置１式

支出負担行為担当官
富山刑務所長　大橋　哲
富山県富山市西荒屋２８５の１

平成18年1月24日 33,075,000
再度の入札をしても落札者がなかったため。
（会計法第２９条の３第５項，特例政令第１２条第１項）

その他 引き続き競争入札を実施

2894
高岡ガス（株）
高岡市内免２－１－４３

ガス供給契約
支出負担行為担当官
富山刑務所長　大橋　哲
富山県富山市西荒屋２８５の１

平成17年4月1日 2,261,516
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
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2895 富山市上下水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
富山刑務所長　大橋　哲
富山県富山市西荒屋２８５の１

平成17年4月1日 30,531,880
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2896 高岡市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
富山刑務所長　大橋　哲
富山県富山市西荒屋２８５の１

平成17年4月1日 2,916,600
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2897
興南建設（株）
金沢市小立野３－７－１４

金沢刑務所工場棟（７・８工場）
屋根鉄板葺替（第四次）工事
金沢市田上町公１
平成17年8月13日～平成17年
12月16日

支出負担行為担当官
金沢刑務所長　昜田英明
金沢市田上町公１

平成17年8月1日 15,120,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

2898
佐藤工業（株）北陸支社金
沢営業所
金沢市広岡２－７－３１

金沢刑務所看守宿舎Ａ・Ｂ棟浴
室天井アスベスト除去工事
金沢市田上町公１
平成18年1月24日～平成18年3
月31日

支出負担行為担当官
金沢刑務所長　昜田英明
金沢市田上町公１

平成18年1月23日 9,345,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

2899 金沢市企業局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
金沢刑務所長　昜田英明
金沢市田上町公１

平成17年4月1日 23,733,211
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2900
日本エレベーター製造（株）
名古屋市中区錦１－７－３４

ダムウェーター等保守点検委託
契約１式

支出負担行為担当官
　福井刑務所長　渡邊恒雄
福井県福井市一本木町５２

平成17年4月1日 1,929,060

保守管理には専門的な技術が必要であり，他社が保守
点検を行うには機器の構造等に精通していないこと及び
緊急保守のための部品を確保することが難しいこと等の
理由から他の業者が競争に参加するのを辞退していた
から。（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2901
福井交通（株）
福井県福井市文京４－２５
－１

給食運搬及び同容器回収業務
委託契約１式

支出負担行為担当官
　福井刑務所長　渡邊恒雄
福井県福井市一本木町５２

平成17年4月1日 2,737,500
  運送料金は地域の協定により料金が決まっており，営
業の性質から競争入札に馴染まないため
（会計法第29条の3第5項，予決令第99条第8号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
運搬１回当た
り
2,500円

2902
マルサ製パン
福井県福井市手寄１－１６
－１

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
　福井刑務所長　渡邊恒雄
福井県福井市一本木町５２

平成17年4月1日 2,373,945

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
パン１ｋｇ364
円

2903 福井市企業局（水道） 水道供給等契約
支出負担行為担当官
　福井刑務所長　渡邊恒雄
福井県福井市一本木町５２

平成17年4月1日 2,981,038
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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2904
中部電力（株）
名古屋市東区東新町１番地

高圧第２種A
支出負担行為担当官
岐阜刑務所長　春日厚志
岐阜市則松1-34-１

平成17年10月13日 14,467,797
競争に参加すべき者がほかにいないため（会計法２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４大３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

2905
（株）村山組
岐阜市村山１７７３番地の１

木くず処理
支出負担行為担当官
岐阜刑務所長　春日厚志
岐阜市則松1-34-１

平成17年4月1日 1,901,338
著しく有利な価格をもって契約を締結したため
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2906
東邦瓦斯（株）岐阜支店
岐阜市加納坂井町２番地

ガス供給契約
支出負担行為担当官
岐阜刑務所長　春日厚志
岐阜市則松1-34-１

平成17年4月1日 4,938,623
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2907 岐阜市 水道供給等契約
支出負担行為担当官
岐阜刑務所長　春日厚志
岐阜市則松1-34-１

平成17年4月1日 25,754,841
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2908 岐阜市 水道供給等契約
支出負担行為担当官
岐阜刑務所長　春日厚志
岐阜市則松1-34-１

平成17年4月1日 4,844,194
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2909

（株）日立ビルシステム中部
支社
愛知県名古屋市中村区名
駅1丁目1番4号

エレベーター及び小荷物専用昇
降機保守点検請負契約

支出負担行為担当官
笠松刑務所長　福地美惠子
岐阜県羽島郡笠松町中川町23

平成17年4月1日 3,074,400

　遠隔監視による保守であるためメーカーだけが実施可
能であることから，他の業者が落札しても委託料に再委
託の手数料が加算されることが見込まれる。
会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3号

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2910
名岐産業（株）
岐阜市市橋3丁目1番23号

Ａ重油単価契約
支出負担行為担当官
笠松刑務所長　福地美惠子
岐阜県羽島郡笠松町中川町23

平成17年4月1日 1,966,860

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
4月43.68円/L
5月49.35円/L
6月47.46円/L

2911
コスモ石油（株）
東京都港区芝浦1-1-1

Ａ重油単価契約
支出負担行為担当官
笠松刑務所長　福地美惠子
岐阜県羽島郡笠松町中川町23

平成17年7月1日 2,194,500

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
49.875円/L

2912
篠田商事（株）
岐阜市都通4丁目21番地

Ａ重油単価契約
支出負担行為担当官
笠松刑務所長　福地美惠子
岐阜県羽島郡笠松町中川町23

平成17年9月30日 2,494,800

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
56.7円/L
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2913
コスモ石油（株）
東京都港区芝浦1-1-1

Ａ重油単価契約
支出負担行為担当官
笠松刑務所長　福地美惠子
岐阜県羽島郡笠松町中川町23

平成17年12月28日 3,252,060

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
56.07円/L

2914
（株）コガネパン
岐阜市柳津町上佐波西1丁
目127番地

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
笠松刑務所長　福地美惠子
岐阜県羽島郡笠松町中川町23

平成17年4月1日 2,088,840

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
370円/kg

2915 個人情報につき非公表 被収容者ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ業務委託
支出負担行為担当官
笠松刑務所長　福地美惠子
岐阜県羽島郡笠松町中川町23

平成17年5月16日 1,660,000

本件業務委託は，刑務所におけるカウンセリングという
特殊な技術を有する者であることから，競争が存在しな
いため。  （会計法第２９条の３第４項・予決令第102条の
４第３項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
5,000円/H

2916 笠松町 水道供給等契約
支出負担行為担当官
笠松刑務所長　福地美惠子
岐阜県羽島郡笠松町中川町23

平成17年4月1日 10,535,675
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2917
（株）鈴与商事
豊橋市大通3-112

Ａ重油の契約一式

支出負担行為担当官
岡崎医療刑務所長
長谷川敬司
岡崎市上地４丁目２４－１６

平成17年4月1日 5,208,000

原油価格の変動が激しく。四半期毎の随意契約の方が
より現実に即した有利な価格で契約ができると判断した
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
65.10円/L

2918
（株）富士通ゼネラル
川崎市高津区末長１１１６

保護房用監視カメラ取付工事一
式

支出負担行為担当官
岡崎医療刑務所長
長谷川敬司
岡崎市上地４丁目２４－１６

平成18年1月23日 2,866,500
再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

2919
（株）矢田組
岡崎市東大友町字西浦２２

新保護房新営工事
岡崎市上地４丁目２４－１６
平成17年12月22日～平成18年
3月31日

支出負担行為担当官
岡崎医療刑務所長
長谷川　敬司
岡崎市上地４丁目２４－１６

平成17年12月21日 43,785,000
再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第99条の2）

その他 引き続き競争入札を実施

2920 岡崎市水道局 水道供給等契約

支出負担行為担当官
岡崎医療刑務所長
長谷川敬司
岡崎市上地４丁目２４－１６

平成17年4月1日 13,676,498
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2921 個人情報につき非公表 被収容者ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ業務委託

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年5月23日 2,835,000

本件業務委託は，刑務所におけるカウンセリングという
特殊な技術を有する者であることから，競争が存在しな
いため。  （会計法第２９条の３第４項・予決令第102条の
４第３項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１時間当たり
5,250円
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2922
（有）堀田畜産
愛知県豊田市西広瀬町小
麦生637-3

残飯処理契約

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年4月1日 4,440,680

通常の廃棄処理に比べ，著しく有利な価格をもって残飯
を引き取ることができる養豚業者との契約であり，近隣
では契約者のみである（会計法第29条の3第4項，予決
令第１０２条の４第４号ロ）。

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１ｋｇ当たり
16円

2923
財団法人豊田地域医療セン
ター
豊田市西山町３－３０－１

成人病検診契約

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年11月18日 1,077,553

契約業者は，検診車の長期貸与可能なのは契約者のみ
であり，従来から実施していることで，過去のデーターと
比較対象することで，精度の高い検診ができるため。
（会計法第２９条の３第４項・予決令第102条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

2924
（株）カネハツ販売
名古屋市熱田区川並町2番
22号

蕗炒め煮（惣菜）　460kg　外7

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年5月11日 2,827,376

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４項
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2925
豊田ミート（株）
豊田市丸根町5丁目9-2

牛肉かた　外9

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年5月20日 3,058,420
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2926
（株）カネハツ販売
名古屋市熱田区川並町2番
22号

蕗炒め煮（惣菜）　外9

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年6月17日 2,071,649
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2927
豊田ミート（株）
豊田市丸根町5丁目9-2

牛肉かた　外10

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年6月23日 3,378,743
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2928
豊田ミート（株）
豊田市丸根町5丁目9-2

牛肉かた　外8

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年7月11日 2,467,841
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2929
（株）カネハツ販売
名古屋市熱田区川並町2番
22号

蕗炒め煮（惣菜）　外8

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年7月11日 2,593,685
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2930
秋田屋（有）
刈谷市今川町田地池130-1

牛乳(普通）　外5

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年7月12日 1,624,642
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
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2931
江崎給食品（株）
名古屋市中村区五反城町
3-31

がんもどき　外8

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年7月15日 2,018,084
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2932
秋田屋（有）
刈谷市今川町田地池130-1

牛乳（普通）　外6

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年8月8日 1,880,457
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2933
岩田食品（株）
一宮市萩原町松山566-8

生わかめ煮（惣菜）　外10

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年8月8日 1,612,024
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2934
（株）カネハツ販売
名古屋市熱田区川並町2番
22号

蕗炒め煮（惣菜）　外10

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年8月19日 2,254,059
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2935
豊田ミート（株）
豊田市丸根町5丁目9-2

牛肉かた　外10

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年8月19日 2,887,327
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2936
江崎給食品（株）
名古屋市中村区五反城町
3-31

おろししょうが　外18

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年8月19日 2,166,849
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2937
（株）カネハツ販売
名古屋市熱田区川並町2番
22号

蕗炒め煮（惣菜）　外8

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年9月8日 2,403,804
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2938
岩田食品（株）
一宮市萩原町松山566-8

生わかめ煮（惣菜）　外10

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年9月8日 1,793,952
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2939
豊田ミート（株）
豊田市丸根町5丁目9-2

牛肉かた　外12

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年9月29日 3,842,063
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2940
豊田ミート（株）
豊田市丸根町5丁目9-2

牛肉かた　外10

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年10月12日 3,816,951
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

394



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2941
（株）カネハツ販売
名古屋市熱田区川並町2番
22号

蕗炒め煮（惣菜）　外7

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年10月12日 1,768,092
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2942
秋田屋（有）
刈谷市今川町田地池130-1

牛乳（普通）　外6

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年10月12日 1,946,654
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2943
江崎給食品（株）
名古屋市中村区五反城町
3-31

おろししょうが　外15

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年10月12日 1,653,627
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2944
岩田食品（株）
一宮市萩原町松山566-8

生わかめ煮（惣菜）　外8

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年10月12日 1,838,184
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2945
江崎給食品（株）
名古屋市中村区五反城町
3-31

がんもどき　外11

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年10月28日 1,844,083
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2946
（株）カネハツ販売
名古屋市熱田区川並町2番
22号

蕗炒め煮（惣菜）　外12

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年11月9日 3,610,295
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2947
秋田屋（有）
刈谷市今川町田地池130-1

牛乳（普通）　外6

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年11月9日 1,722,921
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2948
江崎給食品（株）
名古屋市中村区五反城町
3-31

おろししょうが　外12

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年11月28日 1,713,049
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2949
豊田ミート（株）
豊田市丸根町5丁目9-2

牛肉かた　外11

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年11月28日 3,756,584
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2950
江崎給食品（株）
名古屋市中村区五反城町
3-31

おろししょうが　外17

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年12月6日 1,999,558
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

395



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2951
江崎給食品（株）
名古屋市中村区五反城町
3-31

さといも（冷凍）　外13

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年12月7日 2,447,294
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2952
豊田ミート（株）
豊田市丸根町5丁目9-2

牛肉かた　外9

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年12月14日 3,773,176
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2953
秋田屋（有）
刈谷市今川町田地池130-1

牛乳（普通）　外7

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年12月14日 2,185,390
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2954
秋田屋（有）
刈谷市今川町田地池130-1

蕗炒め煮（惣菜）　外14

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年12月14日 3,732,010
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2955
江崎給食品（株）
名古屋市中村区五反城町
3-31

おろししょうが　外20

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年12月16日 1,759,657
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2956
江崎給食品（株）
名古屋市中村区五反城町
3-31

さといも（冷凍）　外18

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年12月19日 2,482,065
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2957
秋田屋（有）
刈谷市今川町田地池130-1

牛乳（普通）　外7

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成18年1月18日 1,758,748
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2958
（株）カネハツ販売
名古屋市熱田区川並町2番
22号

おひたし青菜（惣菜）　外12

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成18年1月19日 2,947,905
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2959
豊田ミート（株）
豊田市丸根町5丁目9-2

牛肉かた　外12

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成18年1月19日 4,329,623
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2960
江崎給食品（株）
名古屋市中村区五反城町
3-31

さといも（冷凍）　外14

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成18年1月19日 1,841,708
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

396



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2961
江崎給食品（株）
名古屋市中村区五反城町
3-31

おろししょうが　外18

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成18年1月30日 1,938,983
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2962
（株）カネハツ販売
名古屋市熱田区川並町2番
22号

おひたし青菜（惣菜）　外9

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成18年2月9日 2,281,340
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2963
豊田ミート（株）
豊田市丸根町5丁目9-2

牛肉かた　外10

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成18年2月9日 3,720,449
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2964
江崎給食品（株）
名古屋市中村区五反城町
3-31

さやいんげん（冷凍）　外14

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成18年2月9日 2,358,447
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2965
江崎給食品（株）
名古屋市中村区五反城町
3-31

おろししょうが　外18

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成18年2月17日 1,987,087
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2966
豊田ミート（株）
豊田市丸根町5丁目9-2

牛肉かた　外12

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成18年3月13日 3,371,160
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2967
江崎給食品（株）
名古屋市中村区五反城町
3-31

さといも（冷凍）　外13

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成18年3月13日 2,111,966
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2968
（株）カネハツ販売
名古屋市熱田区川並町2番
22号

蕗炒め煮（惣菜）　外12

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成18年3月13日 2,378,292
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

2969
江崎給食品（株）
名古屋市中村区五反城町
3-31

おろししょうが　外22

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長
髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成18年3月23日 2,098,739
食品のため季節により値段の変動があるため安定した
価格でできないから
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条第４号ロ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2970

佐藤・名工特定建設工事共
同企業体
名古屋市東区泉一丁目２番
３号

平成１６年度名古屋刑務所収容
棟等新営（建築）工事（第１回追
加）
愛知県西加茂郡三好町ひば
りヶ丘１－１
平成17年11月2日～平成18年3
月15日

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長  髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年11月1日 150,150,000

　本工事は，平成１６年度名古屋刑務所収容棟等新営
（建築）工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工
事（収容を継続した上，順次工区を変更しながら取り壊し
と建築を繰り返し行う工事）であり，一体の構造物の構築
等を目的としていることから，施工業者が前工事と本工
事で異なる場合には，かし担保責任の範囲が不明確に
なる等密接不可分な関係にあり，技術的に一貫した施工
が必要であるため（会計法第29条の3第4項，予決令第
102条の4第4号イ）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2971
三建設備工業（株）
名古屋市中村区名駅南一
丁目２８番地２７号

平成１６年度名古屋刑務所収容
棟等新営（機械設備）工事（第１
回追加）
愛知県西加茂郡三好町ひば
りヶ丘１－１
平成17年11月2日～平成18年3
月15日

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長  髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年11月1日 36,015,000

　本工事は，平成１６年度名古屋刑務所収容棟等新営
（機械設備）工事（以下「前工事」という。）に直接関連す
る工事（収容を継続した上，順次工区を変更しながら取
り壊しと建築を繰り返し行う工事）であり，一体の構造物
の構築等を目的としていることから，施工業者が前工事
と本工事で異なる場合には，かし担保責任の範囲が不
明確になる等密接不可分な関係にあり，技術的に一貫し
た施工が必要であるため（会計法第29条の3第4項，予
決令第102条の4第4号イ）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2972
（株）トーエネック
名古屋市中区栄一丁目２０
番地３１号

平成１６年度名古屋刑務所収容
棟等新営（電気設備）工事（第１
回追加）
愛知県西加茂郡三好町ひば
りヶ丘１－１
平成17年11月12日～平成18年
3月15日

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長  髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年11月11日 21,000,000

　本工事は，平成１６年度名古屋刑務所収容棟等新営
（電気設備）工事（以下「前工事」という。）に直接関連す
る工事（収容を継続した上，順次工区を変更しながら取
り壊しと建築を繰り返し行う工事）であり，一体の構造物
の構築等を目的としていることから，施工業者が前工事
と本工事で異なる場合には，かし担保責任の範囲が不
明確になる等密接不可分な関係にあり，技術的に一貫し
た施工が必要であるため（会計法第29条の3第4項，予
決令第102条の4第4号イ）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2973
古川設備工事（株）
名古屋市北区萩野通１丁目
２２番地

名古屋刑務所病舎棟給湯配管
改修工事
愛知県西加茂郡三好町ひば
りヶ丘１－１
平成17年11月24日～平成18年
1月31日

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長  髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年11月22日 4,305,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

2974
東邦ガス（株）豊田営業所
豊田市挙母町５丁目６４番
地

ガス供給契約

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長  髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年4月1日 7,016,356
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2975
東邦ガス（株）岡崎営業所
岡崎市久後崎町字本郷５３
番地

ガス供給契約

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長  髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年4月1日 1,834,736
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2976 豊橋市上下水道局 水道供給等契約

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長  髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年4月1日 9,365,787
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

2977 岡崎市水道局 水道供給等契約

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長  髙橋　博
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１
－１

平成17年4月1日 2,496,862
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2978

三菱電機ビルテクノサービ
ス
（株）中部支社
愛知県名古屋市中村区名
駅
１－１－４

エレベーター等の保守点検契約
支出負担行為担当官
三重刑務所長　北崎　一夫
（三重県津市修成町１６－１）

平成17年4月1日 3,402,000

当所のエレベータ（ダムウェータを含む。）については，
三菱電機㈱製で，故障及び定期点検の際の部品交換に
ついては，三菱電機㈱製部品のみの対応に限定される
こと。かつ緊急時に２４時間体制で即時対応可能な業者
が，三菱電機ビルテクノサービス㈱のみであり，他業者
との競争を許さないと判断できるため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
エレベータ１
基
当たり月額単
価
４０,０００円等

2979
（有）三功
三重県津市久居神町１３０４
－３７

一般廃棄物処理の委託契約一
式

支出負担行為担当官
　三重刑務所長　北崎一夫
（三重県津市修成町１６－１）

平成17年4月1日 1,512,000
通常の産廃業者に比べ,著しく有利な価格であり,処理業
者が近隣では少数であるため
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2980
（有）三功
三重県津市久居神町１３０４
－３７

産業廃棄物（木くず）処理の委
託契約一式

支出負担行為担当官
　三重刑務所長　北崎一夫
（三重県津市修成町１６－１）

平成17年4月1日 1,405,800
通常の産廃業者に比べ,著しく有利な価格であり,産業廃
棄物（木くず）処理業者が近隣では少数であるため
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2981

東洋熱工業（株）
愛知県名古屋市中村区太
閤
５－５－１

三重刑務所四日市拘置支所
汚水直放化工事
三重県四日市市阿倉川町２－５
平成17年11月1日～平成17年
12月15日

支出負担行為担当官
三重刑務所長　北崎一夫
三重県津市岩田１７－４

平成17年10月28日 5,533,500
再度入札をしても落札者がなかったため
（予決令第99条の2）

その他 引き続き競争入札を実施

2982
東邦瓦斯（株）西部支社津
営業所
三重県津市南丸之内４－10

ガス供給契約
支出負担行為担当官
三重刑務所長　北崎一夫
三重県津市岩田１７－４

平成17年4月1日 2,961,734
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

2983 津市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
三重刑務所長　北崎一夫
三重県津市岩田１７－４

平成17年4月1日 62,047,188
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2984 四日市市上下水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
三重刑務所長　北崎一夫
三重県津市岩田１７－４

平成17年4月1日 2,377,944
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

2985

三菱電機ビルテクノサービ
ス（株）名古屋支社
愛知県名古屋市中村区名
駅一丁目１番４号

エレベーター等の保守点検契約
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成17年4月1日 4,687,200

当該保守契約は，器機の点検及び部品の交換等を製造
者の基準に基づいて適正かつ継続的に行う必要があ
り，契約者でなければ適正に行えないため（会計法29条
3第４）。

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）
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件数
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び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
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2986
（有）エコロフォーム
愛知県愛知郡長久手町大
字岩作字大根23番地1

残飯処理の契約一式
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成17年4月1日 3,587,850

通常の廃棄処理に比べ，著しく有利な価格をもって残飯
を引き取ることができる養豚業者との契約であり，近隣
では契約者のみである（会計法第29条の3第4項，予決
令第１０２条の４第４号ロ）。

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約K/17
円

2987
住商リース（株）中部支社
愛知県名古屋市東区東桜
一丁目1番6号

テレビ電波障害防除用共同受
信機器賃貸借の契約一式

支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成17年4月1日 3,137,400
当該機器については，前年度に引き続き継続賃借する
ものであり，競争が存在しないため（会計法第29の3第4
項，予決令第１０２条の４第３号）。

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

2988

愛知県漁業協同組合連合
会
（愛知県半田市11号地18番
16)

Ａ重油の契約一式
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成17年4月1日 2,304,225

原油価格は変動が激しく，一年間の価格を予想すること
が困難であるため，四半期毎の随意契約の方がより現
実に即した有利な価格が設定できると策定したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
4/1～38.50円

2989
中川物産（株）
（愛知県名古屋市港区潮見
町37番地23）

Ａ重油の契約一式
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成17年7月1日 3,953,460

原油価格は変動が激しく，一年間の価格を予想すること
が困難であるため，四半期毎の随意契約の方がより現
実に即した有利な価格が設定できると策定したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
7/1～45.20円
等

2990
中川物産（株）
（愛知県名古屋市港区潮見
町37番地23）

Ａ重油の契約一式
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成17年10月1日 3,446,625

原油価格は変動が激しく，一年間の価格を予想すること
が困難であるため，四半期毎の随意契約の方がより現
実に即した有利な価格が設定できると策定したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
10/1～50.50
円

2991
中川物産（株）
（愛知県名古屋市港区潮見
町37番地23）

Ａ重油の契約一式

支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成18年1月4日 4,983,150

原油価格は変動が激しく，一年間の価格を予想すること
が困難であるため，四半期毎の随意契約の方がより現
実に即した有利な価格が設定できると策定したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
1/4～53.50円
等

2992
大昭工業（株）
（愛知県名古屋西区清里町
１８番地）

一般廃棄物処理代
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成17年4月1日 3,539,436
市から許可を受けている区域限定の業者だと推測して
いたため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１K/37円

2993
名古屋ビルサービス（株）
（愛知県名古屋市栄三丁目
5番1号）

レタス他
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成17年4月25日 1,792,804

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約

2994
名古屋ビルサービス（株）
（愛知県名古屋市栄三丁目
5番1号）

トマト他
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成17年8月24日 1,626,965

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約

400
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2995
協和青果（株）
（愛知県名古屋市北区安井
一丁目１番33号）

キャベツ他
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成17年8月24日 1,633,774

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約

2996
（株）名給
（愛知県名古屋市熱田区新
尾頭二丁目2番61号）

エビカツ他
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成17年8月24日 1,758,430

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約

2997
（株）名給
（愛知県名古屋市熱田区新
尾頭二丁目2番61号）

キウイフルーツ他
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成17年9月26日 1,936,312

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約

2998
（株）名給
（愛知県名古屋市熱田区新
尾頭二丁目2番61号）

キウイフルーツ他
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成17年10月26日 1,922,448

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約

2999
（株）名給
（愛知県名古屋市熱田区新
尾頭二丁目2番61号）

キウイフルーツ他
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成17年11月25日 2,289,835

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約

3000
（株）名給
（愛知県名古屋市熱田区新
尾頭二丁目2番61号）

キウイフルーツ他
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成17年12月22日 2,394,807

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約

3001
協和青果（株）
（愛知県名古屋市北区安井
一丁目１番33号）

あさつき他
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成18年1月25日 1,683,304

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約

3002
（株）名給
（愛知県名古屋市熱田区新
尾頭二丁目2番61号）

キウイフルーツ他
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成18年1月25日 2,598,639

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約

401
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3003
（株）名給
（愛知県名古屋市熱田区新
尾頭二丁目2番61号）

メロン袋詰カット他
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成18年2月23日 1,792,951

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約

3004
中島製菓
（愛知県名古屋市守山区小
六町１２－１３）

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成17年4月1日 3,646,150

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
1kg当たり
430円

3005 名古屋市上下水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成17年4月1日 65,671,872
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3006 一宮市水道事業等管理者 水道供給等契約
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　海江田司
（愛知県名古屋市東区白壁１－１）

平成17年4月1日 1,619,106
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3007
中部電力（株）
名古屋市東区東新町１番地

業務用電力供給契約一式
支出負担行為担当官
瀬戸少年院長　宮本　史郎
（愛知県瀬戸市東山町１４番地）

平成17年4月1日 4,900,000
当該施設に参入を希望する供給事業者がいなく競争性
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3008
（株）リノテック
名古屋市千種区新西２－３
－６

瀬戸少年院庁舎管理棟屋根防
水改修工事
愛知県瀬戸市東山町１４
平成18年2月21日 ～ 平成18年
3月28日

支出負担行為担当官
　瀬戸少年院長　宮本史郎
（愛知県瀬戸市東山町１４）

平成18年2月20日 9,712,500
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3009 瀬戸市水道部 水道供給等契約
支出負担行為担当官
　瀬戸少年院長　宮本史郎
（愛知県瀬戸市東山町１４）

平成17年4月1日 5,774,075
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3010
中部電力（株）
愛知県名古屋市熱田区二
丁目3-24

高圧業務用電力
支出負担行為担当官
宮川医療少年院長　河田晃
（三重県伊勢市小俣町宮前２５）

平成17年4月1日 1,711,176
当該施設に参入を希望する供給事業者がいなく競争性
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3011
（株）砂原建設工業
富山県富山市高木西１４７

庁舎正門門扉等改修工事
富山市才覚寺１６２番地の２
平成17年10月28日～平成18年
1月31日

支出負担行為担当官
富山少年鑑別所長　鈴木　明人
（富山県富山市才覚寺１６２番地の２）

平成17年10月27日 3,780,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施
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3012
東邦瓦斯（株）
名古屋市熱田区桜田町19-
18

ガス供給契約
支出負担行為担当官
名古屋少年鑑別所長　高田　修
名古屋市千種区北千種1-6-6

平成17年4月1日 2,696,407
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3013 名古屋市上下水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
名古屋少年鑑別所長　高田　修
名古屋市千種区北千種1-6-6

平成17年4月1日 4,646,876
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3014

関西電力（株）南大阪営業
所
大阪府堺市熊野町東２丁２
番２０号

電力供給契約

支出負担行為担当官代理
大阪矯正管区法務事務官
井上　慧
大阪府大阪市中央区大手前４－１－
６７

平成17年4月1日 4,040,709

特定規模電気事業者数社に問い合わせたが，採算性，
節約効果等が見込めないことから，入札参加しない旨の
回答であったため。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
高圧電力AS
基本料1,743
円

3015
大阪ガス（株）
大阪市中央区平野町4-1-2

ガス供給契約

支出負担行為担当官代理
大阪矯正管区法務事務官
井上　慧
大阪府大阪市中央区大手前４－１－
６７

平成17年4月1日 4,997,062
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3016 堺市水道局 水道供給等契約

支出負担行為担当官代理
大阪矯正管区法務事務官
井上　慧
大阪府大阪市中央区大手前４－１－
６７

平成17年4月1日 3,414,771
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3017
関西電力（株）
大阪市北区中之島３丁目６
番１６号

電力供給契約
支出負担行為担当官
滋賀刑務所長　福岡　久
滋賀県大津市大平1-1-1

平成17年4月1日 13,425,925

特定規模電気事業者数社に問い合わせたが，採算性，
節約効果等が見込めないことから，入札の参加しない旨
の回答であったため。　（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3018
関西電力（株）
大阪市北区中之島３丁目６
番１６号

電力供給契約
支出負担行為担当官
滋賀刑務所長　福岡　久
滋賀県大津市大平1-1-1

平成17年4月1日 3,660,446

特定規模電気事業者数社に問い合わせたが，採算性，
節約効果等が見込めないことから，入札の参加しない旨
の回答であったため。　（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3019
山甚物産（株）
東京都千代田区神田小川
町１丁目１番地

生ゴミ処理機の床交換に関する
契約

支出負担行為担当官
滋賀刑務所長　福岡　久
滋賀県大津市大平1-1-1

平成17年4月1日 3,482,030
　当該機器は特注品であり，保守に必要な技術及び保
守部品を有する者が契約業者のみであるため。（会計法
第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
3,990円等

3020
（株）山一パン總本店
京都市南区久世築山町２６
４番地

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
滋賀刑務所長　福岡　久
滋賀県大津市大平1-1-1

平成17年4月1日 3,353,595

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１kg　370円

3021

東芝テックビジネスソリュー
ション（株）西日本支社京都
営業所
京都市右京区西院平町２５
番地

複写機保守契約
支出負担行為担当官
滋賀刑務所長　福岡　久
滋賀県大津市大平1-1-1

平成17年4月1日 1,894,858
　当該機器の保守に必要な技術及び保守部品を有する
者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１枚　3.9375円
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

3022 大津市企業局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
滋賀刑務所長　福岡　久
滋賀県大津市大平1-1-1

平成17年4月1日 52,993,122
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3023
（株）山一パン総本店
京都府京都市南区久世築
山町２６４

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官代理
京都刑務所総務部長　山根　喜一郎
京都府京都市山科区東野井上町20

平成17年4月1日 7,600,000

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第３項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１Ｋｇ当たり
３７０円

3024

東芝テックビジネスソリュー
ション
（株）西日本支社京都営業
所
京都府京都市右京区西院
平町25番地（東芝京都ビル
３階）

複写機保守契約
支出負担行為担当官代理
京都刑務所総務部長　山根　喜一郎
京都府京都市山科区東野井上町20

平成17年4月1日 2,637,000
　当該機器の保守に必要な技術及び保守部品を有する
者が契約業者のみであったため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１枚当たり
３．３６円

3025
ワタベ産業（株）大阪営業所
大阪府大阪市西区新町２－
１５－６

荷物用エレベーター6基の年間
保守点検契約

支出負担行為担当官代理
京都刑務所総務部長　山根　喜一郎
京都府京都市山科区東野井上町20

平成17年4月1日 2,331,000

　当該保守業務は，機器の点検及び部品の交換等を製
造者の基準に基づいて適正かつ継続的に行う必要があ
り，契約者でなければ適正に行えないため。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3026
三井住友銀リース（株）
大阪府大阪市中央区南船
場３丁目１０番１９号

梱包資材生産機械等一式の再
リース契約

支出負担行為担当官代理
京都刑務所総務部長　山根　喜一郎
京都府京都市山科区東野井上町20

平成17年4月1日 1,575,000
　当該機器については，前年度に引き続き継続賃借する
ものであり，競争が存在しないため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

3027 個人情報につき非公表 被収容者ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ業務委託
支出負担行為担当官代理
京都刑務所総務部長　山根　喜一郎
京都府京都市山科区東野井上町20

平成17年7月1日 2,289,000

本件業務委託は，刑務所におけるカウンセリングという
特殊な技術を有する者であることから，競争が存在しな
いため。  （会計法第２９条の３第４項・予決令第102条の
４第３項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１時間当たり
５，２５０円

3028
関西電力（株）　伏見営業所
京都市伏見区片原町２９３
番地の３

高圧電力需給契約
支出負担行為担当官代理
京都刑務所総務部長　山根　喜一郎
京都府京都市山科区東野井上町20

平成17年4月1日 15,964,125
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に応札可能な業者がなく，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3029
関西電力（株）　京都営業所
京都市北区小山北上総町５
０番

電力供給契約
支出負担行為担当官代理
京都刑務所総務部長　山根　喜一郎
京都府京都市山科区東野井上町20

平成17年4月1日 19,835,397
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3030
大阪ガス（株）
大阪市中央区平野町４丁目
１番２号

ガス供給契約
支出負担行為担当官代理
京都刑務所総務部長　山根　喜一郎
京都府京都市山科区東野井上町20

平成17年4月1日 12,595,139
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
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随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

3031 京都市上下水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官代理
京都刑務所総務部長　山根　喜一郎
京都府京都市山科区東野井上町20

平成17年4月1日 74,897,045
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3032
日本糧食（株）
大阪市生野区勝山北2-5-
13

かつおふりかけ食料品ほか１１
件

支出負担行為担当官代理
大阪刑務所総務部長　徳久　彰
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年4月1日 19,133,400

　食品目決定に際し，銘柄を指定すると取り扱い業者が
限定されるため，特に銘柄を指定せず当所の献立計画
に合った同等品を見本品として各業者に提示させ，品
質・価格等を総合的に判断するために，競争に付するこ
とが不利と認められるため（会計法第２９条の３第４項，
特例政令第１３条第１項第１号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
「１個当たり
4,300円ほか
11件」

3033
近畿明販（株）大阪南支店
大阪府堺市美原町平尾
2325

ヨーグルト500食料品ほか７件
支出負担行為担当官代理
大阪刑務所総務部長　徳久　彰
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年4月1日 16,652,390

　食品目決定に際し，銘柄を指定すると取り扱い業者が
限定されるため，特に銘柄を指定せず当所の献立計画
に合った同等品を見本品として各業者に提示させ，品
質・価格等を総合的に判断するために，競争に付するこ
とが不利と認められるため（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１個当たり
123.90円
ほか7件

3034
（有）イワマ食品
大阪市旭区高殿４丁目１番
２８号

カフェオレ粉末食料品ほか３件
支出負担行為担当官代理
大阪刑務所総務部長　徳久　彰
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年4月1日 13,052,800

　食品目決定に際し，銘柄を指定すると取り扱い業者が
限定されるため，特に銘柄を指定せず当所の献立計画
に合った同等品を見本品として各業者に提示させ，品
質・価格等を総合的に判断するために，競争に付するこ
とが不利と認められるため（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１個当たり
988円
ほか3件

3035
（株）大和商会
大阪府堺市北三国ヶ丘町６
丁目３番１１号

チーズ食料品ほか８件
支出負担行為担当官代理
大阪刑務所総務部長　徳久　彰
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年4月1日 11,772,100

　食品目決定に際し，銘柄を指定すると取り扱い業者が
限定されるため，特に銘柄を指定せず当所の献立計画
に合った同等品を見本品として各業者に提示させ，品
質・価格等を総合的に判断するために，競争に付するこ
とが不利と認められるため（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１個当たり
1,190円
ほか8件

3036
黒川乳業（株）
大阪市北区南森町２丁目２
番２７号

オレンジジュース食料品ほか４
件

支出負担行為担当官代理
大阪刑務所総務部長　徳久　彰
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年4月1日 9,498,000

　食品目決定に際し，銘柄を指定すると取り扱い業者が
限定されるため，特に銘柄を指定せず当所の献立計画
に合った同等品を見本品として各業者に提示させ，品
質・価格等を総合的に判断するために，競争に付するこ
とが不利と認められるため（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１個当たり
47円ほか4件

3037
（株）東久
大阪府堺市北花田町4丁目
９９番地

鯛みそ食料品ほか３件
支出負担行為担当官代理
大阪刑務所総務部長　徳久　彰
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年4月1日 6,178,023

　食品目決定に際し，銘柄を指定すると取り扱い業者が
限定されるため，特に銘柄を指定せず当所の献立計画
に合った同等品を見本品として各業者に提示させ，品
質・価格等を総合的に判断するために，競争に付するこ
とが不利と認められるため（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１個当たり
850.01円
ほか3件
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3038
（株）スミハラ食品
大阪府堺市北花田口町1丁
１番２６号

糸こんにゃく食料品ほか１件
支出負担行為担当官代理
大阪刑務所総務部長　徳久　彰
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年4月1日 2,880,000

　食品目決定に際し，銘柄を指定すると取り扱い業者が
限定されるため，特に銘柄を指定せず当所の献立計画
に合った同等品を見本品として各業者に提示させ，品
質・価格等を総合的に判断するために，競争に付するこ
とが不利と認められるため（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１個当たり
300円
ほか1件

3039
（株）高丸食品
大阪府堺市百舌鳥赤畑町５
丁715

油揚食料品ほか１件
支出負担行為担当官代理
大阪刑務所総務部長　徳久　彰
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年4月1日 1,653,600

　食品目決定に際し，銘柄を指定すると取り扱い業者が
限定されるため，特に銘柄を指定せず当所の献立計画
に合った同等品を見本品として各業者に提示させ，品
質・価格等を総合的に判断するために，競争に付するこ
とが不利と認められるため（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１個当たり
468円
ほか1件

3040
財団法人関西電気保安協
会大阪南支部
大阪府堺市平岡町８６－１

受変電設備等の保守
支出負担行為担当官代理
大阪刑務所総務部長　徳久　彰
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年4月1日 3,756,684

　受変電設備等の保守については,非常事態に備えて２
４時間体制で緊急対応可能である必要があり,大阪,堺市
内で対応できる契約業者が１社であり競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第第４項，予決冷第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

3041
日本電気（株）関西支社
大阪府大阪市中央区城見１
－４－２４

矯正情報ネットワークシステム
の保守

支出負担行為担当官代理
大阪刑務所総務部長　徳久　彰
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年4月1日 1,998,150

当所の矯正情報ネットワークシステム（以下「システム」
という。）の安定稼働に当たっては，システムの内容を熟
知していることが必要であり，保守作業を安全・確実に遂
行可能であるのは同業者のみであったため。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

3042

パナソニックSSエンジニアリ
ング（株）　関西PSSE社
大阪市淀川区西中島５－５
－１５

電話交換設備の保守
支出負担行為担当官代理
大阪刑務所総務部長　徳久　彰
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年4月1日 1,207,452

　当該保守業務は，機器の点検及び部品の交換等を製
造者の基準に基づいて適正かつ継続的に行う必要があ
り，さらに，24時間緊急対応できる業者でなければならな
いことから，これらの条件を満たすのは契約者のみであ
るため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

3043

東芝情報機器（株）関西支
社
大阪府大阪市北区大淀中１
－１－３０

電子複写機の保守
支出負担行為担当官代理
大阪刑務所総務部長　徳久　彰
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年4月1日 1,108,800
　当該機器の保守に必要な技術及び保守部品を有する
者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１個当たり
2.10円

3044
（株）アール・エス・シー
大阪府大阪市中央区高麗
橋4-3-7

総務部受付等業務委託
支出負担行為担当官
大阪刑務所長　渋谷　孝康
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年4月18日 1,485,600

　本年3月25日に同業種の一般競争入札を実施してお
り，落札業者との契約履行中の契約で追加業務契約で
あることから，時価に比べて著しく有利な価格をもって契
約できる見込みであるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3045 個人情報につき非公表 被収容者ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ業務委託
支出負担行為担当官
大阪刑務所長　渋谷　孝康
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年5月16日 1,108,800

本件業務委託は，刑務所におけるカウンセリングという
特殊な技術を有する者であることから，競争が存在しな
いため。  （会計法第２９条の３第４項・予決令第102条の
４第３項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
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3046
バンドー設備工業（株）
和歌山市小野町2丁目7番
地

大阪刑務所職員宿舎水道メー
ター取替工事
堺市田出井町５番及び７番
平成17年6月7日～平成17年7
月30日

支出負担行為担当官
大阪刑務所長　渋谷　孝康
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年6月6日 4,095,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3047
大阪ガス（株）
大阪市中央区内本町４丁目
１番２号

ガス供給契約
支出負担行為担当官
大阪刑務所長　渋谷　孝康
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年4月1日 38,202,544
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3048
大阪ガス（株）
大阪市中央区内本町４丁目
１番２号

ガス供給契約
支出負担行為担当官
大阪刑務所長　渋谷　孝康
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年4月1日 1,992,314
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3049 堺市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
大阪刑務所長　渋谷　孝康
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年4月1日 354,056,634
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3050 堺市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
大阪刑務所長　渋谷　孝康
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年4月1日 9,082,418
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3051 岸和田市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
大阪刑務所長　渋谷　孝康
大阪府堺市田出井町６番１号

平成17年4月1日 2,828,750
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3052

関西電力（株）南大阪営業
所
大阪府堺市熊野町東２丁２
番２０号

電力供給契約
支出負担行為担当官
大阪医療刑務所長　林　宏輔
大阪府堺市堺区田出井町　8－80

平成17年4月1日 7,651,744
　一般競争を検討したが，契約業者以外に参加業者が
なかったため。（会計法第29条の3第4項，予決令第102
条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3053
（株）日医リース
東京都品川区西五反田　1
－3　－8

超音波白内障手術装置賃貸借
（リース）契約

支出負担行為担当官
大阪医療刑務所長　林　宏輔
大阪府堺市堺区田出井町　8－80

平成17年4月1日 3,572,100
　平成16年9月に賃貸借期間60ヵ月の仕様で賃貸借契
約を締結しているため。
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

3054
東芝医用ファイナンス（株）
東京都文京区本郷3-15-2

X線テレビ撮影装置賃貸借（リー
ス）契約

支出負担行為担当官
大阪医療刑務所長　林　宏輔
大阪府堺市堺区田出井町　8－80

平成17年4月1日 2,176,020
　平成13年3月に賃貸借期間60ヵ月の仕様で賃貸借契
約を締結しているため。
（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には，競争入
札に移行（価格競争）

3055
大阪ガス（株）
大阪市中央区平野町4丁目
1－2

ガス供給契約
支出負担行為担当官
大阪医療刑務所長　林　宏輔
大阪府堺市堺区田出井町　8－80

平成17年4月1日 9,720,590
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）
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3056 堺市上下水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
大阪医療刑務所長　林　宏輔
大阪府堺市堺区田出井町　8－80

平成17年4月1日 20,817,635
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3057
東原畜産
兵庫県姫路市野里二本松５
１

給食残飯処理業務請負契約
支出負担行為担当官
神戸刑務所長　中　野　和　男
兵庫県明石市大久保町森田１２０

平成17年4月1日 2,760,000

通常の廃棄処理に比べ，著しく有利な価格をもって残飯
を引き取ることができる業者との契約であり，近隣では
契約者のみである（会計法第29条の3第4項，予決令第１
０２条の４第４号ロ）。

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

3058
関西電力（株）明石営業所
兵庫県明石市東仲ノ町２番
１４号

電力（業務用）供給契約
支出負担行為担当官
神戸刑務所長　中　野　和　男
兵庫県明石市大久保町森田１２０

平成17年4月1日 24,523,000
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3059
関西電力（株）明石営業所
兵庫県明石市東仲ノ町２番
１４号

電力（産業用）需給契約
支出負担行為担当官
神戸刑務所長　中　野　和　男
兵庫県明石市大久保町森田１２０

平成17年4月1日 19,676,000
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3060
大阪ガス（株）
大阪市中央区平野町４丁目
１－２

ガス供給契約
支出負担行為担当官
神戸刑務所長　中　野　和　男
兵庫県明石市大久保町森田１２０

平成17年4月1日 4,401,578
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3061 明石市水道部 水道供給等契約
支出負担行為担当官
神戸刑務所長　中　野　和　男
兵庫県明石市大久保町森田１２０

平成17年4月1日 178,691,493
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3062
日本通運(株)
兵庫県加古川市平岡町高
畑字辻ケ内３２０の１

作業製品の運送契約
支出負担行為担当官
加古川刑務所長　西尾　裕
加古川市加古川町大野１５３０

平成17年4月1日 3,122,000
施設近隣の大手運送業者に対し市場調査した結果，当
所の仕様に合致したため。（会計法第２９条の３第５項，
予決令第９９条第８号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3063
関西電力（株）　加古川支店
加古川市加古川町北在家２
５５２

電力購入契約
支出負担行為担当官
加古川刑務所長　西尾　裕
加古川市加古川町大野１５３０

平成17年4月1日 48,211,944
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。（会計
法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3064
東原畜産
兵庫県姫路市野里二本松５
１

残さい処理の委託契約一式
支出負担行為担当官
加古川刑務所長　西尾　裕
加古川市加古川町大野１５３０

平成17年4月1日 1,440,000

施設周辺の市場調査した結果，他に残飯を取り扱う専門
処理業者がいなかったため，及び，一般廃棄物で処理し
た場合，契約金額が高額となるため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第４号イ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3065
東レ（株）
東京都中央区日本橋室町
二丁目１番１号

被収容者被服生地購入契約
支出負担行為担当官
加古川刑務所長　西尾　裕
加古川市加古川町大野１５３０

平成17年8月23日 41,769,663
再度の入札をしても落札者がなかったため。（会計法第
２９条の３第５項，特例政令第１２条第１項）

その他 引き続き競争入札を実施
単価契約
495.6円/１m
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3066

(株)三菱電機システムサ－
ビス関西支社
大阪市北区大淀中１－４－
１３

総合警備システム追加設備工
事の請負契約一式

支出負担行為担当官
加古川刑務所長　西尾　裕
加古川市加古川町大野１５３０

平成18年2月22日 2,748,060
既に履行中の物品購入契約に付随した追加の物品購入
のため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第４号イ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3067 加古川市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
加古川刑務所長　西尾　裕
加古川市加古川町大野１５３０

平成17年4月1日 84,272,497
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3068
板谷燃料店
（和歌山市北新中ノ丁１５）

ＬＰガス需給契約
支出負担行為担当官
和歌山刑務所長　矢鳴信行
（和歌山市加納３８３）

平成17年4月1日 5,589,253
　近隣に契約業者以外に供給可能な業者がなく，競争を
許さないため（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１㎥239円

3069
大岩石油（株）
（和歌山市築港１－６）

白灯油需給契約
支出負担行為担当官
和歌山刑務所長　矢鳴信行
（和歌山市加納３８３）

平成17年4月1日 4,191,616

　元売業者間で卸売り価格の適正化との名目で高価格
を維持する姿勢が強く，競争に付すよりも，卸売業者が，
元売業者に気兼ねなく，安い価格を提示でき，時価に比
べて有利な価格で契約できると見込まれるため。（予算
決算及び会計令第１０２条の４第４号のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１リットル
55.50円

3070
大岩石油（株）
（和歌山市築港１－６）

ボイラー用重油需給契約
支出負担行為担当官
和歌山刑務所長　矢鳴信行
（和歌山市加納３８３）

平成17年4月1日 3,246,000

　元売業者間で卸売り価格の適正化との名目で高価格
を維持する姿勢が強く，競争に付すよりも，卸売業者が，
元売業者に気兼ねなく，安い価格を提示でき，時価に比
べて有利な価格で契約できると見込まれるため。（予算
決算及び会計令第１０２条の４第４号のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

丸の内拘置支
所
単価契約
１リットル
47.50円

3071
共和工業（株）
（和歌山市西庄２９５－７）

浄化槽保守点検水質検査料
支出負担行為担当官
和歌山刑務所長　矢鳴信行
（和歌山市加納３８３）

平成17年4月1日 2,711,688

　当該業務は，特殊性があり，業者数も限られており，業
者間で価格を維持する姿勢が強く，時価に比べて有利な
価格で契約できる見込みがあるため。（予算決算及び会
計令第１０２条の４第４号のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約

3072
フジテック（株）大阪支社
（大阪市浪速区難波中２－１
０－７０）

エレベーター（４基），ダムウェー
ダー（１基）の保守点検契約

支出負担行為担当官
和歌山刑務所長　矢鳴信行
（和歌山市加納３８３）

平成17年4月1日 1,537,200

　当該エレベーター等は，フジテック製であり，構造的に
独自に開発した部材を多く使用しているため，他社と比
較しても，部品等が安価に調達できるなど，有利な価格
で契約できる見込みがあるため。（予算決算会計令第１
０２条の４第４号のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
月額128,100
円

3073 個人情報につき非公表 被収容者ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ業務委託
支出負担行為担当官
和歌山刑務所長　矢鳴信行
（和歌山市加納３８３）

平成17年5月30日 1,701,000

本件業務委託は，刑務所におけるカウンセリングという
特殊な技術を有する者であることから，競争が存在しな
いため。  （会計法第２９条の３第４項・予決令第102条の
４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
時給5,250円

3074
関西電力（株）和歌山営業
所
（和歌山市岡山丁４０）

電力供給契約
支出負担行為担当官
和歌山刑務所長　矢鳴信行
（和歌山市加納３８３）

平成17年4月1日 15,369,731

契約業者以外の特定規模電機事業者，一般電機事業
者に送電可能な業者がなく，価格競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
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契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
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3075
関西電力（株）和歌山営業
所
（和歌山市岡山丁４０）

電力供給契約
支出負担行為担当官
和歌山刑務所長　矢鳴信行
（和歌山市加納３８３）

平成17年4月1日 1,965,487

契約業者以外の特定規模電機事業者，一般電機事業
者に送電可能な業者がなく，価格競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

丸の内拘置支
所
単価契約

3076
タツミ製パン所
（和歌山市鳴神１２０６）

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
和歌山刑務所長　矢鳴信行
（和歌山市加納３８３）

平成17年4月1日 2,087,844

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１kg２６８円

3077
板谷燃料店
和歌山市北新中ノ丁１５番
地

ガス供給契約
支出負担行為担当官
和歌山刑務所長　矢鳴信行
（和歌山市加納３８３）

平成17年4月1日 4,788,070
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3078 和歌山市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
和歌山刑務所長　矢鳴信行
（和歌山市加納３８３）

平成17年4月1日 14,559,197
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3079 和歌山市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
和歌山刑務所長　矢鳴信行
（和歌山市加納３８３）

平成17年4月1日 10,883,131
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3080
関西電力（株）姫路支店
兵庫県姫路市十二所前町
117番地

電力供給契約
支出負担行為担当官
姫路少年刑務所長　河合秀夫
兵庫県姫路市岩端町４３８番地

平成17年4月1日 8,257,573

　現に契約履行中の業者以外の業者と契約する場合，
その準備等に相当な期間を要することから，当所の目的
に沿った供給が得られないおそれがあったため。（予算
決算及び会計令第１０２条の４第４号のイ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3081
関西電力（株）姫路支店
兵庫県姫路市十二所前町
117番地

電力供給契約
支出負担行為担当官
姫路少年刑務所長　河合秀夫
兵庫県姫路市岩端町４３８番地

平成17年4月1日 3,514,262

平成１７年４月から電気料金の料金単価を値下げするこ
とが判明しており，電力供給契約を締結すると，値下げ
前の料金単価での契約となり，一般競争入札をすること
によって不利益を被るため。（予算決算及び会計令第１
０２条の４第４項のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3082
関西電力（株）姫路支店
兵庫県姫路市十二所前町
117番地

作業用電力供給契約
支出負担行為担当官
姫路少年刑務所長　河合秀夫
兵庫県姫路市岩端町４３８番地

平成17年4月1日 6,163,999

　現に契約履行中の業者以外の業者と契約する場合，
その準備等に相当な期間を要することから，当所の目的
に沿った供給が得られないおそれがあったため。（予算
決算及び会計令第１０２条の４第４号のイ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3083 個人情報につき非公表 被収容者ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ業務委託
支出負担行為担当官
姫路少年刑務所長　河合秀夫
兵庫県姫路市岩端町４３８番地

平成17年7月1日 3,633,000

本件業務委託は，刑務所におけるカウンセリングという
特殊な技術を有する者であることから，競争が存在しな
いため。  （会計法第２９条の３第４項・予決令第102条の
４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

3084
神戸日野自動車（株）
兵庫県姫路市飾磨区今在
家字東荒新田１０８２－１

マイクロバス更新整備契約
支出負担行為担当官
姫路少年刑務所長　河合秀夫
兵庫県姫路市岩端町４３８番地

平成17年9月12日 4,714,500
一般競争入札(価格競争)に付したが落札者がいなかっ
たため。（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所
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3085
（株）たぢま屋
兵庫県姫路市本町１３６番
地

新庁舎事務用家具一式購入契
約

支出負担行為担当官
姫路少年刑務所長　河合秀夫
兵庫県姫路市岩端町４３８番地

平成17年10月11日 8,578,500
一般競争入札(価格競争)に付したが落札者がいなかっ
たため。（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

3086
（株）ホープ
兵庫県姫路市花田一本松
字牛塚１－１

自動車運行管理業務委託契約
支出負担行為担当官
姫路少年刑務所長　河合秀夫
兵庫県姫路市岩端町４３８番地

平成17年11月21日 1,344,000
一般競争入札(価格競争)に付したが落札者がいなかっ
たため。（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施
契約単価
１日当たり
１６，８００円

3087
大日本土木（株）大阪支店
大阪市中央区本町４丁目２
番５号

姫路少年刑務所庁舎等新営
（建築)工事（第１回追加）
姫路市岩端町４３８番地
平成17年5月18日～平成18年3
月17日

支出負担行為担当官
姫路少年刑務所長　河合秀夫
兵庫県姫路市岩端町４３８番地

平成17年5月17日 176,400,000

　本工事は，姫路少年刑務所庁舎等新営（建築）工事
（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（収容を継
続した上，順次工区を変更しながら取り壊しと建築を繰り
返し行う工事）であり，一体の構造物の構築等を目的とし
ていることから，施工業者が前工事と本工事で異なる場
合には，かし担保責任の範囲が不明確になる等密接不
可分な関係にあり，技術的に一貫した施工が必要である
ため（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第4号
イ）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3088
西部電気建設（株）
兵庫県神戸市灘区都通４丁
目１番１号

姫路少年刑務所庁舎等新営
（電気設備)工事（第１回追加）
姫路市岩端町４３８番地
平成17年10月4日～平成18年3
月17日

支出負担行為担当官
姫路少年刑務所長　河合秀夫
兵庫県姫路市岩端町４３８番地

平成17年10月3日 21,000,000

　本工事は，姫路少年刑務所庁舎等新営（電気設備）工
事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（収容を
継続した上，順次工区を変更しながら取り壊しと建築を
繰り返し行う工事）であり，一体の構造物の構築等を目
的としていることから，施工業者が前工事と本工事で異
なる場合には，かし担保責任の範囲が不明確になる等
密接不可分な関係にあり，技術的に一貫した施工が必
要であるため（会計法第29条の3第4項，予決令第102条
の4第4号イ）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3089

美樹・近畿工業・田染経常
建設共同企業体
兵庫県姫路市東延末２丁目
５０番地

姫路少年刑務所庁舎等新営
（機械設備)工事（第１回追加）
姫路市岩端町４３８番地
平成17年10月4日～平成18年3
月17日

支出負担行為担当官
姫路少年刑務所長　河合秀夫
兵庫県姫路市岩端町４３８番地

平成17年10月3日 24,360,000

　本工事は，姫路少年刑務所庁舎等新営（機械設備）工
事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（収容を
継続した上，順次工区を変更しながら取り壊しと建築を
繰り返し行う工事）であり，一体の構造物の構築等を目
的としていることから，施工業者が前工事と本工事で異
なる場合には，かし担保責任の範囲が不明確になる等
密接不可分な関係にあり，技術的に一貫した施工が必
要であるため（会計法第29条の3第4項，予決令第102条
の4第4号イ）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3090 兵庫県教育長

姫路少年刑務所庁舎等新営工
事に伴う埋蔵文化財発掘調査
工事（出土品整理）
姫路市岩端町４３８番地
平成17年12月2日～平成18年1
月31日

支出負担行為担当官
姫路少年刑務所長　河合秀夫
兵庫県姫路市岩端町４３８番地

平成17年12月1日 2,591,000

　当該工事は，平成１２，１５年度に，兵庫県教育委員会
埋蔵文化財調査事務所により契約履行された，姫路少
年刑務所新営工事に伴う埋蔵文化財発掘調査工事に係
る出土品整理であり，当該請負者以外の者が履行でき
ないため（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4
第3号）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3091

大和ハウス工業（株）姫路支
店
兵庫県姫路市安田町１丁目
６７番地

姫路少年刑務所仮設面会所棟
移設工事
姫路市岩端町４３８番地
平成18年1月12日～平成18年3
月24日

支出負担行為担当官
姫路少年刑務所長　河合秀夫
兵庫県姫路市岩端町４３８番地

平成18年1月11日 16,747,500

　当該建物は，施工業者のプレハブ製品であり，今回再
利用する構造部材及び関連部材は，同業者独自の製品
であることから，施工可能な者が特定されるため（会計
法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3号）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

411



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

3092

大阪ガス（株）
大阪市西区千代崎三丁目
南２の３７ドームシティガスビ
ル１２Ｆ

ガス供給契約
支出負担行為担当官
姫路少年刑務所長　河合秀夫
兵庫県姫路市岩端町４３８番地

平成17年4月1日 2,773,802
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3093

大阪ガス（株）
大阪市西区千代崎三丁目
南２の３７ドームシティガスビ
ル１２Ｆ

ガス供給契約
支出負担行為担当官
姫路少年刑務所長　河合秀夫
兵庫県姫路市岩端町４３８番地

平成17年4月1日 3,935,978
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3094 姫路市水道局営業課 水道供給等契約
支出負担行為担当官
姫路少年刑務所長　河合秀夫
兵庫県姫路市岩端町４３８番地

平成17年4月1日 37,963,010
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3095 姫路市水道局営業課 水道供給等契約
支出負担行為担当官
姫路少年刑務所長　河合秀夫
兵庫県姫路市岩端町４３８番地

平成17年4月1日 13,101,784
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3096
関西電力（株）
大阪市北区中之島３丁目６
番１６号

電力供給契約
支出負担行為担当官
奈良少年刑務所長　渡部志郎
奈良市般若寺町18

平成17年4月1日 15,067,252

契約業者以外の特定規模電機事業者，一般電機事業
者に送電可能な業者がなく，価格競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3097 奈良市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
奈良少年刑務所長　渡部志郎
奈良市般若寺町18

平成17年4月1日 13,542,435
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3098 大和高田市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
奈良少年刑務所長　渡部志郎
奈良市般若寺町18

平成17年4月1日 4,826,282
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3099
関西電力（株）
京都市北区小山北上総町５
０番

電力供給契約
支出負担行為担当官
京都拘置所長　有村正広
京都市伏見区竹田向代町１３８

平成17年4月1日 8,342,014
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3100
京都市

京都拘置所職員宿舎新営工事
敷地購入
京都都市計画（京都国際文化
観光都市建設計画）都市計画
事業上鳥羽南部地区土地区画
整理事業による仮換地等第１３
１－Ａブロック竹田向代４，１８，
１８－１，１９－１及び２０並びに
保留地１３１Ａ－３

支出負担行為担当官
京都拘置所長　有村正広
京都市伏見区竹田向代町１３８

平成17年8月10日 643,262,080
　市町村（京都市）から直接に物件を買い入れるため。
（会計法29条の3第5項，予決令第99条第16号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3101 京都市上下水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
京都拘置所長　有村正広
京都市伏見区竹田向代町１３８

平成17年4月1日 33,312,868
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

412



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
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点検結果 講ずる措置 備考

3102
関西電力（株）
大阪市北区中之島３丁目６
番１６号

電力供給契約
支出負担行為担当官
大阪拘置所長　岩 渕 德 男
大阪市都島区友渕町1-2-5

平成17年4月1日 20,399,153
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。（会計
法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3103
（株）保利
大阪府大阪市東成区深江
南２－２０－１６

通行錠シリンダー取替工事(直
営）に伴う建築材料の調達
大阪市都島区友渕町1-2-5
平成18年1月31日
数　量：通行錠用可変シリン
ダー９１２個ほか４点

支出負担行為担当官
大阪拘置所長　岩 渕 德 男
大阪市都島区友渕町1-2-5

平成17年11月7日 7,665,000
法務省指定構造の通行錠シリンダーを製造している業
者は，当該業者のみであるため（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3104 大阪市水道局大宮営業所 水道供給等契約
支出負担行為担当官
大阪拘置所長　岩 渕 德 男
大阪市都島区友渕町1-2-5

平成17年4月1日 233,652,590
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3105
関西電力（株）
大阪市北区中之島３丁目６
番１６号

電力供給契約
支出負担行為担当官
神戸拘置所長　高　橋　裕　紀
神戸市北区ひよどり北町2-1

平成17年4月1日 9,095,552

　現在のところ,電力使用量が小規模であり,入札を実施
しても電気使用料金が高くなる可能性が十分あるため随
意契約によることとした。（予算決算及び会計令第１０２
条の４第４号のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3106
関西電力（株）
大阪市北区中之島３丁目６
番１６号

電力供給契約
支出負担行為担当官
神戸拘置所長　高　橋　裕　紀
神戸市北区ひよどり北町2-1

平成17年4月1日 2,451,022

　現在のところ,電力使用量が小規模であり,入札を実施
しても電気使用料金が高くなる可能性が十分あるため随
意契約によることとした。（予算決算及び会計令第１０２
条の４第４号のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3107
大阪ガス（株）
兵庫営業所　神戸市中央区
川崎町１－８－２

ガス供給契約
支出負担行為担当官
神戸拘置所長　高　橋　裕　紀
神戸市北区ひよどり北町2-1

平成17年4月1日 2,900,679
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3108
大阪ガス（株）
神戸市中央区東川崎町1-
8-2

ガス供給契約
支出負担行為担当官
神戸拘置所長　高　橋　裕　紀
神戸市北区ひよどり北町2-1

平成17年4月1日 2,866,721
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3109 神戸市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
神戸拘置所長　高　橋　裕　紀
神戸市北区ひよどり北町2-1

平成17年4月1日 43,059,999
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3110 尼崎市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
神戸拘置所長　高　橋　裕　紀
神戸市北区ひよどり北町2-1

平成17年4月1日 6,097,411
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

413



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
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点検結果 講ずる措置 備考

3111
関西電力（株）
大阪市北区中之島３丁目６
番１６号

電力供給契約
支出負担行為担当官
宇治少年院長　北川博美
宇治市五ケ庄三番割官有地

平成17年4月1日 4,156,591
契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため｡(会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3112 宇治市市水道事業管理者 水道供給等契約
支出負担行為担当官
宇治少年院長　北川博美
宇治市五ケ庄三番割官有地

平成17年4月1日 3,709,399
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3113
大阪ガス（株）
高槻市藤の里町３９－６

ガス供給契約
支出負担行為担当官
浪速少年院長　安　森　幹　彦
茨木市郡山1-10-17

平成17年4月1日 4,462,897
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3114 茨木市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
浪速少年院長　安　森　幹　彦
茨木市郡山1-10-17

平成17年4月1日 9,369,991
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3115 交野市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
交野女子学院長　中村　勝徳
交野市郡津2-45-1

平成17年4月1日 8,777,049
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3116 阪南市上下水道部 水道供給等契約
支出負担行為担当官
和泉学園長　西村重則
大阪府阪南市貝掛１０９６

平成17年4月1日 4,567,272
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3117

関西電力(株)
加古川営業所
兵庫県加古川市加古川町
北在家２５５２

電力供給契約
支出負担行為担当官
加古川学園長　中川崇
兵庫県加古川市八幡町宗佐５４４

平成17年4月1日 19,330,679

蓄熱割引・太陽光発電割引等の他社では応じられない
契約があり入札ではこれらの適用を受けられないため
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3118 加古川市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
加古川学園長　中川崇
兵庫県加古川市八幡町宗佐５４４

平成17年4月1日 8,710,283
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3119
関西電力(株)奈良営業所
奈良市大宮町７－１－２０

電力供給契約
支出負担行為担当官
　奈良少年院長　土田基憲
（奈良県奈良市秋篠町１１２２）

平成17年4月1日 4,225,162
契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。　（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3120
（株）加藤商会
奈良市今市町４６－１

ガス供給契約
支出負担行為担当官
　奈良少年院長　土田基憲
（奈良県奈良市秋篠町１１２２）

平成17年4月1日 1,725,910
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

414



件数
契約の相手方の商号又は
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点検結果 講ずる措置 備考

3121 奈良市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
　奈良少年院長　土田基憲
（奈良県奈良市秋篠町１１２２）

平成17年4月1日 2,274,144
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3122
関西電力（株）
大阪市北区中之島3-6-16

電気の供給
高圧電力AS
91KW

支出負担行為担当官
京都医療少年院長　指宿　照久
宇治市木幡平尾４

平成17年4月1日 4,263,079

特定規模電気事業者に入札の依頼をしたが，「採算が
取れない」等の理由で，関西電力㈱以外の全ての業者
に断られたため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3123
京都府赤十字血液センター
京都市東山区三十三間堂
廻り

血漿分画製剤「クロスエイトＭ」
購入契約

支出負担行為担当官
京都医療少年院長　指宿　照久
宇治市木幡平尾4

平成17年6月16日 8,741,376

供給可能業者が「赤十字血液センター」１社しかないた
め（いわゆる一般の卸業者には卸していないため）。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
68,292円

3124 宇治市水道部 水道供給等契約
支出負担行為担当官
京都医療少年院長　指宿　照久
宇治市木幡平尾4

平成17年4月1日 8,630,579
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3125

関西電力（株）南大阪営業
所
大阪府堺市堺区熊野町東２
－２－２０

電力供給契約
支出負担行為担当官代理
大阪少年鑑別所次長　大森正
大阪府堺市堺区田出井町８番３０号

平成17年4月1日 15,671,491
契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。 （会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3126
大阪ガス（株）
大阪市西区千代崎３－２－
３

ガス供給契約
支出負担行為担当官代理
大阪少年鑑別所次長　大森正
大阪府堺市堺区田出井町８番３０号

平成17年4月1日 4,339,280
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3127 堺市上下水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官代理
大阪少年鑑別所次長　大森正
大阪府堺市堺区田出井町８番３０号

平成17年4月1日 11,650,150
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3128
大阪ガス（株）
大阪市西区千代崎３－２－
３

ガス供給契約
支出負担行為担当官
神戸少年鑑別所長　柏木　史雄
神戸市兵庫区下祇園町40-7

平成17年4月1日 2,279,240
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3129 神戸市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
神戸少年鑑別所長　柏木　史雄
神戸市兵庫区下祇園町40-7

平成17年4月1日 3,367,518
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3130
企業警備保障（株）
島根県松江市雑賀町２４７

警備業務委託
支出負担行為担当官
鳥取刑務所長　塚本哲生
（鳥取市下味野７１９）

平成17年4月1日 7,320,000
再度の入札をしても落札者がなかった。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

415



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
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（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

3131
松川商会
鳥取県鳥取市福部町海士５
０３－１１

産業廃棄物処理委託契約
（廃プラスチック類，金属くず等）

支出負担行為担当官
鳥取刑務所長　塚本哲生
（鳥取市下味野７１９）

平成17年4月1日 1,146,755

当所が排出した産業廃棄物が不法に投棄された場合
，当所の社会的責任が問われることとなるので，長年実
績あり信用の置ける業者と契約を行った。（会計法第29
条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１㎥当たり
7，4００円
ほか8件

3132
財団法人鳥取市環境事業
公社
鳥取市秋里１０３１番地２

可燃物処理契約
支出負担行為担当官
鳥取刑務所長　塚本哲生
（鳥取市下味野７１９）

平成17年4月1日 2,083,508
市の指定業者であり，競争が存在しない。
（会計法29条の３第4項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
1㎏１７円７４
銭

3133
財団法人鳥取市環境事業
公社
鳥取市秋里１０３１番地２

浄化槽汚水処理管理契約
支出負担行為担当官
鳥取刑務所長　塚本哲生
（鳥取市下味野７１９）

平成17年4月1日 1,855,350

当該保守業務は，機器の点検及び部品の交換等を製造
者の基準に基づいて適性かつ継続的に行う必要があ
り，さらに，２４時間緊急対応できる業者でなければなら
ないことから，これらの条件を満たすのは契約者のみで
ある。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3134
財団法人鳥取市環境事業
公社
鳥取市秋里１０３１番地２

浄化槽汚泥引抜き委託契約
支出負担行為担当官
鳥取刑務所長　塚本哲生
（鳥取市下味野７１９）

平成17年4月1日 1,965,438
鳥取県東部地区の業者が合併して公社を設立したもの
であり，近隣に同業者がいない。（会計法第２９条の３第
４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１８００リットル
１６，２７５円

3135
因幡環境整備（株）
鳥取県八頭郡智頭町大字
市瀬1478番地１

産業廃棄物処理委託契約（木く
ず，紙くず）

支出負担行為担当官
鳥取刑務所長　塚本哲生
（鳥取市下味野７１９）

平成17年4月1日 2,415,150

当所が排出した産業廃棄物が不法に投棄された場合
，当所の社会的責任が問われることとなるので，長年実
績あり信用の置ける業者と契約を行った。（会計法第29
条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１㎥当たり
６，０００円
ほか１件

3136
グレース（株）
鳥取市徳尾189番地１

Ａ重油（第３・四半期）供給契約
支出負担行為担当官
鳥取刑務所長　塚本哲生
（鳥取市下味野７１９）

平成17年10月1日 3,968,640
再度の入札をしても落札者がなかった。
（予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施
単価契約
1リットル
55円12銭

3137
中国電力（株）鳥取営業所
鳥取市新品寺１番地の６

業務用高負荷率電力
支出負担行為担当官
鳥取刑務所長　塚本哲生
（鳥取市下味野７１９）

平成17年4月1日 15,074,274
新工場，新棟建設中であり電力量の大幅な変更となり，
予定電力量が未定のため。（会計法第29条の３第4項，
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3138
（有）亀井堂
鳥取市徳尾１２２

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
鳥取刑務所長　塚本哲生
（鳥取市下味野７１９）

平成17年4月1日
平成17年9月28日

2,324,826

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１個　62円
ほか11件

3139
和光工業（株）
松江市矢田町２６０－２１

鳥取刑務所庁舎屋根防水改修
工事
鳥取市下味野７１９
平成17年12月22日～平成18年
2月22日

支出負担行為担当官
鳥取刑務所長　塚本哲生
（鳥取市下味野７１９）

平成17年12月21日 5,145,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

416
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3140 鳥取市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
鳥取刑務所長　塚本哲生
（鳥取市下味野７１９）

平成17年4月1日 21,251,501
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3141
(株）ふくしま
松江市母衣町１８０番地９

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
松江刑務所長　松下三夫
（島根県松江市西川津町６７番地）

平成17年4月1日 3,226,459

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

3142
中国電力（株）
広島市中区小町４番３３号

電力の供給契約
支出負担行為担当官
松江刑務所長　松下三夫
（島根県松江市西川津町６７番地）

平成17年4月1日 15,380,675
電力供給業者が他にないため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3143 松江市水道事業管理者 水道供給等契約
支出負担行為担当官
松江刑務所長　松下三夫
（島根県松江市西川津町６７番地）

平成17年4月1日 52,727,365
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3144
（株）岡山木村屋
岡山市桑田町3番30号

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
岡山刑務所長　若林　義友
岡山市牟佐７６５

平成17年4月1日 5,998,259

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

単価契約
1個当たり99
円
ほか4件

3145
岡山ヤクルト販売（株）
岡山市津倉町１－２－１

被収容者給食用乳酸菌飲料等
の購入

支出負担行為担当官
岡山刑務所長　若林　義友
岡山市牟佐７６５

平成17年4月1日 3,904,665

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
1個当たり29
円
ほか6件

3146
（株）衛生センター
岡山市当新田４４３－１

生ごみ処理契約
支出負担行為担当官
岡山刑務所長　若林　義友
岡山市牟佐７６５

平成17年4月1日 4,030,250

当所が排出した産業廃棄物が不法に投棄された場合
，当所の社会的責任が問われることとなるので，長年実
績あり信用の置ける業者と契約を行った。（会計法第29
条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
1ｋｇ当たり23.5
円

3147
八晃産業（株）
岡山市福吉町３１番２４号

浄化槽汚泥引抜き委託契約
支出負担行為担当官
岡山刑務所長　若林　義友
岡山市牟佐７６５

平成17年4月1日 11,197,200

岡山市における浄化槽の保守は，県の業者組合が地域
割りを行っており，他地域の業者が参入することが困難
であるため，事実上，競争入札が困難である（会計法第
29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

単価契約
1㎥当たり
12,400円
ほか１件

3148
伊丹産業（株）
岡山市海岸通り２丁目７番１
１号

プロパンガス供給契約
支出負担行為担当官
岡山刑務所長　若林　義友
岡山市牟佐７６５

平成17年4月1日 2,473,905

入札参加資格のない近隣の取引業者を見積り合わせに
参加させ，多数の業者による競争をさせることによって，
より安価な購入が見込まれるため（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第４号のロ）。

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
1㎥当たり165
円
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3149
（財）倉敷成人病センター
倉敷市白楽町２５０番地

被収容者胃部Ｘ線撮影契約
支出負担行為担当官
岡山刑務所長　若林　義友
岡山市牟佐７６５

平成17年4月1日 1,253,070

近隣の取引業者を見積り合わせに参加させ，多数の業
者による競争をさせることによって，より安価な購入が見
込まれるため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第４号のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
121.8円
ほか１件

3150
（株）セツビ
岡山市新保６６９－７

岡山刑務所宿舎浴槽・風呂釜
整備工事
岡山市牟佐７６５
平成18年1月31日～平成18年3
月3日

支出負担行為担当官
岡山刑務所長　若林義友
岡山市牟佐７６５

平成18年1月30日 2,625,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3151
伊丹産業（株）
岡山市海岸通り２－７－１１

ガス供給契約
支出負担行為担当官
岡山刑務所長　若林義友
岡山市牟佐７６５

平成17年4月1日 8,174,358
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3152 岡山市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
岡山刑務所長　若林義友
岡山市牟佐７６５

平成17年4月1日 26,808,443
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3153
中国電力（株）広島営業所
広島市中区竹屋町２－４２

業務用高負荷率電力契約

支出負担行為担当官
広島刑務所長　宇都宮　孝
（広島県広島市中区吉島町１３－１１
４）

平成17年4月5日 15,384,158

契約業者以外の特定規模電機事業者，一般電機事業
者に送電可能な業者がなく，価格競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3154
中国電力（株）尾道営業所
尾道市栗原町５０９８－１

業務用高負荷率電力契約

支出負担行為担当官代理
広島刑務所総務部長　國吉高虎
（広島県広島市中区吉島町１３－１１
４）

平成17年4月1日 8,950,779

契約業者以外の特定規模電機事業者，一般電機事業
者に送電可能な業者がなく，価格競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3155
中国電力（株）福山営業所
福山市沖野上１－７－２８

業務用高負荷率電力契約

支出負担行為担当官代理
広島刑務所総務部長　國吉高虎
（広島県広島市中区吉島町１３－１１
４）

平成17年4月2日 2,072,139

契約業者以外の特定規模電機事業者，一般電機事業
者に送電可能な業者がなく，価格競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3156
（株）武田商店
東京都渋谷区恵比寿西２－
３－１３

警備用機器一式

支出負担行為担当官
広島刑務所長　宇都宮　孝
（広島県広島市中区吉島町１３－１１
４）

平成18年2月23日 1,688,820

法務省の制式であり，製造販売は１業者に限られている
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

3157

三菱電機システムサービス
（株）中四国支社
広島県広島市南区大洲４－
３－２６

医務・収容棟新営工事に伴う警
備システム整備

支出負担行為担当官
広島刑務所長　宇都宮　孝
（広島県広島市中区吉島町１３－１１
４）

平成18年2月23日 6,615,000

契約業者は，広島刑務所総合警備システムの当初から
の供給者であり，供給者を変更することにより，当該シス
テムの稼動に支障が生じることになるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3158 個人情報につき非公表 被収容者ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ業務委託

支出負担行為担当官
広島刑務所長　宇都宮　孝
（広島県広島市中区吉島町１３－１１
４）

平成17年5月25日 3,905,000

本件業務委託は，刑務所におけるカウンセリングという
特殊な技術を有する者であることから，競争が存在しな
いため。  （会計法第２９条の３第４項・予決令第102条の
４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
５０００円／時
間

418



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

3159
（株）センタークリーナー
広島県広島市南区出島１－
２０－３

生ごみ収集運搬

支出負担行為担当官代理
広島刑務所総務部長　國吉高虎
（広島県広島市中区吉島町１３－１１
４）

平成17年4月1日 4,868,094

 生ごみ収集運搬処理は，夜間無人の集積場での作業と
なるため，信頼性の高い業者に委託しない限り，所期の
目的が達成できない。（会計法第２９条の３第４項予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3160
全国通運（株）中国支社
広島県広島市南区東駅町１
－１

刑務作業製品の販売先への輸
送契約一式
①路線便小口混載輸送
②品名別県内輸送
③鉄道・コンテナ輸送
④施設間トラック輸送

支出負担行為担当官
広島刑務所長　宇都宮　孝
（広島県広島市中区吉島町１３－１１
４）

平成17年4月4日 1,988,700
  運送料金は地域の協定により料金が決まっており，営
業の性質から競争入札に馴染まないため
（会計法第29条の3第5項，予決令第99条第8号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
①１０ｋｇを５０
ｋｍ
で８００円ほか
すべ
て料金表によ
る。

3161
（株）植田商店
広島県安芸郡海田町稲荷
町1丁目23番13号

被収容者食糧購入契約

支出負担行為担当官
広島刑務所長　宇都宮　孝
（広島県広島市中区吉島町１３－１１
４）

平成17年12月16日 2,131,500
単価契約で調達数量の予定が予決令第９９条第３号に
該当すると積算したものの，結果的に予定数量を超えて
しまったため（予決令第９９条第３号）。

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１ｋｇ当たり700
円

3162

（株）西林パン
広島県広島市中区白島町
15-6

被収容者主食パン供給契約

支出負担行為担当官代理
広島刑務所総務部長　國吉高虎
支出負担行為担当官
広島刑務所長　宇都宮　孝
（広島県広島市中区吉島町１３－１１
４）

平成17年4月1日 3,660,225

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１ｋｇ当たり
312円

3163
安藤建設（株）広島支店
広島県広島市中区本川町２
-２－４

平成１６年度広島刑務所医務・
収容棟等新営工事に伴う付帯
工事（洗濯工場増築等）
広島県広島市中区吉島町１３－
１１４
平成17年10月1日～平成18年3
月15日

支出負担行為担当官
広島刑務所長　宇都宮　孝
広島県広島市中区吉島町１３－１１４

平成17年9月30日 18,480,000

　本工事は，平成１６年度広島刑務所収容棟等新営工
事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事（収容を
継続した上，順次工区を変更しながら取り壊しと建築を
繰り返し行う工事）であり，一体の構造物の構築等を目
的としていることから，施工業者が前工事と本工事で異
なる場合には，かし担保責任の範囲が不明確になる等
密接不可分な関係にあり，技術的に一貫した施工が必
要であるため（会計法第29条の3第4項，予決令第102条
の4第4号イ）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3164
広島ガス（株）
広島市南区皆実町二丁目７
番１号

ガス供給契約
支出負担行為担当官
広島刑務所長　宇都宮　孝
広島県広島市中区吉島町１３－１１４

平成17年4月1日 3,299,035
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3165
広島ガス（株）
広島市南区皆実町二丁目７
番１号

ガス供給契約
支出負担行為担当官
広島刑務所長　宇都宮　孝
広島県広島市中区吉島町１３－１１４

平成17年4月1日 4,270,319
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3166 広島市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
広島刑務所長　宇都宮　孝
広島県広島市中区吉島町１３－１１４

平成17年4月1日 160,289,712
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

419



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

3167 尾道市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
広島刑務所長　宇都宮　孝
広島県広島市中区吉島町１３－１１４

平成17年4月1日 15,466,626
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3168 呉市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
広島刑務所長　宇都宮　孝
広島県広島市中区吉島町１３－１１４

平成17年4月1日 1,800,799
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3169 福山市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
広島刑務所長　宇都宮　孝
広島県広島市中区吉島町１３－１１４

平成17年4月1日 3,287,764
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3170
（有）光田商店
山口市三和町６－５

一般廃棄物収集処理業務請負
契約

支出負担行為担当官
山口刑務所長　大　島　敬　造
山口市松美町３－７５

平成17年4月1日 2,247,046
収集運搬業務の委託（予算決算及び会計令第９９条第８
項）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１ｋｇ当たり１６
円

3171
山口ゼロックス（株）
山口市小郡黄金町４番１号

電子複写機の保守及び消耗品
等の供給契約

支出負担行為担当官
山口刑務所長　大　島　敬　造
山口市松美町３－７５

平成17年4月1日 1,145,962
保守業者が１業者しかない(会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3172
中国電力（株）山口営業所
山口市中央２丁目３－１

電力需給契約
支出負担行為担当官
山口刑務所長　大　島　敬　造
山口市松美町３－７５

平成17年4月1日 13,052,807
契約業者が１業者しかいない(会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3173
山口合同ガス（株）
山口県下関市本町３－１－
１

ガス需給契約
支出負担行為担当官
山口刑務所長　大　島　敬　造
山口市松美町３－７５

平成17年4月1日 2,375,985
契約業者が１業者しかいない(会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3174
東亜パン
山口市宝町４－１９

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
山口刑務所長　大　島　敬　造
山口市松美町３－７５

平成17年4月1日 2,979,598

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

単価契約
１本当たり
６７円
ほか４件

3175
山口合同ガス（株）
下関市本町３－１－１

ガス供給契約
支出負担行為担当官
山口刑務所長　大　島　敬　造
山口市松美町３－７５

平成17年4月1日 2,375,985
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3176 山口市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
山口刑務所長　大　島　敬　造
山口市松美町３－７５

平成17年4月1日 30,650,855
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

3177 下関市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
山口刑務所長　大　島　敬　造
山口市松美町３－７５

平成17年4月1日 2,520,788
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3178 周南市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
山口刑務所長　大　島　敬　造
山口市松美町３－７５

平成17年4月1日 1,781,933
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3179 個人情報につき非公表 被収容者ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ業務委託
支出負担行為担当官
岩国刑務所長　藤　井　照　良
山口県岩国市錦見６丁目１１－２９

平成17年4月26日 4,567,185

本件業務委託は，刑務所におけるカウンセリングという
特殊な技術を有する者であることから，競争が存在しな
いため。  （会計法第２９条の３第４項・予決令第102条の
４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

3180
岩国製パン製菓（有）
岩国市岩国２丁目４－１７

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
岩国刑務所長　藤　井　照　良
山口県岩国市錦見６丁目１１－２９

平成17年4月3日 2,112,000

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１個当たり
６２円ほか

3181 岩国市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
岩国刑務所長　藤　井　照　良
山口県岩国市錦見６丁目１１－２９

平成17年4月1日 8,193,753
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3182
丸山建設（株）
広島市中区南竹屋町２－２
８

平成１７年度広島拘置所屋上
フェンス改修工事
広島市中区上八丁堀２－６
平成18年3月1日～平成18年3
月25日

支出負担行為担当官
広島拘置所長　横山和洋
広島市中区上八丁堀２－６

平成18年3月1日 9,660,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3183 広島市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
広島拘置所長　横山和洋
広島市中区上八丁堀２－６

平成17年4月1日 44,535,399
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3184
中国電力（株）
広島市中区小町４－３３

電力供給契約
支出負担行為担当官
美保学園長　米 満 盛 久
鳥取県米子市大篠津町４５５７

平成17年4月1日 2,010,236
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。
会計法２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約

3185
妹尾産業（有）
岡山市箕島１３０６－２６

浄化槽維持管理
支出負担行為担当官
　　岡山少年院長　折　田　　清
　　（岡山市箕島２４９７）

平成17年4月1日 3,923,436

　当該保守業務は，機器の点検及び部品の交換等を製
造者の基準に基づいて適正かつ継続的に行う必要があ
り，さらに，２４時間緊急対応できる業者でなければなら
ないことから，これらの契約を満たすのは契約者のみで
ある。
会計法２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
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（円）
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（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

3186
中国電力（株）
広島市中区小町４－３３

業務用高負荷率電力
支出負担行為担当官
　　岡山少年院長　折　田　　清
　　（岡山市箕島２４９７）

平成17年4月1日 7,552,375
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。
会計法２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3187 岡山市水道事業管理者 水道供給等契約
支出負担行為担当官
　　岡山少年院長　折　田　　清
　　（岡山市箕島２４９７）

平成17年4月1日 2,869,897
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3188
（株）三井開発
広島県東広島市八本松町
原4792番地

浄化槽維持管理業務一式

支出負担行為担当官
　広島少年院長　小松　賢治
（東広島市八本松町大字原１１１７４
－３１）

平成17年4月1日 2,918,892

　当該保守業務は，機器の点検及び部品の交換等を製
造者の基準に基づいて適正かつ継続的に行う必要があ
り，さらに，２４時間緊急対応できる業者でなければなら
ないことから，これらの契約を満たすのは契約者のみで
ある。
会計法２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
1か月当たり
243,241円

3189
中国電力（株）
広島県広島市中区小町４番
３３号

業務用高負荷率電力

支出負担行為担当官
　広島少年院長　小松　賢治
（東広島市八本松町大字原１１１７４
－３１）

平成17年4月1日 3,825,550

  契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3190
広島ガス西条（株）
東広島市西条御条町4-38

ガス供給契約

支出負担行為担当官
　広島少年院長　小松　賢治
（東広島市八本松町大字原１１１７４
－３１）

平成17年4月1日 1,747,028
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3191 東広島市水道局 水道供給等契約

支出負担行為担当官
　広島少年院長　小松　賢治
（東広島市八本松町大字原１１１７４
－３１）

平成17年4月1日 3,739,866
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3192
中国電力(株)
広島県広島市中区小町４－
３３

業務用高負荷率電力

支出負担行為担当官
　貴船原少女苑長　菱田律子
　（広島県東広島市八本松町原６０８
８）

平成17年4月1日 2,594,608
　当苑近隣には他に適当な電力供給会社がない。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3193 東広島市水道局 水道供給等契約

支出負担行為担当官
　貴船原少女苑長　菱田律子
　（広島県東広島市八本松町原６０８
８）

平成17年4月1日 2,591,628
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3194
中国電力(株)
広島県広島市中区小町４－
３３

業務用高負荷率電力
支出負担行為担当官
広島少年鑑別所長　櫛田　透
（広島市中区吉島西３－１５－８）

平成17年4月1日 3,717,352

  契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
9.43円/kw
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
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3195
広島ガス（株）
広島市南区皆実2-7-1

ガス供給契約
支出負担行為担当官
広島少年鑑別所長　櫛田　透
（広島市中区吉島西３－１５－８）

平成17年4月1日 2,547,430
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3196 広島市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
広島少年鑑別所長　櫛田　透
（広島市中区吉島西３－１５－８）

平成17年4月1日 3,224,890
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3197

竹井機器工業（株）広島支
店
広島市中区東千田町１－１
－６８

CRT運転適性検査器一式
支出負担行為担当官
山口少年鑑別所長　髙橋　良介
山口市中央４丁目７－５

平成18年2月2日 1,800,000

　当該機器は，特殊検査器のため，契約業者が直接販
売しており，技術，品質保証能力及び交換部品等を有す
るものは同社以外なく，競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3198
四国電力（株）
香川県高松市丸の内2-5

電力供給契約
支出負担行為担当官
徳島刑務所長　浅井　弘保
(徳島市入田町大久200-1)

平成17年4月1日 19,428,472
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

庁舎等

3199
四国電力（株）
香川県高松市丸の内2-5

電力供給契約
支出負担行為担当官
徳島刑務所長　浅井　弘保
(徳島市入田町大久200-1)

平成18年1月17日 7,485,820
特定規模電気事業者に確認したが，契約業者以外に対
応可能な業者が存在しなかったため。（会計法29条の３
第4項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

作業場

3200
（有）みどり清掃
徳島市南島田町３丁目２１
番地１

一般廃棄物収集運搬処理
支出負担行為担当官
徳島刑務所長　浅井　弘保
(徳島市入田町大久200-1)

平成17年4月1日 4,897,200
　当所の仕様書に対応した方法による委託処理契約を
締結できる業者が,契約業者しか存在しなかった。（会計
法29条の３第4項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
㎏単価30円等

3201
（有）井内開発
徳島市国府町芝原字西澤１
１９番地１

し尿汲取手数料等
支出負担行為担当官
徳島刑務所長　浅井　弘保
(徳島市入田町大久200-1)

平成17年4月1日 4,095,960
　当所の仕様書に対応した方法による委託処理契約を
締結できる業者が,契約業者しか存在しなかった。（会計
法29条の３第4項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
3900㍑
35,310円等

3202
（株）港産業
徳島市川内町平石住吉２０
９番地１

自動洗濯機・蒸気式乾燥機及
び遠心脱水機各１台の供給設
置契約

支出負担行為担当官
徳島刑務所長　浅井　弘保
(徳島市入田町大久200-1)

平成17年4月1日 3,297,000
再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99条
の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3203
（有）みどり清掃
徳島市南島田町３丁目２１
番地１

一般廃棄物(作業場から排出さ
れる可燃物・布くず・木くず焼却
灰・金属くず)収集運搬処理

支出負担行為担当官
徳島刑務所長　浅井　弘保
(徳島市入田町大久200-1)

平成17年4月1日 4,324,500
　当所の仕様書に対応した方法による委託処理契約を
締結できる業者が,契約業者しか存在しなかった。（会計
法29条の３第4項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
㎏単価25円等

3204
（株）玉屋製パン
徳島市国府町南岩延字南
原1180-10

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
徳島刑務所長　浅井　弘保
(徳島市入田町大久200-1)

平成17年4月1日 5,888,923

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

単価契約
男性A食１個
109円
ほか23種
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契約の相手方の商号又は
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3205
（株）岡田組
徳島市幸町１丁目４７番３号

徳島刑務所釈放前寮新築工事
一式
徳島市入田町大久２００番地１
平成17年11月15日～平成18年
3月20日

支出負担行為担当官
徳島刑務所長　浅井弘保
徳島市入田町大久２００番地１

平成17年11月14日 38,325,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3206
日本エレベーター製造（株）
香川県高松市西宝町１丁目
３番９号

徳島刑務所ダムウェーダー改修
工事一式
徳島市入田町大久２００番地１
平成17年12月6日～平成18年3
月20日

支出負担行為担当官
徳島刑務所長　浅井弘保
徳島市入田町大久２００番地１

平成17年12月5日 2,520,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3207
四国電力（株）
香川県高松市丸の内2-5

業務用高負荷率型電力
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年4月1日 14,957,948
特定規模電気事業者に確認したが，契約業者以外に対
応可能な業者が存在しなかったため。（会計法29条の３
第4項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3208
四国電力（株）
香川県高松市丸の内2-5

高圧電力Ａ
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年4月1日 7,114,413
特定規模電気事業者に確認したが，契約業者以外に対
応可能な業者が存在しなかったため。（会計法29条の３
第4項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3209
四国電力（株）
香川県高松市丸の内2-5

業務用電力
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年4月1日 2,345,151
特定規模電気事業者に確認したが，契約業者以外に対
応可能な業者が存在しなかったため。（会計法29条の３
第4項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3210
赤帽（株）あかつき
高松市出作町４４２番地１

給食運搬業務委託
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年4月1日 3,066,000

給食運搬業務委託は，年間（休日なし），朝，昼，夕の定
時に，衛生的運搬車による配達する特殊業務であること
から，他社に競争相手が存在しないため。（会計法29条
の３第4項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１往復当たり
２，８００円

3211

（株）高松産業廃棄物セン
ター
高松市下田井町４０６番地１
２

廃棄物処理業務委託
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年4月1日 3,143,700
廃棄物業務は，輸送コストの関係から，近隣の業者に限
定されることから，競争に参加する業者が存在しないた
め。（会計法29条の３第4項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１月当たり
２６１，９７５円

3212
パナソニックＳＳマーケティン
グ（株）　　四国支社
高松市勅使町１８１番地５

多重放映制御装置一式の更新
整備

支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成18年2月28日 5,943,000

１　購入機器については，矯正施設用の仕様に開発され
たパナソニック製の特注品であり，同社しか製作・販売を
行っていない。また，同社製品を販売している店舗は存
在するが，設備，専門技術者の不在等購入後のアフター
サービスが実施できないこと。さらに，他県の同社系列
の会社を参加させ入札したとしても，迅速なメンテナンス
を期待できないことから随意契約とした。（会計法29条の
３第4項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

3213
キャノンマーケティングジャ
パン（株）広島支店
広島市中区大手町3-7-5

複写機保守契約
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年4月1日 1,805,631
　当該機器の保守に必要な技術及び保守部品を有する
者が契約業者のみであるため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
1枚5円
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3214 個人情報につき非公表 被収容者ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ業務委託
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年5月18日 2,652,900

本件業務委託は，刑務所におけるカウンセリングという
特殊な技術を有する者であることから，競争が存在しな
いため。  （会計法第２９条の３第４項・予決令第102条の
４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１時間5,500円

3215
四国アルフレッサ（株）
高松市国分寺町福家1987

薬品(アスピリン等）
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年5月13日 2,088,462
単価契約で調達数量の予定が予決令第９９条第３号に
該当すると積算したものの，結果的に予定数量を超えて
しまったため（予決令第９９条第３号）。

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
アスピリン
500g1,134円
ほか

3216
（株）日医工四国
高松市松島町3-24-6

薬品（アスパラ等）
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年5月13日 2,037,415
単価契約で調達数量の予定が予決令第９９条第３号に
該当すると積算したものの，結果的に予定数量を超えて
しまったため（予決令第９９条第３号）。

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
アスパラ1000
錠4,200円
ほか

3217
（有）福家商事
香川県坂出市西大浜南1-
4-20

食糧（乳酸菌飲料他１３件）
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年4月1日 2,554,000

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
乳酸菌飲料
118cc32円
ほか12品

3218
（有）福家商事
香川県坂出市西大浜南1-
4-20

食糧（乳酸菌飲料他１３件）
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年10月1日 2,236,100

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
乳酸菌飲料
118cc32円
ほか12品

3219
（有）ふぁいぶびいんず
香川県丸亀市綾歌町岡田
東889-1

食糧（牛乳１０００ｃｃ他７件）
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年4月1日 1,687,000

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
牛乳
1000cc172円
ほか7品

3220
（有）ふぁいぶびいんず
香川県丸亀市綾歌町岡田
東889-1

食糧（牛乳１０００ｃｃ他７件）
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年10月1日 1,919,900

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
牛乳
1000cc172円
ほか7品

3221
（株）安芸商店
香川県さぬき市津田町116

食糧（かまぼこ他３件）
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年4月1日 3,350,000

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
かまぼこ
90g60円
ほか3品

3222
（株）安芸商店
香川県さぬき市津田町116

食糧（かまぼこ他３件）
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年10月1日 3,484,000

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
かまぼこ
90g60円
ほか3品
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3223
（株）ホワイトフーズ
香川県綾歌郡綾川町小野
浦山甲166-9

食糧（絹ごし豆腐他４件）
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年4月1日 1,820,500

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
絹ごし豆腐
320g73円
ほか4品

3224
（株）ホワイトフーズ
香川県綾歌郡綾川町小野
浦山甲166-9

食糧（絹ごし豆腐他４件）
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年10月1日 3,337,000

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
絹ごし豆腐
320g73円
ほか4品

3225
（株）中野商店
香川県高松市松福町1-16-
13

食糧（納豆他４件）
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年4月1日 1,890,600

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
納豆50g31.5
円
ほか4品

3226
（株）中野商店
香川県高松市松福町1-16-
13

食糧（納豆他４件）
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年10月1日 2,711,700

価格の変動が激しく。給与直前の単価で随意契約した方
がより現実に即した有利な価格で契約ができると判断し
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
のロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
納豆50g31.5
円
ほか4品

3227
（有）きねや製パン工場
香川県高松市香川町川東
上1666-1

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
（高松市松福町2-16-63）

平成17年4月1日 4,103,202

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

単価契約
少年男子甲
189g79円
ほか16品

3228
河西建設（株）
高松市西ハゼ町333番地１

平成１７年度収容棟等新営準備
工事
高松市松福町２－１６－６３
平成18年3月17日～平成18年7
月13日

支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
高松市松福町２－１６－６３

平成18年3月16日 74,550,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3229 高松市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
高松市松福町２－１６－６３

平成17年4月1日 81,382,171
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3230 丸亀水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
高松刑務所長　山本義典
高松市松福町２－１６－６３

平成17年4月1日 2,107,118
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3231
長崎商事
愛媛県松山市来住町１４８２
－１

産業廃棄物処理運搬（残飯）
支出負担行為担当官
松山刑務所長　尾上　一水
（愛媛県東温市見奈良1243-2）

平成17年4月1日 2,356,200

廃棄物業務は，輸送コストの関係から，近隣の業者に限
定されることから，他に競争に参加する業者が存在しな
いため。（会計法29条の３第4項，予決令１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
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契約担当官等の氏名並びにその所
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点検結果 講ずる措置 備考

3232
資源リサイクル工業（株）
愛媛県松山市東野1-10-7

産業廃棄物処理運搬（一般）
支出負担行為担当官
松山刑務所長　尾上　一水
（愛媛県東温市見奈良1243-2）

平成17年4月1日 2,123,037

廃棄物業務は，輸送コストの関係から，近隣の業者に限
定されることから，他に競争に参加する業者が存在しな
いため。（会計法29条の３第4項，予決令１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3233
四国電力（株）
香川県高松市丸の内2-5

電力供給契約
支出負担行為担当官
松山刑務所長　尾上　一水
（愛媛県東温市見奈良1243-2）

平成17年4月1日 18,682,845
　契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3234
（有）岡田商店
愛媛県松山市萱町6-28-2

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
松山刑務所長　尾上　一水
（愛媛県東温市見奈良1243-2）

平成17年4月1日 4,712,350

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

単価契約
成人A食
178g86円
ほか22品

3235
（株）大任建設
愛媛県八幡浜市産業通３番
３号

松山刑務所釈前寮新築工事
愛媛県東温市見奈良1243-2
平成17年10月14日～平成18年
3月25日

支出負担行為担当官
松山刑務所長　尾上一水
愛媛県東温市見奈良1243-2

平成17年10月13日 48,090,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3236
四国ガス燃料（株）東予出張
所
愛媛県西条市飯岡2434-89

ガス供給契約
支出負担行為担当官
松山刑務所長　尾上一水
愛媛県東温市見奈良1243-2

平成17年4月1日 2,769,095
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3237
赤帽高知県軽自動車運送
協同組合
高知市新田町18-18

給食運搬業務委託契約
支出負担行為担当官
高知刑務所長　杉浦綾秋
高知市布師田3604-1

平成17年4月1日 2,740,000
運送利用金は，地域の協定により料金が決まっており，
営業の性質上競争入札にはなじまない（予決令第99条
第8号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
一行程２４４９
円

3238
四国電力（株）
香川県高松市丸の内2-5

高圧電力Ａ
支出負担行為担当官
高知刑務所長　杉浦綾秋
高知市布師田3604-1

平成17年4月1日 6,200,000
一般競争入札に付したが，入札者がいなかったため。
（予決令第99条の2）

その他 引き続き競争入札を実施

3239
古田除塵機（株）
愛媛県喜多郡内子町大久
喜甲26-1

粉砕ファンシュレッダー
支出負担行為担当官
高知刑務所長　杉浦綾秋
高知市布師田3604-1

平成17年7月28日 2,362,500
再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99条
の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3240
（有）近森パン
高知県香南市赤岡町1329

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
高知刑務所長　杉浦綾秋
高知市布師田3604-1

平成17年4月1日 3,120,000

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

単価契約
男性A特食１
個120円
ほか30種

3241
（株）寿工務店
高知県高知市万々486

中村拘置支所庁舎宿舎下水道
直放化工事
高知県四万十市中村丸の内22
平成18年1月31日～平成18年3
月29日

支出負担行為担当官
高知刑務所長　杉浦綾秋
高知市布師田3604-1

平成18年1月30日 3,780,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施
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件数
契約の相手方の商号又は
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3242
（株）四ツ葉塗装
高知市昭和町23-15

舎房棟屋上防水補修工事
高知市布師田3604-1
平成17年8月6日～平成17年9
月30日

支出負担行為担当官
高知刑務所長　杉浦綾秋
高知市布師田3604-1

平成17年8月5日 4,147,500
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3243
四国電力（株）
香川県高松市丸の内2-5

電力供給契約
支出負担行為担当官
　丸亀少女の家長　北村修司
香川県丸亀市中津町28

平成17年4月1日 2,414,212
特定規模電気事業者に確認したが，契約業者以外に対
応可能な業者が存在しなかったため。（会計法29条の３
第4項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3244
四国電力（株）
香川県高松市丸の内2-5

電力供給契約
支出負担行為担当官
　四国少年院長　西﨑法一
香川県善通寺市善通寺町２０２０

平成17年4月1日 2,633,954
特定規模電気事業者に確認したが，契約業者以外に対
応可能な業者が存在しなかったため。（会計法29条の３
第4項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3245 善通寺市水道局水道課 水道供給等契約
支出負担行為担当官
　四国少年院長　西﨑法一
香川県善通寺市善通寺町２０２０

平成17年4月1日 4,731,750
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3246
四国電力（株）
香川県高松市丸の内2-5

電力需給契約
支出負担行為担当官
松山学園長　白築昭三
愛媛県松山市吉野町３８０３

平成17年4月1日 1,867,590
特定規模電気事業者に確認したが，契約業者以外に対
応可能な業者が存在しなかったため。（会計法29条の３
第4項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3247

（財）福岡市水道サービス公
社
福岡市東区箱崎２丁目５４
番８号

水道供給等契約
支出負担行為担当官
福岡矯正管区長　中野　始
福岡市東区若宮５の３の５３

平成17年4月1日 2,696,808
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3248
九州電力（株）小倉営業所
北九州市小倉北区米町２－
３－１

電力需要契約
支出負担行為担当官
北九州医療刑務所長　佐藤　誠
北九州市小倉南区葉山町１－１－１

平成17年4月1日 11,571,619
特定規模電気事業者に確認したが，契約業者以外に対
応可能な業者が存在しなかったため。（会計法29条の３
第4項，予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3249
西部ガス（株）
福岡市博多区千代１丁目１
７番１号

ガス供給契約
支出負担行為担当官
北九州医療刑務所長　佐藤　誠
北九州市小倉南区葉山町１－１－１

平成17年4月1日 2,388,549
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3250 北九州市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
北九州医療刑務所長　佐藤　誠
北九州市小倉南区葉山町１－１－１

平成17年4月1日 25,547,084
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3251 個人情報につき非公表 被収容者ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ業務委託

支出負担行為担当官
　福岡刑務所長　亀岡賢治
（福岡県糟屋郡宇美町障子岳南６－
１－１）

平成17年5月30日 1,940,400

本件業務委託は，刑務所におけるカウンセリングという
特殊な技術を有する者であることから，競争が存在しな
いため。  （会計法第２９条の３第４項・予決令第102条の
４第３号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１時間当たり
5,775円
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3252
西部エネルギ－（株）
福岡県粕屋町駕与丁１－５
－１

ガス供給契約

支出負担行為担当官
　福岡刑務所長　亀岡賢治
（福岡県糟屋郡宇美町障子岳南６－
１－１）

平成17年4月1日 2,012,014
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3253 宇美町 水道供給等契約

支出負担行為担当官
　福岡刑務所長　亀岡賢治
（福岡県糟屋郡宇美町障子岳南６－
１－１）

平成17年4月1日 158,805,316
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3254 大牟田市企業局 水道供給等契約

支出負担行為担当官
　福岡刑務所長　亀岡賢治
（福岡県糟屋郡宇美町障子岳南６－
１－１）

平成17年4月1日 2,471,115
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3255 飯塚市上下水道局 水道供給等契約

支出負担行為担当官
　福岡刑務所長　亀岡賢治
（福岡県糟屋郡宇美町障子岳南６－
１－１）

平成17年4月1日 3,387,335
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3256 個人情報につき非公表 被収容者ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ業務委託
支出負担行為担当官
麓刑務所長　安武達裕
(佐賀県鳥栖市山浦町２６３５)

平成17年5月30日 3,808,000

本件業務委託は，刑務所におけるカウンセリングという
特殊な技術を有する者であることから，競争が存在しな
いため。  （会計法第２９条の３第４項・予決令第102条の
４第３項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１時間当たり
8,000円

3257
九州電力（株）鳥栖営業所
鳥栖市秋葉町３丁目字下西
浦２９－１

高圧電力需給契約
支出負担行為担当官
麓刑務所長　安武達裕
(佐賀県鳥栖市山浦町２６３５)

平成17年4月1日 13,194,725

契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3258
（株）ハットリ工業
佐賀県佐賀市朝日町５－５
６

麓刑務所南収容棟屋上防水補
修工事
佐賀県鳥栖市山浦町２６３５
平成18年2月23日～平成18年3
月28日

支出負担行為担当官
麓刑務所長　安武達裕
(佐賀県鳥栖市山浦町２６３５)

平成18年2月22日 8,715,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3259
（有）宮原プロパン
鳥栖市東町２庁目８８３－１

ガス供給契約
支出負担行為担当官
麓刑務所長　安武達裕
(佐賀県鳥栖市山浦町２６３５)

平成17年4月1日 2,528,865
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3260 鳥栖市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
麓刑務所長　安武達裕
(佐賀県鳥栖市山浦町２６３５)

平成17年4月1日 12,798,604
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3261
（有）エピー
佐世保市東浜町８５４－５

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
佐世保刑務所長　山本清
(佐世保市浦川内町１)

平成17年4月1日 3,493,230

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
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公共工事の名称、場所、期間及
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3262
(株)エコシス
佐世保市日野町７６１－１

濃縮汚泥引技処分
支出負担行為担当官
佐世保刑務所長　山本清
(佐世保市浦川内町１)

平成17年4月1日 2,822,400

し尿処理については佐世保市条例により地域区分が見
られる。
(会計法（第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１㎥当たり
１１，７６０円

3263
（有）エム・イー・シー
佐世保市天神町１７４６

一般廃棄物（厨芥）処理
支出負担行為担当官
佐世保刑務所長　山本清
(佐世保市浦川内町１)

平成17年4月1日 1,764,000

一般廃棄物処分業者が佐世保市の他に当該業者しか
いない。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１ヵ月当たり
１47,000円

3264

三菱電機システムサービス
(株)
博多区東比恵３丁目１２－１
６

総合警備システム一式及び巡
回表示装置一式更新整備
物品供給契約

支出負担行為担当官
佐世保刑務所長　山本清
(佐世保市浦川内町１)

平成17年12月22日 5,670,000

現に契約履行中の工事で，現に履行中の契約者以外の
者に履行させることが不利な為
　(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の第４号
イ)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3265
（有）日見フランソア
長崎県長崎市界２丁目３番
１７号

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
長崎刑務所長　増地尚朗
長崎県諌早市小川町１６５０番地

平成17年4月1日 6,042,000

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１ｋｇ５７０円

3266
九州電力（株）諫早営業所
長崎県諌早市泉町１６－１２

電力需給契約
支出負担行為担当官
長崎刑務所長　増地尚朗
長崎県諌早市小川町１６５０番地

平成17年4月1日 4,305,000

契約業者以外の一般電気事業者，特定規模電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3267
九州ガス（株）
諫早市幸町１－２３

ガス供給契約
支出負担行為担当官
長崎刑務所長　増地尚朗
長崎県諌早市小川町１６５０番地

平成17年4月1日 4,534,907
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3268 諫早市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
長崎刑務所長　増地尚朗
長崎県諌早市小川町１６５０番地

平成17年4月1日 29,683,130
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3269 長崎市上下水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
長崎刑務所長　増地尚朗
長崎県諌早市小川町１６５０番地

平成17年4月1日 7,842,508
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3270
九州電力（株）
熊本東営業所
熊本市上水前寺１－６－３６

電力需要契約
支出負担行為担当官
熊本刑務所長　山本　清
熊本市渡鹿7丁目12番1号

平成17年4月1日 16,680,303

契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者が無く，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約

3271
九州電力（株）
熊本西営業所
熊本市上熊本２－１２－１０

電力需要契約
支出負担行為担当官
熊本刑務所長　山本　清
熊本市渡鹿7丁目12番1号

平成17年4月1日 2,883,178

契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者が無く，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
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称及び数量
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点検結果 講ずる措置 備考

3272
（有）行徳パン
熊本市新屋敷3丁目１－２８

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
熊本刑務所長　山本　清
熊本市渡鹿7丁目12番１号

平成17年4月1日 3,259,770

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から） 単価契約

3273
西部瓦斯（株）
熊本市春日２丁目4番30号

熊本刑務所構内(処遇，炊場，
医務課)ガス配管改修工事
熊本市渡鹿7-12-1
平成17年10月5日～平成18年1
月31日

支出負担行為担当官
熊本刑務所長　税所　學
熊本市渡鹿7-12-1

平成17年10月4日 3,727,500
  ガス事業法に基づく供給ガス業者は１社のみであり，
施工業者が特定されるため（会計法第29条の3第4項，
予決令第102条の4第3号）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3274 熊本市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
熊本刑務所長　税所　學
熊本市渡鹿7-12-1

平成17年4月1日 41,467,169
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3275 熊本市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
熊本刑務所長　税所　學
熊本市渡鹿7-12-1

平成17年4月1日 10,772,384
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3276
（株）松喜屋
大分県大分市大字玉沢字
七力６８１番地

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
大分刑務所長　用松　信夫
（大分県大分市大字畑中３０３番地）

平成17年4月1日 4,851,911

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
1個当たり
66.9円

3277
キングテック（株）
大分市三川新町２丁目３－
３７

複写機保守契約一式
支出負担行為担当官
大分刑務所長　用松　信夫
（大分県大分市大字畑中３０３番地）

平成17年4月1日 3,153,403

当該機器の保守に必要な技術及び保守部品を有する者
が契約業者のみであるため
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
1枚から１０００
枚
５．５円等

3278

（株）日鉄エレックス　福岡支
店
福岡県福岡市博多区店屋
町５番１８号

大分刑務所収容棟等新営工事
に伴う切り回し工事（電気設備）
大分県大分市大字畑中３０３番
地
平成17年7月9日～平成17年7
月20日

支出負担行為担当官
大分刑務所長　用松信夫
大分県大分市大字畑中３０３番地

平成17年7月8日 23,310,000

　本工事は，平成１６年度大分刑務所収容棟等新営（電
気設備）工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工
事（収容を継続した上，順次工区を変更しながら取り壊し
と建築を繰り返し行う工事）であり，一体の構造物の構築
等を目的としていることから，施工業者が前工事と本工
事で異なる場合には，かし担保責任の範囲が不明確に
なる等密接不可分な関係にあり，技術的に一貫した施工
が必要であるため（会計法第29条の3第4項，予決令第
102条の4第4号イ）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3279
（株）日設　熊本支店
熊本県熊本市草葉町１番２
１号

大分刑務所収容棟等新営工事
に伴う切り回し工事（機械設備）
大分県大分市大字畑中３０３番
地
平成17年7月9日～平成17年7
月20日

支出負担行為担当官
大分刑務所長　用松信夫
大分県大分市大字畑中３０３番地

平成17年7月8日 11,025,000

　本工事は，平成１６年度大分刑務所収容棟等新営（機
械設備）工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工
事（収容を継続した上，順次工区を変更しながら取り壊し
と建築を繰り返し行う工事）であり，一体の構造物の構築
等を目的としていることから，施工業者が前工事と本工
事で異なる場合には，かし担保責任の範囲が不明確に
なる等密接不可分な関係にあり，技術的に一貫した施工
が必要であるため（会計法第29条の3第4項，予決令第
102条の4第4号イ）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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3280
（株）フジタ　九州支店
福岡県福岡市博多区博多
駅中央街８番３６号

平成１６年度大分刑務所収容棟
等新営（建築）工事（第１回追
加）
大分県大分市大字畑中３０３番
地
平成17年8月9日～平成18年3
月31日

支出負担行為担当官
大分刑務所長　用松信夫
大分県大分市大字畑中３０３番地

平成17年8月8日 362,250,000

　本工事は，平成１６年度大分刑務所収容棟等新営（建
築）工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工事
（収容を継続した上，順次工区を変更しながら取り壊しと
建築を繰り返し行う工事）であり，一体の構造物の構築
等を目的としていることから，施工業者が前工事と本工
事で異なる場合には，かし担保責任の範囲が不明確に
なる等密接不可分な関係にあり，技術的に一貫した施工
が必要であるため（会計法第29条の3第4項，予決令第
102条の4第4号イ）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3281

（株）日鉄エレックス　福岡支
店
福岡県福岡市博多区店屋
町５番１８号

平成１６年度大分刑務所収容棟
等新営（電気設備）工事（第１回
追加）
大分県大分市大字畑中３０３番
地
平成17年9月1日～平成18年3
月31日

支出負担行為担当官
大分刑務所長　用松信夫
大分県大分市大字畑中３０３番地

平成17年8月31日 57,960,000

　本工事は，平成１６年度大分刑務所収容棟等新営（電
気設備）工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工
事（収容を継続した上，順次工区を変更しながら取り壊し
と建築を繰り返し行う工事）であり，一体の構造物の構築
等を目的としていることから，施工業者が前工事と本工
事で異なる場合には，かし担保責任の範囲が不明確に
なる等密接不可分な関係にあり，技術的に一貫した施工
が必要であるため（会計法第29条の3第4項，予決令第
102条の4第4号イ）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3282
（株）日設　熊本支店
熊本県熊本市草葉町１番２
１号

平成１６年度大分刑務所収容棟
等新営（機械設備）工事（第１回
追加）
大分県大分市大字畑中３０３番
地
平成17年12月27日～平成18年
3月31日

支出負担行為担当官
大分刑務所長　用松信夫
大分県大分市大字畑中３０３番地

平成17年12月26日 28,350,000

　本工事は，平成１６年度大分刑務所収容棟等新営（機
械設備）工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工
事（収容を継続した上，順次工区を変更しながら取り壊し
と建築を繰り返し行う工事）であり，一体の構造物の構築
等を目的としていることから，施工業者が前工事と本工
事で異なる場合には，かし担保責任の範囲が不明確に
なる等密接不可分な関係にあり，技術的に一貫した施工
が必要であるため（会計法第29条の3第4項，予決令第
102条の4第4号イ）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3283

（株）日鉄エレックス　福岡支
店
福岡県福岡市博多区店屋
町５番１８号

平成１６年度大分刑務所収容棟
等新営（電気設備）工事（第２回
追加）
大分県大分市大字畑中３０３番
地
平成17年12月27日～平成18年
3月31日

支出負担行為担当官
大分刑務所長　用松信夫
大分県大分市大字畑中３０３番地

平成17年12月26日 52,500,000

　本工事は，平成１６年度大分刑務所収容棟等新営（電
気設備）工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工
事（収容を継続した上，順次工区を変更しながら取り壊し
と建築を繰り返し行う工事）であり，一体の構造物の構築
等を目的としていることから，施工業者が前工事と本工
事で異なる場合には，かし担保責任の範囲が不明確に
なる等密接不可分な関係にあり，技術的に一貫した施工
が必要であるため（会計法第29条の3第4項，予決令第
102条の4第4号イ）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3284
（株）日設　熊本支店
熊本県熊本市草葉町１番２
１号

平成１６年度大分刑務所収容棟
等新営（機械設備）工事（第２回
追加）
大分県大分市大字畑中３０３番
地
平成18年3月1日～平成18年3
月31日

支出負担行為担当官
大分刑務所長　用松信夫
大分県大分市大字畑中３０３番地

平成18年2月28日 215,250,000

　本工事は，平成１６年度大分刑務所収容棟等新営（機
械設備）工事（以下「前工事」という。）に直接関連する工
事（収容を継続した上，順次工区を変更しながら取り壊し
と建築を繰り返し行う工事）であり，一体の構造物の構築
等を目的としていることから，施工業者が前工事と本工
事で異なる場合には，かし担保責任の範囲が不明確に
なる等密接不可分な関係にあり，技術的に一貫した施工
が必要であるため（会計法第29条の3第4項，予決令第
102条の4第4号イ）。

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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3285
（株）日設　熊本支店
熊本県熊本市草葉町１番２
１号

平成１７年度大分刑務所収容棟
等新営（機械設備）工事
大分県大分市大字畑中３０３番
地
平成18年3月17日～平成19年3
月23日

支出負担行為担当官
大分刑務所長　用松信夫
大分県大分市大字畑中３０３番地

平成18年3月16日 162,750,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3286 大分市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
大分刑務所長　用松信夫
大分県大分市大字畑中３０３番地

平成17年4月1日 71,651,520
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3287
（有）ミカエル堂
（宮崎県宮崎市大塚町権現
昔８６５－３）

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
宮崎刑務所長　池田典幸
（宮崎県宮崎市大字糸原４６２３）

平成17年4月3日 2,186,040

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

3288
九州電力（株）
（福岡県福岡市中央通２－１
－８２）

電力需要契約
支出負担行為担当官
宮崎刑務所長　池田典幸
（宮崎県宮崎市大字糸原４６２４）

平成17年4月3日 10,030,001

特別な技術，設備，安定供給能力，品質保証能力等を
有する業者が宮崎県内に１社しかないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
基本料３４２，
７７１円ほか使
用料・消費税

3289 宮崎市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
宮崎刑務所長　池田典幸
（宮崎県宮崎市大字糸原４６２４）

平成17年4月1日 17,630,672
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3290

九州電力（株）加治木営業
所
姶良郡加治木町港町１３１
－１

高圧電力供給
支出負担行為担当官
鹿児島刑務所長　堀　正明
鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733

平成17年4月1日 23,036,979

電力自由化に伴ない電力会社及び特定規模電気事業
者数社を調査したところ，当所地域または小規模施設を
対象としていないため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3291

九州電力（株）加治木営業
所
姶良郡加治木町港町１３１
－１

高圧電力供給
支出負担行為担当官
鹿児島刑務所長　堀　正明
鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733

平成17年4月1日 2,057,269

電力自由化に伴ない電力会社及び特定規模電気事業
者数社を調査したところ，当所地域または小規模施設を
対象としていないため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3292
九州電力（株）鹿児島営業
所
鹿児島市与次郎２－６－１６

高圧電力供給
支出負担行為担当官
鹿児島刑務所長　堀　正明
鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733

平成17年4月1日 2,978,902

電力自由化に伴ない電力会社及び特定規模電気事業
者数社を調査したところ，当所地域または小規模施設を
対象としていないため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3293
（株）きりしまベーカリー
都城市都北町７５８３

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
鹿児島刑務所長　堀　正明
鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733

平成17年4月1日 4,269,675

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

3294
（株）三州衛生公社
姶良郡湧水町恒次浜場８－
１０

汚水処理施設の余剰汚泥処分
契約

支出負担行為担当官
鹿児島刑務所長　堀　正明
鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733

平成17年4月1日 1,738,800

当所の浄化槽清掃・し尿及び浄化槽汚泥収集運搬は，
町の処分場所及び処分計画によって行われ，また，その
業者も町指定（許可制）となっている。(会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）
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3295
（株）三州衛生公社
姶良郡湧水町恒次浜場８－
１０

ゴミ収集運搬処分
支出負担行為担当官
鹿児島刑務所長　堀　正明
鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733

平成17年4月1日 2,260,500
当所地域（姶良・伊佐地区）のゴミ収集運搬業者及び公
共処分場が指定されている。(会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3296
神野商事（株）
鹿児島市城南町２５－５

交通信号灯器４基
支出負担行為担当官
鹿児島刑務所長　堀　正明
鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733

平成17年9月15日 3,150,000
再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第99条の2）

その他 引き続き競争入札を実施

3297
マエダ開発（株）
鹿児島市平之町７－１７

農場区車庫天井アスベスト除去
工事
鹿児島県姶良郡湧水町中津川
1733
平成17年12月29日～平成18年
2月29日

支出負担行為担当官
鹿児島刑務所長　堀　正明
鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733

平成17年12月28日 6,321,000
　再度入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第99条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3298 湧水町 水道供給等契約
支出負担行為担当官
鹿児島刑務所長　堀　正明
鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733

平成17年4月1日 14,567,902
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3299 鹿児島市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
鹿児島刑務所長　堀　正明
鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733

平成17年4月1日 7,305,692
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3300
オキコ（株）
沖縄県中頭郡西原町字幸
地３７１番地

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
沖縄刑務所長　冨田　容可
沖縄県南城市知念字具志堅３３０

平成17年4月1日 2,299,463

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第３項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）

単価契約
１個当たり
７２円
ほか５件

3301
沖縄森永乳業（株）
沖縄県那覇市繁多川１－５
－１

被収容者給食用加工乳等の供
給契約

支出負担行為担当官
沖縄刑務所長　冨田　容可
沖縄県南城市知念字具志堅３３０

平成17年4月1日 3,908,743
単価契約で調達数量の予定が予決令第９９条第３号に
該当すると積算したものの，結果的に予定数量を超えて
しまったため（予決令第９９条第３号）。

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１個当たり
３９円
ほか１３件

3302
（株）沖縄米穀商事
沖縄県那覇市曙１－１４－２
６

被収容者給食用強化精麦の供
給契約

支出負担行為担当官
沖縄刑務所長　冨田　容可
沖縄県南城市知念字具志堅３３０

平成17年4月1日 3,735,600
当所の納品条件で納品可能業者が１社しかない（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１kg当たり
132円

3303
沖縄瓦斯（株）
那覇市西３－１３－２

ガス供給契約
支出負担行為担当官
沖縄刑務所長　冨田　容可
沖縄県南城市知念字具志堅３３０

平成17年4月1日 1,788,149
ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。（会計法第29条の3第4
項，予決令第102条の4第3号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）
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3304
南城市水道事業企業
南城市佐敷字佐敷４３番地

水道供給等契約
支出負担行為担当官
沖縄刑務所長　冨田　容可
沖縄県南城市知念字具志堅３３０

平成17年4月1日 17,418,972
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3305 那覇市上下水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
沖縄刑務所長　冨田　容可
沖縄県南城市知念字具志堅３３０

平成17年4月1日 14,263,556
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3306

（株）リョーユーパン佐賀工
場
佐賀県神埼市神埼町姉川
2100

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
佐賀少年刑務所長　長野信行
佐賀市新生町2-1

平成17年4月1日 2,610,601

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
1㎏350円

3307 個人情報につき非公表 被収容者ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ業務委託

支出負担行為担当官
佐賀少年刑務所長　長野信行
佐賀市新生町2-1

平成17年6月1日 2,432,000

本件業務委託は，刑務所におけるカウンセリングという
特殊な技術を有する者であることから，競争が存在しな
いため。  （会計法第２９条の３第４項・予決令第102条の
４第３項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
1時間　8,000
円

3308
九州電力（株）
佐賀営業所
佐賀市神野2-3-6

電力需給契約

支出負担行為担当官
佐賀少年刑務所長　長野信行
佐賀市新生町2-1

平成17年4月1日 15,246,339

電力自由化に当たって複数の業者に競争入札参加の意
向を確認したが，採算の面から辞退という結果になっ
た。
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
基本料単価
1940円/ｋw・
月
夏季料金
9.11/ｋｗ・時
そのほかの季
料金8.28円
/kw･時

3309

三菱電機ビルテクノサービ
ス
（株）九州支社
福岡市博多区住吉1-2-25

小荷物専用昇降機
保守点検一式

支出負担行為担当官
佐賀少年刑務所長　長野信行
佐賀市新生町2-1

平成17年4月1日 1,150,380

当所の昇降機が三菱電機社製であるため，他社が保守
点検を行うには機器の構造等に精通していないこと並び
に緊急保守のための部品を確保出来ないこととの理由
から競争に参加する業者が1社だけであるため。
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3310
徳永剛志
佐賀県多久市北多久町メイ
プルタウン12-2

被収容者カウンセリング業務委
託

支出負担行為担当官
佐賀少年刑務所長　長野信行
佐賀市新生町2-1

平成17年6月1日 2,432,000

本件業務委託は，刑務所におけるカウンセリングという
特殊な技術を有する者であることから，競争が存在しな
いため。  （会計法第２９条の３第４項・予決令第102条の
４第３項）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
1時間　8,000
円

3311
トヨタカローラ佐賀（株）
佐賀市嘉瀬町大字荻野344
番地の1

護送用ワゴン車

支出負担行為担当官
佐賀少年刑務所長　長野信行
佐賀市新生町2-1

平成17年7月19日 2,016,000
一般競争入札に付し，再度の入札をしても落札者がいな
かったため。
（予決令第99条の2）

その他 引き続き競争入札を実施
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3312
五誠機械産業（株）
佐賀市鍋島町大字森田878
番地

平鋼用開先加工機等整備一式

支出負担行為担当官
佐賀少年刑務所長　長野信行
佐賀市新生町2-1

平成17年12月22日 3,727,500
一般競争入札に付し，再度の入札をしても落札者がいな
かったため。
（予決令第99条の2）

その他 引き続き競争入札を実施

3313
タグチ研磨（有）
福岡県糟屋郡新宮町大字
新宮157番地

自動石材切削機1台外1点

支出負担行為担当官
佐賀少年刑務所長　長野信行
佐賀市新生町2-1

平成18年1月30日 4,252,500
一般競争入札に付し，再度の入札をしても落札者がいな
かったため。
（予決令第99条の2）

その他 引き続き競争入札を実施

3314
（株）ニシカワ工業
佐賀市本庄町大字鹿子
1106

佐賀少年刑務所給排水管及び
弱電設備切回し工事
佐賀県佐賀市新生町２番１号
平成18年2月16～平成18年3月
24日

支出負担行為担当官
佐賀少年刑務所長　長野信行
佐賀市新生町2-1

平成18年2月15日 6,195,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3315
（株）フジタ工業
佐賀市嘉瀬町大字中原
1570-2

佐賀少年刑務所第一収容棟等
屋上防水改修工事
佐賀県佐賀市新生町２番１号
平成18年3月3日～平成18年3
月30日

支出負担行為担当官
佐賀少年刑務所長　長野信行
佐賀市新生町2-1

平成18年3月2日 8,505,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3316 佐賀市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
佐賀少年刑務所長　長野信行
佐賀市新生町2-1

平成17年4月1日 52,554,686
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3317

福岡エレベ－タ－サ－ビス
（株）
福岡県福岡市東区松島3-
25-21

エレベーター等の保守点検契約
支出負担行為担当官
福岡拘置所長　櫻本正美
（福岡県福岡市早良区百道2-16-10）

平成17年4月1日 1,184,400

当所の仕様に基づき，県内の関連企業に申込みの誘引
のため関係資料の提出を求めたところ，設置後４２年を
経過しており，設置当時から保守を行っている当該業者
のみが，見積書を提出し他の企業は辞退したため。
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
月額98,700円

3318
（株）リョウユ－パン
福岡県大野城市旭ヶ丘1-7-
1

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官
福岡拘置所長　櫻本正美
（福岡県福岡市早良区百道2-16-10）

平成17年4月1日 2,310,469

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
135ｇ　52.50円
等

3319
（株）　エイコ－
福岡県福岡市西区小戸1-
3-1

一般廃棄物収集運搬委託契約
支出負担行為担当官
福岡拘置所長　櫻本正美
（福岡県福岡市早良区百道2-16-10）

平成17年4月1日 3,216,000
一般廃棄物の収集運搬については，福岡市長の許可が
当該契約の相手方一業者に限定されているため。
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
月額268,000
円

3320 福岡市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
福岡拘置所長　櫻本正美
（福岡県福岡市早良区百道2-16-10）

平成17年4月1日 100,856,309
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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3321 北九州市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
福岡拘置所長　櫻本正美
（福岡県福岡市早良区百道2-16-10）

平成17年4月1日 31,821,368
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3322

九州電力（株）
福岡東営業所
福岡市東区名島３－２３－１

電力需要契約
支出負担行為担当官
筑紫少女苑長　福元俊一
福岡市東区大字奈多１３０２－１０５

平成17年4月1日 3,710,646
契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3323 福岡市水道局　東営業所 水道供給等契約
支出負担行為担当官
筑紫少女苑長　福元俊一
福岡市東区大字奈多１３０２－１０５

平成17年4月1日 6,141,099
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3324
九州電力（株）福岡営業所
福岡県福岡市中央区渡辺
通２－１－８２

電力需要契約

支出負担行為担当官
　福岡少年院長　浜　　　孝　明
（福岡県福岡市南区老司４丁目２０－
１）

平成18年3月30日 4,648,955

・一般競争入札のための公示及び専門業者への電話聴
取等を行ったが，１社以外に参加希望業者はなく，また，
当院の電力を扱う業者は他にはなかったため。（電力が
低いため）
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3325
（株）古賀組
福岡市中央区鳥飼１丁目１
番１９号

福岡少年院第二グランド排水整
備工事
福岡市南区老司４丁目２０－１
平成17年9月8日～平成17年11
月15日

支出負担行為担当官
福岡少年院長　浜　　孝　明
福岡市南区老司４丁目２０－１

平成17年9月8日 5,932,500
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3326

福岡市水道局（財）福岡市
水道サービス公社　南営業
所
福岡市南区塩原３丁目２５
番２号

水道供給等契約
支出負担行為担当官
福岡少年院長　浜　　孝　明
福岡市南区老司４丁目２０－１

平成17年4月1日 12,396,707
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3327

九州電力（株）
佐世保営業所
長崎県佐世保市福石町４番
１２号

電力需要契約
支出負担行為担当官
佐世保学園長　池田正興
（長崎県佐世保市大塔町１２７９）

平成17年4月1日 2,350,852

同業他社に問い合わせたところ，供給電力量が少なく採
算が合わないと断られた。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3328
福田建設工業（株）
長崎県佐世保市黒髪町６６
４７番地４

佐世保学園保安フェンス設置工
事
長崎県佐世保市大塔町１２７９
番地
平成18年3月9日～平成18年3
月31日

支出負担行為担当官
佐世保学園長　池田正興
長崎県佐世保市大塔町１２７９番地

平成18年3月8日 5,848,500
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3329 佐世保市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
佐世保学園長　池田正興
長崎県佐世保市大塔町１２７９番地

平成17年4月1日 5,321,015
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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3330
九州電力（株）人吉営業所
熊本県人吉市五日市町３５

電力需要契約
支出負担行為担当官代理
人吉農芸学院庶務課長　永渕照雄
熊本県球磨郡錦町大字木上２２３－１

平成17年4月1日 2,939,700

一般電気事業者，特定規模電気事業者に確認をしたと
ころ，当該電力会社のみ電力の供給が可能であったた
め。（会計法第２９条の３第４項，　予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１ｋｗ当たり
14.34円

3331
（有）ワールドベーカリー　熊
本県球磨郡多良木町１０４２
－２

被収容者主食パン供給契約
支出負担行為担当官代理
人吉農芸学院庶務課長　永渕照雄
熊本県球磨郡錦町大字木上２２３－１

平成17年4月1日 2,620,800

被収容者用コッヘパンは，特注品であり量目も多種類と
なることから，近隣で製造販売できるのが同社だけであ
るため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
１本当たり
８４円

3332
（株）志賀塗装
熊本県熊本市長嶺南２丁目
２番６３号

人吉農芸学院庁舎屋根防水補
修工事
熊本県球磨郡錦町大字木上北
２２３－１
平成18年2月25日～平成18年3
月30日

支出負担行為担当官
人吉農芸学院長　山岸一雄
熊本県球磨郡錦町大字木上北２２３
－１

平成18年2月24日 2,940,000
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3333
（株）田中組
熊本県人吉市願成寺町６１
５番地の１２

人吉農芸学院園芸実習場整備
工事
熊本県球磨郡錦町大字木上北
２２３－１
平成18年3月11日～平成18年3
月31日

支出負担行為担当官
人吉農芸学院長　山岸一雄
熊本県球磨郡錦町大字木上北２２３
－１

平成18年3月10日 3,097,500
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3334

九州電力（株）
中津営業所
大分県中津市中央町１－２
－５

電力需要契約
支出負担行為担当官
中津少年学院　　梅崎照行
大分県中津市大字１２０５－１－４０２

平成17年4月1日 3,211,400
　 契約業者以外の事業者に送電可能な業者がなく，競
争を許さないため（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3335 中津市上下水道部 水道供給等契約
支出負担行為担当官
中津少年学院　　梅崎照行
大分県中津市大字１２０５－１－４０２

平成17年4月1日 2,751,230
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3336
九州電力（株） 三重営業所
大分県豊後大野市三重町
市場４３７番地

電力需要契約
支出負担行為担当官
大分少年院長 　秋田明生
大分県豊後大野市三重町赤嶺２７２１

平成17年4月1日 6,712,025
 契約業者以外の特定規模電気事業者，一般電気事業
者に送電可能な業者がなく，競争を許さないため。
（会計法第29条の3第4項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3337 豊後大野市 水道供給等契約
支出負担行為担当官
大分少年院長 　秋田明生
大分県豊後大野市三重町赤嶺２７２１

平成17年4月1日 1,853,820
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3338 個人情報につき非公表 土地賃貸借料
支出負担行為担当官
沖縄少年院長 　大園俊一
沖縄市山内市１の１３の１

平成17年4月1日 93,609,117

当院及び女子学園の敷地使用にかかる借料であり，契
約の性質上競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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3339
沖縄明治乳業
浦添市牧港１－６５－１

牛乳等の供給
支出負担行為担当官
沖縄少年院長 　大園俊一
沖縄市山内市１の１３の１

平成17年4月1日 1,920,414

近隣の製造工場に入札に関する事項を照会したが、入
札が可能と申し出てきた業者が当該業者１のみであった
ため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
酪農牛乳１コ
４０円ほか１２
件

3340 沖縄市水道局 水道供給等契約
支出負担行為担当官
沖縄少年院長 　大園俊一
沖縄市山内市１の１３の１

平成17年4月1日 3,192,423
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3341 福岡市水道事業管理者 水道供給等契約
支出負担行為担当官
福岡少年鑑別所長　高田　　修
福岡市南区若久６－７５－２

平成17年4月1日 5,233,561
水道法第６条の規定に基づき契約の相手方が決められ
ていることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3342

九州電力（株）　熊本西営業
所
熊本県熊本市上熊本２－１
２－１０

電力需要契約
支出負担行為担当官
熊本少年鑑別所長　佐々木初夫
熊本市池田１－９－２７

平成17年4月1日 1,730,000

　 契約業者以外の事業者に送電可能な業者がなく，競
争を許さないため
（会計法第２９条の１２，予決令第１０２条の２，会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3343
ダイヤテック（株）
鹿児島県鹿児島市唐湊３丁
目３－５

鹿児島少年鑑別所少年居室洗
面台及び便所改修工事
鹿児島県鹿児島市唐湊３丁目３
－５
平成17年9月2日～平成17年11
月11日

支出負担行為担当官
鹿児島少年鑑別所長　大浦宏
鹿児島県鹿児島市唐湊３丁目３－５

平成17年9月2日 4,567,500
　再度入札をしても落札者がなかったため（予決令第99
条の2）。

その他 引き続き競争入札を実施

3344

日立キャピタル（株）
北海道法人営業支店
北海道札幌市中央区大通
西３丁目

事件管理システム用機器賃借
料　一式

支出負担行為担当官
北海道地方更生保護委員会委員長
橋本詔子
（北海道札幌市中央区大通西１２丁
目）

平成17年4月1日 3,452,400

前年度に引き続き当該機器等を継続して賃借可能な者
は契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

その他
１８年７月以降において当該
事務・事業の委託等を行わな
い。

3345

九州電力（株）
福岡営業所
福岡市中央区渡辺通２丁目
１－82

電力供給の契約　一式
支出負担行為担当官
福岡保護観察所長　松田慎一
（福岡市中央区舞鶴１－４－13）

平成17年4月1日 1,815,374

当該サービスを安定的に供給可能な者は契約の相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

3346
関西電力（株）
大阪市北区中之島３－６－
１６

電力供給の契約　一式

支出負担行為担当官
京都保護観察所長　鈴木一光
（京都市上京区烏丸通今出川上る岡
松町２５５）

平成17年4月1日 1,811,637

当該サービスを安定的に供給可能な者は契約の相手方
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

3347

（株）日立製作所
北海道支社
北海道札幌市中央区北２条
西４丁目１番地

事件管理システム用機器保守
料　一式

支出負担行為担当官
北海道地方更生保護委員会委員長
橋本詔子
（北海道札幌市中央区大通西１３丁
目）

平成17年4月1日 1,524,600

契約の相手方は，当該システムの開発を行ったものであ
り，保守業務を迅速・確実に遂行可能な者は契約の相手
方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

同種案件がある場合は競争
入札に移行（価格競争）
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3348
東芝情報機器（株）
大阪市北区大淀中１丁目１
番３０号

複写機保守料　一式
支出負担行為担当官
大阪保護観察所長　福島光行
（大阪市中央区大手前4-1-76）

平成17年4月1日 1,484,922

当該機器は，契約の相手方が開発・販売するものであ
り，保守業務を確実に遂行可能なものは契約の相手方
のみであるため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時に保守料を踏
まえた競争入札を実施）

単価契約
２．８円／枚

3349
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂２－１７－２
２

複写機保守料　一式
支出負担行為担当官
東京保護観察所長　鈴木　勉
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,209,031

当該機器は，契約の相手方が開発・販売するものであ
り，保守業務を確実に遂行可能なものは契約の相手方
のみであるため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時に保守料を踏
まえた競争入札を実施）

単価契約
５，０００枚ま
で
４．７０円／枚

3350
京セラミタジャパン（株）
東京都中央区日本橋本町１
－９－１５

複写機保守料　一式
支出負担行為担当官
東京保護観察所長　鈴木　勉
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,155,968

当該機器は，契約の相手方が開発・販売するものであ
り，保守業務を確実に遂行可能なものは契約の相手方
のみであるため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時に保守料を踏
まえた競争入札を実施）

単価契約
５，０００枚ま
で
４．７０円／枚

3351

東芝情報機器（株）
神戸営業所
神戸市中央区磯辺通２丁目
２番１０号

複写機保守料　一式

支出負担行為担当官代理
神戸保護観察所総務課長　大野寛志
（兵庫県神戸市中央区橘通１－４－
１）

平成17年4月1日 1,140,898

当該機器は，契約の相手方が開発・販売するものであ
り，保守業務を確実に遂行可能なものは契約の相手方
のみであるため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時に保守料を踏
まえた競争入札を実施）

単価契約
３．５円／枚

3352
（株）大塚商会関西支社
大阪市福島区福島６丁目14
番1号

LAN用サーバ等機器保守料　一
式

支出負担行為担当官
大阪保護観察所長　福島光行
（大阪市中央区大手前4-1-76）

平成17年4月1日 1,086,103

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該委託業務の遂行が可能
であると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

同種案件がある場合は競争
入札に移行（価格競争）

3353
（株）広進
茨城県牛久市田宮町２４－
１

一般廃棄物収集運搬業務委託
契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年4月1日 1,769,040

当該業務について設備等の諸条件を満たし，かつ，安定
したサービスを提供できる唯一の業者であり，競争を許
さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3354
潮田三国堂（株）
茨城県水戸市元吉田町１７
００

医薬品等供給契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年4月1日 2,964,607

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該品目の供給が可能であ
ると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
MS温湿布
7,900円ほか

3355
（有）渡邉薬局
茨城県竜ヶ崎市４０９３

医薬品等供給契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年4月1日 8,043,785

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該品目の供給が可能であ
ると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
小青竜湯
1,300円ほか

3356

新生ビルテクノ（株）北関東
支店
茨城県つくば市千現１－１１
－３

庁舎維持管理業務請負契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年4月1日 103,752,165

当該業務について設備，立地条件等の諸条件を満たし，
かつ，安定したサービスを提供できる唯一の業者であ
り，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）
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3357
ドリコ（株）
東京都中央区銀座４－９－
１３

汚水処理施設維持管理業務委
託契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年4月1日 8,074,500
当該業務に係る技術，設備，品質保証能力を有する者
が契約業者以外になく，競争を許さないため（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3358
茨城リコー（株）
茨城県つくば市春日２－２６
－３

複写機保守請負契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年4月1日 3,784,411

契約業者は当該機器等の供給者であり，技術，品質保
証能力及び交換部品等を有するものは同社以外なく，競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時に保守料を踏
まえた競争入札を実施）

単価契約
基本料金
（2000枚含む）
11,600円
2001枚～8000
枚まで１枚4.1
円，8000枚以
上１枚3.4円

3359
協栄通信（株）
埼玉県さいたま市大宮区三
橋２－５９２－３

近隣住民用テレビ共聴システム
施設保守維持管理業務委託契
約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年4月1日 1,354,500

契約業者は当該機器等の供給者であり，技術，品質保
証能力及び交換部品等を有するものは同社以外なく，競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3360
（有）大貫園
茨城県牛久市神谷町３－１
７－２

植栽管理業務請負契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年4月1日 1,638,782

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該委託業務の遂行が可能
であると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3361
松本寝具（株）
東京都江東区南砂５－１５
－１１

洗濯業務請負契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年4月1日 15,790,006

当該洗濯業務について設備等の諸条件を満たし，かつ，
早急に安定したサービスを提供できる唯一の業者であ
り，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
毛布２７５円

3362
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５
－１２

レントゲン賃貸借契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年4月1日 3,641,400
当該機器を前年度に引き続き賃借するものであり，競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時には競争入
札を実施）

3363
宇田川石油（株）
茨城県土浦市真鍋２－１－
３９

白灯油納入契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年4月1日 14,946,435

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該品目の供給が可能であ
ると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
1リットル当た
り
４７．１４５円

3364
（有）フジイ
茨城県牛久市久野町９６７

プロパンガス納入契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年4月1日 1,845,346

ガスを安定的かつ継続的に供給できる者は契約の相手
方以外にないと判断したため。
（会計法第２９条の３第４項第１項第２号，予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
1立米当たり
２１０円

3365
日誠ビル管理（株）
東京都杉並区上高井戸１－
２５－１７

警備請負契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年4月1日 76,123,320

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該委託業務の遂行が可能
であると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）
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3366
（株）おかだ
東京都板橋区高島平９－６
－７

被収容者に対する給食供給契
約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年4月1日 194,558,862

契約の相手方は被収容者に対する給食の安定供給等
の要件を満たした当該サービスを提供できる唯一の業
者であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
１号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１人１日1,110
円

3367
（株）おかだ
東京都板橋区高島平９－６
－７

配膳業務契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年4月1日 10,615,183

各業者のプランを比較検討したところ，被収容者に対す
る給食の供給と連動した当該役務形態をとった最も経済
的と考えられるプランを選定し，該当の業者と随意契約
したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
一寮当たり月
額122,850円

3368
（株）インタラック
東京都千代田区富士見２－
１０－２８

講師派遣契約（１９回初等科及
び６７次初任科）

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年4月11日 3,977,660

当所が求める仕様・カリキュラムに沿った講義の実施が
可能な者は契約の相手方のみであり，競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
講師派遣１時
間当たり8,820
円
交通費1回当
たり4,100円

3369
（株）インタラック
東京都千代田区富士見２－
１０－２８

講師派遣契約（２０回初等科）

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年6月17日 1,125,380

当所が求める仕様・カリキュラムに沿った講義の実施が
可能な者は契約の相手方のみであり，競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
講師派遣１時
間当たり8,820
円
交通費1回当
たり4,100円

3370
（株）ＪＡＬビジネス
東京都港区浜松町１－９－
１０

講師派遣契約（１９回初等科及
び６７次初任科）

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年4月11日 1,334,400

当所が求める仕様・カリキュラムに沿った講義の実施が
可能な者は契約の相手方のみであり，競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
講師派遣１時
間当たり
10,300円
交通費1回当
たり4,100円

3371
（株）ＪＡＬビジネス
東京都港区浜松町１－９－
１０

講師派遣契約（２１回初等科及
び６８次初任科）

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年10月28日 1,029,600

当所が求める仕様・カリキュラムに沿った講義の実施が
可能な者は契約の相手方のみであり，競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
講師派遣１時
間当たり
10,300円
交通費1回当
たり4,100円

3372

（株）プライムコミュニケー
ションズ
東京都中央区晴海１－８－
１０

講師派遣契約（６３回中等科及
び６４回中等科）

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年8月12日 2,729,549

当所が求める仕様・カリキュラムに沿った講義の実施が
可能な者は契約の相手方のみであり，競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
講師派遣１時
間当たり
13,650円
交通費1回当
たり2,320円
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3373

（株）プライムコミュニケー
ションズ
東京都中央区晴海１－８－
１０

講師派遣契約（２１回初等科及
び６８次初任科）

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年10月28日 5,891,385

当所が求める仕様・カリキュラムに沿った講義の実施が
可能な者は契約の相手方のみであり，競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
講師派遣１時
間当たり
13,650円
交通費1回当
たり2,320円

3374

（株）プライムコミュニケー
ションズ
東京都中央区晴海１－８－
１０

講師派遣契約（２２回初等科）

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成18年1月10日 1,695,100

当所が求める仕様・カリキュラムに沿った講義の実施が
可能な者は契約の相手方のみであり，競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
講師派遣１時
間当たり
13,650円
交通費1回当
たり2,320円

3375
日本特装（株）
東京都千代田区平河町１－
９－９

警備用防護衣購入

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成18年2月1日 3,166,800

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該品目の供給が可能であ
ると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

同種案件がある場合は競争
入札に移行（価格競争）

3376
東洋物産（株）
東京都杉並区和田３－５３
－１４

防護用ヘルメット購入

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成18年2月3日 2,154,642

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該品目の供給が可能であ
ると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

同種案件がある場合は競争
入札に移行（価格競争）

3377
東京電力（株）竜ヶ崎支社
茨城県竜ヶ崎市寺後３６２６
－１

電気需給契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　西尾　満
(茨城県牛久市久野町１７６７)

平成17年4月1日 39,542,191

電力を安定かつ継続的に供給できる者は契約の相手方
以外にないと判断したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3378
双葉給食（株）
大阪府高槻市下田部町
２－４１－１４

被収容者に対する給食供給契
約

支出負担行為担当官
　入国者収容所西日本入国管理セン
ター所長　三島　孝雄
（大阪府茨木市郡山１丁目１－１１）

平成17年4月1日 79,469,644

契約の相手方は被収容者に対する給食の安定供給等
の要件を満たした当該サービスを提供できる唯一の業
者であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
１号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
（朝食２１２
円，昼食４６９
円，夕食４６９
円，計１，１５０
円）

3379
新生ビルテクノ（株）
大阪市中央区久太郎町３－
２－１１

庁舎設備管理業務委託契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所西日本入国管理セン
ター所長　三島　孝雄
（大阪府茨木市郡山１丁目１－１１）

平成17年4月1日 26,334,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため
（会計法第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

3380
新生ビルテクノ（株）
大阪市中央区久太郎町３－
２－１１

清掃業務委託契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所西日本入国管理セン
ター所長　三島　孝雄
（大阪府茨木市郡山１丁目１－１１）

平成17年4月1日 6,274,107
再度の入札をしても落札者がいなかったため
（会計法第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施
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3381
富士ゼロックス（株）
大阪市中央区安土町３－５
－１２

庁内ＬＡＮ保守管理契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所西日本入国管理セン
ター所長　三島　孝雄
（大阪府茨木市郡山１丁目１－１１）

平成17年4月1日 1,232,700

当該業者は，当センター庁内ＬＡＮシステムの仕様の策
定，設計から施工まで一貫して携わっており，システム
保守に関し，技術，品質保証能力等を有する者は同社
以外になく，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3382

ジョンソンコントロールズ
（株）
大阪市西区靱本町１－１１
－７

空調用自動制御機器保守管理
契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所西日本入国管理セン
ター所長　三島　孝雄
（大阪府茨木市郡山１丁目１－１１）

平成17年4月1日 1,029,000

当センターの空調用自動制御機器は同社製のものであ
り，他社には保守管理できないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3383
大阪日産モーター（株）
大阪市西区南堀江３丁目１
４－２２

自動車（マイクロバス）交換契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所西日本入国管理セン
ター所長　三島　孝雄
（大阪府茨木市郡山１丁目１－１１）

平成17年9月16日 7,350,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため
（会計法第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

3384
日創建設（株）
大阪市中央区内淡路町１－
３－１３

事務室改修工事（放射線防護
仕様）
平成１８年２月１６～３月８日

支出負担行為担当官
　入国者収容所西日本入国管理セン
ター所長　三島　孝雄
（大阪府茨木市郡山１丁目１－１１）

平成18年1月31日 5,880,000
再度の入札をしても落札者がいなかったため
（会計法第２９条の３第５項，予決令第９９条の２）

その他 引き続き競争入札を実施

3385
（株）ジェーシービー
大阪市中央区北浜東４－３
３

高速道路ＥＴＣクレジットカードに
関する契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所西日本入国管理セン
ター所長　三島　孝雄
（大阪府茨木市郡山１丁目１－１１）

平成17年4月1日 1,217,420
価格面で実質的な競争が存在しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3386
関西電力（株）
大阪市北区中之島３丁目６
－１６

電力供給契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所西日本入国管理セン
ター所長　三島　孝雄
（大阪府茨木市郡山１丁目１－１１）

平成17年4月1日 15,692,782

電力を安定かつ継続的に供給できる者は契約の相手方
以外にないと判断したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3387
大阪ガス（株）
大阪府高槻市藤の里町３９
－６

都市ガス供給契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所西日本入国管理セン
ター所長　三島　孝雄
（大阪府茨木市郡山１丁目１－１１）

平成17年4月1日 9,638,476

契約の相手方は，ガス事業法等の規程に基づき，当セ
ンターにガスを供給可能な唯一の事業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3388 茨木市 水道供給契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所西日本入国管理セン
ター所長　三島　孝雄
（大阪府茨木市郡山１丁目１－１１）

平成17年4月1日 18,631,559

水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3389
（株）ジェーシービー
東京都港区南青山５－１－
２２

高速道路ＥＴＣクレジットカードに
関する契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所大村入国管理セン
ター所長　片倉　　誠
（長崎県大村市古賀島町６４４－３）

平成17年4月1日 2,358,150
価格面で実質的な競争が存在しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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3390
九州教具（株）
長崎県大村市桜馬場１丁目
２１４－２

複写機の保守点検及び調整

支出負担行為担当官
　入国者収容所大村入国管理セン
ター所長　片倉　　誠
（長崎県大村市古賀島町６４４－３）

平成17年4月1日 1,796,595

契約業者は当該機器等の供給者であり，技術，品質保
証能力及び交換部品等を有するものは同社以外なく，競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時に保守料を踏
まえた競争入札を実施）

単価契約
1枚～1000枚
まで1枚7円，
1001枚～8000
枚まで１枚6.3
円
8001枚以上１
枚4.7円ほか

3391
（株）ナカヤマリフレッシュ
長崎県長崎市葉山１丁目４
４－４

洗濯業務請負契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所大村入国管理セン
ター所長　片倉　　誠
（長崎県大村市古賀島町６４４－３）

平成17年4月1日 1,295,890

当該洗濯業務について設備等の諸条件を満たし，かつ，
早急に安定したサービスを提供できる唯一の業者であ
り，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
毛布75円ほか
10品

3392
アサヒフード（株）
長崎県大村市協和町１７３６

被収容者に対する給食供給契
約

支出負担行為担当官
　入国者収容所大村入国管理セン
ター所長　片倉　　誠
（長崎県大村市古賀島町６４４－３）

平成17年4月1日 48,503,749

契約の相手方は被収容者に対する給食の安定供給等
の要件を満たした当該サービスを提供できる唯一の業
者であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
１号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
朝食190円，
昼，夕食各
467円

3393
アサヒフード（株）
長崎県大村市協和町１７３６

給食の配膳及びゴミ回収

支出負担行為担当官
　入国者収容所大村入国管理セン
ター所長　片倉　　誠
（長崎県大村市古賀島町６４４－３）

平成17年4月1日 2,509,500

契約相手方は被収容者に対する給食の供給を行ってい
る者であり，供給された給食を衛生的に，かつ，速やか
に配膳できる唯一の者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3394
日本総合サービス（株）
福岡市博多区博多駅南１－
９－８

護送車両運転等業務委託契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所大村入国管理セン
ター所長　片倉　　誠
（長崎県大村市古賀島町６４４－３）

平成17年4月1日 3,143,175
運送のため。
（会計法第２９条の３第５項，予決令第９９条第８号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3395

総合システム管理（株）長崎
支社
長崎県大村市雄ヶ原町１２９
８－２９

処遇における警備補助業務委
託契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所大村入国管理セン
ター所長　片倉　　誠
（長崎県大村市古賀島町６４４－３）

平成17年4月1日 1,106,332

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該委託業務の遂行が可能
であると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3396

（株）ジャパレン西九州大村
営業所
長崎県大村市古賀島町１７
７７－１

レンタカー賃貸借契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所大村入国管理セン
ター所長　片倉　　誠
（長崎県大村市古賀島町６４４－３）

平成17年4月1日 1,350,326

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該品目の賃貸が可能であ
ると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ1日
20,000円ほか
13車種

3397 大村市水道部 水道供給契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所大村入国管理セン
ター所長　片倉　　誠
（長崎県大村市古賀島町６４４－３）

平成17年4月1日 7,195,940

水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3398
総合システム管理（株）
長崎県大村市雄ヶ原町１２９
８－２９

冷温水発生機（RH-1B真空部）
分解整備

支出負担行為担当官
　入国者収容所大村入国管理セン
ター所長　片倉　　誠
（長崎県大村市古賀島町６４４－３）

平成17年4月27日 5,435,545

同機については専門的な技術，品質保証能力等を有す
るメーカーサービス代行店として業務提携している業者
は契約業者１社のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）
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3399
（株）ＪＡＬビジネス
東京都品川区東品川２－２
－２０

在留審査支援システム入力業
務委託契約

支出負担行為担当官
　札幌入国管理局長　高橋邦夫
（北海道札幌市中央区大通西１２丁
目）

平成17年4月1日 5,553,836

本委託業務は，入国予定及び在留中の外国人からの各
種申請，処分結果，関連データの入力業務等であるが，
入力作業には入国在留手続きに関する知識等が必要不
可欠であり，他の業者を選定した場合には，在留資格審
査業務の適正かつ円滑な運営に支障が生じる恐れが
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１件当たり
９９円
ほか３件

3400
函館空港ビルデング（株）
北海道函館市高松町５１１
番地　函館空港内

函館港出張所　函館空港事務
室借料
（34.69㎡）

支出負担行為担当官
　札幌入国管理局長　高橋邦夫
（北海道札幌市中央区大通西１２丁
目）

平成17年4月1日 1,533,760

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3401
北海道リコー（株）
北海道札幌市北区１０条西
２丁目１３－１

乾式電子複写機の保守点検等
に関する契約

支出負担行為担当官
　札幌入国管理局長　高橋邦夫
（北海道札幌市中央区大通西１２丁
目）

平成17年4月1日 3,413,735

契約業者は当該機器等の供給者であり，技術，品質保
証能力及び交換部品等を有するものは同社以外なく，競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時に保守料を踏
まえた競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
5.1円
ほか1件

3402

富士ゼロックス（株）北海道
営業所
北海道札幌市中央区大通
西７丁目３－１

電子複写機の保守点検等に関
する契約

支出負担行為担当官
　札幌入国管理局長　高橋邦夫
（北海道札幌市中央区大通西１２丁
目）

平成17年4月1日 1,270,405

契約業者は当該機器等の供給者であり，技術，品質保
証能力及び交換部品等を有するものは同社以外なく，競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時に保守料を踏
まえた競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
5.0円
ほか3件

3403
社団法人岩手県産業会館
岩手県盛岡市大通1-2-1

盛岡出張所建物借料
（266㎡）

支出負担行為担当官
　仙台入国管理局長　重見一崇
（宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-
20）

平成17年4月1日 8,435,220

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3404
秋田県農業共済（株）
秋田県秋田市八橋南2-10-
16

秋田出張所建物借料
（166.4㎡）

支出負担行為担当官
　仙台入国管理局長　重見一崇
（宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-
20）

平成17年4月1日 7,023,744

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3405 郡山市
郡山出張所土地建物借料
（148.32㎡）

支出負担行為担当官
　仙台入国管理局長　重見一崇
（宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-
20）

平成17年4月1日 4,206,558

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該土地の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3406

秋田空港ターミナルビル
（株）
秋田県秋田市雄和椿川字
山籠49

秋田空港事務室借料
（85.8㎡）

支出負担行為担当官
　仙台入国管理局長　重見一崇
（宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-
20）

平成17年4月1日 2,780,532

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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3407
福島空港ビル（株）
福島県石川郡玉川村大字
北須釜字ハバキ田21

福島空港事務室借料
（59.59㎡）

支出負担行為担当官
　仙台入国管理局長　重見一崇
（宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-
20）

平成17年4月1日 2,590,368

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3408
青森空港ビル（株）
青森県青森市大字大谷字
小谷1-5

青森空港事務室借料
（32.43㎡）

支出負担行為担当官
　仙台入国管理局長　重見一崇
（宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-
20）

平成17年4月1日 1,405,643

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3409
佐川急便（株）東北支社
仙台市宮城野区扇町７-5-3

荷物運送に関する契約一式

支出負担行為担当官
　仙台入国管理局長　重見一崇
（宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-
20）

平成17年4月1日 1,660,494
運送のため。
（会計法第２９条の３第５項，予決令第９９条第８号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１個当たり
210円
ほか２４件

3410
（株）ジェーシービー
東京都港区南青山５－１－
２２

高速道路ＥＴＣクレジットカードに
関する契約

支出負担行為担当官
　仙台入国管理局長　重見一崇
（宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-
20）

平成17年4月1日 2,297,100
価格面で実質的な競争が存在しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3411
関東ビル管理連合協同組合
埼玉県川越市扇河岸１０５
－６

東京入国管理局の庁舎警備業
務，収容場監視業務及び護送
関係業務の委託に関する契約
一式

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 272,571,600

特別な技術，設備，品質保証能力等を有する者が契約
業者１社であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3412
新生ビルテクノ（株）
東京都台東区台東１－２７
－１

東京入国管理局の庁舎設備維
持管理業務に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 121,800,000

特別な技術，設備，品質保証能力等を有する者が契約
業者１社であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3413
三菱信託銀行（株）
東京都千代田区丸の内１－
４－５

新宿出張所建物賃貸契約
７２２．４６㎡

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 60,579,276

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3414
関東ビル管理連合協同組合
埼玉県川越市扇河岸１０５
－６

東京入国管理局の庁舎清掃業
務の委託に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 40,427,947

清掃業務を行う上で，収容施設内に立ち入る等の特殊
事情から当施設の定める仕様上の安全性等の要件を備
えている業者が契約の相手方のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
１号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3415
伊藤忠ビルディング（株）
東京都中央区日本橋小舟
町１３－３

千葉出張所建物賃貸借契約
（787.56㎡）

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 33,345,516

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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3416
日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１－
６－６

宇都宮出張所建物賃貸借契約
（587.96㎡）

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 32,569,356

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3417
与野都市開発（株）
埼玉県さいたま市中央区上
落合２－３－３

東京入国管理局さいたま出張
所建物賃貸借契約
（606.15㎡）

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 27,734,616

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3418
（有）プリンス
茨城県水戸市元山町２－３
－５９

水戸出張所建物賃貸借契約
（490㎡）

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 24,278,436

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3419
（株）ダイタ
山梨県甲府市丸の内２－１
４－１３

甲府出張所建物賃貸借契約
（230.43㎡）

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 10,535,616

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3420
（株）成田エアポートテクノ
千葉県成田市古込字古込１
－１

東京入国管理局成田空港支局
（１ビル）における専用部分の諸
設備保守業務に関する契約一
式

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 5,808,104

当該業務に係る技術，設備，品質保証能力を有する者
が契約業者以外になく，また，指定業者でもあることから
競争を許さないため（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3421
（株）成田空港美整社
千葉県成田市取香５２９－６
３

東京入国管理局成田空港支局
における清掃請負業務に関す
る契約一式

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 5,620,803

清掃業務を行う上で，当施設の定める仕様上の安全性
等の要件を備えている業者が契約の相手方のみであっ
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3422
三菱信託銀行（株）
東京都千代田区丸の内１－
４－５

新宿出張所駐車場賃貸借契約
５台

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 5,040,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該土地の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3423
扶桑電通（株）
東京都中央区八重洲２－１
０－１４

電話機交換設備保守に関する
契約一式

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 4,601,268

当該業者は，電話回線システムの設計・開発に携わって
おり，保守業務における技術，品質保証能力等を有する
業は同社以外になく，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3424
（株）成田エアポートテクノ
千葉県成田市古込字古込１
－１

東京入国管理局成田空港支局
（２ビル）における専用部分の諸
設備保守業務に関する契約一
式

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 4,563,349

当該業務に係る技術，設備，品質保証能力を有する者
が契約業者以外になく，また，指定業者でもあることから
競争を許さないため（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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3425

（株）日産フィナンシャルサー
ビス
東京都港区白金台３－２－
１０

自動車６台に関するリース契約
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 4,384,800

当該機器を前年度に引き続き賃貸するものであり，競争
を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（更新時に競争入札を実施）

3426
与野都市開発（株）
埼玉県さいたま市中央区上
落合２－３－３

東京入国管理局さいたま出張
所における管理業務に関する
契約

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 3,761,100

当出張所が入居している建物の清掃等維持管理業務の
受託業者は建物管理者の指定業者となるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3427

伊藤忠アーバンコミュニティ
（株）
東京都中央区日本橋本町２
－７－１

東京入国管理局千葉出張所に
おける清掃請負業務に関する
契約一式

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 2,457,000

当出張所が入居している建物の清掃等維持管理業務の
受託業者は建物管理者の指定業者となるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3428

（株）日産フィナンシャルサー
ビス
東京都港区白金台３－２－
１０

自動車２台に関するリース契約
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 2,219,224

当該機器を前年度に引き続き賃貸するものであり，競争
を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（更新時に競争入札を実施）

3429
大星ビル管理（株）
東京都文京区小石川４－２
２－２

東京入国管理局宇都宮出張所
における清掃請負業務に関す
る契約一式

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 1,557,360

当出張所が入居している建物の清掃等維持管理業務の
受託業者は建物管理者の指定業者となるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3430
（株）成田エアポートテクノ
千葉県成田市古込字古込１
－１

東京入国管理局成田空港支局
（１ビル）における空調用エア
フィルター交換業務に関する契
約一式

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 1,449,781

当該業務に係る技術，設備，品質保証能力を有する者
が契約業者以外になく，また，指定業者でもあることから
競争を許さないため（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3431 横浜市
横浜港大さん橋国際線旅客
ターミナル内横浜支局分室港湾
使用料

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 1,404,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3432
（株）成田エアポートテクノ
千葉県成田市古込字古込１
－１

東京入国管理局成田空港支局
（１ビル）における消防設備点検
業務に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 1,357,566

当該業務に係る技術，設備，品質保証能力を有する者
が契約業者以外になく，また，指定業者でもあることから
競争を許さないため（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3433
（有）プリンス
茨城県水戸市元山町２－３
－５９

水戸出張所駐車場賃貸借契約
７台

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 1,323,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該土地の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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3434
大星ビル管理（株）
東京都文京区小石川４－２
２－２

東京入国管理局高崎出張所に
おける清掃請負業務に関する
契約一式

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 1,126,440

当出張所が入居している建物の清掃等維持管理業務の
受託業者は建物管理者の指定業者となるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3435
伊藤忠ビルディング（株）
東京都中央区日本橋小舟
町１３－３

千葉出張所駐車場賃貸借契約
３台

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 1,104,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該土地の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3436

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）
東京都中央区日本橋本町１
－５－４

乾式複写機の保守点検に関す
る契約一式

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 39,483,510

契約業者は当該機器等の供給者であり，技術，品質保
証能力及び交換部品等を有するものは同社以外なく，競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時に保守料を踏
まえた競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.8円ほか

3437
リコー販売（株）
東京都品川区西五反田７－
２５－５

乾式複写機の保守点検に関す
る契約一式

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 16,473,781

契約業者は当該機器等の供給者であり，技術，品質保
証能力及び交換部品等を有するものは同社以外なく，競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時に保守料を踏
まえた競争入札を実施）

単価契約
１枚当たり
4.5円ほか

3438
（株）日本翻訳センター
東京都千代田区神田美土
代町７番地

東京入国管理局の出入国管理
業務に係る翻訳業務に関する
契約一式

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 15,616,648

当該業務については出入国管理に関する翻訳経験やノ
ウハウを必要とするものであり，契約の相手方はその条
件を満たす唯一の業者であったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
英語400字詰
１枚当たり
2,500円ほか

3439
（株）コームラ
岐阜市北一色8-7-28

外国人出入国情報システムタイ
トルシート作成業務に関する契
約一式

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 7,214,287

契約の相手方は版下を有しており，時価に比べて著しく
有利な価格をもって契約をすることができる見込みがあ
るため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
１枚当たり
７円ほか

3440
ニッポンレンタカーアーバン
ネット（株）
東京都目黒区東山1-2-7

自動車の借り上げに関する契
約一式

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 5,700,743

契約業者は，緊急使用においても対応でき，かつ，使用
車両を使用場所まで無料で引き渡し，無料で引き取りに
応じられる唯一の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１台１日
4,000円ほか

3441
ヤマト運輸（株）
千葉県成田市天神峰字中
央１５５－２

磁気テープ運搬役務に関する
契約一式

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 2,116,800
運送のため。
（会計法第２９条の３第５項，予決令第９９条第８号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１ケース片道
当たり
1,680円

3442
（株）東洋ノーリツ
東京都千代田区神田淡路
町２－２１－１５

コピー用紙購入
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 9,650,135

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該品目の供給が可能であ
ると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）
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3443
双日エネルギー（株）
東京都港区赤坂２－１４－３
２

自動車揮発油供給契約
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 19,304,366

東京入国管理局管内において，給油カードでの給油及
び東京本局での一括支払いが可能な業者は契約業者
のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
１号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3444
（有）青横ファーマシー
東京都品川区南品川３－５
－８

常備薬購入
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 1,624,127

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該品目の供給が可能であ
ると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
サロンパス１
袋当たり
６４０円ほか

3445
（株）スズケン
東京都台東区鳥越２－１３
－８

常備薬購入
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 1,876,937

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該品目の供給が可能であ
ると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
プレコール
１個当たり
３４０円ほか

3446
トモエ薬局
東京都足立区栗原２－４－
１１

常備薬購入
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 2,157,066

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該品目の供給が可能であ
ると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
パブロン
１個当たり
５３８円ほか

3447
佐川急便（株）関東支社
東京都江東区新砂２－１－
１

荷物運送に関する契約一式
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 2,948,417
運送のため。
（会計法第２９条の３第５項，予決令第９９条第８号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
関東１ｋｍ当
たり
２８０円ほか

3448
金剛自工（株）
東京都品川区北品川１－８
－２０

エンジンオイル及びエレメント交
換

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 1,207,046

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該委託業務の遂行が可能
であると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3449
広陽サービス（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

廃棄物処理
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 13,591,355

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該委託業務の遂行が可能
であると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3450
（株）ジェーシービー
東京都港区南青山５－１－
２２

高速道路ＥＴＣクレジットカードに
関する契約

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 21,862,058
価格面で実質的な競争が存在しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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3451
東南観光（株）
東京都墨田区太平３－６－
１

護送用バス賃借料
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 10,680,000

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該品目の賃貸が可能であ
ると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3452
（株）アイム
千葉県成田市本三里塚２２
５－１７

通訳・翻訳業務
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 14,027,984

当該業務については，成田空港内において，出入国管
理に関する通訳経験やノウハウを必要とするものであ
り，契約の相手方はその条件を満たす業者であったた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
英語30分
1,500円ほか

3453
（株）全日警
東京都中央区日本橋浜町１
－１－１２

通訳・翻訳業務
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 12,204,643

当該業務については，成田空港内において，出入国管
理に関する通訳経験やノウハウを必要とするものであ
り，契約の相手方はその条件を満たす業者であったた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
英語30分
1,500円ほか

3454
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１－６－
６

立川出張所専用部分清掃料
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 1,471,262

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該委託業務の遂行が可能
であると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3455
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１－６－
６

立川出張所共用部分（廊下エリ
ア）清掃料

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 1,736,460

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該委託業務の遂行が可能
であると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3456

ＳＩＴＡ（SOSIETE
INTERNATIONAL DE
TELECOMMUNICATIONS
AERONAUTIQUES)
Vice President-Asia Pacific
Mr.Russell Robertson
Avenue Henri-Matisse 14
1140 Brussels Belgium

回線使用料（事前旅客情報シス
テム）

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 1,333,285

当該回線は契約業者の所有であり，一元的に管理して
いるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3457
ＮＥＣリース（株）
東京都港区芝５－２９－１１

ＡＰＩＳ（事前旅客情報システム）
機器賃料

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 22,680,000

当該機器を前年度に引き続き賃貸するものであり，競争
を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経た後平成２１
年度から）

3458
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

遠隔監視業委託料（事前旅客
情報システム）

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 12,474,000

当該システムの仕様の策定・設計は契約業者が行って
おり，技術，品質保証能力等を有する者は同社以外にな
く，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経た後平成２１
年度から）

452



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

3459
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

運用支援業務（事前旅客情報シ
ステム）

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 4,074,000

当該システムの仕様の策定・設計は契約業者が行って
おり，技術，品質保証能力等を有する者は同社以外にな
く，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経た後平成１９
年度から）

3460
新生ビルテクノ（株）
東京都台東区台東１－２７
－１

おだいば分室設備保守
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 1,496,800

当出張所が入居している建物は，同社が一元的に管理
しているため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3461
東京臨海熱供給（株）
東京都江東区有明３－１

おだいば分室熱使用料
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 1,840,128

当出張所が入居している建物は，同社が一元的に管理
しているため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3462
日本空港テクノ（株）
東京都大田区羽田空港３－
３－２

電気・空調設備保守
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 2,432,845

当出張所が入居している建物は，同社が一元的に管理
しているため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3463
関東財務局東京財務事務
所

東京入国管理局土地借料
（6,236.44㎡ほか）

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 46,437,560

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該土地の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3464
三菱信託銀行（株）
東京都千代田区丸の内１－
４－５

新宿外国人センター建物賃貸
借料
（248.41㎡）

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 5,082,654

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3465
（株）ハイジア
東京都新宿区歌舞伎町２－
４４－１

新宿出張所空調使用料
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 5,687,556

当出張所が入居している建物は，同社が一元的に管理
しているため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3466
与野都市開発（株）
さいたま市中央区上落合２
－３－３

さいたま出張所冷温水使用料
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 3,442,347

当出張所が入居している建物は，同社が一元的に管理
しているため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3467

医療法人社団國手会空港ク
リニック
千葉県成田市三里塚御料
牧場１番地

定期健康診断　一式
支出負担行為担当官
　東京入国管理局長　木島正芳
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年10月26日 1,916,785

履行場所等の仕様条件を満たす者が１社であり，競争を
許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

453



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

3468
（資）堀商店
東京都港区新橋２－５－２

共通錠シリンダー等交換工事
東京入国管理局庁舎

支出負担行為担当官
　東京入国管理局長　木島正芳
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年11月21日 3,140,500

当該交換工事を行ったエリアは，収容場という極めて保
安上重要な箇所であり，鍵もシリンダーも一般に市販さ
れているものではなく，特注品を使用している。契約業者
は当該シリンダー等を作成した者であり，交換部品等を
有する者は同社以外になく，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3469
（株）日建設計
東京都千代田区飯田橋２－
１８－３

セカンダリー審査室模様替工事
に伴う設計業務委託　一式

支出負担行為担当官
　東京入国管理局長　木島正芳
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年12月13日 2,940,000

契約業者は，成田空港ターミナルビルの設計業者であ
り，当該空港内の全フロアーを把握し，かつ，設計図を
当該業者のみが保有している。諸設備を含む設計を行う
ことができる者は同社以外になく，競争を許さないため。
(会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3470
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

退去端末移設
支出負担行為担当官
　東京入国管理局長　木島正芳
(東京都港区港南５－５－３０)

平成18年1月27日 1,310,314

契約業者は，当該機器の供給者であり，システムの仕様
の策定・設計を行った業者であり，システムの移設に関
し，機器間の接続に関し，技術，品質保証能力等を有す
る者は同社以外になく，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

最適化計画が実施・完了（次
世代システムへの移行完了・
本格運用）後，競争入札へ移
行

3471

三菱ふそうトラック・バス
（株）東京ふそう
東京都品川区東品川３－１
２－１

官用車エアコン取付工事　一式
支出負担行為担当官
　東京入国管理局長　木島正芳
(東京都港区港南５－５－３０)

平成18年3月2日 3,133,330

当該機器は，官用車（特別仕様の護送バス）の仕様にあ
わせた特注品であり，技術，品質保証能力及び交換部
品等を有する者は当該車両を製造した同社以外になく，
競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3472
（株）明光商会
東京都千代田区五番町１－
１

在留窓口に設置する表示器ほ
か5点購入（増設）

支出負担行為担当官
　東京入国管理局長　木島正芳
(東京都港区港南５－５－３０)

平成18年3月2日 3,151,995

既存表示器の増設であり，当該機器は，契約の相手方
が独自に開発したものであり，技術，品質保証能力及び
交換部品等を有する者は同社以外になく，競争を許さな
いため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3473
（株）富士通四国システムズ
愛媛県松山市永代町１３

予算管理システム更新
支出負担行為担当官
　東京入国管理局長　木島正芳
(東京都港区港南５－５－３０)

平成18年3月2日 4,447,800

当該システムは，契約の相手方が独自に開発・設計した
ものであり，システムの変更等に関し，技術・品質保証能
力等を有する者は同社以外になく，競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3474
ジーエル開発（株）
東京都港区虎ノ門１－４－２

パーティションスタンドのベルト
交換　一式

支出負担行為担当官
　東京入国管理局長　木島正芳
(東京都港区港南５－５－３０)

平成18年3月3日 1,868,160

契約業者は当該物品の製造者であり，技術，品質保証
能力及び交換部品等を有する者は同社以外になく，競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3475
ジーエル開発（株）
東京都港区虎ノ門１－４－２

パーティションスタンド購入
支出負担行為担当官
　東京入国管理局長　木島正芳
(東京都港区港南５－５－３０)

平成18年3月7日 8,568,000

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該品目の供給が可能であ
ると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
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（円）
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点検結果 講ずる措置 備考

3476
東京ガス（株）
東京都新宿区西新宿３－７
－１

東京入国管理局ガス供給契約
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 25,273,401

契約の相手方は，ガス事業法等の規程に基づき，当セ
ンターにガスを供給可能な唯一の事業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

3477 東京都 東京入国管理局水道供給契約
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 37,463,606

水道法第６条の規定に基づき，水道事業を経営する者
が契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

3478
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東京都千代田区永田町２－
１１－１

東京入国管理局携帯電話利用
支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 13,531,909

引き続き当該業者と契約することにより，長期割引制度
を最大限に活用できるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約

3479
財団法人東京港湾福利厚
生協会
東京都港区海岸３－９－４０

被収容者に対する給食供給契
約（東京入国管理局）

支出負担行為担当官代理
　東京入国管理局次長　大和田高道
(東京都港区港南５－５－３０)

平成17年4月1日 225,576,431

契約の相手方は被収容者に対する給食の安定供給等
の要件を満たした当該サービスを提供できる唯一の業
者であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
１号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１日当たり
９０１円

3480
西洋フーズシステムズ（株）
東京都豊島区池袋３－１３
－３

被収容者に対する給食供給契
約（成田空港支局）

契約担当官
東京入国管理局成田空港支局長　佐
藤　修
(成田市古込字古込１－１)

平成17年4月1日 10,409,118

契約の相手方は被収容者に対する給食の安定供給等
の要件を満たした当該サービスを提供できる唯一の業
者であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１日当たり
１，１６１円

3481
ダイヤ食品サービス（株）
神奈川県横浜市西区みなと
みらい３－３－１

被収容者に対する給食供給契
約（横浜支局）

契約担当官
　東京入国管理局横浜支局長　山中
英俊
(横浜市中区山下町３７－９)

平成17年4月1日 14,977,185

契約の相手方は被収容者に対する給食の安定供給等
の要件を満たした当該サービスを提供できる唯一の業
者であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１日当たり
１，１６１円

3482
（株）ＴＡＫプロパティ
東京都江東区南砂２－５－
１４

名古屋入国管理局丸の内分室
事務室借料
（2,097.58㎡）

支出負担行為担当官代理
　名古屋入国管理局総務課長補佐
下畝地　林
（愛知県名古屋市中区三の丸４－３
－１）

平成17年4月1日 79,975,668

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3483
（株）オーエムジャパン
東京都新宿区西新宿６－１
１－３

職員宿舎借料
（810.18㎡）

支出負担行為担当官代理
　名古屋入国管理局総務課長補佐
下畝地　林
（愛知県名古屋市中区三の丸４－３
－１）

平成17年4月1日 20,372,208

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3484 個人情報につき非公表
岐阜出張所土地・建物借料
（248.6㎡）

支出負担行為担当官代理
　名古屋入国管理局総務課長補佐
下畝地　林
（愛知県名古屋市中区三の丸４－３
－１）

平成17年4月1日 12,480,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土
地・建物であって，他の位置にある土地・建物を賃借して
も契約の目的を達しないことから，当該土地・建物の所
有者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

3485
（株）ＡＢＣ
静岡県静岡市駿河区八幡５
－２６－２１

静岡出張所土地・建物借料
（192.83㎡）

支出負担行為担当官代理
　名古屋入国管理局総務課長補佐
下畝地　林
（愛知県名古屋市中区三の丸４－３
－１）

平成17年4月1日 12,475,560

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土
地・建物であって，他の位置にある土地・建物を賃借して
も契約の目的を達しないことから，当該土地・建物の所
有者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3486
富山空港ターミナルビル
（株）
富山県富山市秋ヶ島３０

富山出張所富山空港事務室借
料
（184.56㎡）

支出負担行為担当官代理
　名古屋入国管理局総務課長補佐
下畝地　林
（愛知県名古屋市中区三の丸４－３
－１）

平成17年4月1日 9,446,244

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3487
大同生命保険（株）
大阪府大阪市西区江戸堀
１ー２－１

富山出張所土地・建物借料
（73㎡）

支出負担行為担当官代理
　名古屋入国管理局総務課長補佐
下畝地　林
（愛知県名古屋市中区三の丸４－３
－１）

平成17年4月1日 7,482,784

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土
地・建物であって，他の位置にある土地・建物を賃借して
も契約の目的を達しないことから，当該土地・建物の所
有者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3488

（株）アサヒファシリティズ名
古屋支店
愛知県名古屋市中区錦２－
２－１３

名古屋入国管理局丸の内分室
清掃業務委託料

支出負担行為担当官代理
　名古屋入国管理局総務課長補佐
下畝地　林
（愛知県名古屋市中区三の丸４－３
－１）

平成17年4月1日 3,679,200

他社数社と比較したところ，契約の相手方は他社よりも
著しく安価な価格をもって，当該委託業務の遂行が可能
であると見込まれるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第４号
ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

3489 浜松市
浜松出張所土地・建物借料
（300㎡）

支出負担行為担当官代理
　名古屋入国管理局総務課長補佐
下畝地　林
（愛知県名古屋市中区三の丸４－３
－１）

平成17年4月1日 3,066,096

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土
地・建物であって，他の位置にある土地・建物を賃借して
も契約の目的を達しないことから，当該土地・建物の所
有者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3490
（株）ジェーシービー
東京都港区南青山５－１－
２２

高速道路ＥＴＣクレジットカードに
関する契約

支出負担行為担当官代理
　名古屋入国管理局総務課長補佐
下畝地　林
（愛知県名古屋市中区三の丸４－３
－１）

平成17年9月1日 4,434,804
価格面で実質的な競争が存在しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3491

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ東
海
愛知県名古屋市東区東桜１
-１４-２５

携帯電話利用

支出負担行為担当官代理
　名古屋入国管理局総務課長補佐
下畝地　林
（愛知県名古屋市中区三の丸４－３
－１）

平成17年4月1日 4,764,277

引き続き当該業者と契約することにより，長期割引制度
を最大限に活用できるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3492
日本ゼネラルフード（株）
名古屋市守山区八剣２－１
１８

被収容者に対する給食供給契
約（名古屋入国管理局）

支出負担行為担当官代理
　名古屋入国管理局総務課長補佐
下畝地　林
（愛知県名古屋市中区三の丸４－３
－１）

平成17年4月1日 39,022,740

契約の相手方は被収容者に対する給食の安定供給等
の要件を満たした当該サービスを提供できる唯一の業
者であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
１号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１日当たり
１，１８０円

3493
日本ゼネラルフード（株）
名古屋市守山区八剣２－１
１８

被収容者に対する給食供給契
約（中部空港支局）

支出負担行為担当官
　大阪入国管理局長　稲見敏夫
(大阪市中央区谷町２－１－１７)

平成17年4月1日 2,730,050

契約の相手方は被収容者に対する給食の安定供給等
の要件を満たした当該サービスを提供できる唯一の業
者であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１日当たり
１，１８０円
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3494

富士ゼロックス（株）西日本
支社
大阪市中央区安土町３－５
－１２

複写機保守請負契約
支出負担行為担当官
　大阪入国管理局長　稲見敏夫
(大阪市中央区谷町２－１－１７)

平成17年4月1日 9,052,155

契約業者は当該機器等の供給者であり，技術，品質保
証能力及び交換部品等を有するものは同社以外なく，競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時に保守料を踏
まえた競争入札を実施）

単価契約
A color935　１
枚当たり7.66
円ほか

3495
リコー関西（株）
大阪市中央区谷町４－１１
－６

複写機保守請負契約
支出負担行為担当官
　大阪入国管理局長　稲見敏夫
(大阪市中央区谷町２－１－１７)

平成17年4月1日 6,037,648

契約業者は当該機器等の供給者であり，技術，品質保
証能力及び交換部品等を有するものは同社以外なく，競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時に保守料を踏
まえた競争入札を実施）

単価契約
イマジオMF-
3550モデル65
１枚当たり５円
ほか

3496

富士ゼロックス（株）西日本
支社
大阪市中央区安土町３－５
－１２

情報検索システム等保守請負
契約

支出負担行為担当官
　大阪入国管理局長　稲見敏夫
(大阪市中央区谷町２－１－１７)

平成17年4月1日 7,531,440

当該システム等は，契約の相手方が独自に構築したも
のであり，保守業務を安全・確実に遂行可能な者は契約
の相手方のみである。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3497

富士ゼロックス（株）西日本
支社
大阪市中央区安土町３－５
－１２

複写機保守請負契約

契約担当官
　大阪入国管理局関西空港支局長
畠山学
(大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１
番地)

平成17年4月1日 4,675,303

契約業者は当該機器等の供給者であり，技術，品質保
証能力及び交換部品等を有するものは同社以外なく，競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時に保守料を踏
まえた競争入札を実施）

単価契約
DC250
１枚当たり５円
ほか

3498
リコー関西（株）
大阪市中央区谷町４－１１
－６

複写機保守請負契約

契約担当官
　大阪入国管理局関西空港支局長
畠山学
(大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１
番地)

平成17年4月1日 1,383,249

契約業者は当該機器等の供給者であり，技術，品質保
証能力及び交換部品等を有するものは同社以外なく，競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時に保守料を踏
まえた競争入札を実施）

単価契約
イマジオMF-
4570黒モード
１枚当たり4.9
円ほか

3499
兵庫リコー（株）
兵庫県神戸市中央区磯部
通１－１－３９

複写機保守請負契約

契約担当官
　大阪入国管理局神戸支局長　田平
啓剛
(兵庫県神戸市中央区海岸通り２９番
地)

平成17年4月1日 2,517,365

契約業者は当該機器等の供給者であり，技術，品質保
証能力及び交換部品等を有するものは同社以外なく，競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時に保守料を踏
まえた競争入札を実施）

単価契約
イマジオMF-
4570黒モード
基本料金
14,700円
(3,000枚まで
のコピー料金
を含む)ほか

3500
（株）ＪＡＬビジネス
大阪市北区芝田１－４－８

在留審査支援システム入力業
務委託契約

支出負担行為担当官
　大阪入国管理局長　稲見敏夫
(大阪市中央区谷町２－１－１７)

平成17年4月1日 41,410,049

本委託業務は，入国予定及び在留中の外国人からの各
種申請，処分結果，関連データの入力業務等であるが，
入力作業には入国在留手続きに関する知識等が必要不
可欠であり，他の業者を選定した場合には，在留資格審
査業務の適正かつ円滑な運営に支障が生じる恐れが
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
１号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
コーディング１
件１０９円ほか

3501
ウオクニ（株）
神戸市灘区船寺町４－５－
１６

被収容者に対する給食供給契
約（大阪入国管理局）

支出負担行為担当官
　大阪入国管理局長　稲見敏夫
(大阪市中央区谷町２－１－１７)

平成17年4月1日 6,831,090

契約の相手方は被収容者に対する給食の安定供給等
の要件を満たした当該サービスを提供できる唯一の業
者であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１日当たり
１，１８０円
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3502
コーベフーズ（株）
神戸市長田区川西通２－１

被収容者に対する給食供給契
約（神戸支局）

契約担当官
　大阪入国管理局神戸支局長　田平
啓剛
(兵庫県神戸市中央区海岸通り２９番
地)

平成17年4月1日 6,516,870

契約の相手方は被収容者に対する給食の安定供給等
の要件を満たした当該サービスを提供できる唯一の業
者であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１日当たり
１，１８０円

3503
（株）ジェーシービー
東京都港区南青山５－１－
２２

高速道路ＥＴＣクレジットカードに
関する契約

支出負担行為担当官
　大阪入国管理局長　稲見敏夫
(大阪市中央区谷町２－１－１７)

平成17年4月1日 3,891,033
価格面で実質的な競争が存在しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3504
浪速産業（株）
大阪市中央区谷町２丁目２
番２２号

登録分室事務室借料
（168㎡）

支出負担行為担当官
　大阪入国管理局長　稲見敏夫
(大阪市中央区谷町２－１－１７)

平成17年4月1日 17,569,440

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3505
滋賀ビル（株）
滋賀県大津市梅林１丁目３
番１０号

大津出張所事務室借料
（250.85㎡）

支出負担行為担当官
　大阪入国管理局長　稲見敏夫
(大阪市中央区谷町２－１－１７)

平成17年4月1日 14,177,844

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3506

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ関
西
大阪市城東区森之宮１－６
－１１１

携帯電話利用
支出負担行為担当官
　大阪入国管理局長　稲見敏夫
(大阪市中央区谷町２－１－１７)

平成17年4月1日 2,357,603

引き続き当該業者と契約することにより，長期割引制度
を最大限に活用できるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3507
（株）ＪＡＬビジネス
大阪府大阪市北区柴田1-
4-8

在留審査支援システム入力業
務委託契約

支出負担行為担当官
　広島入国管理局長　石田　茂
（広島県広島市中区上八丁堀6-30）

平成17年4月1日 15,095,864

本委託業務は，入国予定及び在留中の外国人からの各
種申請，処分結果，関連データの入力業務等であるが，
入力作業には入国在留手続きに関する知識等が必要不
可欠であり，他の業者を選定した場合には，在留資格審
査業務の適正かつ円滑な運営に支障が生じる恐れが
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
コーディング
作業1件当た
り91円ほか２
件

3508
広川石油（株）
広島市西区横川町１－６－
１７

自動車揮発油供給契約

支出負担行為担当官
　広島入国管理局長　石田　茂
（広島県広島市中区上八丁堀6-30）

平成17年4月1日 2,043,023

広島局は中国五県の広範囲を管轄しており，実態調査，
摘発，護送業務等には官用車を使用する頻度が高い。
これらの業務に伴い中国地方全域，関西地方（特に西日
本ｾﾝﾀｰへの移送のため），大村（大村ｾﾝﾀｰへの移送の
ため）において，給油カードでの給油及び広島本局での
一括支払いが可能な業者は広川石油のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ
1㍑ 114円ほ
か１件

3509
米子空港ビル（株）
鳥取県境港市佐斐神１６３４
番地

米子空港事務室借料
（143.48㎡）

支出負担行為担当官
　広島入国管理局長　石田　茂
（広島県広島市中区上八丁堀6-30）

平成17年4月1日 4,597,344

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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3510 下関市
下関ターミナルビル事務室借料
（79.48㎡）

支出負担行為担当官
　広島入国管理局長　石田　茂
（広島県広島市中区上八丁堀6-30）

平成17年4月1日 1,040,760

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3511

（株）ひろしま港湾管理セン
ター
広島市南区宇品海岸１－１
３－１３

広島国際フェリーポート出入国
審査用事務室借料
（59.28㎡）

支出負担行為担当官
　広島入国管理局長　石田　茂
（広島県広島市中区上八丁堀6-30）

平成17年4月1日 1,382,400

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3512
愛媛エフ・エー・ゼット（株）
愛媛県松山市大可賀２－１
－２８

松山出張所事務室借料
（172.33㎡）

支出負担行為担当官
　高松入国管理局長　宮内大介
（香川県高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 5,428,392

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3513
松山空港ビル（株）
松山市南吉田町２３７１

松山空港審査事務室借料
（88.49㎡）

支出負担行為担当官
　高松入国管理局長　宮内大介
（香川県高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 3,767,664

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3514
（株）ＪＡＬビジネス
東京都品川区東品川２－２
－２０

在留審査支援システム入力業
務委託契約

支出負担行為担当官
　高松入国管理局長　宮内大介
（香川県高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 10,540,950

本委託業務は，入国予定及び在留中の外国人からの各
種申請，処分結果，関連データの入力業務等であるが，
入力作業には入国在留手続きに関する知識等が必要不
可欠であり，他の業者を選定した場合には，在留資格審
査業務の適正かつ円滑な運営に支障が生じる恐れが
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
入力１件当た
り８２円　ほか
２件

3515
アカマツ（株）高松営業所
高松市多肥下町２４７－２

乾式複写機保守管理請負契約

支出負担行為担当官
　高松入国管理局長　宮内大介
（香川県高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 2,344,227

契約業者は当該機器等の供給者であり，技術，品質保
証能力及び交換部品等を有するものは同社以外なく，競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時に保守料を踏
まえた競争入札を実施）

単価契約
1～8,000枚
3.80円　ほか７
件

3516
扶桑電通（株）九州支店
福岡市博多区博多駅前１－
１８－７

在留審査支援システム入力業
務委託契約

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　高山　泰
（福岡県福岡市博多区下臼井７７８－
１　福岡空港国内線第３ターミナルビ
ル）

平成17年4月1日 16,101,968

本委託業務は，入国予定及び在留中の外国人からの各
種申請，処分結果，関連データの入力業務等であるが，
入力作業には入国在留手続きに関する知識等が必要不
可欠であり，他の業者を選定した場合には，在留資格審
査業務の適正かつ円滑な運営に支障が生じる恐れが
あったため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条第１項第
１号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

単価契約
コーディング
作業１件当た
り６３円
ほか２件
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3517

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）
福岡県福岡市博多区東比
恵１－２－１２

デジタル複合機保守契約一式

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　高山　泰
（福岡県福岡市博多区下臼井７７８－
１　福岡空港国内線第３ターミナルビ
ル）

平成17年4月1日 10,602,444

契約業者は当該機器等の供給者であり，技術，品質保
証能力及び交換部品等を有するものは同社以外なく，競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時に保守料を踏
まえた競争入札を実施）

単価契約
３，０００枚ま
で１６，５００
円。
３，００１枚か
ら５．３円　ほ
か３件

3518
（株）ファビルス
福岡県福岡市博多区博多
駅前１－１－１

福岡空港出張所　警備請負契
約一式

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　高山　泰
（福岡県福岡市博多区下臼井７７８－
１　福岡空港国内線第３ターミナルビ
ル）

平成17年4月1日 4,030,740

当局出張所が入居している福岡空港国際線合同庁舎の
常駐警備を同社が行っていることから（管理庁による一
般競争入札済み），緊急事態が発生した場合に最も迅速
な対応ができるのは同社しかないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3519

リコー九州（株）
福岡県福岡市博多区博多
駅東２－１－１　福岡リコー
近鉄ビル

デジタル複合機保守契約一式

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　高山　泰
（福岡県福岡市博多区下臼井７７８－
１　福岡空港国内線第３ターミナルビ
ル）

平成17年4月1日 2,569,272

契約業者は当該機器等の供給者であり，技術，品質保
証能力及び交換部品等を有するものは同社以外なく，競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時に保守料を踏
まえた競争入札を実施）

単価契約
１，０００枚ま
で６．７円
ほか５件

3520
ヤマエ石油（株）
福岡県福岡市博多区博多
駅前東１－９－１

自動車用揮発油及び自動車用
軽油継続的売買契約一式

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　高山　泰
（福岡県福岡市博多区下臼井７７８－
１　福岡空港国内線第３ターミナルビ
ル）

平成17年4月1日 2,499,068

違反調査及び実態調査のため当局職員は管轄している
九州各県内をくまなく移動しているため，ほとんどすべて
の市区町村で給油できる環境を整える必要性があるとこ
ろ，同社の親会社である新日本石油株式会社のフラン
チャイズ及びセルフスタンドは，九州全体で約１２００店
舗と石油販売各社のなかでも最大の店舗数があるた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
ﾚｷﾞｭﾗｰ１㍑１
１１円
ほか２件

3521
（有）ひるめし問屋四季亭
福岡市博多区那珂３－１－
１９

被収容者に対する給食供給契
約（福岡入国管理局）

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　高山　泰
（福岡県福岡市博多区下臼井７７８－
１　福岡空港国内線第３ターミナルビ
ル）

平成17年4月1日 2,134,160

契約の相手方は被収容者に対する給食の安定供給等
の要件を満たした当該サービスを提供できる唯一の業
者であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１９年度から）

単価契約
１食当たり
２８０円
ほか２件

3522
（株）シンコー
福岡県福岡市中央区天神４
－７－１７

福岡入国管理局内清掃業務委
託契約一式

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　高山　泰
（福岡県福岡市博多区下臼井７７８－
１　福岡空港国内線第３ターミナルビ
ル）

平成17年4月1日 1,065,750

当局は福岡空港ターミナルビルにテナントとして入居して
いるが，契約の相手方はビルの所有者である福岡空港
ビルディングが契約している業者であることから，他社よ
りも著しく安価な価格をもって，当該委託業務の遂行が
可能であると見込まれるため。
（会計法第２９条の３，予決令第１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（平成１８年度から）

3523
沖縄リコー（株）
沖縄県那覇市寄宮１－３－
３７

乾式電子複合機の保守点検及
び調整請負契約一式

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　高山　泰
（福岡県福岡市博多区下臼井７７８－
１　福岡空港国内線第３ターミナルビ
ル）

平成17年4月1日 2,155,656

契約業者は当該機器等の供給者であり，技術，品質保
証能力及び交換部品等を有するものは同社以外なく，競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器の更新時に保守料を踏
まえた競争入札を実施）

単価契約
2000枚まで
10,200円
2001枚以上
5.1円　ほか4
件
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3524

オリンパス（株）バイオサイエ
ンス事業部
東京都新宿区西新宿２－３
－１

偽変造文書鑑識支援システム
機器一式

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　高山　泰
（福岡県福岡市博多区下臼井７７８－
１　福岡空港国内線第３ターミナルビ
ル）

平成17年8月1日 13,984,950

契約の相手方は偽変造文書鑑識支援システムについて
特許を取得していることから，本システムを提供できる唯
一の業者であり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3525
（株）ジェーシービー
東京都港区南青山５－１－
２２

高速道路ＥＴＣクレジットカードに
関する契約

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　高山　泰
（福岡県福岡市博多区下臼井７７８－
１　福岡空港国内線第３ターミナルビ
ル）

平成17年4月1日 2,832,970
価格面で実質的な競争が存在しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3526

福岡空港ビルディング（株）
福岡県福岡市博多区下臼
井７７８－１　福岡空港国内
線第３ターミナルビル

福岡入国管理局建物借料
（2,839.28㎡）

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　高山　泰
（福岡県福岡市博多区下臼井７７８－
１　福岡空港国内線第３ターミナルビ
ル）

平成17年4月1日 93,924,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

管理費含む

3527

福岡空港ビルディング（株）
福岡県福岡市博多区下臼
井７７８－１　福岡空港国内
線第３ターミナルビル

福岡入国管理局駐車場賃貸借
契約
（171.03㎡）

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　高山　泰
（福岡県福岡市博多区下臼井７７８－
１　福岡空港国内線第３ターミナルビ
ル）

平成17年4月1日 1,333,080

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある土地
であって，他の位置にある土地を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該土地の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3528

大分航空ターミナルビル
（株）
大分県東国東郡安岐町下
原１３番地

大分出張所大分空港分室借料
及び管理費契約
（86.26㎡）

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　高山　泰
（福岡県福岡市博多区下臼井７７８－
１　福岡空港国内線第３ターミナルビ
ル）

平成17年4月1日 3,143,244

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3529

中央三井信託銀行（株）大
分支店
大分県大分市中央町１－３
－２３

大分出張所事務室借料及び庁
舎管理契約
（194.96㎡）

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　高山　泰
（福岡県福岡市博多区下臼井７７８－
１　福岡空港国内線第３ターミナルビ
ル）

平成17年4月1日 10,030,856

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

駐車場代含む

3530
三井生命保険（株）
東京都千代田区大手町１－
２－３

佐賀出張所事務室等借料及び
庁舎管理契約
（146.33㎡）

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　高山　泰
（福岡県福岡市博多区下臼井７７８－
１　福岡空港国内線第３ターミナルビ
ル）

平成17年4月1日 7,122,360

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

駐車場，立看
板使用料を含
む

3531 個人情報により非公表
那覇支局嘉手納出張所事務室
借料
（470.85㎡）

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　高山　泰
（福岡県福岡市博多区下臼井７７８－
１　福岡空港国内線第３ターミナルビ
ル）

平成17年4月1日 6,300,000

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3532
宮崎空港ビル（株）
宮崎県宮崎市大字赤江宮
崎空港内

宮崎出張所宮崎空港分室借料
（92.25㎡）

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　高山　泰
（福岡県福岡市博多区下臼井７７８－
１　福岡空港国内線第３ターミナルビ
ル）

平成17年4月1日 4,068,216

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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3533
宮崎空港ビル（株）
宮崎県宮崎市大字赤江宮
崎空港内

宮崎出張所事務室借料
（101.28㎡）

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　高山　泰
（福岡県福岡市博多区下臼井７７８－
１　福岡空港国内線第３ターミナルビ
ル）

平成17年4月1日 3,828,384

契約の目的物件が代替性のない特定の位置にある建物
であって，他の位置にある建物を賃借しても契約の目的
を達しないことから，当該建物の所有者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3534

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）
東京都中央区日本橋本町１
－５－４

乾式複写機保守契約
１５台

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 8,497,352

他に当該機器の保守に必要な技術能力及び保守部品を
有する者がいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器更新時に保守料を踏ま
えた競争入札を実施）

単価契約
3.5円／枚
ほか８件

3535

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）
東京都中央区日本橋本町１
－５－４

人事統計システム改良作業委
託

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　伊丹　俊彦
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成18年2月9日 2,310,000

当該システムは，契約の相手方が独自に開発したもの
であり，供給者の変更は稼働に支障が生じるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札へ移行（価格競争）
（システム更新時に当該役務
料を踏まえた競争入札を実
施）

3536
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

公安情報システム保守等サー
ビス契約
１３件

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 16,430,232

当該システムは，契約の相手方が独自に開発したもの
であり，供給者の変更は稼働に支障が生じるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札へ移行（価格競争）
（システム更新時に当該役務
料を踏まえた競争入札を実
施）

3537
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

公安情報システム端末更新に
伴う各種設定作業委託

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　伊丹　俊彦
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月1日 27,300,000

当該システムは，契約の相手方が独自に開発したもの
であり，供給者の変更は稼働に支障が生じるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札へ移行（価格競争）
（システム更新時に当該役務
料を踏まえた競争入札を実
施）

3538
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

公安情報システム機能強化開
発委託

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　伊丹　俊彦
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月12日 45,990,000

当該システムは，契約の相手方が独自に開発したもの
であり，供給者の変更は稼働に支障が生じるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札へ移行（価格競争）
（システム更新時に当該役務
料を踏まえた競争入札を実
施）

3539
（株）時事通信社
東京都中央区銀座５－１５
－８

ＡＦＰニュース供給契約
１式

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 5,985,000
提供される情報内容が他の業者では得られないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3540
（株）時事通信社
東京都中央区銀座５－１５
－８

時事ゼネラルニュース供給契約
１式

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 40,496,400
提供される情報内容が他の業者では得られないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3541
（財）ラヂオプレス
東京都新宿区若松町３３－
８

ラヂオプレスニュース供給契約
１式

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 26,460,000
提供される情報内容が他の業者では得られないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3542
（財）ラヂオプレス
東京都新宿区若松町３３－
８

朝鮮民主主義人民共和国法典
（ＣＤ－ＲＯＭ）物品供給
１式

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　伊丹　俊彦
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月18日 1,732,500
他に同等の物品を販売している者がいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
１８年度以降においては当該
物品供給契約の予定がない

462



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

3543

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ション（株）
愛媛県松山市山越３－１５
－１５

ＳＤＳＬ使用料

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 23,614,920

通信回線利用料金等については，競争の余地はあるも
のの，電話料金等の各プランはいずれも関係業者の約
款に定められているものであり，一般競争入札による価
格競争を行うことは現実的でない。そこで，当庁において
は，各業者の料金プランを比較検討した上，通信回線等
の利用形態に合った最も経済的と考えられるプランを選
定し，該当の業者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3544
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－
４－１

電子計算機システム賃貸借契
約
６４件

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 13,088,880

当該機器について，前年度に引き続き継続賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には国庫債務
負担行為を前提とした競争入
札に移行（価格競争）

3545
ＫＤＤＩ（株）
東京都新宿区西新宿２－３
－２

専用回線使用料

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 12,008,928

通信回線利用料金等については，競争の余地はあるも
のの，電話料金等の各プランはいずれも関係業者の約
款に定められているものであり，一般競争入札による価
格競争を行うことは現実的でない。そこで，当庁において
は，各業者の料金プランを比較検討した上，通信回線等
の利用形態に合った最も経済的と考えられるプランを選
定し，該当の業者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3546

東京都個人タクシー協同組
合
東京都中野区弥生町５－６
－６

自動車（タクシー）供給契約

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 7,516,120

道路運送法第９条による認可料金が同一であり競争を
許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

公募を実施（１９年度から）
単価契約
認可料金

3547
富士ゼロックス（株）
東京都港区六本木３－１－
１

乾式複写機保守契約
１３台

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 7,137,419

他に当該機器の保守に必要な技術能力及び保守部品を
有する者がいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器更新時に保守料を踏ま
えた競争入札を実施）

単価契約
3.5円／枚
ほか２件

3548
ロイター・ジャパン（株）
東京都港区虎ノ門４－３－１
３

ファクティバ・ドットコム供給契約
１式

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 6,300,000
提供される情報内容が他の業者では得られないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3549
丸の内新聞事業協同組合
東京都千代田区内幸町１－
７－１０

新聞購読契約
１２紙

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 6,145,368

指定された場所に供給可能な者は契約の相手方のみで
あり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
3,925円／月
ほか１１件

3550
ＮＥＣリース（株）
東京都港区芝５－２９－１１

パーソナルコンピュータ賃貸借
契約
１９０台

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 4,836,678

当該機器について，前年度に引き続き継続賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には国庫債務
負担行為を前提とした競争入
札に移行（価格競争）
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3551
ニフティ（株）
東京都品川区南大井６－２
６－１

アット・ニフティ情報供給契約
１式

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 4,073,481
他に同等のサービスを提供する業者がないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
500円／月
ほか２４件

3552 個人情報につき非公表
雑誌類購読契約
８２誌

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 3,425,854
再販価格により実質的な競争が存在しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
732円／誌
ほか８１件

3553
キヤノン販売（株）
東京都港区港南２－１６－６

乾式複写機保守契約
４台

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 3,342,378

他に当該機器の保守に必要な技術能力及び保守部品を
有する者がいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器更新時に保守料を踏ま
えた競争入札を実施）

単価契約
4.3円／枚
ほか２５件

3554
昭和リース（株）
東京都新宿区四谷３－１２

電子計算機システム一式賃貸
借契約
２０件

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 2,959,104

当該機器について，前年度に引き続き継続賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には国庫債務
負担行為を前提とした競争入
札に移行（価格競争）

3555
海外新聞普及（株）
東京都港区芝浦２－９－１３

海外出版物購読契約
２２誌

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 2,086,887

他に同等のサービスを提供する業者がなく，また事業協
同組合との契約であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

3556
（株）共同通信社
東京都港区東新橋１－７－
１

海外リスク情報供給契約
１式

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,890,000
提供される情報内容が他の業者では得られないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3557
松下リース・クレジット（株）
東京都北区王子１－１２－４

ファクシミリ装置賃貸借契約
８４台

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,793,736

当該機器について，前年度に引き続き継続賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には国庫債務
負担行為を前提とした競争入
札に移行（価格競争）

3558
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２－
１

パーソナルコンピュータ賃貸借
契約
４６７台

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,589,280

当該機器について，前年度に引き続き継続賃借するも
のであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

機器の更新時には国庫債務
負担行為を前提とした競争入
札に移行（価格競争）

3559
学校法人函館国際学園
北海道函館市元町１４－１

ロシア語語学研修委託

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,310,000

これまでの実績，研修の内容及び継続性の観点から，
業務の内容が競争になじまない性質のものであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

企画競争を実施（１９年度か
ら）

3560
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東京都豊島区東池袋３－１
６－３

携帯電話使用料

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年4月1日 1,098,460

引き続き当該業者と契約することにより，長期割引制度
を最大限に活用するため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの
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3561
韓国ランゲージアカデミー
東京都千代田区富士見２－
６－４－７０４

韓国語研修講師派遣委託

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年5月11日 1,237,005

これまでの実績，研修の内容及び継続性の観点から，
業務の内容が競争になじまない性質のものであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

3562
ＣＳＫクリニック
東京都世田谷区代田５－２
１－６

定期健康診断業務委託

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　久保田　明
広
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年9月9日 2,873,932

これまでの実績及び継続性の観点から，業務の内容が
競争になじまない性質のものであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

単価契約
250円／名
ほか２０件

3563
（株）バークレーハウス
東京都千代田区五番町４－
２

アラビア語特別クラス研修委託
支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　伊丹　俊彦
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月7日 1,810,200

これまでの実績，研修の内容及び継続性の観点から，
業務の内容が競争になじまない性質のものであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

3564
ベルリッツ・ジャパン（株）
東京都港区南青山１－１－
１

英語語学研修委託
支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　伊丹　俊彦
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年10月18日 1,132,530

これまでの実績，研修の内容及び継続性の観点から，
業務の内容が競争になじまない性質のものであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

3565

（株）サイマル・インターナ
ショナル
東京都港区虎ノ門１丁目１
－２５－５

英語特別クラス研修委託
支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　伊丹　俊彦
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月5日 1,142,400

これまでの実績，研修の内容及び継続性の観点から，
業務の内容が競争になじまない性質のものであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

3566
（株）サンポー
東京都港区虎ノ門３－１５－
５

両袖机ほか物品供給
２１台

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　伊丹　俊彦
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月6日 2,541,000
再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き競争入札（価格競
争）を実施

3567
（財）国際教育振興会
東京都新宿区四谷１－２１

英語語学研修委託
支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　伊丹　俊彦
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月20日 5,471,515

これまでの実績，研修の内容及び継続性の観点から，
業務の内容が競争になじまない性質のものであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

3568
（株）バークレーハウス
東京都千代田区五番町４－
２

アラビア語語学研修委託
支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　伊丹　俊彦
（東京都千代田区霞が関１－１－１）

平成17年12月20日 1,827,000

これまでの実績，研修の内容及び継続性の観点から，
業務の内容が競争になじまない性質のものであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

3569
リコー販売（株）
東京都中央区銀座8-18-11

システム複写機の保守点検請
負契約

支出負担行為担当官
　関東公安調査局長　坂井文雄
（東京都千代田区九段南１－１－１０）

平成17年4月1日 4,618,158

他に当該機器の保守に必要な技術能力及び保守部品を
有する者がいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器更新時に保守料を踏ま
えた競争入札を実施）

3570
キャノン販売（株）
東京都港区港南2-16-6

システム複写機の保守点検請
負契約

支出負担行為担当官
　関東公安調査局長　坂井文雄
（東京都千代田区九段南１－１－１０）

平成17年4月1日 3,819,046

他に当該機器の保守に必要な技術能力及び保守部品を
有する者がいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器更新時に保守料を踏ま
えた競争入札を実施）
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3571
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂3-1-1

システム複写機の保守点検請
負契約

支出負担行為担当官
　関東公安調査局長　坂井文雄
（東京都千代田区九段南１－１－１０）

平成17年4月1日 2,448,911

他に当該機器の保守に必要な技術能力及び保守部品を
有する者がいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器更新時に保守料を踏ま
えた競争入札を実施）

3572
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東京都千代田区永田町2丁
目11番1号

携帯電話利用契約
支出負担行為担当官
　関東公安調査局長　坂井文雄
（東京都千代田区九段南１－１－１０）

平成17年4月1日 2,244,300

引き続き当該業者と契約することにより，長期割引制度
を最大限に活用するため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3573 ボーダフォン（株） 携帯電話利用契約
支出負担行為担当官
　関東公安調査局長　坂井文雄
（東京都千代田区九段南１－１－１０）

平成17年4月1日 2,004,621

引き続き当該業者と契約することにより，長期割引制度
を最大限に活用するため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3574
ＣＳＫクリニック
東京都世田谷区代田５－２
１－６

健康診断請負契約
支出負担行為担当官
　関東公安調査局長　坂井文雄
（東京都千代田区九段南１－１－１０）

平成17年4月1日 1,582,974

これまでの実績及び継続性の観点から，業務の内容が
競争になじまない性質のものであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

3575
オリックス（株）
東京都港区浜松町2-4-1

高速道路等有料道路通行料金
支払い契約

支出負担行為担当官
　関東公安調査局長　坂井文雄
（東京都千代田区九段南１－１－１０）

平成17年4月1日 1,576,939
価格面で実質的な競争が存在しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3576

東芝テックビジネスソリュー
ション（株）
東京都千代田区岩本町2-
4-3

システム複写機の保守点検請
負契約

支出負担行為担当官
　関東公安調査局長　坂井文雄
（東京都千代田区九段南１－１－１０）

平成17年4月1日 1,051,327

他に当該機器の保守に必要な技術能力及び保守部品を
有する者がいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器更新時に保守料を踏ま
えた競争入札を実施）

3577
広友サービス（株）
東京都港区赤坂1-4-17

平机ほかの物品供給契約
支出負担行為担当官
　関東公安調査局長　坂井文雄
（東京都千代田区九段南１－１－１０）

平成18年2月21日 13,200,000
再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き競争入札（価格競
争）を実施

3578
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ関
西
大阪市北区梅田１－１０－１

携帯電話料金

支出負担行為担当官
　近畿公安調査局長　小島龍郎
（大阪府大阪市中央区谷町２－１－１
７）

平成17年4月1日 2,066,921

引き続き当該業者と契約することにより，長期割引制度
を最大限に活用するため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3579

（財）大阪シルバー人材セン
ター
大阪市城東区関目３－１－
１４

近畿公安調査局専用部分清掃
業務委託料

支出負担行為担当官
　近畿公安調査局長　小島龍郎
（大阪府大阪市中央区谷町２－１－１
７）

平成17年4月1日 1,062,684

契約業者は，当該請負の実績を有し，かつ，時価に比べ
て著しく有利な価格をもって契約できる見込みがあった
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１８年度から）

3580
富士ゼロックス（株）
大阪市中央区安土町３－５
－１２

複写機保守料

支出負担行為担当官
　近畿公安調査局長　小島龍郎
（大阪府大阪市中央区谷町２－１－１
７）

平成17年4月1日 1,395,922

他に当該機器の保守に必要な技術能力及び保守部品を
有する者がいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器更新時に保守料を踏ま
えた競争入札を実施）

単価契約
ﾓﾉｶﾗｰ：5.0円
ﾌﾙｶﾗｰ：40.52
円

466



件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
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点検結果 講ずる措置 備考

3581
リコー関西（株）
大阪市中央区谷町４－１１
－６

複写機保守料

支出負担行為担当官
　近畿公安調査局長　小島龍郎
（大阪府大阪市中央区谷町２－１－１
７）

平成17年4月1日 1,367,934

他に当該機器の保守に必要な技術能力及び保守部品を
有する者がいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器更新時に保守料を踏ま
えた競争入札を実施）

単価契約
ﾓﾉｶﾗｰ：3.5円
ﾌﾙｶﾗｰ：28円

3582
（株）一光　名古屋支店
名古屋市昭和区福江１－１
９－２３

自動車用ガソリン及び自動車用
エンジンオイルの購入

支出負担行為担当官
　中部公安調査局長　平川治之
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 1,893,069

給油に当たっては、利用できるガソリンスタンドが官署に
近いこと，また，官用車出張で給油の利便性が高いた
め。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
レギュラー
118.65円
オイル630円

3583

キャノン販売（株）名古屋支
店
名古屋市東区東桜２－２－
１

複写機の保守
支出負担行為担当官
　中部公安調査局長　平川治之
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成17年4月1日 1,624,247

他に当該機器の保守に必要な技術能力及び保守部品を
有する者がいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器更新時に保守料を踏ま
えた競争入札を実施）

単価契約
ｶﾗｰ 45.0円
ﾓﾉｸﾛ 4.5円

3584
広川石油(株)
広島市西区横川町１－６－
１７

ガソリン供給

支出負担行為担当官代理
　中国公安調査局総務部総務課長
奥田正
（広島市中区上八丁堀２－１５）

平成17年4月1日 1,862,417

給油に当たっては、利用できるガソリンスタンドが官署に
近いこと，また，官用車出張で給油の利便性が高いた
め。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
123円ほか

3585
キヤノン販売(株)広島支店
広島市中区大手町３－７－
５

電子複写機の保守及び消耗品
等の供給

支出負担行為担当官代理
　中国公安調査局総務部総務課長
奥田正
（広島市中区上八丁堀２－１５）

平成17年4月1日 1,690,100

他に当該機器の保守に必要な技術能力及び保守部品を
有する者がいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器更新時に保守料を踏ま
えた競争入札を実施）

単価契約
7.0円ほか７件

3586

(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ中
国
広島市中区大手町４－１－
８

携帯電話使用

支出負担行為担当官代理
　中国公安調査局総務部総務課長
奥田正
（広島市中区上八丁堀２－１５）

平成17年4月1日 1,652,256

引き続き当該業者と契約することにより，長期割引制度
を最大限に活用するため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3587
ＫＤＤＩ（株）
東京都新宿区西新宿２－３
－２

携帯電話の利用契約一式
支出負担行為担当官代理
　九州公安調査局長　岡克彦
（福岡市中央区舞鶴３－９－１５）

平成17年4月1日 3,064,210

引き続き当該業者と契約することにより，長期割引制度
を最大限に活用するため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3588

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ九
州
福岡市中央区渡辺通２－６
－１

携帯電話の利用契約一式
支出負担行為担当官代理
　九州公安調査局長　岡克彦
（福岡市中央区舞鶴３－９－１５）

平成17年4月1日 2,399,532

引き続き当該業者と契約することにより，長期割引制度
を最大限に活用するため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

3589
福岡ゼロックス（株）
福岡市博多区網場町３－３

複写機の保守契約一式
支出負担行為担当官代理
　九州公安調査局長　岡克彦
（福岡市中央区舞鶴３－９－１５）

平成17年4月1日 1,271,549

他に当該機器の保守に必要な技術能力及び保守部品を
有する者がいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器更新時に保守料を踏ま
えた競争入札を実施）

単価契約
ﾓﾉｶﾗｰ
～2000枚：3.4
円
2001枚～：3円
ﾌﾙｶﾗｰ
１枚20円
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3590
（株）福助屋
福岡市博多区博多駅前４－
８－１０

複写機の保守契約一式
支出負担行為担当官代理
　九州公安調査局長　岡克彦
（福岡市中央区舞鶴３－９－１５）

平成17年4月1日 1,071,238

他に当該機器の保守に必要な技術能力及び保守部品を
有する者がいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器更新時に保守料を踏ま
えた競争入札を実施）

単価契約
ﾓﾉｶﾗｰ：5.5円
ﾌﾙｶﾗｰ：35円

3591

リコー東北（株）宮城事業本
部
仙台市青葉区五輪１－５－
３

複写機の保守点検請負契約

支出負担行為担当官
　東北公安調査局長　中島毅
（宮城県仙台市宮城野区五輪１－３
－２０）

平成17年4月1日 2,307,149

他に当該機器の保守に必要な技術能力及び保守部品を
有する者がいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器更新時に保守料を踏ま
えた競争入札を実施）

単価契約
4.50円/枚ほ
か９件

3592
太平洋石油（株）仙台支店
台市青葉区中央２－１０－３
０

自動車用揮発油の継続的売買
契約

支出負担行為担当官
　東北公安調査局長　中島毅
（宮城県仙台市宮城野区五輪１－３
－２０）

平成17年4月1日 1,899,144

給油に当たっては、利用できるガソリンスタンドが官署に
近いこと，また，官用車出張で給油の利便性が高いた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
レギュラーｶﾞｿ
ﾘﾝ
１ﾘｯﾄﾙ当たり
１１２．３５円ほ
か５件

3593
日本カルミック（株）
東京都千代田区九段南１－
６－１０

仙台第二法務合同庁舎トイレ
自動洗浄殺菌装置等維持管理
業務に関する契約一式

支出負担行為担当官
　東北公安調査局長　中島毅
（宮城県仙台市宮城野区五輪１－３
－２０）

平成17年4月1日 1,281,600

契約業者は，洗浄及び殺菌作用を有する中性の特殊薬
品により尿石の発生を予防する方法で便器等の防臭及
び洗浄をする器具で特許を取得しており，他者から同等
の能力を有する器具の提供が不可能なことから，競争を
許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

3594
東北電力（株）
仙台市青葉区中央４－６－
１

仙台第二法務合同庁舎電力需
給契約

支出負担行為担当官
　東北公安調査局長　中島毅
（宮城県仙台市宮城野区五輪１－３
－２０）

平成17年4月1日 6,457,394

電力を安定かつ継続的に供給できる者は契約の相手方
以外にないと判断したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（１９年度から）

単価契約
基本料金
1,510円，電力
量料金夏季11
円65銭，その
ほかの季10円
59銭，東北公
安調査局（管
理庁），仙台
入管分含む

3595
トヨタカローラ札幌（株）
札幌市豊平区美園3条6丁
目3-10

自動車交換契約
５台

支出負担行為担当官
　北海道公安調査局長　佐藤　進
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成17年7月21日 8,190,470
再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き競争入札（価格競
争）を実施

3596
大丸藤井（株）
札幌市中央区南1条西3丁
目2番地

応接セット等物品購入契約
４０点

支出負担行為担当官
　北海道公安調査局長　佐藤　進
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成18年2月1日 2,835,000
再度の入札をしても落札者がなかったため。
（予決令第９９条の２）

その他
引き続き競争入札（価格競
争）を実施

3597
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ四
国
高松市サンポート２－１

携帯電話利用契約
２９台

支出負担行為担当官
　四国公安調査局長　鈴木　康夫
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 1,541,111

引き続き当該業者と契約することにより，長期割引制度
を最大限に活用するため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

単価契約
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件数
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公共工事の名称、場所、期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
点検結果 講ずる措置 備考

3598
四国リコー（株）
高松市東ハゼ町９－７

複写機保守契約
４台

支出負担行為担当官
　四国公安調査局長　鈴木　康夫
（高松市丸の内１－１）

平成17年4月1日 1,131,950

他に当該機器の保守に必要な技術能力及び保守部品を
有する者がいないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（機器更新時に保守料を踏ま
えた競争入札を実施）

単価契約
１枚4.5円
ほか６件

3,598 1,185 70,371,865,777

（備　考）

４　計数等は，精査により変動する場合があります。

1　点検の結果は，「問題あり」，「見直しの余地あり」，「その他」に分類しています。

2　講ずる措置は，「18年度以降において当該事務・事業の委託等を行わない」，「競争入札に移行」，「企画競争を実施」，「公募を実施」，又は「随意契約によらざるを得ないもの」等に分類し，（　）で移行時期等を補足しています。

3　単価契約の場合は，契約金額欄に調達総額を記載し，備考欄に単価契約である旨及び単価を記載することとしています。
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